
令和４年７月 15 日 R26 

１．９ 電源の確保に関する手順等 

（抜粋） 
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1.9.1 概要  

 (ａ ) 電源の確保のための措置  

  ⅰ．全交流動力電源喪失を要因として発生する重大事故等

の対処に必要な電源の確保に関する手順  

設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失（外

部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の多重故障（以

下，「全交流動力電源喪失」という。））した場合に，前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋並

びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型発電

機による電源の確保は，事象発生後，制限時間までの時

間に十分な時間余裕があることから制限時間内で対策が

確実に可能である。  

本手順では，可搬型発電機及び可搬型分電盤の設置並

びに可搬型電源ケーブルの敷設による電源系統の構築を

行う手順とする。  

前処理建屋においては，事象発生後，制限時間（貯槽

等内の水素濃度が未然防止濃度到達）として 76時間を想

定しており，実施責任者，建屋対策班長，要員管理班，

情報管理班，通信班長及び建屋外対応班長（以下「実施

責任者等」という。）の要員８人，建屋対策班の班員６

人の合計 14人にて，事象発生後，前処理建屋可搬型発電

機の起動完了まで６時間 50分以内に実施する手順とす

る。  

その他の建屋での対処に必要な時間は以下のとおり。  
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分離建屋においては，事象発生後，制限時間（高レベ

ル廃液等の沸騰開始）として 15時間を想定しており，実

施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員 10人の合計 18

人にて，事象発生後，分離建屋可搬型発電機の起動完了

まで４時間 50分以内に実施する手順とする。  

精製建屋においては，事象発生後，制限時間（高レベ

ル廃液等の沸騰開始）として 11時間を想定しており，実

施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員４人の合計 12

人にて，事象発生後，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機の起動完了まで４時間 50分以内に実施す

る手順とする。  

制御建屋においては，事象発生後，制限時間（中央制

御室送風機の停止から中央制御室の二酸化炭素濃度が

1.0vol％到達）として 26時間を想定しており，実施責任

者等の要員８人，建屋対策班の班員４人の合計 12人に

て，事象発生後，制御建屋可搬型発電機の起動完了まで

４時間５分以内に実施する手順とする。  

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋においては，事象

発生後，制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始）として

19時間を想定しており，実施責任者等の要員８人，建屋

対策班の班員６人の合計 14人にて，事象発生後，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機の起動完了

まで４時間 50分以内に実施する手順とする。  

高レベル廃液ガラス固化建屋においては，事象発生

後，制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始）として 23時
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間を想定しており，実施責任者等の要員８人，建屋対策

班の班員８人の合計 16人にて，事象発生後，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機の起動完了まで６時間 50

分以内に実施する手順とする。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設においては，事

象発生後，制限時間（燃料貯蔵プール等におけるプール

水の沸騰開始）として 35時間を想定しており，実施責任

者等の要員８人，建屋対策班の班員 26人の合計 34人に

て，事象発生後，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機の起動完了まで 22時間 10分以内に実施する

手順とする。  

 

  ⅱ．全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故

等の対処に必要な電源の確保に関する手順  

動的機器の機能喪失又は人為的な過失の重畳を要因と

して発生する重大事故等においては，設計基準事故に対

処するための電気設備の一部を兼用し，重大事故等対処

設備として電力を供給する。全交流動力電源喪失を要因

とせずに重大事故等が発生した場合は，安全機能を有す

る施設として使用する場合と同じ系統構成とし，再処理

生産工程の停止を行うとともに，重大事故等への対処に

必要となる設備へ給電する。  
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 (ｂ ) 燃料給油のための措置  

  ⅰ．重大事故等の対処に用いる設備に対する補機駆動用燃         

料補給のための手順  

重大事故等の対処に前処理建屋可搬型発電機，分離建

屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型

中型移送ポンプ，中型移送ポンプ運搬車，大型移送ポン

プ車，ホース展張車，運搬車，監視測定用運搬車，けん

引車，ホイールローダ及び軽油用タンクローリを使用す

る場合は，補機の運転継続のため，燃料補給の手順に着

手する。  

    本手順では，可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機の初

期の燃料が満タンであることの確認を，可搬型発電機及

び可搬型空気圧縮機の起動に対応する建屋対策班の班員

にて実施する手順とする。  

軽油貯槽から軽油用タンクローリへの燃料の補給を，

軽油用タンクローリ３台使用し，１台当たり実施責任者

等の要員８人，建屋外対応班の班員３人の合計 11人に

て，軽油用タンクローリ準備，移動後１時間 15分以内で

実施する手順とする。  

    可搬型発電機の近傍のドラム缶への燃料の補給を，実

施責任者等の要員８人，建屋外対応班の班員２人の合計

10人にて，軽油用タンクローリの準備，移動開始後９時
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間 55分以内で実施する手順とする。２回目以降の軽油用

タンクローリから可搬型発電機近傍のドラム缶への燃料

の補給は，実施責任者等の要員８人，建屋外対応班の班

員１人の合計９人にて，９時間 15分以内で実施する手順

とする。  

    可搬型空気圧縮機の近傍のドラム缶への燃料の補給

を，実施責任者等の要員８人，建屋外対応班の班員１人

の合計９人にて，軽油用タンクローリの準備，移動開始

後７時間以内で実施する手順とする。２回目以降の軽油

用タンクローリから可搬型空気圧縮機近傍のドラム缶へ

の燃料の補給は，実施責任者等の要員８人，建屋外対応

班の班員１人の合計９人にて，９時間 15分以内で実施す

る手順とする。  

    可搬型中型移送ポンプの近傍のドラム缶への燃料の補

給を，実施責任者等の要員８人，建屋外対応班の班員１

人の合計９人にて，軽油用タンクローリの準備，移動開

始後５時間 35分以内で実施する手順とする。２回目以降

の軽油用タンクローリから可搬型中型移送ポンプ近傍の

ドラム缶への燃料の補給は，実施責任者等の要員８人，

建屋外対応班の班員１人の合計９人にて， 12時間 25分以

内で実施する手順とする。  

    大型移送ポンプ車の近傍のドラム缶への燃料の補給

を，実施責任者等の要員８人，建屋外対応班の班員２人

の合計 10人にて，軽油用タンクローリの準備，移動開始

後 15時間 55分以内で実施する手順とする。２回目以降の
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軽油用タンクローリから大型移送ポンプ車近傍のドラム

缶への燃料の補給は，実施責任者等の要員８人，建屋外

対応班の班員２人の合計 10人にて， 12時間 25分以内で実

施する手順とする。  

ドラム缶から可搬型発電機への燃料の補給を，実施責

任者等の要員 14人，建屋対策班の班員 22人の合計 36人に

て実施した場合，ドラム缶への補給後１時間 30分以内に

燃料を補給することが可能である。  

    ドラム缶から可搬型空気圧縮機への燃料の補給を，実

施責任者等の要員 15人，建屋対策班の班員 26人の合計 41

人にて実施した場合，ドラム缶への補給後１時間 30分以

内で実施する手順とする。  

ドラム缶から可搬型中型移送ポンプへの燃料の補給

を，実施責任者等の要員８人，建屋外対応班の班員５人

の合計 13人にて実施した場合，ドラム缶への補給後２時

間 50分以内で実施する手順とする。  

    ドラム缶から大型移送ポンプ車への燃料の補給を実施

責任者等の要員８人，建屋外対応班の班員４人の合計 12

人にて実施した場合，ドラム缶への補給後１時間以内で

実施する手順とする。  

軽油貯槽から可搬型中型移送ポンプの近傍のドラム缶

への燃料の補給を実施責任者等の要員８人，建屋外対応

班の班員１人の合計９人で作業を実施した場合，可搬型

中型移送ポンプの運転（水供給）開始後２時間 20分以内

で可能である。  
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    中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車，運搬車，監視

測定用運搬車，けん引車，ホイールローダ及び軽油用タ

ンクローリへの燃料の補給は，軽油貯槽から随時行う。  

以上より，軽油用タンクローリ３台の準備，移動，軽

油貯槽から軽油用タンクローリの車載タンクへの燃料補

給並びに軽油用タンクローリの車載タンクから可搬型発

電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び大

型移送ポンプ車近傍のドラム缶への燃料補給，軽油貯槽

から可搬型中型移送ポンプの近傍のドラム缶への燃料補

給，ドラム缶から燃料補給に必要となる要員数は，実施

責任者 16 人，建屋対策班の班員 26 人，建屋外対応班の

班員９人の合計 51 人で実施する。  

１回目の燃料補給にかかる合計時間は，軽油用タンク

ローリの準備から大型移送ポンプ車のドラム缶への燃料

補給完了までの 15 時間 55 分以内で実施する。  
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 (ｃ ) 自主対策設備  

   全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準

対象の施設の機能維持が可能である場合，自主対策設備及

び手順等を以下のとおり整備する。  

 

ⅰ．共通電源車による非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母

線への給電するための設備及び手順  

  （ ⅰ ）  設備  

全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計

基準対象の施設の機能維持が可能である場合，共通電

源車を非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線に接続

し，非常用電源建屋から前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

及び高レベル廃液ガラス固化建屋へ給電する。再処理

施設の状況に応じて，共通電源車からの給電により再

処理施設の安全機能を確保するために必要な電力を確

保する。  

共通電源車に必要な燃料は，第２非常用ディーゼル

発電機の燃料油貯蔵タンクから移送し補給する。  

 

  （ ⅱ ）  手順  

    共通電源車による非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母

線への給電の主な手順は以下のとおり。  

共通電源車を用いた非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用

主母線の電源隔離（非常用電源建屋）から共通電源車起
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動及び運転状態の確認を実施責任者等の要員９人，建屋

対策班の班員 14人にて実施する。要員の確保，本対策の

実施判断後，共通電源車の起動完了まで１時間以内で実

施する。  

以上より，共通電源車を用いた非常用電源建屋の 6.9

ｋＶ非常用主母線への給電するための手順に必要となる

合計の要員数は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班

の班員 14人の合計 23人，想定時間は１時間以内で実施す

る。  

ⅱ．共通電源車による制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線へ給

電するための設備及び手順

  （ ⅰ ）  設備  

全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基

準対象の施設の機能維持が可能である場合，非常用電源

建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線から制御建屋への給電ができ

ない場合は，共通電源車を制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線

に接続し，制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の負荷へ給電す

ることにより，制御建屋中央制御室の運転保安灯及び直

流非常灯並びに中央制御室の居住性を確保するための設

備に必要な電力を確保する。

共通電源車に必要な燃料は，第２非常用ディーゼル発

電機の燃料油貯蔵タンクから移送し補給する。  
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  （ ⅱ ）  手順  

共通電源車による制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線への

給電の主な手順は以下のとおり。  

共通電源車を用いた制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の

電源隔離から共通電源車起動及び運転状態の確認を実施

責任者等の要員９人，建屋対策班の班員 14人にて実施す

る。要員の確保，本対策の実施判断後，共通電源車の起

動完了まで１時間以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた制御建屋の 6.9ｋＶ非

常用母線への給電するための手順に必要となる合計の要

員数は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員 14

人の合計 23人，想定時間は１時間以内で実施する。  

 

ⅲ．共通電源車によるユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運  

転予備用主母線への給電するための設備  

  （ ⅰ ）  設備  

    全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基

準対象の施設の機能維持が可能である場合，再処理施設

の状況に応じて，事故対応に有効な再処理施設の監視機

能等を確保するために必要な電力を確保するため ,共通電

源車をユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線に

接続し，ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線

の負荷に必要な電力を確保する。  

共通電源車に必要な燃料は，Ｄ／Ｇ用燃料油受入れ・

貯蔵所から移送し補給する。  
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  （ ⅱ ）  手順  

共通電源車を用いたユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運

転予備用主母線への給電するための手順は以下のとお

り。  

共通電源車を用いたユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運

転予備用主母線の電源隔離から共通電源車起動及び運転

状態の確認を実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班

員 12人にて実施する。要員の確保，本対策の実施判断

後，共通電源車の起動完了まで１時間 20分以内で実施す

る。  

以上より，共通電源車を用いたユーティリティ建屋の

6.9ｋＶ運転予備用主母線への給電するための手順に必要

となる合計の要員数は，実施責任者等の要員９人，建屋

対策班の班員 12人の合計 21人，想定時間は１時間 20分以

内で実施する。  

 

  ⅳ．共通電源車による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の 6.9ｋＶ非常用母線への給電するための設備及び手順  

  （ ⅰ ）  設備  

全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基

準対象の施設の機能維持が可能である場合，共通電源車

を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用

母線に接続し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

6.9ｋＶ非常用母線の負荷へ給電に必要な電力を確保す

る。  
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共通電源車に必要な燃料は，第１非常用ディーゼル発

電機の重油タンクから移送し補給する。  

 

  （ ⅱ ）  手順  

    共通電源車による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の 6.9ｋＶ非常用母線への給電の主な手順は以下のとお

り。  

共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の 6.9ｋＶ非常用母線の電源隔離から共通電源車起動

及び運転状態の確認を実施責任者等９人，建屋対策班の

班員 22人にて実施する。要員の確保，本対策の実施判断

後，共通電源車の起動完了まで１時間 10分以内で実施す

る。  

以上より，共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線への給電するための

手順に必要となる合計の要員数は，実施責任者等９人，

建屋対策班の班員 22人の合計 31人，想定時間は１時間 10

分以内で実施する。  

 

  ⅴ．共通電源車に対する燃料給油のための手順  

    共通電源車を使用する場合は，共通電源車の運転継続

のため，燃料補給の手順に着手する。  

    本手順は，共通電源車により電力を確保するための手

順と並行し，第１非常用ディーゼル発電機の重油タン

ク，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又
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はＤ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所の燃料油系統に設けて

いる接続口に燃料供給ポンプを接続することにより，共

通電源車の運転継続に必要な燃料を自動で移送する。  
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1.9 電源の確保に関する手順等 

方
針
目
的 

設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失（外部電源喪失及

び非常用ディーゼル発電機の多重故障（以下，第５表（10／15）で

は，「全交流動力電源喪失」という。））した場合において，当該重

大事故等に対処するために必要な電力を確保するための設備として代

替電源設備及び代替所内電気設備を確保する手順等を整備する。 

また，重大事故等の対処に必要な設備を継続運転させるため，補機

駆動用燃料補給設備により燃料補給する手順等を整備する。 

対
応
手
段
等 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生
す
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確

保
に
関
す
る
対
応
手
順 

可
搬
型
発
電
機
に
よ
る
給
電 

【着手判断】 

外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発

電機２台がともに自動起動せず，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設において電源供給が確

認できない場合，手順に着手する。 

外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発

電機２台がともに自動起動せず，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋において電源供給が確認できない場

合，手順に着手する。 

【可搬型発電機の起動】 

各可搬型発電機からケーブル接続口まで可搬

型電源ケーブル（屋外）を敷設し，接続する。 

各建屋内においては，可搬型分電盤及び可搬

型電源ケーブル（屋内）を敷設し，各建屋の重

大事故対処用母線及び可搬型分電盤の接続口に

可搬型電源ケーブルを接続する。なお，可搬型

分電盤又は重大事故対処用母線を設置しない場

合は直接重大事故等対処設備へ接続する。 

各可搬型発電機，各建屋の重大事故対処用母

線及び重大事故等対処設備について異臭，発

煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを

外観点検により確認する。 

各可搬型発電機の燃料が規定油量以上である

ことを確認する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生
す

る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確
保

に
関
す
る
対
応
手
順 

可
搬
型
発
電
機
に
よ
る
給
電 

可搬型発電機を起動し，当該可搬型発電機の

電圧計及び燃料油計により健全であることを確

認する。 

手順の成否は，可搬型発電機が正常に起動

し，可搬型分電盤まで必要な電源が確保できて

いることを検電器等にて確認する。 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
せ
ず
に
発
生
す
る
重
大
事
故
等
に
対
処

す
る
た
め
の
対
応
手
順 

設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
一
部
を
兼
用
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
か
ら

の
給
電 

動的機器の機能喪失又は人為的な過失の重畳

を要因として発生する重大事故等の対処におい

て，臨界事故，有機溶媒等による火災又は爆発

の対処に必要な設備，冷却機能の喪失による蒸

発乾固に対処するための設備，放射線分解によ

り発生する水素による爆発に対処するための設

備，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃

料貯蔵プール等の冷却等の対処に用いる放射線

監視設備，計装設備及び通信連絡設備が必要と

なる場合は，全交流動力電源が健全な環境の条

件において対処するため，受電開閉設備，所内

高圧系統，所内低圧系統，直流電源設備及び計

測制御用交流電源設備に対処するための電気設

備の一部を兼用し，電源を確保する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

考
慮
す
べ
き
事
項 

負
荷
容
量 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て

発
生
す
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要

な
電
源
の
確
保
に
関
す
る
対
応
手
順 

可搬型発電機は，必要な負荷が最大となる全

交流動力電源喪失時における対処のために必要

な設備へ給電する。 

 

 

 

 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と

せ
ず
に
発
生
す
る
重
大
事
故
等
に

対
処
す
る
た
め
の
対
応
手
順 

代替設備による機能の確保，修理等の対応，

使用済燃料の再処理の停止等により重大事故等

に対処するための機能を維持する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生

す
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の

確
保
に
関
す
る
対
応
手
順

全交流動力電源が喪失した場合には，燃料補

給のための対応手順及び前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発

電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機による給電の対応手順に従

い，電源を確保することにより，重大事故等時

の対処に必要な電源を確保する。 

これらの対応手段の他に系統の健全性を確認

し，対処に必要となる要員が確保できた場合に

は，自主対策設備を用いた対応を選択すること

ができる。 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と

せ
ず
に
発
生
す
る
重
大
事
故
等
に

対
処
す
る
た
め
の
対
応
手
順

全交流動力電源喪失を要因とせずに動的機器

の機能喪失又は人為的な過失の重畳を要因とし

て発生する重大事故等に対しては，設計基準事

故に対処するための電気設備の一部を兼用し，

電源を確保する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生
す

る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確
保

に
関
す
る
対
応
手
順 

【悪影響防止】 

各建屋における代替電源設備及び代替所内電

気設備による対処は，設計基準事故に対処する

ための設備とは独立して単独で行う。 

【成立性】 

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発

電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機によ

る電源の確保は，最短沸騰時間となる精製建屋

の制限時間までに十分な時間余裕があることか

ら，制限時間内で対策が確実に可能である。 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
せ
ず

に
発
生
す
る
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る

た
め
の
対
応
手
順 

【悪影響防止】 

安全機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成とする。 

【成立性】 

全交流動力電源喪失を要因とせず発生する重

大事故等の対処は，制御室の監視制御盤にて速

やかに確認する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

燃
料
給
油
の
た
め
の
対
応
手
順 

【悪影響防止】 

補機駆動用燃料補給設備による対処は，設計

基準事故に対処するための設備とは独立して単

独で行う。 

【成立性】 

可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中

型移送ポンプ，可搬型中型移送ポンプ運搬車，

大型移送ポンプ車，ホース展張車，運搬車，監

視測定用運搬車，けん引車，ホイールローダ及

び軽油用タンクローリの補機駆動用の燃料は，

補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽及び軽油用

タンクローリにより必要な量を補給する。 

運転開始後に，可搬型発電機の近傍に設置し

たドラム缶の燃料が枯渇するまでに燃料補給を

実施する。 

可搬型発電機等の軽油を貯蔵する軽油貯槽

は，想定する事象の進展を考慮し，約 100ｍ３の

地下タンク８基により対処に必要な容量を確保

する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対

策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防

護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室

等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動

ができるように，可搬型照明を配備する。 

 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対

策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防

護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１

作業当たり10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及

び作業においては，作業場所の線量率の把握及

び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室

等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移

動ができるように，可搬型照明を配備する。 

 

 

1070



1.9 電源の確保に関する手順等 

方
針
目
的 

設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失（外部電源喪失及

び非常用ディーゼル発電機の多重故障（以下，第５表（10／15）で

は，「全交流動力電源喪失」という。））した場合において，当該重

大事故等に対処するために必要な電力を確保するための設備として代

替電源設備及び代替所内電気設備を確保する手順等を整備する。 

また，重大事故等の対処に必要な設備を継続運転させるため，補機

駆動用燃料補給設備により燃料補給する手順等を整備する。 

対
応
手
段
等 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生
す
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確

保
に
関
す
る
対
応
手
順 

可
搬
型
発
電
機
に
よ
る
給
電 

【着手判断】 

外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発

電機２台がともに自動起動せず，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設において電源供給が確

認できない場合，手順に着手する。 

外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発

電機２台がともに自動起動せず，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス

固化建屋において電源供給が確認できない場

合，手順に着手する。 

【可搬型発電機の起動】 

各可搬型発電機からケーブル接続口まで可搬

型電源ケーブル（屋外）を敷設し，接続する。 

各建屋内においては，可搬型分電盤及び可搬

型電源ケーブル（屋内）を敷設し，各建屋の重

大事故対処用母線及び可搬型分電盤の接続口に

可搬型電源ケーブルを接続する。なお，可搬型

分電盤又は重大事故対処用母線を設置しない場

合は直接重大事故等対処設備へ接続する。 

各可搬型発電機，各建屋の重大事故対処用母

線及び重大事故等対処設備について異臭，発

煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを

外観点検により確認する。 

各可搬型発電機の燃料が規定油量以上である

ことを確認する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

対
応
手
段
等 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生
す

る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確
保

に
関
す
る
対
応
手
順 

可
搬
型
発
電
機
に
よ
る
給
電 

可搬型発電機を起動し，当該可搬型発電機の

電圧計及び燃料油計により健全であることを確

認する。 

手順の成否は，可搬型発電機が正常に起動

し，可搬型分電盤まで必要な電源が確保できて

いることを検電器等にて確認する。 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
せ
ず
に
発
生
す
る
重
大
事
故
等
に
対
処

す
る
た
め
の
対
応
手
順 

設
計
基
準
対
象
の
施
設
と
一
部
を
兼
用
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
か
ら

の
給
電 

動的機器の機能喪失又は人為的な過失の重畳

を要因として発生する重大事故等の対処におい

て，臨界事故，有機溶媒等による火災又は爆発

の対処に必要な設備，冷却機能の喪失による蒸

発乾固に対処するための設備，放射線分解によ

り発生する水素による爆発に対処するための設

備，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃

料貯蔵プール等の冷却等の対処に用いる放射線

監視設備，計装設備及び通信連絡設備が必要と

なる場合は，全交流動力電源が健全な環境の条

件において対処するため，受電開閉設備，所内

高圧系統，所内低圧系統，直流電源設備及び計

測制御用交流電源設備に対処するための電気設

備の一部を兼用し，電源を確保する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

考
慮
す
べ
き
事
項 

負
荷
容
量 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て

発
生
す
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要

な
電
源
の
確
保
に
関
す
る
対
応
手
順 

可搬型発電機は，必要な負荷が最大となる全

交流動力電源喪失時における対処のために必要

な設備へ給電する。 

 

 

 

 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と

せ
ず
に
発
生
す
る
重
大
事
故
等
に

対
処
す
る
た
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応
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代替設備による機能の確保，修理等の対応，

使用済燃料の再処理の停止等により重大事故等

に対処するための機能を維持する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生

す
る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の

確
保
に
関
す
る
対
応
手
順 

全交流動力電源が喪失した場合には，燃料補

給のための対応手順及び前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発

電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬

型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機による給電の対応手順に従

い，電源を確保することにより，重大事故等時

の対処に必要な電源を確保する。 

これらの対応手段の他に系統の健全性を確認

し，対処に必要となる要員が確保できた場合に

は，自主対策設備を用いた対応を選択すること

ができる。 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と

せ
ず
に
発
生
す
る
重
大
事
故
等
に

対
処
す
る
た
め
の
対
応
手
順 

全交流動力電源喪失を要因とせずに動的機器

の機能喪失又は人為的な過失の重畳を要因とし

て発生する重大事故等に対しては，設計基準事

故に対処するための電気設備の一部を兼用し，

電源を確保する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
し
て
発
生
す

る
重
大
事
故
等
の
対
処
に
必
要
な
電
源
の
確
保

に
関
す
る
対
応
手
順 

【悪影響防止】 

各建屋における代替電源設備及び代替所内電

気設備による対処は，設計基準事故に対処する

ための設備とは独立して単独で行う。 

【成立性】 

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発

電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機によ

る電源の確保は，最短沸騰時間となる精製建屋

の制限時間までに十分な時間余裕があることか

ら，制限時間内で対策が確実に可能である。 

 

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
を
要
因
と
せ
ず

に
発
生
す
る
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る

た
め
の
対
応
手
順 

【悪影響防止】 

安全機能を有する施設として使用する場合と

同じ系統構成とする。 

【成立性】 

全交流動力電源喪失を要因とせず発生する重

大事故等の対処は，制御室の監視制御盤にて速

やかに確認する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

燃
料
給
油
の
た
め
の
対
応
手
順 

【悪影響防止】 

補機駆動用燃料補給設備による対処は，設計

基準事故に対処するための設備とは独立して単

独で行う。 

【成立性】 

可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中

型移送ポンプ，可搬型中型移送ポンプ運搬車，

大型移送ポンプ車，ホース展張車，運搬車，監

視測定用運搬車，けん引車，ホイールローダ及

び軽油用タンクローリの補機駆動用の燃料は，

補機駆動用燃料補給設備の第１軽油貯槽及び第

２軽油貯槽（以下「軽油貯槽」という。）及び軽

油用タンクローリにより必要な量を補給する。 

運転開始後に，可搬型発電機の近傍に設置し

たドラム缶の燃料が枯渇するまでに燃料補給を

実施する。 

可搬型発電機等の軽油を貯蔵する軽油貯槽

は，想定する事象の進展を考慮し，約 100ｍ３の

地下タンク８基により対処に必要な容量を確保

する。 
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1.9 電源の確保に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

重大事故等の対処においては，通常の安全対

策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防

護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室

等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動

ができるように，可搬型照明を配備する。 

放
射
線
管
理

放
射
線
防
護

重大事故等の対処においては，通常の安全対

策に加えて，放射線環境や作業環境に応じた防

護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況に

応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１

作業当たり10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及

び作業においては，作業場所の線量率の把握及

び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室

等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移

動ができるように，可搬型照明を配備する。 
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8. 電源の確保に関する手順等  

【要求事項】  

再処理事業者において、設計基準事故に対処するための  

  設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場     

  合において当該重大事故等に対処するために必要な電力を

確保するために必要な手順等が適切に整備されているか、  

又は整備される方針が適切に示されていること。  

【解釈】  

１「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲げ

る措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うた

めの手順等をいう。  

（ １ ）  重大事故等に対処するために必要な電力の確保  

ａ ） 電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場  

合において、当該重大事故等に対処するために必要な  

電力を確保するために必要な手順等を整備すること。  

ｂ ） 事業所内直流電源設備から給電されている間に、十  

分な余裕を持って可搬型代替電源設備を繋ぎ込み、給  

電が開始できること。  

ｃ ） 事業所内電気設備（モーターコントロールセンター

（ MCC）、パワーセンター（ P/C）及び金属閉鎖配電盤

（メタルクラッド（ MC）等）は、共通要因で機能を失

うことなく、少なくとも一系統は機能の維持及び人の

接近性の確保を図ること。  
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設計基準事故に対処するための設備の電源が喪失したこ

とにより重大事故等が発生した場合において，当該重大事

故等に対処するために必要な電力を確保するための対処設

備を整備する。  

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について

説明する。  
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ａ．対応手段と設備の選定  

(ａ ) 対応手段と設備の選定の考え方  

   全交流動力電源喪失したことにより重大事故等が発生し

た場合において，当該重大事故等に対処するために必要な

電力を確保する必要がある。  

   また，全交流動力電源喪失となった場合でも，設計基準

事故に対処するための設備が健全であれば，重大事故等の

対処に用いる。このため，フォールトツリー分析上で，想

定する故障に対処できる対応手段及び重大事故等対処設備

を選定する（第８－１図）。  

   重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段，自主対策設備及び資機材※ １ を選定する。  

※１  資機材：防護具（全面マスク等）及び出入管理区

画設営用資機材，ドラム缶，簡易ポンプ

については，資機材であるため重大事故

等対処設備としない。  

   また，選定した重大事故等対処設備により，技術的能力

審査基準だけでなく，事業指定基準規則第四十二条及び技

術基準規則第四十六条の要求事項を満足する設備が網羅し

ていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を

明確にする。  
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 (ｂ ) 対応手段と設備の選定の結果  

   上記「 (ａ ) 対応手段と設備の選定の考え方」に基づき選

定した対応手段並びに技術的能力審査基準及び事業指定基

準規則第四十二条及び技術基準規則第四十六条からの要求

により選定した対応手段とその対応に使用する重大事故等

対処設備，自主対策設備及び資機材を以下に示す。  

全交流動力電源喪失時に冷却機能の喪失による蒸発乾固

の拡大を防止するための設備，放射線分解により発生する

水素による爆発の拡大を防止するための設備，使用済燃料

貯蔵槽の冷却等のための設備，計装設備，制御室の居住性

等に関する設備及び通信連絡設備に必要な電源を供給する

重大事故等対処設備として，常設重大事故等対処設備及び

可搬型重大事故等対処設備を選定するとともに，電源復旧

の対応手段を選定する。また，全交流動力電源喪失におい

て，電源復旧により設計基準対象の施設の機能維持が可能

である場合，再処理施設の状況に応じて，自主対策設備と

して共通電源車を選定し，再処理施設の安全機能を確保す

るために必要な電力を確保する。共通電源車により給電す

る主な設備を第８－１表に示す。  

なお，機能喪失を想定する重大事故等の対処に使用する

重大事故等対処設備，設計基準対象の施設と一部を兼用す

る重大事故等対処設備並びに自主対策設備についての関係

を第８－２表及び第８－３表に整理する。  
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  ⅰ．全交流動力電源喪失を要因として発生する重大事故等   

の対処に必要な電源の確保に関する対応手段及び設備  

  (ⅰ ) 可搬型発電機による給電  

１ )   対応手段  

     全交流動力電源が喪失し，重大事故等が発生した場

合において，当該重大事故等に対処するために必要な

電力を確保するため，非常用ディーゼル発電機を代替

する代替電源設備として，可搬型発電機を配備する。  

また，非常用所内電源系統を代替する代替所内電気

設備として，重大事故対処用母線を設け，可搬型分電

盤及び可搬型電源ケーブルを配備する。可搬型発電機

は，必要な負荷が最大となる全交流動力電源喪失時に

おける対処のために必要な設備へ給電する。可搬型発

電機による対処は，各建屋の可搬型発電機により設計

基準事故に対処するための設備とは独立して単独で行

う。  

可搬型発電機による給電で使用する設備は以下のと

おり。  

   ａ ）  代替電源設備  

   ｉ ）  可搬型重大事故等対処設備  

・前処理建屋可搬型発電機  

・分離建屋可搬型発電機  

・制御建屋可搬型発電機  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機  
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・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機  

 

   ｂ ）  代替所内電気設備  

   ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

・前処理建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤，

常設電源ケーブル）  

・分離建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤，

常設電源ケーブル）  

・精製建屋の重大事故対処用母線（常設分電盤，

常設電源ケーブル）  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の重大事故

対処用母線（常設分電盤，常設電源ケーブル） 

・高レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用

母線（常設分電盤，常設電源ケーブル）  

 

   ⅱ ）  可搬型重大事故等対処設備  

・前処理建屋の可搬型分電盤  

・分離建屋の可搬型分電盤  

・精製建屋の可搬型分電盤  

・制御建屋の可搬型分電盤  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬型分

電盤  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型分電盤  
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・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型

分電盤  

・前処理建屋の可搬型電源ケーブル  

・分離建屋の可搬型電源ケーブル  

・精製建屋の可搬型電源ケーブル  

・制御建屋の可搬型電源ケーブル  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の可搬型電

源ケーブル  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型電源ケー

ブル  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型

電源ケーブル  

 

  (ⅱ ) 共通電源車による給電  

１ )  対応手段  

   ａ ）  共通電源車による非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主

母線への給電  

     全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計

基準対象の施設の機能維持が可能である場合，共通電

源車を非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線に接続

し，非常用電源建屋から前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

及び高レベル廃液ガラス固化建屋へ給電する。共通電

源車による給電は，再処理施設の状況に応じて，共通

電源車による給電により再処理施設の安全機能を確保
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するために必要な電力を確保する。  

     共通電源車に必要な燃料は，第２非常用ディーゼル

発電機の燃料油貯蔵タンクから移送し補給する。  

     非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線への共通電源

車による給電で使用する設備は以下のとおり。  

・共通電源車  

・可搬型電源ケーブル  

・燃料供給ポンプ  

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・可搬型燃料供給ホース  

・第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク  

・非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線  

・前処理建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 6.9ｋＶ非常

用母線  

・非常用電源建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・前処理建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・分離建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・精製建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・制御建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 460Ⅴ非常用

母線  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・前処理建屋の第２非常用直流電源設備  

1085



・分離建屋の第２非常用直流電源設備  

・精製建屋の第２非常用直流電源設備  

・制御建屋の第２非常用直流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の第２非常用

直流電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の第２非常用直流電

源設備  

・非常用電源建屋の第２非常用直流電源設備  

・前処理建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・分離建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・精製建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・制御建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の非常用計測

制御用交流電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用計測制御用

交流電源設備  

 

   ｂ ）    共通電源車による制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線への

給電  

全交流動力電源喪失において，電源復旧により設

計基準対象の施設の機能維持が可能である場合，共

通電源車を制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線に接続し，

制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の負荷へ給電すること

により，制御建屋中央制御室の運転保安灯及び直流

非常灯並びに中央制御室の居住性を確保するための
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設備に必要な電力を確保する。  

共通電源車に必要な燃料は，第２非常用ディーゼ

ル発電機の燃料油貯蔵タンクから移送し補給する。  

制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線への共通電源車によ

る給電で使用する設備は以下のとおり。  

・共通電源車  

・可搬型電源ケーブル  

・燃料供給ポンプ  

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・可搬型燃料供給ホース  

・第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク  

・制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・制御建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・制御建屋の共通電源車用常設電源ケーブル  

・制御建屋の第２非常用直流電源設備  

・制御建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

 

   ｃ ）    共通電源車によるユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転

予備用主母線への給電  

全交流動力電源喪失において，電源復旧により設

計基準対象の施設の機能維持が可能である場合，共

通電源車をユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備

用主母線に接続し，ユーティリティ建屋から前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固
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化建屋へ給電する。共通電源車による給電は，再処

理施設の状況に応じて，事故対応に有効な再処理施

設の監視機能等を確保するために必要な電力を確保

する。  

対処に用いる運転予備系統は，共通要因により機

能を失う設備のため，設備が健全な場合において使

用する。  

共通電源車に必要な燃料は，Ｄ／Ｇ用燃料油受入

れ・貯蔵所から移送し補給する。  

ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線

への共通電源車による給電で使用する設備は以下の

とおり。  

・共通電源車  

・可搬型電源ケーブル  

・燃料供給ポンプ  

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・可搬型燃料供給ホース  

・Ｄ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所  

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線  

・前処理建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線  

・分離建屋の 6.9ｋⅤ運転予備用母線  

・精製建屋の 6.9ｋⅤ運転予備用母線  

・制御建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 6.9ｋＶ運転

予備用母線  
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・高レベル廃液ガラス固化建屋の 6.9ｋⅤ運転予備用

母線  

・前処理建屋の 460Ⅴ運転予備用母線  

・分離建屋の 460Ⅴ運転予備用母線  

・精製建屋の 460Ⅴ運転予備用母線  

・制御建屋の 460Ⅴ運転予備用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 460Ⅴ運転予

備用母線  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 460Ⅴ運転予備用母

線  

・ユーティリティ建屋の直流電源設備  

・前処理建屋の直流電源設備  

・分離建屋の直流電源設備  

・精製建屋の直流電源設備  

・制御建屋の直流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の直流電源設

備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の直流電源設備  

・ユーティリティ建屋の計測制御用交流電源設備  

・前処理建屋の計測制御用交流電源設備  

・分離建屋の計測制御用交流電源設備  

・精製建屋の計測制御用交流電源設備  

・制御建屋の計測制御用交流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の計測制御用

交流電源設備  
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・高レベル廃液ガラス固化建屋の計測制御用交流電

源設備  

    

   ｄ ）    共通電源車による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の 6.9ｋＶ非常用母線への給電  

全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計

基準対象の施設の機能維持が可能である場合，共通電

源車を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋ

Ｖ非常用母線に接続し，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線の負荷へ給電すること

により，使用済燃料貯蔵プールの冷却等のための対処

に必要な使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の安全

機能を確保するための設備の必要な電力を確保する。  

     共通電源車に必要な燃料は，第１非常用ディーゼル

発電機の重油タンクから移送し補給する。  

     使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常

用母線への共通電源車による給電で使用する設備は以

下のとおり。  

・共通電源車  

・可搬型電源ケーブル  

・燃料供給ポンプ  

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・可搬型燃料供給ホース  

・第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非
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常用母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 460Ⅴ非常

用母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の第１非常

用直流電源設備  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の非常用計

測制御用交流電源設備  

 

  (ⅲ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

１ )  対応手段  

     代替電源設備及び代替所内電気設備による給電で使

用する設備を重大事故等対処設備として位置付ける。

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準及び事

業指定基準規則第四十二条及び技術基準規則第四十六

条に要求している設備を全て網羅している。  

     以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故に

対処するための電源が喪失したことにより重大事故等

が発生した場合においても，当該重大事故等に対処す

るために必要な電力を確保する。  

     また，以下の設備は地震要因の重大事故等時に機能

維持設計としておらず，機能喪失するおそれがあるこ

とから，重大事故等対処設備とは位置付けないが，再

処理施設の状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，

その理由を示す。  
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・共通電源車  

     全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設

が機能喪失している場合は，以下の設備が損傷し，対

処に必要な電源を供給できないが，プラントの状況に

よっては，重大事故等の対処に必要な電源を確保する

ための手段として有効である。  

・非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線  

・制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常

用母線  

 

ⅱ．全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故

等の対処に必要な電源の確保に関する対応手段及び設

備  

  (ⅰ ) 設計基準対象の施設と一部を兼用する重大事故等対処

設備からの給電  

１ )  対応手段  

     動的機器の機能喪失又は人為的な過失の重畳を要因

として発生する重大事故等においては，設計基準事故

に対処するための電気設備の一部を兼用し，重大事故

等対処設備として電力を供給する。全交流動力電源喪

失を要因とせずに重大事故等が発生した場合は，安全

機能を有する施設として使用する場合と同じ系統構成

とし，再処理生産工程の停止を行うとともに，重大事
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故等への対処に必要となる設備へ給電する。

主要な設備は，以下のとおりとする。  

ａ ）  常設重大事故等対処設備（設計基準対象の施設と一

部兼用）

・受電開閉設備

・受電変圧器

・非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ常用主母線

・第２ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線

・第２ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ常用主母線

・前処理建屋の 6.9ｋＶ非常用母線

・前処理建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線

・分離建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線

・精製建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線

・制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線

・制御建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 6.9ｋＶ非常用

母線

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 6.9ｋＶ運転予

備用母線

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母

線

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常
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用母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ常用

母線  

・低レベル廃棄物処理建屋の 6.9ｋＶ運転予備用母線  

・非常用電源建屋の 460Ｖ非常用母線  

・ユーティリティ建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・第２ユーティリティ建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・前処理建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・前処理建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・分離建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・分離建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・精製建屋の 460Ⅴ非常用母線  

・精製建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・制御建屋の 460Ｖ非常用母線  

・制御建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 460Ｖ非常用母

線  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の 460Ｖ運転予備

用母線  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 460Ｖ非常用母線  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 460Ｖ非常用

母線  

・低レベル廃棄物処理建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・低レベル廃液処理建屋の 460Ｖ運転予備用母線  
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・ハル・エンドピース貯蔵建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・ウラン脱硝建屋の 460Ｖ運転予備用母線  

・非常用電源建屋の第２非常用直流電源設備  

・ユーティリティ建屋の直流電源設備  

・第２ユーティリティ建屋の直流電源設備  

・前処理建屋の第２非常用直流電源設備  

・前処理建屋の直流電源設備  

・分離建屋の第２非常用直流電源設備  

・精製建屋の第２非常用直流電源設備  

・制御建屋の第２非常用直流電源設備  

・制御建屋の直流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の第２非常用直流

電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の第２非常用直流電源設

備  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の第１非常用直

流電源設備  

・低レベル廃棄物処理建屋の直流電源設備  

・低レベル廃液処理建屋の直流電源設備  

・ハル・エンドピース貯蔵建屋の直流電源設備  

・ウラン脱硝建屋の直流電源設備  

・ユーティリティ建屋の計測制御用交流電源設備  

・第２ユーティリティ建屋の計測制御用交流電源設備  

・前処理建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・前処理建屋の計測制御用交流電源設備  
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・分離建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・分離建屋の計測制御用交流電源設備  

・精製建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・精製建屋の計測制御用交流電源設備  

・制御建屋の非常用計測制御用交流電源設備  

・制御建屋の計測制御用交流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の非常用計測制御

用交流電源設備  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の計測制御用交流

電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の非常用計測制御用交流

電源設備  

・高レベル廃液ガラス固化建屋の計測制御用交流電源設

備  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の非常用計測制

御用交流電源設備  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の計測制御用交

流電源設備  

 

  (ⅱ ) 重大事故等対処設備  

全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事

故等に対処するための電気設備は，設計基準対象の施

設の一部を兼用し，常設重大事故等対処設備として位

置付ける。これらの設備は，技術的能力審査基準及び

事業指定基準規則第四十二条及び技術基準規則第四十

1096



六条に要求している設備を全て網羅している。  

     以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故に

対処するための電源が喪失したことにより重大事故等

が発生した場合においても，当該重大事故等に対処す

るために必要な電力を確保する。  

 

  ⅲ．燃料給油のための対応手段及び設備  

  (ⅰ ）  重大事故等の対処に用いる設備への給油  

１ )  対応手段  

     可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送

ポンプ，可搬型中型移送ポンプ運搬車，大型移送ポン

プ車，ホース展張車，運搬車，監視測定用運搬車，け

ん引車，ホイールローダ及び軽油用タンクローリの補

機駆動用の燃料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯

槽及び軽油用タンクローリにより必要な量を補給す

る。  

     可搬型発電機の軽油を貯蔵する軽油貯槽は，想定す

る事象の進展を考慮し，約 100ｍ ３ の地下タンク８基に

より対処に必要な容量を確保する。  

なお，本対応で用いる手順等については，  「２．冷

却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順

等」，  

「３．放射線分解により発生する水素による爆発に対

処するための手順」，「５．使用済燃料貯蔵槽の冷却等

のための手順等」，「６．工場等外への放射性物質等の
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放出を抑制するための手順等」，「７．重大事故等への

対処に必要となる水の供給手順等」，「９．事故時の計

装に関する手順等」，「 11．監視測定等に関する手順

等」，及び「 12．緊急時対策所の居住性等に関する手

順等」に示す。  

可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送

ポンプ，可搬型中型移送ポンプ運搬車，大型移送ポン

プ車，ホース展張車，運搬車，監視測定用運搬車，け

ん引車，ホイールローダ及び軽油用タンクローリへの

燃料補給で使用する設備は以下のとおり。  

ａ ）  補機駆動用燃料補給設備  

   ⅰ ）  常設重大事故等対処設備  

・第１軽油貯槽  

・第２軽油貯槽  

   ⅱ ）  可搬型重大事故等対処設備  

・軽油用タンクローリ  

 

  (ⅱ ) 共通電源車への給油  

   自主対策の対処で使用する共通電源車を必要な期間継

続して運転させるため，設計基準対象の施設である燃料

貯蔵設備を兼用して燃料を補給する。  

    第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，第２非常

用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用燃

料油受入れ・貯蔵所から共通電源車への補給で使用する

設備は以下のとおり。  
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・第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク  

・第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク  

・Ｄ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所  

・燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・燃料供給ポンプ  

・可搬型燃料供給ホース  

   

  (ⅲ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

    軽油貯槽から重大事故等の対処に用いる設備への補給

で使用する設備のうち，軽油貯槽及び軽油用タンクロー

リは，重大事故等対処設備として位置付ける。  

    共通電源車への補給で使用する設備のうち，第１非常

用ディーゼル発電機の重油タンク，第２非常用ディーゼ

ル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用燃料油受入

れ・貯蔵所並びに燃料供給ポンプ用電源ケーブル，燃料

供給ポンプ及び可搬型燃料供給ホースは，自主対策設備

として位置付ける。  

    軽油貯槽から共通電源車への補給で使用する設備のう

ち，軽油貯槽及び軽油用タンクローリは，自主対策設備

として位置付ける。  

    これらの選定した設備は，技術的能力審査基準及び事

業指定基準規則第四十二条及び技術基準規則第四十六条

に要求している設備が全て網羅している。  

    全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設が

機能喪失している場合は，以下の設備が損傷し，対処に
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必要な電源を供給できないが，設計基準対象の施設が健

全である場合においては，共通電源車からの給電により

使用できる。共通電源車の運転に必要となる燃料は，第

１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，第２非常用デ

ィーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用燃料油

受入れ・貯蔵所から補給する。  

・非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線  

・制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非

常用母線  

・ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線  

 

  ⅳ．手順等  

    「ⅰ．全交流動力電源喪失を要因として発生する重大

事故等の対処に必要な電源の確保に関する対応手段及び

設備」，「ⅱ．全交流動力電源喪失を要因とせずに発生

する重大事故等の対処に必要な電源の確保に関する対応

手段及び設備」及び「ⅲ．燃料給油のための対応手段及

び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備す

る。  

    これらの手順は，重大事故等の発生時における実施組

織要員による一連の対応として「重大事故等発生時対応

手順書」に定める（第８－２表）。  

    また，重大事故等が発生した場合に監視が必要となる

計器及び必要な負荷についても整理する。  

1100



ｂ．重大事故等時の手順等  

(ａ ) 全交流動力電源喪失を要因として発生する重大事故等の

対処に必要な電源の確保に関する対応手順  

  ⅰ．可搬型発電機による給電  

    全交流動力電源喪失により重大事故等が発生した場合 , 

前処理建屋，分離建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の近傍に設置してい

る前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制

御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機により，可搬型分電盤，可搬型電源ケーブル，前

処理建屋の重大事故対処用母線，分離建屋の重大事故対

処用母線，精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線を用いて

給電を行う手段がある。  

    全交流動力電源喪失の場合は，現場環境確認を行った

後に対処を開始する。  

火山の影響により，降灰予報 (「やや多量」以上 )を確

認した場合は，事前の対応作業として，可搬型発電機の

建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。  

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実

施する。  
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    前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制

御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機の指定配置場所については，第８－２図に示す。  

 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

１ )   外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発電機２

台がともに自動起動せず，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設において電源供給が確認できない場合。  

２ )   外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機２

台がともに自動起動せず，前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋において電源供給

が確認できない場合（第８－４表）。  

 

  (ⅱ ) 操作手順  

    可搬型発電機による給電の手順の概要は以下のとお

り。  

    手順の概要を第８－３図に，系統図を第８－４図～第

８－９図に，タイムチャートを第８－５表～第８－８表

に，重大事故等対処設備を活用する手順等の判断基準と

して用いる補助パラメータを第８－９表に，配置概要図

を第８－２図に示す。  
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①   実施責任者は，設計基準事故に対処するための設備の

電源が喪失した場合，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を用いて重大事故

等への対処を行うため，各可搬型発電機から前処理建

屋の重大事故対処用母線，分離建屋の重大事故対処用

母線，精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線及び可搬

型分電盤への給電開始を指示する。  

②   建屋対策班の班員は，給電に必要な資機材を準備のう

え可搬型発電機保管場所へ移動し，前処理建屋可搬型

発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の

健全性を確認する。  

 また，建屋対策班の班員は，けん引車により，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を外部

保管エリアから使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へ運

搬し，設置する。  

③  建屋対策班の班員は，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・
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プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を建屋近傍の指定

配置場所へ移動する。  

④   建屋対策班の班員は，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から前処理建屋の

重大事故対処用母線，分離建屋の重大事故対処用母

線，精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線，高レベル

廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線及び各重大

事故等対処設備の接続口までのアクセスルートの健全

性を確認する。  

⑤   建屋対策班の班員は，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機からケーブル接続

口まで可搬型電源ケーブル（屋外）を敷設し，接続す

る。  

⑥   建屋対策班の班員は，各建屋内においては，可搬型分

電盤及び可搬型電源ケーブル（屋内）を敷設し，前処

理建屋の重大事故対処用母線，分離建屋の重大事故対
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処用母線，精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線，高

レベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線及び

可搬型分電盤の接続口に可搬型電源ケーブルを接続す

る。なお，可搬型分電盤又は重大事故対処用母線を設

置しない場合は直接重大事故等対処設備へ接続する。  

⑦   建屋対策班の班員は，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，前処理建屋の重

大事故対処用母線，分離建屋の重大事故対処用母線，

精製建屋の重大事故対処用母線，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋の重大事故対処用母線，高レベル廃液

ガラス固化建屋の重大事故対処用母線及び各重大事故

等対処設備について異臭，発煙，破損，保護装置の動

作等異常がないことを外観点検により確認する。  

⑧   建屋対策班の班員は，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の燃料が規定油量

以上であることを確認する。  

⑨   建屋対策班の班員は，実施責任者に前処理建屋可搬型

発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電
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機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機に

よる重大事故等対処設備への給電準備が完了したこと

を報告する。  

⑩   実施責任者は，建屋対策班の班員に前処理建屋可搬型

発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機に

よる重大事故等対処設備への給電開始を指示する。  

⑪   建屋対策班の班員は，前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を起動し，当該可

搬型発電機の電圧計及び燃料油計により当該可搬型発

電機が健全であることを確認する。また，異臭，発

煙，破損等の異常ないことを確認し，実施責任者へ給

電準備が完了したことを報告する。  

⑫   建屋対策班の班員は，前処理建屋の重大事故対処用母

線，分離建屋の重大事故対処用母線，精製建屋の重大

事故対処用母線，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

の重大事故対処用母線及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の重大事故対処用母線の各配線用遮断器を投入する
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ことにより，可搬型重大事故等対処設備への給電を実

施し，実施責任者へ給電が完了したことを報告し，前

処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御

建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機の電圧計及び燃料油計により可搬型重大事

故等対処設備の監視を行う。  

なお，火山の影響により，対処中に降灰予報（「や

や多量」以上）を確認した場合は，外部保管エリアよ

り可搬型発電機の予備機を運搬し，屋内に設置する。

設置後の手順については，上記の④～⑫と同じであ

る。  

  (ⅲ ) 操作の成立性

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制

御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機による給電の対応は，建屋対策班の班員により行

う。前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，

制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機による電源の確保は，最短沸騰時間となる精製
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建屋の制限時間までに十分な時間余裕があることから，

制限時間内で対策が確実に可能である。  

    可搬型発電機及び可搬型分電盤の設置並びに可搬型電

源ケーブルの敷設による電源系統の構築を行う。  

    事象発生後の制限時間，建屋対策班の班員の要員数及

び事象発生後，可搬型発電機の起動完了までの時間につ

いては以下に示す。  

    前処理建屋においては，事象発生後，制限時間（貯槽

等内の水素濃度が未然防止濃度到達）として 76時間を想

定しており，実施責任者，建屋対策班長，要員管理班，

情報管理班，通信班長及び建屋外対応班長（以下「実施

責任者等」という。）の要員８人，建屋対策班の班員６

人の合計 14人にて，事象発生後，前処理建屋可搬型発電

機の起動完了まで６時間 50分以内に実施する。  

    分離建屋においては，事象発生後，制限時間（高レベ

ル廃液等の沸騰開始）として 15時間を想定しており，実

施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員 10人の合計 18

人にて，事象発生後，分離建屋可搬型発電機の起動完了

まで４時間 50分以内に実施する。  

    精製建屋においては，事象発生後，制限時間（高レベ

ル廃液等の沸騰開始）として 11時間を想定しており，実

施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員４人の合計 12

人にて，事象発生後，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機の起動完了まで４時間 50分以内に実施す

る。  
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    制御建屋においては，事象発生後，制限時間（中央制

御室送風機の停止から中央制御室の二酸化炭素濃度が

1.0vol％到達）として 26時間を想定しており，実施責任

者等の要員８人，建屋対策班の班員４人の合計 12人に

て，事象発生後，制御建屋可搬型発電機の起動完了まで

４時間５分以内に実施する。  

    ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋においては，事象

発生後，制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始）として

19時間を想定しており，実施責任者等の要員８人，建屋

対策班の班員６人の合計 14人にて，事象発生後，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機の起動完了

まで４時間 50分以内に実施する。  

    高レベル廃液ガラス固化建屋においては，事象発生

後，制限時間（高レベル廃液等の沸騰開始）として 23時

間を想定しており，実施責任者等の要員８人，建屋対策

班の班員８人の合計 16人にて，事象発生後，高レベル廃

液ガラス固化建屋可搬型発電機の起動完了まで６時間 50

分以内に実施する。  

    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設においては，事

象発生後，制限時間（燃料貯蔵プール等におけるプール

水の沸騰開始）として 35時間を想定しており，実施責任

者等の要員８人，建屋対策班の班員 26人の合計 34人に

て，事象発生後，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機の起動完了まで 22時間 10分以内に実施す

る。  
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    前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制

御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機の準備前及び起動後の作業の手順については，

「５．１重大事故等対策」にて整備する。  

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。  

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。  

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた

対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を

可能な限り低減する。  

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。  

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができ

るように，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料１．９－８】  
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  ⅱ．共通電源車による給電  

    全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基

準対象の施設の機能維持が可能である場合，共通電源車

により電源を確保するため，非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非

常用主母線へ給電することにより再処理施設の安全機能

を確保するために必要な電力を確保する。また，全交流

動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対象の

施設の機能維持が可能であって，非常用電源建屋の 6.9ｋ

Ｖ非常用主母線から制御建屋への給電ができない場合

は，共通電源車を制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線に接続

し，制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の負荷へ給電すること

により，制御建屋中央制御室の運転保安灯及び直流非常

灯並びに中央制御室の居住性を確保するための設備に必

要な電力を供給する。  

    全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基

準対象の施設の機能維持が可能である場合，共通電源車

により電源を確保するため，ユーティリティ建屋の 6.9ｋ

Ｖ運転予備用主母線へ給電をすることにより，事故対応

に有効な再処理施設の監視機能等を確保する。  

    全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基

準対象の施設の機能維持が可能である場合，共通電源車

により電源を確保するため，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線へ給電をすることによ

り，使用済燃料貯蔵プールの冷却等のための対処により

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の安全機能を確保
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する。  

    共通電源車による給電の優先順位は以下のとおり。  

１．非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線  

２．制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線  

３．ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線  

４．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用

母線  

上記給電を継続するために共通電源車への燃料補給を実

施する。燃料の補給手順については，「 (ｃ ) 燃料給油のた

めの対応手順」にて整備する。  

 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

   １ ) 外部電源が喪失し，設計基準事故に対処するための

設備である第２非常用ディーゼル発電機２台がともに

自動起動及び手動起動できないが，電源復旧により設

計基準対象の施設の機能維持が可能である場合（非常

用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線へ給電）。  

   ２ ) 外部電源が喪失し，設計基準事故に対処するための

設備である第２非常用ディーゼル発電機２台がともに

自動起動及び手動起動できないが，電源復旧により設

計基準対象の施設の機能維持が可能である場合であっ

て，非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線から共通電

源車による給電ができない場合（制御建屋の 6.9ｋＶ非

常用母線へ給電）。  

３ ) 外部電源が喪失し，設計基準事故に対処するための
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設備である第２非常用ディーゼル発電機２台がともに

自動起動及び手動起動できないが，電源復旧により設

計基準対象の施設の機能維持が可能である場合（ユー

ティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線へ給

電）。  

   ４ )   外部電源が喪失し，設計基準事故に対処するための

設備である第１非常用ディーゼル発電機２台がともに

自動起動及び手動起動できず，重大事故等対処用母線

が健全である場合（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の 6.9ｋＶ非常用母線へ給電）。（第８－３表）  

     なお， １ ) ， ２ ) ， ３ )及び ４ )の場合における本対応は，

対処に用いる系統の健全性を確認し，対処に必要とな

る要員確保，本対策の実施判断後，実施する。また，

対処に用いる系統は現場確認結果及び事故発生直前で

の電源系統の保守の状況を確認し，給電可能な系統を

選択する。  

 

  (ⅱ ) 操作手順  

共通電源車による非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母

線，制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線，ユーティリティ建屋

の 6.9ｋＶ運転予備用主母線及び使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線への給電手順は以下の

とおり。  

各手順の成功は非常用電源建屋（又は制御建屋，ユーテ

ィリティ建屋及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設）
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の母線電圧が，共通電源車約 2,000ｋＶＡの場合， 6.6ｋ

Ｖ±1.5％，共通電源車約 1,000ｋⅤＡの場合， 6.6ｋＶ±

3.5％又は共通電源車約 1,700ｋⅤＡの場合， 6.6ｋＶ±

0.5％及び母線電圧低警報が回復することにより確認する。 

①   実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋

対策班の班員に共通電源車を用いた各母線への給電

開始を指示する。  

②   建屋対策班の班員は，給電に必要な資機材を準備の

うえ共通電源車へ移動し，共通電源車の健全性を確

認する。  

③   建屋対策班の班員は，共通電源車から各母線の接続

口までのアクセスルートの健全性を確認する。  

④   建屋対策班の班員は，共通電源車から各母線まで可

搬型電源ケーブルを敷設し，接続口に接続する。  

⑤   建屋対策班の班員は，共通電源車から第１非常用デ

ィーゼル発電機の重油タンク，第２非常用ディーゼ

ル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用燃料油受

入れ・貯蔵所まで可搬型燃料供給ホースを敷設し，

接続口に接続，補給を開始する。  

⑥   建屋対策班の班員は，各母線及び共通電源車につい

て異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異常がない

ことを外観点検により確認する。  

⑦   建屋対策班の班員は，実施責任者に共通電源車に

よる各母線への給電準備が完了したことを報告す

る。  
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⑧   実施責任者は建屋対策班の班員に各母線の各遮断

器の開放操作を指示する。  

⑨   建屋対策班の班員は，各母線の遮断器の開放操作

を行い実施責任者に各操作が完了したことを報告す

る。  

⑩   実施責任者は，建屋対策班の班員へ各負荷の停止

確認及び各遮断器の開放操作を指示するとともに，

動的負荷の自動起動防止のために操作スイッチの隔

離操作を指示する。  

⑪   建屋対策班の班員は，実施責任者に各負荷の停止

確認，各遮断器の開放操作及び動的負荷の自動起動

防止のための操作スイッチの隔離操作を行い，操作

が完了したことを報告する。  

⑫   実施責任者は，建屋対策班の班員に共通電源車に

よる各母線への給電開始を指示する。  

⑬   建屋対策班の班員は，共通電源車を起動し，共通

電源車の発電機電圧計及び燃料油液位計により共通

電源車が健全であることを確認する。また，異臭，

発煙，破損等の異常ないことを確認した上で，各母

線への給電を実施し，実施責任者へ給電が完了した

ことを報告する。  

⑭   建屋対策班の班員は，各母線電圧を確認した後

に，遮断器の投入操作を実施する。  

⑮   建屋対策班の班員は，実施責任者に共通電源車に

よる非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線の場
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合，非常用電源建屋，前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋への給電操作が

完了したことを報告する。  

制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の場合，制御建屋

への給電操作が完了したことを報告する。  

ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線

の場合，ユーティリティ建屋，前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，制御建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋への給

電操作が完了したことを報告する。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ

非常用母線の場合，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設への給電操作が完了したことを報告する。  

⑯   実施責任者は，建屋対策班の班員へ給電操作開始

を指示する。  

⑰   建屋対策班の班員は，各遮断器の投入操作が完了

したことを実施責任者へ報告し，共通電源車の発電

機電圧計及び燃料油液位計により監視を行う。  

⑱   実施責任者は，非常用電源建屋（又は制御建屋，

ユーティリティ建屋及び使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設）の母線電圧が共通電源車の発電機と同

じ（共通電源車約 2,000ｋＶＡの場合， 6.6ｋＶ±

1.5％，共通電源車約 1,000ｋⅤＡの場合， 6.6ｋＶ

±3.5％又は共通電源車約 1,700ｋⅤＡの場合， 6.6
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ｋＶ±0.5％）であること，母線電圧低の警報が回

復していることを確認することにより，共通電源車

からの給電が成功していることを判断する。  

手順の概要を第８－３図に，系統図を第８－ 10図～

第８－ 13図に，タイムチャートを第８－５表～第８－

８表に，重大事故等対処設備を活用する手順等の判断

基準として用いる補助パラメータを第８－９表に，配

置概要図を第８－ 14図に示す。    

共通電源車を用いた非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用

主母線への給電するための手順は以下のとおり。  

共通電源車を用いた非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用

主母線の電源隔離（非常用電源建屋）から共通電源車

起動及び運転状態の確認を実施責任者等の要員９人，

建屋対策班の班員 14人にて実施する。要員の確保，本

対策の実施判断後，共通電源車の起動完了まで１時間

以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた非常用電源建屋の 6.9

ｋＶ非常用主母線への給電するための手順に必要とな

る合計の要員数は，実施責任者等の要員９人，建屋対

策班の班員 14人の合計 23人，想定時間は１時間以内で

実施する。  

共通電源車を用いた制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線へ

の給電するための手順は以下のとおり。  

共通電源車を用いた制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の

電源隔離から共通電源車起動及び運転状態の確認を実
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施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員 14人にて実

施する。要員の確保，本対策の実施判断後，共通電源

車の起動完了まで１時間以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた制御建屋の 6.9ｋＶ非

常用母線への給電するための手順に必要となる合計の

要員数は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班

員 14人の合計 23人，想定時間は１時間以内で実施す

る。  

共通電源車を用いたユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運

転予備用主母線への給電するための手順は以下のとお

り。  

共通電源車を用いたユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運

転予備用主母線の電源隔離から共通電源車起動及び運

転状態の確認を実施責任者等の要員９人，建屋対策班

の班員 12人にて実施する。要員の確保，本対策の実施

判断後，共通電源車の起動完了まで１時間 20分以内で

実施する。  

以上より，共通電源車を用いたユーティリティ建屋

の 6.9ｋＶ運転予備用主母線への給電するための手順に

必要となる合計の要員数は，実施責任者等の要員９

人，建屋対策班の班員 12人の合計 21人，想定時間は１

時間 20分以内で実施する。  

共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線への給電するための手順は

以下のとおり。  
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共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線の電源隔離から共通電源車

起動及び運転状態の確認を実施責任者等の要員９人，

建屋対策班の班員 22人にて実施する。要員の確保，本

対策の実施判断後，共通電源車の起動完了まで１時間

10分以内で実施する。

以上より，共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線への給電するた

めの手順に必要となる合計の要員数は，実施責任者等

の要員９人，建屋対策班の班員 22人の合計 31人，想定

時間は１時間 10分以内で実施する。

本対応は，対処に用いる系統の健全性を確認し，対

処に必要となる要員が確保できた場合に着手を行うこ

ととしているため，重大事故等対処設備を用いた対処

に悪影響を及ぼすことはない。  

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。  

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当

たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。  

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業

においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じ

た対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量

を可能な限り低減する。  
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重大事故等の対処時においては，中央制御室等との

連絡手段を確保する。  

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動がで

きるように，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料１．９－８】
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ⅲ．重大事故等時の対応手段の選択

重大事故等の対応手段の選択方法は以下のとおり。

手順の概要を，第８－３図に示す。  

全交流動力電源が喪失した場合には，前処理建屋可

搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型

発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発

電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

又は共通電源車による給電の対応手順に従い，電源を

確保することにより，重大事故等時の対処に必要な電

源を確保する。  

全交流動力電源が喪失した場合は，燃料補給のため

の対応手順及び前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可

搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機による対応手順へ移行

し，可搬型発電機による給電を行い，電源を確保す

る。  

全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設

が機能喪失している場合，可搬型発電機による給電を

行い電源を確保する。設計基準事故に対処するための

電気設備が機能維持しており，第１非常用ディーゼル

発電機又は第２非常用ディーゼル発電機の手動起動が

できない場合であって，共通電源車による電源が確保
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できない場合は，前処理建屋可搬型発電機，分離建屋

可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機による給電を行い，電

源を確保する。  

    全交流動力電源喪失において，第１非常用ディーゼ

ル発電機又は第２非常用ディーゼル発電機の手動起動

ができない場合であって，設計基準対象の施設の機能

維持し，共通電源車による電源確保ができる場合，共

通電源車による給電を行い，電源を確保する。  
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(ｂ ) 全交流動力電源喪失を要因とせずに発生する重大事故等

の対処に必要な電源の確保に関する対応手順  

  ⅰ．設計基準対象の施設と一部を兼用する重大事故等対処

設備からの給電  

動的機器の機能喪失又は人為的な過失の重畳を要因

として発生する重大事故等の対処において，臨界事

故，有機溶媒等による火災又は爆発の対処に必要な設

備，冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解によ

り発生する水素による爆発に対処するための設備，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の燃料貯蔵プール

等の冷却等の対処に用いる放射線監視設備，計装設備

及び通信連絡設備が必要となる場合は，全交流動力電

源が健全な環境の条件において対処するため，受電開

閉設備，受電変圧器，所内高圧系統，所内低圧系統，

直流電源設備及び計測制御用交流電源設備に対処する

ための電気設備の一部を兼用し，電源を確保する手順

に着手する。  

 

  (ⅰ ) 手順着手の判断基準  

１ )  外部電源が健全であること。  

２ )  所内電源系統の電圧が正常であること。  

３ )  第１非常用ディーゼル発電機２台又は第２非常用デ

ィーゼル発電機２台が待機状態であり，故障警報が

発報していないこと。  
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４ )  第１非常用ディーゼル発電機１台又は第２非常用デ

ィーゼル発電機１台が点検等により待機除外時であ

っても，他の第１非常用ディーゼル発電機１台又は

第２非常用ディーゼル発電機１台は待機状態で故障

警報が発報していないこと。  

なお，対処に用いる系統は，警報の確認により，対処

可能な系統を選択する（第８－３表）。  

 

  (ⅱ ) 操作手順  

    手順着手の判断基準は，下記項目を制御室の監視制御

盤にて確認する。  

・受電開閉設備の電圧が正常であること。  

・6.9ｋＶ非常用主母線 , 6.9ｋＶ非常用母線の電圧が正

常であること。  

・非常用ディーゼル発電機２台が待機状態であり，故障

警報が発報していないこと。  

・電源系統の警報が発報していないこと。  

・非常用ディーゼル発電機１台が点検等により待機除

外時であっても，残りの１台は待機状態で故障警報が

出ていないこと。  

 

  (ⅲ ) 操作の成立性  

全交流動力電源喪失を要因とせず発生する重大事故

等の対処は，制御室の監視制御盤にて速やかに確認する。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え
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て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。  

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能

な限り低減する。  

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。  

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができ

るように，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料１．９－８】  

 

  ⅱ．重大事故等時の対応手段の選択  

    重大事故等の対応手段の選択方法は以下のとおり。手順  

の概要を，第８－３図に示す。  

全交流動力電源喪失を要因とせずに動的機器の機能喪

失又は人為的な過失の重畳を要因として発生する重大事

故等に対しては，設計基準事故に対処するための電気設

備の一部を兼用し，電源を確保する。  
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(ｃ ) 燃料給油のための対応手順  

  ⅰ．重大事故等の対処に用いる設備に対する補機駆動用燃

料補給設備による給油手順  

(ⅰ ) 重大事故等の対処に用いる設備への給油  

 重大事故等の対処に用いる前処理建屋可搬型発電

機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型

空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポン

プ車に燃料を補給するため，軽油貯槽と軽油用タンク

ローリを接続し，軽油用タンクローリの車載タンクへ

軽油を補給する。  

また，軽油用タンクローリから前処理建屋可搬型発

電機，分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電

機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，

可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び大型移

送ポンプ車の近傍のドラム缶へ燃料を補給した後，ド

ラム缶から可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型

中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車へ燃料を補給す

る。  

可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機の初期の燃料

は，満タンである前提とする。  
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可搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車の初回

の燃料補給は，当該設備の運搬時に軽油貯槽から行う

前提とする。  

     可搬型中型移送ポンプ運搬車，ホース展張車，運搬

車，監視測定用運搬車，けん引車，ホイールローダ及

び軽油用タンクローリへの燃料の補給は，軽油貯槽か

ら随時行う。  

なお，軽油用タンクローリは，自主対策の対処で使

用する軽油を用いる共通電源車へも供給する。  

ドラム缶は，屋内に保管し損傷が無いことを定期的

に確認する。  

なお，本対応で用いる手順等については，「２．冷  

却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順  

等」，「３．放射線分解により発生する水素による爆発

に対処するための手順」，「５．使用済燃料貯蔵槽の冷

却等のための手順等」，「６．工場等外への放射性物質

等の放出を抑制するための手順等」，「７．重大事故等

への対処に必要となる水の供給手順等」，「９．事故時

の計装に関する手順等」，「 11．監視測定等に関する手

順等」，及び「 12．緊急時対策所の居住性等に関する

手順等」に示す。  

 

   １ ）  手順着手の判断基準  

〔軽油貯槽から軽油用タンクローリへの燃料の補給〕  

全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施
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設が機能喪失し，前処理建屋可搬型発電機，分離建

屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル

廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空

気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポン

プ車を使用する場合。  

〔ドラム缶から可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬

型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車への補給〕  

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可

搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車の運転開

始前に燃料油が規定油量以上であることを確認した

上で，運転を行う。運転開始後は，燃料保有量と消

費量を考慮し，算出した時間※ １ 内で定期的に燃料補

給を行う。  

※１  燃料補給の時間は以下のとおりである。  

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固

化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可
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搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車が枯渇す

る前に燃料補給の作業に着手する。  

・前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電

機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機：運転

開始後１時間 30分以内  

・可搬型空気圧縮機：運転開始後１時間 30分以内  

・可搬型中型移送ポンプ：運転開始後２時間 50分

以内  

・大型移送ポンプ車：運転開始後１時間以内  

   ２ ）  操作手順  

     軽油用タンクローリから可搬型発電機，可搬型空気

圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車

への燃料の補給手順は以下のとおり。  

〔軽油貯槽から軽油用タンクローリへの燃料の補給〕  

①   実施責任者は，全交流動力電源喪失した場合，前処

理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建

屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ

及び大型移送ポンプ車を用いて重大事故等への対処を

行うにあたり，建屋外対応班の班員に軽油貯槽から軽
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油用タンクローリへの軽油の補給開始を指示する。  

②   建屋外対応班の班員は，補給操作に必要な資機材を

準備のうえ車両保管場所へ移動し，軽油用タンクロー

リの健全性を確認する。  

③   建屋外対応班の班員は，軽油貯槽の注油計量器の注

油ノズルを軽油用タンクローリの車載タンクに挿入す

る。  

④   建屋外対応班の班員は軽油用タンクローリ付属の各

バルブ等を操作し，軽油用タンクローリの車載タンク

への補給を開始する。  

⑤   建屋外対応班の班員は，車載タンクへの給油量（満

タン）を目視等により確認し，補給を停止する。  

⑥   建屋外対応班の班員は，軽油用タンクローリ付属の

各バルブ等を操作し，補給を完了する。  

⑦   建屋外対応班の班員は，実施責任者に，軽油貯槽か

ら軽油用タンクローリへの補給完了を報告する。  

 

〔軽油用タンクローリから前処理建屋可搬型発電機，分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬

型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車への燃料の補

給〕  

⑧   実施責任者は，前処理建屋可搬型発電機，分離建屋
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可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，

可搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車を用いて

重大事故等への対処を行うにあたり，建屋外対応班の

班員に軽油用タンクローリによる燃料の供給開始を指

示する。  

⑨ 建屋外対応班の班員は，前処理建屋可搬型発電機，

分離建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラ

ン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空気

圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車

の近傍に準備したドラム缶付近へ軽油用タンクローリ

を配備する。  

⑩ 建屋外対応班の班員は，給油バルブの操作を実施

し，ドラム缶の蓋を開放し，ピストルノズルをドラム

缶の給油口に挿入する。

⑪ 建屋外対応班の班員は，車載ポンプを作動し，軽油

用タンクローリからドラム缶へ燃料の補給を開始す

る。

⑫ 建屋外対応班の班員は，給油量（満タン）を目視で

確認し，車載ポンプを停止する。

⑬ 建屋外対応班の班員は，軽油用タンクローリの燃料
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補給終了後，ドラム缶の蓋を閉止する。  

⑭   建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，ドラ

ム缶の蓋を開け，前処理建屋可搬型発電機，分離建屋

可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，

可搬型中型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車へ簡易ポ

ンプ等により燃料を補給する。  

⑮   建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，附属

タンクの油面計等により，給油量（満タン）を目視で

確認し，燃料の補給を終了する。  

⑯   建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，前処

理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，制御建

屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発

電機並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ

及び大型移送ポンプ車に附属する燃料タンクの蓋及び

ドラム缶の蓋を閉止し，実施責任者に補給対象設備へ

の補給完了を報告する。  

その後，燃料保有量と消費量を考慮し，算出した時

間内で定期的に燃料補給を行う。  

なお，火山降灰時には，ドラム缶の燃料を携行缶等

を用いて可搬型発電機へ補給する。  
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手順の概要を第８－１図に，系統図を第８－ 15図

に，タイムチャートを第８－ 10表に示す。  

※建屋対策班の班員及び建屋外対応班の班員は，可

搬型発電機等の７日間連続運転を継続させるため

に，軽油用タンクローリの車載タンクの軽油の残量

及び可搬型発電機等の運転時の補給間隔に応じて，

操作手順②～⑯を繰り返す。  

    

   ３ ）  操作の成立性  

  〔軽油貯槽から軽油用タンクローリへの燃料の補給〕  

        軽油用タンクローリ３台使用し，実施責任者等の要員

８人，建屋外対応班の班員３人の合計 11 人にて作業を

実施した場合，軽油貯槽から軽油用タンクローリの車

載タンクへの補給完了までの所要時間は，軽油用タン

クローリ準備，移動後１時間 15 分以内で可能である。

また，円滑に作業できるように移動経路を確保した上

で，可搬型照明により必要な照明設備を確保し，代替通

信連絡設備により通信連絡手段を確保して作業を行う。 

なお，代替通信連絡設備の詳細は，「 13．通信連絡に

関する手順等」に示す。  

 

〔軽油用タンクローリからドラム缶，ドラム缶から可搬

型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及

び大型移送ポンプ車，軽油貯槽から可搬型中型移送ポ

ンプ近傍のドラム缶への燃料の補給〕  
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    可搬型発電機の近傍ドラム缶への燃料の補給は，実施

責任者等の要員８人，建屋外対応班の班員２人の合計 10

人にて，軽油用タンクローリの準備，移動開始後９時間

55 分以内，２回目以降の軽油用タンクローリから可搬型

発電機近傍のドラム缶への燃料の補給は，実施責任者等

の要員８人，建屋外対応班の班員１人の合計９人にて，

９時間 15 分以内で可能である。  

 可搬型空気圧縮機近傍のドラム缶への燃料の補給は，

実施責任者等の要員８人，建屋外対応班の班員１人の合

計９人にて，軽油用タンクローリの準備，移動開始後７

時間以内，２回目以降の軽油用タンクローリから可搬型

空気圧縮機近傍のドラム缶への燃料の補給は，実施責任

者等の要員８人，建屋外対応班の班員１人の合計９人に

て，９時間 15 分以内で可能である。  

 可搬型中型移送ポンプ近傍のドラム缶への燃料の補給

は，実施責任者等の要員８人，建屋外対応班の班員１人

の合計９人にて，軽油用タンクローリの準備，移動開始

後５時間 35 分以内，２回目以降の軽油用タンクローリ

から可搬型中型移送ポンプ近傍のドラム缶への燃料の補

給は，実施責任者等の要員８人，建屋外対応班の班員１

人の合計９人にて， 12 時間 25 分以内で可能である。  

 大型移送ポンプ車近傍のドラム缶への燃料の補給は，

実施責任者等の要員８人，建屋外対応班の班員２人の合

計 10 人にて，軽油用タンクローリの準備，移動開始後 15

時間 55 分以内，２回目以降の軽油用タンクローリから
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大型移送ポンプ車近傍のドラム缶への燃料の補給は，実

施責任者等の要員８人，建屋外対応班の班員２人の合計

10 人にて， 12 時間 25 分以内で可能である。  

 運転開始後に，近傍に設置したドラム缶の燃料が枯渇

するまでに燃料補給を実施する。  

ドラム缶から可搬型発電機への燃料の補給を，実施責

任者等の要員 14 人，建屋対策班の班員 22 人の合計 36 人

にて実施した場合，ドラム缶への補給後１時間 30 分以

内に燃料を補給することが可能である。  

ドラム缶から可搬型空気圧縮機への燃料の補給を，実

施責任者等の要員 15 人，建屋対策班の班員 26 人の合計

41 人にて実施した場合，ドラム缶への補給後１時間 30

分以内に燃料を補給することが可能である。  

ドラム缶から可搬型中型移送ポンプへの燃料の補給を，

実施責任者等の要員８人，建屋外対応班の班員５人の合

計 13 人にて実施した場合，ドラム缶への補給後２時間

50 分以内に燃料を補給することが可能である。  

 ドラム缶から大型移送ポンプ車への燃料の補給を実施

責任者等の要員８人，建屋外対応班の班員４人の合計 12

人にて実施した場合，ドラム缶への補給後１時間以内に

燃料を補給することが可能である。  

軽油貯槽から可搬型中型移送ポンプの近傍のドラム缶

への燃料の補給を実施責任者等の要員８人，建屋外対応

班の班員１人の合計９人で作業を実施した場合，可搬型

中型移送ポンプの運転（水供給）開始後２時間 20 分以内
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で可能である。  

以上より，軽油用タンクローリ３台の準備，移動，軽

油貯槽から軽油用タンクローリの車載タンクへの燃料補

給並びに軽油用タンクローリの車載タンクから可搬型発

電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び大

型移送ポンプ車近傍のドラム缶への燃料補給，軽油貯槽

から可搬型中型移送ポンプの近傍のドラム缶への燃料補

給，ドラム缶から燃料補給に必要となる要員数は，実施

責任者 16 人，建屋対策班の班員 26 人，建屋外対応班の

班員９人の合計 51 人で実施する。  

１回目の燃料補給にかかる合計時間は，軽油用タンク

ローリの準備から大型移送ポンプ車のドラム缶への燃料

補給完了までの 15 時間 55 分以内で実施する。  

 可搬型発電機は運転開始後 10 時間 30 分，可搬型空気

圧縮機は運転開始後８時間 40 分，可搬型中型移送ポン

プは運転開始後２時間 50 分，大型移送ポンプ車は運転

開始後２時間 50 分が燃料枯渇までの時間であることか

ら，燃料が枯渇することなく対処が可能である。  

 作業に当たっては，円滑に作業できるように移動経路

を確保した上で，可搬型照明により必要な照明設備を確

保し，代替通信連絡設備により通信連絡手段を確保して

作業を行う。また，定期的に周辺環境の放射線測定を行

い，作業環境に応じた防護具を着用し作業を行う。  

 なお，代替通信連絡設備の詳細は，「 13．通信連絡に

関する手順等」に示す。  
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可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポ

ンプ及び大型移送ポンプ車近傍のドラム缶への燃料が枯

渇するまでの時間を以下に示す。  

・可搬型発電機近傍のドラム缶： 22 時間 10 分  

・可搬型空気圧縮機近傍のドラム缶： 12 時間５分  

・可搬型中型移送ポンプ近傍（軽油用タンクローリに

よる補給）のドラム缶： 32 時間 30 分  

・可搬型中型移送ポンプ近傍（軽油貯槽による補給）

のドラム缶：４時間 35 分  

・大型移送ポンプ車近傍のドラム缶： 12 時間 50 分  

 可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中型移送ポ

ンプ及び大型移送ポンプ車を起動後，可搬型発電機等の

燃料が枯渇するまでの主な設備の時間を以下に示す。  

・前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，

制御建屋可搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス固化建

屋可搬型発電機： 12時間 30分  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機： 10時間 30分  

・前処理建屋可搬型空気圧縮機，分離建屋可搬型空気

圧縮機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型空気圧

縮機： 11時間 30分  

・精製建屋可搬型空気圧縮機，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型空気圧縮機：８時間 40分  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型空冷ユ
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ニット用空気圧縮機： 12時間５分  

・前処理建屋可搬型中型移送ポンプ，分離建屋可搬型

中型移送ポンプ，精製建屋可搬型中型移送ポンプ，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型中型移送

ポンプ，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型中型移

送ポンプ，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型中型移送ポンプ：２時間 50分  

・大型移送ポンプ車：２時間 50分  

  【補足説明資料１．９－８】  

 

  ⅱ ． 共通電源車に対する燃料給油のための手順  

重大事故等の対処に必要となる共通電源車に補給する

ため，第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，第２

非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ

用燃料油受入れ・貯蔵所から共通電源車への燃料補給ま

での系統の間に設けた接続口に燃料供給ポンプを接続

し，可搬型燃料供給ホースにより共通電源車の車載タン

クへ補給する。なお，補給の間隔については，共通電源

車の車載タンクの残量が少なくなった場合，燃料供給ポ

ンプにより第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，

第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ

／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所から共通電源車の車載タン

クへ自動で補給するため，連続して供給することが可能

である。  

   １ ）  手順着手の判断基準  
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〔第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，第２非

常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ

用燃料油受入れ・貯蔵所から共通電源車の車載タンク

への燃料の補給〕  

重大事故等の自主対策として共通電源車を使用する

場合。  

   ２ ）  操作手順  

第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，第２非

常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ

用燃料油受入れ・貯蔵所から共通電源車への燃料の補

給手順は以下のとおり。  

 

①   建屋対策班の班員は，可搬型燃料供給ホース及び

燃料供給ポンプを燃料油移送ポンプ近傍の燃料供給

配管に配置する。  

②   建屋対策班の班員は，燃料供給配管と燃料供給ポ

ンプを可搬型燃料供給ホースにて接続し，共通電源

車と燃料供給ポンプを可搬型燃料供給ホースにて接

続する。また，燃料供給配管のバルブを開とする。  

③   建屋対策班の班員は，燃料供給ポンプの電源ケー

ブルを共通電源車へ接続する。  

④   建屋対策班の班員は，燃料供給ポンプのスイッチ

が「自動」であることを確認する。  

手順の概要を第８－３図に，系統図を第８－ 15図に，

タイムチャートを第８－ 10表に示す。  
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   ３ ）  操作の成立性  

   〔第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，第２非常用

ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用燃料

油受入れ・貯蔵所から共通電源車の車載タンクへの燃料の

補給〕  

第１非常用ディーゼル発電機の重油タンクから共通

電源車への燃料補給準備完了は，実施責任者等の要員

９人，建屋対策班の班員８人の合計 17 人で作業を実施

した場合，要員の確保，本対策の実施判断後， 40 分以

内で可能である。  

第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクか

ら共通電源車への燃料補給準備完了は，実施責任者等の

要員９人，建屋対策班の班員４人の合計 13 人で作業を

実施した場合，要員の確保，本対策の実施判断後，55 分

以内で可能である。  

     Ｄ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所から共通電源車への燃

料補給準備完了は，実施責任者等の要員９人，建屋対策

班の班員２人の合計 11 人で作業を実施した場合，要員

の確保，本対策の実施判断後，45 分以内で可能である。  

     また，共通電源車の車載タンクの残量が少なくなった    

場合，燃料供給ポンプにより第１非常用ディーゼル発電    

機の重油タンク，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油  

貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所から車載  

タンクへ自動で燃料を補給するため，連続して燃料供給  
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することが可能である。  

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。  

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能

な限り低減する。  

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。  

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができ

るように，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料１．９－８】  
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( d ) その他の手順項目について考慮する手順  

   電源設備からの電源供給を受ける臨界事故の拡大を防止

するための設備の詳細については，「１．臨界事故の拡大

を防止するための手順等」にて整備する。  

   電源設備からの電源供給を受ける蒸発乾固に対処するた

めの設備の詳細については，「２．冷却機能の喪失による

蒸発乾固に対処するための手順等」にて整備する。  

   電源設備からの電源供給を受ける水素爆発に対処するた

めの設備の詳細については，「３．放射線分解により発生

する水素による爆発に対処するための手順等」にて整備す

る。  

   電源設備からの電源供給を受ける有機溶媒等による火災

又は爆発に対処するための設備の詳細については，「４．  

有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等」

にて整備する。  

   電源設備からの電源供給を受ける使用済燃料貯蔵槽の冷

却に必要となる設備の詳細については，「５．使用済燃料

貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。  

   電源設備からの電源供給を受ける計装設備に関する手順

は，「９．事故時の計装に関する手順等」にて整備する。  

   電源設備からの電源供給を受ける居住性確保のために必

要となる設備の詳細については，「 10．制御室の居住性等

に関する手順等」にて整備する。  

   電源設備からの電源供給を受ける監視測定設備に必要と

なる設備の詳細については，「 11．監視測定等に関する手
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順等」にて整備する。  

   電源設備からの電源供給を受ける通信設備に必要となる

設備の詳細については，「 13．通信連絡に関する手順等」

にて整備する。  
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資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料1.9－１ 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.9－２ 重大事故対策の成立性 令和4年7月15日 7 有毒ガスの発生を考慮していることが明確となるよう追記。

補足説明資料1.9－３ 給電対象負荷リスト 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.9－４ 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 令和2年4月28日 3 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.9－５ 対処用設備の配置図 令和2年4月28日 6 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.9－６ 必要とする設備に対する容量の負荷の積上げについて【自主対策設備】 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.9－７ 可搬型分電盤の配置図，可搬型発電機から可搬型分電盤までのケーブルルート 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.9－８ 有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９） 令和4年7月15日 1 申請書及び整理資料への反映事項の修正等。

技術的能力（１．９ 電源の確保に関する手順等）

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
備考（令和元年8月提出済みの資料については、資料番号を記載）

1
1
4
4



令和４年７月 15日 R７ 

 

 

 

 

 

補足説明資料 1.9－２ 
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重大事故対策の成立性 

１．可搬型発電機による給電 

  （ａ）要員数及び想定時間 

ａ）前処理建屋可搬型発電機による前処理建屋の重大事故対処用

母線への給電 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

可搬型電源ケーブル敷設・接続 １時間以

内 

建屋対策班の班員６人で対応

を想定。 

前処理建屋可搬型発電機起動 15分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。

  以上より，前処理建屋可搬型発電機を用いた前処理建屋の重大事故

対処用母線への給電するための手順に必要となる合計の要員数は実

施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員６人の合計 14 人にて実施

する。 

ｂ）分離建屋可搬型発電機による分離建屋の重大事故対処用母線

への給電 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

可搬型電源ケーブル敷設・接続 １時間

30分以

内 

建屋対策班の班員８人で対応

を想定。 

分離建屋可搬型発電機起動 20分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

  以上より，分離建屋可搬型発電機を用いた分離建屋の重大事故対処

用母線への給電するための手順に必要となる合計の要員数は実施責

任者等の要員８人，建屋対策班の班員 10 人の合計 18 人にて実施す

る。 
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ｃ）ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機による精製

建屋の重大事故対処用母線への給電 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

可搬型電源ケーブル敷設・接続 １時間

30分以

内 

建屋対策班の班員４人で対応

を想定。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

可搬型発電機起動

20分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

  以上より，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機を用い

た精製建屋の重大事故対処用母線への給電するための手順に必要と

なる合計の要員数は実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員４人

の合計 12人にて実施する。 

ｄ）制御建屋可搬型発電機による制御建屋の重大事故等対処設備

への給電 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

制御建屋可搬型発電機起動準備 ２時間

50分以

内 

建屋対策班の班員４人で対応

を想定。 

制御建屋可搬型発電機起動 10分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

  以上より，制御建屋可搬型発電機を用いた制御建屋の重大事故等対

処設備への給電するための手順に必要となる合計の要員数は実施責

任者等の要員８人，建屋対策班の班員４人の合計 12人にて実施する。 

ｅ）高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機による高レベル廃

液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線への給電 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

可搬型電源ケーブル敷設・接続 ２時間

20分以

内 

建屋対策班の班員８人で対応

を想定。 

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型発電機起動 

50分以

内 
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  以上より，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機を用いた高レ

ベル廃液ガラス固化建屋の重大事故対処用母線への給電するための

手順に必要となる合計の要員数は実施責任者等の要員８人，建屋対策

班の班員８人の合計 16人にて実施する。 

ｆ）使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機による使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の重大事故等対処設備へ

の給電 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機運搬 

40分以

内 

建屋対策班の班員 10 人で対応

を想定。 

可搬型電源ケーブル敷設・接続 ２時間

45分以

内 

建屋対策班の班員 16 人で対応

を想定。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機起動 

20分以

内 

建屋対策班の班員８人で対応

を想定。 

  以上より，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を用

いた使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の重大事故等対処設備へ

の給電するための手順に必要となる合計の要員数は実施責任者等の

要員８人，建屋対策班の班員 26人の合計 34人にて実施する。 

（ｂ）操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンド ライト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動対応にて確認した作業環

境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，タイベック ス

ーツ，個人線量計等）を着用又は携行して作業を行う。

必要な資機材の詳細については，「１．０ 重大事故等

対策における共通事項」の第１－６表の放射線防護式

材等（中央制御室）にて整備する。 

移動経路：ＬＥＤハンド ライト及びヘッドライトを携行しており

近接可能である。また，作業前に実施する初動対応にお

いて，アクセス ルートにおける火災，溢水，薬品漏え

い，有毒ガスの発生及び線量上昇の有無等の対処の阻

害要因を把握し，その状況に応じて，適切なアクセス 
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ルートの選定，対処の阻害要因の除去を行うため，アク

セス ルートに支障はない。

連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外との通信連絡は，可搬型衛星

電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型

衛星電話（屋外用），可搬型トランシーバ（屋外用）に

て行う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細につ

いては，「１．14 通信連絡に関する手順等」にて整備す

る。 

教育及び訓練：必要な電源確保及び可搬型重大事故等対処設備を使用

した対応操作を習得することを目的に，手順や資機材の

取扱い方法の習得を図るための訓練を計画的に実施す

る。教育及び訓練の詳細については，「１．０ 重大事故

等対策における共通事項」にて整備する。 
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２．共通電源車による給電 

  （ａ）要員数及び想定時間 

   ａ）共通電源車による非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線へ

の給電 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

電源隔離（非常用電源建屋） 40分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

可搬型電源ケーブル敷設・接続 55分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

可搬型燃料供給ホース敷設・接続 55分以

内 

建屋対策班の班員４人で対応

を想定。 

共通電源車起動 ５分以内 建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

共通電源車運転状態確認 － 建屋対策班の班員４人で対応

を想定。 

   以上より，共通電源車を用いた非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主

母線への給電するための手順に必要となる合計の要員数は，実施責任

者等の要員９人，建屋対策班の班員 14 人の合計 23人，想定時間は１

時間以内で実施する。 

 

   ｂ）共通電源車による制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線への給電 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

電源隔離（非常用電源建屋） 40分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

可搬型電源ケーブル敷設・接続 55分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

可搬型燃料供給ホース敷設・接続 55分以

内 

建屋対策班の班員４人で対応

を想定。 

共通電源車起動 ５分以内 建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

共通電源車運転状態確認 － 建屋対策班の班員４人で対応

を想定。 
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   以上より，共通電源車を用いた制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線への

給電するための手順に必要となる合計の要員数は，実施責任者等の要

員９人，建屋対策班の班員 14人の合計 23人，想定時間は１時間以内

で実施する。 

 

   ｃ）共通電源車によるユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用

主母線への給電 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

電源隔離（ユーティリティ建屋） 40分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

共通電源車移動 30分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

可搬型電源ケーブル敷設・接続 40分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

可搬型燃料供給ホース敷設・接続 40分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

共通電源車起動 ５分以内 建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

共通電源車運転状態確認 － 建屋対策班の班員４人で対応

を想定。 

   以上より，共通電源車を用いたユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転

予備用主母線への給電するための手順に必要となる合計の要員数は，

実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員 12 人の合計 21 人，想定

時間は１時間 15分以内で実施する。 

 

   ｄ）共通電源車による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9

ｋＶ非常用母線への給電 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

電源隔離 40分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

共通電源車移動 20分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 
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可搬型電源ケーブル敷設・接続 40分以

内 

建屋対策班の班員 10 人で対応

を想定。 

可搬型燃料供給ホース敷設・接続 40分以

内 

建屋対策班の班員８人で対応

を想定。 

共通電源車起動 10分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

共通電源車運転状態確認 － 建屋対策班の班員４人で対応

を想定。 

   以上より，共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の 6.9ｋＶ非常用母線への給電するための手順に必要となる合計

の要員数は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員 22 人の合

計 31人，想定時間は１時間 10分以内で実施する。 

 

（ｂ）操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンド ライト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動対応にて確認した作業環

境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，タイベック ス

ーツ，個人線量計等）を着用又は携行して作業を行う。

必要な資機材の詳細については，「１．０ 重大事故等

対策における共通事項」の第１－６表の放射線防護式

材等（中央制御室）にて整備する。 

移動経路：ＬＥＤハンド ライト及びヘッドライトを携行しており

近接可能である。また，作業前に実施する初動対応にお

いて，アクセス ルートにおける火災，溢水，薬品漏え

い，有毒ガスの発生及び線量上昇の有無等の対処の阻

害要因を把握し，その状況に応じて，適切なアクセス 

ルートの選定，対処の阻害要因の除去を行うため，アク

セス ルートに支障はない。 

連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外との通信連絡は，可搬型衛星

電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型

衛星電話（屋外用），可搬型トランシーバ（屋外用）に

て行う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細につ

いては，「１．14 通信連絡に関する手順等」にて整備す

る。 
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教育及び訓練：必要な電源確保及び可搬型重大事故等対処設備を使用

した対応操作を習得することを目的に，手順や資機材の

取扱い方法の習得を図るための訓練を計画的に実施す

る。教育及び訓練の詳細については，「１．０ 重大事故

等対策における共通事項」にて整備する。  
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３．軽油貯蔵タンクから可搬型発電機，可搬型空気圧縮機，可搬型中

型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車への燃料の補給 

（ａ）要員数及び想定時間 

  ａ）軽油貯槽から軽油用タンクローリへの燃料の補給 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

軽油貯槽から軽油用タンクローリ

への燃料の補給 

1時間 20

分以内 

軽油用タンクローリ３台使用

し，建屋外対応班の班員３人で

対応を想定。 

   以上より，軽油貯槽から軽油用タンクローリへの燃料の補給するた

めの手順に必要となる合計の要員数は実施責任者等８人，建屋外対応

班の班員３人の合計 11人にて実施する。 

 

ｂ） 軽油用タンクローリから可搬型発電機近傍のドラム缶への

燃料の補給 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

軽油用タンクローリから可搬型発

電機の近傍のドラム缶への燃料の

補給 

10時間

以内 

建屋外対応班の班員２人で対

応を想定。 

 軽油用タンクローリから可搬型発

電機の近傍のドラム缶への燃料の

補給（２回目以降） 

９時間

30分以

内 

建屋外対応班の班員１人で対

応を想定。 

以上より，軽油用タンクローリから可搬型発電機の近傍のドラム缶

への燃料の補給するための手順に必要となる合計の要員数は実施責

任者等８人，建屋外対応班の班員２人の合計 10 人，２回目以降の要

員数は実施責任者等８人，建屋外対応班の班員１人の合計９人にて

実施する。 

 

ｃ） 軽油用タンクローリから可搬型空気圧縮機の近傍のドラム

缶への燃料の補給 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

軽油用タンクローリから可搬型空

気圧縮機の近傍のドラム缶への燃

料の補給 

７時間以

内 

建屋外対応班の班員１人で対

応を想定。 
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 軽油用タンクローリから可搬型空

気圧縮機の近傍のドラム缶への燃

料の補給（２回目以降） 

９時間

30分以

内 

建屋外対応班の班員１人で対

応を想定。 

以上より，軽油用タンクローリから可搬型空気圧縮機の近傍のドラ

ム缶への燃料の補給するための手順に必要となる合計の要員数は実

施責任者等８人，建屋外対応班の班員１人の合計９人，２回目以降の

要員数は実施責任者等８人，建屋外対応班の班員１人の合計９人に

て実施する。 

 

ｄ） 軽油用タンクローリから可搬型中型移送ポンプの近傍のド

ラム缶への燃料の補給 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

軽油用タンクローリから可搬型中

型移送ポンプの近傍のドラム缶へ

の燃料の補給 

５時間

40分以

内 

建屋外対応班の班員１人で対

応を想定。 

軽油用タンクローリから可搬型中

型移送ポンプの近傍のドラム缶へ

の燃料の補給（２回目以降） 

15時間

以内 

建屋外対応班の班員１人で対

応を想定。 

以上より，軽油用タンクローリから可搬型中型移送ポンプの近傍の

ドラム缶への燃料の補給するための手順に必要となる合計の要員数

は実施責任者等８人，建屋外対応班の班員１人の合計９人，２回目以

降の要員数は実施責任者等８人，建屋外対応班の班員１人の合計９

人にて実施する。 

 

ｅ） 軽油用タンクローリから大型移送ポンプ車の近傍のドラム

缶への燃料の補給 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

大型移送ポンプ車の近傍のドラム

缶への燃料の補給 

12時間

20分以

内 

建屋外対応班の班員２人で対

応を想定。 

大型移送ポンプ車の近傍のドラム

缶への燃料の補給（２回目以降） 

12時間

30分以

内 

建屋外対応班の班員２人で対

応を想定。 

以上より，軽油用タンクローリから大型移送ポンプ車の近傍のドラ
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ム缶への燃料の補給するための手順に必要となる合計の要員数は実

施責任者等８人，建屋外対応班の班員２人の合計 10人，２回目以降

の要員数は実施責任者等８人，建屋外対応班の班員２人の合計 10人

にて実施する。 

 

ｆ） ドラム缶から可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機への燃料

の補給 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

ドラム缶から可搬型発電機及び可

搬型空気圧縮機への燃料の補給 

１時間

30分以

内 

建屋対策班の班員 26人で対

応を想定。 

以上より，ドラム缶から可搬型発電機及び可搬型空気圧縮機への燃

料の補給するための手順に必要となる合計の要員数は実施責任者等

９人，建屋対策班の班員 26 人の合計 35 人にて実施する。 

 

ｇ） ドラム缶から可搬型中型移送ポンプへの燃料の補給 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

ドラム缶から可搬型中型移送ポン

プへの燃料の補給 

２時間

50分以

内 

建屋外対応班の班員５人で対

応を想定。 

以上より，ドラム缶から可搬型中型移送ポンプへの燃料の補給する

ための手順に必要となる合計の要員数は実施責任者等８人，建屋外

対応班の班員５人の合計 13 人にて実施する。 

 

ｈ） ドラム缶から大型移送ポンプ車への燃料の補給 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

ドラム缶から大型移送ポンプ車へ

の燃料の補給 

１時間以

内 

建屋外対応班の班員４人で対

応を想定。 

以上より，ドラム缶から大型移送ポンプ車への燃料の補給するため

の手順に必要となる合計の要員数は実施責任者等８人，建屋外対応

班の班員４人の合計 12人にて実施する。 
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（ｂ）操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンド ライト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動対応にて確認した作業環

境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，タイベック ス

ーツ，個人線量計等）を着用又は携行して作業を行う。

必要な資機材の詳細については，「１．０ 重大事故等

対策における共通事項」の第１－６表の放射線防護式

材等（中央制御室）にて整備する。 

移動経路：ＬＥＤハンド ライト及びヘッドライトを携行しており

近接可能である。また，作業前に実施する初動対応にお

いて，アクセス ルートにおける火災，溢水，薬品漏え

い，有毒ガスの発生及び線量上昇の有無等の対処の阻

害要因を把握し，その状況に応じて，適切なアクセス 

ルートの選定，対処の阻害要因の除去を行うため，アク

セス ルートに支障はない。 

連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外との通信連絡は，可搬型衛星

電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型

衛星電話（屋外用），可搬型トランシーバ（屋外用）に

て行う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細につ

いては，「１．14 通信連絡に関する手順等」にて整備す

る。 

教育及び訓練：必要な電源確保及び可搬型重大事故等対処設備を使用

した対応操作を習得することを目的に，手順や資機材の

取扱い方法の習得を図るための訓練を計画的に実施す

る。教育及び訓練の詳細については，「１．０ 重大事故

等対策における共通事項」にて整備する。 
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４．共通電源車への燃料の補給 

（ａ）要員数及び想定時間 

   ａ）第１非常用ディーゼル発電機の重油タンクから共通電源車へ

の燃料補給 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

可搬型燃料供給ホース敷設・接続 40分以

内 

建屋対策班の班員８人で対応

を想定。 

   以上より，第１非常用ディーゼル発電機の重油タンクから共通電源

車への燃料補給するための手順に必要となる合計の要員数は実施責

任者等９人，建屋対策班の班員８人の合計 17人，想定時間は 40分以

内で実施する。 

 

   ｂ）第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクから共通電

源車への燃料補給 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

可搬型燃料供給ホース敷設・接続 １時間以

内 

建屋対策班の班員４人で対応

を想定。 

   以上より，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクから共

通電源車への燃料補給するための手順に必要となる合計の要員数は

実施責任者等９人，建屋対策班の班員４人の合計 13 人，想定時間は

１時間以内で実施する。 

 

   ｃ）Ｄ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所から共通電源車への燃料補給 

作業内容 想定作業

時間 

備考 

可搬型燃料供給ホース敷設・接続 40分以

内 

建屋対策班の班員２人で対応

を想定。 

   以上より，Ｄ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所から共通電源車への燃料

補給するための手順に必要となる合計の要員数は実施責任者等９人，

建屋対策班の班員２人の合計 11 人，想定時間は 40 分以内で実施す

る。 
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（ｂ）操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンド ライト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動対応にて確認した作業環

境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，タイベック ス

ーツ，個人線量計等）を着用又は携行して作業を行う。

必要な資機材の詳細については，「１．０ 重大事故等

対策における共通事項」の第１－６表の放射線防護式

材等（中央制御室）にて整備する。 

移動経路：ＬＥＤハンド ライト及びヘッドライトを携行しており

近接可能である。また，作業前に実施する初動対応にお

いて，アクセス ルートにおける火災，溢水，薬品漏え

い，有毒ガスの発生及び線量上昇の有無等の対処の阻

害要因を把握し，その状況に応じて，適切なアクセス 

ルートの選定，対処の阻害要因の除去を行うため，アク

セス ルートに支障はない。

連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外との通信連絡は，可搬型衛星

電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型

衛星電話（屋外用），可搬型トランシーバ（屋外用）に

て行う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細につ

いては，「１．14 通信連絡に関する手順等」にて整備す

る。 

教育及び訓練：必要な電源確保及び可搬型重大事故等対処設備を使用

した対応操作を習得することを目的に，手順や資機材の

取扱い方法の習得を図るための訓練を計画的に実施す

る。教育及び訓練の詳細については，「１．０ 重大事故

等対策における共通事項」にて整備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.9 では，これらの要求事項に対し，技術的能力 1.0 に定

めた防護対策（検知手段，防護措置）を個別手順に反映することが求めら

れることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（1／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置

補
1
.
9
-
8
-
2
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、再処理施設において核燃料物質が

臨界状態になることその他の事故

が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故

に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影響の評価を行う

ために設定した条件及びその評価

の結果

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故等対策の設備強化等の対策に加

え，重大事故等が発生した場合，大規

模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによ

る再処理施設の大規模な損壊が発生

した場合（以下「大規模損壊」という。）

若しくは大規模損壊が発生するおそ

れがある場合における以下の重大事

故等対処設備に係る事項，復旧作業に

係る事項，支援に係る事項，手順書の

整備，教育，訓練の実施及び体制の整

備を考慮し，当該事故等に対処するた

めに必要な手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備等運用面での

対策を行う。 

添付書類八 再処理施設において事

故が発生した場合にお

ける当該事故に対処す

るために必要な施設及

び体制の整備に関する

説明書 

５． 重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故の発生防止対策及び重大事故の

拡大防止対策（以下「重大事故等対策」

という。）の設備強化等の対策に加え，

重大事故に至るおそれがある事故（運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を除く。）若しくは重大事故（以下

「重大事故等」という。）が発生した場

合，大規模な自然災害又は故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによる再処理施設の大規模な損壊

（以下「大規模損壊」という。）が発生

した場合若しくは大規模損壊が発生

するおそれがある場合における以下

の重大事故等対処設備に係る事項，復

旧作業に係る事項，支援に係る事項及

び手順書の整備，教育，訓練の実施及

び体制の整備を考慮し，当該事故等に

対処するために必要な手順書の整備，

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

1
1
6
2



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（2／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対策」

については，重大事故等対策のための

手順を整備し，重大事故等の対応を実

施する。「ハ．(２) (ⅱ) 大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムへの対応に

おける事項」については，「ハ．(２) 

(ⅰ) 重大事故等対策」の対応手順を

基に，大規模な損壊が発生した場合の

様々な状況においても，事象進展の抑

制及び緩和を行うための手順を整備

し，大規模な損壊が発生した場合の対

応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を,「原子炉等規制法」に基づく

再処理施設保安規定等において規定

する。 

 

教育，訓練の実施及び体制の整備等運

用面での対策を行う。 

なお，再処理施設は，基本的に常温，

常圧で運転していることから，重大事

故に至るおそれのある安全機能の喪

失から重大事故発生までの事象進展

が緩やか（設備の温度上昇や圧力低下

等のパラメータの変動までに一定程

度の時間を要する）である。したがっ

て，重大事故に至るおそれのある安全

機能の喪失と判断した後に，現場の状

況を把握し，その状況に応じた対策の

準備とその後の対策を確実に実施す

ることが可能である。このため，要求

事項に加え，重大事故に至るおそれの

ある安全機能の喪失時の初動対応に

係る事項について手順の整備等の運

用面での対策を行う。 

「5.1 重大事故等対策」については，

重大事故等対策のための手順を整備

し，重大事故等の対応を実施する。

「5.2 大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項」につい

ては，「5.1 重大事故等対策」の対応

手順を基に，大規模損壊が発生した場

合の様々な状況においても，事象進展

の抑制及び緩和を行うための手順を

整備し，大規模損壊が発生した場合の

対応を実施する。 

 

また，重大事故等又は大規模損壊に対

処し得る体制においても技術的能力

を維持管理していくために必要な事

項を，「核原料物質，核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律」に基づく再

処理施設保安規定等において規定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。 

 重大事故等 

 第 33 条に示す重大事故等が発

生した場合の環境条件の内数

として有毒ガスを考慮してい

る。 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14（通信連絡に

関する手順）の手順を指し，詳

細な連絡手段の手順について

は，技術的能力 1.14 で整理し

ている。 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.0～1.14 の手

順を指し，詳細な防護措置の手

順については，各々で整理して

いる。 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

  第５表及び第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14 の手順にて反映

事項を確認するため，本箇所での反

映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

 第５表及び第５－１表に記載する

技術的能力1.0～1.14の手順にて反

映事項を確認するため，本箇所での

反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（3／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定す

る内容に加え，「事業指定基準規則」に

基づいて整備する設備の運用手順等

についても考慮した「重大事故等対策

の手順の概要」，「重大事故等対策にお

ける操作の成立性」及び「事故対処す

るために必要な設備」を含めて手順等

を適切に整備する。重大事故等対策の

手順の概要を第５表，重大事故等対策

における操作の成立性を第６表, 事

故対処するために必要な設備を第７

表に示す。 

 

 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) (ハ) 

６） 放射性物質の漏えい」に示すと

おり，液体状，固体状及び気体状の放

射性物質に関する閉じ込め機能の喪

失が発生した場合においても，放射性

物質の漏えいは発生が想定されない

ことから，放射性物質の漏えいに対処

するための手順等は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置については，「使用済燃料の

再処理の事業に係る再処理事業者の

重大事故の発生及び拡大の防止に必

要な措置を実施するために必要な技

術的能力に係る審査基準」（以下「技術

的能力審査基準」という。）で規定する

内容に加え，「再処理施設の位置、構造

及び設備の基準に関する規則」（以下

「事業指定基準規則」という。）に基づ

いて整備する設備の運用手順等につ

いても考慮した「重大事故等対策の手

順の概要」，「重大事故等対策における

操作の成立性」及び「事故対処するた

めに必要な設備」を含めて手順等を適

切に整備する。重大事故等対策の手順

の概要を第５－１表，重大事故等対策

における操作の成立性を第５－２表，

事故対処するために必要な設備を第

５－３表に示す。 

なお，第５－１表「1.6 放射性物質の

漏えいに対処するための手順等」に示

すとおり，液体状，固体状及び気体状

の放射性物質に関する閉じ込め機能

の喪失が発生した場合においても，放

射性物質の漏えいは発生が想定され

ないことから，放射性物質の漏えいに

対処するための手順等は不要である。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（5／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機による給電の対応は，建屋対

策班の班員により行う。前処理建屋可

搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，

制御建屋可搬型発電機，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型

発電機並びに使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機による

電源の確保は，最短沸騰時間となる精

製建屋の制限時間までに十分な時間

余裕があることから，制限時間内で対

策が確実に可能である。 

 可搬型発電機及び可搬型分電盤の

設置並びに可搬型電源ケーブルの敷

設による電源系統の構築を行う。 

 事象発生後の制限時間，建屋対策班

の班員の要員数及び事象発生後,可搬

型発電機の起動完了までの時間につ

いては以下に示す。 

前処理建屋においては，事象発生

後,制限時間（貯槽等内の水素濃度が

未然防止濃度到達）として 76 時間を

想定しており，実施責任者，建屋対策

班長，要員管理班，情報管理班，通信

班長及び建屋外対応班長（以下「実施

責任者等」という。）の要員８人，建屋

対策班の班員６人の合計 14 人にて，

事象発生後，前処理建屋可搬型発電機

の起動完了まで６時間 50 分以内に実

施する。 

分離建屋においては，事象発生後，

制限時間（高レベル廃液等の沸騰開

始）として 15 時間を想定しており，

実施責任者等の要員８人，建屋対策班

の班員 10人の合計 18人にて，事象発

生後，分離建屋可搬型発電機の起動完

了まで４時間 50分以内に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 明示していないが，中央制御室

等との連絡手段が確保される

ことにより，作業場所の状況や

中央制御室等からの作業指示，

連絡を受けることができる。 

 実施組織要員の移動及び作業時

に，作業場所の状況に応じた対応

を行うこと 

 明示していないが，有毒ガスの

発生については，作業場所での

目視及び臭気の確認により認

知することができる。 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

 有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

 

 

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，非常

時対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認すること。 

また,有毒ガス防護対策を行った場

合でも,重大事故等対処が実施可能で

第５表及び第５－１表において、

「中央制御室との連絡手段を確保

する。」ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガスの

検知手段（通信連絡設備）に対して，

技術的能力 1.14 に手順を定めてい

ることから、反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において、

「通常の安全対策に加えて、放射線

環境や作業環境に応じた防護具の

配備を行い、移動時及び作業時の状

況に応じて着用することとする。」

ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（防護具類）が行われる手順

であることから、反映事項はない。 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

  有毒ガス防護対策により，非常時

対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保

1
1
6
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（6／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

精製建屋においては，事象発生後，

制限時間（高レベル廃液等の沸騰開

始）として 11 時間を想定しており，

実施責任者等の要員８人，建屋対策班

の班員４人の合計 12 人にて，事象発

生後，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋可搬型発電機の起動完了まで４

時間 50分以内に実施する。 

制御建屋においては，事象発生後，

制限時間（中央制御室送風機の停止か

ら中央制御室の二酸化炭素濃度が

1.0vol％到達）として 26 時間を想定

しており，実施責任者等の要員８人，

建屋対策班の班員４人の合計 12 人に

て，事象発生後，制御建屋可搬型発電

機の起動完了まで４時間５分以内に

実施する。 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

においては，事象発生後，制限時間（高

レベル廃液等の沸騰開始）として 19

時間を想定しており，実施責任者等の

要員８人，建屋対策班の班員６人の合

計 14 人にて，事象発生後，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発

電機の起動完了まで４時間 50 分以内

に実施する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋にお

いては，事象発生後，制限時間（高レ

ベル廃液等の沸騰開始）として 23 時

間を想定しており，実施責任者等の要

員８人，建屋対策班の班員８人の合計

16人にて，事象発生後，高レベル廃液

ガラス固化建屋可搬型発電機の起動

完了まで６時間 50 分以内に実施す

る。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設においては，事象発生後，制限時

間（燃料貯蔵プール等におけるプール

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべき事項ではないことから，反映

事項はない。 

また，有毒ガス防護対策を行った

場合の重大事故等対処の成立性に

ついては，既許可においても有毒ガ

ス防護対策を考慮した重大事故等

対処の手順及び体制を定め，添付書

類八添付１に示す重大事故等対処

に係るタイムチャートを作成し，重

大事故等対処が成立することを確

認していることから，反映すべき事

項はない。 

 

 

 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共通事

項として技術的能力1.0の補足説明資

料で説明する。また，既許可に反映済

みの事項を含め，本条文における有毒

ガス防護対策を確認した結果として，

「有毒ガス防護に係る申請書項目の

整理表」を補足説明資料 1.9-8として

追加する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（7／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水の沸騰開始）として 35 時間を想定

しており，実施責任者等の要員８人，

建屋対策班の班員 26人の合計 34人に

て，事象発生後，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機の起

動完了まで 22時間 10分以内に実施す

る。 

前処理建屋可搬型発電機，分離建屋

可搬型発電機，制御建屋可搬型発電

機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型発電機並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機の準備前及び起動後の作業

の手順については，「５．１重大事故等

対策」にて整備する。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.9－２ 重大事故対

策の成立性】 

１．可搬型発電機による給電 

（ｂ）操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンド ライ

ト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動

対応にて確認した作業環境

に応じて適切な防護具（酸

素呼吸器，タイベック スー

ツ，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

必要な資機材の詳細につ

いては，「１．０ 重大事故

等対策における共通事項」

の第１－６表の放射線防

護式材等（中央制御室）に

て整備する。 

移動経路：ＬＥＤハンド ライト及び

ヘッドライトを携行して

おり近接可能である。ま

た，作業前に実施する初動

対応において，アクセス 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（8／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルートにおける火災，溢

水，薬品漏えい及び線量上

昇の有無等の対処の阻害

要因を把握し，その状況に

応じて，適切なアクセス 

ルートの選定，対処の阻害

要因の除去を行うため，ア

クセス ルートに支障はな

い。 

連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外

との通信連絡は，可搬型衛

星電話（屋内用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬

型衛星電話（屋外用），可搬

型トランシーバ（屋外用）

にて行う。通信連絡を行う

ために必要な設備の詳細

については，「１．14 通信

連絡に関する手順等」にて

整備する。 

教育及び訓練：必要な電源確保及び可

搬型重大事故等対処

設備を使用した対応

操作を習得すること

を目的に，手順や資機

材の取扱い方法の習

得を図るための訓練

を計画的に実施する。

教育及び訓練の詳細

については，「１．０ 

重大事故等対策にお

ける共通事項」にて整

備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（9／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
1
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

添付書類八 添付１ ８．ｂ．（ａ） 

ⅱ．共通電源車による給電 

 

(ⅱ) 操作手順 

 共通電源車による非常用電源建屋

の 6.9ｋＶ非常用主母線，制御建屋の

6.9ｋＶ非常用母線，ユーティリティ

建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線及び

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の 6.9ｋＶ非常用母線への給電手順

は以下のとおり。 

 各手順の成功は非常用電源建屋（又

は制御建屋，ユーティリティ建屋及び

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設）の母線電圧が，共通電源車約 2,000

ｋＶＡの場合，6.6ｋＶ±1.5％，共通

電源車約 1,000ｋⅤＡの場合，6.6ｋＶ

±3.5％又は共通電源車約 1,700ｋⅤ

Ａの場合，6.6ｋＶ±0.5％及び母線電

圧低警報が回復することにより確認

する。 

① 実施責任者は，手順着手の判断

基準に基づき，建屋対策班の班

員に共通電源車を用いた各母線

への給電開始を指示する。 

② 建屋対策班の班員は，給電に必

要な資機材を準備のうえ共通電

源車へ移動し， 共通電源車の健

全性を確認する。 

③ 建屋対策班の班員は，共通電源

車から各母線の接続口までのア

クセスルートの健全性を確認す

る。 

④ 建屋対策班の班員は，共通電源

車から各母線まで可搬型電源ケ

ーブルを敷設し， 接続口に接続

する。 

⑤ 建屋対策班の班員は，共通電源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ８．ｂ．（ａ） 

ⅰ．可搬型発電機による給電」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ８．ｂ．（ａ） 

ⅰ．可搬型発電機による給電」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ８．ｂ．（ａ） 

ⅰ．可搬型発電機による給電」にて記

載した反映事項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（10／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
1
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

車から第１非常用ディーゼル発

電機の重油タンク，第２非常用

ディーゼル発電機の燃料油貯蔵

タンク又はＤ／Ｇ用燃料油受入

れ・貯蔵所まで可搬型燃料供給

ホースを敷設し，接続口に接続，

補給を開始する。 

⑥ 建屋対策班の班員は，各母線及

び共通電源車について異臭，発

煙，破損，保護装置の動作等異

常がないことを外観点検により

確認する。 

⑦ 建屋対策班の班員は，実施責任

者に共通電源車による各母線へ

の給電準備が完了したことを報

告する。 

⑧ 実施責任者は建屋対策班の班員

に各母線の各遮断器の開放操作

を指示する。 

⑨ 建屋対策班の班員は，各母線の

遮断器の開放操作を行い実施責

任者に各操作が完了したことを

報告する。 

⑩ 実施責任者は，建屋対策班の班

員へ各負荷の停止確認及び各遮

断器の開放操作を指示するとと

もに，動的負荷の自動起動防止

のために操作スイッチの隔離操

作を指示する。 

⑪ 建屋対策班の班員は，実施責任

者に各負荷の停止確認，各遮断

器の開放操作及び動的負荷の自

動起動防止のための操作スイッ

チの隔離操作を行い，操作が完

了したことを報告する。 

⑫ 実施責任者は，建屋対策班の班

員に共通電源車による各母線へ

の給電開始を指示する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（11／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
1
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

⑬ 建屋対策班の班員は，共通電源

車を起動し，共通電源車の発電

機電圧計及び燃料油液位計によ

り共通電源車が健全であること

を確認する。また，異臭，発煙，

破損等の異常ないことを確認し

た上で，各母線への給電を実施

し，実施責任者へ給電が完了し

たことを報告する。 

⑭ 建屋対策班の班員は，各母線電

圧を確認した後に，遮断器の投

入操作を実施する。 

⑮ 建屋対策班の班員は，実施責任

者に共通電源車による非常用電

源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線

の場合，非常用電源建屋，前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，

制御建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋への給電操作

が完了したことを報告する。 

制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母

線の場合，制御建屋への給電操

作が完了したことを報告する。 

ユーティリティ建屋の 6.9ｋ

Ｖ運転予備用主母線の場合，ユ

ーティリティ建屋，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，制御建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋への給電操作が完了した

ことを報告する。 

使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用母線

の場合，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設への給電操作が

完了したことを報告する。 

⑯ 実施責任者は，建屋対策班の班
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（12／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
1
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

員へ給電操作開始を指示する。 

⑰ 建屋対策班の班員は，各遮断器

の投入操作が完了したことを実

施責任者へ報告し，共通電源車

の発電機電圧計及び燃料油液位

計により監視を行う。 

⑱ 実施責任者は，非常用電源建屋

（又は制御建屋，ユーティリテ

ィ建屋及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設）の母線電圧

が共通電源車の発電機と同じ

（共通電源車約 2,000ｋＶＡの

場合，6.6ｋＶ±1.5％，共通電

源車約 1,000ｋⅤＡの場合，6.6

ｋＶ±3.5％又は共通電源車約

1, 700ｋⅤＡの場合，6.6ｋＶ

±0.5％）であること，母線電圧

低の警報が回復していることを

確認することにより，共通電源

車からの給電が成功しているこ

とを判断する。 

手順の概要を第８－３図に，系統図

を第８－10 図～第８－13 図に，タイ

ムチャートを第８－５表～第８－８

表に，重大事故等対処設備を活用する

手順等の判断基準として用いる補助

パラメータを第８－９表に，配置概要

図を第８－14図に示す。 

共通電源車を用いた非常用電源建

屋の 6.9ｋＶ非常用主母線への給電す

るための手順は以下のとおり。 

共通電源車を用いた非常用電源建

屋の 6.9ｋＶ非常用主母線の電源隔離

（非常用電源建屋）から共通電源車起

動及び運転状態の確認を実施責任者

等の要員９人，建屋対策班の班員 14

人にて実施する。要員の確保，本対策

の実施判断後，共通電源車の起動完了
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（13／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
1
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

まで１時間以内で実施する。 

以上より，共通電源車を用いた非常

用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線へ

の給電するための手順に必要となる

合計の要員数は，実施責任者等の要員

９人，建屋対策班の班員 14 人の合計

23人，想定時間は１時間以内で実施す

る。 

共通電源車を用いた制御建屋の 6.9

ｋＶ非常用母線への給電するための

手順は以下のとおり。 

共通電源車を用いた制御建屋の 6.9

ｋＶ非常用母線の電源隔離から共通

電源車起動及び運転状態の確認を実

施責任者等の要員９人，建屋対策班の

班員 14人にて実施する。要員の確保，

本対策の実施判断後，共通電源車の起

動完了まで１時間以内で実施する。 

以上より，共通電源車を用いた制御

建屋の 6.9ｋＶ非常用母線への給電す

るための手順に必要となる合計の要

員数は，実施責任者等の要員９人，建

屋対策班の班員 14人の合計 23人，想

定時間は１時間以内で実施する。 

共通電源車を用いたユーティリテ

ィ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線へ

の給電するための手順は以下のとお

り。 

共通電源車を用いたユーティリテ

ィ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線の

電源隔離から共通電源車起動及び運

転状態の確認を実施責任者等の要員

９人，建屋対策班の班員 12 人にて実

施する。要員の確保，本対策の実施判

断後，共通電源車の起動完了まで１時

間 20分以内で実施する。 

以上より，共通電源車を用いたユー

ティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（14／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
1
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

主母線への給電するための手順に必

要となる合計の要員数は，実施責任者

等の要員９人，建屋対策班の班員 12

人の合計 21人，想定時間は１時間 20

分以内で実施する。 

共通電源車を用いた使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非

常用母線への給電するための手順は

以下のとおり。 

共通電源車を用いた使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非

常用母線の電源隔離から共通電源車

起動及び運転状態の確認を実施責任

者等の要員９人，建屋対策班の班員 22

人にて実施する。要員の確保，本対策

の実施判断後，共通電源車の起動完了

まで１時間 10分以内で実施する。 

以上より，共通電源車を用いた使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

6.9ｋＶ非常用母線への給電するため

の手順に必要となる合計の要員数は，

実施責任者等の要員９人，建屋対策班

の班員 22人の合計 31人，想定時間は

１時間 10分以内で実施する。 

本対応は，対処に用いる系統の健全

性を確認し，対処に必要となる要員が

確保できた場合に着手を行うことと

しているため，重大事故等対処設備を

用いた対処に悪影響を及ぼすことは

ない。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.9－２ 重大事故対

策の成立性】 

２．共通電源車による給電 

（ｂ）操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンド ライ

ト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動

対応にて確認した作業環境

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1
7
5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（15／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
1
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。

夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に応じて適切な防護具（酸

素呼吸器，タイベック スー

ツ，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

必要な資機材の詳細につい

ては，「１．０ 重大事故等対

策における共通事項」の第

１－６表の放射線防護式材

等（中央制御室）にて整備す

る。 

移動経路：ＬＥＤハンド ライト及び

ヘッドライトを携行して

おり近接可能である。ま

た，作業前に実施する初動

対応において，アクセス 

ルートにおける火災，溢

水，薬品漏えい及び線量上

昇の有無等の対処の阻害

要因を把握し，その状況に

応じて，適切なアクセス 

ルートの選定，対処の阻害

要因の除去を行うため，ア

クセス ルートに支障はな

い。 

連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外

との通信連絡は，可搬型衛

星電話（屋内用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬

型衛星電話（屋外用），可搬

型トランシーバ（屋外用）

にて行う。通信連絡を行う

ために必要な設備の詳細

については，「１．14 通信

連絡に関する手順等」にて

整備する。 

教育及び訓練：必要な電源確保及び可

搬型重大事故等対処

設備を使用した対応
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（16／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
1
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ８．ｂ． 

（ｂ）全交流動力電源喪失を要因とせ

ずに発生する重大事故等の対

処に必要な電源の確保に関す

る対応手順 

 

ⅰ．設計基準対象の施設と一部を兼用

する重大事故等対処設備からの

給電 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

全交流動力電源喪失を要因とせず

発生する重大事故等の対処は，制御室

の監視制御盤にて速やかに確認する。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

操作を習得すること

を目的に，手順や資機

材の取扱い方法の習

得を図るための訓練

を計画的に実施する。

教育及び訓練の詳細

については，「１．０ 

重大事故等対策にお

ける共通事項」にて整

備する。 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ８．ｂ．（ａ） 

ⅰ．可搬型発電機による給電」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ８．ｂ．（ａ） 

ⅰ．可搬型発電機による給電」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ８．ｂ．（ａ） 

ⅰ．可搬型発電機による給電」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1
7
7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（17／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
1
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

重大事故等の対処時においては，中央

制御室等との連絡手段を確保する。夜

間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

添付書類八 添付１ ８．ｂ． 

（ｃ）燃料給油のための対応手順 

 

ⅰ．重大事故等の対処に用いる設備に

対する補機駆動用燃料補給設備

による給油手順 

 

（ⅰ）重大事故等の対処に用いる設備

への給油 

 

３）操作の成立性 

〔軽油貯槽から軽油用タンクローリ

への燃料の補給〕 

 軽油用タンクローリ３台使用し，実

施責任者等の要員８人，建屋外対応班

の班員３人の合計 11 人にて作業を実

施した場合，軽油貯槽から軽油用タン

クローリの車載タンクへの補給完了

までの所要時間は，軽油用タンクロー

リ準備，移動後１時間 15 分以内で可

能である。また，円滑に作業できるよ

うに移動経路を確保した上で，可搬型

照明により必要な照明設備を確保し，

代替通信連絡設備により通信連絡手

段を確保して作業を行う。 

 なお，代替通信連絡設備の詳細は，

「1 3．通信連絡に関する手順等」に

示す。 

 

〔軽油用タンクローリからドラム缶，

ドラム缶から可搬型発電機，可搬型空

気圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ８．ｂ．（ａ） 

ⅰ．可搬型発電機による給電」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ８．ｂ．（ａ） 

ⅰ．可搬型発電機による給電」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ８．ｂ．（ａ） 

ⅰ．可搬型発電機による給電」にて記

載した反映事項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（18／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
1
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

大型移送ポンプ車，軽油貯槽から可搬

型中型移送ポンプ近傍のドラム缶へ

の燃料の補給〕 

 可搬型発電機の近傍ドラム缶への

燃料の補給は，実施責任者等の要員８

人，建屋外対応班の班員２人の合計 10

人にて，軽油用タンクローリの準備，

移動開始後９時間 55 分以内，２回目

以降の軽油用タンクローリから可搬

型発電機近傍のドラム缶への燃料の

補給は，実施責任者等の要員８人，建

屋外対応班の班員１人の合計９人に

て，９時間 15分以内で可能である。 

 可搬型空気圧縮機近傍のドラム缶

への燃料の補給は，実施責任者等の要

員８人，建屋外対応班の班員１人の合

計９人にて，軽油用タンクローリの準

備，移動開始後７時間以内，２回目以

降の軽油用タンクローリから可搬型

空気圧縮機近傍のドラム缶への燃料

の補給は，実施責任者等の要員８人，

建屋外対応班の班員１人の合計９人

にて，９時間 15分以内で可能である。 

 可搬型中型移送ポンプ近傍のドラ

ム缶への燃料の補給は，実施責任者等

の要員８人，建屋外対応班の班員１人

の合計９人にて，軽油用タンクローリ

の準備，移動開始後５時間 35分以内，

２回目以降の軽油用タンクローリか

ら可搬型中型移送ポンプ近傍のドラ

ム缶への燃料の補給は，実施責任者等

の要員８人，建屋外対応班の班員１人

の合計９人にて，12時間 25分以内で

可能である。 

 大型移送ポンプ車近傍のドラム缶

への燃料の補給は，実施責任者等の要

員８人，建屋外対応班の班員２人の合

計 10 人にて，軽油用タンクローリの
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（19／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
2
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

準備，移動開始後 15時間 55分以内，

２回目以降の軽油用タンクローリか

ら大型移送ポンプ車近傍のドラム缶

への燃料の補給は，実施責任者等の要

員８人，建屋外対応班の班員２人の合

計 10 人にて，12 時間 25 分以内で可

能である。 

 運転開始後に，近傍に設置したドラ

ム缶の燃料が枯渇するまでに燃料補

給を実施する。 

 ドラム缶から可搬型発電機への燃

料の補給を，実施責任者等の要員 14

人，建屋対策班の班員 22人の合計 36

人にて実施した場合，ドラム缶への補

給後１時間 30 分以内に燃料を補給す

ることが可能である。 

 ドラム缶から可搬型空気圧縮機へ

の燃料の補給を，実施責任者等の要員

15人，建屋対策班の班員 26人の合計

41人にて実施した場合，ドラム缶への

補給後１時間 30 分以内に燃料を補給

することが可能である。 

 ドラム缶から可搬型中型移送ポン

プへの燃料の補給を，実施責任者等の

要員８人，建屋外対応班の班員５人の

合計 13 人にて実施した場合，ドラム

缶への補給後２時間 50 分以内に燃料

を補給することが可能である。 

 ドラム缶から大型移送ポンプ車へ

の燃料の補給を実施責任者等の要員

８人，建屋外対応班の班員４人の合計

12人にて実施した場合，ドラム缶への

補給後１時間以内に燃料を補給する

ことが可能である。 

 軽油貯槽から可搬型中型移送ポン

プの近傍のドラム缶への燃料の補給

を実施責任者等の要員８人，建屋外対

応班の班員１人の合計９人で作業を
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（20／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
2
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

実施した場合，可搬型中型移送ポンプ

の運転（水供給）開始後２時間 20 分

以内で可能である。 

 以上より，軽油用タンクローリ３台

の準備，移動，軽油貯槽から軽油用タ

ンクローリの車載タンクへの燃料補

給並びに軽油用タンクローリの車載

タンクから可搬型発電機，可搬型空気

圧縮機，可搬型中型移送ポンプ及び大 

型移送ポンプ車近傍のドラム缶への

燃料補給，軽油貯槽から可搬型中型移

送ポンプの近傍のドラム缶への燃料

補給，ドラム缶から燃料補給に必要と

なる要員数は，実施責任者 16 人，建

屋対策班の班員 26 人，建屋外対応班

の班員９人の合計 51人で実施する。 

 １回目の燃料補給にかかる合計時

間は，軽油用タンクローリの準備から

大型移送ポンプ車のドラム缶への燃

料補給完了までの 15時間 55分以内で

実施する。 

 可搬型発電機は運転開始後 10 時間

30分，可搬型空気圧縮機は運転開始後

８時間 40 分，可搬型中型移送ポンプ

は運転開始後２時間 50 分，大型移送

ポンプ車は運転開始後２時間 50 分が

燃料枯渇までの時間であることから，

燃料が枯渇することなく対処が可能

である。 

作業に当たっては，円滑に作業でき

るように移動経路を確保した上で，可

搬型照明により必要な照明設備を確

保し，代替通信連絡設備により通信連

絡手段を確保して作業を行う。また，

定期的に周辺環境の放射線測定を行

い，作業環境に応じた防護具を着用し

作業を行う。 

なお，代替通信連絡設備の詳細は，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.9－２ 重大事故対

策の成立性】 

３．軽油貯蔵タンクから可搬型発電

機，可搬型空気圧縮機，可搬型中 

型移送ポンプ及び大型移送ポンプ車

への燃料の補給 

（ｂ）操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンド ライ
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（21／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
2
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

「13． 通信連絡に関する手順等」に示

す。 

可搬型発電機， 可搬型空気圧縮機， 

可搬型中型移送ポンプ及び大型移送

ポンプ車近傍のドラム缶への燃料が

枯渇するまでの時間を以下に示す。 

・可搬型発電機近傍のドラム缶： 2 

2 時間 1 0 分 

・可搬型空気圧縮機近傍のドラム

缶： 1 2 時間５ 分 

・可搬型中型移送ポンプ近傍（ 軽

油用タンクローリによる補給） 

のドラム缶： 3 2 時間 3 0 分 

・可搬型中型移送ポンプ近傍（ 軽

油貯槽による補給）のドラム缶： 

４ 時間 3 5 分 

・大型移送ポンプ車近傍のドラム

缶： 1 2 時間 5 0 分 

可搬型発電機， 可搬型空気圧縮機， 

可搬型中型移送ポンプ及び大型移送

ポンプ車を起動後， 可搬型発電機等

の燃料が枯渇するまでの主な設備の

時間を以下に示す。 

・前処理建屋可搬型発電機， 分離

建屋可搬型発電機，制御建屋可搬

型発電機， ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋可搬型発電機， 高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型発電機： 1 2時間 3 0分 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機： 1 0時間 3 

0 分 

・前処理建屋可搬型空気圧縮機， 

分離建屋可搬型空気圧縮機， 高

レベル廃液ガラス固化建屋可搬

型空気圧縮機： 1 1時間 3 0 分 

・精製建屋可搬型空気圧縮機， ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋

ト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動

対応にて確認した作業環境

に応じて適切な防護具（酸素

呼吸器，タイベック スーツ，

個人線量計等）を着用又は携

行して作業を行う。 

必要な資機材の詳細につい

ては，「１．０ 重大事故等対

策における共通事項」の第１

－６表の放射線防護式材等

（中央制御室）にて整備す

る。 

移動経路：ＬＥＤハンド ライト及び

ヘッドライトを携行して

おり近接可能である。ま

た，作業前に実施する初動

対応において，アクセス 

ルートにおける火災，溢

水，薬品漏えい及び線量上

昇の有無等の対処の阻害

要因を把握し，その状況に

応じて，適切なアクセス 

ルートの選定，対処の阻害

要因の除去を行うため，ア

クセス ルートに支障はな

い。 

連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外

との通信連絡は，可搬型衛

星電話（屋内用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬

型衛星電話（屋外用），可搬

型トランシーバ（屋外用）

にて行う。通信連絡を行う

ために必要な設備の詳細

については，「１．14 通信

連絡に関する手順等」にて

整備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（22／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
2
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

可搬型空気圧縮機： ８ 時間 4 0

分 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型空冷ユニット用空

気圧縮機： 1 2時間５ 分 

・前処理建屋可搬型中型移送ポン

プ，分離建屋可搬型中型移送ポン

プ，精製建屋可搬型中型移送ポン

プ，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋可搬型中型移送ポンプ， 

高レベル廃液ガラス固化建屋可

搬型中型移送ポンプ， 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型中型移送ポンプ： ２ 時間 5 

0 分 

・大型移送ポンプ車： ２ 時間 5 0 

分 

 

添付書類八 添付１ ８．ｂ．（ｃ） 

ⅱ．共通電源車に対する燃料給油のた

めの手順 

 

３）操作の成立性 

〔第１非常用ディーゼル発電機の重

油タンク，第２非常用ディーゼル発電

機の燃料油貯蔵タンク又はＤ／Ｇ用

燃料油受入れ・貯蔵所から共通電源車

の車載タンクへの燃料の補給〕 

 第１非常用ディーゼル発電機の重

油タンクから共通電源車への燃料補

給準備完了は，実施責任者等の要員９

人，建屋対策班の班員８人の合計 17

人で作業を実施した場合，要員の確

保，本対策の実施判断後，40分以内で

可能である。 

 第２非常用ディーゼル発電機の燃

料油貯蔵タンクから共通電源車への

燃料補給準備完了は，実施責任者等の 

教育及び訓練：必要な電源確保及び可

搬型重大事故等対処

設備を使用した対応

操作を習得すること

を目的に，手順や資機

材の取扱い方法の習

得を図るための訓練

を計画的に実施する。

教育及び訓練の詳細

については，「１．０ 

重大事故等対策にお

ける共通事項」にて整

備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ８．ｂ．（ａ） 

ⅰ．可搬型発電機による給電」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ８．ｂ．（ａ） 

ⅰ．可搬型発電機による給電」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ８．ｂ．（ａ） 

ⅰ．可搬型発電機による給電」にて記

載した反映事項と同じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（23／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
2
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

要員９人，建屋対策班の班員４人の合

計 13 人で作業を実施した場合，要員

の確保，本対策の実施判断後，55分以

内で可能である。 

 Ｄ／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所から

共通電源車への燃料補給準備完了は，

実施責任者等の要員９人，建屋対策班

の班員２人の合計 11 人で作業を実施

した場合，要員の確保，本対策の実施

判断後，45分以内で可能である。 

 また，共通電源車の車載タンクの残

量が少なくなった場合，燃料供給ポン

プにより第１非常用ディーゼル発電

機の重油タンク，第２非常用ディーゼ

ル発電機の燃料油貯蔵タンク又はＤ

／Ｇ用燃料油受入れ・貯蔵所から車載

タンクへ自動で燃料を補給するため，

連続して燃料供給することが可能で

ある。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央

制御室等との連絡手段を確保する。夜

間及び停電時においては確実に運搬，

移動ができるように，可搬型照明を配

備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.9－２ 重大事故対

策の成立性】 

４．共通電源車への燃料の補給 

（ｂ）操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴

う建屋内の照明消灯時にお

いても，ＬＥＤハンド ライ

ト及びヘッドライトを携行

している。また，操作は初動

対応にて確認した作業環境

に応じて適切な防護具（酸素

呼吸器，タイベック スーツ，

個人線量計等）を着用又は携

行して作業を行う。 

必要な資機材の詳細につい

ては，「１．０ 重大事故等対

策における共通事項」の第１

－６表の放射線防護式材等

（中央制御室）にて整備す

る。 

移動経路：ＬＥＤハンド ライト及び

1
1
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．９）（24／24） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

 

補
1
.
9
-
8
-
2
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 ヘッドライトを携行して

おり近接可能である。ま

た，作業前に実施する初動

対応において，アクセス 

ルートにおける火災，溢

水，薬品漏えい及び線量上

昇の有無等の対処の阻害

要因を把握し，その状況に

応じて，適切なアクセス 

ルートの選定，対処の阻害

要因の除去を行うため，ア

クセス ルートに支障はな

い。 

連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外

との通信連絡は，可搬型衛

星電話（屋内用），可搬型ト

ランシーバ（屋内用），可搬

型衛星電話（屋外用），可搬

型トランシーバ（屋外用）

にて行う。通信連絡を行う

ために必要な設備の詳細

については，「１．14 通信

連絡に関する手順等」にて

整備する。 

教育及び訓練：必要な電源確保及び可

搬型重大事故等対処

設備を使用した対応

操作を習得すること

を目的に，手順や資機

材の取扱い方法の習

得を図るための訓練

を計画的に実施する。

教育及び訓練の詳細

については，「１．０ 

重大事故等対策にお

ける共通事項」にて整

備する。 
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令和４年 7 月 15 日 R28 

 

 

 

 

 

１．１０ 事故時の計装に関する手順等 

（抜粋） 
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1.10 事故時の計装に関する手順等  

 

＜  目  次  ＞  

1.10.1 概要  

（１）パラメータを計測する計器の故障時（常設配管の損傷又は

計測範囲を超えた場合）に再処理施設の状態を把握する

ための措置  

（２）計測に必要な電源が喪失した場合の措置  

（３）重大事故等時のパラメータを監視及び記録するための措

置  

（４）再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に必要な情報を把握するための

措置  

（５）自主対策設備  

1.10.2 対応手段と設備の選定  

（１）対応手段と設備の選定の考え方  

（２）対応手段と設備の選定の結果  

  ａ．パラメータを計測する計器故障時に再処理施設の状態を

把握するための手段及び設備  

  ｂ．計測に必要な計器の電源が喪失した場合の手段及び設備  

  ｃ．重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手段及び

設備  

  ｄ．再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に必要な情報を把握し記録する

手段及び設備  
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  ｅ．手順等  

1.10.3 重大事故等時の手順等  

1.10.3.1 パラメータを計測する計器が故障した場合（計装配管

が損槽した場合を含む）又は計測範囲を超過した場合  

（１）外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が

発生した場合の手順  

  ａ．手順着手の判断基準  

  ｂ．使用する設備  

  ｃ．操作手順  

ｄ．重大事故等の対処に用いる設備への給油  

  ｅ．操作の成立性  

  ｆ．重要代替監視パラメータでの推定方法  

  ｇ．重大事故等時の対応手段の選択  

（２）内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が

発生した場合の手順  

  ａ．手順着手の判断基準  

  ｂ．使用する設備  

  ｃ．操作手順  

  ｄ．重大事故等の対処に用いる設備への給油  

  ｅ．操作の成立性  

  ｆ．重要代替監視パラメータでの推定方法  

  ｇ．重大事故等時の対応手段の選択  

1.10.3.2 計測に必要な電源の喪失  

（１）外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全交流

動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合の

1188



手段  

  ａ．手順着手の判断基準  

  ｂ．使用する設備  

  ｃ．操作手順  

  ｄ．操作の成立性  

  ｅ．共通電源車による給電  

1.10.4 重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順  

（１）外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全交流

動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合の

手段  

  ａ．手順着手の判断基準  

  ｂ．使用する設備  

  ｃ．操作手順  

  ｄ．操作の成立性  

  ｅ．機能の健全性  

  ｆ．共通電源車による給電  

（２）内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が

発生した場合の手段  

  ａ．手順着手の判断基準  

  ｂ．使用する設備  

  ｃ．操作手順  

  ｄ．操作の成立性  

1.10.5 再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に必要な情報を把握し記録する

ための手順  
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（１）手順着手の判断基準  

（２）使用する設備  

（３）操作手順  

（４）操作の成立性  

（５）機能の健全性  

1.10.6 その他の手順項目にて考慮する手順  
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1.10 事故時の計装に関する手順等  

【要求事項】  

１  再処理事業者において、重大事故等が発生し、計測機器（非

常用のものを含む。）の直流電源の喪失その他の故障により当

該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータを計測することが困難となった場合において当該パラメ

ータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手

順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切

に示されていること。  

２  再処理事業者において、再処理施設への故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合においても必

要な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されて

いるか、又は整備される方針が適切に示されていること。  

 

【解釈】  

１  第１項に規定する「当該重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータを計測することが困難となった

場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報

を把握するために必要な手順等」とは、例えば、テスターと

換算表を用いて必要な計測を行うこと又はこれと同等以上の

効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重

大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タ」とは、事業者が検討すべき重大事故等対策を成功させる

ために把握することが必要な再処理施設の状態を意味する。  
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２  第１項に規定する「故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムが発生した場合においても必要な情報を把握

する」については、発生する事故の特徴から、作業可能な状

態が比較的長時間確保できる可能性がある場合には、施設

の遠隔操作に代えて、緊急時のモニタや施設制御を現場に

おいて行うための手順等を整備することを含む。  

 

 重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するた

めに監視することが必要なパラメータを計測する対応及び対処設

備を整備する。また，重大事故等が発生し，計測機器（非常用のも

のを含む。）の直流電源の喪失その他の故障により，当該重大事故

等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測する

ことが困難となった場合に，当該パラメータの推定に有効な情報

を把握するため，計器が故障した場合又は計測範囲を超過した場

合の対応，計器電源の喪失時の対応，計測結果を監視及び記録す

るための対処設備を整備する。  

また，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に，中央制御室及び緊急時対策所におい

て必要な情報を把握するための対処設備を整備する。  

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明す

る。  
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1.10.1 概要  

（１）パラメータを計測する計器故障時（常設配管の損傷又は計

測範囲を超えた場合）に再処理施設の状態を把握するため

の措置  

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が

発生した場合において，常設計器及び常設代替計器の故障又

は計測範囲の超過により，重要監視パラメータの計測が困難

な場合は，重要監視パラメータを可搬型重要計器にて計測す

る手段に着手する。  

可搬型重要計器の故障（計装配管が損傷した場合を含む。）

により，重要監視パラメータを計測することが困難となった

場合に備え，重要代替監視パラメータを可搬型重要代替計器

にて計測する手段に着手する。  

内的事象による安全機能の喪失を要因とし重大事故等が発

生した場合において，重要監視パラメータを常設重要計器に

て計測する手段，又は常設計器及び常設代替計器の計測範囲

の超過により重要監視パラメータの計測が困難な場合は重要

監視パラメータを可搬型重要計器にて計測する手順に着手す

る。  

常設重要計器の故障により，重要監視パラメータの計測が

困難な場合は，重要代替監視パラメータを他チャンネルの重

要代替計器にて計測する手段に着手する。  

可搬型重要計器の故障（計装配管が損傷した場合を含む。）

により，重要監視パラメータを計測することが困難となった

場合に備え，重要代替監視パラメータを可搬型重要代替計器
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にて計測する手段に着手する。  

手順の整備に当たっては，重大事故等時に把握することが

必要なパラメータの使用目的を考慮し，これに要求される配

備の制限時間に対して十分な余裕をもって設置することを基

本方針とする。  

 

（２）計測に必要な電源が喪失した場合の措置  

外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全交流

動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合にお

いて，全交流動力電源及び直流電源の喪失により監視機能が

喪失した場合は，重要監視パラメータを可搬型重要計器にて

計測する手順に着手する。  

手順の整備に当たっては，重大事故等時に把握することが

必要なパラメータの使用目的を考慮し，これに要求される配

備の制限時間に対して十分な余裕をもって設置することを基

本方針とする。  

 

（３）重大事故等時のパラメータを監視及び記録するための措置  

外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全交流

動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合にお

いて，情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送用無線

装置，前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可搬型情報

収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・プルトニ

ウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型情報収集装置，
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制御建屋可搬型情報表示装置，第１保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，情報

把握計装設備可搬型発電機，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可

搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報

表示装置（以下「情報把握計装設備」という。），情報収集装

置，情報表示装置及び前処理建屋可搬型発電機等にて，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視及び記録

する手段がある。また，共通電源車による復電によって，監

視制御盤，安全系監視制御盤，データ収集装置，データ表示

装置にて，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ

を監視及び記録するための手順に着手する。  

手順の整備にあたり，情報把握計装設備については，重大

事故等対策の操作等に直接関係しない設備であることから，

重大事故等対策に影響のない範囲で可能な限り速やかに設置

する。  

本手順では，設計基準対象の施設である計測制御設備を用

いる手段，設計基準対象の施設である計測制御設備が故障又

は機能喪失した場合の手段を整備している。対処に必要な時

間は以下の通り。  

情報把握計装設備は，重大事故等対策に影響のない範囲で

可能な限り速やかに設置することの観点から，制御建屋，前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型情報収集

装置並びに中央制御室の可搬型情報表示装置の配備は，実施

責任者，要員管理班，情報管理班，建屋外対応班長（以下「実
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施責任者等」という。）８人，建屋対策班の班員３人，合計 11

人にて，事象発生後，中央制御室については３時間 10 分以

内，前処理建屋については６時間 50 分以内，分離建屋につい

ては４時間 20分以内，精製建屋については３時間 45分以内，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋については４時間 55 分以

内，高レベル廃液ガラス固化建屋については６時間 15 分以内

に配備可能である。  

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の可搬型情報

収集装置の配備は，実施責任者，要員管理班，情報管理班，

建屋外対応班長（以下「実施責任者等」という。）８人，建屋

外対応班４人の合計 12 人にて作業した場合，事象発生後，第

１保管庫・貯水所については１時間 30 分以内，第２保管庫・

貯水所については９時間以内に配備可能である。  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬型情報収集装置並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の可搬型情報

表示装置の配備は，実施責任者，要員管理班，情報管理班，

建屋外対応班長（以下「実施責任者等」という。）８人，建屋

対策班の班員 26 人，建屋外対応班１人の合計 35 人にて作業

した場合，事象発生後，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室については

22 時間 30 分以内に配備可能である。  

    

（４）再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合に必要な情報を把握するための措置  

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ
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リズムが発生した場合，常設計器，常設代替計器，常設重要

計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器，可搬型重要代替

計器及び情報把握計装設備を用いて，中央制御室又は緊急時

対策所において必要な情報を把握し記録する手順に着手する。 

本手順では，設計基準の計測制御設備が機能喪失した場合

の手段として（１）から（３）と同様の対応を行う。  

 

（５）自主対策設備  

重大事故等の対処を確実に実施するためフォールトツリー

分析等により機能喪失の原因分析を行った上で対策の抽出を

行った結果，自主対策設備及び手順を以下のとおり整備する。 

ａ．パラメータを計測する計器故障時に再処理施設の状態を把

握するための手段  

パラメータを計測する計器故障時に再処理施設の状態を把

握するための手段として，常設計器及び常設代替計器は、地震

起因重大事故時機能維持設計としておらず，地震により機能喪

失するおそれがあることから，重大事故等対処設備とは位置付

けないが，機能が維持されている場合は，迅速性の観点から常

設計器及び常設代替計器にてパラメータを計測する。  

 

ｂ．計測に必要な計器の電源が喪失した場合の手段  

計測に必要な計器の電源が喪失した場合の手段として，再処

理施設の所内電源系統が健全である場合には，共通電源車によ

る復電によって常設計器及び常設代替計器にてパラメータを

計測する。  
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ｃ．重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手段  

重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手段として，

全交流動力電源喪失において，共通電源車が健全，かつ，監視

制御盤，安全系監視制御盤，データ収集装置，データ表示装置

の機能が喪失していない場合は，監視制御盤，安全系監視制御

盤，データ収集装置，データ表示装置にて監視及び記録する。  

 

 ｄ．再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合に必要な情報を把握し記録する手段  

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合に必要な情報を把握し記録する手段と

して，常設計器及び常設代替計器は、地震起因重大事故時機能

維持設計としておらず，地震により機能喪失するおそれがある

ことから，重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維

持されている場合は，迅速性の観点から常設計器及び常設代替

計器にてパラメータを計測する。  

 

1.10.2 対応手段と設備の選定  

 （１）対応手段と設備の選定の考え方  

   重大事故等時において，重大事故等の発生防止対策及び拡

大防止対策等を実施するため，再処理施設の状態を把握する

ことが重要である。当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータとして，使用済燃料の再処理の事

業に係る再処理事業者の重大事故等の発生及び拡大の防止に
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必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基

準（以下，「技術的能力審査基準」という。）のうち，以下の

手順から抽出パラメータを抽出する。  

・ 1.1 臨界事故の拡大を防止するための手順等  

・ 1.2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手

順等  

・ 1.3 放射線分解により発生する水素による爆発に対処す

るための手順等  

・ 1.4 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手

順等  

・ 1.5 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等  

・ 1.7 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための

手順等  

・ 1.8 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等  

・ 1.9 電源の確保に関する手順等  

・ 1.10 事故時の計装に関する手順等  

   なお，技術的能力審査基準のうち，以下の作業手順で用い

るパラメータは，重大事故等の発生防止対策及び拡大防止対

策等を実施するための手順では用いないため，各々の手順に

おいて整理する。  

・ 1.11 制御室の居住性等に関する手順等  

・ 1.12 監視測定等に関する手順等  

・ 1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等  

・ 1.14 通信連絡に関する手順等  

   抽出パラメータのうち，重大事故等の発生防止対策及び拡
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大防止対策等を成功させるために監視することが必要なパラ

メータを主要パラメータとして分類する。また，抽出パラメ

ータのうち，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運

転状態又は再処理施設の状態を補助的に監視するパラメータ

を補助パラメータとして分類する。  

   主要パラメータは，重要監視パラメータと重要代替監視パ

ラメータに分類する。  

   重要監視パラメータを計測することが困難となった場合に

は，重要代替監視パラメータを用いて重要監視パラメータを

換算等により推定，又は推測する手段を整備する。  

主要パラメータは，重大事故等に対処するための設備とし

て，常設重大事故等対処設備の計器及び可搬型重大事故等対

処設備の計器を用いて計測する。重要監視パラメータを計測

する設備を重要計器とし，重大事故等の発生要因に応じて可

搬型重大事故等対処設備の計器又は常設重大事故等対処設備

の計器を使用する。重要代替監視パラメータを計測する設備

を重要代替計器とし，重大事故等の発生要因に応じて可搬型

重大事故等対処設備の計器又は常設重大事故等対処設備の計

器を使用する。重要監視パラメータを計測する可搬型重大事

故等対処設備の計器を可搬型重要計器，重要監視パラメータ

を計測する常設重大事故等対処設備の計器を常設重要計器と

する。また，重要代替監視パラメータを計測する可搬型重大

事故等対処設備の計器を可搬型重要代替計器，重要代替監視

パラメータを計測する常設重大事故等対処設備の計器を常設

重要代替計器とする。  
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重要監視パラメータを計測する設計基準対象の施設の計

測制御設備の計器を常設計器とする。また，重要代替監視パ

ラメータを計測する設計基準対象の施設の計測制御設備の計

器を常設代替計器とする。

パラメータの計測に使用する設備を第 1.10－４表，重大事

故時に必要なパラメータの選定フローを第 1.10－１図に示

す。  

計測結果による監視機能の喪失要因についてフォールト

ツリー分析を実施したうえで，監視機能喪失の要因である計

器の故障又は計測範囲を超過した場合及び計器電源喪失によ

り主要パラメータを計測することが困難となった場合におい

て，主要パラメータの推定に必要なパラメータを用いて対応

する手段を整備する。計器の故障については，設計基準対象

の施設である計測制御設備の計装配管が損傷した場合を含む。

監視機能喪失のフォールトツリー分析を第 1.10－２図に示

す。  

以上の分類にて整理した主要パラメータを計測する重大事

故等対処設備を選定する。さらに，主要パラメータを監視及

び記録するために必要となる重大事故等対処設備を選定する

とともに，重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は

監視し，記録する手順を整備する。重大事故等の対処に必要

なパラメータを監視及び記録する手順の概要を第 1.10－４

図に示す。  

また，再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムが発生した場合において，必要な情報を把握し
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記録するために必要な設備を選定するとともに，必要な情報

を把握する手順を整備する。機能喪失を想定する設備と整備

する対応手段，対処設備，手順書一覧を第 1.10－５表に示す。 

   重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための

対応手段及び自主対策設備を選定する。  

   選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準

だけでなく，事業指定基準規則第四十三条及び技術基準規則

第四十七条の要求機能を満足する設備が網羅されていること

を確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にする。  

 

 （２）  対応手段と設備の選定の結果  

   フォールトツリー分析の結果，監視不能となる要因として

計器故障（計装配管が損傷した場合を含む）又は計測範囲を

超過した場合並びに全交流動力電源喪失及び直流電源喪失に

よる計器電源の喪失を想定する。  

 

  a．パラメータを計測する計器故障時に再処理施設の状態を把

握するための手段及び設備  

  (a) 対応手段  

外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合において，常設計器及び常設代替計器の

故障又は計測範囲の超過により，重要監視パラメータの計

測が困難な場合は，重要監視パラメータを可搬型重要計器

にて計測する手段を整備する。  

可搬型重要計器の故障（計装配管が損傷した場合を含
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む。）により，重要監視パラメータを計測することが困難と

なった場合に備え，重要代替監視パラメータを可搬型重要

代替計器にて計測する手段を整備する。  

・常設計器  

・常設代替計器  

    ・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

    ・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

    ・電気設備（設計基準対象の施設と兼用）  

・可搬型重要計器※ １  

・可搬型重要代替計器※ １  

・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・可搬型空気圧縮機  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  

・情報把握計装設備可搬型発電機  

※１  計器に附属の計測用ボンベ，計装配管，充電池

及び乾電池を含む  

 

    内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等

が発生した場合において，重要監視パラメータを常設重要

計器にて計測する手段，又は常設計器及び常設代替計器の

計測範囲の超過により重要監視パラメータの計測が困難な
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場合は重要監視パラメータを可搬型重要計器にて計測する

手段を整備する。  

    常設重要計器の故障により，重要監視パラメータの計測

が困難な場合は，重要代替監視パラメータを他チャンネル

の重要代替計器にて計測する手段を整備する。  

    可搬型重要計器の故障（計装配管が損傷した場合を含む。）

により，重要監視パラメータを計測することが困難となっ

た場合に備え，重要代替監視パラメータを可搬型重要代替

計器にて計測する手段を整備する。本手順に使用する設備

は以下のとおり。  

・常設計器  

・常設代替計器  

・常設重要計器  

・常設重要代替計器  

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・電気設備（設計基準対象の施設と兼用）  

・可搬型重要計器※ １  

・可搬型重要代替計器※ １  

・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・可搬型空気圧縮機  
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・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  

・情報把握計装設備可搬型発電機  

※１  計器に附属の計測用ボンベ，計装配管，充電池及

び乾電池を含む  

 

  （ b）重大事故等対処設備と自主対策設備  

    フォールトツリー分析の結果により選定した，重要監視

パラメータを計測する計器の故障時に再処理施設の状態を

把握するための設備として，重大事故等が発生した場合に

おける常設重要代替計器，安全圧縮空気系（設計基準対象

の施設と兼用），一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼

用），電気設備（設計基準対象の施設と兼用），可搬型重要

計器，可搬型重要代替計器，可搬型計測ユニット，可搬型

監視ユニット，可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬型

空冷ユニット，けん引車，可搬型空気圧縮機，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機並びに情報把握計

装設備可搬型発電機を重大事故等対処設備とする。  

    これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指

定基準規則第四十三条及び技術基準規則第四十七条に要求

される事項が全て網羅されている。  

    以上の重大事故等対処設備により，重要監視パラメータ

及び重要代替監視パラメータを把握することができる。  

また，以下の設備は，重大事故等が発生した場合において，

再処理施設の状態によっては事故対応に有効な設備である

ため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理
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由を示す。  

・常設計器  

・常設代替計器  

上記の設備は，地震起因重大事故時機能維持設計として

おらず，地震により機能喪失するおそれがあることから，

重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持され

ている場合は，迅速性の観点から事故対応に有効である。  

なお，自主対策設備が機能喪失した場合は，重大事故等

対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対策に悪影響

を及ぼすことはない。  

 

  b．計測に必要な計器の電源が喪失した場合の手段及び設備  

  (a) 対応手段  

    外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合

において，全交流動力電源及び直流電源の喪失により監視

機能が喪失した場合は，重要監視パラメータを可搬型重要

計器にて計測する手段及び共通電源車による復電によって

常設計器及び常設代替計器にてパラメータを計測する手段

がある。本手順に使用する設備は以下のとおり。  

・常設計器  

・常設代替計器  

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・可搬型重要計器※ １  
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・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・可搬型空気圧縮機  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  

・情報把握計装設備可搬型発電機  

・共通電源車  

※１  計器に附属の計測用ボンベ，計装配管，充電池

及び乾電池を含む  

  (ｂ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

    フォールトツリー分析の結果により選定した，計器電源

喪失時に重要監視パラメータを計測するための設備として，

安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用），一般圧縮空

気系（設計基準対象の施設と兼用），可搬型重要計器，可搬

型計測ユニット，可搬型監視ユニット，可搬型計測ユニッ

ト用空気圧縮機，可搬型空冷ユニット，けん引車，可搬型

空気圧縮機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機並びに情報把握計装設備可搬型発電機を，重大事故

等対処設備とする。  

    これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指

定基準規則第四十三条及び技術基準規則第四十七条に要求

される事項が全て網羅されている。  

    以上の重大事故等対処設備により，重要監視パラメータ
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を把握することができる。  

    また，以下の設備は再処理施設の状態によっては事故対

応に有効な設備であるため，自主対策設備として位置付け

る。あわせて，その理由を示す。  

・常設計器  

・常設代替計器  

 共通電源車による復電により，パラメータが監視可能な

場合は，事故対応に有効である。  

・共通電源車  

全交流動力電源喪失において，設計基準対象の施設が機

能維持している場合，共通電源車が健全であれば，再処理

施設の状況によっては事故対応に有効である。  

なお，自主対策設備が機能喪失した場合は，重大事故等

対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対策に悪影響

を及ぼすことはない。  

 

  ｃ．重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手段及び

設備  

  (a) 対応手段  

    外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全交

流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場合

において，情報把握計装設備用屋内伝送系統，建屋間伝送

用無線装置，前処理建屋可搬型情報収集装置，分離建屋可

搬型情報収集装置，精製建屋可搬型情報収集装置，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置，高レベル
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廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置，制御建屋可搬型

情報収集装置，制御建屋可搬型情報表示装置，第１保管庫・

貯水所可搬型情報収集装置，第２保管庫・貯水所可搬型情

報収集装置，情報把握計装設備可搬型発電機，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋可搬型情報表示装置（以下「情報把握計装設備」

という。），情報収集装置，情報表示装置及び前処理建屋可

搬型発電機等にて，重要監視パラメータ及び重要代替監視

パラメータを監視及び記録する手段がある。また，共通電

源車による復電によって，監視制御盤，安全系監視制御盤，

データ収集装置，データ表示装置にて，重要監視パラメー

タ及び重要代替監視パラメータを監視及び記録する手段が

ある。  

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視

及び記録する設備は以下のとおり。  

・情報把握計装設備用屋内伝送系統  

・建屋間伝送用無線装置  

・情報収集装置  

・情報表示装置  

・前処理建屋可搬型情報収集装置  

・分離建屋可搬型情報収集装置  

・精製建屋可搬型情報収集装置  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置  
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・制御建屋可搬型情報収集装置  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置  

・制御建屋可搬型情報表示装置  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置  

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置  

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置  

・情報把握計装設備可搬型発電機  

・前処理建屋可搬型発電機  

・分離建屋可搬型発電機  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機  

・制御建屋可搬型発電機  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  

・監視制御盤  

・安全系監視制御盤  

・データ収集装置  

・データ表示装置  

・共通電源車  

 

    重大事故等が発生した場合において，可搬型重要計器又

は可搬型重要代替計器により測定したパラメータは，情報

把握計装設備が設置されるまで，代替通信連絡設備を用い

て中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室又は緊急時対策所に連絡し，記録用紙に記録する手順

を整備する。  
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可搬型重要計器又は可搬型重要代替計器により計測した

パラメータは，実施組織要員が 1 時間 30 分以内の頻度で確

認し監視する。  

内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力

電源の喪失を伴わない重大事故等の発生時には，監視制御

盤，安全系監視制御盤，データ収集装置，データ表示装置，

情報把握計装設備，情報収集装置，情報表示装置，通信連

絡設備及び前処理建屋可搬型発電機等にて重要監視パラメ

ータ及び重要代替監視パラメータを監視及び記録する手段

がある。  

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視

及び記録する設備は以下のとおり。  

・監視制御盤

・安全系監視制御盤

・データ収集装置

・データ表示装置

・直流電源設備

・計測制御用交流電源設備

・情報把握計装設備用屋内伝送系統

・建屋間伝送用無線装置

・情報収集装置

・情報表示装置

・前処理建屋可搬型情報収集装置

・分離建屋可搬型情報収集装置
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・精製建屋可搬型情報収集装置  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置  

・制御建屋可搬型情報収集装置  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置  

・制御建屋可搬型情報表示装置  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置  

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置  

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置  

・情報把握計装設備可搬型発電機  

・前処理建屋可搬型発電機  

・分離建屋可搬型発電機  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機  

・制御建屋可搬型発電機  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  

 

    重大事故等が発生した場合において，可搬型重要計器又

は可搬型重要代替計器により測定したパラメータは，情報

把握計装設備が設置されるまで，通信連絡設備を用いて中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

又は緊急時対策所に連絡し，記録用紙に記録する手順を整

備する。  

    可搬型重要計器又は可搬型重要代替計器により計測した
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パラメータは，実施組織要員が 1 時間 30 分以内の頻度で確

認し監視する。  

 

  (ｂ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視

及び記録する設備として，情報収集装置，情報表示装置，

監視制御盤，安全系監視制御盤，データ収集装置，データ

表示装置，直流電源設備，計測制御用交流電源設備，情報

把握計装設備，前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型

発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，

高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機，制御建屋可搬

型発電機，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機を重大事故等対処設備とする。  

    これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指

定基準規則第四十三条及び技術基準規則第四十七条に要求

される事項が全て網羅されている。  

    また，以下の設備は，外的事象による安全機能の喪失を

要因として重大事故等が発生した場合において，再処理施

設の状態によっては事故対応に有効な設備であるため，自

主対策設備として位置付ける。あわせて，その理由を示す。  

・監視制御盤  

・安全系監視制御盤  

・データ収集装置  

・データ表示装置  

・共通電源車  
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全交流動力電源喪失において，共通電源車が健全，かつ，

監視制御盤，安全系監視制御盤，データ収集装置，データ

表示装置の機能が喪失していなければ事故対応に有効であ

る。  

なお，自主対策設備が機能喪失した場合は，重大事故等

対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対策に悪影響

を及ぼすことはない。  

 

  ｄ．再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に必要な情報を把握し記録する手

段及び設備  

  (a) 対応手段  

    再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合，常設計器，常設代替計器，常設

重要計器，常設重要代替計器，可搬型重要計器，可搬型重

要代替計器及び情報把握計装設備を用いて，中央制御室又

は緊急時対策所において必要な情報を把握し記録する手段

がある。  

    必要な情報の把握に使用する設備は以下のとおり。  

・常設計器  

・常設代替計器  

・常設重要計器  

・常設重要代替計器  

・可搬型重要計器※ １  

・可搬型重要代替計器※ １  
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・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・電気設備（設計基準対象の施設と兼用）  

・可搬型空気圧縮機  

・情報把握計装設備可搬型発電機  

・情報把握計装設備用屋内伝送系統  

・建屋間伝送用無線装置  

・情報収集装置  

・情報表示装置  

・データ収集装置  

・データ表示装置  

・前処理建屋可搬型情報収集装置  

・分離建屋可搬型情報収集装置  

・精製建屋可搬型情報収集装置  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置  

・制御建屋可搬型情報収集装置  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置  

・制御建屋可搬型情報表示装置  
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・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置  

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置  

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置  

・監視制御盤  

・安全系監視制御盤  

・前処理建屋可搬型発電機  

・分離建屋可搬型発電機  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機  

・制御建屋可搬型発電機  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  

・直流電源設備  

・計測制御用交流電源設備  

※１  計器に附属の計測用ボンベ，計装配管，充電池

及び乾電池を含む  

 

  (ｂ ) 重大事故等対処設備と自主対策設備  

    再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムが発生した場合に必要な情報を把握し記録する設

備として，常設重要計器，常設重要代替計器，安全圧縮空

気系（設計基準対象の施設と兼用），一般圧縮空気系（設計

基準対象の施設と兼用），電気設備（設計基準対象の施設と

兼用），監視制御盤，安全系監視制御盤，直流電源設備，計

測制御用交流電源設備，データ収集装置，データ表示装置，

情報収集装置，情報表示装置，可搬型重要計器，可搬型重
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要代替計器，可搬型計測ユニット，可搬型監視ユニット，

可搬型計測ユニット用空気圧縮機，可搬型空冷ユニット，

けん引車，情報把握計装設備，可搬型空気圧縮機，前処理

建屋可搬型発電機，分離建屋可搬型発電機，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋可搬型発電機，高レベル廃液ガラス

固化建屋可搬型発電機，制御建屋可搬型発電機，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を重大事故等対

処設備とする。  

また，以下の設備は，重大事故等が発生した場合において，

再処理施設の状態によっては事故対応に有効な設備である

ため，自主対策設備として位置付ける。あわせて，その理

由を示す。  

・常設計器  

・常設代替計器  

上記の設備は，地震起因重大事故時機能維持設計として

おらず，地震により機能喪失するおそれがあることから，

重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持され

ている場合は，迅速性の観点から事故対応に有効である。  

なお，自主対策設備が機能喪失した場合は，重大事故等

対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対策に悪影響

を及ぼすことはない。  

 

  ｅ．手順等  

    上記 a．から d．により選定した対応手段に係る手順を整

備する。  
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    これらの手順は，重大事故等時における実施組織要員に

よる一連の対応として「重大事故等発生時対応手順書」に

定める。計装設備のタイムチャートを第 1.10－５図に示す。 

 

 1.10.3 重大事故等時の手順等  

 1.10.3.1 パラメータを計測する計器が故障した場合（計装配

管が損傷した場合を含む）又は計測範囲を超過した場合  

 （１）外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等

が発生した場合の手順  

    外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等

が発生した場合において，常設計器及び常設代替計器の故

障又は計測範囲の超過により，重要監視パラメータの計測

が困難な場合は，重要監視パラメータを可搬型重要計器に

て計測する。  

    可搬型重要計器の故障（計装配管が損傷した場合を含む）

により，重要監視パラメータを計測することが困難となっ

た場合は，重要代替監視パラメータを可搬型重要代替計器

にて計測する，又は重要監視パラメータを換算等により推

定するための重要代替監視パラメータを可搬型重要代替計

器にて計測する。  

 

  a. 手順着手の判断基準  

    外的事象による安全機能喪失を確認後，重大事故等への

体制移行を実施責任者が判断した場合。  
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   b. 使用する設備  

    本対応で使用する設備は以下のとおり。  

・常設計器  

・常設代替計器  

    ・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

    ・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

    ・電気設備（設計基準対象の施設と兼用）  

・可搬型重要計器※ １  

・可搬型重要代替計器※ １  

・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・可搬型空気圧縮機  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  

・情報把握計装設備可搬型発電機  

※１  計器に附属の計測用ボンベ，計装配管，充電池

及び乾電池を含む  

  c. 操作手順  

    計器故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。  

①  実施組織要員は，常設計器及び常設代替計器が故障し

た場合又は計測範囲を超過した場合は，重要監視パラ

メータを可搬型重要計器により計測する。  

②実施組織要員は，読み取った指示値が正常であること
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を，計測範囲内にあること及び再処理施設の状態によ

りあらかじめ推定される値との間に大きな差異がない

ことにより確認する。  

③実施責任者は，可搬型重要計器の故障（計装配管が損傷

した場合を含む）により重要監視パラメータの計測が

できない場合には，あらかじめ選定した重要代替監視

パラメータによる計測を実施組織要員に指示する。  

④実施組織要員は，読み取った指示値を実施責任者に報

告する。  

⑤主要パラメータを計測する計器のうち，可搬型重要計

器及び可搬型重要代替計器による計測手順は，以下の

とおり。また，火山の影響により，降灰予報（「やや多

量」以上）を確認した場合は，事前の対応作業として可

搬型発電機，可搬型空気圧縮機等の建屋内への移動及

び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したの

ち必要に応じ，除灰作業を実施する。  

 

   （ a）貯槽等の温度，凝縮器出口の排気温度，燃料貯蔵プー

ル等の温度の計測  

   ａ － １ ）実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型温度計のテスターを設計基準対象の施設で

ある計測制御設備の温度検出器の端子に接続し，温度表

示操作を行う。  

   ａ － ２ ）実施組織要員は，温度検出器の断線等の故障により，

温度が指示されない場合は，計測制御設備の温度検出器
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を計装配管から引き抜く。燃料貯蔵プール等の温度につ

いては，計装配管からの引き抜きは不要である。  

ａ － ３ ）実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型温度計を計装配管に挿入する。挿入した可

搬型温度計に可搬型温度計のテスターを接続し，現在の

貯槽等の温度を把握する。燃料貯蔵プール等の温度のう

ち，サーミスタ及び測温抵抗体についてはテスターの接

続は不要である。  

ａ － ４ ）温度計測値を中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝送する

ため，情報把握計装設備用屋内伝送系統と接続する。  

ａ － ５ ）可搬型温度計の電源は，情報把握計装設備から給電を

行う。情報把握計装設備から給電する前は，可搬型温度

計のテスターに内蔵されている乾電池により表示を行う。

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータは，

以下のとおり。  

・貯槽等温度

・凝縮器出口排気温度

・燃料貯蔵プール等水温

（ｂ）貯槽等の液位，漏えい液受皿の液位，凝縮水回収セル

又は凝縮水槽の液位，圧縮空気手動供給ユニット接続系

統の圧力の計測  

ｂ － １ ）実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型液位計を各貯槽又はセル内の液位計測のた
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めに設置している計装配管に接続する。  

   ｂ － 2）可搬型液位計はエアパージ式液位計であり，実施組織

要員は，計測のために必要な圧縮空気を計器に附属の計

測用ボンベにより可搬型液位計に供給する。可搬型空気

圧縮機により空気の供給準備が完了した場合は，可搬型

空気圧縮機の空気供給系統にホースを接続して可搬型液

位計に供給する。  

   ｂ － 3）可搬型液位計は，貯槽又はセル内の液位に応じた差圧

値を表示する指示計及び貯槽又はセル内の液密度に応じ

た差圧値を表示する指示計を搭載する。伝送する必要が

あるパラメータを計測する可搬型液位計は，貯槽又はセ

ル内の液位に応じた差圧値を表示する指示計及び貯槽又

はセル内の液密度に応じた差圧値を表示する指示計に加

えて，差圧値に応じた電気信号を出力する伝送器を搭載

する。  

   ｂ － 4）実施組織要員は，指示計の差圧値を換算表により換算

し液位を把握する。指示計は，機械式の差圧計であり外

部電源は不要である。また，伝送器は実施組織要員が情

報把握計装設備用屋内伝送系統と接続する。  

ｂ － 5）可搬型液位計は，情報把握計装設備から電源供給を受

け，中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・貯槽等液位  

・凝縮水回収セル液位  
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・凝縮水槽液位  

・漏えい液受皿液位  

・圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力  

 

   （ c）セル導出ユニットフィルタの差圧，代替セル排気系フ

ィルタの差圧の計測  

   ｃ － １ ）実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型フィルタ差圧計を，重大事故等の対処のた

めに使用するフィルタユニットに設ける接続箇所へ接続

する。  

   ｃ － ２ ）可搬型フィルタ差圧計は，フィルタ差圧に応じた差圧

値を表示する指示計を搭載する。伝送する必要があるパ

ラメータを計測する可搬型フィルタ差圧計は，フィルタ

差圧に応じた差圧値を表示する指示計に加えて，差圧値

に応じた電気信号を出力する伝送器を搭載する。  

   ｃ － ３ ）指示計は機械式であり外部電源は不要である。また，

伝送器は実施組織要員が情報把握計装設備用屋内伝送系

統と接続することにより電源供給を受け，中央制御室及

び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータは，

以下のとおり。  

・セル導出ユニットフィルタ差圧  

・代替セル排気系フィルタ差圧  

 

  （ｄ）内部ループ通水及び冷却コイルの圧力，セル導出経路
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の圧力，導出先セルの圧力，圧縮空気自動供給貯槽の圧

力，圧縮空気自動供給ユニットの圧力，機器圧縮空気自

動供給ユニットの圧力，水素掃気系統圧縮空気の圧力，

かくはん系統圧縮空気の圧力，放水砲の圧力の計測  

   ｄ － １ ）実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型圧力計を，常設貯槽又は可搬型ユニットに

設ける接続箇所へ接続する。  

   ｄ － ２ ）可搬型圧力計は，圧力に応じた圧力値を表示する指示

計を搭載する。伝送する必要があるパラメータを計測す

る可搬型圧力計は，圧力に応じた圧力値を表示する指示

計に加えて，圧力値に応じた電気信号を出力する伝送器

を搭載する。  

   ｄ － ３ ）指示計は機械式であり外部電源は不要である。また，

伝送器は実施組織要員が情報把握計装設備用屋内伝送系

統と接続することにより電源供給を受け，中央制御室及

び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・内部ループ通水圧力  

・冷却コイル圧力  

・セル導出経路圧力  

・導出先セル圧力  

・圧縮空気自動供給貯槽圧力  

・圧縮空気自動供給ユニット圧力  

・機器圧縮空気自動供給ユニット圧力  
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・水素掃気系統圧縮空気の圧力  

・かくはん系統圧縮空気圧力  

・放水砲圧力  

 

   （ｅ）凝縮器通水の流量，冷却コイル通水の流量，内部ルー

プ通水の流量，貯槽等注水の流量，建屋給水の流量，貯

槽掃気圧縮空気の流量，セル導出ユニットの流量，代替

注水設備の流量，スプレイ設備の流量，放水砲の流量，

第１貯水槽給水の流量の計測  

   e-1)実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型流量計を，可搬型建屋内ホースの経路，可

搬型ユニット又は常設計装配管の接続箇所へ接続する。  

   e-2)可搬型流量計は，乾電池又は充電池により動作し流量

を指示する。  

   e-3)可搬型流量計は実施組織要員が情報把握計装設備用屋

内伝送系統と接続することにより電源供給を受け，中央

制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

並びに緊急時対策所へ情報伝送する。なお，乾電池式又

は充電池式であり，外部電源が喪失した場合でも計測が

可能である。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・凝縮器通水流量  

・冷却コイル通水流量  

・内部ループ通水流量  
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・貯槽等注水流量  

・建屋給水流量  

・貯槽掃気圧縮空気流量  

・セル導出ユニット流量  

・代替注水設備流量  

・スプレイ設備流量  

・放水砲流量  

・第１貯水槽給水流量  

 

   （ｆ）燃料貯蔵プール等の水位の計測  

   f-1)実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型液位計を使用済燃料貯蔵槽の液位計測のた

めに設置する。可搬型液位計には，超音波式，メジャー

式，電波式及びエアパージ式があり，超音波式及びメジ

ャー式については，可搬型計測ユニット等が設置される

前に使用する。  

   f-2)エアパージ式の水位計については，実施組織要員が，

計測のために必要な圧縮空気を可搬型計測ユニット用空

気圧縮機に可搬型ホースを接続して可搬型液位計に供給

する。  

   f-3)可搬型液位計のうち，電波式及びエアパージ式は，使

用済燃料貯蔵槽の液位に応じた電気信号を出力する。  

   f-4)超音波式は乾電池により動作し，メジャーは読み取り

式であり外部電源は不要である。また，電波式及びエア

パージ式は，実施組織要員が情報把握計装設備用屋内伝
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送系統と接続することにより電源供給を受け，中央制御

室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並び

に緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・燃料貯蔵プール等水位  

 

   （ｇ）貯水槽の水位の計測  

   g-1)可搬型液位計にはロープ式と電波式がある。実施組織

要員は，外部保管エリアに保管しているロープ式の可搬

型液位計の計測用ロープを第 1 貯水槽又は第２貯水槽の

開口部へ投入し，電波式の可搬型液位計は第 1 貯水槽又

は第２貯水槽の開口部へ設置する。ロープ式は，第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置又は第２保管庫・貯水

所可搬型情報収集装置が配備される前に使用する。  

   g-2)ロープ式は，開口部から水面までの高さに応じた値を

読み取る測定用ロープ，巻取り部及びロープ先端が着水

したことを示すランプにより構成し，乾電池により動作

する。  

   g-3)電波式は，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置又

は第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置と接続するこ

とにより電源供給を受け，中央制御室及び緊急時対策所

へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  
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・貯水槽水位  

 

   （ｈ）膨張槽の液位の計測  

   h-1)実施組織要員は，常設貯槽に設置されている点検口の

閉止フランジを取り外し，建屋内又は外部保管エリアに

保管している可搬型膨張槽液位計の測定用ロープを膨張

槽内へ投入する。  

   h-2)可搬型膨張槽液位計は点検口から水面までの高さに応

じた値を読み取る測定用ロープ，巻取り部及びロープ先

端が着水したことを示すランプにより構成し，乾電池に

より動作する。測定ロープは読み取り式であるため外部

電源は不要である。  

   h-3)実施組織要員は，可搬型膨張槽液位計の測定用ロープ

の値を読み取り，読み取った値を実施責任者に報告する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・膨張槽液位  

 

   （ｉ）貯槽等水素の濃度の計測  

   i-1)実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型水素濃度計を，貯槽及び濃縮缶に設ける接

続箇所へ接続する。  

   i-2)可搬型水素濃度計は，気中の水素濃度値を表示及び水

素濃度値に応じた電気信号を出力する指示計ユニット，

サンプリングガスを吸引する真空ポンプ，冷却器，吸着
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剤カラム並びに凝縮液回収容器を搭載する。  

  i-3)可搬型水素濃度計を貯槽及び濃縮缶に接続し，サンプ

リングガスを吸引するための真空ポンプを起動する。サ

ンプリングガスを水素濃度検出器に導入し，水素濃度を

計測する。サンプリングガスは，他の貯槽及び濃縮缶に

排出する。  

i-4)指示計ユニットは，実施組織要員が情報把握計装設備

用屋内伝送系統と接続することにより電源供給を受け，

中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・貯槽等水素濃度  

 

   （ｊ）排水の線量の計測  

   j-1)実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型冷却水排水線量計を，可搬型排水受槽の近

傍に運搬する。  

   j-2)可搬型冷却水排水線量計は，乾電池又は充電池により

動作し排水の線量を指示する。  

   j-3)可搬型冷却水排水線量計は，実施組織要員が情報把握

計装設備用屋内伝送系統と接続することにより電源供給

を受け，中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・排水線量  
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   （ｋ）空間の線量率の計測  

   k-1)実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型燃料貯蔵プール空間線量率計，可搬型空冷ユニット，

可搬型空冷ユニット用ホース，可搬型燃料貯蔵プール状

態監視カメラ用冷却ケース，可搬型燃料貯蔵プール空間

線量率計用冷却ケース及び可搬型計測ユニット用空気圧

縮機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へけん引車を用

いて運搬する。  

   k-2)可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計は，実施組織要員

が可搬型空冷ユニットとケーブルで接続することにより

電源供給を受け，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝送す

る。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・燃料貯蔵プール等空間線量率  

 

   （ｌ）燃料貯蔵プールの状態の監視  

   l-1)実施組織要員は，外部保管エリアに保管している燃料

貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型空冷ユニット，可

搬型空冷ユニット用ホース，可搬型燃料貯蔵プール状態

監視カメラ用冷却ケース，可搬型燃料貯蔵プール空間線

量率計用冷却ケース及び可搬型計測ユニット用空気圧縮

機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へけん引車を用い

て運搬する。  
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   l-2)燃料貯蔵プール等状態監視カメラは，実施組織要員が

可搬型空冷ユニットとケーブルで接続することにより電

源供給を受け，可搬型空冷ユニットへ画像伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

     ・燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）  

 

   （ｍ）建屋内の線量率の計測  

   m-1)実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型建屋内線量率計を各建屋内線量計測のために運搬する。 

   m-2)可搬型建屋内線量率計は，乾電池又は充電池により動

作し計測した線量率を指示する。  

   m-3)可搬型建屋内線量率計は，実施組織要員が情報把握計

装設備用屋内伝送系統と接続することにより電源供給を

受け，中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・建屋内線量率  

 

   ｄ．重大事故等の対処に用いる設備への給油  

    ①実施組織要員は，情報把握計装設備可搬型発電機，けん

引車，可搬型計測ユニット用空気圧縮機の近傍に準備し

たドラム缶の蓋を開け，給油が必要な設備へ簡易ポンプ

等により燃料を補給する。  

   ②建屋外対応班は，附属タンクの油面計等により，給油量
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を確認し，燃料の補給を終了する。なお，火山の影響に

より，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，

ドラム缶の燃料を携行缶等を用いて発電機等へ供給する。 

   ③建屋外対応班は，可搬型発電機等の連続運転を継続させ

るために，発電機等の運転時間の補給間隔に応じて，操

作手順①～②を繰り返す。  

 

  ｅ．操作の成立性  

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線量管

理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳ

v 以下とすることを目安に管理する。  

    夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料 1.10-11】  

 

  ｆ．重要代替監視パラメータでの推定方法  

計器故障により，可搬型重要計器の接続による重要監視

パラメータの計測ができない場合には，重要代替監視パラ

メータによる推定を行う。  

    推定に当たっては，関連する重要代替監視パラメータを

確認し，得られた情報の中から有効な情報を評価すること

で，再処理施設の状況を把握する。  

    重要代替監視パラメータが複数ある場合は，重要代替監
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視パラメータと重要監視パラメータの相関性の高さ，検出

器の種類及び使用環境条件等を踏まえた確からしさを考慮

し，使用するパラメータの優先順位をあらかじめ定める。  

    重要代替監視パラメータによる重要監視パラメータの推

定ケースは以下のとおり。  

・他チャンネルへの接続によりパラメータを計測する。 

・他パラメータからの換算等によりパラメータを推定

する。  

・他パラメータの推移により再処理施設の状況を推測

する。  

・可搬型設備の計測用であり，対象パラメータの計測が

困難とならないものについては，重要代替監視パラメ

ータは設定しない。  

 

  ｇ．重大事故等時の対応手段の選択  

    重要代替監視パラメータでの対応手段の優先順位を以下

に示す。  

・他チャンネルにより計測できる場合は，他チャンネルの計

器により重要監視パラメータを計測する。  

・他パラメータからの換算等によりパラメータを推定する。 

・他パラメータの推移により再処理施設の状況を推測する。 

 

  ａ ）  常設計器及び常設代替計器によるパラメータの計測  

    外的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等

が発生した場合において，常設計器及び常設代替計器にて
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パラメータを計測する。本対応は，常設計器による対応であ

り，計器を設置する手順等は必要ないことから重大事故等

対処設備を用いた対処に悪影響を及ぼすことはない。  

   

（２）内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等が

発生した場合の手順  

    内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等

が発生した場合は，重要監視パラメータを常設重要計器に

て計測，又は常設計器及び常設代替計器の計測範囲の超過

により重要監視パラメータの計測が困難な場合は重要監視

パラメータを可搬型重要計器にて計測する。  

    常設重要計器が故障した場合は，重要監視パラメータを

他チャンネルの常設重要代替計器にて計測する。  

    可搬型重要計器の故障（計装配管が損傷した場合を含む）

により，重要監視パラメータを計測することが困難となっ

た場合は，重要代替監視パラメータを可搬型重要代替計器

にて計測する，又は重要監視パラメータを換算等により推

定するための重要代替監視パラメータを可搬型重要代替計

器にて計測する。  

 

  a. 手順着手の判断基準  

内的事象による安全機能喪失を確認後，重大事故等への

体制移行を実施責任者が判断した場合。  

 

  b. 使用する設備  
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計器が故障した場合に使用する設備は以下のとおり。  

・常設計器  

・常設代替計器  

・常設重要計器  

・常設重要代替計器  

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・電気設備（設計基準対象の施設と兼用）  

・可搬型重要計器※ １  

・可搬型重要代替計器※ １  

・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・可搬型空気圧縮機  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  

・情報把握計装設備可搬型発電機  

※１  計器に附属の計測用ボンベ，計装配管，充電池

及び乾電池を含む  

 

  c. 操作手順  

計器故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。  

①実施組織要員は，重要監視パラメータについて，常設

重要計器及び可搬型重要計器により計測する。  
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②実施組織要員は，読み取った指示値が正常であること

を，計測範囲内にあること及び再処理施設の状態によ

りあらかじめ推定される値との間に大きな差異がない

ことにより確認する。  

③計器故障により重要監視パラメータの計測ができな  

い場合には，実施責任者は，可搬型重要計器による重

要監視パラメータを計測又は常設重要代替計器による

重要代替監視パラメータの計測を実施組織要員に指示

する。  

④実施組織要員は，読み取った指示値を実施責任者に報

告する。  

⑤実施責任者は，可搬型重要計器の故障（計装配管が損

傷した場合を含む）により重要監視パラメータの計測

ができない場合には，あらかじめ選定した重要代替監

視パラメータによる計測を実施組織要員に指示する。  

⑥主要パラメータを計測する計器のうち，可搬型重要計

器による計測手順は，以下のとおり。また，火山の影

響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応作業として可搬型発電機，可搬型空

気圧縮機等の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実

施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。  

 

   （ a）貯槽の放射線レベルの計測  

   a-1)実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬
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型放射線レベル計を各建屋内線量計測のために運搬する。 

a-2)放射線レベル計は，充電池により動作し計測した線量

を指示する指示計を有する。

a-3)実施組織要員が情報把握計装設備用屋内伝送系統と接

続することにより電源供給を受け，中央制御室及び緊急

時対策所へ情報伝送する。

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・放射線レベル

（ｂ）貯槽等の温度，凝縮器出口の排気温度，燃料貯蔵プー

ル等の温度の計測

b-1)実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型温度計のテスターを設計基準対象の施設で

ある計測制御設備の温度検出器の端子に接続し，温度表

示操作を行う。

b-2)実施組織要員は，温度検出器の断線等の故障により，

温度が指示されない場合は，計測制御設備の温度検出器

を計装配管から引き抜く。燃料貯蔵プール等の温度につ

いては，計装配管からの引き抜きは不要である。

b-3)実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型温度計を計装配管に挿入する。挿入した可

搬型温度計に可搬型温度計のテスターを接続し，現在の

貯槽等の温度を把握する。燃料貯蔵プール等の温度のう

ち，サーミスタ及び測温抵抗体についてはテスターの接
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続は不要である。  

   b-4)温度計測値を中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝送する

ため，情報把握計装設備用屋内伝送系統と接続する。  

   b-5)可搬型温度計の電源は，情報把握計装設備から給電を

行う。情報把握計装設備から給電する前は，可搬型温度

計のテスターに内蔵されている乾電池により表示を行う。

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータは，

以下のとおり。  

・貯槽等温度  

・凝縮器出口排気温度  

・燃料貯蔵プール等水温  

 

（ c）貯槽等の液位，漏えい液受皿の液位，凝縮水回収セル

又は凝縮水槽の液位，圧縮空気手動供給ユニット接続

系統の圧力の計測  

   ｃ -1）実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管

している可搬型液位計を各貯槽又はセル内の液位計測の

ために設置している計装配管に接続する。  

   ｃ -2）可搬型液位計はエアパージ式液位計であり，実施組

織要員は，計測のために必要な圧縮空気を計器に附属の

計測用ボンベにより可搬型液位計に供給する。可搬型空

気圧縮機により空気の供給準備が完了した場合は，可搬

型空気圧縮機の空気供給系統にホースを接続して可搬型

液位計に供給する。  
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   ｃ -3）可搬型液位計は，貯槽又はセル内の液位に応じた差

圧値を表示する指示計及び貯槽又はセル内の液密度に応

じた差圧値を表示する指示計を搭載する。伝送する必要

があるパラメータを計測する可搬型液位計は，貯槽又は

セル内の液位に応じた差圧値を表示する指示計及び貯槽

又はセル内の液密度に応じた差圧値を表示する指示計に

加えて，差圧値に応じた電気信号を出力する伝送器を搭

載する。  

   ｃ -4）実施組織要員は，指示計の差圧値を換算表により換

算し液位を把握する。指示計は，機械式の差圧計であり

外部電源は不要である。また，伝送器は実施組織要員が

情報把握計装設備用屋内伝送系統と接続する。  

ｃ -5）可搬型液位計は，情報把握計装設備から電源供給を

受け，中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・貯槽等液位  

・凝縮水回収セル液位  

・凝縮水槽液位  

・漏えい液受皿液位  

・圧縮空気手動供給ユニット接続系統圧力  

 

   （ｄ）セル導出ユニットフィルタの差圧，代替セル排気系

フィルタの差圧の計測  

   ｄ -1）実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管
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している可搬型フィルタ差圧計を，重大事故等の対処の

ために使用するフィルタユニットに設ける接続箇所へ接

続する。  

   ｄ -2）可搬型フィルタ差圧計は，フィルタ差圧に応じた差

圧値を表示する指示計を搭載する。伝送する必要がある

パラメータを計測する可搬型フィルタ差圧計は，フィル

タ差圧に応じた差圧値を表示する指示計に加えて，差圧

値に応じた電気信号を出力する伝送器を搭載する。  

   ｄ -3）指示計は機械式であり外部電源は不要である。また，

伝送器は実施組織要員が情報把握計装設備用屋内伝送系

統と接続することにより電源供給を受け，中央制御室及

び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータは，

以下のとおり。  

・セル導出ユニットフィルタ差圧  

・代替セル排気系フィルタ差圧  

 

   （ｅ）内部ループ通水及び冷却コイルの圧力，セル導出経

路の圧力，導出先セルの圧力，圧縮空気自動供給貯槽の

圧力，圧縮空気自動供給ユニットの圧力，機器圧縮空気

自動供給ユニットの圧力，水素掃気系統圧縮空気の圧力，

かくはん系統圧縮空気の圧力，放水砲の圧力の計測  

   ｅ -1)実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型圧力計を，常設貯槽又は可搬型ユニットに

設ける接続箇所へ接続する。  
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   ｅ -2)可搬型圧力計は，圧力に応じた圧力値を表示する指示

計を搭載する。伝送する必要があるパラメータを計測す

る可搬型圧力計は，圧力に応じた圧力値を表示する指示

計に加えて，圧力値に応じた電気信号を出力する伝送器

を搭載する。  

   ｅ -3)指示計は機械式であり外部電源は不要である。また，

伝送器は実施組織要員が情報把握計装設備用屋内伝送系

統と接続することにより電源供給を受け，中央制御室及

び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・内部ループ通水圧力  

・冷却コイル圧力  

・セル導出経路圧力  

・導出先セル圧力  

・圧縮空気自動供給貯槽圧力  

・圧縮空気自動供給ユニット圧力  

・機器圧縮空気自動供給ユニット圧力  

・水素掃気系統圧縮空気の圧力  

・かくはん系統圧縮空気圧力  

・放水砲圧力  

 

   （ｆ）凝縮器通水の流量，冷却コイル通水の流量，内部ルー

プ通水の流量，貯槽等注水の流量，建屋給水の流量，貯

槽掃気圧縮空気の流量，セル導出ユニットの流量，代替
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注水設備の流量，スプレイ設備の流量，放水砲の流量，

第１貯水槽給水の流量の計測  

   ｆ -1)実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型流量計を，可搬型建屋内ホースの経路，可

搬型ユニット又は常設計装配管の接続箇所へ接続する。  

   ｆ -2)可搬型流量計は，乾電池又は充電池により動作し流量

を指示する。  

   ｆ -3)可搬型流量計は実施組織要員が情報把握計装設備用

屋内伝送系統と接続することにより電源供給を受け，中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室並びに緊急時対策所へ情報伝送する。なお，乾電池式

又は充電池式であり，外部電源が喪失した場合でも計測

が可能である。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・凝縮器通水流量  

・冷却コイル通水流量  

・内部ループ通水流量  

・貯槽等注水流量  

・建屋給水流量  

・貯槽掃気圧縮空気流量  

・セル導出ユニット流量  

・代替注水設備流量  

・スプレイ設備流量  

・放水砲流量  
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・第１貯水槽給水流量  

 

（ｇ）燃料貯蔵プール等の水位の計測  

   ｇ -1)実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型液位計を使用済燃料貯蔵槽の液位計測のた

めに設置する。可搬型液位計には，超音波式，メジャー

式，電波式及びエアパージ式があり，超音波式及びメジ

ャー式については，可搬型計測ユニット等が設置される

前に使用する。  

   ｇ -2)エアパージ式の水位計については，実施組織要員が，

計測のために必要な圧縮空気を可搬型計測ユニット用空

気圧縮機に可搬型ホースを接続して可搬型液位計に供給

する。  

   ｇ -3)可搬型液位計のうち，電波式及びエアパージ式は，使

用済燃料貯蔵槽の液位に応じた電気信号を出力する。  

   ｇ -4)超音波式は乾電池により動作し，メジャーは読み取り

式であり外部電源は不要である。また，電波式及びエア

パージ式は，実施組織要員が情報把握計装設備用屋内伝

送系統と接続することにより電源供給を受け，中央制御

室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並び

に緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・燃料貯蔵プール等水位  
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（ｈ）貯水槽の水位の計測  

   ｈ -1)可搬型液位計にはロープ式と電波式がある。実施組織

要員は，外部保管エリアに保管しているロープ式の可搬

型液位計の計測用ロープを第 1 貯水槽又は第２貯水槽の

開口部へ投入し，電波式の可搬型液位計は第 1 貯水槽又

は第２貯水槽の開口部へ設置する。ロープ式は，第１保

管庫・貯水所可搬型情報収集装置又は第２保管庫・貯水

所可搬型情報収集装置が配備される前に使用する。  

   ｈ -2)ロープ式は，開口部から水面までの高さに応じた値を

読み取る測定用ロープ，巻取り部及びロープ先端が着水

したことを示すランプにより構成し，乾電池により動作

する。  

   ｈ -3)電波式は，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置又

は第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置と接続するこ

とにより電源供給を受け，中央制御室及び緊急時対策所

へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・貯水槽水位  

 

   （ｉ）膨張槽の液位の計測  

   ｉ -1)実施組織要員は，常設貯槽に設置されている点検口の

閉止フランジを取り外し，建屋内又は外部保管エリアに

保管している可搬型膨張槽液位計の測定用ロープを膨張

槽内へ投入する。  
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   ｉ -2)可搬型膨張槽液位計は点検口から水面までの高さに

応じた値を読み取る測定用ロープ，巻取り部及びロープ

先端が着水したことを示すランプにより構成し，乾電池

により動作する。  

   ｉ -3)実施組織要員は，可搬型膨張槽液位計の測定用ロープ

の値を読み取り，読み取った値を実施責任者に報告する。 

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・膨張槽液位  

 

   （ｊ）貯槽等水素の濃度の計測  

   j-1)実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型水素濃度計を，貯槽及び濃縮缶に設ける接

続箇所へ接続する。  

   j-2)可搬型水素濃度計は，気中の水素濃度値を表示及び水

素濃度値に応じた電気信号を出力する指示計ユニット，

サンプリングガスを吸引する真空ポンプ，冷却器，吸着

剤カラム並びに凝縮液回収容器を搭載する。  

  j-3)可搬型水素濃度計を貯槽及び濃縮缶に接続し，サンプ

リングガスを吸引するための真空ポンプを起動する。サ

ンプリングガスを水素濃度検出器に導入し，水素濃度を

計測する。サンプリングガスは，他の貯槽及び濃縮缶に

排出する。  

j-4)指示計ユニットは，実施組織要員が情報把握計装設備

用屋内伝送系統と接続することにより電源供給を受け，
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中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・貯槽等水素濃度  

 

   （ｋ）排水の線量の計測  

   k-1)実施組織要員は，建屋内又は外部保管エリアに保管し

ている可搬型冷却水排水線量計を，可搬型排水受槽の近

傍に運搬する。  

   k-2)可搬型冷却水排水線量計は，乾電池又は充電池により

動作し排水の線量を指示する。  

   k-3)可搬型冷却水排水線量計は，実施組織要員が情報把握

計装設備用屋内伝送系統と接続することにより電源供給

を受け，中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・排水線量  

 

（ｌ）空間の線量率の計測  

   l-1)実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型燃料貯蔵プール空間線量率計，可搬型空冷ユニット，

可搬型空冷ユニット用ホース，可搬型燃料貯蔵プール状

態監視カメラ用冷却ケース，可搬型燃料貯蔵プール空間

線量率計用冷却ケース及び可搬型計測ユニット用空気圧

縮機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へけん引車を用
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いて運搬する。  

   l-2)可搬型燃料貯蔵プール空間線量率計は，実施組織要員

が可搬型空冷ユニットとケーブルで接続することにより

電源供給を受け，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所へ情報伝送す

る。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・燃料貯蔵プール等空間線量率  

 

   （ｍ）燃料貯蔵プールの状態の監視  

   m-1)実施組織要員は，外部保管エリアに保管している燃料

貯蔵プール等状態監視カメラ，可搬型空冷ユニット，可

搬型空冷ユニット用ホース，可搬型燃料貯蔵プール状態

監視カメラ用冷却ケース，可搬型燃料貯蔵プール空間線

量率計用冷却ケース及び可搬型計測ユニット用空気圧縮

機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋近傍へけん引車を用い

て運搬する。  

   m-2)燃料貯蔵プール等状態監視カメラは，実施組織要員が

可搬型空冷ユニットとケーブルで接続することにより電

源供給を受け，可搬型空冷ユニットへ画像伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

     ・燃料貯蔵プール等状態（監視カメラ）  
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   （ｎ）建屋内の線量率の計測  

   n-1)実施組織要員は，外部保管エリアに保管している可搬

型建屋内線量率計を各建屋内線量計測のために運搬する。 

   n-2)可搬型建屋内線量率計は，乾電池又は充電池により動

作し計測した線量率を指示する。  

   n-3)可搬型建屋内線量率計は，実施組織要員が情報把握計

装設備用屋内伝送系統と接続することにより電源供給を

受け，中央制御室及び緊急時対策所へ情報伝送する。  

主要パラメータのうち，本手順に適用するパラメータ

は，以下のとおり。  

・建屋内線量率  

 

ｄ．重大事故等の対処に用いる設備への給油  

    ①実施組織要員は，情報把握計装設備可搬型発電機，け

ん引車，可搬型計測ユニット用空気圧縮機の近傍に準

備したドラム缶の蓋を開け，給油が必要な設備へ簡易

ポンプ等により燃料を補給する。  

    ②建屋外対応班は，附属タンクの油面計等により，給油

量を確認し，燃料の補給を終了する。なお，火山の影

響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，ドラム缶の燃料を携行缶等を用いて発電機等へ

供給する。  

    ③建屋外対応班は，可搬型発電機等の連続運転を継続さ

せるために，発電機等の運転時間の補給間隔に応じて，

操作手順①～②を繰り返す。  
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  ｅ．操作の成立性  

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線量管

理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳ

v 以下とすることを目安に管理する。  

    夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料 1.10-11】  

 

  ｆ．重要代替監視パラメータでの推定方法  

    重要監視パラメータを計測する常設重要計器の故障によ

り，重要監視パラメータの計測ができない場合には，常設

重要計器の他チャンネルにより重要代替監視パラメータの

計測を行う。  

 

  ｇ．重大事故等時の対応手段の選択  

    他チャンネルの常設重要代替計器により重要代替監視パ

ラメータを計測する。  

 

 1.10.3.2 計測に必要な電源の喪失  

  （１）外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全

交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場

合の手段  
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    全交流動力電源喪失及び直流電源喪失により計器の電源

が喪失した場合には，重要監視パラメータを可搬型重要計

器にて計測することにより，再処理施設の状態を把握する。 

    また，「１ .９  電源の確保に関する手順等」に示す自主

対策設備である，共通電源車による非常用電源設備又は常

用電源設備の電源を供給する措置を講じる。  

 

  a. 手順着手の判断基準  

    安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施

責任者が判断した場合。  

 

  ｂ . 使用する設備  

    本対応で使用する設備は以下のとおり。  

・常設計器  

・常設代替計器  

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・可搬型重要計器※ １  

・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・可搬型空気圧縮機  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  
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・情報把握計装設備可搬型発電機

・共通電源車

※1 計器に附属の計測用ボンベ，計装配管，充電池

及び乾電池を含む

  ｃ . 操作手順

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測

する操作手順は，「 1.10.3.1（ 1）ｃ  操作手順」と同様で

ある。  

  ｄ . 操作の成立性

 操作の成立性は，「 1.10.3.1（ 1）e 操作の成立性」と同

様である。  

  ｅ . 共通電源車による給電

全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準

対象の施設の機能維持が可能である場合，常設計器及び常

設代替計器による計測機能を回復するため，非常用電源建

屋，ユーティリティ建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に

共通電源車を接続し，共通電源車からの受電により常設計

器及び常設代替計器による計測機能を回復するための手順

に着手する。  

 本対応で用いる手順等については，「１ .９  電源の確保

に関する手順等」に示す。  

共通電源車を用いた常設計器及び常設代替計器による計
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測機能を回復するための手順は以下のとおり。  

非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線の電源隔離へ給

電するための電源隔離から共通電源車の起動及び運転状態

の確認までは，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員

14 人にて実施する。要員の確保，本対策の実施判断後，１

時間以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた常設計器及び常設代替計

器による計測機能を回復するための手順に必要となる合計

の要員数は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員 14

人の合計 23 人，想定時間は１時間以内で実施する。  

ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線へ給電

するための電源隔離から共通電源車の起動及び運転状態の

確認までは，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員 12

人にて実施する。要員の確保，本対策の実施判断後，１時間

20 分以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いたユーティリティ建屋の常

設計器及び常設代替計器による計測機能を回復するための

手順に必要となる合計の要員数は，実施責任者等の要員９

人，建屋対策班の班員 12 人の合計 21 人，想定時間は１時

間 20 分以内で実施する。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用

母線へ給電するための電源隔離から共通電源車の起動及び

運転状態の確認までは，実施責任者等の要員９人，建屋対策

班の班員 22 人にて実施する。要員の確保，本対策の実施判

断後， 1 時間 10 分以内で実施する。  
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以上より，共通電源車を用いた常設計器及び常設代替計

器による計測機能を回復するための手順に必要となる合計

の要員数は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員 22

人の合計 31 人，想定時間は 1 時間 10 分以内で実施する。  

本対応は，対処に用いる系統の健全性を確認し，対処に必

要となる要員の確保ができた場合に着手を行うこととして

いるため，  重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及

ぼすことはない。  

 

 1.10.4 重大事故等時のパラメータを監視及び記録する手順  

  （１）外的事象による安全機能の喪失及び内的事象のうち全

交流動力電源の喪失を要因として重大事故等が発生した場

合の手段  

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，情

報把握計装設備の可搬型情報収集装置により計測し，中央

制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並

びに緊急時対策所において監視及び記録するために伝送す

る。伝送された計測結果は可搬型情報表示装置及び情報表

示装置により監視し，可搬型情報収集装置及び情報収集装

置により記録する。  

    ただし，情報把握計装設備の設置が完了するまでの間及

び継続監視の必要がないパラメータは，代替通信連絡設備

を使用して制御室又は緊急時対策所へ情報を伝達し，記録

用紙に記録する。  

    また，「１ .９  電源の確保に関する手順等」に示す自主
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対策設備である，共通電源車による非常用電源設備又は常

用電源設備の電源を供給する措置を講じることにより，監

視制御盤，安全系監視制御盤，データ収集装置，データ表

示装置が使用可能な場合は，重要監視パラメータ及び重要

代替監視パラメータを監視制御盤，安全系監視制御盤，デ

ータ表示装置により監視し，監視制御盤，データ収集装置

により記録する。  

    重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測

結果の監視及び記録について整理する。  

 

  a. 手順着手の判断基準  

    安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施

責任者が判断した場合。  

 

  ｂ . 使用する設備  

    パラメータの監視及び記録に使用する設備は以下のとお

り。  

・情報把握計装設備用屋内伝送系統  

・建屋間伝送用無線装置  

・情報収集装置  

・情報表示装置  

・前処理建屋可搬型情報収集装置  

・分離建屋可搬型情報収集装置  

・精製建屋可搬型情報収集装置  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

1254



置  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置  

・制御建屋可搬型情報収集装置  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置  

・制御建屋可搬型情報表示装置  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置  

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置  

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置  

・情報把握計装設備可搬型発電機  

・前処理建屋可搬型発電機  

・分離建屋可搬型発電機  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機  

・制御建屋可搬型発電機  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  

・監視制御盤  

・安全系監視制御盤  

・データ収集装置  

・データ表示装置  

・共通電源車  

 

 

  ｃ . 操作手順  

    情報把握計装設備による再処理施設の情報把握について

の手順の概要は以下のとおり。また，火山の影響により，
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降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対

応作業として可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業

の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。  

①情報把握計装設備の設置優先順位の判断  

重大事故等が発生している再処理施設の状況を確認

し，監視制御盤，安全系監視制御盤，データ収集装置及

びデータ表示装置にてパラメータの監視及び記録が可

能か確認を行う。監視制御盤，安全系監視制御盤，デー

タ収集装置及びデータ表示装置が使用できない場合は，

情報把握計装設備を設置する。情報把握計装設備の設置

にあたっては，以下のとおり設置の優先順位を判断し設

置する。  

・中央制御室については，重大事故等の発生を仮定す

る建屋への情報把握計装設備が設置完了した時点か

ら順次監視ができるよう始めに設置する。  

・重大事故等の対処の制限時間が短い建屋に優先して

設置する。  

・重大事故等の事象進展により，情報把握計装設備で

の連続監視を優先する必要が生じた場合は優先して

設置する。  

なお，第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置，第２

保管庫・貯水所可搬型情報収集装置については，重大事

故等の発生を仮定する建屋に情報把握計装設備を設置

する建屋対策班の班員とは異なる建屋外対応班の班員
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で設置することから，優先順位に関わらず設置する。  

 

②情報把握計装設備の配備  

外部保管エリアに保管している可搬型情報収集装置

を，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，第

１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所については建

屋入口近傍に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋については，

可搬型情報収集装置を搭載した可搬型監視ユニットを

建屋近傍に配備する。使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室には，可搬型情報表示装置を配備する。可

搬型重要計器又は可搬型重要代替計器と使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラ

ス固化建屋に配備した可搬型情報収集装置を情報把握

計装設備用屋内伝送系統及び建屋間伝送用無線設備と

接続し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

及び高レベル廃液ガラス固化建屋に配備した可搬型情

報収集装置から中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所に情報伝送を

行う。なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室には，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の情報を伝送す

る。  

第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所について
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は，建屋近傍に可搬型情報収集装置を配備する。第１保

管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所に配備した可搬型

情報収集装置から，中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所に情報を

伝送する。  

制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の可搬型情報収集

装置並びに中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の可搬型情報表示装置の電源は，制御建

屋可搬型発電機，前処理建屋可搬型発電機，分離建屋可

搬型発電機，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型

発電機，高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

から給電する。第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯

水所の可搬型情報収集装置の電源は，情報把握計装設備

発電機から給電する。情報把握計装設備発電機の燃料は，

補機駆動用燃料補給設備から給油する。  

 

③情報監視  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベ

ル廃液ガラス固化建屋，第１保管庫・貯水所及び第２保

管庫・貯水所に配備した可搬型情報収集装置から伝送さ

れた情報は，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び
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貯蔵施設の制御室に配備した可搬型情報表示装置及び

緊急時対策所に設置する情報表示装置を使用して監視

する。また，中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所への情報伝送準

備ができるまでの間は，代替通信連絡設備を使用して中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室並びに緊急時対策所へ情報を伝達する。  

 

  ｄ . 操作の成立性  

    制御建屋，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

の可搬型情報収集装置並びに中央制御室の可搬型情報表示

装置の配備は，実施責任者，要員管理班，情報管理班，建

屋外対応班長（以下「実施責任者等」という。）８人，建屋

対策班の班員３人，合計 11 人にて作業した場合，事象発生

後，中央制御室については３時間 10 分以内，前処理建屋に

ついては６時間 50 分以内，分離建屋については４時間 20

分以内，精製建屋については３時間 45 分以内，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋については４時間 55 分以内，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋については６時間 15 分以内に配

備可能である。  

    第１保管庫・貯水所及び第２保管庫・貯水所の可搬型情

報収集装置の配備は，実施責任者，要員管理班，情報管理

班，建屋外対応班長（以下「実施責任者等」という。）８人，

建屋外対応班４人の合計 12 人にて作業した場合，事象発生
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後，第１保管庫・貯水所については１時間 30 分以内，第２

保管庫・貯水所については９時間以内に配備可能である。  

    使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬型情報収集装置並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の可搬型

情報表示装置の配備は，実施責任者，要員管理班，情報管

理班，建屋外対応班長（以下「実施責任者等」という。）８

人，建屋対策班の班員 26 人，建屋外対応班１人の合計 35

人にて作業した場合，事象発生後，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室については 22 時間 30 分以内に配備可能である。情報把

握計装設備のタイムチャートを第 1.10－８図に示す。  

【補足説明資料 1-10-９】   

    監視制御盤，安全系監視制御盤，データ収集装置，デー

タ表示装置は，特別な技量を要することなく容易に操作が

可能である。  

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。線

量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳ v 以下とすることを目安に管理する。  

    重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連絡

手段を確保する。  

    夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができる

ように，可搬型照明を配備する。  

【補足説明資料 1.10-11】  
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  ｅ . 機能の健全性  

    制御建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，分

離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋第１保管庫・貯水所及び第２

保管庫・貯水所への，可搬型情報収集装置の配備完了及び

中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室への，可搬型情報表示装置の配備完了後に，代替通信連

絡設備を使用して中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室並びに緊急時対策所に情報伝送されて

いることの確認を行う。   

 

 ｆ . 共通電源車による給電  

    全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準

対象の施設の機能維持が可能である場合，監視制御盤等に

よる監視及び記録機能を回復するため，非常用電源建屋，ユ

ーティリティ建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に共通

電源車を接続し，共通電源車からの受電により監視制御盤

等による監視及び記録機能を回復するための手順に着手す

る。  

  本対応で用いる手順等については，「１ .９  電源の確保に

関する手順等」に示す。  

共通電源車を用いた監視制御盤等による監視及び記録機

能を回復するための手順は以下のとおり。  

非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線へ給電するため
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の電源隔離から共通電源車の起動及び運転状態の確認まで

は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員 14 人にて

実施する。要員の確保，本対策の実施判断後，１時間以内で

実施する。  

以上より，共通電源車を用いた監視制御盤等による監視

及び記録機能を回復するための手順に必要となる合計の要

員数は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員 14 人

の合計 23 人，想定時間は１時間以内で実施する。  

ユーティリティ建屋の 6.9ｋＶ運転予備用主母線へ給電

するための電源隔離から共通電源車の起動及び運転状態の

確認までは，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員 12

人にて実施する。要員の確保，本対策の実施判断後，１時間

20 分以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いたユーティリティ建屋の監

視制御盤等による監視及び記録機能を回復するための手順

に必要となる合計の要員数は，実施責任者等の要員９人，建

屋対策班の班員 12 人の合計 21 人，想定時間は１時間 20 分

以内で実施する。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の 6.9ｋＶ非常用

母線へ給電するための電源隔離から共通電源車の起動及び

運転状態の確認までは，実施責任者等の要員９人，建屋対策

班の班員 22 人にて実施する。要員の確保，本対策の実施判

断後， 1 時間 10 分以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた監視制御盤等による監視

及び記録機能を回復するための手順に必要となる合計の要
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員数は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員 22 人

の合計 31 人，想定時間は 1 時間 10 分以内で実施する。  

本対応は，対処に用いる系統の健全性を確認し，対処に必

要となる要員の確保ができた場合に着手を行うこととして

いるため，  重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及

ぼすことはない。  

 

  （２）内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合の手段  

    内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等

が発生した場合，重要監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータの監視及び記録は監視制御盤，安全系監視制御盤，

データ収集装置，データ表示装置，情報把握計装設備及び

前処理建屋可搬型発電機等にて行う。  

    監視制御盤，安全系監視制御盤は中央制御室並びに使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室，データ収集装

置及びデータ表示装置は緊急時対策所において監視，記録

する。  

    ただし，情報把握計装設備の設置が完了するまでの間及

び継続監視の必要がないパラメータは，通信連絡設備を使

用して制御室又は緊急時対策所へ情報を伝達し，記録用紙

に記録する。  

 

  ａ . 手順着手の判断基準  

    安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施
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責任者が判断した場合。  

 

  ｂ . 使用する設備  

    内的事象による安全機能の喪失を要因として重大事故等

が発生した場合において，重要監視パラメータ及び重要代

替監視パラメータの監視及び記録する設備は以下のとおり。 

・監視制御盤  

・安全系監視制御盤  

・データ収集装置  

・データ表示装置  

・直流電源設備  

・計測制御用交流電源設備  

・情報把握計装設備用屋内伝送系統  

・建屋間伝送用無線装置  

・情報収集装置  

・情報表示装置  

・前処理建屋可搬型情報収集装置  

・分離建屋可搬型情報収集装置  

・精製建屋可搬型情報収集装置  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置  

・制御建屋可搬型情報収集装置  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置  

・制御建屋可搬型情報表示装置  
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・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置

・情報把握計装設備可搬型発電機

・前処理建屋可搬型発電機

・分離建屋可搬型発電機

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機

・制御建屋可搬型発電機

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

  ｃ . 操作手順

 操作手順は，「 1.10.4 (1 ) ｃ  操作手順」と同様である。

  ｄ . 操作の成立性

 操作の成立性は，「 1.10.4 (1 ) ｄ  操作の成立性」と同様

である。  

1.10.5 再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムが発生した場合に必要な情報を把握し記録するた

めの手順

再処理施設への故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムが発生した場合において，常設重要計器，常設重要代

替計器，可搬型重要計器，可搬型重要代替計器及び情報把握

計装設備により中央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯
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蔵施設の制御室並びに緊急時対策所で必要な情報を把握し記

録する。  

 

  （１）手順着手の判断基準  

    大型航空機の衝突その他のテロリズムにより，安全機能

喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施責任者が判

断した場合。  

 

  （２）使用する設備  

    本対応で使用する設備は以下のとおり。  

    ・常設計器  

    ・常設代替計器  

・常設重要計器  

・常設重要代替計器  

・可搬型重要計器※ １  

・可搬型重要代替計器※ １  

・可搬型計測ユニット  

・可搬型監視ユニット  

・可搬型計測ユニット用空気圧縮機  

・可搬型空冷ユニット  

・けん引車  

・安全圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・一般圧縮空気系（設計基準対象の施設と兼用）  

・電気設備（設計基準対象の施設と兼用）  

・可搬型空気圧縮機  
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・情報把握計装設備可搬型発電機  

・情報把握計装設備用屋内伝送系統  

・建屋間伝送用無線装置  

・情報収集装置  

・情報表示装置  

・データ収集装置  

・データ表示装置  

・前処理建屋可搬型情報収集装置  

・分離建屋可搬型情報収集装置  

・精製建屋可搬型情報収集装置  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装

置  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置  

・制御建屋可搬型情報収集装置  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置  

・制御建屋可搬型情報表示装置  

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置  

・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置  

・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置  

・監視制御盤  

・安全系監視制御盤  

・前処理建屋可搬型発電機  

・分離建屋可搬型発電機  

・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型発電機  

・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型発電機  
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・制御建屋可搬型発電機  

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  

・直流電源設備  

・計測制御用交流電源設備  

※１  計器に附属の計測用ボンベ，計装配管，充電池

及び乾電池を含む  

 

  （３）操作手順  

    大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合に

おいて，必要な情報を把握し記録する手順として，以下の

とおり。  

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計

測する操作手順は，「 1.10.3.1 (1 )  ｃ  操作手順」，「 1.10.3.1 

(２ ) ｃ  操作手順」及び「 1.10.3.2 (１ )  ｃ  操作手順」と同

様である。  

    情報把握計装設備による再処理施設の情報把握について

の手順の概要は「 1.10.4 (1 )  ｃ  操作手順」と同様である。  

 

  （４）操作の成立性  

パラメータ計測の操作の成立性は，「 1.10.3.1 (1)  e 操作

の成立性」，「 1.10.3.1 (２ )  e 操作の成立性」及び「 1.10.3.2 

(１ ) ｄ  操作の成立性」と同様である。  

    情報把握計装設備の操作の成立性は，「 1.10.4 (１ ) ｄ操作

の成立性」と同様である。  

 

1268



  （５）機能の健全性  

    情報把握計装設備の機能の健全性は， 1.10.4 (１ )  ｅ機能

の健全性」と同様である。  

 

 1.10.6 その他の手順項目にて考慮する手順  

   技術的能力審査基準のうち，「 1.１  臨界事故の拡大を防止

するための手順等」，「１ .2 冷却機能の喪失による蒸発乾固

に対処するための手順等」，「１ .3 放射線分解により発生す

る水素による爆発に対処するための手順等」，「１ .4 有機溶

媒等による火災又は爆発に対処するための手順等」，「１ .5 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」については，技

術的能力審査基準において要求事項があるため，以下のとお

り各々の手順において整備する。  

重要監視パラメータ又は重要代替監視パラメータの監視

に関する手順は，「 1.１  臨界事故の拡大を防止するための手

順等」，「１ .2 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するた

めの手順等」，「１ .3 放射線分解により発生する水素による

爆発に対処するための手順等」，「１ .4 有機溶媒等による火

災又は爆発に対処するための手順等」，「１ .5 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。  

   全交流動力電源喪失，計器電源喪失時の自主対策設備の電

源車等を用いた代替電源確保に関する手順は，「 1.10.3.2 (１ )    

ｅ共通電源車による給電」に記載のとおり，「１ .９  電源の

確保に関する手順等」にて整備する。  
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名称 提出日 Rev

審査基準，基準規則と対処設備との対応表 令和2年4月28日 5 内容精査の結果, 変更なし。

重大事故等対処に必要なパラメータの選定 令和2年4月28日 6 内容精査の結果, 変更なし。

（欠番）

操作の成立性（計器設置時間根拠） 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし。

計装設備（重大事故等対処設備）の個数 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし。

重要代替監視パラメータにて重大事故等対処時の判断基準を判断した場合の影響に
ついて

令和2年4月28日 3 内容精査の結果, 変更なし。

（欠番）

手順のリンク先について 令和2年4月28日 3 内容精査の結果, 変更なし。

重大事故等対処のためのアクセスルート 令和2年4月28日 2 内容精査の結果, 変更なし。

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ 令和2年4月28日 0 内容精査の結果, 変更なし。

有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１０） 令和4年7月15日 1 申請書及び整理資料への反映事項の修正等。

技術的能力（１．１０ 事故時の計装に関する手順等）

資料No.
再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料

補足説明資料1.10-1

補足説明資料1.10-9

補足説明資料1.10-2

補足説明資料1.10-3

補足説明資料1.10-4
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．10） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.10 では，これらの要求事項に対し，技術的能力 1.0 に定

めた防護対策（検知手段，防護措置）を個別手順に反映することが求めら

れることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１０）（1／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

補
1
.
1
0
-
1
1
-
2
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、再処理施設において核燃料物質が

臨界状態になることその他の事故

が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故

に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影響の評価を行う

ために設定した条件及びその評価

の結果

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故等対策の設備強化等の対策に加

え，重大事故等が発生した場合，大規

模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによ

る再処理施設の大規模な損壊が発生

した場合（以下「大規模損壊」という。）

若しくは大規模損壊が発生するおそ

れがある場合における以下の重大事

故等対処設備に係る事項，復旧作業に

係る事項，支援に係る事項，手順書の

整備，教育，訓練の実施及び体制の整

備を考慮し，当該事故等に対処するた

めに必要な手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備等運用面での

対策を行う。 

添付書類八 再処理施設において事

故が発生した場合にお

ける当該事故に対処す

るために必要な施設及

び体制の整備に関する

説明書 

５． 重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故の発生防止対策及び重大事故の

拡大防止対策（以下「重大事故等対策」

という。）の設備強化等の対策に加え，

重大事故に至るおそれがある事故（運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を除く。）若しくは重大事故（以

下「重大事故等」という。）が発生し

た場合，大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる再処理施設の大規模な

損壊（以下「大規模損壊」という。）

が発生した場合若しくは大規模損壊

が発生するおそれがある場合におけ

る以下の重大事故等対処設備に係る

事項，復旧作業に係る事項，支援に係

る事項及び手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備を考慮し，当該

事故等に対処するために必要な手順

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

1
2
7
3



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１０）（2／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
0
-
1
1
-
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対策」

については，重大事故等対策のための

手順を整備し，重大事故等の対応を実

施する。「ハ．(２) (ⅱ) 大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムへの対応に

おける事項」については，「ハ．(２) 

(ⅰ) 重大事故等対策」の対応手順を

基に，大規模な損壊が発生した場合の

様々な状況においても，事象進展の抑

制及び緩和を行うための手順を整備

し，大規模な損壊が発生した場合の対

応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を,「原子炉等規制法」に基づく

再処理施設保安規定等において規定

する。 

重大事故の発生及び拡大の防止に

書の整備，教育，訓練の実施及び体制

の整備等運用面での対策を行う。 

なお，再処理施設は，基本的に常温，

常圧で運転していることから，重大事

故に至るおそれのある安全機能の喪

失から重大事故発生までの事象進展

が緩やか（設備の温度上昇や圧力低下

等のパラメータの変動までに一定程

度の時間を要する）である。したがっ

て，重大事故に至るおそれのある安全

機能の喪失と判断した後に，現場の状

況を把握し，その状況に応じた対策の

準備とその後の対策を確実に実施す

ることが可能である。このため，要求

事項に加え，重大事故に至るおそれの

ある安全機能の喪失時の初動対応に

係る事項について手順の整備等の運

用面での対策を行う。 

「5.1 重大事故等対策」について

は，重大事故等対策のための手順を整

備し，重大事故等の対応を実施する。

「5.2 大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項」につい

ては，「5.1 重大事故等対策」の対応

手順を基に，大規模損壊が発生した場

合の様々な状況においても，事象進展

の抑制及び緩和を行うための手順を

整備し，大規模損壊が発生した場合の

対応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を，「核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」に基づ

く再処理施設保安規定等において規

定する。 

重大事故の発生及び拡大の防止に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。 

 重大事故等 

 第 33 条に示す重大事故等が発

生した場合の環境条件の内数

として有毒ガスを考慮してい

る。 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14（通信連絡に

関する手順）の手順を指し，詳

細な連絡手段の手順について

は，技術的能力 1.14 で整理し

ている。 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.0～1.14 の手

順を指し，詳細な防護措置の手

順については，各々で整理して

いる。 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

 有毒ガス防護措置（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

  第５表及び第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14 の手順にて反映

事項を確認するため，本箇所での反

映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

 有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

 第５表及び第５－１表に記載する

技術的能力1.0～1.14の手順にて反

映事項を確認するため，本箇所での

反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１０）（3／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
0
-
1
1
-
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定す

る内容に加え，「事業指定基準規則」に

基づいて整備する設備の運用手順等

についても考慮した「重大事故等対策

の手順の概要」，「重大事故等対策にお

ける操作の成立性」及び「事故対処す

るために必要な設備」を含めて手順等

を適切に整備する。重大事故等対策の

手順の概要を第５表，重大事故等対策

における操作の成立性を第６表, 事

故対処するために必要な設備を第７

表に示す。 

 

 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) (ハ) 

６） 放射性物質の漏えい」に示すと

おり，液体状，固体状及び気体状の放

射性物質に関する閉じ込め機能の喪

失が発生した場合においても，放射性

物質の漏えいは発生が想定されない

ことから，放射性物質の漏えいに対処

するための手順等は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定

する内容に加え，「再処理施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「事業指定基準規則」という。）

に基づいて整備する設備の運用手順

等についても考慮した「重大事故等対

策の手順の概要」，「重大事故等対策

における操作の成立性」及び「事故対

処するために必要な設備」を含めて手

順等を適切に整備する。重大事故等対

策の手順の概要を第５－１表，重大事

故等対策における操作の成立性を第

５－２表，事故対処するために必要な

設備を第５－３表に示す。 

なお，第５－１表「1.6 放射性物質

の漏えいに対処するための手順等」に

示すとおり，液体状，固体状及び気体

状の放射性物質に関する閉じ込め機

能の喪失が発生した場合においても，

放射性物質の漏えいは発生が想定さ

れないことから，放射性物質の漏えい

に対処するための手順等は不要であ

る。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１０）（5／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
0
-
1
1
-
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅳ) 操作の成立性 

本手順に係る操作の成立性は第５

－２表に示す。 

重大事故等の対処においては，通

常の安全対策に加えて放射線環境や

作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じ

て着用することとする。線量管理に

ついては， 個人線量計を着用し，１

作業当たり 10ｍＳv以下とすること

を目安に管理する。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡 

 明示していないが，中央制御室

等との連絡手段が確保される

ことにより，作業場所の状況や

中央制御室等からの作業指示，

連絡を受けることができると

解釈できる。 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

 有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，非常

時対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認すること。 

また,有毒ガス防護対策を行った場

合でも,重大事故等対処が実施可能で

あること。 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において、

「中央制御室との連絡手段を確保

する。」ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガスの

検知手段（通信連絡設備）に対して，

技術的能力 1.14 に手順を定めてい

ることから、反映事項はない。 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において、

「通常の安全対策に加えて、放射線

環境や作業環境に応じた防護具の

配備を行い、移動時及び作業時の状

況に応じて着用することとする。」

ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（防護具類）が行われる手順

であることから、反映事項はない。 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

  有毒ガス防護対策により，非常時

対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保

すべき事項ではないことから，反映

事項はない。 

1
2
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１０）（6／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
0
-
1
1
-
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ ９．ｂ．（ａ） 

 

ⅱ．内的事象による安全機能の喪失を

要因として重大事故等が発生し

た場合の手順 

 

(ⅳ) 操作の成立性 

本手順に係る操作の成立性は第５

－２表に示す。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ９．ｂ．（ａ） 

ⅰ．外的事象による安全機能の喪失を

要因として重大事故等が発生した場

合の手順」にて記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ９．ｂ．（ａ） 

ⅰ．外的事象による安全機能の喪失を

要因として重大事故等が発生した場

合の手順」にて記載した担保すべき事

項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，有毒ガス防護対策を行った

場合の重大事故等対処の成立性に

ついては，既許可においても有毒ガ

ス防護対策を考慮した重大事故等

対処の手順及び体制を定め，添付書

類八添付１に示す重大事故等対処

に係るタイムチャートを作成し，重

大事故等対処が成立することを確

認していることから，反映すべき事

項はない。 

 

 

 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共通

事項として技術的能力1.0の補足説明

資料で説明する。また，既許可に反映

済みの事項を含め，本条文における有

毒ガス防護対策を確認した結果とし

て，「有毒ガス防護に係る申請書項目

の整理表」を補足説明資料 1.10-11と

して追加する。 

 

 

「添付書類八 添付１ ９．ｂ．（ａ） 

ⅰ．外的事象による安全機能の喪失を

要因として重大事故等が発生した場

合の手順」にて記載した反映事項と同

じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１０）（7／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
0
-
1
1
-
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

用することとする。線量管理について

は， 個人線量計を着用し，１作業当た

り 10ｍＳv 以下とすることを目安に

管理する。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

 

添付書類八 添付１ ９．ｂ． 

（ｃ）重大事故等時のパラメータを監

視及び記録する手順 

 

ⅰ．外的事象による安全機能の喪失及

び内的事象のうち全交流動力電

源の喪失を要因として重大事故

等が発生した場合の手段 

 

(ⅳ) 操作の成立性 

制御建屋，前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固

化建屋の可搬型情報収集装置並びに

中央制御室の可搬型情報表示装置の

配備は，実施責任者，要員管理班，情

報管理班， 建屋外対応班長（ 以下「実

施責任者等」という。） ８人，建屋対

策班の班員３ 人，合計 1 1 人にて作

業した場合，事象発生後， 中央制御室

については３ 時間 1 0 分以内， 前 

処理建屋については６ 時間 5 0 分以

内， 分離建屋については４ 時間 2 0 

分以内， 精製建屋については３ 時間

4 5 分以内，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋については４ 時間 5 5 分

以内， 高レベル廃液ガラス固化建屋

については６ 時間 1 5 分以内に配備

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ９．ｂ．（ａ） 

ⅰ．外的事象による安全機能の喪失を

要因として重大事故等が発生した場

合の手順」にて記載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ９．ｂ．（ａ） 

ⅰ．外的事象による安全機能の喪失を

要因として重大事故等が発生した場

合の手順」にて記載した担保すべき事

項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ ９．ｂ．（ａ） 

ⅰ．外的事象による安全機能の喪失を

要因として重大事故等が発生した場

合の手順」にて記載した反映事項と同

じ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１０）（8／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
0
-
1
1
-
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

第１ 保管庫・貯水所及び第２ 保管

庫・貯水所の可搬型情報収集装置の配

備は，実施責任者，要員管理班，情報

管理班，建屋外対応班長（ 以下「実施

責任者等」という。） ８人， 建屋外対

応班４ 人の合計 1 2 人にて作業した

場合， 事象発生後， 第１ 保管庫・貯

水所については１ 時間 3 0 分以内，

第２ 保管庫・貯水所については９ 時

間以内に配備可能である。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の可搬

型情報収集装置並びに使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

可搬型情報表示装置の配備は，実施責

任者，要員管理班，情報管理班，建屋

外対応班長（ 以下「実施責任者等」と

いう。）８ 人， 建屋対策班の班員 2 6 

人， 建屋外対応班１ 人の合計 3 5 人

にて作業した場合，事象発生後，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室については 2 2 時間 3 0 分以内

に配備可能である。情報把握計装設備

のタイムチャートを第９ － 19 図， 

情報把握計装設備のアクセスルート

図を第９ － 20 図から第９－ 29 図

に示す。 

監視制御盤，安全系監視制御盤，デ

ータ収集装置，データ表示装置は，特

別な技量を要することなく容易に操

作が可能である。 

重大事故等の対処においては， 通

常の安全対策に加えて， 放射線環境

や作業環境に応じた防護具の配備を

行い， 移動時及び作業時の状況に応

じて着用することとする。線量管理に

ついては， 個人線量計を着用し， １ 

作業当たり 1 0ｍＳv以下とすること
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１０）（9／9） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
0
-
1
1
-
1
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

を目安に管理する。 

重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては， 確実

に運搬， 移動ができるように， 可搬

型照明を配備する。 
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令和４年７月 15 日 R24 

 

 

 

 

 

１．11 制御室の居住性等に関する手順等 

（抜粋） 

1282



 
 

1.11.1 概要 

1.11.1.1 居住性を確保するための措置 

(1 )  制御室の換気を確保するための措置 

a.  代替制御建屋中央制御室換気設備による中央制御室の換

気を確保するための手順 

中央制御室送風機の機能喪失，制御建屋の換気ダクトの

破損又は全交流電源喪失により制御建屋中央制御室換気設

備の機能喪失が発生した場合には，代替中央制御室送風

機，制御建屋の可搬型ダクトによる中央制御室の換気を確

保するための手順に着手する。 

本手順では，代替中央制御室送風機，制御建屋の可搬型

ダクトの敷設による換気経路の構築並びに制御建屋の可搬

型電源ケーブル，制御建屋の可搬型分電盤及び制御建屋可

搬型発電機の設置を，実施責任者等の要員９人，建屋対策

班の班員８人の合計17人にて，事象発生後４時間以内に実

施する。 

また，火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以

上）を確認した場合には事象発生後４時間30分以内に実施

する。 

b.  代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を

確保するための手順 

制御室送風機の機能喪失，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

の換気ダクトの破損又は全交流電源喪失により使用済燃料

1283



 
 

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能喪失が発生した場

合には，代替制御室送風機，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型ダクトによる使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の換気を確保するための手順に着手す

る。 

本手順では，代替制御室送風機，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の可搬型ダクトの敷設による換気経路の構

築並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電

源ケーブル，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型分電盤及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型

発電機の設置を，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の

班員４人の合計13人にて，事象発生後22時間30分以内に実

施する。 

 

(2 )  制御室の照明を確保する措置 

a.  中央制御室の代替照明設備による中央制御室の照明を

確保するための手順 

中央制御室の照明が機能喪失した場合には，可搬型照明

（ＳＡ）による中央制御室の照明を確保するための手順に

着手する。 

本手順では，可搬型照明（ＳＡ）の運搬及び設置を実施

責任者が常駐する中央安全監視室は建屋外対応班長を除く

実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計10

人にて，事象発生後１時間10分以内に実施する。また，事
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故対処に早期にあたる必要のある建屋を管理する第３ブロ

ック及び第４ブロックは建屋外対応班長を除く実施責任者

等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計10人にて，事

象発生後２時間以内に実施する。残りの全ての箇所は建屋

外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の

班員４人の合計12人にて，事象発生後３時間10分以内に実

施する。 

b.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の代替

照明設備による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の照明を確保するための手順 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が

機能喪失した場合には，可搬型照明（ＳＡ）による使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明を確保する

ための手順に着手する。 

本手順では，可搬型照明（ＳＡ）の運搬及び設置を建屋

外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の

班員４人の合計 12 人にて，事象発生後 22 時間 30 分以内

に実施する。 

 

(3 )  制御室の酸素濃度等測定に関する措置 

a.  中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定のための手

順 

代替制御建屋中央制御室換気設備による中央制御室の

換気運転中の場合又は共通電源車からの受電による制御
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建屋中央制御室換気設備の再循環運転中の場合には，中

央制御室内の居住性確認のため，酸素濃度及び二酸化炭

素濃度の測定の手順に着手する。 

本手順では，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素

濃度計による測定を，建屋外対応班長を除く実施責任者

等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計10人にて，

実施責任者が中央制御室内の居住性確認のため酸素濃度

及び二酸化炭素濃度の測定を必要と判断してから，約10

分以内に実施する。 

b.  中央制御室の窒素酸化物の濃度測定のための手順 

  再処理施設内で火災又は爆発，若しくは，化学物質

の漏えいにより窒素酸化物を含む有毒ガスの発生（以

下，「窒素酸化物の発生」という）が予測された場合

には，中央制御室内の居住性確認のため，窒素酸化物濃

度の測定の手順に着手する。 

  本手順では，可搬型窒素酸化物濃度計による測定を，

建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対

策班の班員２人の合計10人にて，窒素酸化物の発生が予

測され，実施責任者が窒素酸化物濃度の測定を必要と判

断してから，約10分以内に実施する。 

c.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素及

び二酸化炭素の濃度測定のための手順 

代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備によ

る使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気
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運転中の場合又は共通電源車からの受電による使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環運転中の場

合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

内の居住性確認のため，酸素濃度及び二酸化炭素濃度の

測定の手順に着手する。 

  本手順では，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素

濃度計による測定を，建屋外対応班長を除く実施責任者

等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計10人にて，

実施責任者が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内の居住性確認のため酸素濃度及び二酸化炭素濃度

の測定を必要と判断してから，約10分以内に実施する。 

d.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸

化物の濃度測定のための手順 

再処理施設内で火災又は爆発，若しくは，化学物質の

漏えいにより窒素酸化物の発生が予測された場合には，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の居住

性確認のため，窒素酸化物濃度の測定の手順に着手す

る。 

  本手順では，可搬型窒素酸化物濃度計による測定を，

建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対

策班の班員２人の合計10人にて，窒素酸化物の発生が予

測され，実施責任者が窒素酸化物濃度の測定を必要と判

断してから，約10分以内に実施する。 

(4 )  制御室の放射線計測に関する措置 
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a.  中央制御室の放射線計測の手順 

  主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で

放射性物質の放出が予測される場合には，中央制御室内

の居住性確認のため，放射線計測の手順に着手する。 

本手順では，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），ア

ルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型

ダストサンプラ（ＳＡ）による放射線計測を，建屋外対

応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班

員２人の合計10人にて，主排気筒モニタが機能喪失し，

かつ，再処理施設内で放射性物質の放出が予測され，実

施責任者が放射線計測を必要と判断してから，約15分以

内に実施する。 

b.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放射線

計測の手順 

主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で

放射性物質の放出が予測される場合には，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の居住性確認のた

め，放射線計測の手順に着手する。 

本手順では，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），ア

ルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型

ダストサンプラ（ＳＡ）による放射線計測を，建屋外対

応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班

員２人の合計10人にて，主排気筒モニタが機能喪失して

おり，かつ，再処理施設内で放射性物質の放出が予測さ
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れ，実施責任者が放射線計測を必要と判断してから，約

15分以内に実施する。 
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1.11.1.2 制御室への汚染の持ち込みを防止するための措置  

(1 )  中央制御室の出入管理区画の設置及び運用手順 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体制移

行を必要と判断した場合には，中央制御室への汚染の持ち

込みを防止するため，中央制御室の出入管理区画の設置及

び運用の手順に着手する。 

本手順では，出入管理区画設置用の資機材の搬出，可搬

型代替照明の設置，床及び壁の養生，除染エリアの設置等

を，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋

対策班の班員６人の合計14人にて，重大事故等の対処を実

施するための体制移行後，線量計貸出及び初動対応要員の

着装補助が完了する約30分後から設置を開始して，重大事

故等の対処を実施するための体制移行後１時間30分以内に

実施する。 

(2 )  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の出入管理

区画の設置及び運用手順 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するため使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室での操作を必要と判

断した場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室への汚染の持ち込みを防止するため，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の出入管理区画の設置及

び運用の手順に着手する。 

本手順では，出入管理区画設置用の資機材の搬出，可搬

型代替照明の設置，床及び壁の養生，除染エリアの設置等
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を，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋

対策班の班員２人の合計10人にて，実施責任者が重大事故

等の対処を実施するため使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室での操作を必要と判断してから約１時間以内

に実施する。  

 

1.11.1.3 通信連絡設備及び情報把握計装設備の設置に関す    

る措置 

(1 )  制御室の代替通信連絡設備の設置に関する措置 

a.  中央制御室の代替通信連絡設備の設置の手順 

所内携帯電話が使用できないと判断された場合には，

重大事故等に対処する建屋の屋内と屋外での通信連絡を

確保するため，代替通信連絡設備の設置の手順に着手す

る。 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細は，

「1.14 通信連絡に関する手順等」にて整備する。 

 

b.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の代替

通信連絡設備の設置の手順 

所内携帯電話が使用できないと判断された場合には，

重大事故等に対処する建屋の屋内と屋外での通信連絡を

確保するため，代替通信連絡設備の設置の手順に着手す

る。 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細は，
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「1.14 通信連絡に関する手順等」にて整備する。  

(2 )  制御室の情報把握計装設備の設置に関する措置 

a.  中央制御室の情報把握計装設備の設置の手順 

重大事故等が発生した場合には，重大事故等に対処す

る建屋の代替計測制御設備のパラメータを収集及び表示

するため，可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置

の設置の手順に着手する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順の詳細

は，「1.10 事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。 

b.  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の情報

把握計装設備設置の手順 

重大事故等が発生した場合には，重大事故等に対処す

る建屋の代替計測制御設備のパラメータを収集及び表示

するため，可搬型情報収集装置及び可搬型情報表示装置

の設置の手順に着手する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順の詳細

は，「1.10 事故時の計装に関する手順等」にて整備す

る。  

 

1.11.14 自主対策に関する措置  

  重大事故等の対処を確実に実施するためフォールトツリー

分析を行った上で，対策の抽出を行った結果，内的事象によ

り全交流動力電源が喪失した場合の制御室の換気確保対策と
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して自主対策設備及び手順を以下のとおり整備する。 

また，大気中に放射性よう素の浮遊が予測される場合の中

央制御室の居住性確保対策として自主対策設備及び手順，並

びに建屋対策班等が対処にあたる場合の防護具の着装手順に

ついて整備する。 

なお，以下の対策は，重大事故等対処設備を用いた対応に

係る要員に加えて，対策を実施するための要員を確保可能な

場合に着手を行うこととしているため，重大事故等対処設備

を用いた対処に悪影響を及ぼすことはない。 

 

(1 )  制御建屋に接続した共通電源車からの受電による中央制御

室の換気の確保 

a.  設備 

代替制御建屋中央制御室換気設備による中央制御室の

換気の確保の実施後に，制御建屋中央制御室換気設備に

損傷が確認されなかった場合には，制御建屋中央制御室

換気設備による換気の確保のため，制御建屋に共通電源

車を接続し，共通電源車からの受電により制御建屋中央

制御室換気設備を起動し，中央制御室の換気を確保する

ための手順に着手する。 

b.  手順 

共通電源車からの受電により制御建屋中央制御室換気

設備を起動し，中央制御室の換気を確保する手順は以下

のとおり。 
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共通電源車の燃料を確保するため，可搬型燃料供給ホ

ースを敷設し，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯

蔵タンクと共通電源車を接続する。 

共通電源車から電源を受電するため，可搬型電源ケー

ブルを敷設し，制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線と共通電

源車を接続する。 

給電対象外の機器を隔離後，共通電源車及び中央制御

室送風機を起動する。 

本手順では，共通電源車からの受電により中央制御室

送風機の起動を実施責任者等18人，建屋対策班の班員14

人の合計32人にて，実施責任者が作業開始を判断してか

ら，１時間45分以内で実施する。 

 

(2 )  非常用電源建屋に接続した共通電源車からの受電による中

央制御室の換気の確保 

a.  設備 

  代替制御建屋中央制御室換気設備による中央制御室の

換気の確保の実施後に，制御建屋中央制御室換気設備に

損傷が確認されなかった場合には，制御建屋中央制御室

換気設備による換気の確保のため，非常用電源建屋に共

通電源車を接続し，共通電源車からの受電により制御建

屋中央制御室換気設備を起動し，中央制御室の換気を確

保するための手順に着手する。 

b.  手順 
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共通電源車からの受電により制御建屋中央制御室換気設

備を起動し，中央制御室の換気を確保する手順は以下のと

おり。 

共通電源車の燃料を確保するため，可搬型燃料供給ホー

スを敷設し，第２非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵タン

クと共通電源車を接続する。 

共通電源車から電源を受電するため，可搬型電源ケーブ

ルを敷設し，非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線と共

通電源車を接続する。 

給電対象外の機器を隔離後，共通電源車を起動し，制御

建屋の6.9ｋＶ非常用母線の受電確認後，中央制御室送風

機を起動する。 

本手順では，共通電源車からの受電により制御建屋中央

制御室換気設備の起動を実施責任者等19人，建屋対策班の

班員18人の合計37人にて，実施責任者が作業開始を判断し

てから１時間45分以内で実施する。 

(3 )  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に接続した共通電源車からの

受電による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気の確保 

a.  設備 

  代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備によ

る使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気

の確保の実施後に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備に損傷が確認されなかった場合には，使用済燃
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料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による換気の確保の

ため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に共通電源車を接続

し，共通電源車からの受電により使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備を起動し，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保するための手順に

着手する。 

b.  手順 

共通電源車からの受電により使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の換気を確保する手順は以下のとおり。 

共通電源車の燃料を確保するため，可搬型燃料供給ホー

スを敷設し，ディーゼル発電機用燃料油受入れ・貯蔵所又

は第1非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンクと共通

電源車を接続する。 

共通電源車から電源を受電するため，可搬型電源ケーブ

ルを敷設し，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋6.9ｋＶ非常用

母線と共通電源車を接続する。 

給電対象外の機器を隔離後，共通電源車を起動し，制御

室送風機を起動する。 

本手順は，共通電源車からの受電により使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備の起動を実施責任者等16人，

建屋対策班の班員22人の合計38人にて，実施責任者が作業

開始を判断してから１時間30分以内で実施する。 
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( 4 )  可搬型よう素フィルタの設置のための手順 

a.  設備 

大気中に放射性よう素の有意な値の検出がされる場合に

は，中央制御室へ放射性よう素の取込みを防止するため，

制御建屋中央制御室換気設備の給気口に可搬型よう素フィ

ルタを設置するための手順に着手する。 

b.  手順 

制御建屋中央制御室換気設備に可搬型よう素フィルタを

設置する手順は以下のとおり。 

中央制御室へ放射性よう素の取込みを防止するため，可

搬型よう素フィルタを給気口に接続する。 

本手順では，制御建屋中央制御室換気設備への可搬型よ

う素フィルタの設置を制御建屋対策班２人にて，実施責

任者が作業開始を判断してから約30分以内で対応可能で

ある。 

 

(5 )  防護具の着装の手順等 

a.  手順 

対処にあたる現場環境において，第1.11－１ 表に記載

の対処の阻害要因の発生が予測される場合，各対処の阻害

要因に適合する防護具を選定し，着装する。 

また,中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室にて，制御室の放射線計測に関する措置の対

応手順にて実施する放射線計測にて，2.6μＳｖ／ｈを上
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回る場合においても，防護具を選定し，着装する。 

本手順は，防護具の着装を放射線対応班３人にて，実施

責任者が作業開始を判断してから約１時間30分以内で対応

可能である。 

【補足説明資料：1.11-6】  
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第５表 重大事故等対処における手順の概要（12／15） 

 

1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

方
針
目
的 

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員が制御室にとどま

るために必要な対処設備及び資機材を整備しており，この対処設備及

び資機材を活用した手順等を整備する。 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

代
替
中
央
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
の
確
保 

【着手判断】 

中央制御室送風機が機能喪失若しくは制御建屋の換

気ダクトの損傷により，制御建屋中央制御室換気設備が

機能喪失している場合又は外部電源が喪失し，第２非常

用ディーゼル発電機を運転できない場合，手順に着手す

る。 

【代替中央制御室送風機による起動】 

 制御建屋の可搬型分電盤を制御建屋内に設置し，制御

建屋可搬型発電機と代替中央制御室送風機を制御建屋

の可搬型分電盤を介して制御建屋の可搬型電源ケーブ

ルにより接続する。 

制御建屋の可搬型ダクトを代替中央制御室送風機か

ら中央制御室まで敷設する。 

制御建屋可搬型発電機を起動し，その後代替中央制御

室送風機を起動する。 

 手順の成否は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制

御室送風機が正常に起動し，中央制御室内の酸素濃度が

19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であるこ

とにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

代
替
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
換

気
の
確
保 

【着手判断】 

制御室送風機が機能喪失若しくは使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の換気ダクトの損傷により，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能喪失している場合又

は外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発電機を運

転できない場合，手順に着手する。 

【代替制御室送風機による起動】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電

盤を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機と代替制御室

送風機を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型分電盤を介して使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブルにより接続する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト

を代替制御室送風機から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室まで敷設する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

を起動し，その後代替制御室送風機を起動する。 

手順の成否は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機及び代替制御室送風機が正常に起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素

濃度が 19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下で

あることにより確認する。 

1300



 

 

1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
措
置 

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
照
明
の

確
保 

【着手判断】 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制

御室の照明が使用できない場合，手順に着手する。 

【可搬型代替照明による点灯】 

可搬型代替照明を制御建屋内の保管場所から中央制

御室内に運搬し，設置する。 

可搬型代替照明を起動する。 

可搬型代替照明の点灯を確認する。 

手順の成否は，可搬型代替照明が正常に点灯し，想定

される重大事故等時に実施組織要員が中央制御室で操

作可能な照明を確保できていることにより確認する。 

 

 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
措
置 

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の

制
御
室
の
照
明
の
確
保 

【着手判断】 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用

できない場合，手順に着手する。 

【可搬型代替照明による点灯】 

可搬型代替照明を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の保

管場所から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内に運搬し，設置する。 

可搬型代替照明を起動する。 

可搬型代替照明の点灯を確認する。 

手順の成否は，可搬型代替照明が正常に点灯し，想定

される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照明を確

保できていることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置 

中
央
制
御
室
の
酸
素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

代替中央制御室送風機にて中央制御室を換気してい

る場合又は共通電源車からの受電による制御建屋中央

制御室換気設備の再循環運転中の場合，手順に着手す

る。 

【可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定】 

可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計を起

動し，中央制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定

する。 

中央制御室の酸素濃度が 19％を下回る場合又は二酸

化炭素濃度が 1.0％を上回る場合には，予備機への切替

運転や外気の取入れを開始する。 

手順の成否は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計が正常に起動し，中央制御室の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度が活動に支障のない範囲であることによ

り確認する。 

 

中
央
制
御
室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物を含む有毒ガスの発生が

予測される場合，手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中央制御室内の窒

素酸化物の濃度を測定する。 

中央制御室の窒素酸化物濃度が0.2ｐｐｍを上回る場

合には，外気の取入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，中央制御室の窒素酸化物濃度が活動に支障のない範

囲であることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
酸
素
及
び

二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室を換気している場合又は共通電源車

からの受電による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の再循環運転中の場合，手順に着手する。 

【可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定】 

可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計を起

動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内

の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸

素濃度が 19％を下回る場合又は二酸化炭素濃度が

1.0％を上回る場合には，予備機への切替運転や外気の

取入れを開始する。 

手順の成否は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計が正常に起動し，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活

動に支障のない範囲であることにより確認する。 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御

室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物を含む有毒ガスの発生が

予測される場合，手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の窒素酸化物の濃度を

測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合には，外気の取

入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物濃度が活動に支障のない範囲であることによ

り確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措
置 

中
央
制
御
室
の
放
射
線
計
測 

【着手判断】 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施

設内で放射性物質の放出が予測される場合，手順に着手

する。 

【ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）による測定】 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）を起動し，中央制御室内の放射性物質を測定

する。 

中央制御室の放射性物質の測定結果が2.6μＳｖ／ｈ

を上回る場合には，防護具を着装する。 

手順の成否は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）が正常に起動し，中央制御室

の実効線量が活動に支障のない範囲であることにより

確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
放
射
線
計
測 

【着手判断】 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施

設内で放射性物質の放出が予測される場合，手順に着手

する。 

【ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）による測定】 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の放射性物質を測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放

射性物質の測定結果が 2.6μＳｖ／ｈを上回る場合に

は，防護具を着装する。 

手順の成否は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）が正常に起動し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効線量が活動

に支障のない範囲であることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
へ
の
汚
染
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

中
央
制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用 

【着手判断】 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合，手順に着手する。 

【出入管理区画の設置及び運用】 

作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以下「出入管理区画」

という。）設置場所の照明が確保されていない場合，可

搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画において使用する資機材（以下「出入管

理区画用資機材」という。）を準備・移動・設置し，床・

壁等の養生シートの状態を確認する。 

各エリア間にバリア，入口に粘着マット等を設置す

る。 

簡易シャワー等を設置する。 

脱装した防護具を回収するロール袋及びサーベイメ

ータ等を必要な箇所に設置する。 

手順の成否は，出入管理区画の設置が完了し，汚染管

理ができることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
へ
の
汚
染
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用 

【着手判断】 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合，手順に着手する。 

【出入管理区画の設置及び運用】 

出入管理区画設置場所の照明が確保されていない場

合，可搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画用資機材を準備・移動・設置し，床・壁

等の養生シートの状態を確認する。 

各エリア間にバリア，入口に粘着マット等を設置す

る。 

簡易シャワー等を設置する。 

脱装した防護具を回収するロール袋及びサーベイメ

ータ等を必要な箇所に設置する。 

手順の成否は，出入管理区画の設置が完了し，汚染管

理ができることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

換
気
の
確
保 

制御建屋中央制御室換気設備の機能喪失が発生した

場合には，中央制御室の換気を確保するための措置の対

応手順に従い，代替中央制御室送風機により，中央制御

室の換気を確保する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能喪

失が発生した場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の換気を確保するための措置の対応手

順に従い，代替制御室送風機により，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保する。 

これらの対応手段の他に系統の健全性を確認し，対処

に必要となる要員が確保できた場合には，自主対策設備

を用いた対応を選択することができる。 

 

照
明
の
確
保 

中央制御室の照明が使用できない場合には，可搬型代

替照明を設置し，照明を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照

明が使用できない場合には，可搬型代替照明を設置し，

照明を確保する。 

汚
染
の
持
ち
込
み
防
止 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合には，出入管理建屋玄関又

は制御建屋内搬出入口付近に出入管理区画を設置し，中

央制御室への汚染の持ち込みを防止する。 

実施責任者が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室での操作が必要と判断した場合には，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋玄関口付近に出入管理区画を設置

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室への

汚染の持ち込みを防止する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。また， 

重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に

運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保 

全交流動力電源喪失時は，制御建屋可搬型発電機又は

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を

用いて代替中央制御室送風機又は代替制御室送風機等

へ給電する。 

燃
料
給
油 

電気設備の操作の判断等に関わる手順については，第

５－１表（10／15）「電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当

たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能

な限り低減する。 
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手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

代替中央制御室送風機による中

央制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

４時間 

以内 
26時間 

制御建屋対策班

の班員 
８人 

代替制御室送風機による使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

22時間 30分 

以内 
163時間 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（中央制御室内の中央安全監視

室） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 10分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第３ブロック及び第４ブロッ

ク） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

２時間 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第１ブロック，第２ブロッ

ク，第５ブロック及び第６ブロ

ック） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

３時間 10分

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
４人 

可搬型代替照明による使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の照明の確保 

実施責任者等 

の要員 
８人 

22時間 30分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

中央制御室の酸素及び二酸化炭

素の濃度測定 

実施責任者等 

の要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

中央制御室の窒素酸化物の濃度

測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 
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手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

中央制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の出入管理区画の設

置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 30分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
６人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の出入管理区画

の設置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の通信連絡設備の設

置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※１ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の通信連絡設備

の設置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※１ 

中央制御室の情報把握計装設備

の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※１ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の情報把握計装

設備の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※１ 

※１：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 
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第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（12／15） 

1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

方
針
目
的 

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員が制御室にとどま

るために必要な対処設備及び資機材を整備しており，この対処設備及

び資機材を活用した手順等を整備する。 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

代
替
中
央
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
換
気
の
確
保 

【着手判断】 

中央制御室送風機が機能喪失若しくは制御建屋の換

気ダクトの損傷により，制御建屋中央制御室換気設備が

機能喪失している場合又は外部電源が喪失し，第２非常

用ディーゼル発電機を運転できない場合，手順に着手す

る。 

【代替中央制御室送風機による起動】 

 制御建屋の可搬型分電盤を制御建屋内に設置し，制御

建屋可搬型発電機と代替中央制御室送風機を制御建屋

の可搬型分電盤を介して制御建屋の可搬型電源ケーブ

ルにより接続する。 

制御建屋の可搬型ダクトを代替中央制御室送風機か

ら中央制御室まで敷設する。 

制御建屋可搬型発電機を起動し，その後代替中央制御

室送風機を起動する。 

 手順の成否は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制

御室送風機が正常に起動し，中央制御室内の酸素濃度が

19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であるこ

とにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
換
気
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

代
替
制
御
室
送
風
機
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
換

気
の
確
保 

【着手判断】 

制御室送風機が機能喪失若しくは使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の換気ダクトの損傷により，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能喪失している場合又

は外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発電機を運

転できない場合，手順に着手する。 

【代替制御室送風機による起動】 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電

盤を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に設置し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機と代替制御室

送風機を使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型分電盤を介して使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブルにより接続する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト

を代替制御室送風機から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室まで敷設する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

を起動し，その後代替制御室送風機を起動する。 

手順の成否は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機及び代替制御室送風機が正常に起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素

濃度が 19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下で

あることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
措
置 

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
中
央
制
御
室
の
照
明
の

確
保 

【着手判断】 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制

御室の照明が使用できない場合，手順に着手する。 

【可搬型代替照明による点灯】 

可搬型代替照明を制御建屋内の保管場所から中央制

御室内に運搬し，設置する。 

可搬型代替照明を起動する。 

可搬型代替照明の点灯を確認する。 

手順の成否は，可搬型代替照明が正常に点灯し，想定

される重大事故等時に実施組織要員が中央制御室で操

作可能な照明を確保できていることにより確認する。 

 

 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
照
明
を
確
保
す
る
措
置 

可
搬
型
代
替
照
明
に
よ
る
使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の

制
御
室
の
照
明
の
確
保 

【着手判断】 

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用

できない場合，手順に着手する。 

【可搬型代替照明による点灯】 

可搬型代替照明を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の保

管場所から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内に運搬し，設置する。 

可搬型代替照明を起動する。 

可搬型代替照明の点灯を確認する。 

手順の成否は，可搬型代替照明が正常に点灯し，想定

される重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室で操作可能な照明を確

保できていることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置 

中
央
制
御
室
の
酸
素
及
び
二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

代替中央制御室送風機にて中央制御室を換気してい

る場合又は共通電源車からの受電による制御建屋中央

制御室換気設備の再循環運転中の場合，手順に着手す

る。 

【可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定】 

可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計を起

動し，中央制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定

する。 

中央制御室の酸素濃度が 19％を下回る場合又は二酸

化炭素濃度が 1.0％を上回る場合には，予備機への切替

運転や外気の取入れを開始する。 

手順の成否は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計が正常に起動し，中央制御室の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度が活動に支障のない範囲であることによ

り確認する。 

 

中
央
制
御
室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物を含む有毒ガスの発生が

予測される場合，手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中央制御室内の窒

素酸化物の濃度を測定する。 

中央制御室の窒素酸化物濃度が0.2ｐｐｍを上回る場

合には，外気の取入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，中央制御室の窒素酸化物濃度が活動に支障のない範

囲であることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
酸
素
等
濃
度
測
定
に
関
す
る
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
酸
素
及
び

二
酸
化
炭
素
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室を換気している場合又は共通電源車

からの受電による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の再循環運転中の場合，手順に着手する。 

【可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定】 

可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計を起

動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内

の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸

素濃度が 19％を下回る場合又は二酸化炭素濃度が

1.0％を上回る場合には，予備機への切替運転や外気の

取入れを開始する。 

手順の成否は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計が正常に起動し，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度が活

動に支障のない範囲であることにより確認する。 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御

室
の
窒
素
酸
化
物
の
濃
度
測
定 

【着手判断】 

再処理施設内で窒素酸化物を含む有毒ガスの発生が

予測される場合，手順に着手する。 

【可搬型窒素酸化物濃度計による測定】 

可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の窒素酸化物の濃度を

測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合には，外気の取

入れを停止する。 

手順の成否は，可搬型窒素酸化物濃度計が正常に起動

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒

素酸化物濃度が活動に支障のない範囲であることによ

り確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措
置 

中
央
制
御
室
の
放
射
線
計
測 

【着手判断】 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施

設内で放射性物質の放出が予測される場合，手順に着手

する。 

【ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）による測定】 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）を起動し，中央制御室内の放射性物質を測定

する。 

中央制御室の放射性物質の測定結果が2.6μＳｖ／ｈ

を上回る場合には，防護具を着装する。 

手順の成否は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）が正常に起動し，中央制御室

の実効線量が活動に支障のない範囲であることにより

確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
の
放
射
線
計
測
に
関
す
る
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
放
射
線
計
測 

【着手判断】 

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施

設内で放射性物質の放出が予測される場合，手順に着手

する。 

【ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）による測定】 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプ

ラ（ＳＡ）を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の放射性物質を測定する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放

射性物質の測定結果が 2.6μＳｖ／ｈを上回る場合に

は，防護具を着装する。 

手順の成否は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）が正常に起動し，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の実効線量が活動

に支障のない範囲であることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
へ
の
汚
染
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

中
央
制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用 

【着手判断】 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合，手順に着手する。 

【出入管理区画の設置及び運用】 

作業服の着替え，防護具の着装及び脱装，身体汚染検

査並びに除染作業ができる区画（以下「出入管理区画」

という。）設置場所の照明が確保されていない場合，可

搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画において使用する資機材（以下「出入管

理区画用資機材」という。）を準備・移動・設置し，床・

壁等の養生シートの状態を確認する。 

各エリア間にバリア，入口に粘着マット等を設置す

る。 

簡易シャワー等を設置する。 

脱装した防護具を回収するロール袋及びサーベイメ

ータ等を必要な箇所に設置する。 

手順の成否は，出入管理区画の設置が完了し，汚染管

理ができることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

制
御
室
へ
の
汚
染
の
持
込
み
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置 

使
用
済
燃
料
の
受
入
れ
施
設
及
び
貯
蔵
施
設
の
制
御
室
の
出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用 

【着手判断】 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合，手順に着手する。 

【出入管理区画の設置及び運用】 

出入管理区画設置場所の照明が確保されていない場

合，可搬型代替照明を設置する。 

出入管理区画用資機材を準備・移動・設置し，床・壁

等の養生シートの状態を確認する。 

各エリア間にバリア，入口に粘着マット等を設置す

る。 

簡易シャワー等を設置する。 

脱装した防護具を回収するロール袋及びサーベイメ

ータ等を必要な箇所に設置する。 

手順の成否は，出入管理区画の設置が完了し，汚染管

理ができることにより確認する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

換
気
の
確
保 

制御建屋中央制御室換気設備の機能喪失が発生した

場合には，中央制御室の換気を確保するための措置の対

応手順に従い，代替中央制御室送風機により，中央制御

室の換気を確保する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能喪

失が発生した場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の換気を確保するための措置の対応手

順に従い，代替制御室送風機により，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保する。 

これらの対応手段の他に系統の健全性を確認し，対処

に必要となる要員が確保できた場合には，自主対策設備

を用いた対応を選択することができる。 

 

照
明
の
確
保 

中央制御室の照明が使用できない場合には，可搬型代

替照明を設置し，照明を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照

明が使用できない場合には，可搬型代替照明を設置し，

照明を確保する。 

汚
染
の
持
ち
込
み
防
止 

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体

制移行が必要と判断した場合には，出入管理建屋玄関又

は制御建屋内搬出入口付近に出入管理区画を設置し，中

央制御室への汚染の持ち込みを防止する。 

実施責任者が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室での操作が必要と判断した場合には，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋玄関口付近に出入管理区画を設置

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室への

汚染の持ち込みを防止する。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

また，重大事故等の対処時においては，中央制御室等

との連絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，

確実に運搬及び移動ができるように，可搬型照明を配備

する。 

電
源
確
保 

全交流動力電源喪失時は，制御建屋可搬型発電機又は

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を

用いて代替中央制御室送風機又は代替制御室送風機等

へ給電する。 

燃
料
給
油 

電気設備の操作の判断等に関わる手順については，第

５－１表（10／15）「電源の確保に関する手順等」にて

整備する。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行

い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとす

る。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当

たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能

な限り低減する。 
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第 5－２表 重大事故等対策における操作の成立性(11/14) 

 

手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

代替中央制御室送風機による中

央制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

４時間 

以内 
26時間 

制御建屋対策班

の班員 
８人 

代替制御室送風機による使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気の確保 

実施責任者等 

の要員 
９人 

22時間 30分 

以内 
163時間 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（中央制御室内の中央安全監視

室） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 10分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第３ブロック及び第４ブロッ

ク） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

２時間 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

可搬型代替照明による中央制御

室の照明の確保 

（第１ブロック，第２ブロッ

ク，第５ブロック及び第６ブロ

ック） 

実施責任者等 

の要員 
８人 

３時間 10分

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
４人 

可搬型代替照明による使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の照明の確保 

実施責任者等 

の要員 
８人 

22時間 30分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

４人 

中央制御室の酸素及び二酸化炭

素の濃度測定 

実施責任者等 

の要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

中央制御室の窒素酸化物の濃度

測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 
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手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

実施責任者等の

要員 
８人 

10分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

制
御
室
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

中央制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
２人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の放射線計測 

実施責任者等 

の要員 
８人 

15分 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の出入管理区画の設

置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 30分 

以内 
※１ 

制御建屋対策班

の班員 
６人 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の出入管理区画

の設置及び運用 

実施責任者等 

の要員 
８人 

１時間 

以内 
※１ 

使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋対

策班の班員 

２人 

中央制御室の通信連絡設備の設

置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※１ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の通信連絡設備

の設置の手順 

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細

は， 「1.14 通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

※１ 

中央制御室の情報把握計装設備

の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※１ 

使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の情報把握計装

設備の設置 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手

順の詳細は，「1.10 事故時の計装に関する手

順等」にて整備する。 

※１ 

※１：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 
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1.11 制御室の居住性等に関する手順等 

【要求事項】 

再処理事業者において、制御室に関し、重大事故が発生し

た場合においても運転員がとどまるために必要な手順等が適

切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示され

ていること。 

【解釈】 

１ 「運転員がとどまるために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置（制御室の遮蔽設計及び換気設計に加えてマスク及

びボンベ等により対応する場合）又はこれらと同等以上の効

果を有する措置を行うための手順等をいう。 

a) 重大事故が発生した場合においても、放射線防護措置等

により、運転員がとどまるために必要な手順等を整備する

こと。 

b) 制御室用の電源（空調及び照明等）が、代替電源設備か

らの給電を可能とする手順等（手順及び装備等）を整備す

ること。 

重大事故等が発生した場合においても，実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な対処設備及び資機材を整備して

おり，ここでは，この対処設備及び資機材を活用した手順等

について説明する。 
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1.11.2 対応手段と設備の選定 

(1 )  対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合においても，実施組織要員が

制御室にとどまるためには，制御室の居住性を確保及び汚

染の持ち込みを防止する必要がある。 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うため

の対応手段及び資機材 ※ １ を用いた対応手段を選定する。 

※1 資機材：防護具（全面マスク及び半面マスク等）及

び出入管理区画用資機材については，資機材

であるため重大事故等対処設備としない。 

外部電源が喪失した場合には，その機能を代替するため

の機能，相互関係を明確にした上で，想定する故障に対応

できる対応手段及び重大事故等対処施設を選定する。ま

た，重大事故等に対処するために必要な情報を把握する設

備及び通信連絡を行うための設備についても同様に選定す

る（第10－１図～第10－ 4図）。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基

準だけでなく，事業指定基準規則第四十四条及び技術基準

規則第四十八条の要求機能を満足する設備が網羅されてい

ることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確

にする。 

【補足説明資料：1.11-2】  

(2 )  対応手段と設備の選定の結果 

フォールトツリー分析の結果，制御室の居住性に影響を
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及ぼすおそれのある要因として，制御室の換気設備及び照

明設備の機能喪失を想定する。 

制御室の換気設備及び照明設備の機能喪失時の代替機能

を有するように重大事故等対処施設を選定するとともに，

汚染の持ち込み防止の対応手段を選定する。 

重大事故等の発生の起因となる安全機能の喪失の要因に

応じて対処に有効な設備を使用することとし，内的事象に

よる安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の喪失を

伴わない重大事故等の発生時に対処する重大事故等対処設

備を選定する。 

また，共通電源車からの給電による換気の確保の対処を

行うものについては，全てのプラント状況において使用す

ることが困難であるが，個別機器の故障に対しては有効な

手段であることから，自主対策設備として選定する。 

なお，中央制御室を内包する制御建屋は，事故対処にあ

たる建屋対策班のための防護具等資機材を配備しているこ

とから，自主対策の手順として防護具の着装の手順を整備

する。 

安全機能を有する施設に要求される機能の喪失原因から

選定した対応手段及び技術的能力審査基準，事業指定基準

規則第四十四条及び技術基準規則第四十八条からの要求に

より選定した対応手段と，その対応に使用する重大事故等

対処施設，自主対策設備及び資機材を以下に示す（第10－

１表，第10－２表）。 
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a.  重大事故等が発生した場合においても実施組織要員が制

御室にとどまるために必要な対応手段及び設備 

(a)  中央制御室 

ア. 対応手段 

重大事故等が発生した場合において，実施組織要

員が中央制御室にとどまるため，代替制御建屋中央

制御室換気設備による中央制御室の換気の確保，中

央制御室代替照明設備による中央制御室の照明の確

保，中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定，

中央制御室の窒素酸化物の濃度測定，中央制御室の

放射線計測，中央制御室の出入管理区画の設置及び

運用，中央制御室の代替通信連絡設備の設置及び中

央制御室の情報把握計装設備の設置のための手段が

ある。 

 

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員が

中央制御室にとどまるための設備は以下のとおり。 

・ 代替中央制御室送風機 

・ 制御建屋の可搬型ダクト 

・ 制御建屋可搬型発電機  

・ 制御建屋の可搬型分電盤  

・ 制御建屋の可搬型電源ケーブル  

・ 軽油貯槽  
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・ 軽油用タンクローリ  

・ 中央制御室送風機  

・ 制御建屋の換気ダクト  

・ 制御建屋安全系監視制御盤  

・ 非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母線  

・ 制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線  

・ 制御建屋の460Ｖ非常用母線  

・ 可搬型代替照明 

・ 中央制御室遮蔽  

・ 可搬型酸素濃度計 

・ 可搬型二酸化炭素濃度計 

・ 可搬型窒素酸化物濃度計 

・ ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

・ アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

・ 可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

・ 可搬型通話装置  

・ 可搬型衛星電話（屋内用）  

・ 可搬型衛星電話（屋外用）  

・ 可搬型トランシーバ（屋内用）  

・ 可搬型トランシーバ（屋外用）  

・ 制御建屋可搬型情報収集装置  

・ 制御建屋可搬型情報表示装置  

・ 非常用照明  

・ 共通電源車  
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・ 第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タンク  

・ 燃料供給ポンプ  

・ 燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・ 可搬型燃料供給ホース  

・ 可搬型電源ケーブル  

・ 可搬型よう素フィルタ  

 

(b)  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

ア. 対応手段 

重大事故等時に実施組織要員が使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまるため，代替

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備による

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換

気の確保，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室代替照明設備による使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の照明の確保，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素及び二酸化

炭素の濃度測定，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の窒素酸化物の濃度測定，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放射線計測，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の出

入管理区画の設置及び運用，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の代替通信連絡設備の設

置，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
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の情報把握計装設備の設置のための手段がある。 

 

重大事故等が発生した場合において，実施組織要員が

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどま

るための設備は以下のとおり。 

・ 代替制御室送風機 

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト 

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機  

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤  

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケ

ーブル  

・ 軽油貯槽  

・ 軽油用タンクローリ  

・ 制御室送風機  

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト  

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全系監視制御盤  

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母線  

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の460Ｖ非常用母線  

・ 可搬型代替照明 

・ 制御室遮蔽  

・ 可搬型酸素濃度計 

・ 可搬型二酸化炭素濃度計 

・ 可搬型窒素酸化物濃度計 

・ ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 
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・ アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

・ 可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

・ 可搬型衛星電話（屋内用）  

・ 可搬型衛星電話（屋外用）  

・ 可搬型トランシーバ（屋内用）  

・ 可搬型トランシーバ（屋外用）  

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置  

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置  

・ 非常用照明  

・ 共通電源車  

・ 第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク  

・ 燃料供給ポンプ  

・ 燃料供給ポンプ用電源ケーブル  

・ 可搬型燃料供給ホース  

・ 可搬型電源ケーブル  

 

b.  重大事故等対処設備及び自主対策設備 

(a)  中央制御室 

中央制御室にとどまるために必要な設備として，代替

中央制御室送風機，制御建屋の可搬型ダクト，制御建屋

可搬型発電機，制御建屋の可搬型分電盤，制御建屋の可

搬型電源ケーブル，軽油貯槽，軽油用タンクローリ，中

央制御室送風機，制御建屋の換気ダクト，制御建屋安全

系監視制御盤，非常用電源建屋の6.9ｋＶ非常用主母
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線，制御建屋の6.9ｋＶ非常用母線，制御建屋の460Ｖ非

常用母線，可搬型代替照明，中央制御室遮蔽，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計，可搬型窒素酸化物

濃度計，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）を重大事故等対処施設とする。 

中央制御室の通信連絡設備及び情報把握計装設備のう

ち，可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬

型衛星電話（屋外用），可搬型トランシーバ（屋内

用），可搬型トランシーバ（屋外用），可搬型情報収集

装置，及び可搬型情報表示装置を重大事故等対処施設と

する。 

以上の重大事故等対処施設により，重大事故等が発生

した場合においても中央制御室に実施組織要員がとどま

ることができるため，以下の設備は自主対策設備と位置

付ける。併せてその理由を示す。 

なお，防護具（全面マスク及び半面マスク等）及び出

入管理区画用資機材については，資機材であるため重大

事故等対処設備とはしない。 

 

・  非常用照明 

上記の非常用照明は，基準地震動による地震力に対し

て十分な耐震性を有していないが，設備が健全である場

合は，照明を確保するための手段として有効である。 
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・  共通電源車，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯

蔵タンク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケ

ーブル，可搬型燃料供給ホース及び可搬型電源ケーブ

ル 

上記の共通電源車及び可搬型電源ケーブルは，全交

流動力電源喪失時に制御建屋中央制御室換気設備の中

央制御室送風機及び非常用照明に給電可能である。ま

た，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油貯蔵タン

ク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブル

及び可搬型燃料供給ホースは，設計基準事故に対処す

るための設備であり重大事故等が発生した場合の機能

を担保できないが，共通電源車に給油可能である。 

共通電源車，第２非常用ディーゼル発電機の燃料油

貯蔵タンク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源

ケーブル，可搬型燃料供給ホース及び可搬型電源ケー

ブルは，設計基準事故に対処するための設備と接続す

ることから，重大事故等が発生した場合の機能を担保

できないが，接続先の設備が健全である場合は，全交

流動力電源喪失時に，制御建屋中央制御室換気設備の

中央制御室送風機に給電し，中央制御室の換気を確保

するための手段として有効である。 

 

・  可搬型よう素フィルタ 
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 上記の可搬型よう素フィルタを考慮せずとも中央制

御室にとどまる実施組織要員の実効線量が７日間で

100ｍＳｖを超えないが，可搬型よう素フィルタは，

制御建屋中央制御室換気設備が大気中に放射性よう素

の有意な値が検出された場合に，実施組織要員に対す

る実効線量をより低減できることから中央制御室の居

住性を確保するための手段として有効である。 

 

(b)  使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとど

まるために必要な設備のうち，代替制御室送風機，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル，

軽油貯槽，軽油用タンクローリ，制御室送風機，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋安全系監視制御盤，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋の6.9ｋＶ非常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の460Ｖ非常用母線，可搬型代替照明，制御室遮

蔽，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計，可搬

型窒素酸化物濃度計，ガンマ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及

び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を重大事故等対処施設
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とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の通信

連絡設備及び情報把握計装設備のうち，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型トランシーバ（屋外用），使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置を重大事故等

対処施設とする。 

以上の重大事故等対処施設により，重大事故等が発生

した場合においても使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室に実施組織要員がとどまることができるた

め，以下の設備は自主対策設備と位置付ける。併せてそ

の理由を示す。 

なお，防護具（全面マスク及び半面マスク等）及び出

入管理区画用資機材については，資機材であるため重大

事故等対処設備とはしない。 

 

・  非常用照明 

上記の非常用照明は，基準地震動による地震力に対し

て十分な耐震性を有していないが，設備が健全である場

合は，照明を確保するための手段として有効である。 

 

・  共通電源車，第１非常用ディーゼル発電機の重油タン

ク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブ
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ル，可搬型燃料供給ホース及び可搬型電源ケーブル 

     上記の共通電源車及び可搬型電源ケーブルは，全交

流動力電源喪失時に使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の制御室送風機及び非常用照明に給電可能であ

る。また，第１非常用ディーゼル発電機の重油タンク，

燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブル，可搬

型燃料供給ホースは，設計基準事故に対処するための設

備であり重大事故等が発生した場合の機能を担保できな

いが，共通電源車に給油可能である。 

共通電源車，第１非常用ディーゼル発電機の重油タン

ク，燃料供給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケーブル，

可搬型燃料供給ホース及び可搬型電源ケーブルは，設計

基準事故に対処するための設備と接続することから，重

大事故等が発生した場合の機能を担保できないが，接続

先の設備が健全である場合は，全交流動力電源喪失時

に，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の制御

室送風機に給電し使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気を確保するための手段として有効であ

る。 

 

c.  手順等 

「重大事故等が発生した場合においても実施組織要員

が制御室にとどまるために必要な対応手段及び設備」に

より選定した対応手段に係る手順を整備する。 
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これらの手順は，重大事故等発生時における実施組織

要員による一連の対応として，中央制御室に関わるもの

は「制御建屋重大事故等発生対応手順書」に，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に関わるものは

「使用済燃料受入れ・貯蔵建屋重大事故等発生対応手順

書」にそれぞれ定める（第10－３表）。 
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1.11.3 重大事故等時の手順等  

1.11.3.1 居住性を確保するための手順等  

(１ )  制御室の換気を確保するための措置の対応手順  

ａ．代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保  

    中央制御室送風機の機能喪失，制御建屋の換気ダクト

の破損又は全交流動力電源喪失により制御建屋中央制御

室換気設備の機能が喪失したと実施責任者が判断してか

ら，実施組織要員が中央制御室にとどまるために，代替

中央制御室送風機，制御建屋の可搬型分電盤 , 制御建屋

の可搬型電源ケーブル及び制御建屋可搬型発電機の設置

並びに制御建屋の可搬型ダクトの敷設により換気経路を

構築し，代替中央制御室送風機による換気運転を行い，

中央制御室の換気を確保する。  

    地震により制御建屋中央制御室換気設備の機能が喪失

したと実施責任者が判断した場合には，現場環境確認を

行った後に対処を開始する。  

    また，火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以

上）を確認し，実施責任者が必要と判断した場合は，事

前の対応作業として，制御建屋可搬型発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確

認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。  

    制御建屋可搬型発電機へ燃料を供給する手順の詳細

は，「８ . 電源の確保に関する手順等」にて整備する。  
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( a )  手順着手の判断基準  

  中央制御室送風機が機能喪失又は制御建屋の換気ダクトの

損傷により，制御建屋中央制御室換気設備が機能喪失，若し

くは，外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機を運

転できないと実施責任者が判断した場合（第 10－４表）  

 ( b )  操作手順  

代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保の手

順の概要は以下のとおり。各手順の成功は，代替中央制御室

送風機が起動し，中央制御室内の酸素濃度が 19％以上，か

つ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であることより確認する。手

順の概要を第 10－５図，タイムチャートを第 10－６図及び第

10－７図，制御建屋の代替中央制御室送風機換気概要図を第

10－８図に示す。  

①  実施責任者は，中央制御室送風機が機能喪失若しくは制御

建屋の換気ダクトの損傷により，制御建屋中央制御室換気

設備が機能喪失していると判断又は地震により外部電源が

喪失し，第２非常用ディーゼル発電機が起動できないと判

断してから，建屋対策班に現場環境確認の実施を指示す

る。  

②  制御建屋対策班は，現場環境確認を実施し，確認結果を実

施責任者に報告する。  

③  実施責任者は，現場環境確認結果に基づき対処に用いる制

御建屋の可搬型ダクト及び制御建屋の可搬型電源ケーブル

の敷設ルートを判断する。  
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④  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班

に代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保の

ための準備を指示する。  

⑤  建屋対策班は，制御建屋の可搬型分電盤を制御建屋内に

設置する。  

⑥  建屋対策班は，制御建屋可搬型発電機と代替中央制御室

送風機を，制御建屋の可搬型分電盤を介して制御建屋の可

搬型電源ケーブルにて接続する。  

また，降灰により制御建屋可搬型発電機が機能喪失するお

それがある場合には，建屋対策班は制御建屋可搬型発電

機を制御建屋内に配置する。  

⑦  建屋対策班は，制御建屋の可搬型ダクトを代替中央制御

室送風機から中央制御室まで敷設する。  

⑧  建屋対策班は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制御

室送風機の起動準備作業完了を実施責任者に報告する。  

⑨  実施責任者は，作業完了を確認後に建屋対策班に制御建

屋可搬型発電機を起動し，その後代替中央制御室送風機の

起動を指示する。  

⑩  建屋対策班は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制御

室送風機を起動し，起動確認後，実施責任者に報告する。  

⑪  実施責任者は，制御建屋可搬型発電機及び代替中央制御室

送風機の状態監視並びに中央制御室内の酸素濃度が 19％以

上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であることを確認

することにより，代替中央制御室送風機による中央制御室
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の換気の確保が出来ていることを判断する。  

 ( c )  操作の成立性  

    上記の代替中央制御室送風機，制御建屋の可搬型分電

盤，制御建屋の可搬型電源ケーブル及び制御建屋可搬型

発電機の設置並びに制御建屋の可搬型ダクトの敷設によ

る換気経路の構築及び運転は，実施責任者等の要員９

人，建屋対策班の班員８人の合計 17人にて作業を実施し

た場合，中央制御室送風機の停止から中央制御室の二酸

化炭素濃度が 1.0％に達する約 26時間（第 10－５表）に対

し，事象発生後，４時間以内で対応可能である。  

    地震による制御建屋中央制御室換気設備の機能が喪失

した場合における現場環境確認は，実施責任者等の要員

９人，建屋対策班の班員６人の合計 15人にて作業を実施

した場合， 50分以内で対応可能であり，現場環境確認及

び代替中央制御室送風機等設置による換気経路の構築及

び運転の全ての作業を実施責任者等の要員９人，建屋対

策班の班員８人の合計 17人にて作業を実施した場合，事

象発生後，４時間以内で対応可能である。  

    また，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

の制御建屋可搬型発電機の屋内への運搬は，実施責任者

等の要員９人，建屋対策班の班員４人の合計 13人にて作

業を実施した場合，１時間 30分以内で実施可能である。

制御建屋可搬型発電機の屋内への運搬及び代替中央制御

室送風機等設置による換気経路の構築及び運転の全ての
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作業を実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員８人

の合計 17人にて作業を実施した場合，事象発生後，４時

間 30分以内で対応可能であることから，重大事故等の対

処への影響を与えることなく作業が可能である。  

    重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マスク

及び半面マスク等）の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理について

は，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。さらに，実施組織要員の作

業場所への移動及び作業においては，作業場所の線量率

の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等

の対処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確実に運搬及び移動

ができるように，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッド

ライトを配備する。  

【補足説明資料： 1.11-12】  

 

ｂ．代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の換気の確保  

    制御室送風機の機能喪失，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の換気ダクトの破損又は全交流動力電源喪失により使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能が喪失
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したと実施責任者が判断してから，実施組織要員が使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室にとどまるた

めに，代替制御室送風機，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型分電盤 , 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型電源ケーブル及び使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機の設置並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクトの敷設により

換気経路を構築し，代替制御室送風機による換気運転を

行い，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

換気を確保する。  

    地震による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設

備の機能が喪失したと実施責任者が判断した場合には，

現場環境確認を行った後に対処を開始する。  

    また，火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以

上）を確認し，実施責任者が必要と判断した場合は，事

前の対応作業として，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備

を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。  

    なお，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機へ燃料を供給する手順の詳細は，「８ . 電源の確保

に関する手順等」にて整備する。  

 

 ( a )  手順着手の判断基準  

1344



制御室送風機が機能喪失又は使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

の換気ダクトの損傷により，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制

御室換気設備が機能喪失，若しくは，外部電源が喪失し，第

１非常用ディーゼル発電機を運転できないと実施責任者が判

断した場合（第 10－４表）  

 ( b )  操作手順  

代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の換気の確保の手順の概要は以下のとおり。各

手順の成功は，代替制御室送風機が起動し，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素濃度が 19％以上，か

つ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であることより確認する。手

順の概要を第 10－９図，タイムチャートを第 10－６図及び第

10－７図，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の代替制御室送風機

換気概要図を第 10－ 10図に示す。  

①  実施責任者は，制御室送風機が機能喪失又は使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋の換気ダクトの損傷により，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能喪失，若しく

は，地震により外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼ

ル発電機が起動できないと判断してから，建屋対策班に

現場環境確認の実施を指示する。  

②  建屋対策班は，現場環境確認を実施し，確認結果を実施

責任者に報告する。  

③  実施責任者は，現場環境確認結果に基づき対処に用いる

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト並
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びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源

ケーブルの敷設ルートを判断する。  

④  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき建屋対策班

に代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の換気の確保のための準備を指示す

る。  

⑤  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型分電盤を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設置す

る。  

⑥  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機と代替制御室送風機を，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤を介して使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブルにて接続

する。  

また，降灰により使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機が機能喪失するおそれがある場合には，

建屋対策班は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に配置する。  

⑦  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型ダクトを代替制御室送風機から使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室まで敷設する。  

⑧  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機及び代替制御室送風機の起動準備作業完了を

実施責任者に報告する。  
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⑨  実施責任者は，作業完了を確認後に建屋対策班に使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機を起動し，

その後代替制御室送風機の起動を指示する。  

⑩  建屋対策班は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機及び代替制御室送風機を起動し，起動確認

後，実施責任者に報告する。  

⑪  実施責任者は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機及び代替制御室送風機の状態監視並びに使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素濃度

が 19％以上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以下であるこ

とを確認することにより，代替制御室送風機による使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気の確保

が出来ていることを判断する。  

 ( c )  操作の成立性  

  上記の代替制御室送風機，使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の可搬型分電盤 , 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の可搬型電源ケーブル及び使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機の設置並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の可搬型ダクトの敷設による換気経路の構築及び

運転は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員４人の

合計 13人にて作業を実施した場合，制御室送風機の停止から

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の二酸化炭素

濃度が 1.0％に達する約 163時間（第 10－５表）に対し，事象

発生後 22時間 30分以内で対応可能である。  
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  地震による使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の

機能が喪失した場合における現場環境確認は，実施責任者等

の要員９人，建屋対策班の班員６人の合計 15人にて作業を実

施した場合， 50分で対応可能であり，現場環境確認及び代替

制御室送風機等設置による換気経路の構築及び運転の全ての

作業を実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員６人の合

計 15人にて作業を実施した場合，作業着手後 22時間 30分以内

で対応可能である。  

  また，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合の使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の屋内への

運搬は，実施責任者等の要員９人，建屋対策班の班員６人の

合計 15人にて作業を実施した場合，１時間 30分以内で実施可

能である。使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電

機の屋内への運搬及び代替制御室送風機等設置による換気経

路の構築及び運転の全ての作業を実施責任者等の要員９人，

建屋対策班の班員６人の合計 15人にて作業を実施した場合，

作業着手後 22時間 30分以内で対応可能であることから，重大

事故等の対処への影響を与えることなく作業が可能である。  

  重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マスク及び半面

マスク等）の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて

着用することとする。線量管理については，個人線量計を着

用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

1348



いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行

うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬

及び移動ができるように，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘ

ッドライトを配備する。  

【補足説明資料： 1.11-12】  

 

(２ )  制御室の照明を確保する措置の対応手順  

ａ．可搬型代替照明による中央制御室の照明の確保  

  非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制御室の

照明が使用できないと実施責任者が判断してから，中央制御

室に可搬型代替照明を設置し，照明を確保する。なお，設置

に当たっては，中央制御室内の中央安全監視室，精製建屋の

蒸発乾固が発生する可能性のある約 10時間後までに事故対処

を実施する準備のための実施組織要員の参集箇所となる第３

ブロック及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の蒸発乾固

が発生する可能性のある約 18時間後までに事故対処を実施す

る準備のための実施組織要員の参集箇所となる第４ブロック

を優先して設置する。  

中央制御室内のその他の実施組織要員の参集箇所となる第

１ブロック，第２ブロック，第５ブロック及び第６ブロック

は，上記の箇所への設置完了後に順次実施する。  

 ( a )  手順着手の判断基準  
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非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により中央制御室の

照明が使用できないと実施責任者が判断した場合（第 10－４

表）  

( b )  操作手順  

全交流動力電源喪失時の可搬型代替照明の設置手順の概要

は以下のとおり。各手順の成功は，可搬型代替照明の点灯に

より確認する。タイムチャートを第 10－６図及び第 10－７図

に，可搬型代替照明の配置概要図を第 10－ 11図及び第 10－ 12

図にそれぞれ示す。  

【補足説明資料： 1.11-4】  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に中央制御室の照明を確保するため，可搬型代替照明の点

灯確認及び可搬型代替照明の設置を指示する。  

②  建屋対策班は，可搬型代替照明を制御建屋内の保管場所か

ら中央制御室内に運搬及び設置し，中央制御室の照明を確

保する。  

③  実施責任者は，中央制御室内の可搬型代替照明の点灯を確

認し，可搬型代替照明の状態監視を行うことにより，可搬

型代替照明による中央制御室の照明の確保が出来ているこ

とを判断する。  

( c )  操作の成立性  

   上記の可搬型代替照明の運搬及び設置は，事象発生後，中

央制御室内の中央安全監視室において，各班長が集まり図

面や手順書等を確認し，対処を検討することから，最優先

1350



に実施する。また，精製建屋の蒸発乾固が発生する可能性

のある約 10時間後までに事故対処を実施する準備のための

第３ブロック及びウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の蒸

発乾固が発生する可能性のある約 18時間後までに事故対処

を実施する準備のための第４ブロックを，他ブロックに優

先して実施する。  

   中央制御室内の中央安全監視室，第３ブロック及び第４ブ

ロックは，事象発生後，中央制御室の非常用照明が消灯す

る２時間後までに可搬型代替照明の設置を実施するため，

建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策

班の班員２人の合計 10人にて作業を実施した場合，中央制

御室内の中央安全監視室は事象発生後１時間 10分以内，第

３ブロック及び第４ブロックは，事象発生後２時間以内で

それぞれ対応可能である。  

   第１ブロック，第２ブロック，第５ブロック及び第６ブロ

ックについては，先行して配置した可搬型代替照明からの

薄明かりによって照らされている状態である。また，可搬

型代替照明設置まで事故対策検討は，中央制御室内の中央

安全監視室にて実施すること及び当該ブロックの管理建屋

のうち，最も事象発生が早い前処理建屋の水素爆発が起こ

る約 73時間以内で十分な照明を確保する必要があることか

ら，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋

対策班の班員４人の合計 12人にて作業を実施した場合，事

象発生後３時間 10分以内で対応可能である。  
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   なお，実施組織要員は，全交流動力電源の喪失による照明

の消灯から可搬型代替照明の設置が完了するまでの間，Ｌ

ＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトにより中央制御

室内の照明を確保するため，中央制御室内の作業に支障を

生じるおそれはない。  

   重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マスク及び半

面マスク等）の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応

じて着用することとする。線量管理については，個人線量

計を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安

に管理する。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及

び作業においては，作業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織要員の被ばく線量を

可能な限り低減する。重大事故等の対処時においては，中

央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時にお

いては，確実に運搬及び移動ができるように，ＬＥＤハン

ドライト及びＬＥＤヘッドライトを配備する。  
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ｂ．可搬型代替照明による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の照明の確保  

   非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用できないと

実施責任者が判断してから，可搬型代替照明を設置し，照

明を確保する。  

 ( a )  手順着手の判断基準  

非常用照明の損傷又は電気設備の損傷により使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用できない

と実施責任者が判断した場合（第 10－４表）  

( b )  操作手順  

全交流動力電源喪失時の可搬型代替照明の設置手順の概要

は以下のとおり。各手順の成功は，可搬型代替照明の点灯に

より確認する。タイムチャートを第 10－６図及び第 10－７図

に，可搬型代替照明の配置概要図を第 10－ 11図及び第 10－ 12

図にそれぞれ示す。  

【補足説明資料： 1.11-4】  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明を

確保するため，可搬型代替照明の点灯確認，可搬型代替照

明の設置を指示する。  

②  建屋対策班は，可搬型代替照明を使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋内の保管場所から使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

内に運搬及び設置し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
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設の制御室の照明を確保する。  

③  実施責任者は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内の可搬型代替照明の点灯を確認し，可搬型代替照明

の状態監視を行うことにより，可搬型代替照明による使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明の確保が

出来ていることを判断する。  

 

( c )  操作の成立性  

  上記の可搬型代替照明の運搬及び設置は，代替制御室送風

機による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換

気の確保と併せて実施するため，建屋外対応班長を除く実施

責任者等の要員８人，建屋対策班の班員４人の合計 12人にて

作業を実施した場合，事象発生後 22時間 30分以内で対応可能

である。  

  なお，実施組織要員は，全交流動力電源の喪失による照明

の消灯から可搬型代替照明の設置が完了するまでの間，ＬＥ

Ｄハンドライト及びＬＥＤヘッドライトにより使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の照明を確保するため，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の作業に支

障を生じるおそれはない。  

  重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，

放射線環境や作業環境に応じた防護具（全面マスク及び半面

マスク等）の配備を行い，移動時及び作業時の状況に応じて

着用することとする。線量管理については，個人線量計を着
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用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業にお

いては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行

うことにより，実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時においては，中央制御室等との連

絡手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運搬

及び移動ができるように，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘ

ッドライトを配備する。  

【補足説明資料： 1.11-4】  

 

(３ )  制御室の酸素等濃度測定に関する措置の対応手順   

ａ．中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定  

  代替中央制御室送風機による中央制御室の換気を開始又は

共通電源車からの受電による制御建屋中央制御室換気設備の

再循環運転を開始したと実施責任者が判断してから，中央制

御室内の居住性確保の観点から，可搬型酸素濃度計及び可搬

型二酸化炭素濃度計により酸素濃度及び二酸化炭素濃度を測

定する。  

 ( a )  手順着手の判断基準  

代替中央制御室送風機にて中央制御室の換気を開始又は共

通電源車からの受電による制御建屋中央制御室換気設備の再

循環運転を開始したと実施責任者が判断した場合（第 10－４

表）  
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( b )  操作手順  

  中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定・管理する

手順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に中央制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を指示

する。  

②  建屋対策班は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃

度計を起動し，中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の測定を行う（測定範囲は，第 10－ 13図を参照）。  

( c )  操作の成立性  

  上記の可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定は，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８人，

建屋対策班の班員２人の合計 10人にて作業を実施した場合，

実施責任者が中央制御室内の居住性確認のため酸素濃度及び

二酸化炭素濃度の測定が必要と判断してから約 10分以内に測

定可能であり，中央制御室送風機の停止から中央制御室の二

酸化炭素濃度が 1.0％に達する約 26時間（第 10－５表）以内に

対応可能である。  

  また，実施責任者は，建屋対策班より，中央制御室内の酸

素及び二酸化炭素の濃度に関する報告を受け，酸素濃度が

19％を下回る場合又は二酸化炭素濃度が 1.0％を上回る場合に

は，酸素及び二酸化炭素の濃度調整を行うため，建屋対策班

に代替中央制御室送風機の予備機への切替運転や外気取入れ

による換気を指示する。  

1356



【補足説明資料： 1.11-3】  

 

ｂ．中央制御室の窒素酸化物の濃度測定  

  再処理施設内で火災又は爆発若しくは化学物質の漏えいに

より窒素酸化物を含む有毒ガスの発生（以下，「窒素酸化物の

発生」という。）が予測されると実施責任者が判断してから，

中央制御室内の居住性確保の観点より，可搬型窒素酸化物濃

度計により窒素酸化物濃度を測定する。  

 ( a )  手順着手の判断基準  

  再処理施設内で火災又は爆発若しくは化学物質の漏えいに

より窒素酸化物の発生が予測されると実施責任者が判断した

場合（第 10－４表）  

( b )  操作手順  

中央制御室の窒素酸化物の濃度を測定する手順の概要は以

下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に中央制御室の窒素酸化物の濃度測定を指示する。  

②  建屋対策班は，可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，中央制

御室内の窒素酸化物濃度の測定を行う（測定範囲は，第 10

－ 13図を参照）。  

( c )  操作の成立性  

  上記の中央制御室の対応は，建屋外対応班長を除く実施責

任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 10人にて作

業を実施した場合，窒素酸化物の発生が予測され，実施責任
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者が窒素酸化物濃度の測定を必要と判断してから約 10分以内

に測定可能であり，代替中央制御室送風機の換気によって中

央制御室内の雰囲気が最も早く置換される２時間以内に対応

可能である。  

  また，実施責任者は，建屋対策班より，中央制御室の窒素

酸化物の濃度に関する報告を受け，窒素酸化物濃度が 0.2ｐｐ

ｍを上回る場合には，窒素酸化物を含んだ外気の取入れを停

止するため，建屋対策班に制御建屋中央制御室換気設備の再

循環ラインの外気遮断ダンパ及び排気遮断ダンパの閉操作並

びに還気遮断ダンパの開操作を指示する。実施責任者は，必

要に応じ，防護具の着装を指示する。防護具の着装に関する

手順の詳細は，「ⅶ．自主対策に関する措置の対応手順   (ⅴ )  

防護具の着装の手順等」にて整備する。  

【補足説明資料： 1.11-12】  

 

ｃ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素及び

二酸化炭素の濃度測定  

  代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の換気を開始又は共通電源車からの受電による使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環運転を開

始したと実施責任者が判断してから，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室内の居住性確保の観点より，可搬型

酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計により酸素濃度及び

二酸化炭素濃度を測定する。  
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 ( a )  手順着手の判断基準  

代替制御室送風機にて使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の換気を開始又は共通電源車からの受電による使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環運転を開

始したと実施責任者が判断した場合（第 10－４表）  

( b )  操作手順  

中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定・管理する手

順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素濃

度及び二酸化炭素濃度の測定を指示する。  

②  建屋対策班は，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃

度計を起動し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測定を行う（測定

範囲は，第 10－ 14図を参照）。  

( c )  操作の成立性  

   上記の可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素濃度計によ

る測定は，建屋外対応班長を除く実施責任者等の要員８

人，建屋対策班の班員２人の合計 10人にて作業を実施した

場合，実施責任者が使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内の居住性確認のため酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の測定が必要と判断してから約 10分以内に測定可能であ

り，制御室送風機の停止から使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の二酸化炭素濃度が 1.0％に達する約 163
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時間（第 10－５表）以内に対応可能である。  

   また，実施責任者は，建屋対策班より，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素及び二酸化炭素の濃

度に関する報告を受け，酸素濃度が 19％を下回る場合又は

二酸化炭素濃度が 1.0％を上回る場合には，酸素及び二酸化

炭素の濃度調整を行うために，建屋対策班に代替制御室送

風機の予備機への切替運転や外気取入れによる換気を指示

する。  

【補足説明資料 1.11-3】  

 

ｄ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化

物の濃度測定  

   再処理施設内で火災又は爆発若しくは化学物質の漏えい

により窒素酸化物の発生が予測されると実施責任者が判断し

てから，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の

居住性確保の観点より，可搬型窒素酸化物濃度計により窒素

酸化物濃度を測定する。  

( a )  手順着手の判断基準  

再処理施設内で火災又は爆発若しくは化学物質の漏えいに

より窒素酸化物の発生が予測されると実施責任者が判断した

場合（第 10－４表）  

( b )  操作手順  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化

物の濃度を測定する手順の概要は以下のとおり。  
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①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸

化物濃度の測定を指示する。  

②  建屋対策班は，可搬型窒素酸化物濃度計を起動し，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物濃度

の測定を行う（測定範囲は，第 10－ 14図を参照）。  

( c )  操作の成立性  

  上記の可搬型窒素酸化物濃度計による測定は，建屋外対応

班長を除く実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人

の合計 10人にて作業を実施した場合，窒素酸化物の発生が予

測され実施責任者が窒素酸化物濃度の測定を必要と判断して

から約 10分以内に測定可能であり，代替制御室送風機の換気

によって使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の

雰囲気が最も早く置換される約 17分以内に対応可能である。  

  また，実施責任者は，建屋対策班より，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物の濃度に関する報

告を受け，窒素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合には，

窒素酸化物を含んだ外気の取入れを停止するため，建屋対策

班に使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環ラ

インの外気取入れ隔離ダンパ及び排気隔離ダンパの閉操作並

びに再循環切替ダンパの開操作を指示する。実施責任者は，

必要に応じ，防護具の着装を指示する。防護具の着装に関す

る手順の詳細は，「ⅶ．自主対策に関する措置の対応手順  

(ⅴ ) 防護具の着装の手順等」にて整備する。  
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【補足説明資料： 1.11-12】  

 

(４ )  制御室の放射線計測に関する措置の対応手順  

ａ．中央制御室の放射線計測  

主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で放射

性物質の放出が予測されると実施責任者が判断してから，中

央制御室内の居住性確保の観点から，ガンマ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）により，中央制御室

内の放射線計測をする。  

( a )  手順着手の判断基準  

  主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施設内

で放射性物質の放出が予測されると実施責任者が判断した場

合（第 10－４表）。  

( b )  操作手順  

  ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）の測定手順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策

班に中央制御室内の放射性物質の測定を指示する。  

②  建屋対策班は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），ア

ルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型

ダストサンプラ（ＳＡ）を起動し，中央制御室内の放射

性物質の測定を行う。  
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 (ｃ )  操作の成立性  

上記のガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・

ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサン

プラ（ＳＡ）による放射線計測は，建屋外対応班長を除く

実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 10

人にて作業を実施した場合，主排気筒モニタが機能喪失

し，かつ，再処理施設内で放射性物質の放出が予測され実

施責任者が放射線の計測が必要と判断してから約 15分以内

に測定可能であり，代替中央制御室送風機の換気によって

中央制御室内の雰囲気が最も早く置換される約２時間以内

に対応可能である。  

 また，実施責任者は建屋対策班より，中央制御室内の放

射性物質の測定結果に関する報告を確認し，2.6μＳｖ／ｈ

を上回る場合には，中央制御室内の実施対策組織要員に対

し防護具（全面マスク及び半面マスク等）の着装を指示す

る。  

 

ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放射線計

測  

主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再処理施設内で放射

性物質の放出が予測されると実施責任者が判断してから，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の居住性確保

の観点より，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ
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ンプラ（ＳＡ）により，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室内の放射性物質を測定する。  

( a )  手順着手の判断基準  

主排気筒モニタが機能喪失しており，かつ，再処理施設内

で放射性物質の放出が予測されると実施責任者が判断した場

合（第 10－４表）。  

( b )  操作手順  

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（Ｓ

Ａ）の測定手順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の放射

性物質の測定を指示する。  

②  建屋対策班は，ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）を起動し，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室内の放射性物質の測定を行う。  

(ｃ )  操作の成立性  

  上記のガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ

（ＳＡ）による放射線計測は，建屋外対応班長を除く実施責

任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 10人にて作

業を実施した場合，主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，再

処理施設内で放射性物質の放出が予測され実施責任者が放射
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線の計測が必要と判断してから約 15分以内に測定可能であ

り，代替制御室送風機の換気によって最も使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の雰囲気が最も早く置換され

る約 17分以内に対応可能である。  

  また，実施責任者は建屋対策班より，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室内の放射性物質の測定結果に関す

る報告を確認し， 2.6μＳｖ／ｈを上回る場合には，使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の実施対策組織要

員に対し防護具（全面マスク及び半面マスク等）の着装を指

示する。  
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1.11.3.2 制御室への汚染の持ち込みを防止するための措置の

対応手順  

(１ ) 中央制御室の出入管理区画の設置及び運用  

各建屋への通常時の入退域ルートを確保できないと実施責

任者が判断してから，中央制御室への汚染の持ち込みを防止

するため，出入管理区画を設置する。  

出入管理区画には，防護具（全面マスク及び半面マスク

等）を脱衣する脱装エリア，放射性物質による要員や物品の

汚染の有無を確認するためのサーベイエリア，汚染が確認さ

れた際に除染を行う除染エリアを設け，建屋対策班が汚染検

査及び除染を行うとともに，出入管理区画の汚染管理を行

う。  

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置し，除染は

紙ウエスでの拭取りを基本とするが，拭取りにて除染できな

い場合には，簡易シャワーにて水洗による除染を行う。簡易

シャワーで発生した汚染水は，必要に応じてウエスへ染み込

ませる等により固体廃棄物として廃棄する。  

また，出入管理区画設置場所付近の全照明が消灯した場合

には，可搬型代替照明を設置する。  

出入管理区画用資機材は，出入管理区画設置場所の付近に

保管する。また，出入管理区画の設置が確実にできるよう，

出入管理区画用資機材は複数の箇所に保管する。  

なお，各建屋にて対処にあたる実施組織要員はサーベイメ

ータを携行し , 建屋出入口付近にて相互に汚染検査を実施す
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る。  

中央制御室における７日間の被ばく評価結果は，各重大事

故の有効性評価の対象としている事象のうち，最も厳しい結

果を与える全交流動力電源の喪失を起因とする「放射線分解

により発生する水素による爆発」と「冷却機能の喪失による

蒸発乾固」の重畳において約１×10－ ３ ｍＳｖであるが，自主

対策として防護具（全面マスク及び半面マスク等）を配備す

る。なお，実施組織要員は，交替要員を確保する。  

ａ．手順着手の判断基準  

各建屋への通常時の入退域ルートを確保できないと実施責

任者が判断した場合（第 10－４表）。  

ｂ．操作手順  

出入管理区画を設置するための手順の概要は以下のとお

り。タイムチャートを第 10－ 15図に示す。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に出入管理建屋玄関又は制御建屋内搬出入口付近の出入管

理区画の設置を指示する。  

②  建屋対策班は，出入管理区画設置場所の照明が確保されて

いない場合，可搬型代替照明を設置し，照明を確保する。  

③  建屋対策班は，出入管理区画用資機材を準備・移動・設置

し，床・壁等の養生シートの状態を確認する。  

④  建屋対策班は，各エリア間にバリア，入口に粘着マット等

を設置する。  

⑤  建屋対策班は，簡易シャワー等を設置する。  
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⑥  建屋対策班は，脱装した防護具を回収するロール袋及びサ

ーベイメータ等を必要な箇所に設置する。  

⑦  建屋対策班は，実施責任者に出入管理区画の設置完了を報

告する。  

ｃ．操作の成立性  

上記の出入管理区画の設置は，建屋外対応班長を除く実

施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員６人の合計 14人

にて作業を実施した場合，重大事故等の対処を実施するた

めの体制移行後に各建屋への通常時の入退域ルートを確保

できないと実施責任者が判断してから，線量計貸出及び実

施組織要員の着装補助が完了する約 30分後に設置を開始

し，近傍の保管場所以外から出入管理区画用資機材の搬出

を考慮しても，重大事故等の対処を実施するための体制移

行後１時間 30分以内に対応可能であり，初動対応班のう

ち，中央制御室に最も早く戻ってくる１時間 30分以内に出

入管理区画の設置が可能である。  

【補足説明資料： 1.11-5】  

 

(２ ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の出入管理

区画の設置及び運用  

各建屋への通常時の入退域ルートを確保できないと実施

責任者が判断してから，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室への汚染の持ち込みを防止するため，出入管

理区画を設置する。  
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出入管理区画には，防護具（全面マスク及び半面マスク

等）を脱衣する脱装エリア，放射性物質による要員や物品

の汚染の有無を確認するためのサーベイエリア，汚染が確

認された際に除染を行う除染エリアを設け，建屋対策班が

汚染検査及び除染を行うとともに，出入管理区画の汚染管

理を行う。  

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置し，除染

は紙ウエスでの拭取りを基本とするが，拭取りにて除染で

きない場合には，簡易シャワーにて水洗による除染を行

う。簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応じてウエ

スへ染み込ませる等により固体廃棄物として廃棄する。  

また，出入管理区画設置場所付近の全照明が消灯した場

合には，可搬型代替照明を設置する。  

出入管理区画用資機材は，出入管理区画設置場所の付近

に保管する。また，出入管理区画の設置が確実にできるよ

う，出入管理区画用資機材は複数の箇所に保管する。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室における

７日間の被ばく評価結果は，各重大事故の有効性評価の対

象としている事象のうち，最も厳しい結果を与える臨界に

おいて約３×10－ ３ ｍＳｖであるが，自主対策として防護具

（全面マスク及び半面マスク等）を配備する。なお，実施

組織要員は，交替要員を確保する。  

ａ．手順着手の判断基準  

実施責任者が各建屋への通常時の入退域ルートを確保でき
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ないと判断し，かつ，重大事故等の対処を実施するため使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室での操作が必要と

判断した場合（第 10－４表）。  

ｂ．操作手順  

出入管理区画を設置するための手順の概要は以下のとお

り。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策

班に使用済燃料受入れ・貯蔵建屋玄関口付近の出入管理

区画の設置を指示する。  

②  建屋対策班は，出入管理区画設置場所の照明が確保され

ていない場合，可搬型代替照明を設置し，照明を確保す

る。  

③  建屋対策班は，出入管理区画用資機材を準備・移動・設

置し，床・壁等の養生シートの状態を確認する。  

④  建屋対策班は，各エリア間にバリア，入口に粘着マット

等を設置する。  

⑤  建屋対策班は，簡易シャワー等を設置する。  

⑥  建屋対策班は，脱装した防護具を回収するロール袋及び

サーベイメータ等を必要な箇所に設置する。  

⑦  建屋対策班は，実施責任者に出入管理区画の設置完了を

報告する。  

ｃ．操作の成立性  

上記の出入管理区画の設置は，建屋外対応班長を除く実

施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員２人の合計 10人
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にて作業を実施した場合，実施責任者が各建屋への通常時

の入退域ルートを確保できないと判断し，かつ，重大事故

等の対処を実施するため使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室での操作が必要と判断してから１時間以内に

対応可能である。           

【補足説明資料：１ .11-5】  

 

1.11.3.3 制御室の通信連絡設備及び情報把握計装設備の設置

に関する措置の対応手順  

（ １ ）  制御室の通信連絡設備の設置に関する措置  

ａ．中央制御室の通信連絡設備の設置の手順  

所内携帯電話が使用できないと実施責任者が判断してか

ら，重大事故等に対処する建屋の屋内と屋外での通信連絡を

確保するため，通信連絡設備の設置の手順に着手する。  

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細は，「 13. 通信

連絡に関する手順等」にて整備する。  

ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の通信連絡

設備の設置の手順  

所内携帯電話が使用できないと判断された場合には，重大

事故等に対処する建屋の屋内と屋外での通信連絡を確保する

ため，通信連絡設備の設置の手順に着手する。  

操作の判断等に関わる通信連絡の手順の詳細は，「 13. 通信

連絡に関する手順等」にて整備する。  

（ ２ ）  制御室の情報把握計装設備の設置に関する措置  
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ａ．中央制御室の情報把握計装設備の設置  

重大事故等が発生した場合には，重大事故等に対処する建

屋の重大事故等対処計装設備のパラメータを収集及び表示す

るため，制御建屋用可搬型情報収集装置及び制御建屋用可搬

型情報表示装置の設置の手順に着手する。  

  操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順の詳細は，

「９ . 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。  

 

ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の情報把握

計装設備の設置  

重大事故等が発生した場合には，重大事故等に対処する建

屋の重大事故等対処計装設備のパラメータを収集及び表示す

るため，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及

び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報表示装置の設置の

手順に着手する。  

  操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順の詳細は，

「９ . 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。  
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1.11.3.4 自主対策に関する措置の対応手順  

以下の対策は，対策を実施するための要員を確保可能な場合に

実施するため，重大事故等対処設備を用いた対処に悪影響を及ぼ

すことはない。  

（ １ ）  制御建屋に接続した共通電源車からの受電による中央制御

室の換気の確保  

 全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対象

の施設の機能維持が可能である場合，制御建屋中央制御室換気

設備による換気の確保のため，制御建屋に共通電源車を接続し，

共通電源車からの受電により制御建屋中央制御室換気設備を

起動し，中央制御室の換気を確保するための手順に着手する。 

ａ．手順着手の判断基準  

代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保の実

施後，実施責任者が制御建屋中央制御室換気設備に損傷が確認

されず，かつ，要員の確保，対策実施の準備ができたと判断し

た場合。  

ｂ．操作手順  

共通電源車を用いた中央制御室の換気を確保するための手

順は以下のとおり。  

制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線へ給電するための電源隔離か

ら共通電源車の起動及び運転状態の確認までは，実施責任者等

９人，建屋対策班の班員 14人にて１時間以内で実施する。  

要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから制御建

屋の 6.9ｋＶ非常用母線の復電を実施責任者等 18人，建屋対策

班の班員２人にて 35分以内で実施する。  
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要員の確保が出来てから負荷起動までは，実施責任者等 18

人，建屋対策班の班員２人にて 10分以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた中央制御室の換気を確保する

ための手順に必要となる合計の要員数は，実施責任者等 18人，

建屋対策班の班員 14人の合計 32人，想定時間１時間 45分以内で

実施する。  

共通電源車を用いたタイムチャートは，第８－６表 に示す。 

各手順の成功は，制御建屋の母線電圧が 6.6ｋＶであること

及び母線電圧低警報が回復することにより確認する。手順の概

要を第 10－ 16図，制御建屋中央制御室換気設備概要図を第 10

－ 17図に示す。  

 

（ ２ ）  非常用電源建屋に接続した共通電源車からの受電による中

央制御室の換気の確保  

 全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対象

の施設の機能維持が可能である場合，制御建屋中央制御室換気

設備による換気の確保のため，非常用電源建屋に共通電源車を

接続し，共通電源車からの受電により制御建屋中央制御室換気

設備を起動し，中央制御室の換気を確保するための手順に着手

する。  

ａ．手順着手の判断基準  

代替中央制御室送風機による中央制御室の換気の確保の実

施後，実施責任者が制御建屋中央制御室換気設備に損傷が確認

さず，かつ，要員の確保，対策実施の準備ができたと判断した

場合。  
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ｂ．操作手順  

共通電源車を用いた中央制御室の換気を確保するための手

順は以下のとおり。  

非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線へ給電するための電

源隔離から共通電源車の起動及び運転状態の確認までは，実施

責任者等９人，建屋対策班の班員 14人にて１時間以内で実施す

る。  

要員の確保が出来てから電源隔離（制御建屋），電源隔離（引

きロック）及び制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の復電を実施責

任者等 18人，建屋対策班の班員６人にて１時間 15分以内で実施

する。  

要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから負荷起

動までは，実施責任者等 18人，建屋対策班の班員２人にて 10

分以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた中央制御室の換気を確保する

ための手順に必要となる合計の要員数は，実施責任者等 19人，

建屋対策班の班員 18人の合計 37人，想定時間は１時間 45分以内

で実施する。  

共通電源車を用いたタイムチャートは，第８－５表 に示す。 

手順の成功は，非常用電源建屋の母線電圧が 6.6ｋＶである

こと及び母線電圧低警報が回復することにより確認する。手順

の概要を第 10－ 18図，制御建屋中央制御室換気設備概要図を第

10－ 17図に示す。  

【補足説明資料： 1.11-9】  

（ ３ ）  使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に接続した共通電源車からの
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受電による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気の確保  

 全交流動力電源喪失において，電源復旧により設計基準対象

の施設の機能維持が可能である場合，使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備による換気の確保のため，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に共通電源車を接続し，共通電源車からの受電に

より使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保す

るための手順に着手する。  

ａ．手順着手の判断基準  

代替制御室送風機による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の換気の確保の実施後，実施責任者が使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備に損傷が確認されず，かつ，

要員の確保，対策実施の準備ができたと判断した場合。  

ｂ．操作手順  

共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気を確保するための手順は以下のとおり。  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 6.9ｋＶ非常用母線へ給電す

るための電源隔離から共通電源車の起動及び運転状態の確認

までは，実施責任者等９人，建屋対策班の班員 22人にて１時間

10分以内で実施する。  

要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の復電を実施責任

者等 16人，建屋対策班の班員２人にて 10分以内で実施する。  

要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから負荷起
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動までは，実施責任者等 16人，建屋対策班の班員２人にて 10

分以内で実施する。  

以上より，共通電源車を用いた使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の換気を確保するための手順に必要となる

合計の要員数は，実施責任者等 16人，建屋対策班の班員 22人の

合計 38人，想定時間は１時間 30分以内で実施する。  

共通電源車を用いたタイムチャートは，第８－７表 に示す。 

手順の成功は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の母線電圧が 6.6

ｋＶであること及び母線電圧低警報が回復することにより確

認する。手順の概要を第 10－ 19図，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備概要図を第 10－ 20図に示す。  

【補足説明資料： 1.11-9】  
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（ ４ ）  可搬型よう素フィルタの設置の手順  

大気中に放射性よう素の有意な値の検出がされ，実施責任者

が要員の確保，対策実施の準備ができたと判断してから，中央

制御室へ放射性よう素の取込みを防止するため，制御建屋中央

制御室換気設備の給気口に可搬型よう素フィルタを設置する

ための手順に着手する。  

ａ．手順着手の判断基準  

可搬型排気モニタリング設備の可搬型ダスト・よう素サンプ

ラにて放射性よう素の有意な値を検出し，実施責任者が要員の

確保，対策実施の準備ができたと判断した場合。  

ｂ．操作手順  

制御建屋中央制御室換気設備に可搬型よう素フィルタユニ

ットを設置する手順の概要は以下のとおり。  

①  実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に制御建屋中央制御室換気設備への可搬型よう素フィルタ

ユニットの設置を指示する。  

②  建屋対策班は，制御建屋中央制御室換気設備が再循環運転

中であることを確認する。  

③  建屋対策班は，可搬型よう素フィルタユニットを給気口に

接続し，可搬型よう素フィルタユニットによう素フィルタ

を設置する。  

④  よう素フィルタユニット設置後，二酸化炭素濃度が 1.0％以

上になる 26時間以内に外気取入れを開始する。  

 

上記の設置は，建屋対策班２人にて，実施責任者が要員の確
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保，対策実施の準備ができたと判断した時から可搬型よう素フ

ィルタユニットの設置が完了するまで約 30分以内で対応可能

である。  
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（ ５ ）  防護具の着装の手順等  

ａ．手順着手の判断基準  

（ a）  対処にあたる現場環境において，第 10－ 1 表に記載の対

処の阻害要因である酸欠，溢水，薬品，汚染及びその他

（内部被ばく防止を考慮）の発生が予測されると判断し

た場合。  

（ b） 中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室にて，制御室の放射線計測に関する措置の対応手

順にて実施する放射線計測にて， 2.6μＳｖ／ｈ以上を

計測し，実施責任者が必要と判断した場合。  

 

なお，防護具の着装の手順等が必要な対策のうち，有

毒ガス防護に係る措置においては，「建屋対策班」に加

えて「制御室内の実施組織要員」に対しても指示する。  

 

ｂ．操作手順  

第 10－ 1 表に記載の対処の阻害要因である酸欠，溢水，薬

品，汚染及びその他（内部被ばく防止を考慮）に適合する防護

具（全面マスク及び半面マスク等）を選定し，着装する。着装

の手順の概要は以下のとおり。  

（ a）  汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣（放射性物質）の

着装手順  

①  実施責任者は，作業着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に管理区域用管理服の着装を指示する。  
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②  建屋対策班は管理区域用管理服を着装する。  

③  建屋対策班は汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣（放

射性物質）の健全性を確認する。  

④  建屋対策班は汚染防護衣（化学物質）又は汚染防護衣（放

射性物質）を管理区域用管理服の上に着装する。必要に応

じて，酸素呼吸器の面体，耐薬品用長靴及び耐薬品用グロ

ーブをテープで固定する。  

（ b）  耐薬品用長靴の着装手順  

①  実施責任者は，作業着手の判断基準に基づき，建屋対策班

に耐薬品用長靴の着装を指示する。  

②  建屋対策班は耐薬品用長靴を着装する。  

③  建屋対策班は a )の手順で着装した汚染防護衣（化学物質）

又は汚染防護衣（放射性物質）を耐薬品用長靴の上に被せ

てテープで固定する。  

（ c）  酸素呼吸器の着装手順  

①  建屋対策班は酸素呼吸器及び酸素呼吸器の面体を点検す

る。  

②  建屋対策班は酸素呼吸器の面体を着装し，酸素呼吸器を背

負う。  

③  建屋対策班は酸素呼吸器と酸素呼吸器の面体を接続して

給気バルブを開き，呼吸ができることを確認する。  

（ d）  防毒マスクの着装手順  

①  建屋対策班は防毒マスク及び指示された吸収缶を点検す

る。  
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②  建屋対策班は防毒マスクに指示された吸収缶が取り付け

られていることを確認した後，着装する。  

【補足説明資料： 1.11-6】  

【補足説明資料： 1.11-12】  
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1.11.4 重大事故等時の対応手段の選択  

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。  

制御建屋中央制御室換気設備の機能が喪失した場合には，中

央制御室の換気を確保するための措置の対応手順に従い，代替

中央制御室送風機により，中央制御室の換気を確保する。  

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備の機能が喪失し

た場合には，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

換気を確保するための措置の対応手順に従い，代替制御室送風

機により，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換

気を確保する。  

中央制御室の照明が使用できない場合には，可搬型代替照明

を設置し，照明を確保する。  

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使

用できない場合には，可搬型代替照明を設置し，照明を確保す

る。  

実施責任者が重大事故等の対処を実施するための体制移行

が必要と判断した場合には，出入管理建屋玄関又は制御建屋内

搬出入口付近に出入管理区画を設置し，中央制御室への汚染の

持ち込みを防止する。また，実施責任者が使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室での操作が必要と判断した場合に

は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋玄関口付近にも出入管理区画

を設置し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室への

汚染の持ち込みを防止する。  

これらの対応手段の他に制御建屋中央制御室換気設備の健
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全性が確保されている場合には，自主対策の設備及び手順に従

い，非常用電源建屋又は制御建屋に共通電源車を接続し，共通

電源車からの受電により制御建屋中央制御室換気設備を起動

し中央制御室の換気を確保するとともに，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の健全性が確保されている場合には，

自主対策の設備及び手順に従い，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に共通電源車を接続し，共通電源車からの受電により使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備を起動し使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保する対応手順を選

択することができる。  
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1.11.5 その他の手順項目について考慮する手順  

電気設備の操作の判断等に関わる手順については，「８ .  電

源の確保に関する手順等」にて整備する。  

計装設備の操作の判断等に関する手順については，「９ . 事

故時の計装に関する手順等」にて整備する。  

通信連絡の操作の判断等に関わる手順については，「 13. 通

信連絡に関する手順等」にて整備する。  
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中央制御室の
居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー分析

第1.11－１図 中央制御室の居住性確保（換気）のための措置のフォールトツリー分析（１／４）
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凡例 
   ：操作・確認 
   ：判断 
   ：監視 

中央制御室の居住性の状況※1 

中央制御室送風機、照明設備は
機能維持しているか 居住性監視継続 

可搬型代替照明の設置 代替中央制御室送風機へ 
制御建屋可搬型発電機 

の接続・起動※2 

代替中央制御室送風機

及び制御建屋可搬型発

電機の状態監視 
環境測定設備による 
制御室環境監視※3 

機能維持している 

機能喪失している 

可搬型代替照明

の状態監視 

※１ 設備の状況を確認し以下の状況を確認した際 
・中央制御室送風機Ａ及び中央制御室送風機Ｂの機能喪失により制御 

建屋中央制御室換気設備が機能喪失している場合 
・中央制御室換気ダクトの損傷により制御建屋中央制御室換気設備が 

機能喪失している場合 

・運転保安灯及び直流非常灯の損傷により中央制御室の照明が使用で 

きない場合 

・電気設備(Ａ系)、電気設備(Ｂ系)及び電気設備(生産系)の損傷によ 

り中央制御室の照明が使用できない場合 

 

※2 
・建屋東側保管エリアの可搬型発電機，３Ｆ保管エリアの代替中央制 

御室送風機を使用することを原則とする。 

・保管エリアの現場確認の結果，異常がある場合は，建屋西側保管エ 

リアの可搬型発電機，２Ｆ保管エリアの代替中央制御室送風機を使 

用する。 

第１.11－５図 中央制御室の居住性確保の手順の概要 

※3 
・定期的に中央制御室内の酸素濃度，二酸化炭素濃度を測定する。 
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使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵
施設の制御室の居住性の状況※1 

制御室送風機、照明設備は機能
維持しているか 

居住性監視継続 

可搬型代替照明の設置 代替制御室送風機へ 
使用済燃料の受入れ施設及
び貯蔵施設の可搬型発電機 

の接続・起動※2 

代替制御室送風機及び

可搬型発電機の 
状態監視 

環境測定設備による 
制御室環境監視※3 

機能維持している 

機能喪失している 

可搬型代替照明

の状態監視 

※１ 設備の状況を確認し以下の状況を確認した際 
・制御室送風機Ａ及び制御室送風機Ｂの機能喪失により使用済燃料受 

入れ・貯蔵建屋制御室換気設備が機能喪失している場合 
・制御室換気ダクトの損傷により使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室 

換気設備が機能喪失している場合 

・運転保安灯及び直流非常灯の損傷により使用済燃料の受入れ施設及 

び貯蔵施設の制御室の照明が使用できない場合 

・電気設備(Ａ系)、電気設備(Ｂ系)及び電気設備(生産系)の損傷によ 

り使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の照明が使用でき 

ない場合 

 

 
※2 
・建屋南側保管エリアの可搬型発電機，１Ｆ保管エリアの代替制御室 

送風機を使用することを原則とする。 

・保管エリアの現場確認の結果，異常がある場合は，建屋北側保管エ 

リアの可搬型発電機，２Ｆ保管エリアの代替中央制御室送風機を使 

用する。 

第１.11－10図 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の居住性確保の手順の概要 

 

※3 

・定期的に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸素濃 

度，二酸化炭素濃度を測定する。 

凡例 
   ：操作・確認 
   ：判断 
   ：監視 
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第 43 条  
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可搬型電源ケーブル敷設・接続

第1.11-17図 共通電源車を用いた中央制御室の換気機能の復旧手順の概要（制御建屋給電）

：操作・確認

：判断

：監視

：中央制御室の換気機能の復旧

凡例

重大事故等への対処の移行・
着手判断※１

中央制御室送風機の起動

制御建屋への
給電開始

共通電源車を接続する受電系統※２
の判断

共通電源車から制御建屋へのアクセ
スルートの整備

共通電源車を接続する燃料油供給系
統※３の判断

共通電源車の起動

可搬型燃料供給ホース敷設・接続

共通電源車
運転状態確認

制御建屋における各機器の引きロック
及び電源隔離

電源供給の判断

中央制御室送風機
運転状態確認

※１ 重大事故等への対処の移行・着手判断
・全交流動力電源の喪失に伴う、中央制御室の換気機能が喪失した場合
・外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機が手動起動できない場合
・要員の確保，対策実施の準備ができたと判断した場合

※２

※３

6.9ｋＶ非常用母線

Ａ系現場確認結果

6.9ｋＶ非常用母線

Ｂ系現場確認結果

燃料油系統Ａ系

現場確認結果

燃料油系統Ｂ系

現場確認結果

Ａ系使用 Ｂ系使用

Ａ系使用 Ｂ系使用

異常なし

異常なし

異常有り

異常有り

異常なし

異常なし

制御建屋への
給電成功判断 ※４

※４ 制御建屋への給電成功判断
・制御建屋の母線電圧が6.6ｋＶであること
・制御建屋の母線電圧低警報が回復したこと
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可搬型電源ケーブル敷設・接続

第1.11-21図 共通電源車を用いた中央制御室の換気機能の復旧手順の概要（非常用電源建屋給電）

：操作・確認

：判断

：監視

：中央制御室換気機能の復旧

凡例

重大事故等への対処の移行・
着手判断※１

非常用電源建屋への給電開始

共通電源車を接続する受電系統※２
の判断

共通電源車から非常用電源建屋への
アクセスルートの整備

共通電源車を接続する燃料油供給系
統※２の判断

共通電源車の起動

可搬型燃料供給ホース敷設・接続

共通電源車
運転状態確認

各建屋※５における各機器の引き
ロック及び電源隔離

電源供給の判断

※１ 重大事故等への対処の移行・着手判断
・全交流動力電源の喪失に伴う中央制御室の換気機能が喪失した場合
・外部電源が喪失し，第２非常用ディーゼル発電機が手動起動できない場合
・要員の確保，対策実施の準備ができたと判断した場合

※２

※３

6.9kV非常用主母線

Ａ系現場確認結果

6.9kV非常用主母線

Ｂ系現場確認結果

燃料油系統Ａ系

現場確認結果

燃料油系統Ｂ系

現場確認結果

Ａ系使用 Ｂ系使用

Ａ系使用 Ｂ系使用

異常なし

異常なし

異常有り

異常有り

異常なし

異常なし

※５ 前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋

非常用電源建屋への
給電成功判断 ※４

※４ 非常用電源建屋への給電成功判断
・非常用電源建屋の母線電圧が6.6ｋＶであること
・非常用電源建屋の母線電圧低警報が回復したこと

制御建屋への給電確認後の
中央制御室送風機の起動

中央制御室送風機
運転状態確認
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可搬型電源ケーブル敷設・接続

第1.11-24図 共通電源車を用いた使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気機能の復旧手順の概要

：操作・確認

：判断

：監視

：使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

換気機能の復旧

凡例

重大事故等への対処の移行・
着手判断※１

制御室送風機の起動

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への
給電開始

共通電源車を接続する受電系統※２
の判断

共通電源車から非常用電源建屋への
アクセスルートの整備

共通電源車を接続する燃料油供給系
統※３の判断

共通電源車の起動

可搬型燃料供給ホース敷設・接続

共通電源車
運転状態確認

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋における
各機器の引きロック及び電源隔離

電源供給の判断

制御室送風機
運転状態確認

※１ 重大事故等への対処の移行・着手判断
・全交流動力電源の喪失に伴う、使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の換気機能が喪失した場合
・外部電源が喪失し，第１非常用ディーゼル発電機が手動起動できない場合

※２

※３

6.9kV非常用母線

Ａ系現場確認結果

6.9kV非常用母線

Ｂ系現場確認結果

燃料油系統Ａ系

現場確認結果

燃料油系統Ｂ系

現場確認結果

Ａ系使用 Ｂ系使用

Ａ系使用 Ｂ系使用

異常なし

異常なし

異常有り

異常有り

異常なし

異常なし

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への
給電成功判断 ※４

※４ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への給電成功判断
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の母線電圧が6.6ｋＶであること
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の母線電圧低警報が回復したこと
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資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料1.11-1 （欠番）

補足説明資料1.11-2 審査基準、基準規則と対処設備との対応表 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料1.11-3 制御室換気系再循環運転時の酸素及び二酸化炭素濃度について 令和2年3月13日 3 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料1.11-4 可搬型照明（SA)の配置について 令和2年3月13日 2 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料1.11-5 チェンジエリアについて 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料1.11-6 中央制御室内に配備する資機材の数量について 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし
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補足説明資料1.11-9 重大事故等対処設備を用いた対応と自主対策を並行して実施した場合の悪影響の防止について 令和2年4月28日 2 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料1.11-10 自主対策設備仕様 令和2年1月22日 1 内容精査の結果, 変更なし
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技術的能力（１．１１ 制御室の居住性等に関する手順等）

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
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補足説明資料 1.11－ 3 

 

制御室換気系再循環運転時の  

酸素及び二酸化炭素濃度について  

 

 制御室の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の評価を，「空気調和・

衛生工学便覧  空気調和設備設計」に基づき実施した。  

 

１．酸素濃度，二酸化炭素濃度に関する法令要求について  

酸素濃度・二酸化炭素濃度計による室内酸素濃度，二酸化炭

素濃度管理は，「労働安全衛生法」，ＪＥＡＣ 4622－ 2009「原子

力発電所中央制御室運転員等の事故時被ばくに関する規定」及

び「鉱山保安施行規則」に基づき，酸素濃度が 19％以上，かつ

二酸化炭素濃度が 1％以下で運用する。  

 

補 1.11-3-1 
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（１） 酸素濃度

酸素欠乏症等防止規則（一部抜粋）  

（定義）  

第二条  この省令において，次の各号に掲げる用語の意義は，

それぞれ当該各号に定めるところによる。  

一  酸素欠乏  空気中の酸素の濃度が十八パーセント未満で

ある状態をいう。  

（換気）  

第五条  事業者は，酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場

合は，当該作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を十八パ

ーセント以上（第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあっ

ては，空気中の酸素の濃度を十八パーセント以上，かつ，

硫化水素の濃度を百万分の十以下）に保つように換気しな

ければならない。ただし，爆発，酸化等を防止するため換

気することができない場合または作業の性質上換気する

ことが著しく困難な場合は，この限りでない。

「鉱山保安法施行規則」（一部抜粋）

第十六条の一  

一 鉱山労働者が作業し，又は通行する坑内の空気の酸素含有

率は十九パーセント以上とし，炭酸ガス含有率は一パーセ

ント以下とすること。
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第１表  酸素濃度の人体への影響について (［出典］厚生労働省

ホームページ（抜粋） ) 

酸素濃度  症状等  

21％  通常の空気の状態  

18％  安全限界だが連続換気が必要  

16％  頭痛，吐き気  

12％  目まい，筋力低下  

８％  失神昏倒， 7～ 8分以内に死亡  

６％  瞬時に昏倒，呼吸停止，死亡  

 

 

（２）  二酸化炭素濃度  

 「鉱山保安法施行規則」（一部抜粋）  

 第十六条の一  

 一  鉱山労働者が作業し，又は通行する坑内の空気の酸素含有

率は十九パーセント以上とし，炭酸ガス含有率は一パーセ

ント以下とすること。  
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第 10表  二酸化炭素濃度の人体への影響について（［出典］消防

庁「二酸化炭素消火設備の安全対策について（通知）」平成８

年９月 20日）  

二 酸 化 炭素 濃

度  

症 状 発 現 ま で の 暴 露

時間  

人体への影響  

＜ 2％   は っ き り し た 影 響 は

認められない  

2％～ 3％  5～ 10分  呼 吸 深 度 の 増 加 ， 呼

吸数の増加  

3％～ 4％  10～ 30分  頭痛，めまい，悪心，

知覚低下  

4％～ 6％  5～ 10分  上 記 症 状 ， 過 呼 吸 に

よる不快感  

6％～ 8％  10～ 60分  意 識 レ ベ ル の 低 下 ，

そ の 後 意 識 喪 失 へ 進

む，ふるえ，けいれん

な ど の 不 随 意 運 動 を

伴うこともある  

8％～ 10％  1～ 10分  同上  

10％＜  ＜  数分  意 識 喪 失 ， そ の 後 短

時 間 で 生 命 の 危 険 あ

り  

30％  8～ 12呼吸  同上  
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２．中央制御室の必要空気換気量  

 

 （ １ ）  酸素濃度基準に基づく必要換気量  

ａ．収容人数：ｎ＝ 164 名  

ｂ．吸気酸素濃度：ａ＝ 21.0％（標準大気の酸素濃度）  

ｃ．許容酸素濃度：ｂ＝ 19％（鉱山保安法施行規則）  

ｄ．成人の呼吸量：ｃ＝ 0.48ｍ 3／ｈ／人（空気調和・衛生

工学便覧）  

ｅ．乾燥空気換算酸素濃度：ｄ＝ 16.4％（空気調和・衛生工

学便覧）  

ｆ．必要換気量：Ｑ１ ＝ 100×ｃ×ｎ／（ａ－ｂ）ｍ３ ／ｈ（空

気調和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換気量）  

Ｑ１ ＝ 100×0.48×164÷（ 21－ 19）  

＝ 3,936ｍ 3／ｈ  

 

（ ２ ）  二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量  

ａ．収容人数：ｎ＝ 164 名  

ｂ．許容二酸化炭素濃度：Ｃ＝ 1.0％（鉱山保安法施行規則）  

ｃ．大気二酸化炭素濃度：Ｃｏ ＝ 0.03％（標準大気の二酸化

炭素濃度）  

ｄ．呼吸による二酸化炭素発生量：Ｍ＝ 0.030ｍ 3／ｈ／人

（空気調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度の吐

出し量）  

ｅ．必要換気量：Ｑ２ ＝ 100×Ｍ×ｎ／（Ｃ－Ｃｏ ）ｍ３ ／ｈ
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（空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭素基準の必要換

気量）  

Ｑ２ ＝ 100×0.030×164÷（ 1.0-0.03）  

＝ 507.22 

≒ 507 ｍ 3／ｈ

以上により，中央制御室使用に必要な空気供給量は酸素

濃度基準の 3936ｍ 3／ｈとする。  
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３．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の必要空気換

気量  

 

 （ １ ）  酸素濃度基準に基づく必要換気量  

ａ．収容人数：ｎ＝ 10 名  

ｂ．吸気酸素濃度：ａ＝ 21.0％（標準大気の酸素濃度）  

ｃ．許容酸素濃度：ｂ＝ 19％（鉱山保安法施行規則）  

ｄ．成人の呼吸量：ｃ＝ 0.48ｍ 3／ｈ／人（空気調和・衛生

工学便覧）  

ｅ．乾燥空気換算酸素濃度：ｄ＝ 16.4％（空気調和・衛生工

学便覧）  

ｆ．必要換気量：Ｑ１ ＝ 100×ｃ×ｎ／（ａ－ｂ）ｍ３ ／ｈ（空

気調和・衛生工学便覧の酸素基準の必要換気量）  

Ｑ１ ＝ 100×0.48×10÷（ 21－ 19）  

＝ 240ｍ 3／ｈ  

 

（ ２ ）  二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量  

ａ．収容人数：ｎ＝ 10 名  

ｂ．許容二酸化炭素濃度：Ｃ＝ 1.0％（鉱山保安法施行規則）  

ｃ．大気二酸化炭素濃度：Ｃｏ ＝ 0.03％（標準大気の二酸化

炭素濃度）  

ｄ．呼吸による二酸化炭素発生量：Ｍ＝ 0.030ｍ 3／ｈ／人

（空気調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度の吐

出し量）  
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ｅ．必要換気量：Ｑ２ ＝ 100×Ｍ×ｎ／（Ｃ－Ｃｏ ）ｍ３ ／ｈ

（空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭素基準の必要換

気量）  

Ｑ２ ＝ 100×0.030×10÷（ 1.0-0.03）  

＝ 30.9 

≒ 31 ｍ 3／ｈ  

以上により，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室使用に必要な空気供給量は酸素濃度基準の 240ｍ 3／ｈ

とする。  
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４．無換気状態での中央制御室の二酸化炭素許容限界濃度までの

時間について  

 

質量保存の法則より、微小時間 dt 間の室内 CO2 濃度 C( t )の変化

量 dC( t )は、以下のように示される。  

 

dC( t )＝ {Q・C0+q－Q・C( t ) }dt/V…式①  

 

Q：外気取入れ量 (㎥ /ｈ )  

C0：外気 CO2 濃度 (%vol)  

C( t )：時刻 t における室内 CO2 濃度 (%vol)  

q：CO2 発生量（㎥ /ｈ）  

V：室内容積（㎥）  

t：二酸化炭素の許容限界濃度までの時間 (h) 

 

この微分方程式を、ｔ＝ 0 で C( t )＝C( 0 )として解くと、C( t )は以下

のようになる。  

  C( t )＝ {C( 0 )－ C0－ｑ /Q}exp（－Qt/V） +C0+ｑ /Q…式②  

ここで、長時間換気されている定常状態の CO2 濃度は、 t＝∞と

すると、  

  C(∞ )＝C0+q/Q…式③  

で示され、また、外気取入れ量 Q＝ 0 とすると、式①より  

  C( t )＝C(０ )+q・ t /V…式④  

 

1421



外気中の CO2 濃度 0.03％ vol（一定）より、  

   C0＝ 0.03％ vol…⑤  

 

室内の CO2 発生量 q は、中央制御室及び中央安全監視室内にい

る実施組織要員の想定人数 164 人が、極軽作業時の発生量（ 0.022

㎥ /ｈ）と同等の呼吸を実施していると想定すると、  

   q＝ 0.022×164＝ 3.608 ㎥ /ｈ…⑥  

 

室内容積は、安全側として中央制御室及び中央安全監視室の天井

以下の居住空間のみの容積として、  

V=8910+900＝ 9810 ㎥…⑦  

 

また二酸化炭素の許容限界濃度は、鉱山保安法施行規則第十六条

の一より、 1％以下とすることから  

   C(t)＝ 1.0％ vol…⑧  

 

これより、二酸化炭素の許容限界濃度までの時間 (h)は、式④に

⑤～⑧を代入して、  

   1.0/100＝ 0.03/100+3.608・ t /9810 

   t＝（ 1.0－ 0.03） /100・ 9810/3.608 

   t＝ 26.37 

   t＝ 26ｈ  

以上より、無換気状態で中央制御室の二酸化炭素許容限界濃度ま

での時間は、約 26 時間程度となる。  
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５．無換気状態での使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の二酸化炭素許容限界濃度までの時間について  

 

質量保存の法則より、微小時間 dt 間の室内 CO2 濃度 C( t )の変化

量 dC( t )は、以下のように示される。  

 

dC( t )＝ {Q・C0+q－Q・C( t ) }dt/V…式①  

 

Q：外気取入れ量 (㎥ /ｈ )  

C0：外気 CO2 濃度 (%vol)  

C( t )：時刻 t における室内 CO2 濃度 (%vol)  

q：CO2 発生量（㎥ /ｈ）  

V：室内容積（㎥）  

t：二酸化炭素の許容限界濃度までの時間 (h) 

 

この微分方程式を、ｔ＝ 0 で C( t )＝C( 0 )として解くと、C( t )は以下

のようになる。  

  C( t )＝ {C( 0 )－ C0－ｑ /Q}exp（－Qt/V） +C0+ｑ /Q…式②  

ここで、長時間換気されている定常状態の CO2 濃度は、 t＝∞と

すると、  

C(∞ )＝C0+q/Q…式③  

で示され、また、外気取入れ量 Q＝ 0 とすると、式①より  

  C( t )＝C(０ )+q・ t /V…式④  
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外気中の CO2 濃度 0.03％ vol（一定）より、  

  C0＝ 0.03％ vol…⑤  

 

室内の CO2 発生量 q は、使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内にいる実施組織要員の想定人数 10 人が、極軽作業時

の発生量（ 0.022 ㎥ /ｈ）と同等の呼吸を実施していると想定する

と、  

   q＝ 0.022×10＝ 0.22 ㎥ /ｈ…⑥  

 

室内容積は、安全側として使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の天井以下の居住空間のみの容積として、  

V=3714.5 ㎥…⑦  

 

また二酸化炭素の許容限界濃度は、鉱山保安法施行規則第十六条

の一より、 1％以下とすることから  

   C(t)＝ 1.0％ vol…⑧  

これより、二酸化炭素の許容限界濃度までの時間 (h)は、式④に

⑤～⑧を代入して、  

   1.0/100＝ 0.03/100+0.22・ t /3714.5 

   t＝（ 1.0－ 0.03） /100・ 3714.5/0.22 

   t＝ 163.78ｈ  

以上より、無換気状態で使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の二酸化炭素許容限界濃度までの時間は、約 163 時間程

度となる。  
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補足説明資料 １.11-６ 

１．中央制御室内に配備する資機材の数量について 

 

（１） 防護具の準備個数 

重大事故等の対応により中央制御室での実施組織要員は 163 人（待機

要員含む）となることから，防護具は，再処理施設用として原則 170 人分

以上の数量を備える。 

なお，準備する防護具のうち，酸素呼吸器，汚染防護衣（化学物質），

耐薬品用グローブ及び耐薬品用長靴については，現場環境確認以降に再使

用が可能，かつ，対策班の間で装備の融通が可能であり，現場環境確認の

結果に応じて必要装備の低減が図れることから，最大必要数は以下のとお

りとなる。 

① 現場環境確認者 32 人 

 内訳：各班３人×各建屋２人×５建屋※１+２人×１班※２＝32 人 

   ※１：前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋 

   ※２：使用済み燃料受入れ・貯蔵建屋 

②要員管理班員 ２人 

② 建屋対策班 36 人 

 

合計 70 人（①+②+③） 

 

以上より，再使用前提の防護具は，90 人分以上の数量を備える。 

準備する防護具の内訳を第 16 表に示す。  

1426



第 16 表 防護具類 

 (1)放射線防護資機材 

区分 品名 数量 保管場所 

放射線

管理及

び有毒

ガス用

資機材 

防護具 

・酸素呼吸器：90 台以上 

・汚染防護衣（化学物質）：90 着以上 

・耐薬品用グローブ：90 双以上 

・耐薬品用長靴：90 足以上 

・全面マスク：150 個以上 

・半面マスク：150 個以上 

・アノラック：150 着以上 

・汚染防護衣（放射性物質）：2,100 着

以上（150 人×２回×７日間） 

・ゴム手袋：2,100 双以上（150 人×２

回×７日間） 

・安全帯：６本以上 

制御建屋 

測定機材 

・警報付ポケット線量計：150 台以上 

・アルファ・ベータ線用サーベイメー

タ：15 台以上 

・ガンマ線用サーベイメータ：15 台以

上 

・作業時間計測器（時計、ストップウ

ォッチ等）：40 個以上（６建屋×２班

×３台（予備含む）） 

制御建屋 

資料 

対処に必

要な資料 

・事業許可申請書/設工認図書 

・系統説明図 ・単線結線図 

・機器配置図 ・運転手順書  等 

・展開接続図 

制御建屋 

（中央制御

室） 

その他 

可搬型照

明・測定器 

・LED ハンドライト及びヘッドライト：

150 個以上 

・二酸化炭素濃度計：50 台以上 

・酸素濃度系：50 台以上 

・NOx 濃度計：50 台以上 

・絶縁抵抗計：３台以上 

制御建屋 

非常食・飲

料水 

非常食：450 食以上（中央制御室にい

る要員 

総計 150 人×３食×１日） 

飲料水：300L 以上（中央制御室にいる

要員 

総計 150 人×２L×１日） 

制御建屋 
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（２） 薬品防護具一覧 

装備品 耐薬品性 保管場所 

汚染防護衣（化学

物質） 
薬品全般 

中央制御室：（７５６着）※2 

耐薬品用グローブ 中央制御室： 

（１０８セット）※3，4 耐薬品用長靴 

防毒マスク 飛沫からの防護、

揮発性の薬品に対

応 

中央制御室：（１９０個）※3，5 

吸収缶 中央制御室：（１３２７セット）
※6 

酸素呼吸器 揮発性の薬品に対

応 

中央制御室：（１０８セット）※

3，4 
※1 上記の表の装備品一式をセットして保管場所に配備する。 
※2 1 着/人×90 人×７日間＋予備（90 着×７日×0.2）＝756 着 
※3 装備品は洗浄し再使用する。 
※4 1 セット/人×90 人（初動対応要員）＋予備（90 セット×0.2）＝108
セット 
※5 1 個/人×158 人（中央制御室にいる要員）＋予備（158 個×0.2）＝
190 個 
※6 158 人×７日間＋予備（1106 セット×0.2）＝1327 セット 
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補足説明資料 1.11-11 

重大事故対策の成立性 

１．制御室の換気を確保するための措置の対応手順 

ａ．代替中央制御室送風機による中央制御室の換気確保 

(ａ)所要時間 

作業内容 
想定作業時

間 
実績等※ 備考 

現場状況確認 50 分 約 50 分 現場状況の確認を 50 分/6 名（制御建屋対策班）と想定 

制御建屋可搬型発電

機の起動準備 
2 時間 50 分 

約 2 時間

50 分 

ケーブル長さ約 50ｍ，ケーブル敷設 50ｍ/10 分/2 名（制御建屋

対策班）と想定。想定作業時間は，発電機準備作業等含む。

代替中央制御室送風

機の起動準備 
2 時間 50 分 

約 2 時間

50 分 

ダクト長さ約 300ｍ，ダクト敷設 50ｍ/10 分/2 名（制御建屋対

策班）と想定。想定作業時間は，送風機準備作業等含む。 

制御建屋可搬型発電

機の起動 
10 分 約 10 分 起動操作を 10 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

代替中央制御室送風

機の起動 
10 分 約 10 分 起動操作を 10 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。

 移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

 操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

 連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装置,可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用）にて行う。通信連絡を行うために必要な設備
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の詳細については，「１．14 通信連絡に関する手順

等」にて整備する。 
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 ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気を確保す

るための手順 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

現場状況確認 40 分 約 40 分 現場状況の確認を 40 分/6 名（制御建屋対策班）と想定 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可

搬型発電機の起動準

備 

25 分 約 25 分 

ケーブル長さ約 120ｍ，ケーブル敷設 100ｍ/10 分/4 名（制御

建屋対策班）と想定。想定作業時間は，発電機準備作業等含

む。 

代替制御室送風機の

起動準備 
25 分 約 25 分 

ダクト長さ約 300ｍ，ダクト敷設 50ｍ/10 分/2 名（制御建屋

対策班）と想定。想定作業時間は，送風機準備作業等含む。 

代替制御室送風機の

起動 
10 分 約 10 分 起動操作を 10 分/2 名（制御建屋対策班）と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルー トの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬型通

話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬

型トランシーバ（屋外用）にて行う。通信連絡を行

うために必要な設備の詳細については，「１．14 通

信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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２．中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の照明を確保するための措置の対応 

 ａ．可搬型代替照明による中央制御室の照明確保 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

中央安全監視室への

可搬型代替照明設置 
60 分 約 60 分 設置を 60 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

第 3 ブロックへの可

搬型代替照明設置 
50 分 約 50 分 設置を 50 分/1 名(制御建屋対策班)と想定 

第 4 ブロックへの可

搬型代替照明設置 
50 分 約 50 分 設置を 50 分/1 名(制御建屋対策班)と想定 

第 6 ブロックへの可

搬型代替照明設置 
30 分 約 30 分 設置を 30 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

第 1 ブロックへの可

搬型代替照明設置 
40 分 約 40 分 設置を 40 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

第 5 ブロックへの可

搬型代替照明設置 
35 分 約 35 分 設置を 35 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

第 2 ブロックへの可

搬型代替照明設置 
30 分 約 30 分 設置を 30 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装置,可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋
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内用）にて行う。通信連絡を行うために必要な設備

の詳細については，「１．14 通信連絡に関する手順

等」にて整備する。  
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 ｂ．可搬型代替照明による使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の照明確保 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の

制御室への可搬型代

替照明設置 

30 分 約 30 分 設置を 30 分/4 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬型

通話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用），可搬型トランシーバ（屋外用）にて行う。

通信連絡を行うために必要な設備の詳細について

は，「１．14 通信連絡に関する手順等」にて整備

する。 
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３．中央制御室並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の酸素等濃度管理に関する措置の対応手順 

 ａ．中央制御室の酸素及び二酸化炭素の濃度測定 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

酸素及び二酸化炭素

の濃度測定 
10 分 約 10 分 測定を 10 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装置,可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用）にて行う。通信連絡を行うために必要な設備

の詳細については，「１．14 通信連絡に関する手順

等」にて整備する。 
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 ｂ．中央制御室の窒素酸化物の濃度測定 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

窒素酸化物の濃度測

定 
10 分 約 10 分 測定を 10 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装置,可

搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用）にて行う。通信連絡を行うために必要な設備

の詳細については，「１．14 通信連絡に関する手順

等」にて整備する。 
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 ｃ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

酸素及び二酸化炭素

の濃度測定 
10 分 約 10 分 測定を 10 分/2 名(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬型通

話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬

型トランシーバ（屋外用）にて行う。通信連絡を行

うために必要な設備の詳細については，「１．14 通

信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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 ｄ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

窒素酸化物の濃度測

定 
10 分 約 10 分 測定を 10 分/2 名(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬型通

話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬

型トランシーバ（屋外用）にて行う。通信連絡を行

うために必要な設備の詳細については，「１．14 通

信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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４．制御室の放射線計測に関する措置の対応手順 

ａ．中央制御室の放射線計測 

(ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

中央制御室の放射線

計測 
15 分 約 10 分 測定を 15 分/2 名(制御建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。

 移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

 操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

 連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装

置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用）にて行う。通信連絡を行うため

に必要な設備の詳細については，「１．14 通信

連絡に関する手順等」にて整備する。 
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 ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の放射線計測 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の

制御室の放射線計測 

15 分 約 10 分 測定を 15 分/2 名(使用済燃料受入れ・貯蔵建屋対策班)と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬

型通話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型

トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用），可搬型トランシーバ（屋外用）にて行

う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細に

ついては，「１．14 通信連絡に関する手順等」

にて整備する。 
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５．汚染の持ち込みを防止するための措置の対応手順 

 ａ．中央制御室の出入管理区画の設置及び運用 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

中央制御室の出入管

理区画の設置及び運

用 

1 時間 30

分 

約 1時間 30

分 
設営を 90 分/6 名（放射線対応班）と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装

置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用）にて行う。通信連絡を行うため

に必要な設備の詳細については，「１．14 通信

連絡に関する手順等」にて整備する。 
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 ｂ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の出入管理区画

の設置及び運用 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の

出入管理区画の設置

及び運用 

1 時間 約 1 時間 設営を 60 分/2 名（放射線対応班）と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設と独立した系統構成であり容易に操作可能であ

る。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬

型通話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型

トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用），可搬型トランシーバ（屋外用）にて行

う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細に

ついては，「１．14 通信連絡に関する手順等」

にて整備する。 
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８．自主対策の設備及び手順 

 ａ．制御建屋に接続した共通電源車からの受電による中央制御室の

換気確保 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

各建屋における各機

器の引きロック及び

電源隔離 

40 分 約 40 分 類似の訓練実績を参考に約 40 分と想定 

可搬型電源ケーブル

敷設・接続 
55 分 約 55 分 

電源ケーブル敷設等 

類似の訓練実績を参考に約 55 分と想定 

可搬型燃料供給ホー

ス敷設・接続 
55 分 約 55 分 

燃料油ホース敷設及び接続等 

類似の訓練実績を参考に約 55 分と想定 

共通電源車の起動 5 分 約 5 分 
共通電源車起動操作等 

類似の訓練実績を参考に約 5 分と想定 

制御建屋への給電開

始 
35 分 約 35 分 

制御建屋 6.9ｋＶ非常用母線及び 460Ｖ非常用母線復電操作等 

類似の訓練実績を参考に約 35 分と想定 

中央制御室送風機の

起動 
10 分 約 10 分 

中央制御室送風機の起動等 

類似の訓練実績を参考に約 10 分と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設の系統構成を変えることなく容易に操作可能で

ある。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬

型通話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型

トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋
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外用），可搬型トランシーバ（屋外用）にて行

う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細に

ついては，「１．14 通信連絡に関する手順等」

にて整備する。 
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 ｂ．非常用電源建屋に接続した共通電源車からの受電による中央制

御室の換気確保 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

各建屋における各機

器の引きロック及び

電源隔離 

40 分 約 40 分 類似の訓練実績を参考に約 40 分と想定 

可搬型電源ケーブル

敷設・接続 
55 分 約 55 分 

電源ケーブル敷設等 

類似の訓練実績を参考に約 55 分と想定 

可搬型燃料供給ホー

ス敷設・接続 
55 分 約 55 分 

燃料油ホース敷設及び接続等 

類似の訓練実績を参考に約 55 分と想定 

共通電源車の起動 5 分 約 5 分 
共通電源車起動操作等 

類似の訓練実績を参考に約 5 分と想定 

非常用電源建屋への

給電開始 
35 分 約 35 分 

非常用電源建屋 6.9ｋＶ非常用主母線復電操作等 

類似の訓練実績を参考に約 35 分と想定 

中央制御室送風機の

起動 
10 分 約 10 分 

中央制御室送風機の起動等 

類似の訓練実績を参考に約 10 分と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：系統を構成するために操作は通常の弁操作であり容

易に操作可能である。また，可搬型建屋内ホースの

接続は，カプラ又はフランジ接続であり容易に操作  

可能である。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬

型通話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型
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トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用），可搬型トランシーバ（屋外用）にて行

う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細に

ついては，「１．14 通信連絡に関する手順等」

にて整備する。 
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 ｃ．使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に接続した共通電源車からの受電に

よる使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気確保 

 (ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

各建屋における各機

器の引きロック及び

電源隔離 

40 分 約 40 分 類似の訓練実績を参考に約 40 分と想定 

共通電源車の起動走

行前確認，移動 
30 分 約 30 分 類似の訓練実績を参考に約 30 分と想定 

可搬型電源ケーブル

敷設・接続 
40 分 約 40 分 類似の訓練実績を参考に約 40 分と想定 

可搬型燃料供給ホー

ス敷設・接続 
40 分 約 40 分 類似の訓練実績を参考に約 40 分と想定 

共通電源車の起動 10 分 約 10 分 類似の訓練実績を参考に約 10 分と想定 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋建屋への給電

開始 

10 分 約 10 分 類似の訓練実績を参考に約 10 分と想定 

使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋建屋への給電

確認後の制御室送風

機の起動 

10 分 約 10 分 類似の訓練実績を参考に約 10 分と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。 

 

 (ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。 

    移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

    操作性 ：既設の系統構成を変えることなく容易に操作可能で

ある。 

    連絡手段：操作を行う建屋内と建屋外の通信連絡は，可搬
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型通話装置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型

トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用），可搬型トランシーバ（屋外用）にて行

う。通信連絡を行うために必要な設備の詳細に

ついては，「１．14 通信連絡に関する手順等」

にて整備する。 
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ｄ．可搬型よう素フィルタの設置 

(ａ)所要時間 

作業内容 
想 定 作

業時間 
実績等※ 備考 

可搬型よう素フィル

タの設置
30 分 約 30 分 類似の訓練実績を参考に約 30 分と想定 

※対策作業のみに必要となる時間であり，作業場所への移動時間及び

要員の装備の着装時間を含まない。

(ｂ)操作の成立性 

作業環境：全交流動力電源の喪失に伴う建屋内の照明消灯時に

おいても，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを携行している。また，操作は初動対応にて確

認した作業環境に応じて適切な防護具（酸素呼吸器，

汚染防護衣(放射性物質)，個人線量計等）を着用又

は携行して作業を行う。

 移動経路：ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤヘッドライトを携行

しており近接可能である。また，作業前に実施する

初動対応において，アクセスルートにおける火災，

溢水，薬品漏えい，有毒ガスの発生及び線量上昇の

有無等の対処の阻害要因を把握し，その状況に応じ

て，適切なアクセスルートの選定，対処の阻害要因

の除去を行うため，アクセスルートに支障はない。 

 操作性 ：既設の系統構成を変えることなく容易に操作可能で

ある。 

 連絡手段：操作を行う建屋内の通信連絡は，可搬型通話装

置,可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシ

ーバ（屋内用）にて行う。通信連絡を行うため

に必要な設備の詳細については，「１．14 通信

連絡に関する手順等」にて整備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．11） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.11 では，これらの要求事項及び重大事故発生時における

制御室の居住性の確保に係る要求事項に対し，防護対象者（制御室にとど

まる要員）の整理及び防護対策（検知手段，防護措置）に係る個別手順を

反映することが求められることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（2／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 制御室の窒素酸化物濃度が

0.2ppmを上回る場合には,外気の

取入れを停止する 

 通常の安全対策に加えて,放射線

環境や作業環境に応じた防護具

の配備を行い,移動時及び作業時

の状況に応じて着用する 

 一方，後述の添付書類八添付１

10.b.(a)ⅶ.(ⅴ)において，防

護具類の着用に係る手順書を

定めているが，建屋対策班が現

場作業を行うものに限定して

いる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具類を

用いた有毒ガス防護措置に係る手順

を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

第５表及び第５－１表において，制

御室の換気の隔離及び防護具の着用

の手順を定めていることから，反映事

項はない。 

添付書類八添付１10.b.(a)ⅶ.(ⅴ)

の防護具の着用に係る手順について

は後述する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（3／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（4／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（7／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（8／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（9／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（10／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
4
6
2



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（11／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（13／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（14／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（15／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. 制御室の居住性等に関する手順

等 

【要求事項】 

再処理事業者において、制御室に関

し、重大事故が発生した場合において

も運転員がとどまるために必要な手

順等が適切に整備されているか、又は

整備される方針が適切に示されてい

ること。 

【解釈】 

１ 「運転員がとどまるために必要

な手順等」とは、以下に掲げる措置（制

御室の遮蔽設計及び換気設計に加え

てマスク及びボンベ等により対応す

る場合）又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を行うための手順等を

いう。 

a) 重大事故が発生した場合にお

いても、放射線防護措置等により、運

転員がとどまるために必要な手順等

を整備すること。 

b) 制御室用の電源（空調及び照明

等）が、代替電源設備からの給電を可

能とする手順等（手順及び装備等）を

整備すること。 

重大事故等が発生した場合におい

ても，実施組織要員が制御室にとどま

るために必要な対処設備及び資機材

を整備しており，ここでは，この対処

設備及び資機材を活用した手順等に

ついて説明する。 

 

ａ．対応手段と設備の選定 

（ａ）対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合におい

ても，実施組織要員が制御室にとどま

るためには，制御室の居住性を確保及

び汚染の持ち込みを防止する必要が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件の内数とし

て有毒ガスを考慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 中央制御室にとどまる実施組織

要員 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室にとどまる実施

組織要員 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 制御室の窒素酸化物の濃度測定

の設置及び運用の手段 

 制御室の代替通信連絡設備の設

置の手段 

 手順については，ⅲ．手順等に

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文では

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

重大事故等が発生した場合におい

て新たな発生源となるものはないこ

と。また，発生源については別箇所に

て記載していることから，反映事項は

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

1
4
6
7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（16／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ある。 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な

事故対応を行うための対応手段及び

資機材※１を用いた対応手段を選定

する。 

※1 資機材：防護具（全面マスク及

び半面マスク等）及び出入管理区画用

資機材については，資機材であるため

重大事故等対処設備としない。 

外部電源が喪失した場合には，その

機能を代替するための機能，相互関係

を明確にした上で，想定する故障に対

応できる対応手段及び重大事故等対

処施設を選定する。また，重大事故等

に対処するために必要な情報を把握

する設備及び通信連絡を行うための

設備についても同様に選定する（第 10

－１図～第 10－4図）。 

選定した重大事故等対処設備によ

り，技術的能力審査基準だけでなく，

事業指定基準規則第四十四条及び技

術基準規則第四十八条の要求機能を

満足する設備が網羅されていること

を確認するとともに，自主対策設備と

の関係を明確にする。 

 

（ｂ） 対応手段と設備の選定の結果 

フォールトツリー分析の結果，制御

室の居住性に影響を及ぼすおそれの

ある要因として，制御室の換気設備及

び照明設備の機能喪失を想定する。 

制御室の換気設備及び照明設備の

機能喪失時の代替機能を有するよう

に重大事故等対処施設を選定すると

ともに，汚染の持ち込み防止の対応手

段を選定する。 

重大事故等の発生の起因となる安

全機能の喪失の要因に応じて対処に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載している。 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 実施組織要員が中央制御室にと

どまるための設備 

 中央制御室送風機 

 制御室送風機（使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設） 

 資機材：防護具（全面マスク及び

半面マスク等）を用いた対応手

段 

 手順については，ⅲ．手順等に

記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具類を

用いた有毒ガス防護措置に係る手順

を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（17／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

有効な設備を使用することとし，内的

事象による安全機能の喪失を要因と

し，全交流動力電源の喪失を伴わない

重大事故等の発生時に対処する重大

事故等対処設備を選定する。 

また，共通電源車からの給電による

換気の確保の対処を行うものについ

ては，全てのプラント状況において使

用することが困難であるが，個別機器

の故障に対しては有効な手段である

ことから，自主対策設備として選定す

る。自主対策設備による対応は，対策

を実施するための要員を確保可能な

場合に実施するため，重大事故等対処

設備を用いた対処に悪影響を及ぼす

ことはない。 

なお，中央制御室を内包する制御建

屋は，事故対処にあたる建屋対策班の

ための防護具等資機材を配備してい

ることから，自主対策の手順として防

護具の着装の手順を整備する。 

安全機能を有する施設に要求され

る機能の喪失原因から選定した対応

手段及び技術的能力審査基準，事業指

定基準規則第四十四条及び技術基準

規則第四十八条からの要求により選

定した対応手段と，その対応に使用す

る重大事故等対処施設，自主対策設備

及び資機材を以下に示す（第 10－１

表，第 10－２表）。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（18／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
1
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅰ．重大事故等が発生した場合におい

ても実施組織要員が制御室にとどま

るために必要な対応手段及び設備 

（ⅰ） 中央制御室 

１） 対応手段 

重大事故等が発生した場合におい

て，実施組織要員が中央制御室にとど

まるため，代替制御建屋中央制御室換

気設備による中央制御室の換気の確

保，中央制御室代替照明設備による中

央制御室の照明の確保，中央制御室の

酸素及び二酸化炭素の濃度測定，中央

制御室の窒素酸化物の濃度測定，中央

制御室の放射線計測，中央制御室の出

入管理区画の設置及び運用，中央制御

室の代替通信連絡設備の設置及び中

央制御室の情報把握計装設備の設置

のための手段がある。 

 

重大事故等が発生した場合におい

て，実施組織要員が中央制御室にとど

まるための設備は以下のとおり。 

・ 代替中央制御室送風機 

・ 制御建屋の可搬型ダクト 

・ 制御建屋可搬型発電機 

・ 制御建屋の可搬型分電盤 

・ 制御建屋の可搬型電源ケーブル 

・ 軽油貯槽 

・ 軽油用タンクローリ 

・ 中央制御室送風機 

・ 制御建屋の換気ダクト 

・ 制御建屋安全系監視制御盤 

・ 非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用

主母線 

・ 制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線 

・ 制御建屋の 460Ｖ非常用母線 

・ 可搬型代替照明 

・ 中央制御室遮蔽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件の内数とし

て有毒ガスを考慮している。 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 中央制御室にとどまる実施組織

要員 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 中央制御室の窒素酸化物の濃度

測定 

 中央制御室の代替通信連絡設備

の設置 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 中央制御室の通信連絡設備 

 可搬型通話装置 

 可搬型衛星電話（屋内用） 

 可搬型衛星電話（屋外用） 

 可搬型トランシーバ（屋内用） 

 可搬型トランシーバ（屋外用） 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 中央制御室送風機 

 制御建屋の換気ダクト 

 既許可では重大事故等が発生

した場合の対応手段について

記載してあり，具体的な手順に

ついては，後述の「ⅲ．手順等」

に記載している。 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文では

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具類を

用いた有毒ガス防護措置に係る手順

を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

重大事故等が発生した場合におい

て新たな発生源となるものはないこ

と。また，発生源については別箇所に

て記載していることから，反映事項は

ない。 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（19／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

・ 可搬型酸素濃度計 

・ 可搬型二酸化炭素濃度計 

・ 可搬型窒素酸化物濃度計 

・ ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

・ アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ） 

・ 可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

・ 可搬型通話装置 

・ 可搬型衛星電話（屋内用） 

・ 可搬型衛星電話（屋外用） 

・ 可搬型トランシーバ（屋内用） 

・ 可搬型トランシーバ（屋外用） 

・ 制御建屋可搬型情報収集装置 

・ 制御建屋可搬型情報表示装置 

・ 非常用照明 

・ 共通電源車 

・ 第２非常用ディーゼル発電機の燃

料油貯蔵タンク 

・ 燃料供給ポンプ 

・ 燃料供給ポンプ用電源ケーブル 

・ 可搬型燃料供給ホース 

・ 可搬型電源ケーブル 

・ 可搬型よう素フィルタ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（20／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

（ⅱ） 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

１） 対応手段 

重大事故等時に実施組織要員が使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室にとどまるため，代替使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

による使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の換気の確保，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室代替照明設備による使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の照明の確保，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の酸素及

び二酸化炭素の濃度測定，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の窒素酸化物の濃度測定，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の放射線計測，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の出入管理

区画の設置及び運用，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の代

替通信連絡設備の設置，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

情報把握計装設備の設置のための手

段がある。 

重大事故等が発生した場合におい

て，実施組織要員が使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室にとど

まるための設備は以下のとおり。 

・ 代替制御室送風機 

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型ダクト 

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設可搬型発電機 

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の可搬型分電盤 

・ 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件の内数とし

て有毒ガスを考慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室にとどまる実施

組織要員 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の代替通信連絡

設備の設置，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の情

報把握計装設備の設置のための

手段 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 可搬型衛星電話（屋内用） 

 可搬型衛星電話（屋外用） 

 可搬型トランシーバ（屋内用） 

 可搬型トランシーバ（屋外用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文では

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

重大事故等が発生した場合におい

て新たな発生源となるものはないこ

と。また，発生源については別箇所に

て記載していることから，反映事項は

ない。 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（21／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

施設の可搬型電源ケーブル 

・ 軽油貯槽 

・ 軽油用タンクローリ 

・ 制御室送風機 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換

気ダクト 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋安全

系監視制御盤 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 6.9

ｋＶ非常用母線 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 460

Ｖ非常用母線 

・ 可搬型代替照明 

・ 制御室遮蔽 

・ 可搬型酸素濃度計 

・ 可搬型二酸化炭素濃度計 

・ 可搬型窒素酸化物濃度計 

・ ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

・ アルファ・ベータ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ） 

・ 可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

・ 可搬型衛星電話（屋内用） 

・ 可搬型衛星電話（屋外用） 

・ 可搬型トランシーバ（屋内用） 

・ 可搬型トランシーバ（屋外用） 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報収集装置 

・ 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬

型情報表示装置 

・ 非常用照明 

・ 共通電源車 

・ 第１非常用ディーゼル発電機の重

油タンク 

・ 燃料供給ポンプ 

・ 燃料供給ポンプ用電源ケーブル 

・ 可搬型燃料供給ホース 

・ 可搬型電源ケーブル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 制御室送風機 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換

気ダクト 

 既許可では重大事故等が発生

した場合の対応手段について

記載してあり，具体的な手順に

ついては，後述の「ⅲ．手順等」

に記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具類を

用いた有毒ガス防護措置に係る手順

を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（22／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅱ．重大事故等対処設備及び自主対

策設備 

（ⅰ） 中央制御室 

中央制御室にとどまるために必要

な設備として，代替中央制御室送風

機，制御建屋の可搬型ダクト，制御建

屋可搬型発電機，制御建屋の可搬型分

電盤，制御建屋の可搬型電源ケーブ

ル，軽油貯槽，軽油用タンクローリ，

中央制御室送風機，制御建屋の換気ダ

クト，制御建屋安全系監視制御盤，非

常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母

線，制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線，

制御建屋の 460Ｖ非常用母線，可搬型

代替照明，中央制御室遮蔽，可搬型酸

素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計，

可搬型窒素酸化物濃度計，ガンマ線用

サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベ

ータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ）を重大

事故等対処施設とする。 

中央制御室の通信連絡設備及び情

報把握計装設備のうち，可搬型通話装

置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型

衛星電話（屋外用），可搬型トランシー

バ（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

外用），制御建屋可搬型情報収集装置

及び制御建屋可搬型情報表示装置を

重大事故等対処施設とする。 

以上の重大事故等対処施設により，

重大事故等が発生した場合において

も中央制御室に実施組織要員がとど

まることができるため，以下の設備は

自主対策設備と位置付ける。併せてそ

の理由を示す。 

なお，防護具（全面マスク及び半面

マスク等）及び出入管理区画用資機材

については，資機材であるため重大事

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件の内数とし

て有毒ガスを考慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 中央制御室にとどまる実施組織

要員 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 中央制御室の通信連絡設備 

 可搬型通話装置 

 可搬型衛星電話（屋内用） 

 可搬型衛星電話（屋外用） 

 可搬型トランシーバ（屋内用） 

 可搬型トランシーバ（屋外用） 

 通信連絡設備による有毒ガス

の検知に関しては，具体的な手

順が明確ではない 

 可搬型窒素酸化物濃度計につ

いても，火災又は爆発による窒

素酸化物の発生を前提として

いる。 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 中央制御室送風機 

 制御建屋の換気ダクト 

 防護具（全面マスク及び半面マス

ク等） 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文では

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガス検知手段

に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具類を

用いた有毒ガス防護措置に係る手順

を定めること。 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

重大事故等が発生した場合におい

て新たな発生源となるものはないこ

と。また，発生源については別箇所に

て記載していることから，反映事項は

ない。 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

1
4
7
4



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（23／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

故等対処設備とはしない。 

・ 非常用照明 

上記の非常用照明は，基準地震動に

よる地震力に対して十分な耐震性を

有していないが，設備が健全である場

合は，照明を確保するための手段とし

て有効である。 

・ 共通電源車，第２非常用ディーゼ

ル発電機の燃料油貯蔵タンク，燃料供

給ポンプ，燃料供給ポンプ用電源ケー

ブル，可搬型燃料供給ホース及び可搬

型電源ケーブル 

上記の共通電源車及び可搬型電源

ケーブルは，全交流動力電源喪失時に

制御建屋中央制御室換気設備の中央

制御室送風機及び非常用照明に給電

可能である。また，第２非常用ディー

ゼル発電機の燃料油貯蔵タンクは，設

計基準事故に対処するための設備で

あり重大事故等が発生した場合の機

能を担保できないが，共通電源車に給

油可能である。 

共通電源車，燃料供給ポンプ，燃料

供給ポンプ用電源ケーブル，可搬型燃

料供給ホース及び可搬型電源ケーブ

ルは，設計基準事故に対処するための

設備と接続することから，重大事故等

が発生した場合の機能を担保できな

いが，接続先の設備が健全である場合

は，全交流動力電源喪失時に，制御建

屋中央制御室換気設備の中央制御室

送風機に給電し，中央制御室の換気を

確保するための手段として有効であ

る。 

・ 可搬型よう素フィルタ 

上記の可搬型よう素フィルタを考

慮せずとも中央制御室にとどまる実

施組織要員の実効線量が７日間で 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 既許可では重大事故等が発生

した場合の対応手段について

記載してあり，具体的な手順

については，後述の「ⅲ．手

順等」に記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
4
7
5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（24／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ｍＳｖを超えないが，可搬型よう素フ

ィルタは，制御建屋中央制御室換気設

備が大気中に放射性よう素の有意な

値が検出された場合に，実施組織要員

に対する実効線量をより低減できる

ことから中央制御室の居住性を確保

するための手段として有効である。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（25／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

（ⅱ） 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室にとどまるために必要

な設備のうち，代替制御室送風機，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の可搬型ダクト，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機，使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

可搬型分電盤，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブ

ル，軽油貯槽，軽油用タンクローリ，

制御室送風機，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋の換気ダクト，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋安全系監視制御盤，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋の 6.9ｋＶ非

常用母線，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋の 460Ｖ非常用母線，可搬型代替照

明，制御室遮蔽，可搬型酸素濃度計，

可搬型二酸化炭素濃度計，可搬型窒素

酸化物濃度計，ガンマ線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サ

ーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）を重大事故等対処

施設とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の通信連絡設備及び情

報把握計装設備のうち，可搬型衛星電

話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用），可搬型トランシーバ（屋内用），

可搬型トランシーバ（屋外用），使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集

装置及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

可搬型情報表示装置を重大事故等対

処施設とする。 

以上の重大事故等対処施設により，

重大事故等が発生した場合において

も使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件の内数とし

て有毒ガスを考慮している。 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室にとどまる実施組織

要員 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の通信連絡設備 

 可搬型衛星電話（屋内用） 

 可搬型衛星電話（屋外用） 

 可搬型トランシーバ（屋内用） 

 可搬型トランシーバ（屋外用） 

 通信連絡設備による有毒ガスの

検知に関しては，具体的な手順が

明確ではない 

 可搬型窒素酸化物濃度計につい

ても，火災又は爆発による窒素酸

化物の発生を前提としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文では

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

重大事故等が発生した場合におい

て新たな発生源となるものはないこ

と。また，発生源については別箇所に

て記載していることから，反映事項は

ない。 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
4
7
7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（26／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

施設の制御室に実施組織要員がとど

まることができるため，以下の設備は

自主対策設備と位置付ける。併せてそ

の理由を示す。 

なお，防護具（全面マスク及び半面

マスク等）及び出入管理区画用資機材

については，資機材であるため重大事

故等対処設備とはしない。 

 

・ 非常用照明 

上記の非常用照明は，基準地震動に

よる地震力に対して十分な耐震性を

有していないが，設備が健全である場

合は，照明を確保するための手段とし

て有効である。 

 

・ 共通電源車，第１非常用ディーゼ

ル発電機の重油タンク，燃料供給ポン

プ，燃料供給ポンプ用電源ケーブル，

可搬型燃料供給ホース及び可搬型電

源ケーブル 

上記の共通電源車及び可搬型電源

ケーブルは，全交流動力電源喪失時に

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備の制御室送風機及び非常用照

明に給電可能である。また，第１非常

用ディーゼル発電機の重油タンクは，

設計基準事故に対処するための設備

であり重大事故等が発生した場合の

機能を担保できないが，共通電源車に

給油可能である。 

共通電源車，燃料供給ポンプ，燃料

供給ポンプ用電源ケーブル，可搬型燃

料供給ホース及び可搬型電源ケーブ

ルは，設計基準事故に対処するための

設備と接続することから，重大事故等

が発生した場合の機能を担保できな

いが，接続先の設備が健全である場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 制御室送風機 

 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の換

気ダクト 

 防護具（全面マスク及び半面マス

ク等） 

 既許可では重大事故等が発

生した場合の対応手段につ

いて記載してあり，具体的な

手順については，後述の「ⅲ．

手順等」に記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具類を

用いた有毒ガス防護措置に係る手順

を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可では重大事故等が発生した

場合の対応手段について記載してあ

り，手順については，後述の「ⅲ．手

順等」で評価することから，反映事項

はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（27／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

は，全交流動力電源喪失時に，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の制御室送風機に給電し使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気を確保するための手段として

有効である。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（28／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
2
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅲ．手順等 

「重大事故等が発生した場合にお

いても実施組織要員が制御室にとど

まるために必要な対応手段及び設備」

により選定した対応手段に係る手順

を整備する。 

これらの手順は，重大事故等発生時

における実施組織要員による一連の

対応として，中央制御室に関わるもの

は「制御建屋重大事故等発生対応手順

書」に，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室に関わるものは「使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋重大事故等

発生対応手順書」にそれぞれ定める

（第 10－３表）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（29／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ｂ． 重大事故等時の手順等 

(ａ) 居住性を確保するための手

順等 

ⅰ．制御室の換気を確保するための

措置の対応手順 

(ⅰ) 代替中央制御室送風機によ

る中央制御室の換気の確保 

中央制御室送風機の機能喪失，制御

建屋の換気ダクトの破損又は全交流

動力電源喪失により制御建屋中央制

御室換気設備の機能が喪失したと実

施責任者が判断してから，実施組織要

員が中央制御室にとどまるために，代

替中央制御室送風機，制御建屋の可搬

型分電盤, 制御建屋の可搬型電源ケ

ーブル及び制御建屋可搬型発電機の

設置並びに制御建屋の可搬型ダクト

の敷設により換気経路を構築し，代替

中央制御室送風機による換気運転を

行い，中央制御室の換気を確保する。 

地震により制御建屋中央制御室換

気設備の機能が喪失したと実施責任

者が判断した場合には，現場環境確認

を行った後に対処を開始する。 

また，火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認し，実施責

任者が必要と判断した場合は，事前の

対応作業として，制御建屋可搬型発電

機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認し

たのち必要に応じ，除灰作業を実施す

る。 

制御建屋可搬型発電機へ燃料を供

給する手順の詳細は，「８. 電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

１) 手順着手の判断基準 

中央制御室送風機が機能喪失又は

制御建屋の換気ダクトの損傷により，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 中央制御室にとどまる実施組織

要員 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡手段 

 通信連絡設備による有毒ガ

スの検知に関しては，具体的

な手順が明確ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具（全面マ

スク及び半面マスク等）の配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具類を

用いた有毒ガス防護措置に係る手順

を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

通信連絡設備により，有毒ガスの発

生を含め，再処理施設の状況の把握が

可能な手順としているが，通信連絡設

備による有毒ガスの検知に関しては，

具体的な記載がない。 

このため，可搬型窒素酸化物濃度計

により有毒ガスを検知し，防護措置を

とるための手順「10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)中

央制御室の窒素酸化物の濃度測定」

に，通信連絡設備により有毒ガスを検

知することを追記することにより，明

確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

作業環境に応じた防護具の配備が

記載されているが，建屋対策班が現場

作業を行うものに限定しており，制御

室にとどまる実施組織要員に対して

も防護具類を用いることが明確では

ない。 

このため，可搬型窒素酸化物濃度計

により有毒ガスを検知し，防護措置を

とるための手順「10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)中

央制御室の窒素酸化物の濃度測定」

に，換気設備の隔離による防護措置に

加え，必要に応じ防護具類を着装する

ことを追記することにより，明確化す

る。 

1
4
8
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（30／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

制御建屋中央制御室換気設備が機能

喪失，若しくは，外部電源が喪失し，

第２非常用ディーゼル発電機を運転

できないと実施責任者が判断した場

合（第 10－４表）。 

２) 操作手順 

代替中央制御室送風機による中央

制御室の換気の確保の手順の概要は

以下のとおり。各手順の成功は，代替

中央制御室送風機が起動し，中央制御

室内の酸素濃度が 19％以上，かつ，二

酸化炭素濃度が 1.0％以下であること

より確認する。手順の概要を第 10－５

図，タイムチャートを第 10－６図及び

第 10－７図，制御建屋の代替中央制御

室送風機換気概要図を第 10－８図に

示す。 

① 実施責任者は，中央制御室送風機

が機能喪失若しくは制御建屋の換気

ダクトの損傷により，制御建屋中央制

御室換気設備が機能喪失していると

判断又は外部電源が喪失し，第２非常

用ディーゼル発電機が起動できない

と判断してから，建屋対策班に現場環

境確認の実施を指示する。 

② 建屋対策班は，現場環境確認を実

施し，確認結果を実施責任者に報告す

る。 

③ 実施責任者は，現場環境確認結果

に基づき対処に用いる制御建屋の可

搬型ダクト及び制御建屋の可搬型電

源ケーブルの敷設ルートを判断する。 

④ 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき建屋対策班に代替中央制

御室送風機による中央制御室の換気

の確保のための準備を指示する。 

⑤ 建屋対策班は，制御建屋の可搬型

分電盤を制御建屋内に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，建屋対策班に対する防護具の

着装の手順「10.b.(a)ⅶ.(ⅴ)防護具

の着装の手順等」に，制御室の実施組

織要員にも適用する旨を追記するこ

とにより，明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（31／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

⑥ 建屋対策班は，制御建屋可搬型発

電機と代替中央制御室送風機を，制御

建屋の可搬型分電盤を介して制御建

屋の可搬型電源ケーブルにて接続す

る。 

また，降灰により制御建屋可搬型発

電機が機能喪失するおそれがある場

合には，建屋対策班は制御建屋可搬型

発電機を制御建屋内に配置する。 

⑦ 建屋対策班は，制御建屋の可搬型

ダクトを代替中央制御室送風機から

中央制御室まで敷設する。 

⑧ 建屋対策班は，制御建屋可搬型発

電機及び代替中央制御室送風機の起

動準備作業完了を実施責任者に報告

する。 

⑨ 実施責任者は，作業完了を確認後

に建屋対策班に制御建屋可搬型発電

機を起動し，その後代替中央制御室送

風機の起動を指示する。 

⑩ 建屋対策班は，制御建屋可搬型発

電機及び代替中央制御室送風機を起

動し，起動確認後，実施責任者に報告

する。 

⑪ 実施責任者は，制御建屋可搬型発

電機及び代替中央制御室送風機の状

態監視並びに中央制御室内の酸素濃

度が 19％以上，かつ，二酸化炭素濃度

が 1.0％以下であることを確認するこ

とにより，代替中央制御室送風機によ

る中央制御室の換気の確保が出来て

いることを判断する。 

３) 操作の成立性 

上記の代替中央制御室送風機，制御

建屋の可搬型分電盤，制御建屋の可搬

型電源ケーブル及び制御建屋可搬型

発電機の設置並びに制御建屋の可搬

型ダクトの敷設による換気経路の構
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（32／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

築及び運転は，実施責任者等の要員９

人，建屋対策班の班員８人の合計 17

人にて作業を実施した場合，中央制御

室送風機の停止から中央制御室の二

酸化炭素濃度が 1.0％に達する約 26

時間（第 10－５表）に対し，事象発生

後，４時間以内で対応可能である。 

地震による制御建屋中央制御室換

気設備の機能が喪失した場合におけ

る現場環境確認は，実施責任者等の要

員９人，建屋対策班の班員６人の合計

15 人にて作業を実施した場合，50 分

以内で対応可能であり，現場環境確認

及び代替中央制御室送風機等設置に

よる換気経路の構築及び運転の全て

の作業を実施責任者等の要員９人，建

屋対策班の班員８人の合計 17 人にて

作業を実施した場合，事象発生後，４

時間以内で対応可能である。 

また，降灰予報（「やや多量」以上）

を確認した場合の制御建屋可搬型発

電機の屋内への運搬は，実施責任者等

の要員９人，建屋対策班の班員４人の

合計 13 人にて作業を実施した場合，

１時間 30 分以内で実施可能である。

制御建屋可搬型発電機の屋内への運

搬及び代替中央制御室送風機等設置

による換気経路の構築及び運転の全

ての作業を実施責任者等の要員９人，

建屋対策班の班員８人の合計 17 人に

て作業を実施した場合，事象発生後，

４時間 30 分以内で対応可能であるこ

とから，重大事故等の対処への影響を

与えることなく作業が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具（全面マスク及

び半面マスク等）の配備を行い，移動
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（33／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。線量管理については，

個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。さらに，実施組織要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業

場所の線量率の把握及び状況に応じ

た対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減す

る。重大事故等の対処時においては，

中央制御室等との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実

に運搬及び移動ができるように，ＬＥ

Ｄハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを配備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（34／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 代替制御室送風機による使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室の換気の確保 

制御室送風機の機能喪失，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクトの破

損又は全交流動力電源喪失により使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気

設備の機能が喪失したと実施責任者

が判断してから，実施組織要員が使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室にとどまるために，代替制御室

送風機，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の可搬型分電盤, 使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型電源ケーブル，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機の設

置並びに使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の可搬型ダクトの敷設に

より換気経路を構築し，代替制御室送

風機による換気運転を行い，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の換気を確保する。 

地震による使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備の機能が喪失し

たと実施責任者が判断した場合には，

現場環境確認を行った後に対処を開

始する。 

また，火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認し，実施責

任者が必要と判断した場合は，事前の

対応作業として，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機の建

屋内への移動及び除灰作業の準備を

実施する。また，降灰を確認したのち

必要に応じ，除灰作業を実施する。 

なお，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設可搬型発電機へ燃料を供給

する手順の詳細は，「８. 電源の確保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室にとどまる実施

組織要員 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡手段 

 通信連絡設備による有毒ガ

スの検知に関しては，具体的

な手順が明確ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具（全面マ

スク及び半面マスク等）の配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具類を

用いた有毒ガス防護措置に係る手順

を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

通信連絡設備により，有毒ガスの発

生を含め，再処理施設の状況の把握が

可能な手順としているが，通信連絡設

備による有毒ガスの検知に関しては，

具体的な記載がない。 

このため，可搬型窒素酸化物濃度計

により有毒ガスを検知し，防護措置を

とるための手順「10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)中

央制御室の窒素酸化物の濃度測定」

に，通信連絡設備により有毒ガスを検

知することを追記することにより，明

確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

作業環境に応じた防護具の配備が

記載されているが，建屋対策班が現場

作業を行うものに限定しており，制御

室にとどまる実施組織要員に対して

も防護具類を用いることが明確では

ない。 

このため，可搬型窒素酸化物濃度計

により有毒ガスを検知し，防護措置を

とるための手順「10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)中

央制御室の窒素酸化物の濃度測定」

に，換気設備の隔離による防護措置に

加え，必要に応じ防護具類を着装する

ことを追記することにより，明確化す

る。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（35／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

に関する手順等」にて整備する。 

１) 手順着手の判断基準 

制御室送風機が機能喪失又は使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋の換気ダクト

の損傷により，使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋制御室換気設備が機能喪失，若

しくは，外部電源が喪失し，第１非常

用ディーゼル発電機を運転できない

と実施責任者が判断した場合（第 10－

４表）。 

２) 操作手順 

代替制御室送風機による使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の換気の確保の手順の概要は以下

のとおり。各手順の成功は，代替制御

室送風機が起動し，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の酸

素濃度が 19％以上，かつ，二酸化炭素

濃度が 1.0％以下であることより確認

する。手順の概要を第 10－９図，タイ

ムチャートを第 10－６図及び第 10－

７図，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

代替制御室送風機換気概要図を第 10

－10図に示す。 

 

① 実施責任者は，制御室送風機が機

能喪失，若しくは，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の換気ダクトの損傷により，

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換

気設備が機能喪失又は外部電源が喪

失し，第１非常用ディーゼル発電機が

起動できないと判断してから，建屋対

策班に現場環境確認の実施を指示す

る。 

② 建屋対策班は，現場環境確認を実

施し，確認結果を実施責任者に報告す

る。 

③ 実施責任者は，現場環境確認結果

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，建屋対策班に対する防護具の

着装の手順「10.b.(a)ⅶ.(ⅴ)防護具

の着装の手順等」に，制御室の実施組

織要員にも適用する旨を追記するこ

とにより，明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（36／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

に基づき対処に用いる使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダ

クト並びに使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル

の敷設ルートを判断する。 

④ 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき建屋対策班に代替制御室

送風機による使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の換気の確

保のための準備を指示する。 

⑤ 建屋対策班は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電盤

を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内に設

置する。 

⑥ 建屋対策班は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機と

代替制御室送風機を，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の可搬型分電

盤を介して使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル

にて接続する。 

また，降灰により使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機が

機能喪失するおそれがある場合には，

建屋対策班は使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設可搬型発電機を使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋内に配置す

る。 

⑦ 建屋対策班は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の可搬型ダクト

を代替制御室送風機から使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

まで敷設する。 

⑧ 建屋対策班は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機及

び代替制御室送風機の起動準備作業

完了を実施責任者に報告する。 

⑨ 実施責任者は，作業完了を確認後
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（37／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

に建屋対策班に使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設可搬型発電機を起

動し，その後代替制御室送風機の起動

を指示する。 

⑩ 建屋対策班は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機及

び代替制御室送風機を起動し，起動確

認後，実施責任者に報告する。 

⑪ 実施責任者は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機及

び代替制御室送風機の状態監視並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の酸素濃度が 19％以

上，かつ，二酸化炭素濃度が 1.0％以

下であることを確認することにより，

代替制御室送風機による使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気の確保が出来ていることを判

断する。 

３) 操作の成立性 

上記の代替制御室送風機，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の可搬

型分電盤, 使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の可搬型電源ケーブル，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設可搬型発電機の設置並びに使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の可

搬型ダクトの敷設による換気経路の

構築及び運転は，実施責任者等の要員

９人，建屋対策班の班員４人の合計 13

人にて作業を実施した場合，制御室送

風機の停止から使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の二酸化

炭素濃度が 1.0％に達する約 163時間

（第 10－５表）に対し，事象発生後 22

時間 30分以内で対応可能である。 

地震による使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋制御室換気設備の機能が喪失し
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（38／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
3
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

た場合における現場環境確認は，実施

責任者等の要員９人，建屋対策班の班

員６人の合計 15 人にて作業を実施し

た場合，50分で対応可能であり，現場

環境確認及び代替制御室送風機等設

置による換気経路の構築及び運転の

全ての作業を実施責任者等の要員９

人，建屋対策班の班員６人の合計 15

人にて作業を実施した場合，作業着手

後 22 時間 30 分以内で対応可能であ

る。 

また，降灰予報（「やや多量」以上）

を確認した場合の使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の

屋内への運搬は，実施責任者等の要員

９人，建屋対策班の班員６人の合計 15

人にて作業を実施した場合，１時間 30

分以内で実施可能である。使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発

電機の屋内への運搬及び代替制御室

送風機等設置による換気経路の構築

及び運転の全ての作業を実施責任者

等の要員９人，建屋対策班の班員６人

の合計 15 人にて作業を実施した場

合，作業着手後 22時間 30分以内で対

応可能であることから，重大事故等の

対処への影響を与えることなく作業

が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具（全面マスク及

び半面マスク等）の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。線量管理については，

個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。さらに，実施組織要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（39／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

場所の線量率の把握及び状況に応じ

た対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減す

る。重大事故等の対処時においては，

中央制御室等との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実

に運搬及び移動ができるように，ＬＥ

Ｄハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを配備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（40／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅱ．制御室の照明を確保する措置の

対応手順 

(ⅰ) 可搬型代替照明による中央

制御室の照明の確保 

非常用照明の損傷又は電気設備の

損傷により中央制御室の照明が使用

できないと実施責任者が判断してか

ら，中央制御室に可搬型代替照明を設

置し，照明を確保する。なお，設置に

当たっては，中央制御室内の中央安全

監視室，精製建屋の蒸発乾固が発生す

る可能性のある約 10 時間後までに事

故対処を実施する準備のための実施

組織要員の参集箇所となる第３ブロ

ック及びウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋の蒸発乾固が発生する可能性

のある約 18 時間後までに事故対処を

実施する準備のための実施組織要員

の参集箇所となる第４ブロックを優

先して設置する。 

中央制御室内のその他の実施組織

要員の参集箇所となる第１ブロック，

第２ブロック，第５ブロック及び第６

ブロックは，上記の箇所への設置完了

後に順次実施する。 

１） 手順着手の判断基準 

非常用照明の損傷又は電気設備の

損傷により中央制御室の照明が使用

できないと実施責任者が判断した場

合（第 10－４表）。 

２） 操作手順 

全交流動力電源喪失時の可搬型代

替照明の設置手順の概要は以下のと

おり。各手順の成功は，可搬型代替照

明の点灯により確認する。タイムチャ

ートを第 10－６図及び第 10－７図

に，可搬型代替照明の配置概要図を第

10－11図及び第 10－12図にそれぞれ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（41／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に中央制御室

の照明を確保するため，可搬型代替照

明の点灯確認及び可搬型代替照明の

設置を指示する。 

② 建屋対策班は，可搬型代替照明を

制御建屋内の保管場所から中央制御

室内に運搬及び設置し，中央制御室の

照明を確保する。 

③ 実施責任者は，中央制御室内の可

搬型代替照明の点灯を確認し，可搬型

代替照明の状態監視を行うことによ

り，可搬型代替照明による中央制御室

の照明の確保が出来ていることを判

断する。 

３） 操作の成立性 

上記の可搬型代替照明の運搬及び

設置は，事象発生後，中央制御室内の

中央安全監視室において，各班長が集

まり図面や手順書等を確認し，対処を

検討することから，最優先に実施す

る。また，精製建屋の蒸発乾固が発生

する可能性のある約 10 時間後までに

事故対処を実施する準備のための第

３ブロック及びウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋の蒸発乾固が発生する

可能性のある約 18 時間後までに事故

対処を実施する準備のための第４ブ

ロックを，他ブロックに優先して実施

する。 

中央制御室内の中央安全監視室，第

３ブロック及び第４ブロックは，事象

発生後，中央制御室の非常用照明が消

灯する２時間後までに可搬型代替照

明の設置を実施するため，建屋外対応

班長を除く実施責任者等の要員８人，

建屋対策班の班員２人の合計 10 人に
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（42／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

て作業を実施した場合，中央制御室内

の中央安全監視室は事象発生後１時

間 10 分以内，第３ブロック及び第４

ブロックは，事象発生後２時間以内で

それぞれ対応可能である。 

第１ブロック，第２ブロック，第５

ブロック及び第６ブロックについて

は，先行して配置した可搬型代替照明

からの薄明かりによって照らされて

いる状態である。また，可搬型代替照

明設置まで事故対策検討は，中央制御

室内の中央安全監視室にて実施する

こと及び当該ブロックの管理建屋の

うち，最も事象発生が早い前処理建屋

の水素爆発が起こる約 73 時間以内で

十分な照明を確保する必要があるこ

とから，建屋外対応班長を除く実施責

任者等の要員８人，建屋対策班の班員

４人の合計 12 人にて作業を実施した

場合，事象発生後３時間 10 分以内で

対応可能である。 

なお，実施組織要員は，全交流動力

電源の喪失による照明の消灯から可

搬型代替照明の設置が完了するまで

の間，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤ

ヘッドライトにより中央制御室内の

照明を確保するため，中央制御室内の

作業に支障を生じるおそれはない。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具（全面マスク及

び半面マスク等）の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。線量管理については，

個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。さらに，実施組織要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（43／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

場所の線量率の把握及び状況に応じ

た対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減す

る。重大事故等の対処時においては，

中央制御室等との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実

に運搬及び移動ができるように，ＬＥ

Ｄハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを配備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（44／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 可搬型代替照明による使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の照明の確保 

非常用照明の損傷又は電気設備の

損傷により使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の照明が使用

できないと実施責任者が判断してか

ら，可搬型代替照明を設置し，照明を

確保する。 

１） 手順着手の判断基準 

非常用照明の損傷又は電気設備の

損傷により使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の照明が使用

できないと実施責任者が判断した場

合（第 10－４表）。 

２） 操作手順 

全交流動力電源喪失時の可搬型代

替照明の設置手順の概要は以下のと

おり。各手順の成功は，可搬型代替照

明の点灯により確認する。タイムチャ

ートを第 10－６図及び第 10－７図

に，可搬型代替照明の配置概要図を第

10－11図及び第 10－12図にそれぞれ

示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の照明を確保するため，可搬型代替照

明の点灯確認，可搬型代替照明の設置

を指示する。 

② 建屋対策班は，可搬型代替照明を

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋内の保管

場所から使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

制御室内に運搬及び設置し，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の照明を確保する。 

③ 実施責任者は，使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（45／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

搬型代替照明の点灯を確認し，可搬型

代替照明の状態監視を行うことによ

り，可搬型代替照明による使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の照明の確保が出来ていることを判

断する。 

３） 操作の成立性 

上記の可搬型代替照明の運搬及び

設置は，代替制御室送風機による使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の換気の確保と併せて実施す

るため，建屋外対応班長を除く実施責

任者等の要員８人，建屋対策班の班員

４人の合計 12 人にて作業を実施した

場合，事象発生後 22時間 30分以内で

対応可能である。 

なお，実施組織要員は，全交流動力

電源の喪失による照明の消灯から可

搬型代替照明の設置が完了するまで

の間，ＬＥＤハンドライト及びＬＥＤ

ヘッドライトにより使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の

照明を確保するため，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室内の

作業に支障を生じるおそれはない。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具（全面マスク及

び半面マスク等）の配備を行い，移動

時及び作業時の状況に応じて着用す

ることとする。線量管理については，

個人線量計を着用し，１作業当たり 10

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理

する。さらに，実施組織要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業

場所の線量率の把握及び状況に応じ

た対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減す
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（46／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

る。重大事故等の対処時においては，

中央制御室等との連絡手段を確保す

る。夜間及び停電時においては，確実

に運搬及び移動ができるように，ＬＥ

Ｄハンドライト及びＬＥＤヘッドラ

イトを配備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（47／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅲ．制御室の酸素等濃度測定に関す

る措置の対応手順  

(ⅰ) 中央制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

代替中央制御室送風機による中央

制御室の換気を開始又は共通電源車

からの受電による制御建屋中央制御

室換気設備の再循環運転を開始した

と実施責任者が判断してから，中央制

御室内の居住性確保の観点から，可搬

型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭素

濃度計により酸素濃度及び二酸化炭

素濃度を測定する。 

１） 手順着手の判断基準 

代替中央制御室送風機にて中央制

御室の換気を開始又は共通電源車か

らの受電による制御建屋中央制御室

換気設備の再循環運転を開始したと

実施責任者が判断した場合（第 10－４

表）。 

２） 操作手順 

中央制御室の酸素及び二酸化炭素

の濃度を測定・管理する手順の概要は

以下のとおり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に中央制御室

の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測

定を指示する。 

② 建屋対策班は，可搬型酸素濃度計

及び可搬型二酸化炭素濃度計を起動

し，中央制御室内の酸素濃度及び二酸

化炭素濃度の測定を行う（測定範囲

は，第 10－13図を参照）。 

３） 操作の成立性 

上記の可搬型酸素濃度計及び可搬

型二酸化炭素濃度計による測定は，建

屋外対応班長を除く実施責任者等の

要員８人，建屋対策班の班員２人の合

【補足説明資料 1.11-3-1 制御室換

気再循環運転時の酸素及び二酸化炭

素濃度について】 

４．無換気状態での中央制御室の二酸

化炭素許容限界濃度までの時間につ

いて 

（省略） 

無換気状態で中央制御室の二酸化炭

素許容限界濃度までの時間は、約 26

時間程度となる。 

 

５．無換気状態での使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の二酸

化炭素許容限界濃度までの時間につ

いて 

（省略） 

無換気状態で使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の二酸化炭

素許容限界濃度までの時間は、約 163

時間程度となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（48／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
4
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

計 10 人にて作業を実施した場合，実

施責任者が中央制御室内の居住性確

認のため酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の測定が必要と判断してから約 10

分以内に測定可能であり，中央制御室

送風機の停止から中央制御室の二酸

化炭素濃度が 1.0％に達する約 26 時

間（第 10－５表）以内に対応可能であ

る。 

また，実施責任者は，建屋対策班よ

り，中央制御室内の酸素及び二酸化炭

素の濃度に関する報告を受け，酸素濃

度が 19％を下回る場合又は二酸化炭

素濃度が 1.0％を上回る場合には，酸

素及び二酸化炭素の濃度調整を行う

ため，建屋対策班に代替中央制御室送

風機の予備機への切替運転や外気取

入れによる換気を指示する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（49／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 中央制御室の窒素酸化物の

濃度測定 

再処理施設内で火災又は爆発によ

り窒素酸化物の発生が予測されると

実施責任者が判断してから，中央制御

室内の居住性確保の観点より，可搬型

窒素酸化物濃度計により窒素酸化物

濃度を測定する。 

１） 手順着手の判断基準 

再処理施設内で火災又は爆発によ

り窒素酸化物の発生が予測されると

実施責任者が判断した場合（第 10－４

表）。 

２） 操作手順 

中央制御室の窒素酸化物の濃度を

測定する手順の概要は以下のとおり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に中央制御室

の窒素酸化物の濃度測定を指示する。 

② 建屋対策班は，可搬型窒素酸化物

濃度計を起動し，中央制御室内の窒素

酸化物濃度の測定を行う（測定範囲

は，第 10－13図を参照）。 

３） 操作の成立性 

上記の中央制御室の対応は，建屋外

対応班長を除く実施責任者等の要員

８人，建屋対策班の班員２人の合計 10

人にて作業を実施した場合，窒素酸化

物の発生が予測され，実施責任者が窒

素酸化物濃度の測定を必要と判断し

てから約 10 分以内に測定可能であ

り，代替中央制御室送風機の換気によ

って中央制御室内の雰囲気が最も早

く置換される２時間以内に対応可能

である。 

また，実施責任者は，建屋対策班よ

り，中央制御室の窒素酸化物の濃度に

関する報告を受け，窒素酸化物濃度が

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

 記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が

発生した場合の環境条件の

内数として有毒ガスを考慮

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 中央制御室にとどまる実施組織

要員 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 可搬型窒素酸化物濃度計に

ついても，火災又は爆発によ

る窒素酸化物の発生を前提

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文では

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，火災又は爆

発により窒素酸化物の発生が予測さ

れた場合と記載していた。ここで窒素

酸化物の発生には化学物質の漏えい

に伴う有毒ガスの発生を考慮してい

ることから記載の明確化のため，「若

しくは，化学物質の漏えい」を追記す

る。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

重大事故等が発生した場合におい

て新たな発生源となるものはないこ

と，また，発生源については別箇所に

て記載していることから，反映事項は

ない。 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，可搬型窒素

酸化物濃度計により，窒素酸化物の発

生を検知できる手順となっているが，

火災又は爆発による窒素酸化物の発

生を前提としている。 

可搬型窒素酸化物濃度計は，火災又

は爆発以外に有毒化学物質により発

生する窒素酸化物にも使用できるた

め，有毒化学物質により発生する窒素

酸化物を含めた手順書とするように

記載を変更することにより，明確化す

る。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（50／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

0.2ｐｐｍを上回る場合には，窒素酸

化物を含んだ外気の取入れを停止す

るため，建屋対策班に制御建屋中央制

御室換気設備の再循環ラインの外気

遮断ダンパ及び排気遮断ダンパの閉

操作並びに還気遮断ダンパの開操作

を指示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 窒素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上

回る場合には，窒素酸化物を含ん

だ外気の取入れを停止するため，

建屋対策班に制御建屋中央制御

室換気設備の再循環ラインの外

気遮断ダンパ及び排気遮断ダン

パの閉操作並びに還気遮断ダン

パの開操作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具類を

用いた有毒ガス防護措置に係る手順

を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，制御

室の実施組織要員の対処能力が著し

く低下しないことを確認すること。 

また，有毒ガス防護対策を行った場合

でも，重大事故等対処が実施可能であ

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，通信連絡設備により有毒ガス

を検知することについても追記する

ことにより，明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，窒素酸化物

濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合に外気

の遮断を行う手順有毒ガスの発生を

検知した場合には換気設備の隔離に

より中央制御室の実施組織要員を防

護することが読み取れる。 

一方，中央制御室にとどまる実施組

織要員に対しても防護具類を用いる

ことが明確ではないため，換気設備の

隔離による防護措置に加え，必要に応

じ防護具類を着装することを追記す

ることにより，明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

有毒ガス防護対策により，中央制御

室の実施組織要員の対処能力が著し

く低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保す

べき事項ではないことから，反映事項

はない。 

有毒ガス防護対策を行った場合の

重大事故等対処の成立性については，

既許可においても有毒ガス防護対策

を考慮した重大事故等対処の手順及

び体制を定め，添付書類八添付１に示

す重大事故等対処に係るタイムチャ

ートを作成し，重大事故等対処が成立

することを確認していることから，反

映すべき事項はない。 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護措置の成立性は共通

1
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（51／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事項として技術的能力1.0の補足説明

資料で説明する。また，既許可に反映

済みの事項を含め，本条文における有

毒ガス防護対策を確認した結果とし

て，「有毒ガス防護に係る申請書記載

項目の整理表」を補足説明資料 1.11-

12として追加する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（52／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅲ) 使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の酸素及び二酸

化炭素の濃度測定 

代替制御室送風機にて使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気を開始又は共通電源車からの

受電による使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備の再循環運転を開

始したと実施責任者が判断してから，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室内の居住性確保の観点よ

り，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸

化炭素濃度計により酸素濃度及び二

酸化炭素濃度を測定する。 

１） 手順着手の判断基準 

代替制御室送風機にて使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の換気を開始又は共通電源車からの

受電による使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備の再循環運転を開

始したと実施責任者が判断した場合

（第 10－４表）。 

２） 操作手順 

中央制御室の酸素及び二酸化炭素

の濃度を測定・管理する手順の概要は

以下のとおり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の測

定を指示する。 

② 建屋対策班は，可搬型酸素濃度計

及び可搬型二酸化炭素濃度計を起動

し，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の酸素濃度及び二酸

化炭素濃度の測定を行う（測定範囲

は，第 10－14図を参照）。 

３） 操作の成立性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（53／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

上記の可搬型酸素濃度計及び可搬

型二酸化炭素濃度計による測定は，建

屋外対応班長を除く実施責任者等の

要員８人，建屋対策班の班員２人の合

計 10 人にて作業を実施した場合，実

施責任者が使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室内の居住性確

認のため酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の測定が必要と判断してから約 10

分以内に測定可能であり，制御室送風

機の停止から使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の二酸化炭

素濃度が 1.0％に達する約 163 時間

（第 10－５表）以内に対応可能であ

る。 

また，実施責任者は，建屋対策班よ

り，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の酸素及び二酸化炭

素の濃度に関する報告を受け，酸素濃

度が 19％を下回る場合又は二酸化炭

素濃度が 1.0％を上回る場合には，酸

素及び二酸化炭素の濃度調整を行う

ために，建屋対策班に代替制御室送風

機の予備機への切替運転や外気取入

れによる換気を指示する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（54／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅳ) 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の窒素酸化物の濃

度測定 

再処理施設内で火災又は爆発によ

り窒素酸化物の発生が予測されると

実施責任者が判断してから，使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室内の居住性確保の観点より，可搬型

窒素酸化物濃度計により窒素酸化物

濃度を測定する。 

１） 手順着手の判断基準 

再処理施設内で火災又は爆発によ

り窒素酸化物の発生が予測されると

実施責任者が判断した場合（第 10－４

表）。 

２） 操作手順 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の窒素酸化物の濃度を

測定する手順の概要は以下のとおり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

の窒素酸化物濃度の測定を指示する。 

② 建屋対策班は，可搬型窒素酸化物

濃度計を起動し，使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室の窒素酸

化物濃度の測定を行う（測定範囲は，

第 10－14図を参照）。 

３） 操作の成立性 

上記の可搬型窒素酸化物濃度計に

よる測定は，建屋外対応班長を除く実

施責任者等の要員８人，建屋対策班の

班員２人の合計 10 人にて作業を実施

した場合，窒素酸化物の発生が予測さ

れ実施責任者が窒素酸化物濃度の測

定を必要と判断してから約 10 分以内

に測定可能であり，代替制御室送風機

の換気によって使用済燃料の受入れ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.11-11 重大事故対

策の成立性】 

重大事故対策に要する所要時間，操作

の成立性（作業環境，移動経路，操作

性，連絡手段）について確認している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

 記載なし 

 第 33 条に示す重大事故等が

発生した場合の環境条件の

内数として有毒ガスを考慮

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護対象者を記載している。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室にとどまる実施

組織要員 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 可搬型窒素酸化物濃度計に

ついても，火災又は爆発によ

る窒素酸化物の発生を前提

としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文では

記載しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガス検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，火災又は爆

発により窒素酸化物の発生が予測さ

れた場合と記載していた。ここで窒素

酸化物の発生には化学物質の漏えい

に伴う有毒ガスの発生を考慮してい

ることから記載の明確化のため，「若

しくは，化学物質の漏えい」を追記す

る。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

重大事故等が発生した場合におい

て新たな発生源となるものはないこ

と，また，発生源については別箇所に

て記載していることから，反映事項は

ない。 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本文：反映事項なし 

添六：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

既許可の段階で防護対象者として，

実施組織要員を考慮していることか

ら，反映事項はない。 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，可搬型窒素

酸化物濃度計により，窒素酸化物の発

生を検知できる手順となっているが，

火災又は爆発による窒素酸化物の発

生を前提としている。 

可搬型窒素酸化物濃度計は，火災又

は爆発以外に有毒化学物質により発

生する窒素酸化物にも使用できるた

め，有毒化学物質により発生する窒素

酸化物を含めた手順書とするように
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（55／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

施設及び貯蔵施設の制御室内の雰囲

気が最も早く置換される約 17 分以内

に対応可能である。 

また，実施責任者は，建屋対策班よ

り，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の窒素酸化物の濃度に

関する報告を受け，窒素酸化物濃度が

0.2ｐｐｍを上回る場合には，窒素酸

化物を含んだ外気の取入れを停止す

るため，建屋対策班に使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋制御室換気設備の再循環

ラインの外気取入れ隔離ダンパ及び

排気隔離ダンパの閉操作並びに再循

環切替ダンパの開操作を指示する。 

 

 

第 10-6 図 タイムチャート居住性確

保 

 

第 10-7 図 タイムチャート居住性確

保（降灰予報発令時） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 窒素酸化物濃度が 0.2ｐｐｍを上

回る場合には，窒素酸化物を含ん

だ外気の取入れを停止するため，

建屋対策班に使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋制御室換気設備の再循

環ラインの外気取入れ隔離ダン

パ及び排気隔離ダンパの閉操作

並びに再循環切替ダンパの開操

作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具類を

用いた有毒ガス防護措置に係る手順

を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，制御

室の実施組織要員の対処能力が著し

く低下しないことを確認すること。 

また，有毒ガス防護対策を行った場

合でも，重大事故等対処が実施可能で

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載を変更することにより，明確化す

る。 

また，通信連絡設備により有毒ガス

を検知することについても追記する

ことにより，明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，窒素酸化物

濃度が 0.2ｐｐｍを上回る場合に外気

の遮断を行う手順有毒ガスの発生を

検知した場合には換気設備の隔離に

より使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の実施組織要員を防

護することが読み取れる。 

一方，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室にとどまる実施組

織要員に対しても防護具類を用いる

ことが明確ではないため，換気設備の

隔離による防護措置に加え，必要に応

じ防護具類を着装することを追記す

ることにより，明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

有毒ガス防護対策により，制御室の

実施組織要員の対処能力が著しく低

下しないことを確認することは，申請

書の本文及び添付書類で担保すべき

事項ではないことから，反映事項はな

い。 

有毒ガス防護対策を行った場合の

重大事故等対処の成立性については，

既許可においても有毒ガス防護措置

を考慮した重大事故等対処の手順及

び体制を定め，添付書類八添付１に示

す重大事故等対処に係るタイムチャ

ートを作成し，重大事故等対処が成立

することを確認していることから，反

1
5
0
7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（56／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

映すべき事項はない。 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共通

事項として技術的能力1.0の補足説明

資料で説明する。また，既許可に反映

済みの事項を含め，本条文における有

毒ガス防護対策を確認した結果とし

て，「有毒ガス防護に係る申請書記載

項目の整理表」を補足説明資料 1.11-

12として追加する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（57／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅳ．制御室の放射線計測に関する措

置の対応手順 

(ⅰ) 中央制御室の放射線計測 

主排気筒モニタが機能喪失し，か

つ，再処理施設内で放射性物質の放出

が予測されると実施責任者が判断し

てから，中央制御室内の居住性確保の

観点から，ガンマ線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）により，中央制御室内

の放射線計測をする。 

１） 手順着手の判断基準 

主排気筒モニタが機能喪失してお

り，かつ，再処理施設内で放射性物質

の放出が予測されると実施責任者が

判断した場合（第 10－４表）。 

２） 操作手順 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ

（ＳＡ）の測定手順の概要は以下のと

おり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に中央制御室

内の放射性物質の測定を指示する。 

② 建屋対策班は，ガンマ線用サーベ

イメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型

ダストサンプラ（ＳＡ）を起動し，中

央制御室内の放射性物質の測定を行

う。 

3） 操作の成立性 

上記のガンマ線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）による放射線計測は，

建屋外対応班長を除く実施責任者等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（58／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
5
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

の要員８人，建屋対策班の班員２人の

合計 10 人にて作業を実施した場合，

主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，

再処理施設内で放射性物質の放出が

予測され実施責任者が放射線の計測

が必要と判断してから約 15 分以内に

測定可能であり，代替中央制御室送風

機の換気によって中央制御室内の雰

囲気が最も早く置換される約２時間

以内に対応可能である。 

また，実施責任者は建屋対策班よ

り，中央制御室内の放射性物質の測定

結果に関する報告を確認し，2.6μＳ

ｖ／ｈを上回る場合には，中央制御室

内の実施対策組織要員に対し防護具

（全面マスク及び半面マスク等）の着

装を指示する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（59／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の放射線計測 

主排気筒モニタが機能喪失し，か

つ，再処理施設内で放射性物質の放出

が予測されると実施責任者が判断し

てから，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室内の居住性確保の

観点より，ガンマ線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）により，使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室内

の放射性物質を測定する。 

１） 手順着手の判断基準 

主排気筒モニタが機能喪失してお

り，かつ，再処理施設内で放射性物質

の放出が予測されると実施責任者が

判断した場合（第 10－４表）。 

２） 操作手順 

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ

（ＳＡ）の測定手順の概要は以下のと

おり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

内の放射性物質の測定を指示する。 

② 建屋対策班は，ガンマ線用サーベ

イメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型

ダストサンプラ（ＳＡ）を起動し，使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室内の放射性物質の測定を行

う。 

３） 操作の成立性 

上記のガンマ線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（60／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

イメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサ

ンプラ（ＳＡ）による放射線計測は，

建屋外対応班長を除く実施責任者等

の要員８人，建屋対策班の班員２人の

合計 10 人にて作業を実施した場合，

主排気筒モニタが機能喪失し，かつ，

再処理施設内で放射性物質の放出が

予測され実施責任者が放射線の計測

が必要と判断してから約 15 分以内に

測定可能であり，代替制御室送風機の

換気によって最も使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室内の雰

囲気が最も早く置換される約 17 分以

内に対応可能である。 

また，実施責任者は建屋対策班よ

り，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室内の放射性物質の測定

結果に関する報告を確認し，2.6μＳ

ｖ／ｈを上回る場合には，使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

内の実施対策組織要員に対し防護具

（全面マスク及び半面マスク等）の着

装を指示する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（61／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅴ．制御室への汚染の持ち込みを防

止するための措置の対応手順 

(ⅰ) 中央制御室の出入管理区画

の設置及び運用 

各建屋への通常時の入退域ルート

を確保できないと実施責任者が判断

してから，中央制御室への汚染の持ち

込みを防止するため，出入管理区画を

設置する。 

出入管理区画には，防護具（全面マ

スク及び半面マスク等）を脱衣する脱

装エリア，放射性物質による要員や物

品の汚染の有無を確認するためのサ

ーベイエリア，汚染が確認された際に

除染を行う除染エリアを設け，建屋対

策班が汚染検査及び除染を行うとと

もに，出入管理区画の汚染管理を行

う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣

接して設置し，除染は紙ウエスでの拭

取りを基本とするが，拭取りにて除染

できない場合には，簡易シャワーにて

水洗による除染を行う。簡易シャワー

で発生した汚染水は，必要に応じてウ

エスへ染み込ませる等により固体廃

棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所付近の

全照明が消灯した場合には，可搬型代

替照明を設置する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理

区画設置場所の付近に保管する。ま

た，出入管理区画の設置が確実にでき

るよう，出入管理区画用資機材は複数

の箇所に保管する。 

なお，各建屋にて対処にあたる実施

組織要員はサーベイメータを携行し, 

建屋出入口付近にて相互に汚染検査

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（62／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

中央制御室における７日間の被ば

く評価結果は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち，最も

厳しい結果を与える全交流動力電源

の喪失を起因とする「放射線分解によ

り発生する水素による爆発」と「冷却

機能の喪失による蒸発乾固」の重畳に

おいて約１×10－３ｍＳｖであるが，

自主対策として防護具（全面マスク及

び半面マスク等）を配備する。なお，

実施組織要員は，交替要員を確保す

る。 

１） 手順着手の判断基準 

各建屋への通常時の入退域ルート

を確保できないと実施責任者が判断

した場合（第 10－４表）。 

２） 操作手順 

出入管理区画を設置するための手

順の概要は以下のとおり。タイムチャ

ートを第 10－15図に示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に出入管理建

屋玄関又は制御建屋内搬出入口付近

の出入管理区画の設置を指示する。 

② 建屋対策班は，出入管理区画設置

場所の照明が確保されていない場合，

可搬型代替照明を設置し，照明を確保

する。 

③ 建屋対策班は，出入管理区画用資

機材を準備・移動・設置し，床・壁等

の養生シートの状態を確認する。 

④ 建屋対策班は，各エリア間にバリ

ア，入口に粘着マット等を設置する。 

⑤ 建屋対策班は，簡易シャワー等を

設置する。 

⑥ 建屋対策班は，脱装した防護具類

を回収するロール袋及びサーベイメ

ータ等を必要な箇所に設置する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（63／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

⑦ 建屋対策班は，実施責任者に出入

管理区画の設置完了を報告する。 

３） 操作の成立性 

上記の出入管理区画の設置は，建屋

外対応班長を除く実施責任者等の要

員８人，建屋対策班の班員６人の合計

14人にて作業を実施した場合，重大事

故等の対処を実施するための体制移

行後に各建屋への通常時の入退域ル

ートを確保できないと実施責任者が

判断してから，線量計貸出及び実施組

織要員の着装補助が完了する約 30 分

後に設置を開始し，近傍の保管場所以

外から出入管理区画用資機材の搬出

を考慮しても，重大事故等の対処を実

施するための体制移行後１時間 30 分

以内に対応可能であり，初動対応班の

うち，中央制御室に最も早く戻ってく

る１時間 30 分以内に出入管理区画の

設置が可能である。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（64／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の出入管理区画の

設置及び運用 

各建屋への通常時の入退域ルート

を確保できないと実施責任者が判断

してから，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室への汚染の持ち

込みを防止するため，出入管理区画を

設置する。 

出入管理区画には，防護具（全面マ

スク及び半面マスク等）を脱衣する脱

装エリア，放射性物質による要員や物

品の汚染の有無を確認するためのサ

ーベイエリア，汚染が確認された際に

除染を行う除染エリアを設け，建屋対

策班が汚染検査及び除染を行うとと

もに，出入管理区画の汚染管理を行

う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣

接して設置し，除染は紙ウエスでの拭

取りを基本とするが，拭取りにて除染

できない場合には，簡易シャワーにて

水洗による除染を行う。簡易シャワー

で発生した汚染水は，必要に応じてウ

エスへ染み込ませる等により固体廃

棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所付近の

全照明が消灯した場合には，可搬型代

替照明を設置する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理

区画設置場所の付近に保管する。ま

た，出入管理区画の設置が確実にでき

るよう，出入管理区画用資機材は複数

の箇所に保管する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室における７日間の被ば

く評価結果は，各重大事故の有効性評

価の対象としている事象のうち，最も

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（65／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

厳しい結果を与える臨界において約

３×10－３ｍＳｖであるが，自主対策

として防護具（全面マスク及び半面マ

スク等）を配備する。なお，実施組織

要員は，交替要員を確保する。 

１） 手順着手の判断基準 

実施責任者が各建屋への通常時の

入退域ルートを確保できないと判断

し，かつ，重大事故等の対処を実施す

るため使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室での操作が必要と

判断した場合（第 10－４表）。 

２） 操作手順 

出入管理区画を設置するための手

順の概要は以下のとおり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋玄関口付近の出入管

理区画の設置を指示する。 

② 建屋対策班は，出入管理区画設置

場所の照明が確保されていない場合，

可搬型代替照明を設置し，照明を確保

する。 

③ 建屋対策班は，出入管理区画用資

機材を準備・移動・設置し，床・壁等

の養生シートの状態を確認する。 

④ 建屋対策班は，各エリア間にバリ

ア，入口に粘着マット等を設置する。 

⑤ 建屋対策班は，簡易シャワー等を

設置する。 

⑥ 建屋対策班は，脱装した防護具類

を回収するロール袋及びサーベイメ

ータ等を必要な箇所に設置する。 

⑦ 建屋対策班は，実施責任者に出入

管理区画の設置完了を報告する。 

３） 操作の成立性 

上記の出入管理区画の設置は，建屋

外対応班長を除く実施責任者等の要
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（66／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

員８人，建屋対策班の班員２人の合計

10人にて作業を実施した場合，実施責

任者が各建屋への通常時の入退域ル

ートを確保できないと判断し，かつ，

重大事故等の対処を実施するため使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室での操作が必要と判断して

から１時間以内に対応可能である。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（67／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅵ．制御室の通信連絡設備及び情報把

握計装設備の設置に関する措置の対

応手順 

(ⅰ) 制御室の通信連絡設備の設

置に関する措置 

１） 中央制御室の通信連絡設備の

設置の手順 

所内携帯電話が使用できないと実

施責任者が判断してから，重大事故等

に対処する建屋の屋内と屋外での通

信連絡を確保するため，通信連絡設備

の設置の手順に着手する。 

操作の判断等に関わる通信連絡の

手順の詳細は，「13. 通信連絡に関す

る手順等」にて整備する。 

 

２） 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の通信連絡設備の

設置の手順 

所内携帯電話が使用できないと判

断された場合には，重大事故等に対処

する建屋の屋内と屋外での通信連絡

を確保するため，通信連絡設備の設置

の手順に着手する。 

操作の判断等に関わる通信連絡の

手順の詳細は，「13. 通信連絡に関す

る手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書添付書類に以下

の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡手段 

 通信連絡設備による有毒ガ

スの検知に関しては，具体的

な手順が明確ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信

連絡設備を用いた有毒ガスの検知手

段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

本文：反映事項なし 

添八：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

通信連絡設備の設置に関する措置

の対応手順について記載してあり，通

信連絡設備による有毒ガスの検知の

手順については，「10.b.(a)居住性を

確保するための手順等」で評価するこ

とから，反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（68／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
6
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 制御室の情報把握計装設備

の設置に関する措置 

１） 中央制御室の情報把握計装設

備の設置 

重大事故等が発生した場合には，重

大事故等に対処する建屋の重大事故

等対処計装設備のパラメータを収集

及び表示するため，制御建屋用可搬型

情報収集装置及び制御建屋用可搬型

情報表示装置の設置の手順に着手す

る。 

操作の判断，確認に係る計装設備に

関する手順の詳細は，「９. 事故時の

計装に関する手順等」にて整備する。 

 

２） 使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室の情報把握計装設

備の設置 

重大事故等が発生した場合には，重

大事故等に対処する建屋の重大事故

等対処計装設備のパラメータを収集

及び表示するため，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情

報表示装置の設置の手順に着手する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に

関する手順の詳細は，「９. 事故時の

計装に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
5
2
0



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（69／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅶ．自主対策に関する措置の対応手順 

以下の対策は，対策を実施するため

の要員を確保可能な場合に実施する

ため，重大事故等対処設備を用いた対

処に悪影響を及ぼすことはない。 

(ⅰ) 制御建屋に接続した共通電

源車からの受電による中央制御室の

換気の確保 

全交流動力電源喪失において，電源

復旧により設計基準対象の施設の機

能維持が可能である場合，制御建屋中

央制御室換気設備による換気の確保

のため，制御建屋に共通電源車を接続

し，共通電源車からの受電により制御

建屋中央制御室換気設備を起動し，中

央制御室の換気を確保するための手

順に着手する。 

１） 手順着手の判断基準 

代替中央制御室送風機による中央

制御室の換気の確保の実施後，実施責

任者が制御建屋中央制御室換気設備

に損傷が確認されず，かつ，要員の確

保，対策実施の準備ができたと判断し

た場合。 

２） 操作手順 

共通電源車を用いた中央制御室の

換気を確保するための手順は以下の

とおり。 

制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線へ給

電するための電源隔離から共通電源

車の起動及び運転状態の確認までは，

実施責任者等９人，建屋対策班の班員

14人にて１時間以内で実施する。 

要員の確保，対策実施の準備ができ

たと判断してから制御建屋の 6.9ｋＶ

非常用母線の復電を実施責任者等 18

人，建屋対策班の班員２人にて 35 分

以内で実施する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（70／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

要員の確保が出来てから負荷起動

までは，実施責任者等 18 人，建屋対

策班の班員２人にて 10 分以内で実施

する。 

以上より，共通電源車を用いた中央

制御室の換気を確保するための手順

に必要となる合計の要員数は，実施責

任者等 18人，建屋対策班の班員 14人

の合計 32人，想定時間１時間 45分以

内で実施する。 

共通電源車を用いたタイムチャー

トは，第８－６表に示す。 

各手順の成功は，制御建屋の母線電

圧が 6.6ｋＶであること及び母線電圧

低警報が回復することにより確認す

る。手順の概要を第 10－16 図，制御

建屋中央制御室換気設備概要図を第

10－17図に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（71／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 非常用電源建屋に接続した

共通電源車からの受電による中央制

御室の換気の確保 

全交流動力電源喪失において，電源

復旧により設計基準対象の施設の機

能維持が可能である場合，制御建屋中

央制御室換気設備による換気の確保

のため，非常用電源建屋に共通電源車

を接続し，共通電源車からの受電によ

り制御建屋中央制御室換気設備を起

動し，中央制御室の換気を確保するた

めの手順に着手する。 

１） 手順着手の判断基準 

代替中央制御室送風機による中央

制御室の換気の確保の実施後，実施責

任者が制御建屋中央制御室換気設備

に損傷が確認さず，かつ，要員の確保，

対策実施の準備ができたと判断した

場合。 

２） 操作手順 

共通電源車を用いた中央制御室の

換気を確保するための手順は以下の

とおり。 

非常用電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主

母線へ給電するための電源隔離から

共通電源車の起動及び運転状態の確

認までは，実施責任者等９人，建屋対

策班の班員 14 人にて１時間以内で実

施する。 

要員の確保が出来てから電源隔離

（制御建屋），電源隔離（引きロック）

及び制御建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の

復電を実施責任者等 18 人，建屋対策

班の班員６人にて１時間 15 分以内で

実施する。 

要員の確保，対策実施の準備ができ

たと判断してから負荷起動までは，実

施責任者等 18 人，建屋対策班の班員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（72／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

２人にて 10分以内で実施する。 

以上より，共通電源車を用いた中央

制御室の換気を確保するための手順

に必要となる合計の要員数は，実施責

任者等 19人，建屋対策班の班員 18人

の合計 37人，想定時間は１時間 45分

以内で実施する。 

共通電源車を用いたタイムチャー

トは，第８－５表に示す。 

手順の成功は，非常用電源建屋の母

線電圧が 6.6ｋＶであること及び母線

電圧低警報が回復することにより確

認する。手順の概要を第 10－18 図，

制御建屋中央制御室換気設備概要図

を第 10－17図に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（73／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅲ) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

に接続した共通電源車からの受電に

よる使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室の換気の確保 

全交流動力電源喪失において，電源

復旧により設計基準対象の施設の機

能維持が可能である場合，使用済燃料

受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備によ

る換気の確保のため，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に共通電源車を接続し，

共通電源車からの受電により使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

を起動し，使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室の換気を確保す

るための手順に着手する。 

１） 手順着手の判断基準 

代替制御室送風機による使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の換気の確保の実施後，実施責任者

が使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備に損傷が確認されず，かつ，

要員の確保，対策実施の準備ができた

と判断した場合。 

２） 操作手順 

共通電源車を用いた使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の

換気を確保するための手順は以下の

とおり。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の 6.9

ｋＶ非常用母線へ給電するための電

源隔離から共通電源車の起動及び運

転状態の確認までは，実施責任者等９

人，建屋対策班の班員 22 人にて１時

間 10分以内で実施する。 

要員の確保，対策実施の準備ができ

たと判断してから使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の 6.9ｋＶ非常用母線の復電

を実施責任者等 16 人，建屋対策班の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
5
2
5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（74／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

班員２人にて 10分以内で実施する。 

要員の確保，対策実施の準備ができ

たと判断してから負荷起動までは，実

施責任者等 16 人，建屋対策班の班員

２人にて 10分以内で実施する。 

以上より，共通電源車を用いた使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室の換気を確保するための手順

に必要となる合計の要員数は，実施責

任者等 16人，建屋対策班の班員 22人

の合計 38人，想定時間は１時間 30分

以内で実施する。 

共通電源車を用いたタイムチャー

トは，第８－７表に示す。 

手順の成功は，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の母線電圧が 6.6ｋＶである

こと及び母線電圧低警報が回復する

ことにより確認する。手順の概要を第

10－19図，使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋制御室換気設備概要図を第 10－20

図に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（75／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
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１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅳ) 可搬型よう素フィルタの設

置の手順 

大気中に放射性よう素の有意な値

の検出がされ，実施責任者が要員の確

保，対策実施の準備ができたと判断し

てから，中央制御室へ放射性よう素の

取込みを防止するため，制御建屋中央

制御室換気設備の給気口に可搬型よ

う素フィルタを設置するための手順

に着手する。 

１） 手順着手の判断基準 

可搬型排気モニタリング設備の可

搬型ダスト・よう素サンプラにて放射

性よう素の有意な値を検出し，実施責

任者が要員の確保，対策実施の準備が

できたと判断した場合。 

２） 操作手順 

制御建屋中央制御室換気設備に可

搬型よう素フィルタユニットを設置

する手順の概要は以下のとおり。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に制御建屋中

央制御室換気設備への可搬型よう素

フィルタユニットの設置を指示する。 

② 建屋対策班は，制御建屋中央制御

室換気設備が再循環運転中であるこ

とを確認する。 

③ 建屋対策班は，可搬型よう素フィ

ルタユニットを給気口に接続し，可搬

型よう素フィルタユニットによう素

フィルタを設置する。 

④ よう素フィルタユニット設置後，

二酸化炭素濃度が 1.0％以上になる

26時間以内に外気取入れを開始する。 

 

上記の設置は，建屋対策班２人に

て，実施責任者が要員の確保，対策実

施の準備ができたと判断した時から

【補足説明資料 1.11-6-1 中央制御

室内に配備する資機材の数量につい

て 防護具の準備資料確認】 

１．中央制御室内に配備する資機材

の数量について 

 

（１） 防護具の準備個数 

重大事故等の対応により中央制御

室での実施組織要員は 163人（待機

要員含む）となることから，防護具

は，再処理施設用として原則 170人

分以上の数量を備える。 

なお，準備する防護具のうち，酸

素呼吸器，汚染防護衣（化学物質），

耐薬品用グローブ及び耐薬品用長靴

については，現場環境確認以降に再

使用が可能，かつ，対策班の間で装

備の融通が可能であり，現場環境確

認の結果に応じて必要装備の低減が

図れることから，最大必要数は以下

のとおりとなる。 

①現場環境確認者 32人 

内訳：各班３人×各建屋２人×５建

屋※１+２人×１班※２＝32人 

※１：前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋 

※２：使用済み燃料受入れ・貯蔵建

屋 

②要員管理班員 ２人 

②建屋対策班 36人 

合計 70人（①+②+③） 

 

以上より，再使用前提の防護具

は，90人分以上の数量を備える。 

準備する防護具の内訳を第 16 表に

示す。 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（76／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

可搬型よう素フィルタユニットの設

置が完了するまで約 30 分以内で対応

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 16表 防護具類 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（77／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅴ) 防護具の着装の手順等 

１） 手順着手の判断基準 

a） 対処にあたる現場環境におい

て，実施責任者が第 10－1 表に記載

の対処の阻害要因である酸欠，溢水，

薬品，汚染及びその他（内部被ばく防

止を考慮）の発生が予測されると判断

した場合。 

b） 中央制御室又は使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

て，制御室の放射線計測に関する措置

の対応手順にて実施する放射線計測

にて，2.6μＳｖ／ｈ以上を計測し，実

施責任者が必要と判断した場合。 

２） 操作手順 

第 10－1 表に記載の対処の阻害要

因である酸欠，溢水，薬品，汚染及び

その他（内部被ばく防止を考慮）に適

合する防護具（全面マスク及び半面マ

スク等）を選定し，着装する。着装の

手順の概要は以下のとおり。 

a） 汚染防護衣（化学物質）又は汚

染防護衣（放射性物質）の着装手順 

① 実施責任者は，作業着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に管理区域用

管理服の着装を指示する。 

② 建屋対策班は管理区域用管理服

を着装する。 

③ 建屋対策班は汚染防護衣（化学物

質）又は汚染防護衣（放射性物質）の

健全性を確認する。 

④ 建屋対策班は汚染防護衣（化学物

質）又は汚染防護衣（放射性物質）を

管理区域用管理服の上に着装する。必

要に応じて，酸素呼吸器の面体，耐薬

品用長靴及び耐薬品用グローブをテ

ープで固定する。 

b） 耐薬品用長靴の着装手順 

■防護対象者 

 記載なし 

 建屋対策班が現場作業を行

うものに限定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書添付書類に以下

の防護措置を記載している。 

 酸欠，溢水，薬品，汚染及びその

他（内部被ばく防止を考慮）に適

合する防護具（全面マスク及び半

面マスク等）を選定し，着装する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

中央制御室，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室の実施組織

要員を有毒ガス防護対象者とするこ

と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

制御室の換気設備又は防護具類を

用いた有毒ガス防護措置に係る手順

を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，建屋対策班

が現場作業を行う場合に，作業環境に

応じた防護具の着装に係る手順書を

定めているが，制御室にとどまる実施

組織要員に対しても防護具類を用い

ることが明確ではない。 

このため，作業環境に応じた防護具

の着装は，制御室にとどまる実施組織

要員にも適用することを追記するこ

とにより，明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

■有毒ガス防護措置 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，建屋対策班

が現場作業を行う場合に，作業環境に

応じた防護具の着装に係る手順書を

定めているが，制御室にとどまる実施

組織要員に対しても防護具類を用い

ることが明確ではない。 

このため，作業環境に応じた防護具

の着装は，制御室にとどまる実施組織

要員にも適用することを追記するこ

とにより，明確化する。 

また，実施組織要員が用いる防護具

類として，酸素呼吸器と防毒マスクが

あることから，防毒マスクの着装手順

を追加する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（78／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
7
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

① 実施責任者は，作業着手の判断基

準に基づき，建屋対策班に耐薬品用長

靴の着装を指示する。 

② 建屋対策班は耐薬品用長靴を着

装する。 

③ 建屋対策班は a)の手順で着装し

た汚染防護衣（化学物質）又は汚染防

護衣（放射性物質）を耐薬品用長靴の

上に被せてテープで固定する。 

c） 酸素呼吸器の着装手順 

① 建屋対策班は酸素呼吸器及び酸

素呼吸器の面体を点検する。 

② 建屋対策班は酸素呼吸器の面体

を着装し，酸素呼吸器を背負う。 

③ 建屋対策班は酸素呼吸器と酸素

呼吸器の面体を接続して給気バルブ

を開き，呼吸ができることを確認す

る。  
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（79／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
8
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方

法は以下のとおり。 

制御建屋中央制御室換気設備の機

能が喪失した場合には，中央制御室の

換気を確保するための措置の対応手

順に従い，代替中央制御室送風機によ

り，中央制御室の換気を確保する。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備の機能が喪失した場合には，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室の換気を確保するための

措置の対応手順に従い，代替制御室送

風機により，使用済燃料の受入れ施設

及び貯蔵施設の制御室の換気を確保

する。 

中央制御室の照明が使用できない

場合には，可搬型代替照明を設置し，

照明を確保する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の制御室の照明が使用できない

場合には，可搬型代替照明を設置し，

照明を確保する。 

実施責任者が重大事故等の対処を

実施するための体制移行が必要と判

断した場合には，出入管理建屋玄関又

は制御建屋内搬出入口付近に出入管

理区画を設置し，中央制御室への汚染

の持ち込みを防止する。また，実施責

任者が使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設の制御室での操作が必要と

判断した場合には，使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋玄関口付近にも出入管理

区画を設置し，使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設の制御室への汚染の

持ち込みを防止する。 

これらの対応手段の他に制御建屋

中央制御室換気設備の健全性が確保

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（80／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
8
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

されている場合には，自主対策の設備

及び手順に従い，非常用電源建屋又は

制御建屋に共通電源車を接続し，共通

電源車からの受電により制御建屋中

央制御室換気設備を起動し中央制御

室の換気を確保するとともに，使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備

の健全性が確保されている場合には，

自主対策の設備及び手順に従い，使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋に共通電源車

を接続し，共通電源車からの受電によ

り使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室

換気設備を起動し使用済燃料の受入

れ施設及び貯蔵施設の制御室の換気

を確保する対応手順を選択すること

ができる。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.11）（81／81） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
1
-
1
2
-
8
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ｄ．その他の手順項目について考慮

する手順 

電気設備の操作の判断等に関する

手順については，「８.  電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

計装設備の操作の判断等に関する

手順については，「９. 事故時の計装

に関する手順等」にて整備する。 

通信連絡の操作の判断等に関する

手順については，「13.  通信連絡に関

する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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令和４年７月 15 日 R28 

 

 

 

 

 

１．12 監視測定等に関する手順等 

（抜粋） 
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1.12.1 概要

(１ ) 排気モニタリング設備による主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の測定のための措置

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備による

放射性物質の濃度の監視，測定及びその結果を記録するた

め，通常時と同じ手順に着手する。  

本手順では，常設の設備を使用するため，主排気筒の排

気モニタリング設備による監視の継続を２人により，速や

かに対応が可能である。測定値は中央制御室及び緊急時対

策所に自動伝送される。  

(２ ) 可搬型排気モニタリング設備による主排気筒から放出さ

れる放射性物質の濃度の代替測定のための措置

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が機能

喪失した場合，可搬型排気モニタリング設備による主排気

筒から放出される放射性物質の濃度の代替測定の手順に着

手する。  

本手順では，可搬型排気モニタリング設備の運搬，設置

等を８人により，事象発生から可搬型排気モニタリング設

備による放射性物質の濃度の測定は１時間 20 分以内に実

施し，中央制御室及び緊急時対策所への測定値の伝送を８

人により，作業開始を判断してから１時間 30 分以内に実

施する。測定値は中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送

され，記録される。  

1535



(３ ) 放出管理分析設備による主排気筒から放出される放射性

物質の濃度の測定のための措置  

重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持されてい

る場合，排気中の放射性物質の濃度を測定及び記録するた

め，通常時と同じ手順に着手する。  

本手順では，主排気筒の排気サンプリング設備もしくは

可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料の測定を４人

により，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後１時

間以内に実施する。測定データは無線により，中央制御室

に連絡する。  

 

(４ ) 可搬型試料分析設備による主排気筒から放出される放射

性物質の濃度の代替測定のための措置  

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失した場合，

排気中の放射性物質濃度を測定するために可搬型試料分析

設備による主排気筒から放出される放射性物質の濃度の代

替測定の手順に着手する。  

本手順では，主排気筒の排気サンプリング設備もしくは

可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料の測定を８人

により，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後１時

間以内に実施する。測定データは無線により，中央制御室

に連絡する。  

 

(５ ) 排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度
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の測定のための措置

重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度

の監視，測定及びその結果を記録するため，通常時と同じ

手順に着手する。  

本手順では，常設の設備を使用するため，北換気筒（使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設

備による監視の継続を２人により，速やかに対応が可能で

ある。測定値は中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送さ

れる。  

(６ ) 可搬型排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質

の濃度の代替測定のための措置  

重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失した場合，可

搬型排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度

の代替測定の手順に着手する。  

本手順では，可搬型排気モニタリング設備の運搬，設置

等を 12 人により，事象発生から可搬型排気モニタリング

設備による放射性物質の濃度の測定は 23 時間以内に実施

する。測定値は中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送さ

れ，記録される。  
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(７ ) 放出管理分析設備備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度

の測定のための措置  

重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持されてい

る場合，排気中の放射性物質の濃度を測定及び記録するた

め，通常時と同じ手順に着手する。  

本手順では，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気サンプリング設備もしくは可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した試料の測定を４人により，排気サン

プリング設備の試料採取実施判断後１時間以内に実施す

る。測定データは無線により，中央制御室に連絡する。  

 

(８ ) 可搬型試料分析設備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度

の代替測定のための措置  

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失した場合，

排気中の放射性物質濃度を測定するために可搬型試料分析

設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定の手順に

着手する。  

本手順では，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気サンプリング設備もしくは可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した試料の測定を８人により，排気サン

プリング設備の試料採取実施判断後１時間以内に実施す

る。測定データは無線により，中央制御室に連絡する。  
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(９ ) 環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定のための措置

重大事故等時に環境モニタリング設備による放射線量及

び放射性物質の濃度の監視，測定及びその結果を記録する

ため，通常時と同じ手順に着手する。  

本手順では，常設の設備を使用するため，環境モニタリ

ング設備による監視の継続を２人により，速やかに対応が

可能である。測定値は中央制御室及び緊急時対策所に自動

伝送される。  

( 1 0 ) 可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性物質

の濃度及び線量の代替測定のための措置

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した場

合，可搬型環境モニタリング設備による放射線量及び放射

性物質の濃度の代替測定の手順に着手する。  

本手順では，可搬型環境モニタリング設備を９台配置す

るための運搬，設置等を 12 人により，事象発生から可搬

型環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定は５時間以内に実施する。また，測定値は

中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送され，記録され

る。  

( 1 1 ) 可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性

物質の濃度及び線量の測定のための措置
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重大事故等時に可搬型環境モニタリング設備を設置する

までの間，可搬型建屋周辺モニタリング設備による放射線

量及び放射性物質の濃度の代替測定の手順に着手する。  

本手順では，可搬型建屋周辺モニタリング設備による測

定及び記録するため 20 人により，事象発生から可搬型建

屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定は１時間以内に実施する。また，測定デー

タは，中央制御室に無線で連絡する。  

 

( 1 2 ) 放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定のための措置  

重大事故等時に放射能観測車による空気中の放射性物質

の濃度及び線量の測定及びその結果を記録するため，通常

時と同じ手順に着手する。  

本手順では，放射能観測車による測定を４人により，本

対策実施判断後２時間以内に実施する。測定データは無線

により，中央制御室に連絡する。  

 

( 1 3 ) 可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の代替測定のための措置  

重大事故等時に放射能観測車（搭載機器の測定機能又は

車両の走行機能）が機能喪失した場合に，可搬型放射能観

測設備により放射線量及び放射性物質の濃度の代替測定の

手順に着手する。  

本手順では，可搬型放射能観測設備による運搬，測定等
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を４人により，本対策実施判断後２時間以内に実施する。

また，測定データは，中央制御室に無線で連絡される。  

( 1 4 ) 環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測

定のための措置

重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されてい

る場合，環境試料中の放射性物質の濃度を測定及び記録す

るため，通常時と同じ手順に着手する。  

本手順では，ダストモニタもしくは可搬型ダストモニタ

で捕集した試料の測定を３人により，ダストモニタの試料

採取実施判断後２時間 50 分以内に実施する。測定データ

は無線により，緊急時対策所に連絡する。  

( 1 5 ) 環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の

濃度の測定のための措置

重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されてい

る場合，環境試料中の放射性物質の濃度を測定及び記録す

るため，通常時と同じ手順に着手する。  

本手順では，水試料又は土壌試料の測定を３人により，

水試料及び土壌試料の試料採取実施判断後２時間以内に実

施する。測定データは無線により，緊急時対策所に連絡す

る。  

( 1 6 ) 可搬型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃度の

代替測定のための措置
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重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，

空気中の放射性物質濃度を測定するために，可搬型試料分

析設備による放射性物質の濃度の代替測定の手順に着手す

る。  

本手順では，可搬型ダストモニタで捕集した試料の測定

を７人により，ダストモニタの試料採取実施判断後２時間

50 分以内に実施する。また，測定データは，緊急時対策所

に無線で連絡される。  

( 1 7 ) 可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質

の濃度の測定のための措置

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，

敷地内において，可搬型試料分析設備により，水中及び土

壌中の放射性物質の濃度を測定する手順に着手する。  

本手順では，試料採取，測定及び記録を７人により，水

試料及び土壌試料の試料採取実施判断後２時間以内に実施

する。測定データは無線により，緊急時対策所に連絡す

る。  

( 1 8 ) 気象観測設備による気象観測項目の測定のための措置

重大事故等時に気象観測設備による気象観測項目の測定

及びその結果を記録するため，通常時と同じ手順に着手す

る。  

本手順では，常設の設備を使用するため，気象観測設備

による観測の継続を２人により，速やかに対応が可能であ
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る。観測値は中央制御室及び緊急時対策所に自動伝送され

る。  

( 1 9 ) 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定のた

めの措置

重大事故等時に気象観測設備による風向，風速，日射

量，放射収支量及び雨量のいずれかの測定機能が喪失した

と判断した場合は，可搬型気象観測設備による風向，風速

その他の気象観測条件の代替測定の手順に着手する。  

本手順では，装置の配置等を８人により，可搬型排気モ

ニタリング設備の設置完了後，作業を開始してから２時間

以内に実施する。また，観測値は，中央制御室及び緊急時

対策所に自動伝送され，記録される。  

( 2 0 ) 可搬型風向風速計による風向及び風速の測定のための措

置

重大事故時に，気象観測設備が機能喪失したと判断した

場合，可搬型気象観測設備を設置するまでの間，可搬型風

向風速計による風向及び風速を測定する手順に着手する。

本手順では，可搬型風向風速計での測定は４人により，

事象発生から可搬型風向風速計による風向及び風速の測定

は 30 分以内に実施する。また，観測値は，無線により中

央制御室に連絡され記録する。  

( 2 1 ) 環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリン
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グ設備への給電のための措置  

重大事故時に，環境モニタリング設備の常用電源が喪失

した場合には，専用の無停電電源装置から給電を開始す

る。給電状況は中央制御室において確認する。また，環境

モニタリング用可搬型発電機から環境モニタリング設備へ

給電するための手順に着手する。環境モニタリング設備用

可搬型発電機から環境モニタリング設備への給電が開始さ

れた場合には，専用の無停電電源設備から環境モニタリン

グ用可搬型発電機に切り替える。  

本手順では，環境モニタリング用可搬型発電機による給

電のための運搬，設置等を 12 人により，作業開始を判断

してから５時間以内に実施する。  

 

( 2 2 ) 敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携体制

のための措置  

敷地外でのモニタリングは，国が立ち上げる緊急時モニ

タリングセンターにおいて，国及び地方公共団体が連携し

て策定するモニタリング計画に従って実施する。  

 

( 2 3 ) モニタリングポストのバックグラウンド低減対策のため

の措置  

事故後の周辺汚染により測定できなくなることを避ける

ため，バックグラウンド低減対策の手順に着手する。な

お，モニタリングポストについては，検出器カバーの養

生，局舎壁等の除染，周辺の土壌撤去及び木々の伐採を行
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う。

本手順では，モニタリングポスト９台分の養生は３人に

より，作業開始を判断してから５時間以内に実施する。  

( 2 4 ) 可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対

策のための措置

事故後の周辺汚染により測定できなくなることを避ける

ため，バックグラウンド低減対策の手順に着手する。可搬

型環境モニタリング設備については，検出器のカバーの養

生，周辺の土壌の撤去，及び木々の伐採を行う。  

本手順では，可搬型環境モニタリング設備９台分の養生

は３人により，作業開始を判断してから５時間以内に実施

する。  

( 2 5 ) 可搬型試料分析設備のバックグラウンド低減対策のため

の措置

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性物質の

濃度の測定場所は，主排気筒管理建屋を基本とする。  

ただし，試料測定に影響が生じる場合は，緊急時対策所

又は再処理事業所外の適切な場所に設備を移動し，測定す

る。  

( 2 6 ) 自主対策設備

重大事故等の対処を確実に実施するためフォールトツリ

ー分析等により機能喪失の原因分析を行った上で対策の抽
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出を行った結果，再処理施設から大気中へ放出される放射

性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその

結果を記録するための自主対策設備及び手順等を以下のと

おり整備する。  

ａ．主排気筒における放射性物質の濃度の測定のための設備

及び手順  

(ａ ) 排気モニタリング設備による主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の測定のための設備及び手順

ⅰ．設備  

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備の機

能が維持されている場合は，排気筒モニタにより放射性

希ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタの

測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放射能

レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を

発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急時対策所

へ伝送する。

ⅱ．手順  

主排気筒の排気モニタリング設備による放射性物質の

濃度の測定の主な手順は以下のとおり。  

重大事故等時に，主排気筒の排気モニタリング設備に

よる放射性物質の濃度の監視を継続する手順に着手す

る。中央制御室における主排気筒の排気モニタリング設

備による放射性物質の濃度の監視の継続は２人にて，常
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設の設備を使用することから，速やかに実施する。  

 

(ｂ ) 放出管理分析設備による主排気筒から放出される放射性

物質の濃度の測定のための設備及び手順  

ⅰ．設備  

重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持されて

いる場合は，放出管理分析設備により主排気筒から放出

される放射性物質の濃度を測定する。  

ⅱ．手順  

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定の主

な手順は以下のとおり。  

重大事故等時に，主排気筒の排気サンプリング設備又

は可搬型排気サンプリング設備で捕集された試料の採

取，放出管理分析設備による放射性物質の濃度を測定す

る手順に着手する。放出管理分析設備による放射性物質

の濃度の測定は４人にて，排気サンプリング設備の試料

採取実施判断後１時間以内に実施する。  

 

ｂ．北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）におけ

る放射性物質の濃度の測定のための設備及び手順  

(ａ ) 排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度

の測定のための設備及び手順  

ⅰ．設備  

重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建
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屋換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されて

いる場合は，排気筒モニタにより放射性希ガスを連続監

視するとともに，排気サンプリング設備により放射性物

質を連続的に捕集する。排気筒モニタの測定値は，中央

制御室において指示及び記録し，放射能レベルがあらか

じめ設定した値を超えたときは，警報を発する。また，

排気筒モニタの測定値は，緊急時対策所へ伝送する。  

ⅱ．手順

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排

気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定の主

な手順は以下のとおり。  

重大事故等時に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気モニタリング設備による放射性物質

の濃度の監視を継続する手順に着手する。中央制御室に

おける北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の監視

の継続は２人にて，常設の設備を使用することから，速

やかに実施する。  

(ｂ ) 放出管理分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の測

定のための設備及び手順

ⅰ．設備  

重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持されて

いる場合は，放出管理分析設備により北換気筒（使用済
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燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物

質の濃度を測定する。  

ⅱ．手順  

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定の主

な手順は以下のとおり。  

重大事故等時に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集された試料の採取，放出管理分析

設備による放射性物質の濃度を測定する手順に着手す

る。放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定は

４人にて，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後

１時間以内に実施する。  

 

ｃ．環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定のための設備及び手順  

(ａ ) 設備  

重大事故等時に環境モニタリング設備の機能が維持され

ている場合は，モニタリングポストにより空間放射線量率

を連続監視するとともに，ダストモニタにより空気中の放

射性物質を連続的に捕集及び測定する。環境モニタリング

設備の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，空

間放射線量率があらかじめ設定した値を超えたときは，警

報を発する。また，環境モニタリング設備の測定値は，緊

急時対策所へ伝送する。  

(ｂ ) 手順  
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環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度

及び線量の測定についての手順の概要は以下のとおり。  

中央制御室における環境モニタリング設備による空気中

の放射性物質の濃度及び線量の監視の継続は２人にて，常

設の設備を使用することから，速やかに実施する。  

ｄ．放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定のための設備及び手順

(ａ ) 設備  

重大事故等時に放射能観測車の機能が維持されている場

合は，放射能観測車により敷地周辺の空気中の放射性物質

の濃度及び線量を測定する。

(ｂ ) 手順  

放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定の主な手順は以下のとおり。  

重大事故等時に，最大濃度地点又は風下方向において，

放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量を

測定する手順に着手する。放射能観測車による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測定は４人にて，本対策実施判

断後２時間以内に実施する。  

ｅ．環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測

定のための設備及び手順

(ａ ) 設備  

重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されてい
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る場合は，環境試料測定設備により空気中の放射性物質の

濃度を測定する。  

(ｂ ) 手順  

環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測

定の主な手順は以下のとおり。  

重大事故等時に，ダストモニタ又は可搬型ダストモニタ

で捕集した試料の採取，環境試料測定設備による空気中の

放射性物質の濃度を測定する手順に着手する。環境試料測

定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定は３人に

て，ダストモニタの試料採取実施判断後２時間 50 分以内

に実施する。  

 

ｆ．環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の

濃度の測定のための設備及び手順  

(ａ ) 設備  

重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されてい

る場合は，環境試料測定設備により水中及び土壌中の放射

性物質の濃度を測定する。  

(ｂ ) 手順  

環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の

濃度の測定の主な手順は以下のとおり。  

重大事故等時に，水試料及び土壌試料の採取，環境試料

測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度を測定

する手順に着手する。環境試料測定設備による水中及び土

壌中の放射性物質の濃度の測定は２人にて，水試料及び土
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壌試料の試料採取実施判断後２時間以内に実施する。  

 

ｇ．気象観測設備による気象観測項目の測定のための設備及

び手順  

(ａ ) 設備  

重大事故等時に気象観測設備の機能が維持されている場

合は，気象観測設備により風向，風速，日射量，放射収支

量及び雨量を測定し，その測定値を中央制御室及び緊急時

対策所に伝送する。  

(ｂ ) 手順  

気象観測設備による気象観測項目の測定の主な手順は以

下のとおり。  

重大事故等時に，気象観測設備による気象観測項目の監

視を継続する手順に着手する。中央制御室における気象観

測設備による気象観測項目の監視の継続は１人にて，常設

の設備を使用することから，速やかに実施する。  
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1.12 監視測定等に関する手順等 

方
針
目
的 

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される

放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録するための手順を整備する。また，風向，風速その他の気象条件

を測定し，及びその結果を記録するための手順を整備する。 

対
応
手
段
等 

設
計
基
準
対
象
の
施
設 

設計基準対象の以下の施設を重大事故等対処設備とし

て位置付け重大事故等の対処に用いる。 

［放射線監視設備］ 

・主排気筒の排気モニタリング設備（排気筒モニタ及び排

気サンプリング設備） 

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備（排気筒モニタ及び排気サンプリング

設備） 

・環境モニタリング設備（モニタリングポスト及びダスト

モニタ） 

［試料分析関係設備］ 

・放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウン

タ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ），

核種分析装置） 

・環境試料測定設備（核種分析装置） 

［環境管理設備］ 

・気象観測設備 

・放射能観測車 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

主排気筒の排気モニタリング設備は，平常運転時か

ら排気筒モニタにより放射性希ガスの連続監視及び排

気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集

している。重大事故等時に主排気筒の排気モニタリン

グ設備の機能が維持されていると判断した場合，手順

に着手する。 

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が

機能喪失したと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を主排

気筒の排気モニタリング設備の接続口に接続し，主排

気筒から大気中へ放出される放射性よう素，粒子状放

射性物質，炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集す

るとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録

する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置す

る可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報

把握設備により監視及び記録する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型排気

モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度の測定

を行う。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置及び可搬型排気モニタリン

グ用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実

施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
出
管
理
分
析
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から主排気

筒の排気サンプリング設備により捕集した放射性物質

の濃度を測定している。重大事故等時に放出管理分析

設備の機能が維持されていると判断した場合，手順に

着手する。

具体的には，継続して放出管理分析設備により，主

排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，放出管理分析設備により放射性物質の濃度

を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性物

質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，主排気筒の排気サンプリング設備又

は可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質

の濃度を測定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃

度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性

物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気モニタリング設備は，平常運転時から排気筒モニ

タにより放射性希ガスの連続監視及び排気サンプリン

グ設備により放射性物質を連続的に捕集している。重

大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されて

いると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の気体廃棄物の廃棄施設の機能が維持されていると

判断した場合，また，北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失

したと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトに接続し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から

大気中へ放出される放射性よう素，粒子状放射性物質，

炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集するととも

に，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置す

る可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報

把握設備により監視及び記録する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

により可搬型排気モニタリング設備及び可搬型排気モ

ニタリング用データ伝送装置への給電を行い，放射性

物質の濃度の測定を行う。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置の建屋内への移動及び除灰

作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

放
出
管
理
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備により捕集した放射性物質の濃度を測定

している。重大事故等時に放出管理分析設備の機能が

維持されていると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して放出管理分析設備により，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で

捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

放出管理分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から

大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，記録

する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備により

中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気

サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定

する。

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定

し，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

から大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，

記録する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備に

より中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定 

モニタリングポストは，平常運転時から周辺監視区

域境界付近にて，空間放射線量率の連続監視を行って

いる。また，ダストモニタは，平常運転時から空気中

の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射性物

質を連続的に捕集及び測定している。重大事故等時に

環境モニタリング設備の機能が維持されていると判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，モニタリングポストにより空間放射線

量率を連続監視するとともに，ダストモニタにより空

気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定する。環境

モニタリング設備の測定値は，中央制御室において指

示及び記録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。

また，環境モニタリング設備の測定値は，緊急時対策

所へ伝送する。 

モニタリングポストによる空間放射線量率の測定及

びダストモニタによる空気中の放射性物質の捕集及び

測定は継続されているため，監視及び測定並びにその

結果の記録を継続する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定 

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備（モニタ

リングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモ

ニタの代替として可搬型ダストモニタ）により，周辺

監視区域境界付近において，線量を測定するとともに，

空気中の粒子状放射性物質を連続的に捕集及び測定す

る。 

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型

環境モニタリング設備に接続し，測定値を衛星通信に

より中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送し

た測定値は，中央制御室に設置する可搬型データ表示

装置により，監視及び記録するとともに，緊急時対策

所においても緊急時対策建屋情報把握設備により監視

及び記録する。 

可搬型環境モニタリング用発電機により可搬型環境

モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度及び線

量の測定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型環境モニ

タリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備を設置す

るまでの間，可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，重大

事故等の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺

における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入

管理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受

入れ・貯蔵管理建屋の周辺における空気中の放射性物

質の濃度及び線量当量率を測定する。

線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて，

測定線種及び対象建屋を設定する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
射
能
観
測
車
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
及
び
線
量
の
測
定

放射能観測車は，平常時及び事故時に，敷地周辺の

空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅速

に測定するため，空間放射線量率測定器，中性子線用

サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及

び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能

観測車を備えている。重大事故等時に放射能観測車の

機能が維持されていると判断した場合，手順に着手す

る。

具体的には，放射能観測車により，敷地周辺の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定す

る。 

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備によ

り中央制御室に連絡する。 

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定

重大事故等時に放射能観測車が機能喪失（搭載機器

の測定機能又は車両の走行機能）したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サ

ーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（Ｓ

Ａ），ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中

性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・よう素

サンプラ（ＳＡ））により，再処理施設及びその周辺に

おいて，空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定す

る。

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡

設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
空
気
中
の 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して環境試料測定設備により，ダ

ストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状

放射性物質の濃度を測定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，環境試料測定設

備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

 

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，また，主排気筒の排気モニタリング設備，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排

気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング設備，

可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分析設備，

環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放射能観測

車及び可搬型放射能観測設備による測定により，再処

理施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，環境試料測定設備により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，ダストモニ

タ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状放射性物

質の濃度を測定する。

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，可搬型試料分析

設備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射

性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，

通信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，また，主排気筒の排気モニタリング設

備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備，環境モニタリング設備，可

搬型排気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング

設備，可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分

析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放

射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定によ

り，再処理施設からの放射性物質の放出のおそれがあ

ると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等 

気
象
観
測
設
備
に
よ
る 

気
象
観
測
項
目
の
測
定 

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日

射量，放射収支量及び雨量を観測している。重大事故

等時に気象観測設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して気象観測設備により風向，風

速，日射量，放射収支量及び雨量を観測し，その観測

値を中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。 

気象観測設備による気象観測項目の測定は継続され

ているため，測定及びその結果の記録を継続する。 

可
搬
型
気
象
観
測
設
備
に
よ
る
気
象
観
測
項
目
の
代
替
測
定 

重大事故等時に気象観測設備（風向風速計，日射計，

放射収支計，雨量計）が機能喪失したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備（風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計）により，敷地内において

風向，風速その他の気象条件を測定する。 

可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測

設備に接続し，観測値を衛星通信により中央制御室及

び緊急時対策所に伝送する。伝送した観測値は，中央

制御室に設置する可搬型データ表示装置により記録す

るとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋

情報把握設備により記録する。 

可搬型気象観測用発電機により可搬型気象観測設備

及び可搬型気象観測用データ伝送装置への給電を行

い，敷地内において風向，風速その他の気象条件の測

定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測

設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気

象観測用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備

を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 

1569



1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
風
向
風
速
計
に
よ
る
風
向
及
び
風
速
の
測
定 

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失したと判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備を設置するまでの

間，可搬型風向風速計により，敷地内において風向及

び風速を測定する。 

可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
電
源
を
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用 

代
替
電
源
設
備
か
ら
給
電
す
る
手
順
等 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
可
搬
型
発
電
機
に
よ
る 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
へ
の
給
電 

重大事故等時に，第１非常用ディーゼル発電機が自

動起動せず，非常用所内電源系統から環境モニタリン

グ設備への給電が喪失し，無停電電源装置により給電

され，環境モニタリング設備の機能が維持されている

と判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，環境モニタリング用可搬型発電機によ

り，環境モニタリング設備へ給電する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，環境モニタリン

グ用可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，モニタリングポストのバックグラ

ウンドが上昇するおそれがあると判断した場合，手順

に着手する。

具体的には，事故後の周辺汚染により，モニタリン

グポストによる測定ができなくなることを避けるた

め，モニタリングポスト局舎内の換気システムを停止

し，モニタリングポストの検出器カバーに養生シート

を被せ，養生する。検出器カバーの養生シートは，必

要に応じて交換する。 

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じてモニタリングポスト局舎の除染，周辺土

壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低

減を図る。 

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンドが上昇するおそれがあると判断した場

合，手順に着手する。 

具体的には，事故後の周辺汚染により，可搬型環境

モニタリング設備による測定ができなくなることを避

けるため，可搬型環境モニタリング設備を設置する際

にあらかじめ検出器カバーに養生シートを被せた後，

可搬型環境モニタリング設備を設置する。検出器カバ

ーの養生シートは，必要に応じて交換する。

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じて可搬型環境モニタリング設備の除染，周

辺土壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンド

の低減を図る。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順 

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
の 

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策 

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性物

質を捕集した試料の測定場所は，主排気筒管理建屋を

基本とする。ただし，試料測定に影響が生じる場合は，

緊急時対策所又は再処理事業所外の適切な場所に設備

を移動し，測定する。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。 

また，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保 

全交流電源喪失時は，可搬型重大事故等対処設備の

可搬型発電機を用いて，放射性物質の濃度及び線量の

測定で使用する設備及び風向，風速その他の気象条件

の測定で使用する設備へ給電する。 

燃
料
給
油 

配慮すべき事項は，第５表（10／15）「電源の確保に

関する手順等」の燃料給油と同様である。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については個人線量計を着用し，１

作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員及び支援組織要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業場所の線量率の

把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員及び支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低

減する。 

他
の
機
関
と
の
連
携 

重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立

ち上げる緊急時モニタリングセンターにおいて，国が

地方公共団体と連携して策定するモニタリング計画に

従い，資機材，要員及び放出源情報を提供するととも

にモニタリングに協力する。 

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業

者との協力体制を構築するため原子力事業者間協力協

定を締結し，環境放射線モニタリング等への要員の派

遣，資機材の貸与等を受けることが可能である。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

方
針
目
的

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される

放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録するための手順を整備する。また，風向，風速その他の気象条件

を測定し，及びその結果を記録するための手順を整備する。 

対
応
手
段
等

設
計
基
準
対
象
の
施
設

設計基準対象の以下の施設を重大事故等対処設備とし

て位置付け重大事故等の対処に用いる。 

［放射線監視設備］ 

・主排気筒の排気モニタリング設備（排気筒モニタ及び排

気サンプリング設備）

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備（排気筒モニタ及び排気サンプリング

設備）

・環境モニタリング設備（モニタリングポスト及びダスト

モニタ）

［試料分析関係設備］ 

・放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウン

タ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ），

核種分析装置）

・環境試料測定設備（核種分析装置）

［環境管理設備］

・気象観測設備

・放射能観測車
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

主排気筒の排気モニタリング設備は，平常運転時か

ら排気筒モニタにより放射性希ガスの連続監視及び排

気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集

している。重大事故等時に主排気筒の排気モニタリン

グ設備の機能が維持されていると判断した場合，手順

に着手する。 

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定 

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が

機能喪失したと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を主排

気筒の排気モニタリング設備の接続口に接続し，主排

気筒から大気中へ放出される放射性よう素，粒子状放

射性物質，炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集す

るとともに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録

する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置す

る可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報

把握設備により監視及び記録する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型排気

モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度の測定

を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置及び可搬型排気モニタリン

グ用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実

施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰

作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
出
管
理
分
析
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から主排気

筒の排気サンプリング設備により捕集した放射性物質

の濃度を測定している。重大事故等時に放出管理分析

設備の機能が維持されていると判断した場合，手順に

着手する。

具体的には，継続して放出管理分析設備により，主

排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，放出管理分析設備により放射性物質の濃度

を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性物

質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
主
排
気
筒
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，主排気筒の排気サンプリング設備又

は可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質

の濃度を測定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サ

ンプリング設備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）

又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合

に回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃

度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性

物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気モニタリング設備は，平常運転時から排気筒モニ

タにより放射性希ガスの連続監視及び排気サンプリン

グ設備により放射性物質を連続的に捕集している。重

大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されて

いると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して排気筒モニタにより放射性希

ガスを連続監視するとともに，排気サンプリング設備

により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタ

の測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放

射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，

警報を発する。また，排気筒モニタの測定値は，緊急

時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サ

ンプリング設備による放射性物質の捕集は継続されて

いるため，排気筒モニタにより監視及び測定並びにそ

の結果の記録を継続し，排気サンプリング設備により

連続的に捕集する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

可
搬
型
排
気
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る 

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定 

重大事故等時に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の気体廃棄物の廃棄施設の機能が維持されていると

判断した場合，また，北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失

したと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型排気モニタリング設備（可搬型

ガスモニタ及び可搬型排気サンプリング設備）を使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトに接続し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から

大気中へ放出される放射性よう素，粒子状放射性物質，

炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集するととも

に，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型

排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所

に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置す

る可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報

把握設備により監視及び記録する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

により可搬型排気モニタリング設備及び可搬型排気モ

ニタリング用データ伝送装置への給電を行い，放射性

物質の濃度の測定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用データ伝送装置の建屋内への移動及び除灰

作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
出
管
理
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカ

ウンタ），放射能測定装置（液体シンチレーションカウ

ンタ）及び核種分析装置）は，平常運転時から北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備により捕集した放射性物質の濃度を測定

している。重大事故等時に放出管理分析設備の機能が

維持されていると判断した場合，手順に着手する。

具体的には，継続して放出管理分析設備により，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で

捕集した放射性物質の濃度を測定する。

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

放出管理分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から

大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，記録

する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備により

中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
北
換
気
筒
（
使
用
済
燃
料
受
入
れ
・
貯
蔵
建
屋
換
気
筒
）
か
ら
放
出
さ
れ
る

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測

定装置）により，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気

サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定

する。

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の

排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中

への放射性物質の放出のおそれがある場合に回収し，

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定

し，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

から大気中へ放出される放射性物質の濃度を評価し，

記録する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備に

より中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定 

モニタリングポストは，平常運転時から周辺監視区

域境界付近にて，空間放射線量率の連続監視を行って

いる。また，ダストモニタは，平常運転時から空気中

の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射性物

質を連続的に捕集及び測定している。重大事故等時に

環境モニタリング設備の機能が維持されていると判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，モニタリングポストにより空間放射線

量率を連続監視するとともに，ダストモニタにより空

気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定する。環境

モニタリング設備の測定値は，中央制御室において指

示及び記録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。

また，環境モニタリング設備の測定値は，緊急時対策

所へ伝送する。 

モニタリングポストによる空間放射線量率の測定及

びダストモニタによる空気中の放射性物質の捕集及び

測定は継続されているため，監視及び測定並びにその

結果の記録を継続する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備（モニタ

リングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモ

ニタの代替として可搬型ダストモニタ）により，周辺

監視区域境界付近において，線量を測定するとともに，

空気中の粒子状放射性物質を連続的に捕集及び測定す

る。

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型

環境モニタリング設備に接続し，測定値を衛星通信に

より中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送し

た測定値は，中央制御室に設置する可搬型データ表示

装置により，監視及び記録するとともに，緊急時対策

所においても緊急時対策建屋情報把握設備により監視

及び記録する。 

可搬型環境モニタリング用発電機により可搬型環境

モニタリング設備及び可搬型環境モニタリング用デー

タ伝送装置への給電を行い，放射性物質の濃度及び線

量の測定を行う。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型環境モニ

タリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
建
屋
周
辺
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失し

たと判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型環境モニタリング設備を設置す

るまでの間，可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガン

マ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメ

ータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，重大

事故等の対処を行う前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺

における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入

管理建屋，低レベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受

入れ・貯蔵管理建屋の周辺における空気中の放射性物

質の濃度及び線量当量率を測定する。

線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて，

測定線種及び対象建屋を設定する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果

は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

放
射
能
観
測
車
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
及
び
線
量
の
測
定

放射能観測車は，平常時及び事故時に，敷地周辺の

空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を迅速

に測定するため，空間放射線量率測定器，中性子線用

サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及

び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能

観測車を備えている。重大事故等時に放射能観測車の

機能が維持されていると判断した場合，手順に着手す

る。

具体的には，放射能観測車により，敷地周辺の空間

放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定す

る。 

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備によ

り中央制御室に連絡する。 

可
搬
型
放
射
能
観
測
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の

濃
度
及
び
線
量
の
代
替
測
定

重大事故等時に放射能観測車が機能喪失（搭載機器

の測定機能又は車両の走行機能）したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サ

ーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（Ｓ

Ａ），ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中

性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線

用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・よう素

サンプラ（ＳＡ））により，再処理施設及びその周辺に

おいて，空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定す

る。

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡

設備により中央制御室に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
空
気
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して環境試料測定設備により，ダ

ストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状

放射性物質の濃度を測定する。

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，環境試料測定設

備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

環
境
試
料
測
定
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の

放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時

から再処理施設及びその周辺における環境試料の分

析，放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時

に環境試料測定設備の機能が維持されていると判断し

た場合，また，主排気筒の排気モニタリング設備，北

換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排

気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング設備，

可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分析設備，

環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放射能観測

車及び可搬型放射能観測設備による測定により，再処

理施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断

した場合，手順に着手する。

具体的には，環境試料測定設備により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
代
替
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，ダストモニ

タ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状放射性物

質の濃度を測定する。

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試

料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物質

の放出のおそれがある場合に回収し，可搬型試料分析

設備により放射性物質の濃度を測定し，空気中の放射

性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，

通信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び
線
量
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
に
よ
る
水
中
及
び
土
壌
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失したと

判断した場合，また，主排気筒の排気モニタリング設

備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）

の排気モニタリング設備，環境モニタリング設備，可

搬型排気モニタリング設備，可搬型環境モニタリング

設備，可搬型建屋周辺モニタリング設備，放出管理分

析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，放

射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定によ

り，再処理施設からの放射性物質の放出のおそれがあ

ると判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型試料分析設備（可搬型放射能測

定装置及び可搬型核種分析装置）により，再処理施設

及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の

放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性

物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通

信連絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料

分析設備への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を

行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニ

タリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等

気
象
観
測
設
備
に
よ
る

気
象
観
測
項
目
の
測
定

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日

射量，放射収支量及び雨量を観測している。重大事故

等時に気象観測設備の機能が維持されていると判断し

た場合，手順に着手する。 

具体的には，継続して気象観測設備により風向，風

速，日射量，放射収支量及び雨量を観測し，その観測

値を中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。 

気象観測設備による気象観測項目の測定は継続され

ているため，測定及びその結果の記録を継続する。 

可
搬
型
気
象
観
測
設
備
に
よ
る
気
象
観
測
項
目
の
代
替
測
定

重大事故等時に気象観測設備（風向風速計，日射計，

放射収支計，雨量計）が機能喪失したと判断した場合，

手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備（風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計）により，敷地内において

風向，風速その他の気象条件を測定する。 

可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測

設備に接続し，観測値を衛星通信により中央制御室及

び緊急時対策所に伝送する。伝送した観測値は，中央

制御室に設置する可搬型データ表示装置により記録す

るとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋

情報把握設備により記録する。 

可搬型気象観測用発電機により可搬型気象観測設備

及び可搬型気象観測用データ伝送装置への給電を行

い，敷地内において風向，風速その他の気象条件の測

定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測

設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気

象観測用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備

を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

風
向
，
風
速
そ
の
他
の
気
象
条
件
の
測
定
の
手
順
等

可
搬
型
風
向
風
速
計
に
よ
る
風
向
及
び
風
速
の
測
定

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失したと判断

した場合，手順に着手する。 

具体的には，可搬型気象観測設備を設置するまでの

間，可搬型風向風速計により，敷地内において風向及

び風速を測定する。 

可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の
電
源
を
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用

代
替
電
源
設
備
か
ら
給
電
す
る
手
順
等

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
用
可
搬
型
発
電
機
に
よ
る

環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
へ
の
給
電

重大事故等時に，第１非常用ディーゼル発電機が自

動起動せず，非常用所内電源系統から環境モニタリン

グ設備への給電が喪失し，無停電電源装置により給電

され，環境モニタリング設備の機能が維持されている

と判断した場合，手順に着手する。 

具体的には，環境モニタリング用可搬型発電機によ

り，環境モニタリング設備へ給電する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，環境モニタリン

グ用可搬型発電機の建屋内への移動及び除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順

モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，モニタリングポストのバックグラ

ウンドが上昇するおそれがあると判断した場合，手順

に着手する。

具体的には，事故後の周辺汚染により，モニタリン

グポストによる測定ができなくなることを避けるた

め，モニタリングポスト局舎内の換気システムを停止

し，モニタリングポストの検出器カバーに養生シート

を被せ，養生する。検出器カバーの養生シートは，必

要に応じて交換する。 

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じてモニタリングポスト局舎の除染，周辺土

壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低

減を図る。 

可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性

物質の放出により，可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンドが上昇するおそれがあると判断した場

合，手順に着手する。 

具体的には，事故後の周辺汚染により，可搬型環境

モニタリング設備による測定ができなくなることを避

けるため，可搬型環境モニタリング設備を設置する際

にあらかじめ検出器カバーに養生シートを被せた後，

可搬型環境モニタリング設備を設置する。検出器カバ

ーの養生シートは，必要に応じて交換する。

また，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じて可搬型環境モニタリング設備の除染，周

辺土壌の撤去及び樹木の伐採を行いバックグラウンド

の低減を図る。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

対
応
手
段
等

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策
の
手
順

可
搬
型
試
料
分
析
設
備
の

バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
低
減
対
策

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性物

質を捕集した試料の測定場所は，主排気筒管理建屋を

基本とする。ただし，試料測定に影響が生じる場合は，

緊急時対策所又は再処理事業所外の適切な場所に設備

を移動し，測定する。 

配
慮
す
べ
き
事
項

作
業
性

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。 

また，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間

及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよ

うに，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保

全交流電源喪失時は，可搬型重大事故等対処設備の

可搬型発電機を用いて，放射性物質の濃度及び線量の

測定で使用する設備及び風向，風速その他の気象条件

の測定で使用する設備へ給電する。 

燃
料
給
油

配慮すべき事項は，第５表（10／15）「電源の確保に

関する手順等」の燃料給油と同様である。 
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1.12 監視測定等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項

放
射
線
管
理

放
射
線
防
護

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加

えて，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を

行い，移動時及び作業時の状況に応じて着用すること

とする。線量管理については個人線量計を着用し，１

作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員及び支援組織要員の作業場

所への移動及び作業においては，作業場所の線量率の

把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組

織要員及び支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低

減する。 

他
の
機
関
と
の
連
携

重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立

ち上げる緊急時モニタリングセンターにおいて，国が

地方公共団体と連携して策定するモニタリング計画に

従い，資機材，要員及び放出源情報を提供するととも

にモニタリングに協力する。 

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業

者との協力体制を構築するため原子力事業者間協力協

定を締結し，環境放射線モニタリング等への要員の派

遣，資機材の貸与等を受けることが可能である。 
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11. 監視測定等に関する手順等

【要求事項】 

１ 再処理事業者において、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周

辺（工場等の周辺海域を含む。）において再処理施設から放出される放射

性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録する

ために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適

切に示されていること。 

２ 再処理事業者は、重大事故等が発生した場合に工場等において、風向、

風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録するために必要な手

順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されてい

ること。 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「再処理施設から放出される放射性物質の濃度及び放

射線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録するために必要な手

順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置

を行うための手順等をいう。 

ａ）重大事故等が発生した場合でも、工場等及びその周辺（工場等の

周辺海域を含む。）において、モニタリング設備等により、再処理

施設から放出される放射性物質の濃度及び放射線量を監視し、及び

測定し、並びにその結果を記録するために必要な手順等を整備する

こと。 

ｂ）常設モニタリング設備が、代替電源設備からの給電を可能とする

こと。 

ｃ）敷地外でのモニタリングは、他の機関との適切な連携体制を構築

すること。 
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２ 事故後の周辺の汚染により測定ができなくなることを避けるため、バッ

クグラウンド低減対策手段を検討しておくこと。

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放出される放射性物

質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するための

設備を整備する。また，風向，風速その他の気象条件を測定し，及びその結

果を記録するための設備を整備する。 

ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 
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ａ．対応手段と設備の選定 

(ａ) 対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合において，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその

結果を記録するための対応手段と重大事故等対処設備を選定する（第

11－１図～第 11－３図）。 

また，重大事故等が発生した場合に，敷地内において風向，風速そ

の他の気象条件を測定し，及びその結果を記録するための対応手段と

重大事故等対処設備を選定する（第 11－４図）。 

重大事故等対処設備の他に，柔軟な事故対応を行うための対応手段

と自主対策設備を選定する。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基準だけでな

く，事業指定基準規則第四十五条及び技術基準規則第四十九条の要求

機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，重大

事故等対処設備及び自主対策設備との関係を明確にする。 

(ｂ) 対応手段と設備の選定の結果 

上記「(ａ） 対応手段と設備の選定の考え方」に基づき選定した対応

手段並びに技術的能力審査基準，事業指定基準規則第四十五条及び技

術基準規則第四十九条からの要求により選定した対応手段とその対応

に使用する重大事故等対処設備，資機材及び自主対策設備を以下に示

す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準設備，対応に使用する重大事故

等対処設備，自主対策設備及び整備する手順についての関係を第 11－

１表に整理する。 
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  ⅰ．放射性物質の濃度及び線量の測定の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 排気口における放射性物質の濃度の測定 

１） 主排気筒における放射性物質の濃度の測定

ａ） 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，主排気筒において放射性物質の濃

度を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，非常用

電源建屋の 6.9ｋＶ非常用主母線から各建屋への共通電源車による

給電ができない場合は，可搬型排気モニタリング用発電機を放射性

物質の濃度の測定で使用する設備に接続して，対処に必要な電力を

確保する。 

放射性物質の濃度の測定で使用する設備及び給電に使用する設備

は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型排気モニタリング用発電機に必要な燃料は，補機駆動用燃

料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクローリを用いて移送する。 

系統図を第 11－５図に示す。 

  ⅰ） 放射線監視設備 

・主排気筒の排気モニタリング設備（設計基準対象の施設と兼

用）

排気筒モニタ 

排気サンプリング設備 

ⅱ） 試料分析関係設備 

・放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用）

放射能測定装置（ガスフローカウンタ） 
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放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ） 

核種分析装置 

   ⅲ） 代替モニタリング設備 

・可搬型排気モニタリング設備 

可搬型ガスモニタ 

可搬型排気サンプリング設備 

・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 

・可搬型データ表示装置 

・可搬型排気モニタリング用発電機 

   ⅳ） 代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備 

可搬型放射能測定装置 

可搬型核種分析装置 

可搬型トリチウム測定装置 

   ⅴ） 受電開閉設備 

・受電開閉設備 

・受電変圧器 

   ⅵ） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線 

・6.9ｋＶ運転予備用主母線 

・6.9ｋＶ非常用母線 

・6.9ｋＶ運転予備用母線 

   ⅶ） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線 

・460Ｖ運転予備用母線 
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ⅶ） 直流電源設備 

・第２非常用直流電源設備

ⅸ） 計測制御用交流電源設備 

・計測制御用交流電源設備

ⅹ） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

ｂ） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

主排気筒において放射性物質の濃度の測定に使用する設備のうち，

放射線監視設備の主排気筒の排気モニタリング設備（排気筒モニタ

及び排気サンプリング設備）及び試料分析関係設備の放出管理分析

設備（放射能測定装置（ガスフローカウンタ），放射能測定装置

（液体シンチレーションカウンタ）及び核種分析装置）を，常設重

大事故等対処設備として位置付ける。また，代替モニタリング設備

の可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排気

サンプリング設備），可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機及び代替

試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（可搬型放射能測定装置，

可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測定装置）を，可搬型重

大事故等対処設備として配備する。 

主排気筒において放射性物質の濃度の測定で使用する設備に必要

な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備，所内高圧系統，所内

低圧系統，直流電源設備及び計測制御用交流電源設備を，常設重大

事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型排気モニタリング用発電機に必要な燃料を補給する設備の
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うち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，常設重大事故等対処

設備として設置する。また，軽油用タンクローリを，可搬型重大事

故等対処設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規

則第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として

全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあることか

ら，重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持されてい

る場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備であるため，自

主対策設備として位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した

場合は，重大事故等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対

策に悪影響を及ぼすことはない。 

・放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設計基準対象の設備

２） 北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）における放射

性物質の濃度の測定

ａ） 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）において放射性物質の濃度を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電源供

給が確認できない場合は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機及び可搬型排気モニタリング用発電機を放射性物質の濃
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度の測定で使用する設備に接続して，対処に必要な電力を確保する。 

放射性物質の濃度の測定で使用する設備及び給電に使用する設備

は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型排気モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクロー

リを用いて移送する。

系統図を第 11－５図に示す。

ⅰ） 放射線監視設備 

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタ

リング設備（設計基準対象の施設と兼用）

排気筒モニタ 

排気サンプリング設備 

・北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）（設計基準対

象の施設と兼用）

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクト（設計基準対象

の施設と兼用）

ⅱ） 試料分析関係設備 

・放出管理分析設備（設計基準対象の施設と兼用）

放射能測定装置（ガスフローカウンタ）

放射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ）

核種分析装置

ⅲ） 代替モニタリング設備 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクト（設計基準対象

の施設と兼用）

・可搬型排気モニタリング設備
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可搬型ガスモニタ 

可搬型排気サンプリング設備 

・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置

・可搬型データ表示装置

・可搬型排気モニタリング用発電機

・監視測定用運搬車

ⅳ） 代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備

可搬型放射能測定装置 

可搬型核種分析装置 

可搬型トリチウム測定装置 

ⅴ） 受電開閉設備 

・受電開閉設備

・受電変圧器

ⅵ） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線

・6.9ｋＶ運転予備用主母線

・6.9ｋＶ常用主母線

・6.9ｋＶ非常用母線

・6.9ｋＶ運転予備用母線

・6.9ｋＶ常用母線

ⅶ） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線

・460Ｖ運転予備用母線

ⅷ） 計測制御用交流電源設備 
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・計測制御用交流電源設備

ⅸ） 代替電源設備 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

ⅹ） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

ｂ） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）において放射性

物質の濃度の測定に使用する設備のうち，放射線監視設備の北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備

（排気筒モニタ及び排気サンプリング設備），北換気筒（使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気筒）及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

設備のダクトの一部，試料分析関係設備の放出管理分析設備（放射

能測定装置（ガスフローカウンタ），放射能測定装置（液体シンチ

レーションカウンタ）及び核種分析装置）及び代替モニタリング設

備の使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトの一部を，常設

重大事故等対処設備として位置付ける。また，代替モニタリング設

備の可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排

気サンプリング設備），可搬型排気モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，可搬型排気モニタリング用発電機，監視測

定用運搬車及び代替試料分析関係設備の可搬型試料分析設備（可搬

型放射能測定装置，可搬型核種分析装置及び可搬型トリチウム測定

装置）を，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）において放射性

物質の濃度の測定で使用する設備に必要な電力を給電する設備のう
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ち，受電開閉設備，所内高圧系統，所内低圧系統及び計測制御用交

流電源設備を，常設重大事故等対処設備として位置付ける。また，

代替電源設備の使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

を，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

可搬型排気モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料を補給する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，

常設重大事故等対処設備として設置する。また，軽油用タンクロー

リを，可搬型重大事故等対処設備として配備する。

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規

則第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として

全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を

記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあることか

ら，重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持されてい

る場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備であるため，自

主対策設備として位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した

場合は，重大事故等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対

策に悪影響を及ぼすことはない。 

・放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設計基準対象の設備

  (ⅱ) 周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線量の測定 

１） 対応手段

重大事故等が発生した場合に，周辺監視区域において放射性物質

1605



の濃度及び線量を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電源供

給が確認できない場合は，可搬型環境モニタリング用発電機を放射

性物質の濃度及び線量の測定で使用する設備に接続して，対処に必

要な電力を確保する。 

放射性物質の濃度及び線量の測定で使用する設備及び給電に使用

する設備は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクロー

リを用いて移送する。

系統図を第 11－５図に示す。

ａ） 放射線監視設備 

・環境モニタリング設備（設計基準対象の施設と兼用）

モニタリングポスト

ダストモニタ 

ｂ） 試料分析関係設備 

・環境試料測定設備（設計基準対象の施設と兼用）

核種分析装置 

ｃ） 環境管理設備 

・放射能観測車（搭載機器：空間放射線量率測定器，中性子線用

サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射

能測定器）（設計基準対象の施設と兼用） 

ｄ） 代替モニタリング設備 

・可搬型環境モニタリング設備

可搬型線量率計 
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可搬型ダストモニタ 

・可搬型環境モニタリング用データ伝送装置

・可搬型データ表示装置

・監視測定用運搬車

・可搬型環境モニタリング用発電機

・可搬型建屋周辺モニタリング設備

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

ｅ） 代替試料分析関係設備 

・可搬型試料分析設備

可搬型放射能測定装置 

可搬型核種分析装置 

ｆ） 代替放射能観測設備 

・可搬型放射能観測設備

ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーシ

ョン）（ＳＡ） 

ガンマ線用サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ） 

中性子線用サーベイメータ （ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

可搬型ダスト・よう素サンプラ（ＳＡ） 

ｇ） 受電開閉設備 

・受電開閉設備

・受電変圧器
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ｈ） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線

・6.9ｋＶ運転予備用主母線

・6.9ｋＶ常用主母線

・6.9ｋＶ非常用母線

・6.9ｋＶ運転予備用母線

・6.9ｋＶ常用母線

  ｉ） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線

ｊ） 計測制御用交流電源設備 

・計測制御用交流電源設備

ｋ） 補機駆動用燃料補給設備 

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

２） 重大事故等対処設備と自主対策設備

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使用す

る設備のうち，放射線監視設備の環境モニタリング設備（モニタリ

ングポスト及びダストモニタ）及び試料分析関係設備の環境試料測

定設備（核種分析装置）を，常設重大事故等対処設備として位置付

ける。また，放射能観測車を，可搬型重大事故等対処設備として位

置付ける。 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使用す

る設備のうち，代替モニタリング設備の可搬型環境モニタリング設

備（モニタリングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモニ

タの代替として可搬型ダストモニタ），可搬型環境モニタリング用
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データ伝送装置，可搬型データ表示装置，監視測定用運搬車，可搬

型環境モニタリング用発電機，可搬型建屋周辺モニタリング設備

（ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ

（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬

型ダストサンプラ（ＳＡ）），代替試料分析関係設備の可搬型試料分

析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置）及び代替

放射能観測設備の可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サーベイメー

タ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベ

イメータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダスト・

よう素サンプラ（ＳＡ））を，可搬型重大事故等対処設備として配

備する。 

周辺監視区域において放射性物質の濃度及び線量の測定に使用す

る設備に必要な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備，所内高

圧系統，所内低圧系統及び計測制御用交流電源設備の計測制御用交

流電源設備を，常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な

燃料を補給する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，

常設重大事故等対処設備として設置する。また，軽油用タンクロー

リを，可搬型重大事故等対処設備として配備する。

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規

則第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として

全て網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，再処理施設から大気中へ放出

される放射性物質の濃度及び線量を監視し，及び測定し，並びにそ
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の結果を記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあることか

ら，重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持されてい

る場合は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備であるため，自

主対策設備として位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した

場合は，重大事故等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対

策に悪影響を及ぼすことはない。 

・放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設計基準対象の設備

  ⅱ．風向，風速その他の気象条件の測定の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 対応手段 

重大事故等が発生した場合に，敷地内において風向，風速その他の

気象条件を測定する手段がある。 

地震起因による機器の損壊，故障，その他の異常により，電源供給

が確認できない場合は，可搬型気象観測用発電機を風向，風速その他

の気象条件の測定で使用する設備に接続して，対処に必要な電力を確

保する。 

風向，風速その他の気象条件の測定で使用する設備及び給電に使用

する設備は以下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型気象観測用発電機及び監視測定用運搬車に必要な燃料は，補

機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクローリを用いて移

送する。 

系統図を第 11－５図に示す。 

１） 環境管理設備

・気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量計）
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（設計基準対象の施設と兼用） 

２） 代替気象観測設備

・可搬型気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，雨量

計）

・可搬型風向風速計

・可搬型気象観測用データ伝送装置

・可搬型データ表示装置

・監視測定用運搬車

・可搬型気象観測用発電機

３） 受電開閉設備

・受電開閉設備

・受電変圧器

４） 所内高圧系統

・6.9ｋＶ非常用主母線

・6.9ｋＶ運転予備用主母線

・6.9ｋＶ非常用母線

・6.9ｋＶ運転予備用母線

５） 所内低圧系統

・460Ｖ非常用母線

６） 計測制御用交流電源設備

・計測制御用交流電源設備

７） 補機駆動用燃料補給設備

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

  (ⅱ) 重大事故等対処設備と自主対策設備 
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敷地内において風向，風速その他の気象条件の測定に使用する設備

のうち，環境管理設備の気象観測設備を常設重大事故等対処設備とし

て位置付ける。また，代替気象観測設備の可搬型気象観測設備，可搬

型風向風速計，可搬型気象観測用データ伝送装置，可搬型データ表示

装置，監視測定用運搬車及び可搬型気象観測用発電機を，可搬型重大

事故等対処設備として配備する。 

敷地内において風向，風速その他の気象条件の測定に使用する設備

に必要な電力を給電する設備のうち，受電開閉設備，所内高圧系統，

所内低圧系統及び計測制御用交流電源設備を，常設重大事故等対処設

備として位置付ける。 

可搬型気象観測用発電機及び監視測定用運搬車に必要な燃料を補給

する設備のうち，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽を，常設重大事

故等対処設備として設置する。また，軽油用タンクローリを，可搬型

重大事故等対処設備として配備する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規則

第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として全て

網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，敷地内において風向，風速その

他の気象条件を測定し，及びその結果を記録できる。 

また，以下の設備は地震により機能喪失するおそれがあることから，

重大事故等対処設備とは位置付けないが，機能が維持されている場合

は，迅速性の観点から事故対応に有効な設備であるため，自主対策設

備として位置付ける。なお，自主対策設備が機能喪失した場合は，重

大事故等対処設備を用いて対処を行うため，重大事故対策に悪影響を

及ぼすことはない。 
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・気象観測設備

  ⅲ．環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復の対応手段及び設備 

  (ⅰ) 対応手段 

環境モニタリング設備の電源が喪失した際に，環境モニタリング用

可搬型発電機により，電源を回復させるための手段がある。 

なお，環境モニタリング設備の電源を回復しても環境モニタリング

設備の機能が回復しない場合は，可搬型環境モニタリング設備，可搬

型建屋周辺モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型データ表示装置により代替測定する手順がある。 

環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復で使用する設備は以

下のとおり（第 11－２表）。 

可搬型環境モニタリング用発電機及び監視測定用運搬車に必要な燃

料は，補機駆動用燃料補給設備の軽油貯槽から軽油用タンクローリを

用いて移送する。 

系統図を第 11－５図に示す。 

１） 環境モニタリング用代替電源設備

・環境モニタリング用可搬型発電機

２） 代替モニタリング設備

・可搬型環境モニタリング設備

可搬型線量率計 

可搬型ダストモニタ 

・可搬型環境モニタリング用データ伝送装置

・可搬型データ表示装置

・監視測定用運搬車
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・可搬型環境モニタリング用発電機

・可搬型建屋周辺モニタリング設備

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ） 

中性子線用サーベイメータ（ＳＡ） 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ） 

３） 補機駆動用燃料補給設備

・軽油貯槽

・軽油用タンクローリ

  (ⅱ) 重大事故等対処設備 

環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復で使用する設備のう

ち，環境モニタリング用代替電源設備の環境モニタリング用可搬型発

電機，代替モニタリング設備の可搬型環境モニタリング設備（モニタ

リングポストの代替として可搬型線量率計，ダストモニタの代替とし

て可搬型ダストモニタ），可搬型環境モニタリング用データ伝送装置，

可搬型データ表示装置，監視測定用運搬車，可搬型環境モニタリング

用発電機及び可搬型建屋周辺モニタリング設備（ガンマ線用サーベイ

メータ（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（ＳＡ），アルファ・ベー

タ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））

を，可搬型重大事故等対処設備として配備する。 

環境モニタリング用可搬型発電機，可搬型環境モニタリング用発電

機及び監視測定用運搬車に必要な燃料を補給する設備のうち，補機駆

動用燃料補給設備の軽油貯槽を，常設重大事故等対処設備として設置

する。また，軽油用タンクローリを，可搬型重大事故等対処設備とし

て配備する。 
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これらの選定した設備は，技術的能力審査基準，事業指定基準規則

第四十五条及び技術基準規則第四十九条に要求される設備として全て

網羅されている。 

以上の重大事故等対処設備により，非常用所内電源系統からの電源

が喪失した場合においても，環境モニタリング設備の電源又は機能を

回復し，周辺監視区域境界付近において空間放射線量率及び空気中の

放射性物質の濃度を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録でき

る。 

  ⅳ．手順等 

上記「ⅰ．放射性物質の濃度及び線量の測定の対応手段及び設備」，

「ⅱ．風向，風速その他の気象条件の測定の対応手段及び設備」及び

「ⅲ．環境モニタリング設備の電源回復又は機能回復の対応手段及び

設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する（第 11－１表）。 

これらの手順は，重大事故等時における放射線対応班の班員による

一連の対応として「放射線管理部 重大事故等発生時対応手順書」に

定める。また，放射線管理班の班員による一連の対応として「放射線

管理部 非常時対策組織等 放射線管理班マニュアル」に定める。 

重大事故等時に監視が必要となる項目及び給電が必要となる設備に

ついても整備する（第 11－３表，第 11－４表）。 
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ｂ．重大事故等時の手順等 

(ａ) 放射性物質の濃度及び線量の測定の手順等 

重大事故等時に再処理施設から大気中へ放出される放射性物質の濃

度及び線量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するため，

以下の手段を用いた手順を整備する。 

重大事故等時における主排気筒及び北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）の排気筒モニタ及び可搬型ガスモニタを用いた放射

性希ガスの濃度の測定，モニタリングポスト及び可搬型線量率計を用

いた線量の測定及びダストモニタを用いた放射性物質の濃度の測定は，

連続測定を行う。また，放射性物質の濃度の測定頻度は，定期的（１

日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合（ダス

トモニタの指示値上昇等）とする。

放射性物質の濃度及び線量の測定に用いる設備に対して，可搬型排

気モニタリング用発電機及び可搬型環境モニタリング用発電機により

必要な負荷へ電力を供給する。 

ⅰ．排気口における放射性物質の濃度の測定 

(ⅰ) 主排気筒における放射性物質の濃度の測定 

１） 排気モニタリング設備による主排気筒から放出される放射性物

質の濃度の測定

主排気筒の排気モニタリング設備は，平常運転時から排気筒モニ

タにより放射性希ガスの連続監視及び排気サンプリング設備により

放射性物質を連続的に捕集している。重大事故等時に主排気筒の排

気モニタリング設備の機能が維持されている場合は，継続して排気

筒モニタにより放射性希ガスを連続監視するとともに，排気サンプ
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リング設備により放射性物質を連続的に捕集する。排気筒モニタの

測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放射能レベルがあ

らかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。また，排気筒

モニタの測定値は，緊急時対策所へ伝送する。

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サンプリング設

備による放射性物質の捕集は継続されているため，排気筒モニタに

より監視及び測定並びにその結果の記録を継続し，排気サンプリン

グ設備により連続的に捕集する。この手順のフローチャートを第

11－６図に示す。 

排気モニタリングに係るアクセスルートを第 11－29 図～第 11－

36 図に示す。 

なお，主排気筒の排気モニタリング設備が機能喪失した場合は，

「(ａ)ⅰ．(ⅰ) 2）可搬型排気モニタリング設備による主排気筒から放

出される放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主排気筒の排気モニタリング設備の状況を確認

し，当該設備が機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

主排気筒の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定

についての手順の概要は以下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

主排気筒の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の監視

を指示する。

②放射線対応班長は，主排気筒の排気モニタリング設備による放射

性物質の濃度の監視を継続する。
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ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

対策の制限時間（精製建屋における冷却機能の喪失による硝酸プル

トニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，常設の設備を使用する

ことから，速やかに対応が可能である。 

２） 可搬型排気モニタリング設備による主排気筒から放出される放

射性物質の濃度の代替測定

重大事故等時に主排気筒の排気モニタリング設備が機能喪失した

場合，可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型

排気サンプリング設備）を主排気筒の排気モニタリング設備の接続

口に接続し，主排気筒から大気中へ放出される放射性よう素，粒子

状放射性物質，炭素－14 及びトリチウムを連続的に捕集するとと

もに，放射性希ガスの濃度を連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型排気モニタリ

ング設備の可搬型ガスモニタに接続し，測定値を衛星通信により中

央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送した測定値は，中央制

御室に設置する可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備によ

り監視及び記録する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型排気モニタリング

設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝送装置への給電を行い，

放射性物質の濃度の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確
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保に関する手順等」にて整備する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置及び可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰

作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除

灰作業を実施する。 

可搬型排気モニタリング設備により放射性物質の濃度を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。こ

の手順のフローチャートを第 11－６図及び第 11－７図に示す。 

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主排気筒の排気モニタリング設備の状況を確認

し，当該設備が機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定につ

いての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－

８図に示す。 

ⅰ） 可搬型排気モニタリング設備の設置 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定

の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用発電機の健

全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用発電機を主排

気筒管理建屋近傍へ運搬する。
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④放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備を可搬型排

気モニタリング用発電機に接続し，可搬型排気モニタリング用発

電機を起動し，給電する。可搬型排気モニタリング用発電機に必

要となる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，

給油することにより，給電開始から７日以上の稼動が可能である。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備を主排気筒

の排気モニタリング設備の接続口に接続し，主排気筒から大気中

へ放出される放射性物質を捕集するとともに，放射性希ガスの濃

度を測定する。

⑥放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び可搬型

排気モニタリング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装

置の動作等の異常がないことを外観点検により確認する。

⑦放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備の設置状況

及び測定結果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が

確立するまでの間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連

絡する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確

認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発

電機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降

灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，主排

気筒の排気モニタリング設備が復旧した場合は，主排気筒の排気

モニタリング設備により放射性物質の濃度を測定する。

ⅱ） 可搬型ガスモニタの測定値の伝送 

①放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置の健全性を確認する。

②放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装
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置を主排気筒管理建屋近傍まで運搬する。 

③放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置を可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給電する。

④放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置を可搬型排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。

また，伝送した測定値は，制御建屋に保管している可搬型データ

表示装置を中央制御室に設置し，監視及び記録するとともに，緊

急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及

び記録する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）

を確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング

用データ伝送装置及び可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内

への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した

のち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，主排気筒の排気モ

ニタリング設備が復旧した場合は，主排気筒の排気モニタリング

設備により放射性物質の濃度を監視及び記録する。 

⑤放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置及び可搬型排気モニタリング用発電機について，異臭，発煙，

破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認す

る。

⑥可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使

用中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換するこ

とで，重大事故等の必要な期間使用できる。

ｃ） 操作の成立性 

上記「ⅰ） 可搬型排気モニタリング設備の設置」の対応は，実
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施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の３人，放射線対応

班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計８人にて実施し，

対策の制限時間（精製建屋における冷却機能の喪失による硝酸プル

トニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，事象発生から可搬型排

気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定は１時間 20 分

以内で可能である。 

上記「ⅱ） 可搬型ガスモニタの測定値の伝送」の対応は，実施

責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の３人，放射線対応班

の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計８人にて実施し，

作業開始を判断してから１時間 30 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

３） 放出管理分析設備による主排気筒から放出される放射性物質の

濃度の測定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウンタ），放
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射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ）及び核種分析装

置）は，平常運転時から主排気筒の排気サンプリング設備により捕

集した放射性物質の濃度を測定している。重大事故等時に放出管理

分析設備の機能が維持されている場合は，継続して放出管理分析設

備により，主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプ

リング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物

質の放出のおそれがある場合に回収し，放出管理分析設備により放

射性物質の濃度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射性

物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により中央制御室に連絡する。この手順のフローチャートを

第 11－６図に示す。 

なお，放出管理分析設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅰ．(ⅰ)４） 

可搬型試料分析設備による主排気筒から放出される放射性物質の濃

度の代替測定」を行う。 

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手順

の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－９図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリン

グ設備で捕集された試料の採取，放出管理分析設備による放射性
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物質の濃度の測定を指示する。

②放射線対応班の班員は，主排気筒の排気サンプリング設備又は可

搬型排気サンプリング設備で捕集された試料の採取，放出管理分

析設備による放射性物質の濃度を測定する。

③放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，排気サンプリング設備

の試料採取実施判断後１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

４） 可搬型試料分析設備による主排気筒から放出される放射性物質

の濃度の代替測定
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重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失した場合，可搬型試

料分析設備（可搬型放射能測定装置，可搬型核種分析装置及び可搬

型トリチウム測定装置）により，主排気筒の排気サンプリング設備

又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測

定する。 

主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料は，定期的（１日ごと）又は大気中への放射性物

質の放出のおそれがある場合に回収し，可搬型試料分析設備により

放射性物質の濃度を測定し，主排気筒から大気中へ放出される放射

性物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結果は，通信

連絡設備により中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への

給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋

内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した

のち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，並びにそ

の結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャー

トを第 11－６図及び第 11－７図に示す。

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が
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機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手

順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－10 図に示

す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に主排気筒の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリン

グ設備で捕集された試料の採取，可搬型試料分析設備による放射

性物質の濃度の測定の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。

④放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置を，可搬型排気モニタリン

グ用発電機に接続し，給電する。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置並びに可搬型排気モニタリ

ング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異

常がないことを外観点検により確認する。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場
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合は予備の乾電池又は充電池と交換する。 

⑦放射線対応班の班員は，主排気筒の排気サンプリング設備又は可

搬型排気サンプリング設備で捕集した試料を回収する。

⑧放射線対応班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。

⑨放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，放出管理分析設備が復旧した場合は，放出

管理分析設備により放射性物質の濃度を測定する。

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計８人にて実施し，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後

１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対
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処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

  (ⅱ) 北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）における放射性

物質の濃度の測定 

１） 排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の測定

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備は，平常運転時から排気筒モニタにより放射性希ガスの連

続監視及び排気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集

している。重大事故等時に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気モニタリング設備の機能が維持されている場合は，

継続して排気筒モニタにより放射性希ガスを連続監視するとともに，

排気サンプリング設備により放射性物質を連続的に捕集する。排気

筒モニタの測定値は，中央制御室において指示及び記録し，放射能

レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を発する。ま

た，排気筒モニタの測定値は，緊急時対策所へ伝送する。 

排気筒モニタによる放射性希ガスの測定及び排気サンプリング設

備による放射性物質の捕集は継続されているため，排気筒モニタに

より監視及び測定並びにその結果の記録を継続し，排気サンプリン

グ設備により連続的に捕集する。この手順のフローチャートを第

11－６図に示す。 

なお，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モ
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ニタリング設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅰ．(ⅱ)２） 可搬型排気

モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備の状況を確認し，当該設備が機能維持

されていると判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備による放射性物質の濃度の測定についての手順の概要は以

下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリ

ング設備による放射性物質の濃度の監視を指示する。

②放射線対応班長は，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気

筒）の排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の監視を継

続する。

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

対策の制限時間（燃料貯蔵プールの小規模な漏えい並びに冷却機能

及び注水機能の喪失による燃料貯蔵プール等の沸騰開始）35 時間

に対し，常設の設備を使用することから，速やかに対応が可能であ

る。 

２） 可搬型排気モニタリング設備による北換気筒（使用済燃料受入
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れ・貯蔵建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定 

重大事故等時に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の気体廃棄

物の廃棄施設の機能が維持されており，北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備が機能喪失した場合，

可搬型排気モニタリング設備（可搬型ガスモニタ及び可搬型排気サ

ンプリング設備）を使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクト

に接続し，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大

気中へ放出される放射性よう素，粒子状放射性物質，炭素－14 及

びトリチウムを連続的に捕集するとともに，放射性希ガスの濃度を

連続測定し，記録する。 

可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を可搬型排気モニタリ

ング設備の可搬型ガスモニタに接続し，測定値を衛星通信により中

央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝送した測定値は，中央制

御室に設置する可搬型データ表示装置により，監視及び記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備によ

り監視及び記録する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機により可搬型

排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置への給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

可搬型排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用デー

タ伝送装置を使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋近傍に運搬するため，

監視測定用運搬車を使用する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を
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確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型排気モニタリング設備により放射性物質の濃度を監視し，

及び測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。こ

の手順のフローチャートを第 11－６図及び第 11－７図に示す。 

なお，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気設備の排気経路が損傷し

ている場合は，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺において，モニ

タリングを実施する。

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の気体廃

棄物の廃棄施設の機能が維持されている場合。また，北換気筒（使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備の状況

を確認し，当該設備が機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定につ

いての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－

11 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定

の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬

型排気モニタリング設備及び可搬型排気モニタリング用データ伝

送装置の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置を監視測定用運搬車に積載し，

可搬型排気モニタリング設備を使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋，
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可搬型排気モニタリング用データ伝送装置を使用済燃料受入れ・

貯蔵管理建屋近傍まで運搬する。 

④放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置を使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機に接続し，給電する。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備を使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋換気設備のダクトに接続し，北換気筒（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出される放射性

物質を捕集するとともに，放射性希ガスの濃度を測定する。

⑥放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備及び使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機について，異臭，発

煙，破損，保護装置の動作等の異常がないことを外観点検により

確認する。

⑦放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング設備の設置状況

及び測定結果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が

確立するまでの間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連

絡する。

⑧放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置を可搬型排気モニタリング設備の可搬型ガスモニタに接続し，

測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。

また，伝送した測定値は，制御建屋に保管している可搬型データ

表示装置を中央制御室に設置し，監視及び記録するとともに，緊

急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及

び記録する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）

を確認した場合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング
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用データ伝送装置の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施す

る。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。

なお，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モ

ニタリング設備が復旧した場合は，北換気筒（使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニタリング設備により放射性物質

の濃度を測定，監視及び記録する。 

⑨放射線対応班の班員は，可搬型排気モニタリング用データ伝送装

置及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機につい

て，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観

点検により確認する。

⑩可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使

用中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換するこ

とで，重大事故等の必要な期間使用できる。

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員６人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計 12 人にて実施し，対策の制限時間（燃料貯蔵プールの小規模

な漏えい並びに冷却機能及び注水機能の喪失による燃料貯蔵プール

等の沸騰開始）35 時間に対し，事象発生から可搬型排気モニタリ

ング設備による放射性物質の濃度の測定は 23 時間以内で可能であ

る。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す
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る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

３） 放出管理分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の測定

放出管理分析設備（放射能測定装置（ガスフローカウンタ），放

射能測定装置（液体シンチレーションカウンタ）及び核種分析装

置）は，平常運転時から北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）の排気サンプリング設備により捕集した放射性物質の濃度を

測定している。重大事故等時に放出管理分析設備の機能が維持され

ている場合は，継続して放出管理分析設備により，北換気筒（使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬

型排気サンプリング設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリ

ング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料は，定期

的（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場

合に回収し，放出管理分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出

される放射性物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。この手順のフロ
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ーチャートを第 11－６図に示す。 

なお，放出管理分析設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅰ．(ⅱ)４） 

可搬型試料分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手順

の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－９図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集された試料

の採取，放出管理分析設備による放射性物質の濃度の測定の開始

を指示する。

②放射線対応班の班員は，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集された試料の採取，放出管理分析設備による放射性物質

の濃度を測定する。

③放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，排気サンプリング設備
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の試料採取実施判断後１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

４） 可搬型試料分析設備による北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋換気筒）から放出される放射性物質の濃度の代替測定

重大事故等時に放出管理分析設備が機能喪失した場合，可搬型試

料分析設備（可搬型放射能測定装置，可搬型核種分析装置及び可搬

型トリチウム測定装置）により，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリン

グ設備で捕集した放射性物質の濃度を測定する。 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サンプリ

ング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集した試料は，定期

的（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場

合に回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）から大気中へ放出
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される放射性物質の濃度を評価し，記録する。測定結果及び評価結

果は，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への

給電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場

合は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋

内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認した

のち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への

燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確

保に関する手順等」にて整備する。 

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，並びにそ

の結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャー

トを第 11－６図及び第 11－７図に示す。

ａ） 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，放出管理分析設備の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

ｂ） 操作手順 

可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手

順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－10 図に示

す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気サン

プリング設備又は可搬型排気サンプリング設備で捕集された試料

の採取，可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定の開
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始を指示する。 

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。

④放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置を，可搬型排気モニタリン

グ用発電機に接続し，給電する。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置及び可搬型トリチウム測定装置並びに可搬型排気モニタリ

ング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異

常がないことを外観点検により確認する。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場

合は予備の乾電池又は充電池と交換する。

⑦放射線対応班の班員は，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）の排気サンプリング設備又は可搬型排気サンプリング設

備で捕集した試料を回収する。

⑧放射線対応班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。

⑨放射線対応班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。火山の影響により，降灰予報
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（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，放出管理分析設備が復旧した場合は，放出

管理分析設備により放射性物質の濃度を測定する。 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計８人にて実施し，排気サンプリング設備の試料採取実施判断後

１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

  ⅱ．周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線量の測定 

  (ⅰ) 環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定 

1639



モニタリングポストは，平常運転時から周辺監視区域境界付近にて，

空間放射線量率の連続監視を行っている。また，ダストモニタは，平

常運転時から空気中の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射

性物質を連続的に捕集及び測定している。 

重大事故等時に環境モニタリング設備の機能が維持されている場合

は，モニタリングポストにより空間放射線量率を連続監視するととも

に，ダストモニタにより空気中の放射性物質を連続的に捕集及び測定

する。環境モニタリング設備の測定値は，中央制御室において指示及

び記録し，空間放射線量率又は放射能レベルがあらかじめ設定した値

を超えたときは，警報を発する。また，環境モニタリング設備の測定

値は，緊急時対策所へ伝送する。 

モニタリングポストによる空間放射線量率の測定及びダストモニタ

による空気中の放射性物質の捕集及び測定は継続されているため，監

視及び測定並びにその結果の記録を継続する。この手順のフローチャ

ートを第 11－12 図に示す。 

なお，環境モニタリング設備が機能喪失した場合は，以下の対応を

行う。 

・「(ａ)ⅱ．(ⅱ) 可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性

物質の濃度及び線量の代替測定」 

・「(ａ)ⅱ．(ⅲ) 可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測定」 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当該設

備が機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順
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環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定についての手順の概要は以下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の監視を指示する。

②放射線対応班長は，環境モニタリング設備による空気中の放射性

物質の濃度及び線量の監視を継続する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

対策の制限時間（精製建屋における冷却機能の喪失による硝酸プル

トニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，常設の設備を使用する

ことから，速やかに対応が可能である。 

  (ⅱ) 可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及

び線量の代替測定 

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した場合，可搬型

環境モニタリング設備（モニタリングポストの代替として可搬型線量

率計，ダストモニタの代替として可搬型ダストモニタ）により，周辺

監視区域境界付近において，線量を測定するとともに，空気中の粒子

状放射性物質を連続的に捕集及び測定する。 

可搬型環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型環境モニタリン

グ設備に接続し，測定値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策

所に伝送する。伝送した測定値は，中央制御室に設置する可搬型デー

タ表示装置により，監視及び記録するとともに，緊急時対策所におい

ても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及び記録する。 
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可搬型環境モニタリング用発電機により可搬型環境モニタリング設

備及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置への給電を行い，放

射性物質の濃度及び線量の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型環境モニタリング用発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝

送装置及び可搬型環境モニタリング用発電機を設置場所に運搬するた

め，監視測定用運搬車を使用する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モ

ニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の

建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認し

たのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型環境モニタリング設備により放射性物質の濃度及び線量を監

視し，及び測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。

この手順のフローチャートを第 11－７図及び第 11－12 図に示す。 

可搬型環境モニタリング設備による代替測定地点については，測定

値の連続性を考慮し，環境モニタリング設備に隣接した位置に設置す

ることを原則とする。 

ただし，地震，火災等で設置場所にアクセスすることができない場

合は，アクセスルート上の監視測定用運搬車で運搬できる範囲に設置

場所を変更する。 

可搬型環境モニタリング設備の設置場所の例を第 11－13 図に示す。 

１） 手順着手の判断基準
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重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当該設

備が機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順

可搬型環境モニタリング設備による放射性物質の濃度及び線量の

測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを

第 11－14 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型環境モニタリング設備による放射性物質の濃度及び線

量の測定の開始を指示する。

②可搬型環境モニタリング設備による代替測定地点については，測

定値の連続性を考慮し，環境モニタリング設備に隣接した位置に

設置することを原則とする。ただし，地震，火災等で設置場所に

アクセスすることができない場合は，アクセスルート上の監視測

定用運搬車で運搬できる範囲に設置場所を変更する。 

③放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬

型環境モニタリング設備，可搬型環境モニタリング用データ伝送

装置及び可搬型環境モニタリング用発電機の健全性を確認する。

④放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環

境モニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用

発電機を監視測定用運搬車に積載し，設置場所まで運搬する。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備及び可搬型

環境モニタリング用データ伝送装置を可搬型環境モニタリング用

発電機に接続し，可搬型環境モニタリング用発電機を起動し，給

電する。可搬型環境モニタリング用発電機に必要となる軽油は，

軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，給油することに
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より，給電開始から７日以上の稼動が可能である。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備を設置し，

周辺監視区域境界付近における空間放射線量率を連続測定すると

ともに，空気中の放射性物質を捕集及び測定する。

⑦放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備及び可搬型

環境モニタリング用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装

置の動作等異常がないことを外観点検により確認する。

⑧放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備の設置状況

及び測定結果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が

確立するまでの間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連

絡する。

⑨放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング用データ伝送装

置を可搬型環境モニタリング設備に接続し，測定値を衛星通信に

より中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。また，伝送した測

定値は，制御建屋に保管している可搬型データ表示装置を中央制

御室に設置し，監視及び記録するとともに，緊急時対策所におい

ても緊急時対策建屋情報把握設備により監視及び記録する。火山

の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，

事前の対応として，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環境モ

ニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用発電

機の建屋内への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰

を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，環境モ

ニタリング設備が復旧した場合は，環境モニタリング設備により

放射性物質の濃度及び線量を測定，監視及び記録する。 

⑩放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング用データ伝送装
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置及び可搬型環境モニタリング用発電機について，異臭，発煙，

破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により確認す

る。 

⑪可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使

用中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換するこ

とで，重大事故等の必要な期間使用できる。

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員６人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計 12 人にて実施し，対策の制限時間（精製建屋における冷却機

能の喪失による硝酸プルトニウム溶液の沸騰開始）11 時間に対し，

事象発生から可搬型環境モニタリング設備（９台）による空気中の

放射性物質の濃度及び線量の測定は５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 
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  (ⅲ) 可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃

度及び線量の測定 

重大事故等時に環境モニタリング設備が機能喪失した場合，可搬型

環境モニタリング設備を設置するまでの間，可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備（ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ），中性子線用サーベイ

メータ（ＳＡ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び

可搬型ダストサンプラ（ＳＡ））により，重大事故等の対処を行う前

処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の周辺

における線量当量率並びに出入管理室を設置する出入管理建屋，低レ

ベル廃棄物処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の周辺にお

ける空気中の放射性物質の濃度及び線量当量率を測定する。 

線量当量率の測定については，想定事象を踏まえて，測定線種及び

対象建屋を設定する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備による測定結果は，通信連絡設備

により中央制御室に連絡する。 

可搬型建屋周辺モニタリング設備により放射性物質の濃度及び線量

を測定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。この手

順のフローチャートを第 11－12 図に示す。 

環境モニタリングに係るアクセスルートを第 11－37 図～第 11－41

図に示す。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境モニタリング設備の状況を確認し，当該設

備が機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順
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可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃

度及び線量の測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイ

ムチャートを第 11－15 図に示す。

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型建屋周辺モニタリング設備による放射性物質の濃度及

び線量の測定の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，制御建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建

屋に保管している可搬型建屋周辺モニタリング設備の健全性を確

認する。

③放射線対応班の班員は，可搬型建屋周辺モニタリング設備の使用

前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場合は予備の乾電

池又は充電池と交換する。

④放射線対応班及び建屋対策班の班員は，出入管理建屋，低レベル

廃棄物処理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋及び使用済燃料受

入れ・貯蔵管理建屋近傍において，制御建屋及び使用済燃料受入

れ・貯蔵建屋に保管している可搬型建屋周辺モニタリング設備の

ガンマ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び中性子線用サーベイメー

タ（ＳＡ）により，線量当量率を測定するとともに，可搬型ダス

トサンプラ（ＳＡ）にダストろ紙をセットし試料を捕集し，アル

ファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）により，空気中の放射

性物質の濃度を測定する。

⑤現場管理者及び建屋対策班の班員は，制御建屋に保管している可

搬型建屋周辺モニタリング設備のガンマ線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ）により，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の周辺の線
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量当量率を測定する。 

⑥放射線対応班の班員は，可搬型建屋周辺モニタリング設備による

測定を，可搬型環境モニタリング設備を設置するまでの間，定期

的に実施し，測定結果を記録し，通信連絡設備により中央制御室

に連絡する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人，放射線対

応班及び建屋対策班の班員８人並びに現場管理者及び建屋対策班の

班員 10 人の合計 20 人にて実施し，事象発生から可搬型建屋周辺モ

ニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定は

１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

  (ⅳ) 放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定 

放射能観測車は，平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量率及
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び空気中の放射性物質の濃度を迅速に測定するため，空間放射線量率

測定器，中性子線用サーベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプ

ラ及び放射能測定器を搭載した無線通話装置付きの放射能観測車を備

えている。重大事故等時に放射能観測車の機能が維持されている場合

は，敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物質の濃度を測定

する。 

放射能観測車による測定結果は，通信連絡設備により中央制御室に

連絡する。 

放射能観測車により放射性物質の濃度及び線量を測定し，並びにそ

の結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャート

を第 11－12 図に示す。 

なお，放射能観測車が機能喪失した場合は，「(ａ）ⅱ．(ⅴ) 可搬型放

射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の代替測定」

を行う。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，放射能観測車の状況を確認し，当該設備が機能

維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順

放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定に

ついての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11

－16 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に放射能観測車による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測

定の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，最大濃度地点又は風下方向において，放
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射能観測車（搭載機器：空間放射線量率測定器，中性子線用サー

ベイメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射能測定

器）により，空気中の放射性物質の濃度及び線量率を測定する。 

③放射線対応班の班員は，放射能観測車による測定結果を記録し，

通信連絡設備により中央制御室に連絡する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，本対策実施判断後２時

間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

  (ⅴ) 可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の代替測定 

重大事故等時に放射能観測車が機能喪失（搭載機器の測定機能又は

車両の走行機能）した場合，可搬型放射能観測設備（ガンマ線用サー
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ベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用

サーベイメータ（電離箱）（ＳＡ），中性子線用サーベイメータ（Ｓ

Ａ），アルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）及び可搬型ダス

ト・よう素サンプラ（ＳＡ））により，再処理施設及びその周辺にお

いて，空気中の放射性物質の濃度及び線量を測定する。 

可搬型放射能観測設備による測定結果は，通信連絡設備により中央

制御室に連絡する。 

可搬型放射能観測設備により放射性物質の濃度及び線量を測定し，

並びにその結果を記録するための手順を整備する。この手順のフロー

チャートを第 11－12 図に示す。

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，放射能観測車の状況を確認し，当該設備が機能

喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順

可搬型放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量

の測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャート

を第 11－17 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班

員に可搬型放射能観測設備による放射性物質の濃度及び線量の測

定の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬

型放射能観測設備の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，可搬型放射能観測設備の使用前に乾電池

又は充電池の残量を確認し，少ない場合は予備の乾電池又は充電

池と交換する。
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④放射線対応班の班員は，最大濃度地点又は風下方向において，可

搬型放射能観測設備のガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔ

ｌ）シンチレーション）（ＳＡ），ガンマ線用サーベイメータ（電

離箱）（ＳＡ）及び中性子線用サーベイメータ（ＳＡ）により，

線量率を測定するとともに，可搬型ダスト・よう素サンプラ（Ｓ

Ａ）にダストろ紙及びよう素カートリッジをセットし試料を採取

し，ガンマ線用サーベイメータ（ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーショ

ン）（ＳＡ）及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ（ＳＡ）

により，空気中の放射性物質の濃度を測定する。 

⑤放射線対応班の班員は，可搬型放射能観測設備による測定結果を

記録し，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。なお，放射

能観測車が復旧した場合は，放射能観測車により放射性物質の濃

度を測定する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射

線対応班の班員２人の合計４人にて実施し，本対策実施判断後２時

間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び
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停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

  (ⅵ) 環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時から再処理施設

及びその周辺における環境試料の分析，放射性物質の濃度を測定して

いる。重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されている場合

は，継続して環境試料測定設備により，ダストモニタ又は可搬型ダス

トモニタで捕集した粒子状放射性物質の濃度を測定する。

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試料は，定期的

（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合に

回収し，環境試料測定設備により放射性物質の濃度を測定し，空気中

の放射性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通信連絡

設備により緊急時対策所に連絡する。この手順のフローチャートを第

11－12 図に示す。 

なお，環境試料測定設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅱ．(ⅷ) 可搬

型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃度の代替測定」を行う。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順

環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測定につい

ての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－18

図に示す。 
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①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に環境試料測定設備による空気中の放射性物質の濃度の測

定の開始を指示する。

②放射線管理班の班員は，ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで

捕集した試料を回収する。

③放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，環境試料測

定設備により放射性物質の濃度を測定する。

④放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人

の合計３人にて実施し，ダストモニタの試料採取実施判断後２時間

50 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 
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  (ⅶ) 環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測

定 

環境試料測定設備（核種分析装置）は，平常運転時から再処理施設

及びその周辺における環境試料の分析，放射性物質の濃度を測定して

いる。重大事故等時に環境試料測定設備の機能が維持されている場合

は，環境試料測定設備により，再処理施設及びその周辺において採取

した水試料及び土壌試料の放射性物質の濃度を測定し，水中及び土壌

中の放射性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

なお，環境試料測定設備が機能喪失した場合は，「(ａ)ⅱ．(ⅸ) 可搬

型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測定」を

行う。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能維持されていると判断した場合。また，主排気筒の排気モニタ

リング設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排

気モニタリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排気モニタリ

ング設備，可搬型環境モニタリング設備，可搬型建屋周辺モニタリ

ング設備，放出管理分析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析

設備，放射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定により，

再処理施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断した場合

（第 11－５表）。 

２） 操作手順

環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の測

定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第
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11－19 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に環境試料測定設備による水中及び土壌中の放射性物質の

濃度の測定の開始を指示する。

②放射線管理班の班員は，放射線管理班長が指示した場所に移動し，

水試料又は土壌試料を採取する。

③放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，環境試料測

定設備により放射性物質の濃度を測定する。

④放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人

の合計３人にて実施し，水試料及び土壌試料の試料採取実施判断後

作業開始を判断してから２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 
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【補足説明資料 1.12－27】 

  (ⅷ) 可搬型試料分析設備による空気中の放射性物質の濃度の代替測定 

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，可搬型試料

分析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置）により，

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した粒子状放射性物質の

濃度を測定する。 

ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで捕集した試料は，定期的

（１日ごと）又は大気中への放射性物質の放出のおそれがある場合に

回収し，可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，空気

中の放射性物質の濃度を評価する。測定結果及び評価結果は，通信連

絡設備により緊急時対策所に連絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への給

電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 

可搬型試料分析設備により放射性物質の濃度を測定し，並びにその

結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャートを

第 11－７図及び第 11－12 図に示す。 

１） 手順着手の判断基準
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重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合（第 11－５表）。 

２） 操作手順

可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定についての手

順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－20 図に示

す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定の開

始を指示する。

②放射線管理班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。

③放射線管理班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。

④放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置を，可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給電する。

⑤放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置並びに可搬型排気モニタリング用発電機について，異臭，

発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により

確認する。

⑥放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場

合は予備の乾電池又は充電池と交換する。

⑦放射線管理班の班員は，ダストモニタ又は可搬型ダストモニタで
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捕集した試料を回収する。 

⑧放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。

⑨放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，環境試料測定設備が復旧した場合は，環境

試料測定設備により放射性物質の濃度を測定する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，放射線管理班長及び建屋外対応班長の２人，放射

線管理班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計７人にて

実施し，ダストモニタの試料採取実施判断後２時間 50 分以内で可

能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す

る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明
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を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

  (ⅸ) 可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の

測定 

重大事故等時に環境試料測定設備が機能喪失した場合，可搬型試料

分析設備（可搬型放射能測定装置及び可搬型核種分析装置）により，

再処理施設及びその周辺において採取した水試料及び土壌試料の放射

性物質の濃度を測定し，水中及び土壌中の放射性物質の濃度を評価す

る。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備により緊急時対策所に連

絡する。 

可搬型排気モニタリング用発電機により可搬型試料分析設備への給

電を行い，放射性物質の濃度の測定を行う。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，可搬型排気モニタリング用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必

要に応じ，除灰作業を実施する。 

上記給電を継続するために可搬型排気モニタリング用発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

可搬型試料分析設備により水中及び土壌中の放射性物質の濃度を測

定し，並びにその結果を記録するための手順を整備する。 

１） 手順着手の判断基準

重大事故等時に，環境試料測定設備の状況を確認し，当該設備が

機能喪失したと判断した場合。また，主排気筒の排気モニタリング
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設備，北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気モニ

タリング設備，環境モニタリング設備，可搬型排気モニタリング設

備，可搬型環境モニタリング設備，可搬型建屋周辺モニタリング設

備，放出管理分析設備，環境試料測定設備，可搬型試料分析設備，

放射能観測車及び可搬型放射能観測設備による測定により，再処理

施設からの放射性物質の放出のおそれがあると判断した場合（第

11－５表）。 

２） 操作手順

可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質の濃度の

測定についての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを

第 11－21 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班

の班員に可搬型試料分析設備による水中及び土壌中の放射性物質

の濃度の測定の開始を指示する。

②放射線管理班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型

試料分析設備又は第１保管庫・貯水所に保管している可搬型試料

分析設備のうち可搬型核種分析装置の健全性を確認する。

③放射線管理班の班員は，必要に応じて第１保管庫・貯水所に保管

している可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分析装置を，主排

気筒管理建屋まで運搬する。

④放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置を，可搬型排気モニタリング用発電機に接続し，給電する。

⑤放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型核種分

析装置並びに可搬型排気モニタリング用発電機について，異臭，

発煙，破損，保護装置の動作等異常がないことを外観点検により
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確認する。 

⑥放射線管理班の班員は，可搬型試料分析設備のうち可搬型放射能

測定装置の使用前に乾電池又は充電池の残量を確認し，少ない場

合は予備の乾電池又は充電池と交換する。

⑦放射線管理班の班員は，放射線管理班長が指示した場所に移動し，

試料を採取する。

⑧放射線管理班の班員は，必要に応じて前処理を行い，可搬型試料

分析設備により放射性物質の濃度を測定する。

⑨放射線管理班の班員は，測定結果を重大事故対応手順書の記録用

紙に記録し，保存する。測定結果及び評価結果は，通信連絡設備

により緊急時対策所に連絡する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応として，可

搬型排気モニタリング用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。なお，環境試料測定設備が復旧した場合は，環境

試料測定設備により放射性物質の濃度を測定する。

３） 操作の成立性

上記の対応は，放射線管理班長及び建屋外対応班長の２人，放射

線管理班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計７人にて

実施し，水中又は土壌中の放射性物質の濃度の測定は，水試料及び

土壌試料の試料採取実施判断後２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計

を着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理す
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る。さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

支援組織要員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対

処時においては，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び

停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

(ｂ) 風向，風速その他の気象条件の測定の手順等 

重大事故等時に敷地内において，風向，風速その他の気象条件を測

定し，及びその結果を記録するため，以下の手段を用いた手順を整備

する。 

重大事故等時における気象観測設備及び可搬型気象観測設備による

風向，風速その他の気象条件の測定を行う。 

  ⅰ．気象観測設備による気象観測項目の測定 

気象観測設備は，敷地内において，風向，風速，日射量，放射収支

量及び雨量を観測している。重大事故等時に気象観測設備の機能が維

持されている場合は，継続して気象観測設備により風向，風速，日射

量，放射収支量及び雨量を観測し，その観測値を中央制御室及び緊急

時対策所に伝送する。 

気象観測設備による気象観測項目の測定は継続されているため，測

定及びその結果の記録を継続する。この手順のフローチャートを第

11－24 図に示す。 

気象観測に係るアクセスルートを第 11－42 図～第 11－44 図に示す。 
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なお，気象観測設備が機能喪失した場合は，以下の対応を行う。 

・「(ｂ) ⅱ. 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定」 

・「(ｂ) ⅲ. 可搬型風向風速計による風向及び風速の測定」 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能維

持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

気象観測設備による気象観測についての手順の概要は以下のとおり。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班長に

気象観測設備による気象観測を指示する。

②放射線対応班長は，気象観測設備による気象観測を継続する。

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人にて実施し，

常設の設備を使用することから，速やかに対応が可能である。 

ⅱ．可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定 

重大事故等時に気象観測設備（風向風速計，日射計，放射収支計，

雨量計）が機能喪失した場合，可搬型気象観測設備（風向風速計，日

射計，放射収支計，雨量計）により，敷地内において風向，風速その

他の気象条件を測定する。 

可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型気象観測設備に接続し，

観測値を衛星通信により中央制御室及び緊急時対策所に伝送する。伝

送した観測値は，中央制御室に設置する可搬型データ表示装置により

記録するとともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握

設備により記録する。 
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可搬型気象観測用発電機により可搬型気象観測設備及び可搬型気象観

測用データ伝送装置への給電を行い，敷地内において風向，風速その

他の気象条件の測定を行う。 

上記給電を継続するために可搬型気象観測用発電機への燃料給油を実

施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に関する手順

等」にて整備する。 

可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気

象観測用発電機を設置場所に運搬するため，監視測定用運搬車を使用

する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，

事前の対応として，可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝

送装置及び可搬型気象観測用発電機の建屋内への移動及び除灰作業の

準備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を

実施する。 

可搬型気象観測設備により敷地内において風向，風速その他の気象

条件を測定し，及びその結果を記録するための手順を整備する。この

手順のフローチャートを第 11－７図及び第 11－24 図に示す。 

可搬型気象観測設備は，敷地内の大きな障害物のない開けた場所に

設置することとする。可搬型気象観測設備の設置場所の例を第 11－25

図に示す。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能喪

失したと判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

可搬型気象観測設備による風向，風速その他の気象条件の測定につ
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いての手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－26

図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班員

に可搬型気象観測設備による風向，風速その他の気象条件の測定の

開始を指示する。

②可搬型気象観測設備は，敷地内の大きな障害物のない開けた場所に

設置することとし，速やかに設置できるように，あらかじめ候補場

所を選定しておく。ただし，建屋外アクセスルートの整備状況及び

候補場所の状況に応じて，設置場所を変更することもある。

③放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している可搬型

気象観測設備，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観

測用発電機の健全性を確認する。

④放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用デ

ータ伝送装置及び可搬型気象観測用発電機を監視測定用運搬車に積

載し，設置場所まで運搬する。

⑤放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備及び可搬型気象観測用

データ伝送装置を可搬型気象観測用発電機に接続し，可搬型気象観

測用発電機を起動し，給電する。可搬型気象観測用発電機に必要と

なる軽油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，給油

することにより，給電開始から７日以上の稼動が可能である。

⑥放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備を設置し，敷地内の風

向，風速，日射量，放射収支量及び雨量を観測する。

⑦放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備及び可搬型気象観測用

発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作等異常がない

ことを外観点検により確認する。
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⑧放射線対応班の班員は，可搬型気象観測設備の設置状況及び測定結

果を記録し，中央制御室及び緊急時対策所への伝送が確立するまで

の間，通信連絡設備により定期的に中央制御室に連絡する。

⑨放射線対応班の班員は，可搬型気象観測用データ伝送装置を可搬型

気象観測設備に接続し，観測値を衛星通信により中央制御室及び緊

急時対策所に伝送する。また，伝送した観測値は，制御建屋に保管

している可搬型データ表示装置を中央制御室に設置し，記録すると

ともに，緊急時対策所においても緊急時対策建屋情報把握設備によ

り記録する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を

確認した場合は，事前の対応として，可搬型気象観測設備，可搬型

気象観測用データ伝送装置及び可搬型気象観測用発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち

必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，気象観測設備が復旧した

場合は，気象観測設備により気象観測項目を測定，監視及び記録す

る。

⑩放射線対応班の班員は，可搬型気象観測用データ伝送装置及び可搬

型気象観測用発電機について，異臭，発煙，破損，保護装置の動作

等異常がないことを外観点検により確認する。

⑪可搬型データ表示装置の電源は，乾電池又は充電池を使用し，使用

中に残量が少ない場合，予備の乾電池又は充電池と交換することで，

重大事故等の必要な期間使用できる。

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の

３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対応班の班員３人の合計

８人にて実施し，可搬型排気モニタリング設備の設置完了後，作業を
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開始してから２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

ⅲ．可搬型風向風速計による風向及び風速の測定 

重大事故等時に気象観測設備が機能喪失した場合，可搬型風向風速

計により，敷地内において風向及び風速を測定する。 

可搬型風向風速計による測定結果は，通信連絡設備により中央制御

室に連絡する。 

可搬型風向風速計により敷地内において風向及び風速を測定し，及

びその結果を記録するための手順を整備する。この手順のフローチャ

ートを第 11－24 図に示す。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，気象観測設備の状況を確認し，当該設備が機能喪

失したと判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

可搬型風向風速計による風向及び風速の測定についての手順の概要
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は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－27 図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班員

に可搬型風向風速計による風向及び風速の測定の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，主排気筒管理建屋に保管している可搬型風

向風速計の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，可搬型風向風速計により，敷地内の大きな

障害物のない開けた場所にて風向及び風速を測定する。可搬型風向

風速計は電源を必要としない。

④放射線対応班の班員は，可搬型風向風速計による測定を，可搬型気

象観測設備を設置するまでの間，定期的に実施し，測定結果を記録

し，通信連絡設備により中央制御室に連絡する。

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射線対応班長の２人並びに放射線

対応班の班員２人の合計４人にて実施し，事象発生から可搬型風向風

速計による風向及び風速の測定は 30 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 
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(ｃ) 環境モニタリング設備の電源を環境モニタリング用代替電源設備か

ら給電する手順等 

非常用所内電源系統からの給電が喪失した際は，環境モニタリング

用可搬型発電機により，環境モニタリング設備へ給電する。 

環境モニタリング用可搬型発電機から給電することにより，モニタ

リングポストによる空間放射線量率の測定及びダストモニタによる空

気中の放射性物質の捕集及び測定を開始する。 

環境モニタリング設備に対して，環境モニタリング用可搬型発電機

により必要な負荷へ電力を供給する。 

  ⅰ．環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリング設備への

給電 

重大事故等時に，第１非常用ディーゼル発電機が自動起動せず，非

常用所内電源系統から環境モニタリング設備への給電が喪失し，無停

電電源装置により給電され，環境モニタリング設備の機能が維持され

ている場合，環境モニタリング用可搬型発電機により，環境モニタリ

ング設備へ給電する。

上記給電を継続するために環境モニタリング用可搬型発電機への燃

料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．電源の確保に

関する手順等」にて整備する。 

環境モニタリング用可搬型発電機をモニタリングポスト局舎近傍に

運搬するため，監視測定用運搬車を使用する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，環境モニタリング用可搬型発電機の建屋内へ

の移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち必
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要に応じ，除灰作業を実施する。 

環境モニタリング用可搬型発電機から給電するための手順を整備す

る。この手順のフローチャートを第 11－12 図に示す。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，非常用所内電源系統から環境モニタリング設備へ

の給電が喪失し，無停電電源装置により給電され，環境モニタリング

設備が機能維持されていると判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリング設備へ給

電する手順の概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－28

図に示す。 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線対応班の班員

に環境モニタリング用可搬型発電機による環境モニタリング設備へ

の給電の開始を指示する。

②放射線対応班の班員は，第１保管庫・貯水所に保管している環境モ

ニタリング用可搬型発電機の健全性を確認する。

③放射線対応班の班員は，環境モニタリング用可搬型発電機を監視測

定用運搬車に積載し，モニタリングポスト局舎近傍まで運搬及び設

置する。

④放射線対応班の班員は，環境モニタリング設備と環境モニタリング

用可搬型発電機をケーブルで接続し，環境モニタリング用可搬型発

電機を起動する。環境モニタリング用可搬型発電機に必要となる軽

油は，軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，給油するこ

とにより，給電開始から７日以上の稼動が可能である。

⑤放射線対応班の班員は，環境モニタリング設備の受電状態において，
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異臭，発煙，破損，保護装置の動作等の異常がないことを確認する。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応として，環境モニタリング用可搬型発電機の建屋内

への移動及び除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したの

ち必要に応じ，除灰作業を実施する。なお，非常用所内電源系統か

らの給電が再開した場合は，非常用所内電源系統からの給電に切り

替える。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線対応班長及び建屋外対応班長の

３人，放射線対応班の班員６人並びに建屋外対応班の班員３人の合計

12 人にて実施し，作業開始を判断してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，実施組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

(ｄ) 敷地外でのモニタリングにおける他の機関との連携体制 

重大事故等時の敷地外でのモニタリングは，国が立ち上げる緊急時

モニタリングセンターにおいて，国が地方公共団体と連携して策定す
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るモニタリング計画に従い，資機材，要員及び放出源情報を提供する

とともにモニタリングに協力する。 

また，原子力災害が発生した場合に他の原子力事業者との協力体制

を構築するため原子力事業者間協力協定を締結し，環境放射線モニタ

リング等への要員の派遣，資機材の貸与等を受けることが可能である。

(ｅ) バックグラウンド低減対策の手順 

事故後の周辺汚染による測定ができなくなることを避けるため，以

下の手段を用いた手順を整備する。 

  ⅰ．モニタリングポストのバックグラウンド低減対策 

事故後の周辺汚染により，モニタリングポストによる測定ができな

くなることを避けるため，モニタリングポストのバックグラウンド低

減対策を行う手順を整備する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性物質の放出によ

り，モニタリングポストのバックグラウンドが上昇するおそれがある

と判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

モニタリングポストのバックグラウンド低減対策の手順の概要は以

下のとおり。このタイムチャートを第 11－22 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班の

班員にモニタリングポストのバックグラウンド低減対策として，モ

ニタリングポストの検出器カバーを養生するよう指示する。

②放射線管理班の班員は，モニタリングポストの汚染の防止に必要な
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養生シートを準備する。 

③放射線管理班の班員は，車両等によりモニタリングポストに移動し，

モニタリングポスト局舎内の換気システムを停止する。

④放射線管理班の班員は，モニタリングポストの検出器カバーに養生

シートを被せ，養生する。

⑤放射線管理班の班員は，必要に応じて検出器カバーの養生シートを

交換する。

⑥放射線管理班の班員は，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じてモニタリングポスト局舎の除染，周辺土壌の撤去及び

樹木の伐採を行いバックグラウンドの低減を図る。

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人の

合計３人にて実施し，モニタリングポスト９台分の検出器カバーの養

生作業は，作業開始を判断してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，支援組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

1674



  ⅱ．可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策 

事故後の周辺汚染により，可搬型環境モニタリング設備による測定

ができなくなることを避けるため，可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンド低減対策を行う手順を整備する。 

  (ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，再処理施設から大気中への放射性物質の放出によ

り，可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンドが上昇するおそ

れがあると判断した場合（第 11－５表）。 

  (ⅱ) 操作手順 

可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策の手順の

概要は以下のとおり。このタイムチャートを第 11－23 図に示す。 

①放射線管理班長は，手順着手の判断基準に基づき，放射線管理班の

班員に可搬型環境モニタリング設備のバックグラウンド低減対策と

して，可搬型環境モニタリング設備の検出器カバーを養生するよう

指示する。

②放射線管理班の班員は，可搬型環境モニタリング設備の汚染の防止

に必要な養生シートを準備する。

③放射線管理班の班員は，車両等により可搬型環境モニタリング設備

の設置場所に移動し，可搬型環境モニタリング設備を設置する際に

あらかじめ養生を行っていた場合は，養生シートを取り除いた後，

検出器カバーに養生シートを被せ，養生する。

④放射線管理班の班員は，必要に応じて検出器カバーの養生シートを

交換する。

⑤放射線管理班の班員は，バックグラウンドが通常より高い場合には，

必要に応じて可搬型環境モニタリング設備の除染，周辺土壌の撤去
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及び樹木の伐採を行いバックグラウンドの低減を図る。 

  (ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人及び放射線管理班の班員２人の

合計３人にて実施し，可搬型環境モニタリング設備９台分の検出器カ

バーの養生作業は，作業開始を判断してから５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線環

境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の状況

に応じて着用することとする。線量管理については個人線量計を着用

し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。さら

に，支援組織要員の作業場所への移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，支援組織要

員の被ばく線量を可能な限り低減する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保する。夜間及び停電時において

は，確実に運搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.12－27】 

  ⅲ．可搬型試料分析設備のバックグラウンド低減対策 

重大事故等時に可搬型試料分析設備による放射性物質の濃度の測定

場所は，主排気筒管理建屋を基本とする。 

ただし，試料測定に影響が生じる場合は，緊急時対策所又は再処理

事業所外の適切な場所に設備を移動し，測定する。
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資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料1.12-1 審査基準及び事業指定基準規則と対処設備の対応表 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-2 緊急時モニタリングの実施手順及び体制 令和2年4月28日 6 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-3 緊急時モニタリングに関する要員の動き 令和2年4月28日 5 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-4 排気モニタリング設備 令和2年4月28日 6 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-5 可搬型排気モニタリング設備による放射性物質の濃度の測定 令和2年4月28日 5 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-6 可搬型排気モニタリング設備 令和2年4月28日 6 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-7 代替試料分析関係設備による放射性物質の濃度の測定 令和2年4月13日 3 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-8 試料分析関係設備及び代替試料分析関係設備 令和2年4月28日 5 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-9 環境モニタリング設備 令和2年4月28日 3 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-10 可搬型環境モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の代替測定 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-11 可搬型環境モニタリング設備 令和2年4月28日 6 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-12 可搬型建屋周辺モニタリング設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の測定 令和2年4月28日 5 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-13 可搬型建屋周辺モニタリング設備 令和2年4月28日 5 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-14 代替放射能観測設備による空気中の放射性物質の濃度及び線量の代替測定 令和2年4月13日 4 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-15 放射能観測車及び代替放射能観測設備 令和2年4月28日 6 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-16 バックグラウンド低減対策手順 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-17 可搬型気象観測設備による気象観測項目の代替測定 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-18 気象観測設備及び可搬型気象観測設備 令和2年4月28日 6 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-19 可搬型気象観測設備の気象観測項目について 令和2年3月13日 1 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-20 可搬型風向風速計による風向及び風速の測定 令和2年4月13日 2 内容精査の結果, 変更なし。

技術的能力（１．１２ 監視測定等に関する手順等）

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
備考（令和元年8月提出済みの資料については、資料番号を記載）

1
6
7
7



資料№ 名称 提出日 Rev

技術的能力（１．１２ 監視測定等に関する手順等）

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
備考（令和元年8月提出済みの資料については、資料番号を記載）

補足説明資料1.12-21 可搬型風向風速計 令和2年4月28日 4 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-22 可搬型発電機による給電 令和2年4月28日 5 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-23 自主対策設備 令和2年4月28日 6 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-24 再処理施設敷地外の緊急時モニタリング体制 令和1年12月24日 0 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-25 他の原子力事業者との協力体制（原子力事業者間協力協定） 令和1年12月24日 0 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-26 環境モニタリング設備の代替電源設備 令和2年4月28日 6 内容精査の結果, 変更なし。

補足説明資料1.12-27 有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２） 令和4年7月15日 1 申請書および整理資料への反映事項の修正等

1
6
7
8
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補足説明資料 1.12－ 27 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．12） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.12 では，これらの要求事項に対し，技術的能力 1.0 に定

めた防護対策（検知手段，防護措置）を個別手順に反映することが求めら

れることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（1／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
2
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、再処理施設において核燃料物質が

臨界状態になることその他の事故

が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故

に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影響の評価を行う

ために設定した条件及びその評価

の結果

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故等対策の設備強化等の対策に加

え，重大事故等が発生した場合，大規

模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによ

る再処理施設の大規模な損壊が発生

した場合（以下「大規模損壊」という。）

若しくは大規模損壊が発生するおそ

れがある場合における以下の重大事

故等対処設備に係る事項，復旧作業に

係る事項，支援に係る事項，手順書の

整備，教育，訓練の実施及び体制の整

備を考慮し，当該事故等に対処するた

めに必要な手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備等運用面での

対策を行う。 

添付書類八 再処理施設において事

故が発生した場合にお

ける当該事故に対処す

るために必要な施設及

び体制の整備に関する

説明書 

５． 重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故の発生防止対策及び重大事故の

拡大防止対策（以下「重大事故等対策」

という。）の設備強化等の対策に加え，

重大事故に至るおそれがある事故（運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を除く。）若しくは重大事故（以

下「重大事故等」という。）が発生し

た場合，大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる再処理施設の大規模な

損壊（以下「大規模損壊」という。）

が発生した場合若しくは大規模損壊

が発生するおそれがある場合におけ

る以下の重大事故等対処設備に係る

事項，復旧作業に係る事項，支援に係

る事項及び手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備を考慮し，当該

事故等に対処するために必要な手順

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

1
6
8
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（2／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対策」

については，重大事故等対策のための

手順を整備し，重大事故等の対応を実

施する。「ハ．(２) (ⅱ) 大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムへの対応に

おける事項」については，「ハ．(２) 

(ⅰ) 重大事故等対策」の対応手順を

基に，大規模な損壊が発生した場合の

様々な状況においても，事象進展の抑

制及び緩和を行うための手順を整備

し，大規模な損壊が発生した場合の対

応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を,「原子炉等規制法」に基づく

再処理施設保安規定等において規定

する。 

 

書の整備，教育，訓練の実施及び体制

の整備等運用面での対策を行う。 

なお，再処理施設は，基本的に常温，

常圧で運転していることから，重大事

故に至るおそれのある安全機能の喪

失から重大事故発生までの事象進展

が緩やか（設備の温度上昇や圧力低下

等のパラメータの変動までに一定程

度の時間を要する）である。したがっ

て，重大事故に至るおそれのある安全

機能の喪失と判断した後に，現場の状

況を把握し，その状況に応じた対策の

準備とその後の対策を確実に実施す

ることが可能である。このため，要求

事項に加え，重大事故に至るおそれの

ある安全機能の喪失時の初動対応に

係る事項について手順の整備等の運

用面での対策を行う。 

「5.1 重大事故等対策」について

は，重大事故等対策のための手順を整

備し，重大事故等の対応を実施する。

「5.2 大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項」につい

ては，「5.1 重大事故等対策」の対応

手順を基に，大規模損壊が発生した場

合の様々な状況においても，事象進展

の抑制及び緩和を行うための手順を

整備し，大規模損壊が発生した場合の

対応を実施する。 

 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を，「核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」に基づ

く再処理施設保安規定等において規

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。 

 重大事故等 

 第 33 条に示す重大事故等が発

生した場合の環境条件の内数

として有毒ガスを考慮してい

る。 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14（通信連絡に

関する手順）の手順を指し，詳

細な連絡手段の手順について

は，技術的能力 1.14 で整理し

ている。 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.0～1.14 の手

順を指し，詳細な防護措置の手

順については，各々で整理して

いる。 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

 有毒ガス防護措置（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

  第５表及び第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14 の手順にて反映

事項を確認するため，本箇所での反

映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

 有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

 第５表及び第５－１表に記載する

技術的能力1.0～1.14の手順にて反

映事項を確認するため，本箇所での

反映事項はない。 

 

 

 

1
6
8
2



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（3／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定す

る内容に加え，「事業指定基準規則」に

基づいて整備する設備の運用手順等

についても考慮した「重大事故等対策

の手順の概要」，「重大事故等対策にお

ける操作の成立性」及び「事故対処す

るために必要な設備」を含めて手順等

を適切に整備する。重大事故等対策の

手順の概要を第５表，重大事故等対策

における操作の成立性を第６表, 事

故対処するために必要な設備を第７

表に示す。 

 

 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) (ハ) 

６） 放射性物質の漏えい」に示すと

おり，液体状，固体状及び気体状の放

射性物質に関する閉じ込め機能の喪

失が発生した場合においても，放射性

物質の漏えいは発生が想定されない

ことから，放射性物質の漏えいに対処

するための手順等は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定

する内容に加え，「再処理施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「事業指定基準規則」という。）

に基づいて整備する設備の運用手順

等についても考慮した「重大事故等対

策の手順の概要」，「重大事故等対策

における操作の成立性」及び「事故対

処するために必要な設備」を含めて手

順等を適切に整備する。重大事故等対

策の手順の概要を第５－１表，重大事

故等対策における操作の成立性を第

５－２表，事故対処するために必要な

設備を第５－３表に示す。 

なお，第５－１表「1.6 放射性物質

の漏えいに対処するための手順等」に

示すとおり，液体状，固体状及び気体

状の放射性物質に関する閉じ込め機

能の喪失が発生した場合においても，

放射性物質の漏えいは発生が想定さ

れないことから，放射性物質の漏えい

に対処するための手順等は不要であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（5／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）可搬型排気モニタリング設備によ

る主排気筒から放出される放射

性物質の濃度の代替測定 

 

ｃ） 操作の成立性 

上記「ⅰ） 可搬型排気モニタリン

グ設備の設置」の対応は，実施責任

者，放射線対応班長及び建屋外対応

班長の３人，放射線対応班の班員２

人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計８人にて実施し，対策の制限時

間（精製建屋における冷却機能の喪

失による硝酸プルトニウム溶液の沸

騰開始）11 時間に対し，事象発生か

ら可搬型排気モニタリング設備によ

る放射性物質の濃度の測定は１時間

20 分以内で可能である。 

上記「ⅱ） 可搬型ガスモニタの測

定値の伝送」の対応は，実施責任

者，放射線対応班長及び建屋外対応

班長の３人，放射線対応班の班員２

人並びに建屋外対応班の班員３人の

合計８人にて実施し，作業開始を判

断してから１時間 30 分以内で可能

である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 中央制御室等との連絡 

 明示していないが，中央制御室

等との連絡手段が確保される

ことにより，作業場所の状況や

中央制御室等からの作業指示，

連絡を受けることができると

解釈できる。 

 実施組織要員及び支援組織要員

の移動及び作業時に，作業場所の

状況に応じた対応を行うこと 

 明示していないが，有毒ガスの

発生については，作業場所での

目視及び臭気の確認により認

知することができる。 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

 有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，非常

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文,添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において、

「中央制御室との連絡手段を確保

する。」ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガスの

検知手段（通信連絡設備）に対して，

技術的能力 1.14 に手順を定めてい

ることから、反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において、

「通常の安全対策に加えて、放射線

環境や作業環境に応じた防護具の

配備を行い、移動時及び作業時の状

況に応じて着用することとする。」

ことを手順に定めている。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（防護具類）が行われる手順

であることから、反映事項はない。 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

1
6
8
5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（6／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅰ．(ⅰ) 

３）放出管理分析設備による主排気筒

から放出される放射性物質の濃

度の測定 

 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

時対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認すること。 

また,有毒ガス防護対策を行った場

合でも,重大事故等対処が実施可能で

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

  有毒ガス防護対策により，非常時

対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保

すべき事項ではないことから，反映

事項はない。 

また，有毒ガス防護対策を行った

場合の重大事故等対処の成立性に

ついては，既許可においても有毒ガ

ス防護対策を考慮した重大事故等

対処の手順及び体制を定め，添付書

類八添付１に示す重大事故等対処

に係るタイムチャートを作成し，重

大事故等対処が成立することを確

認していることから，反映すべき事

項はない。 

 

 

 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共通

事項として技術的能力1.0の補足説明

資料で説明する。また，既許可に反映

済みの事項を含め，本条文における有

毒ガス防護対策を確認した結果とし

て，「有毒ガス防護に係る申請書項目

の整理表」を補足説明資料 1.12-27と

して追加する。 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

1
6
8
6



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（7／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線対応班長の２人並びに放射線対応

班の班員２人の合計４人にて実施し，

排気サンプリング設備の試料採取実

施判断後１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅰ．(ⅰ) 

４）可搬型試料分析設備による主排気

筒から放出される放射性物質の

濃度の代替測定 

 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線

対応班長及び建屋外対応班長の３人，

放射線対応班の班員２人並びに建屋

外対応班の班員３人の合計８人にて

実施し，排気サンプリング設備の試料

採取実施判断後１時間以内で可能で

ある。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
8
7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（8／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅰ． 

(ⅱ) 北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）における放射

性物質の濃度の測定 

 

２）可搬型排気モニタリング設備によ

る北換気筒（使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋換気筒）から放出される

放射性物質の濃度の代替測定 

 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線

対応班長及び建屋外対応班長の３人，

放射線対応班の班員６人並びに建屋

外対応班の班員３人の合計 12 人にて

実施し，対策の制限時間（燃料貯蔵プ

ールの小規模な漏えい並びに冷却機

能及び注水機能の喪失による燃料貯

蔵プール等の沸騰開始）35 時間に対

し，事象発生から可搬型排気モニタリ

ング設備による放射性物質の濃度の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
8
8



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（9／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
1
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定は 23 時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅰ．(ⅱ) 

３）放出管理分析設備による北換気筒

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換

気筒）から放出される放射性物質

の濃度の測定 

 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射

線対応班長の２人並びに放射線対応

班の班員２人の合計４人にて実施し，

排気サンプリング設備の試料採取実

施判断後１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
8
9



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（10／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
1
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅰ．(ⅱ) 

４）可搬型試料分析設備による北換気

筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）から放出される放射性物

質の濃度の代替測定 

 

ｃ） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線

対応班長及び建屋外対応班長の３人，

放射線対応班の班員２人並びに建屋

外対応班の班員３人の合計８人にて

実施し，排気サンプリング設備の試料

採取実施判断後１時間以内で可能で

ある。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
9
0



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（11／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
1
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅱ．周辺監視区域における放射性物質

の濃度及び線量の測定 

 

(ⅱ) 可搬型環境モニタリング設備に

よる空気中の放射性物質の濃度

及び線量の代替測定 

 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線

対応班長及び建屋外対応班長の３人，

放射線対応班の班員６人並びに建屋

外対応班の班員３人の合計 12 人にて

実施し，対策の制限時間（精製建屋に

おける冷却機能の喪失による硝酸プ

ルトニウム溶液の沸騰開始）11 時間

に対し，事象発生から可搬型環境モニ

タリング設備（９台）による空気中の

放射性物質の濃度及び線量の測定は

５時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
9
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（12／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
1
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅱ． 

(ⅲ) 可搬型建屋周辺モニタリング設

備による空気中の放射性物質

の濃度及び線量の測定 

 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射

線対応班長の２人，放射線対応班及び

建屋対策班の班員８人並びに現場管

理者及び建屋対策班の班員 10 人の合

計 20 人にて実施し，事象発生から可

搬型建屋周辺モニタリング設備によ

る空気中の放射性物質の濃度及び線

量の測定は１時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
9
2



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（13／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
1
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅱ． 

(ⅳ) 放射能観測車による空気中の放

射性物質の濃度及び線量の測

定 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射

線対応班長の２人並びに放射線対応

班の班員２人の合計４人にて実施し，

本対策実施判断後２時間以内で可能

である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅱ． 

(ⅴ) 可搬型放射能観測設備による空

気中の放射性物質の濃度及び

線量の代替測定 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

1
6
9
3



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（14／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
1
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射

線対応班長の２人並びに放射線対応

班の班員２人の合計４人にて実施し，

本対策実施判断後２時間以内で可能

である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅱ． 

(ⅵ) 環境試料測定設備による空気中

の放射性物質の濃度の測定 

 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人

及び放射線管理班の班員２人の合計

３人にて実施し，ダストモニタの試料

採取実施判断後２時間 50 分以内で可

能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
9
4



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（15／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
1
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，支援組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，支援組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅱ． 

(ⅶ) 環境試料測定設備による水中及

び土壌中の放射性物質の濃度

の測定 

 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人

及び放射線管理班の班員２人の合計

３人にて実施し，水試料及び土壌試料

の試料採取実施判断後２時間以内で

可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，支援組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，支援組織

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
9
5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（16／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
1
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅱ． 

(ⅷ) 可搬型試料分析設備による空気

中の放射性物質の濃度の代替

測定 

 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長及び

建屋外対応班長の２人，放射線管理班

の班員２人並びに建屋外対応班の班

員３人の合計７人にて実施し，ダスト

モニタの試料採取実施判断後２時間

50 分以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，支援組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，支援組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
9
6



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（17／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
1
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ）

ⅱ． 

(ⅸ) 可搬型試料分析設備による水中

及び土壌中の放射性物質の濃

度の測定 

 

３） 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長及び

建屋外対応班長の２人，放射線管理班

の班員２人並びに建屋外対応班の班

員３人の合計７人にて実施し，水中又

は土壌中の放射性物質の濃度の測定

は，水試料及び土壌試料の試料採取実

施判断後２時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，支援組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，支援組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ． 

（ｂ）風向，風速その他の気象条件の

測定の手順等 

 

ⅱ．可搬型気象観測設備による気象観

測項目の代替測定 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

1
6
9
7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（18／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
1
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線

対応班長及び建屋外対応班長の３人，

放射線対応班の班員２人並びに建屋

外対応班の班員３人の合計８人にて

実施し，可搬型排気モニタリング設備

の設置完了後，作業を開始してから２

時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ｂ） 

ⅲ．可搬型風向風速計による風向及び

風速の測定 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者及び放射

線対応班長の２人並びに放射線対応

班の班員２人の合計４人にて実施し，

事象発生から可搬型風向風速計によ

る風向及び風速の測定は 30 分以内で

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

1
6
9
8



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（19／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
2
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ． 

（ｃ）環境モニタリング設備の電源を

環境モニタリング用代替電源

設備から給電する手順等 

 

ⅰ．環境モニタリング用可搬型発電機

による環境モニタリング設備へ

の給電 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者，放射線

対応班長及び建屋外対応班長の３人，

放射線対応班の班員６人並びに建屋

外対応班の班員３人の合計 12 人にて

実施し，作業開始を判断してから５時

間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6
9
9



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（20／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
2
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，実施組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，実施組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ． 

（ｅ）バックグラウンド低減対策の手

順 

 

ⅰ．モニタリングポストのバックグラ

ウンド低減対策 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人

及び放射線管理班の班員２人の合計

３人にて実施し，モニタリングポスト

９台分の検出器カバーの養生作業は，

作業開始を判断してから５時間以内

で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，支援組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
7
0
0



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１２）（21／21） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

補
1
.
1
2
-
2
7
-
2
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じた対応を行うことにより，支援組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ｅ） 

ⅱ．可搬型環境モニタリング設備のバ

ックグラウンド低減対策 

 

(ⅲ) 操作の成立性 

上記の対応は，放射線管理班長１人

及び放射線管理班の班員２人の合計

３人にて実施し，可搬型環境モニタリ

ング設備９台分の検出器カバーの養

生作業は，作業開始を判断してから５

時間以内で可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。線量管理について

は個人線量計を着用し，１作業当たり

10ｍＳｖ以下とすることを目安に管

理する。さらに，支援組織要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量率の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，支援組織

要員の被ばく線量を可能な限り低減

する。重大事故等の対処時において

は，中央制御室等との連絡手段を確保

する。夜間及び停電時においては，確

実に運搬，移動ができるように，可搬

型照明を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した整理と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した担保すべき事項と同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「添付書類八 添付１ 11．ｂ．（ａ） 

ⅰ．（ⅰ）２）可搬型排気モニタリング

設備による主排気筒から放出される

放射性物質の濃度の代替測定」にて記

載した反映事項と同じ 

 

 

1
7
0
1



令和４年７月 15 日 R26 

 

 

 

 

 

１．13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

（抜粋） 

1702



 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

1.13.1 概要 

1.13.1.1 居住性を確保するための措置 

1.13.1.2 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関

する措置 

1.13.1.3 必要な数の要員の収容に係る措置 

1.13.1.4 緊急時対策建屋電源設備からの給電措置 

1.13.2 重大事故等の対処手段と設備の選定 

1.13.2.1 重大事故等の対処手段と設備の選定の考え方 

1.13.2.2 重大事故等の対処手段と設備の選定の結果 

1.13.3 重大事故等時の手順等 

1.13.3.1 居住性を確保するための措置 

1.13.3.2 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関

する措置 

1.13.3.3 必要な数の要員の収容に係る措置 

1.13.3.4 電源設備からの給電措置 

 

  

1703



 
 

1.13－1 
 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【要求事項】 

再処理事業者において，緊急時対策所に関し，重大事故等が発生し

た場合においても，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要

員が緊急時対策所にとどまり，重大事故等に対処するために必要な指

示を行うとともに，再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡し，重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容

する等の現地対策本部としての機能を維持するために必要な手順等が

適切に整備されているか，又は整備される方針が適切に示されている

こと。 

 

【解釈】 

１ 「現地対策本部としての機能を維持するために必要な手順等」と

は，以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を

行うための手順等をいう。 

ａ）重大事故等が発生した場合においても，放射線防護措置等に

より，重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がと

どまるために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）緊急時対策所が、代替電源設備からの給電を可能とするこ

と。 

ｃ）対策要員の装備（線量計及びマスク等）が配備され、放射線

管理が十分できること。 

ｄ）資機材及び対策の検討に必要な資料を整備すること。 
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緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，重大事故等

に対処するために必要な指示を行う要員等が緊急時対策所にとどまり，

重大事故等に対処するために必要な指示を行うとともに，再処理施設の

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡し，重大事故等に対処

するために必要な数の要員を収容する等の非常時対策組織としての機能

を維持するために必要な設備及び資機材を整備する。 

ここでは，緊急時対策所の設備及び資機材を活用した手順等について

説明する。 

手順等については，今後の訓練等の結果により見直す可能性がある。 

  

ｅ）少なくとも外部からの支援なしに７日間、活動するための飲

料水及び食料等を備蓄すること。 

２ 「重大事故等に対処するために必要な数の要員」とは、「重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員」に加え、少なくと

も工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制するための対

策に対処するために必要な数の要員を含むものとする。 
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1.13.1 概要 

1.13.1.1 居住性を確保するための措置 

(1) 緊急時対策所立ち上げの手順 

ａ．緊急時対策建屋換気設備の起動確認手順 

外部電源が喪失した場合は，緊急時対策建屋電源設備より

受電したのち，緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送

風機及び緊急時対策建屋排風機が自動起動するため，緊急時

対策建屋換気設備の起動確認の手順に着手する。 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確

認した場合は，居住性を確保するため，緊急時対策建屋換気

設備の再循環モード又は緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧へ切り替える。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)を確認し

た場合は，事前の対応作業として,除灰作業の準備を実施す

る。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除灰作業を実施し，

緊急時対策建屋換気設備に影響を及ぼすおそれがある場合は，

再循環モードに切り替える。 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，緊急時

対策建屋換気設備の起動確認を指示してから，非常時対策組

織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行

い，５分以内に対処可能である。 
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ｂ．緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化

物濃度の測定手順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使用を開始した場

合は，緊急時対策所の居住性確保の観点から，緊急時対策所

内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定す

る手順に着手する。 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，非常時

対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３

人で行い，10分以内に対処可能である。 

 

(2) 原子力災害対策特別措置法第十条特定事象発生のおそれがあ

る場合の手順 

ａ．緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型屋内モニタリング

設備）の測定手順 

重大事故等が発生した場合は，緊急時対策所の居住性の確

認（線量率及び放射性物質濃度）を行うために，緊急時対策

所において可搬型屋内モニタリング設備の可搬型エリアモニ

タ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベ

イメータにより測定する手順に着手する。 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，非常時

対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３

人で行い，10分以内に対処可能である。 

 

ｂ．緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型環境モニタリング

設備）の測定手順 
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重大事故等が発生した場合は，放出する放射性物質による

指示値を確認し，緊急時対策建屋換気設備の切替操作を行う

ための判断に使用するため，可搬型環境モニタリング設備の

可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタにより測定する手順

に着手する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)を確認し

た場合は，事前の対応作業として，除灰作業の準備を実施す

る。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施す

る。 

本対策の実施判断後，実施責任者，放射線対応班長及び建

屋外対応班長の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外

対応班の班員３人の合計８人で行い，１時間以内に対処可能

である。 

 

(3) 重大事故等が発生した場合の放射線防護等に関する手順等 

ａ．緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員について 

緊急時対策所には，支援組織の要員及び実施組織並びに全

社対策組織の一部の要員として 大360人を収容できる。 

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれの

ある場合は，外気の取り入れを遮断し，緊急時対策建屋加圧

ユニットにより空気を供給することで，非常時対策組織の要

員の約50人がとどまり活動を継続することができる。 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切替手順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確

1708



 
 

1.13－6 
 

認した場合，窒素酸化物を含む有毒ガスの発生により緊急時

対策所の居住性に影響を及ぼすと判断した場合又は火山の影

響による降灰により緊急時対策建屋換気設備の運転に影響を

及ぼすおそれがある場合に，緊急時対策建屋換気設備を再循

環モードへ切り替える手順に着手する。 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，緊急時

対策建屋換気設備の再循環モードへの切り替えを指示してか

ら，非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２

人の合計３人で行い，１時間40分以内に対処可能である。 

 

ｃ．緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧手順 

再循環モードにおいて，気体状の放射性物質が大気中へ大

規模に放出するおそれがある場合で，酸素濃度の低下，二酸

化炭素濃度の上昇，対策本部室の差圧の低下又は線量当量率

の上昇により居住性の確保ができなくなるおそれがある場合

は，緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧を行う手順に着

手する。 

本対策の実施判断後，待機室において，緊急時対策建屋加

圧ユニットによる加圧の開始を指示してから，非常時対策組

織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行

い， 45分以内に対処可能である。 

 

ｄ．緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気取入加圧

モードへの切替手順 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング
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設備等の指示値が上昇した後に，下降に転じ，さらに安定的

な状態になり，周辺環境中の放射性物質濃度が十分低下した

場合は，緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気取

入加圧モードへ切り替える手順に着手する。 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，緊急時

対策建屋換気設備の外気取入加圧モードへの切り替えを指示

してから，非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織の

要員２人の合計３人で行い，２時間30分以内に対処可能であ

る。 

 

1.13.1.2 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関

する措置 

(1) 緊急時対策所におけるパラメータの情報収集手順 

重大事故等が発生した場合に，重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員等が，情報把握計装設備（第43条 計装

設備）による情報伝送準備ができるまでの間，通信連絡設備

（第47条 通信連絡設備）により，必要なパラメータの情報を

収集し，重大事故等に対処するために必要な情報を把握すると

ともに，重大事故等に対処するための対策の検討を実施する手

順に着手する。 

 

(2) 緊急時対策建屋情報把握設備によるパラメータの監視手順 

重大事故等が発生した場合に，緊急時対策建屋情報把握設備

の情報収集装置及び情報表示装置並びにデータ収集装置及びデ

ータ表示装置により重大事故等に対処するために必要なパラメ
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ータを監視する手順に着手する。 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，非常時対

策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で

行い，５分以内に対処可能である。 

 

(3) 重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊急

時対策建屋に配備し，資料を更新した場合は資料の差し替えを

行い，常に 新となるよう通常時から維持，管理する。 

 

(4) 通信連絡に関する手順等 

重大事故等時において，通信連絡設備により，中央制御室， 

屋内外の作業場所，国，原子力規制委員会，青森県，六ヶ所村 

等の再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信 

連絡を行う手順に着手する。 

 

1.13.1.3 必要な数の要員の収容に係る措置 

(1) 放射線管理 

ａ．放射線管理用資機材（個人線量計及び防護具）及び出入管

理区画用資機材の維持管理等 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により汚染したような

状況下において，支援組織の要員が応急復旧対策の検討，実

施等のために屋外で作業を行う際，当該要員は個人線量計及

び防護具を着用する。 

緊急時対策建屋には，７日間外部からの支援がなくとも非
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常時対策組織の要員が使用するのに十分な数量の放射線管理

用資機材（個人線量計及び防護具）及び緊急時対策所への汚

染の持ち込みを防止するため，作業服の着替え，防護具の着

装及び脱装，身体の汚染検査並びに除染作業ができる区画

（以下「出入管理区画」という。）において使用する出入管

理区画用資機材を配備するとともに，通常時から維持，管理

する。重大事故等時には，放射線管理用資機材（個人線量計

及び防護具），出入管理区画用資機材の使用及び管理を適切

に行い，十分な放射線管理を行う手順に着手する。 

 

ｂ．出入管理区画の設置及び運用手順 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により汚染したような

状況下において，出入管理区画を設置する手順に着手する。 

出入管理区画には，防護具を脱装する脱装エリア，放射性

物質による要員又は物品の汚染の有無を確認するためのサー

ベイエリア及び汚染を確認した際に除染を行う除染エリアを

設け，非常時対策組織の要員が汚染検査及び除染を行うとと

もに，出入管理区画の汚染管理を行う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置し，除染は

アルコールワイプや生理食塩水での拭き取りを基本とするが，

拭き取りにて除染ができない場合は，簡易シャワーにて水洗

いによる除染を行う。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応じて紙タオル

へ染み込ませる等により固体廃棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所の全照明が消灯した場合は，
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可搬型照明を配備する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画内に保管する。 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，作業開

始を指示してから，非常時対策組織の本部長１人，非常時対

策組織の要員３人の合計４人で行い，１時間以内に対処可能

である。 

 

 ｃ．緊急時対策建屋換気設備の切替手順 

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障する等，切り替え

が必要となった場合は，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策

建屋排風機及び緊急時対策建屋フィルタユニットを待機側に

切り替える手順に着手する。 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，緊急時

対策建屋換気設備の切り替えを指示してから，非常時対策組

織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行

い，１時間以内に対処可能である。 

 

(2) 飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等が重大

事故等の発生後，少なくとも外部からの支援なしに７日間，活

動するために必要な飲料水，食料等を備蓄するとともに，通常

時から維持，管理する。 

重大事故等が発生した場合には飲料水，食料等の支給を適切

に運用する。 

また，緊急時対策所内での飲食等の管理として，適切な頻度
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で緊急時対策所内の空気中放射性物質濃度の測定を行い，飲食

しても問題ない環境であることを確認する。 

 

1.13.1.4 緊急時対策建屋電源設備からの給電措置 

(1) 緊急時対策建屋用発電機による給電手順 

緊急時対策建屋用発電機の多重性が確保されている状態にお

いて，外部電源が喪失した場合は，緊急時対策建屋用発電機が

自動起動し，緊急時対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建

屋用母線に自動で接続し，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対

策建屋情報把握設備及び通信連絡設備へ給電する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)を確認した

場合は，事前の対応作業として,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除灰作業を実施し，

緊急時対策建屋用発電機の運転に影響を及ぼすおそれがある場

合は，給気フィルタの交換を行う。 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，自動起動

した緊急時対策建屋用発電機から給電されていることの確認を

指示してから，非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織

の要員２人の合計３人で行い，５分以内に対処可能である。 

 

1.13.2 重大事故等の対処手段と設備の選定 

 1.13.2.1 重大事故等の対処手段と設備の選定の考え方 

       重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対

処するために必要な指示を行う要員等がとどまり，必要な

指示を行うとともに，再処理施設の内外の通信連絡をする
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必要のある場所と通信連絡し，重大事故等に対処するため

に緊急時対策所を設置し，必要な数の要員を収容する等の

非常時対策組織としての機能を維持するために必要な重大

事故等の対処手段及び重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備の他に自主対策設備及び資機材※を

用いた重大事故等の対処手段を選定する。  

※ 資機材：「対策の検討に必要な資料」，「放射線管

理用資機材（個人線量計及び防護具）」，

「出入管理区画用資機材」及び「飲料水，

食料等」については，資機材であるため

重大事故等対処設備としない。 

緊急時対策所の電源は，通常時は，外部電源より給電し

ている。 

外部電源からの電源が喪失した場合は，その機能を代替

するための機能，相互関係を明確にした上で，想定する故

障に対処できる重大事故等の対処手段及び重大事故等対処

設備を選定する。 

また，重大事故等に対処するために必要な情報を把握す

る設備及び通信連絡を行うための設備についても同様に整

理する（第12－１図～第12－４図）。 

選定した重大事故等対処設備により，技術的能力審査基

準だけでなく，事業指定基準規則第四十六条及び技術基準

規則第五十条の要求機能を満足する設備を網羅しているこ

とを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確にす

る。 
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1.13.2.2 重大事故等の対処手段と設備の選定の結果 

安全機能を有する施設に要求される機能の喪失原因から

選定した重大事故等の対処手段，事業指定基準規則第四十六

条及び技術基準規則第五十条の要求により選定した重大事故

等の対処手段とその対処に使用する重大事故等対処設備，自

主対策設備及び資機材を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する安全機能を有する施設，重大

事故等対処設備，自主対策設備，資機材及び整備する手順に

ついての関係を第12－１表に示す。 

 

(1) 重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員等が緊急時対策所にとどまる

ために必要な対処手段及び設備 

ａ．対処手段 

重大事故等が発生した場合において，再処理施設から大気

中へ放出する放射性物質等による放射線被ばくから，重大事

故等に対処するために必要な指示を行う要員等を防護するた

め，緊急時対策所の居住性を確保する手段がある。 

緊急時対策所の居住性を確保するための設備は以下のと

おり。 

ⅰ 緊急時対策所 

ⅱ 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

ⅲ 緊急時対策建屋換気設備 

（ⅰ）緊急時対策建屋送風機 
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（ⅱ）緊急時対策建屋排風機 

（ⅲ）緊急時対策建屋フィルタユニット 

（ⅳ）緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ 

（ⅴ）緊急時対策建屋加圧ユニット 

（ⅵ）緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁 

（ⅶ）対策本部室差圧計 

（ⅷ）待機室差圧計 

（ⅸ）監視制御盤 

ⅳ 緊急時対策建屋環境測定設備 

（ⅰ）可搬型酸素濃度計 

（ⅱ）可搬型二酸化炭素濃度計 

（ⅲ）可搬型窒素酸化物濃度計 

ⅴ 緊急時対策建屋放射線計測設備 

（ⅰ）可搬型屋内モニタリング設備 

・可搬型エリアモニタ 

・可搬型ダストサンプラ 

・アルファ・ベータ線用サーベイメータ 

（ⅱ）可搬型環境モニタリング設備 

     ・可搬型線量率計 

     ・可搬型ダストモニタ 

     ・可搬型データ伝送装置 

     ・可搬型発電機 

     ・監視測定用運搬車 

緊急時対策所から重大事故等に対処するために必要な指

示を行うために必要な情報を把握し，再処理施設の内外の
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通信連絡をする必要のある場所と通信連絡をするための手

段がある。 

緊急時対策所において必要な情報を把握するための設備

及び通信連絡を行うための設備は以下のとおり。 

ⅰ 緊急時対策建屋情報把握設備 

（ⅰ）情報収集装置 

（ⅱ）情報表示装置 

（ⅲ）データ収集装置 

（ⅳ）データ表示装置 

ⅱ 通信連絡設備 

（ⅰ）統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

（ⅱ）統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

（ⅲ）統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

（ⅳ）データ伝送設備 

（ⅴ）可搬型衛星電話（屋内用） 

（ⅵ）可搬型衛星電話（屋外用） 

（ⅶ）可搬型トランシーバ（屋内用） 

（ⅷ）可搬型トランシーバ（屋外用） 

（ⅸ）一般加入電話 

（ⅹ）一般携帯電話 

（ⅺ）衛星携帯電話 

（ⅻ）ファクシミリ 

（ⅹⅲ）ページング装置 

（ⅹⅳ）専用回線電話 
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重大事故等に対処するために必要な数の要員を緊急時対策 

所内に収容するための手段がある。 

必要な数の要員を収容するために必要な資機材は以下のと

おり。 

ⅰ 放射線管理用資機材（個人線量計及び防護具） 

ⅱ 出入管理区画用資機材 

ⅲ 飲料水，食料等 

ⅳ 可搬型照明 

 

緊急時対策所の電源として，代替電源設備からの給電を確

保するための手段がある。 

緊急時対策建屋電源設備からの給電を確保するための設備

は以下のとおり。 

ⅰ 緊急時対策建屋電源設備 

（ⅰ）緊急時対策建屋用発電機 

（ⅱ）緊急時対策建屋高圧系統 

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線 

（ⅲ）緊急時対策建屋低圧系統 

460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

（ⅳ）燃料油移送ポンプ 

（ⅴ）燃料油配管・弁 

（ⅵ）重油貯槽 

（ⅶ）緊急時対策建屋用電源車 

（ⅷ）可搬型電源ケーブル 

（ⅸ）可搬型燃料供給ホース 
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ｂ．重大事故等対処設備，自主対策設備及び資機材 

技術的能力審査基準及び事業指定基準規則第四十六条及

び技術基準規則第五十条にて要求される緊急時対策所，緊

急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋送風機，緊急時

対策建屋排風機，緊急時対策建屋フィルタユニット，緊急

時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ，緊急時対策建屋加圧

ユニット，緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁，対策本

部室差圧計，待機室差圧計，監視制御盤，可搬型酸素濃度

計，可搬型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ，アルフ

ァ・ベータ線用サーベイメータ，可搬型線量率計，可搬型

ダストモニタ，可搬型データ伝送装置，可搬型発電機，監

視測定用運搬車，情報収集装置，情報表示装置，データ収

集装置，データ表示装置，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合

原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，データ伝送設

備，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外

用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型トランシー

バ（屋外用），一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電

話，ファクシミリ，ページング装置及び専用回線電話は重

大事故等対処設備として設置及び配備する。 

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度は，酸素濃度と同様，

居住性に関する重要な制限要素であることから，可搬型二

酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計は，可搬型重

大事故等対処設備として配備する。 
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緊急時対策建屋の代替電源設備からの給電を確保するた

めの手段に使用する設備のうち，緊急時対策建屋用発電機，

緊急時対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線，

緊急時対策建屋低圧系統の460Ｖ緊急時対策建屋用母線，燃

料油移送ポンプ，燃料油配管・弁及び重油貯槽は，常設重

大事故等対処設備として設置する。 

これらの選定した設備は，技術的能力審査基準及び事業

指定基準規則第四十六条及び技術基準規則第五十条に要求

される設備を全て網羅している。 

以上の重大事故等対処設備において，緊急時対策所の居

住性を確保するとともに，再処理施設の内外の通信連絡を

行うことが可能であることから，以下の設備は自主対策設

備と位置付ける。合わせてその理由を示す。 

ⅰ データ収集装置 

ⅱ データ表示装置 

上記のⅰ及びⅱの設備は，地震により機能喪失するおそ

れがあることから，重大事故等対処設備とは位置付けない

が，機能が維持されている場合は，迅速性の観点から事故

対応に有効な設備であるため，自主対策設備として設置す

る。 

ⅲ 緊急時対策建屋用電源車 

ⅳ 可搬型電源ケーブル 

ⅴ 可搬型燃料供給ホース 

また，ⅲ，ⅳ及びⅴの設備は降下火砕物の侵入を防止で

きないなど，重大事故等対処設備に対して求められるすべ
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ての環境条件等に適合することができないおそれがあるが，

重大事故等発生時における環境条件等に応じて適切に対処

することができ，当該電源車の健全性が確認できた場合に

は，移動，設置及びケーブルの接続等に時間を要するもの

の，緊急時対策建屋用発電機の代替手段として有効である

ことから，自主対策設備として配備する。 

対策の検討に必要な資料，放射線管理用資機材（個人線

量計及び防護具），出入管理区画用資機材，飲料水，食料

等については，資機材であるため重大事故等対処設備とし

ない。 

【補足説明資料 1.13-1】 

 

(2) 手順等 

上記のａ．により選定した重大事故等の対処手段に係る手順

を整備する。 

これらの手順は，非常時対策組織の要員の対処として「重大

事故等発生時対応手順書」に定める。（第12－１表） 

重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる

設備についても手順を整備する。（第12－２表及び第12－３表） 

また，対策の検討に必要な資料，放射線管理用資機材（個人

線量計及び防護具），出入管理区画用資機材，飲料水，食料等

の通常時における管理並びに運用は，防災管理部長が実施する。 
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1.13.3 重大事故等時の手順等 

1.13.3.1 居住性を確保するための措置 

重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員等の被ばく線量を７日間で100 

ｍＳｖを超えないようにするために必要な対処手段として，緊

急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対

策建屋環境測定設備，緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急

時対策建屋電源設備により，緊急時対策所にとどまるために必

要な居住性を確保する。 

重大事故等が発生した場合に再処理施設から大気中へ放射性

物質が放出する場合，緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

環境モニタリング設備及び監視測定設備の放射線監視設備及び

代替モニタリング設備により，放出する放射性物質による線量

当量率を測定及び監視し，緊急時対策建屋換気設備により放射

性物質の流入を低減することで，重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員等の被ばくを抑制する。 

また，緊急時対策所内の線量当量率を可搬型エリアモニタ，

可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメー

タにて測定及び監視する。 

さらに，緊急時対策所内が重大事故等に対処するための活動

に影響がない酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度の

範囲にあることを把握する。 
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(1) 緊急時対策所立ち上げの手順 

重大事故等が発生するおそれがある場合等※１，緊急時対策所を使

用し，非常時対策組織を設置するための準備として，緊急時対策所

を立ち上げるための手順を整備する。 

  ※１ 非常時体制の発令により，非常時対策組織を設置する場合と

して，運転時の異常な過度変化，設計基準事故も含める。 

ａ．緊急時対策建屋換気設備の起動確認手順 

外部電源が喪失した場合は，緊急時対策建屋電源設備より受電

したのち，緊急時対策建屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び

緊急時対策建屋排風機が自動起動する。 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確認し

た場合は，「(3) 重大事故等が発生した場合の放射線防護等に関

する手順等」に基づき居住性を確保するため，緊急時対策建屋換

気設備の切替手順を整備する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)を確認した場

合は，事前の対応作業として,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除灰作業を実施し，緊

急時対策建屋換気設備に影響を及ぼすおそれがある場合は，再循

環モードに切り替える。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の立ち上げを判断し

た場合。 

(b) 起動確認手順 

緊急時対策建屋換気設備の起動確認手順の概要は以下のと

おり。 
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緊急時対策建屋換気設備の切替概要図を第12－５図に，緊

急時対策建屋換気設備の起動確認手順のタイムチャートを第

12－６図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づ

き非常時対策組織の要員に緊急時対策建屋換気設備の起動

確認を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御

盤にて起動状態及び差圧が確保されていることを確認する。 

 (c) 操作の成立性  

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，緊急時

対策建屋換気設備の起動確認を指示してから，非常時対策組

織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行

い，５分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い建屋外への放射

性物質の放出に至るまで十分な余裕があることから問題なく

対処することができる。 

 

ｂ．緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃

度の測定手順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使用を開始した場合，

緊急時対策所の居住性確保の観点から，緊急時対策所内の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定する手順を整備す

る。 

また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作を行うための判断に

も使用する。 
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(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の立ち上げを判断した

場合。 

(b) 操作手順  

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物

濃度の測定手順の概要は以下のとおり。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，

非常時対策組織の要員に緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化

炭素濃度及び窒素酸化物濃度の測定を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，対策本部室にて可搬型酸素濃度

計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度計を

配置及び起動し，緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃

度及び窒素酸化物濃度の測定を行う（測定範囲は，第12－７

図を参照）。 

(c) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，非常時対

策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で

行い，10分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出に至るまで十分な余裕があることから問題なく対処

することができる。 

 

(2) 原災法第十条特定事象発生のおそれがある場合の手順 

ａ．緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型屋内モニタリング設備）

の測定手順 
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重大事故等が発生した場合に，緊急時対策所の居住性の確認

（線量率及び放射性物質濃度）を行うために，緊急時対策所にお

いて可搬型屋内モニタリング設備の可搬型エリアモニタ，可搬型

ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータにより

測定する手順を整備する。 

また，緊急時対策建屋換気設備の切替操作を行うための判断に

も使用する。 

(a) 手順着手の判断基準  

原災法第十条特定事象が発生するおそれがあると判断した場

合。 

(b) 操作手順  

可搬型エリアモニタ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・

ベータ線用サーベイメータによる測定手順の概要は以下のとお

り。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づ

き，非常時対策組織の要員に可搬型エリアモニタ，可搬型

ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ

の配置及び測定を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，対策本部室にて可搬型エリア

モニタ，可搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベータ線用

サーベイメータを配置及び起動し，緊急時対策所内の線量

当量率及び放射性物質濃度の測定を行う（測定範囲は，第

12－７図を参照）。 

 

(c) 操作の成立性  
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本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，非常時対

策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で

行い，10分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出に至るまで十分な余裕があることから問題なく対処

することができる。 

 

ｂ．緊急時対策建屋放射線計測設備（可搬型環境モニタリング設備）

の測定手順  

  重大事故等が発生した場合は，放出する放射性物質による指示

値を確認し，緊急時対策建屋換気設備の切替操作を行うための判

断に使用するため，可搬型環境モニタリング設備の可搬型線量率

計及び可搬型ダストモニタにより測定する手順を整備する。  

  可搬型線量率計及び可搬型ダストモニタによる測定結果は，可

搬型データ伝送装置により緊急時対策所に伝送する。 

火山の影響により，降灰予報(「やや多量」以上)を確認した場

合は，事前の対応作業として，除灰作業の準備を実施する。 

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

(a) 手順着手の判断基準  

原災法第十条特定事象が発生するおそれがあると判断した

場合。 

(b) 操作手順  

可搬型環境モニタリング設備による線量当量率及び放射性

物質の濃度測定手順の概要は以下のとおり。 

可搬型環境モニタリング設備による空気中の線量当量率及
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び放射性物質濃度の測定手順のタイムチャートを第12－８図

に示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，放射線

対応班の班員に可搬型環境モニタリング設備による線量

当量率及び放射性物質濃度の測定を指示する。 

② 放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備

を監視測定用運搬車に積載し，設置場所まで運搬する。 

③ 可搬型環境モニタリング設備の電源は，緊急時対策建

屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備の可搬

型発電機から給電する。可搬型発電機に必要となる軽油

は，軽油貯槽から軽油用タンクローリにより運搬し，給

油することにより，給電開始から７日以上の稼動が可能

である。 

④ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備

を設置し，緊急時対策建屋周辺における線量当量率を連

続測定するとともに，空気中の放射性物質を捕集及び測

定する。 

⑤ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備

の設置状況及び測定結果を記録し，緊急時対策所への伝

送が確立するまでの間，通信連絡設備により定期的に緊

急時対策所に連絡する。 

⑥ 放射線対応班の班員は，可搬型環境モニタリング設備

の可搬型データ伝送装置を可搬型線量率計及び可搬型ダ

ストモニタに接続し，測定データを無線により緊急時対

策所に伝送する。また，伝送した測定データは，緊急時

1729



 
 

1.13－27 
 

対策所において緊急時対策建屋情報把握設備により監視

及び記録する。 

(c) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，実施責任者，放射線対応班長及び建屋

外対応班長の３人，放射線対応班の班員２人並びに建屋外対

応班の班員３人の合計８人で行い，１時間以内に対処可能で

ある。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放

射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及

び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり10  

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，非常時対策組織の要員の作業場所への移動及び作業

においては，作業場所の線量の把握及び状況に応じた対応を

行うことにより，非常時対策組織の要員の被ばく線量を可能

な限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室との連絡手段を

確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるよう

に，可搬型照明を配備する。 

 

(3) 重大事故等が発生した場合の放射線防護等に関する手順等 

重大事故等が発生した場合，重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員等を防護し，居住性を確保するための手順を整備す

る。 
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ａ．緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員について 

緊急時対策所には，支援組織の要員及び実施組織並びに全社対

策組織の一部の要員として 大360人を収容できる。 

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出するおそれのある

場合には，外気の取入れを遮断し，緊急時対策建屋加圧ユニット

により空気を供給することで，非常時対策組織の要員の約50人が

とどまり活動を継続することができる。 

 

ｂ．緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切替手順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確認し

た場合，窒素酸化物を含む有毒ガスの発生（以下，「窒素酸化物

の発生」という。）により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼす

と判断した場合又は火山の影響による降灰により緊急時対策建屋

換気設備の運転に影響を及ぼすおそれがある場合に，緊急時対策

建屋換気設備を再循環モードへ切り替える手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出を確認

した場合又は重大事故等に係る対処状況を踏まえ，放射性物質

が放出するおそれがあると判断した場合，窒素酸化物の発生に

より緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすおそれがあると判断

した場合又は火山の影響による降灰により緊急時対策建屋換気

設備の運転に影響を及ぼすおそれがあると判断した場合。 

緊急時対策建屋換気設備による再循環モード切替判断のフロ

ーチャートを第12－９図に示す。 
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(b) 操作手順 

   再循環モードへの切替手順の概要は以下のとおり。 

   再循環モードへの切替手順のタイムチャートを第12－10図に

示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，

非常時対策組織の要員に，緊急時対策建屋換気設備を再循

環モードへの切り替えを指示する。また，窒素酸化物の発生

により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすおそれがある場

合には，必要に応じ，防護具の着用を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤

にて緊急時対策建屋換気設備の運転状態及び差圧を確認後，

ダンパ開閉操作（給気側及び排気側のダンパを閉操作並びに

再循環ラインのダンパを開操作すること。）をするとともに，

緊急時対策建屋排風機の停止により，緊急時対策建屋換気設

備を再循環モードへ切り替える。 

③ その後，停止した緊急時対策建屋排風機の弁及びダンパの

閉操作を行い，設備監視室へ移動し，監視制御盤にて緊急時

対策建屋換気設備の運転状態及び差圧を確認する。 

④ 再循環モードでの運転状態において，酸素濃度の低下，二

酸化炭素濃度の上昇又は対策本部室の差圧の低下により居住

性が確保できなくなるおそれがある場合は，外気取入加圧モ

ードに切り替え，居住性を確保する。 

  また，再循環モードでの運転状態において，気体状の放射

性物質が大気中へ大規模に放出するおそれがある場合で，酸

素濃度の低下，二酸化炭素濃度の上昇，対策本部室の差圧の
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低下又は緊急時対策所内の線量当量率の上昇により居住性の

確保ができなくなるおそれがある場合は，緊急時対策建屋加

圧ユニットによる加圧により，緊急時対策所への放射性物質

の流入を防止し，非常時対策組織の要員の被ばくを低減する。 

(c) 操作の成立性  

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，緊急時対

策建屋換気設備の再循環モードへの切り替えを指示してから，

非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合

計３人で行い，１時間40分以内に対処可能である。 

【補足説明資料1.13-11】 

 

ｃ．緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧手順 

再循環モードにおいて，気体状の放射性物質が大気中へ大規模

に放出するおそれがある場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃

度の上昇，対策本部室の差圧の低下又は線量等量率の上昇により

居住性の確保ができなくなるおそれがある場合に，緊急時対策建

屋加圧ユニットにより加圧する手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

再循環モードにおいて，気体状の放射性物質が大気中へ大

規模に放出するおそれがある場合で，酸素濃度の低下，二酸

化炭素濃度の上昇，対策本部室の差圧の低下又は放射線量の

上昇により居住性の確保ができなくなるおそれがあると判断

した場合。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧判断のフローチャ

ートを第12－９図に示す。 
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(b) 操作手順 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧の手順の概要は以

下のとおり。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧手順のタイムチャ

ートを第12－11図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づ

き，非常時対策組織の要員に緊急時対策建屋加圧ユニット

による加圧の準備を指示する。 

② 非常時対策組織の本部長は，気体状の放射性物質が大気

中へ大規模に放出した場合，不要な被ばくを防ぐため，緊

急時対策所内にとどまる必要のない要員へ再処理事業所の

外への一時退避を指示する。 

③ 非常時対策組織の要員は，待機室に移動し，緊急時対策

建屋換気設備の手動ダンパの閉操作及び扉を閉とする。 

④ 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づ

き，緊急時対策所の居住性を確保できなくなるおそれがあ

ると判断した場合は，非常時対策組織の要員に緊急時対策

建屋加圧ユニットによる加圧を指示する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，待機室において緊急時対策建

屋換気設備の緊急時対策建屋加圧ユニットの手動弁を開操

作し，緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧を開始する。 

⑥ 非常時対策組織の要員は，差圧が確保されていることを

確認する。 

(c) 操作の成立性  

本対策の実施判断後，待機室において，緊急時対策建屋加
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圧ユニットによる加圧の開始を指示してから，非常時対策組

織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行

い， 45分以内に対処可能である。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧操作は，手動弁の

開操作であり，速やかに対処が可能である。 

【補足説明資料1.13-9】 

 

ｄ．緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気取入加圧モー

ドへの切替手順 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング設備

等の指示値が上昇した後に，下降に転じ，さらに安定的な状態に

なり，周辺環境中の放射性物質濃度が十分低下した場合に，緊急

時対策建屋換気設備を緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧か

ら外気取入加圧モードへ切り替える手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

     緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モニタリング

設備等の指示値が上昇した後に，下降に転じ，さらに安定的

な状態になり，周辺環境中の放射性物質濃度が十分低下した

と判断した場合。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧停止判断のフロー

チャートを第12－９図に示す。 

(b) 操作手順 

     緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧から外気取入加圧

モードへの切替手順の概要は以下のとおり。 

外気取入加圧モードへの切替手順のタイムチャートを第12
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－12図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づ

き，非常時対策組織の要員に緊急時対策建屋加圧ユニット

による加圧から外気取入加圧モードへの切り替えを指示す

る。 

② 非常時対策組織の要員は，設備監視室へ移動し，監視制

御盤にて緊急時対策建屋換気設備の運転状態を確認すると

ともに，緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び

窒素酸化物濃度の測定を開始する。 

③ ダンパを開操作するとともに緊急時対策建屋排風機を起

動し，給気側及び排気側のダンパを開操作並びに再循環ラ

インのダンパを閉操作し，緊急時対策建屋換気設備を外気

取入加圧モードへ切り替える。 

④ 非常時対策組織の要員は，設備監視室へ移動し，監視制

御盤にて緊急時対策建屋換気設備の運転状態及び差圧が確

保されていることを確認する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，待機室において緊急時対策建

屋換気設備の手動ダンパ開操作及び緊急時対策建屋加圧ユ

ニットの手動弁を閉操作し，緊急時対策建屋加圧ユニット

による加圧を停止する。 

(c) 操作の成立性  

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，緊急時対

策建屋換気設備の外気取入加圧モードへの切り替えを指示し

てから，非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要

員２人の合計３人で行い，２時間30分以内に対処可能である。 
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【補足説明資料1.13-2，1.13-3】 

 

1.13.3.2 重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関

する措置 

重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処

するために必要な指示を行う要員等が，緊急時対策建屋情

報把握設備及び通信連絡設備により，必要なパラメータを

監視又は収集し，重大事故等に対処するために必要な情報

を把握するとともに，重大事故等に対処するための対策の

検討を行う。 

また，重大事故等に対処するための対策の検討に必要な

資料を緊急時対策建屋に整備する。 

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備によ

り，再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行う。 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電源設備からの給電

により，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備を

使用する。 

 

(1) 緊急時対策所のパラメータの情報収集手順 

重大事故等が発生した場合に，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員等が，情報把握計装設備による情報伝送準備がで

きるまでの間，通信連絡設備により，必要なパラメータの情報を収

集し，重大事故等に対処するために必要な情報を把握するとともに，

重大事故等に対処するための対策の検討を行うための手順を整備す
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る。 

必要な手順の詳細は「13. 通信連絡に関する手順等」にて整備

する。 

 

(2) 緊急時対策建屋情報把握設備によるパラメータの監視手順 

重大事故等が発生した場合に，緊急時対策建屋情報把握設備の情

報収集装置及び情報表示装置並びにデータ収集装置及びデータ表示

装置により重大事故等に対処するために必要なパラメータを監視す

る手順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の立ち上げを判断した場

合。 

(b) 操作手順 

緊急時対策建屋情報把握設備による監視手順の概要は以下の

とおり。 

なお，緊急時対策建屋情報把握設備のデータ収集装置及びデ

ータ表示装置については，常時，伝送が行われており操作は必

要ない。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，

非常時対策組織の要員に緊急時対策建屋情報把握設備による

パラメータの監視の開始を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，手順着手の判断基準に基づき，

情報収集装置への接続を確認し，情報表示装置を起動する。 

③ 非常時対策組織の要員は，情報表示装置により，各パラメ

ータの監視を開始する。 
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(c) 操作の成立性  

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，非常時対策

組織の本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行

い，５分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出に至るまで十分な余裕があることから問題なく対処

することができる。 

【補足説明資料1.13-4】 

 

(3) 重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊急時対

策建屋に配備し，資料を更新した場合には資料の差し替えを行い，

常に 新となるよう通常時から維持，管理する。 

 

(4) 通信連絡に関する手順等  

重大事故等時において，通信連絡設備により，中央制御室，屋内

外の作業場所，国，原子力規制委員会，青森県，六ヶ所村等の再処

理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うた

めの手順を整備する。 

重大事故等対処に係る通信連絡設備の一覧を第12－４表に，通信

連絡設備の系統概要図を第12－13図に示す。 

再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行うための通信連絡設備の使用方法等，必要な手順の詳細は「13. 

通信連絡に関する手順等」にて整備する。 

1.13.3.3 必要な数の要員の収容に係る措置 
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緊急時対策所には，非常時対策組織本部，支援組織及び実施

組織の要員並びに全社対策組織の一部の要員として 大360人

を収容できる。 

なお，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出した場合

において，緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員は約

50人である。 

また，要員の収容が適切に行えるようにトイレや休憩スペー

ス等を整備するとともに，収容する要員に必要な資機材を整備

し，通常時から維持，管理する。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設と共用した場合であっても飲料水，

食料等及び放射線管理用資機材（個人線量計及び防護具）は，

再処理施設の重大事故等の対処に悪影響を及ぼさない。 

【補足説明資料1.13-5，1.13-6，1.13-9】 

 

(1) 放射線管理  

ａ．放射線管理用資機材（個人線量計及び防護具）及び出入管理区

画用資機材の維持管理等 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により汚染したような状況

下において，支援組織の要員が応急復旧対策の検討，実施等のた

めに屋外で作業を行う際，当該要員が個人線量計及び防護具を着

用する。 

緊急時対策建屋には，７日間外部からの支援がなくとも非常時

対策組織の要員が使用するのに十分な数量の放射線管理用資機材

（個人線量計及び防護具）及び出入管理区画において使用する出

入管理区画用資機材を配備するとともに，通常時から維持，管理
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する。重大事故等時には，放射線管理用資機材（個人線量計及び

防護具），出入管理区画用資機材の使用及び管理を適切に行い，

十分な放射線管理を行う。 

非常時対策組織の本部長は，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員等や現場作業を行う要員等の被ばく線量管理を

行うため，個人線量計を常時装着させるとともに線量評価を行う。

また，作業に必要な放射線計測器を用いて作業現場の指示値の測

定を行う。 

なお，緊急時対策所における居住性に係る被ばく評価の結果は，

大で約４ｍＳｖであり７日間で100ｍＳｖを超えないが，緊急時

対策建屋には，自主対策として全面マスク及び半面マスク等を配

備する。また，緊急時対策所において活動する非常時対策組織の

要員は，交代要員を確保する。 

【補足説明資料1.13-8】 

 

ｂ．出入管理区画の設置及び運用手順  

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により汚染したような状況

下において，出入管理区画を設置する手順を整備する。 

出入管理区画には，防護具を脱装する脱装エリア，放射性物質

による要員又は物品の汚染の有無を確認するためのサーベイエリ

ア及び汚染を確認した際に除染を行う除染エリアを設け，非常時

対策組織の要員が汚染検査及び除染を行うとともに，出入管理区

画の汚染管理を行う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設置し，除染はアル

コールワイプや生理食塩水での拭き取りを基本とするが，拭き取
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りにて除染ができない場合は，簡易シャワーにて水洗いによる除

染を行う。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応じて紙タオルへ染

み込ませる等により固体廃棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所の全照明が消灯した場合は，可搬

型照明を配備する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画内に保管する。 

(a) 手順着手の判断基準  

非常時対策組織の本部長が原災法第十条特定事象が発生する

おそれがあると判断した場合。 

(b) 操作手順  

出入管理区画の設置及び運用の手順の概要は以下のとおり。 

出入管理区画設置のタイムチャートを第12－14図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，

非常時対策組織の要員に，緊急時対策建屋の出入口付近に出

入管理区画の設置を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，出入管理区画設置場所の全照明

が消灯した場合，可搬型照明を設置し，照明を確保する。 

③ 非常時対策組織の要員は，出入管理区画に出入管理区画用

資機材を準備，移動及び設置し，床及び壁等の養生シートの

状態を確認する。 

④ 非常時対策組織の要員は，各エリア間にバリアを設けると

ともに，入口に粘着マット等を設置する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，簡易シャワー等を設置する。 

⑥ 非常時対策組織の要員は、脱装した防護具を回収するロー
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ル袋及びアルファ・ベータ線用サーベイメータ等を必要な箇

所に設置する。 

(c) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，作業開始

を指示してから，非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組

織の要員３人の合計４人で行い，１時間以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出に至るまで十分な余裕があることから問題なく対処

することができる。 

【補足説明資料1.13-7，1.13-8】 

 

ｃ．緊急時対策建屋換気設備の切替手順  

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障する等，切り替えが必

要となった場合は，緊急時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風

機及び緊急時対策建屋フィルタユニットを待機側へ切り替える手

順を整備する。 

(a) 手順着手の判断基準  

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障する等，切り替えが

必要と判断した場合。 

 (b) 操作手順  

緊急時対策建屋換気設備を待機側に切り替える手順の概要は

以下のとおり。 

緊急時対策建屋換気設備の切り替えのタイムチャートを第12

－15図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，
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非常時対策組織の要員に，緊急時対策建屋換気設備の切り替

えを指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤

にて機器状態及び差圧の確認後，ダンパを開操作し，緊急時

対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機及び緊急時対策建屋

フィルタユニットを待機側に切り替える。 

③ 非常時対策組織の要員は，緊急時対策所内の差圧が確保さ

れていることを確認後，停止機器のダンパ又は弁の閉操作を

実施する。 

(c) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，緊急時対

策建屋換気設備の切り替えを指示してから，非常時対策組織の

本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行い，１

時間以内に対処可能である。 

 

(2) 飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等が重大事故等

の発生後，少なくとも外部からの支援なしに７日間，活動するために

必要な飲料水，食料等を備蓄するとともに，通常時から維持，管理す

る。 

非常時対策組織の本部長は，重大事故等が発生した場合には飲料水，

食料等の支給を適切に運用する。 

また，緊急時対策所内での飲食等の管理として，適切な頻度で緊急

時対策所内の空気中放射性物質濃度の測定を行い，飲食しても問題な

い環境であることを確認する。 
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ただし，緊急時対策所内の空気中放射性物質濃度が目安（アルファ

線を放出する核種７×10－７Ｂｑ／ｃｍ３未満，アルファ線を放出しな

い核種３×10－４Ｂｑ／ｃｍ３未満）よりも高くなった場合であっても，

非常時対策組織の本部長の判断により，必要に応じて飲食を行う。 

【補足説明資料1.13-8】 

 

1.13.3.4 緊急時対策建屋電源設備からの給電措置 

重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処

するために，代替電源設備から給電するための手順を整備する。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機，緊急時

対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及び緊急時

対策建屋低圧系統の460Ｖ緊急時対策建屋用母線により，緊急

時対策所の必要な負荷に給電する。 

(1)  緊急時対策建屋用発電機による給電手順 

緊急時対策建屋用発電機の多重性が確保されている状態において，

外部電源が喪失した場合には，緊急時対策建屋用発電機が２台自動

起動し，電圧及び周波数が定格値になると緊急時対策建屋高圧系統

の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線に自動で接続し，緊急時対策建屋

換気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備へ給電す

る。 

緊急時対策建屋用発電機の１台が起動しない場合又は停止した場

合でも，緊急時対策建屋用発電機の２台目が自動起動しているため，

電圧及び周波数が定格値になると緊急時対策建屋高圧系統の6.9ｋ

Ｖ緊急時対策建屋用母線に自動で接続し，緊急時対策所の必要な負

荷に給電する。 
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火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)を確認した場合

は，事前の対応作業として,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除灰作業を実施し，緊急

時対策建屋用発電機の運転に影響を及ぼすおそれがある場合は，給

気フィルタの交換を行う。 

(a) 手順着手の判断基準  

緊急時対策所の使用を開始し，外部電源が喪失した場合。 

(b) 操作手順  

自動起動する緊急時対策建屋用発電機による給電を確認する

手順の概要は以下のとおり。緊急時対策建屋の電源系統概略図

を第12－16図に，燃料供給系統概略図を第12－17図に，緊急時

対策建屋用発電機による給電を確認する手順のタイムチャート

を第12－18図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，

非常時対策組織の要員に緊急時対策所の給電状態の確認を指

示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤

にて自動起動した緊急時対策建屋用発電機（（Ａ）及び

（Ｂ））の受電遮断器が投入していることを確認し，自動起

動した緊急時対策建屋用発電機（（Ａ）及び（Ｂ））により

給電していること，電圧及び周波数を確認し，非常時対策組

織の本部長へ報告する。 

 (c) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋内において，自動起動

した緊急時対策建屋用発電機から給電されていることの確認を
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指示してから，非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織

の要員２人の合計３人で行い，５分以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出に至るまで十分な余裕があることから問題なく対処

することができる。 

 

(2) 緊急時対策建屋用電源車（自主対策設備）による給電手順 

外部電源が喪失し，自動起動する緊急時対策建屋用発電機（（Ａ）

又は（Ｂ））が故障等により起動しない場合又は停止した場合に，

緊急時対策建屋用電源車を配備することにより，緊急時対策建屋換

気設備，緊急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備へ給電する。 

(a) 手順着手の判断基準  

外部電源が喪失し，自動起動する緊急時対策建屋用発電機

（（Ａ）又は（Ｂ））が故障等により起動しない場合又は停止し

たと判断した場合。 

(b) 操作手順 

緊急時対策建屋用電源車による，緊急時対策所に給電する手順

の概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋用電源車による給電手順のタイムチャートを第

12－19図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，

非常時対策組織の要員に緊急時対策建屋用電源車による給電準

備を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監視室へ移動し，監視制御盤に

て緊急時対策建屋電源設備の状態を確認し，緊急時対策建屋用
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電源車を外部保管エリアから緊急時対策建屋近傍に移動し，緊

急時対策建屋用電源車接続口まで可搬型電源ケーブルを敷設し，

接続口に接続する。 

また，緊急時対策建屋用電源車から緊急時対策建屋の燃料供

給配管まで可搬型燃料供給ホースを敷設し，接続口に接続する。 

③ 非常時対策組織の要員は，緊急時対策建屋用電源車から緊急

時対策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線間の電路

の健全性を絶縁抵抗測定により確認し，緊急時対策建屋用電源

車による給電が可能であることを非常時対策組織の本部長に報

告する。 

(c) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建屋用電源車による給電準備

を指示してから，非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織

の要員６人の合計７人で行い，可搬型燃料供給ホースの接続口へ

の接続まで２時間以内に対処可能である。 

本対処は，時間及び要員数に余裕がある際に実施するため，重

大事故等対処設備を用いた対応に悪影響を及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射

線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業

時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり10 

ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，非常時対策組織の要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量の把握及び状況に応じた対応を行うこ

とにより，非常時対策組織の要員の被ばく線量を可能な限り低減
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1.13－46 
 

する。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室との連絡手段を確

保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 
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第１.13－１表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設備， 

手順書一覧（１／３） 
分類 

機能喪失を想定する 

安全機能を有する施設 

対処 

手順 
対処設備 手順書 

― ― 

居
住
性
の
確
保 

緊急時対策建所 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重大事故等発生時対

応手順書 

緊急時対策建屋の遮蔽設備 

緊急時対策建屋送風機 

緊急時対策建屋排風機 

緊急時対策建屋フィルタユニット 

緊急時対策建屋換気設備ダクト・ダンパ 

緊急時対策建屋加圧ユニット 

緊急時対策建屋加圧ユニット配管・弁 

対策本部室差圧計 

待機室差圧計 

監視制御盤 

可搬型酸素濃度計 

可搬型二酸化炭素濃度計 

可搬型窒素酸化物濃度計 

可搬型エリアモニタ 

可搬型ダストサンプラ 

アルファ・ベータ線用サーベイメータ 

可搬型線量率計 

可搬型ダストモニタ 

可搬型データ伝送装置 

可搬型発電機 
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第１.13－１表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設備， 

手順書一覧（２／３） 

分類 
機能喪失を想定する 

安全機能を有する施設 

対処 

手順 
対処設備 手順書 

－ 

データ収集装置 

データ表示装置 

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡 

情報収集装置 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

重大事故等発生時対

応手順書 

情報表示装置 

データ収集装置 

データ表示装置 

ページング装置 

専用回線電話 

一般加入電話 

一般携帯電話 

ファクシミリ 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

データ伝送設備 

可搬型衛星電話（屋内用） 

可搬型衛星電話（屋外用） 

可搬型トランシーバ（屋内用） 

可搬型トランシーバ（屋外用） 

一般加入電話 

一般携帯電話 

衛星携帯電話 

ファクシミリ 

ページング装置 

専用回線電話 

― 対策の検討に必要な資料※1 
資
機
材 

※１「対策の検討に必要な資料」については、資機材であるため重大事故等対処設備としない。 
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第１.13－１表 機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設備， 

手順書一覧（３／３） 
分類 

機能喪失を想定する 

安全機能を有する施設 

対処 

手順 
対処設備 手順書 

― 

― 

必
要
な
数
の 

要
員
の
収
容 

放射線管理用資機材（個人線量計及び防護具）※2 

資
機
材 

重大事故等発生時対

応手順書 

出入管理区画用資機材※2 

飲料水、食料等※2 

可搬型照明※2 

常用電源設備 

電
源
設
備
か
ら
の
給
電 

緊急時対策建屋用発電機 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

緊急時対策建屋高圧系統 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線 

緊急時対策建屋低圧系統 460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

燃料油移送ポンプ 

燃料油配管・弁 

重油貯槽 

緊急時対策建屋用電源車 自
主
対
策
設
備 

可搬型電源ケーブル 

可搬型燃料供給ホース 

※２「放射線管理用資機材（個人線量計及び防護具）」，「出入管理区画用資機材」，「飲料水、食料等」及び「可搬型照明」については、資機材で

あるため重大事故等対処設備としない。 
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第１.13－２表 重大事故等対処に係る監視計器 

対処手段 
重大事故等の対処に必要

となる監視項目 
監視計器 

(a) 居住性を確保するための措置 

ｉ．緊急時対策所立ち上げ

の手順 

(ｉ ) 緊急時対策建屋換気設

備の起動確認手順 

判
断 

基
準 

― ― 

操
作 

緊急時対策建屋換気設備運転 対策本部室差圧計 

ｉ．緊急時対策所立ち上げ

の手順 

(ⅱ ) 緊急時対策所内の酸素

濃度，二酸化炭素濃度

及び窒素酸化物濃度の

測定手順 

判
断 

基
準 

― ― 

操
作 

緊急時対策所内の環境監視 緊急時対策建屋環境測定設備 

ⅲ．重大事故等が発生した

場合の放射線防護等に

関する手順等 

(ⅱ ) 再循環モード切替手順 

判
断
基
準 

対策本部室の環境 緊急時対策建屋環境測定設備 

空気中放射性物質濃度又は 

空間線量率 

緊急時対策建屋放射線計測設備 

主排気筒の排気モニタリング設備 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備 

可搬型排気モニタリング設備 

可搬型環境モニタリング設備 

可搬型建屋周辺モニタリング設備 

可搬型試料分析設備 

操
作 

緊急時対策建屋換気設備運転 対策本部室差圧計 

ⅲ．重大事故等が発生した

場合の放射線防護等に

関する手順等 

(ⅲ ) 加圧ユニットよる加圧

開始手順 

判
断
基
準 

対策本部室の環境 緊急時対策建屋環境測定設備 

緊急時対策建屋換気設備運転 対策本部室差圧計 

空気中放射性物質濃度又は 

空間線量率 

 

緊急時対策建屋放射線計測設備 

主排気筒の排気モニタリング設備 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備 

可搬型排気モニタリング設備 

可搬型環境モニタリング設備 

可搬型建屋周辺モニタリング設備 

可搬型試料分析設備 

操
作 

加圧ユニットよる加圧時の差

圧監視 
待機室差圧計 

ⅲ．重大事故等が発生した

場合の放射線防護等に

関する手順等 

(ⅳ ) 加圧ユニットよる加圧

から外気取入加圧モー

ドへの切替手順 

判
断
基
準 

空気中放射性物質濃度又は 

空間線量率 

緊急時対策建屋放射線計測設備 

主排気筒の排気モニタリング設備 

北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒）の排気

モニタリング設備 

可搬型排気モニタリング設備 

可搬型環境モニタリング設備 

可搬型建屋周辺モニタリング設備 

可搬型試料分析設備 

操
作 

緊急時対策建屋換気設備運転 対策本部室差圧計 
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第 1.13－３表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 

対象条文 給電対象設備※ 
給電元 

給電母線 

【1.13】 

緊急時対策所の居住性等に

関する手順等 

緊急時対策建屋送風機 

緊急時対策建屋低圧系統 

460Ｖ緊急時対策建屋用母線 

緊急時対策建屋排風機 

情報収集装置 

情報表示装置 

データ収集装置 

データ表示装置 

 

※ 通信連絡設備における給電対象設備は「1.14 通信連絡に関する手順等」にて整備する。 
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第１.13－４表 重大事故等対処に係る通信連絡設備一覧 

対処設備 

代替通信連絡設備 

可搬型衛星電話（屋内用） 

可搬型トランシーバ（屋内用） 

可搬型衛星電話（屋外用） 

可搬型トランシーバ（屋外用） 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

統合原子力防災ネットワーク 

ＴＶ会議システム 

データ伝送設備 

所内通信連絡設備 

ページング装置 

専用回線電話 

一般加入電話 

ファクシミリ 

所外通信連絡設備 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

統合原子力防災ネットワーク 

ＴＶ会議システム 

一般加入電話 

衛星携帯電話 

一般携帯電話 

ファクシミリ 

所外データ伝送設備 データ伝送設備 
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第５表 重大事故等対処における手順の概要（14／15） 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

方
針
目
的 

【居住性を確保するための措置】 

重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員等の被ばく線量を７日間で 100ｍＳｖを

超えないようにするために必要な対応手段として，緊急時対策建屋

の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設

備，緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策建屋電源設備に

より，緊急時対策所にとどまるために必要な居住性を確保する手順

を整備する。 

【重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関する措

置】 

重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員等が，緊急時対策建屋情報把握設備及び通

信連絡設備により，必要なパラメータを監視又は収集し，重大事故等

に対処するために必要な情報を把握するとともに，重大事故等に対

処するための対策の検討を行う手順を整備する。 

また，重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊

急時対策建屋に整備する。 

【必要な数の要員の収容に係る措置】 

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備により，再処理

施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電源設備からの給電により，緊

急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備を使用する。 

緊急時対策所には，非常時対策組織本部，支援組織及び実施組織の

要員並びに全社対策組織の一部の要員として 大 360 人を収容でき

る。 

なお，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出する場合にお

いて，緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員は約 50 人であ

る。 

また，要員の収容が適切に行えるようにトイレや休憩スペース等

を整備するとともに，収容する要員に必要な資機材を整備し，通常時

から維持，管理する。 

【緊急時対策建屋電源設備からの給電措置】 

重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故等に対処す

るために，代替電源設備からの給電について手順を整備する。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機，緊急時対策

建屋高圧系統の 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及び緊急時対策建屋

低圧系統の 460Ｖ緊急時対策建屋用母線により，緊急時対策所の必要

な負荷に給電していることを確認する手順に着手する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

緊
急
時
対
策
所
立
ち
上
げ
の
手
順 

緊
急
時
対
策
建
屋
換
気
設
備
の
起
動
確
認
手
順 

外部電源が喪失した場合は，緊急時対策建

屋電源設備より受電したのち，緊急時対策建

屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急

時対策建屋排風機が自動起動するため，緊急

時対策建屋換気設備の起動確認の手順に着手

する。 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出を確認した場合は，居住性を確保

するため，緊急時対策建屋換気設備の再循環

モード又は緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧へ切り替える。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除

灰作業を実施し，緊急時対策建屋換気設備に

影響を及ぼすおそれがある場合は，再循環モ

ードに切り替える。 

緊
急
時
対
策
所
内
の
酸
素
濃
度
，
二
酸
化
炭

素
濃
度
及
び
窒
素
酸
化
物
濃
度
の
測
定
手
順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使

用を開始した場合は，緊急時対策所の居住性

確保の観点から，緊急時対策所内の酸素濃度，

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定す

る手順に着手する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
条
特
定
事
象
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
手
順 

緊
急
時
対
策
建
屋
放
射
線
計
測
設
備 

（
可
搬
型
屋
内
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
）
の
測
定
手
順 

重大事故等が発生した場合は，緊急時対

策所の居住性の確認（線量率及び放射性物

質濃度）を行うために，緊急時対策所におい

て可搬型屋内モニタリング設備の可搬型エ

リアモニタ，可搬型ダストサンプラ及びア

ルファ・ベータ線用サーベイメータにより

測定する手順に着手する。 

緊
急
時
対
策
建
屋
放
射
線
計
測
設
備 

（
可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
）
の
測
定
手
順 

重大事故等が発生した場合は，放出する

放射性物質による指示値を確認し，緊急時

対策建屋換気設備の切替操作を行うための

判断に使用するため，可搬型環境モニタリ

ング設備の可搬型線量率計及び可搬型ダス

トモニタにより測定する手順に着手する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多

量」以上)を確認した場合は，事前の対応作

業として,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
の
放
射
線
防
護
等
に
関
す
る
手
順
等 

緊
急
時
対
策
建
屋
換
気
設
備
の 

再
循
環
モ
ー
ド
切
替
手
順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射

性物質の放出を確認した場合，窒素酸化物

を含む有毒ガスの発生により緊急時対策所

の居住性に影響を及ぼすと判断した場合又

は火山の影響による降灰により緊急時対策

建屋換気設備の運転に影響を及ぼすおそれ

がある場合に，緊急時対策建屋換気設備を

再循環モードへ切り替える手順に着手す

る。 

緊
急
時
対
策
建
屋
加
圧
ユ
ニ
ッ
ト 

に
よ
る
加
圧
手
順 

再循環モードにおいて，気体状の放射性

物質が大気中へ大規模に放出するおそれが

ある場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃

度の上昇，対策本部室の差圧の低下又は線

量当量率の上昇により居住性の確保ができ

なくなるおそれがある場合は，緊急時対策

建屋加圧ユニットによる加圧を行う手順に

着手する。 

緊
急
時
対
策
建
屋
加
圧
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
加
圧

か
ら
外
気
取
入
加
圧
モ
ー
ド
へ
の
切
替
手
順 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

環境モニタリング設備等の指示値が上昇し

た後に，下降に転じ，さらに安定的な状態に

なり，周辺環境中の放射性物質濃度が十分

低下した場合は，緊急時対策建屋加圧ユニ

ットによる加圧から外気取入加圧モードへ

切り替える手順に着手する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（必要な指示及び通信連絡） 

対
応
手
段
等 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡
に
関
す
る
措
置 

緊
急
時
対
策
所
に
お
け
る
パ
ラ
メ
ー
タ
の 

情
報
収
集
手
順 

重大事故等が発生した場合に，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員等が，情報把握計装設

備による情報伝送準備ができるまでの間，通信連絡設

備により，必要なパラメータの情報を収集し，重大事

故等に対処するために必要な情報を把握するととも

に，重大事故等に対処するための対策の検討を実施す

る手順に着手する。 

 

緊
急
時
対
策
建
屋
情
報
把
握
設
備 

に
よ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
の
監
視
手
順 

重大事故等が発生した場合に，緊急時対策建屋情報

把握設備の情報収集装置及び情報表示装置並びにデ

ータ収集装置及びデータ表示装置により重大事故等

に対処するために必要なパラメータを監視する手順

に着手する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（必要な指示及び通信連絡） 

対
応
手
段
等 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡
に
関
す
る
措
置 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の 

対
策
の
検
討
に
必
要
な
資
料
の
整
備 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な

資料を緊急時対策建屋に配備し，資料を更新した場合

は資料の差し替えを行い，常に 新となるよう通常時

から維持，管理する。 

通
信
連
絡
に
関
す
る
手
順
等 

重大事故等時において，通信連絡設備により，中央

制御室，屋内外の作業場所，国，原子力規制委員会，

青森県，六ヶ所村等の再処理施設の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行う手順に着手す

る。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（必要な要員の収容） 

対
応
手
段
等 

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置 

放
射
線
管
理 

放
射
線
管
理
用
資
機
材
（
個
人
線
量
計
及
び
防
護
具
） 

及
び
出
入
管
理
区
画
用
資
機
材
の
維
持
管
理
等 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，支援組織の要

員が応急復旧対策の検討，実施等のために屋外

で作業を行う際，当該要員は個人線量計及び防

護具を着用する。 

緊急時対策建屋には，７日間外部からの支援

がなくとも非常時対策組織の要員が使用する

のに十分な数量の放射線管理用資機材（個人線

量計及び防護具）及び緊急時対策所への汚染の

持ち込みを防止するため，作業服の着替え，防

護具の着装及び脱装，身体の汚染検査並びに除

染作業ができる区画（以下「出入管理区画」と

いう。）において使用する出入管理区画用資機

材を配備するとともに，通常時から維持，管理

する。重大事故等時には，放射線管理用資機材

（個人線量計及び防護具），出入管理区画用資

機材の使用及び管理を適切に行い，十分な放射

線管理を行う手順に着手する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（必要な要員の収容） 

対
応
手
段
等 

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置 

放
射
線
管
理 

出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用
手
順 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，出入管理区画

を設置する手順に着手する。 

出入管理区画には，防護具を脱装する脱装エ

リア，放射性物質による要員又は物品の汚染の

有無を確認するためのサーベイエリア及び汚

染を確認した際に除染を行う除染エリアを設

け，非常時対策組織の要員が汚染検査及び除染

を行うとともに，出入管理区画の汚染管理を行

う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設

置し，除染はアルコールワイプや生理食塩水で

の拭き取りを基本とするが，拭き取りにて除染

ができない場合は，簡易シャワーにて水洗いに

よる除染を行う。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応

じて紙タオルへ染み込ませる等により固体廃

棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所の全照明が消灯

した場合は，可搬型照明を配備する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画内に

保管する。 

緊
急
時
対
策
建
屋 

換
気
設
備
の
切
替
手
順 

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障す

る等，切り替えが必要となった場合は，緊急時

対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機及び緊

急時対策建屋フィルタユニットを待機側に切

り替える手順に着手する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（必要な要員の収容） 

対
応
手
段
等 

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置 

放
射
線
管
理 

飲
料
水
，
食
料
等
の
維
持
管
理 

重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員等が重大事故等の発生後，少なく

とも外部からの支援なしに７日間，活動する

ために必要な飲料水，食料等を備蓄するとと

もに，通常時から維持，管理する。 

重大事故等が発生した場合には飲料水，食

料等の支給を適切に運用する。 

また，緊急時対策所内での飲食等の管理と

して，適切な頻度で緊急時対策所内の空気中

放射性物質濃度の測定を行い，飲食しても問

題ない環境であることを確認する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（給電） 

対
応
手
段
等 

緊
急
時
対
策
建
屋
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
措
置 

緊
急
時
対
策
建
屋
用
発
電
機
に
よ
る
給
電
手
順 

緊急時対策建屋用発電機の多重性が確保されてい

る状態において，外部電源が喪失した場合は，緊急時

対策建屋用発電機が自動起動し，緊急時対策建屋高圧

系統の 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線に自動で接続

し，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把

握設備及び通信連絡設備へ給電する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)を

確認した場合は，事前の対応作業として,除灰作業の

準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除灰作業

を実施し，緊急時対策建屋用発電機の運転に影響を及

ぼすおそれがある場合は，給気フィルタの交換を行

う。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室との連絡

手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保 

全交流動力電源喪失時は，緊急時対策建屋用発電機を

用いて緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把

握設備及び通信連絡設備へ給電する。 

また，緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モ

ニタリング設備の可搬型発電機を用いて，可搬型線量率

計，可搬型ダストモニタ及び可搬型データ伝送装置へ給

電する。 

燃
料
給
油 

緊急時対策建屋用発電機の燃料は，緊急時対策建屋電

源設備の燃料補給設備の重油貯槽より補給する。 

可搬型環境モニタリング設備の可搬型発電機の配慮す

べき事項は，第５表（10／15）「電源の確保に関する手順

等」の燃料給油と同様である。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当

たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，支援組織要員の被ばく線量を可能

な限り低減する。 

 

1766



第６表 重大事故等対策における操作の成立性(13/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

緊急時対策建屋換気設備の起

動確認 

本部長 １人 
５分 

以内 
11 時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸

化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

の測定 

本部長 １人 
10 分 

以内 
24 時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋放射線計測設備

（可搬型屋内モニタリング設備）

の測定 

本部長 １人 
10 分 

以内 
11 時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋放射線計測設備

（可搬型環境モニタリング設備）

の測定 

実施責任者 １人 

１時間 

以内 
11 時間 

放射線対応班長 １人 

建屋外対応班長 １人 

放射線対応班の

班員 
２人 

建屋外対応班の

班員 
３人 

緊急時対策建屋換気設備の再循

環モード切り替え 

本部長 １人 
１時間 40 分 

以内 
11 時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋加圧ユニットに

よる加圧 

本部長 １人 
45 分 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋加圧ユニットに

よる加圧から外気取入加圧モー

ドへの切り替え 

本部長 １人 
２時間 30 分 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋情報把握設備に

よるパラメータの監視 

本部長 １人 
５分 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

重大事故等に対処するための対

策の検討に必要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊

急時対策建屋に配備し，資料を更新した場合は資料の差し替え

を行い，常に 新となるよう通常時から維持，管理する。 

放射線管理用資機材（個人線量計

及び防護具）及び出入管理区画用

資機材の維持管理等 

７日間外部からの支援がなくとも非常時対策組織の要員が

使用するのに十分な数量の放射線管理用資機材（個人線量計及

び防護具）及び出入管理区画において使用する出入管理区画用

資機材を配備するとともに，通常時から維持，管理し，重大事

故等時には，放射線管理用資機材，出入管理区画用資機材の使

用及び管理を適切に行い，十分な放射線管理を行う。 

出入管理区画の設置及び運用 

本部長 １人 
１時間 

以内 
11 時間 非常時対策組織

の要員 
３人 

緊急時対策建屋換気設備の切り

替え 

本部長 １人 
１時間 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等が重

大事故等の発生後，少なくとも外部からの支援なしに７日間，

活動するために必要な飲料水，食料等を備蓄するとともに，通

常時から維持，管理する。 

重大事故等が発生した場合には飲料水，食料等の支給を適切

に運用する。 

緊急時対策建屋用発電機による

給電 

本部長 １人 
５分 

以内 
※１ 非常時対策組織

の要員 
２人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す。 

※２：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 

1767



 
第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（14／15） 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

方
針
目
的 

【居住性を確保するための措置】 

重大事故等が発生した場合においても，重大事故等に対処するた

めに必要な指示を行う要員等の被ばく線量を７日間で 100ｍＳｖを

超えないようにするために必要な対応手段として，緊急時対策建屋

の遮蔽設備，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設

備，緊急時対策建屋放射線計測設備及び緊急時対策建屋電源設備に

より，緊急時対策所にとどまるために必要な居住性を確保する手順

を整備する。 

【重大事故等に対処するために必要な指示及び通信連絡に関する措

置】 

重大事故等が発生した場合において，重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員等が，緊急時対策建屋情報把握設備及び通

信連絡設備により，必要なパラメータを監視又は収集し，重大事故等

に対処するために必要な情報を把握するとともに，重大事故等に対

処するための対策の検討を行う手順を整備する。 

また，重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊

急時対策建屋に整備する。 

【必要な数の要員の収容に係る措置】 

重大事故等が発生した場合において，通信連絡設備により，再処理

施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う。 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋電源設備からの給電により，緊

急時対策建屋情報把握設備及び通信連絡設備を使用する。 

緊急時対策所には，非常時対策組織本部，支援組織及び実施組織の

要員並びに全社対策組織の一部の要員として 大 360 人を収容でき

る。 

なお，気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出する場合にお

いて，緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員は約 50 人であ

る。 

また，要員の収容が適切に行えるようにトイレや休憩スペース等

を整備するとともに，収容する要員に必要な資機材を整備し，通常時

から維持，管理する。 

【緊急時対策建屋電源設備からの給電措置】 

重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故等に対処す

るために，代替電源設備からの給電について手順を整備する。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋用発電機，緊急時対策

建屋高圧系統の 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線及び緊急時対策建屋

低圧系統の 460Ｖ緊急時対策建屋用母線により，緊急時対策所の必要

な負荷に給電していることを確認する手順に着手する。 

1768



 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

緊
急
時
対
策
所
立
ち
上
げ
の
手
順 

緊
急
時
対
策
建
屋
換
気
設
備
の
起
動
確
認
手
順 

外部電源が喪失した場合は，緊急時対策建

屋電源設備より受電したのち，緊急時対策建

屋換気設備の緊急時対策建屋送風機及び緊急

時対策建屋排風機が自動起動するため，緊急

時対策建屋換気設備の起動確認の手順に着手

する。 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性

物質の放出を確認した場合は，居住性を確保

するため，緊急時対策建屋換気設備の再循環

モード又は緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧へ切り替える。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」

以上)を確認した場合は，事前の対応作業とし

て,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除

灰作業を実施し，緊急時対策建屋換気設備に

影響を及ぼすおそれがある場合は，再循環モ

ードに切り替える。 

緊
急
時
対
策
所
内
の
酸
素
濃
度
，
二
酸
化
炭

素
濃
度
及
び
窒
素
酸
化
物
濃
度
の
測
定
手
順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策所の使

用を開始した場合は，緊急時対策所の居住性

確保の観点から，緊急時対策所内の酸素濃度，

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度を測定す

る手順に着手する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
第
十
条
特
定
事
象
発
生
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
の
手
順 

緊
急
時
対
策
建
屋
放
射
線
計
測
設
備 

（
可
搬
型
屋
内
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
）
の
測
定
手
順 

重大事故等が発生した場合は，緊急時対

策所の居住性の確認（線量率及び放射性物

質濃度）を行うために，緊急時対策所におい

て可搬型屋内モニタリング設備の可搬型エ

リアモニタ，可搬型ダストサンプラ及びア

ルファ・ベータ線用サーベイメータにより

測定する手順に着手する。 

緊
急
時
対
策
建
屋
放
射
線
計
測
設
備 

（
可
搬
型
環
境
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設
備
）
の
測
定
手
順 

重大事故等が発生した場合は，放出する

放射性物質による指示値を確認し，緊急時

対策建屋換気設備の切替操作を行うための

判断に使用するため，可搬型環境モニタリ

ング設備の可搬型線量率計及び可搬型ダス

トモニタにより測定する手順に着手する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多

量」以上)を確認した場合は，事前の対応作

業として,除灰作業の準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じ，

除灰作業を実施する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

対
応
手
段
等 

居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置 

重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
の
放
射
線
防
護
等
に
関
す
る
手
順
等 

緊
急
時
対
策
建
屋
換
気
設
備
の 

再
循
環
モ
ー
ド
切
替
手
順 

重大事故等の発生に伴い建屋外への放射

性物質の放出を確認した場合，窒素酸化物

を含む有毒ガスの発生により緊急時対策所

の居住性に影響を及ぼすと判断した場合又

は火山の影響による降灰により緊急時対策

建屋換気設備の運転に影響を及ぼすおそれ

がある場合に，緊急時対策建屋換気設備を

再循環モードへ切り替える手順に着手す

る。 

緊
急
時
対
策
建
屋
加
圧
ユ
ニ
ッ
ト 

に
よ
る
加
圧
手
順 

再循環モードにおいて，気体状の放射性

物質が大気中へ大規模に放出するおそれが

ある場合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃

度の上昇，対策本部室の差圧の低下又は線

量当量率の上昇により居住性の確保ができ

なくなるおそれがある場合は，緊急時対策

建屋加圧ユニットによる加圧を行う手順に

着手する。 

緊
急
時
対
策
建
屋
加
圧
ユ
ニ
ッ
ト
に
よ
る
加
圧

か
ら
外
気
取
入
加
圧
モ
ー
ド
へ
の
切
替
手
順 

緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型

環境モニタリング設備等の指示値が上昇し

た後に，下降に転じ，さらに安定的な状態に

なり，周辺環境中の放射性物質濃度が十分

低下した場合は，緊急時対策建屋加圧ユニ

ットによる加圧から外気取入加圧モードへ

切り替える手順に着手する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（必要な指示及び通信連絡） 

対
応
手
段
等 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡
に
関
す
る
措
置 

緊
急
時
対
策
所
に
お
け
る
パ
ラ
メ
ー
タ
の 

情
報
収
集
手
順 

重大事故等が発生した場合に，重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員等が，情報把握計装設

備による情報伝送準備ができるまでの間，通信連絡設

備により，必要なパラメータの情報を収集し，重大事

故等に対処するために必要な情報を把握するととも

に，重大事故等に対処するための対策の検討を実施す

る手順に着手する。 

 

緊
急
時
対
策
建
屋
情
報
把
握
設
備 

に
よ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
の
監
視
手
順 

重大事故等が発生した場合に，緊急時対策建屋情報

把握設備の情報収集装置及び情報表示装置並びにデ

ータ収集装置及びデータ表示装置により重大事故等

に対処するために必要なパラメータを監視する手順

に着手する。 

1772



 

1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（必要な指示及び通信連絡） 

対
応
手
段
等 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡
に
関
す
る
措
置 

重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
の 

対
策
の
検
討
に
必
要
な
資
料
の
整
備 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な

資料を緊急時対策建屋に配備し，資料を更新した場合

は資料の差し替えを行い，常に 新となるよう通常時

から維持，管理する。 

通
信
連
絡
に
関
す
る
手
順
等 

重大事故等時において，通信連絡設備により，中央

制御室，屋内外の作業場所，国，原子力規制委員会，

青森県，六ヶ所村等の再処理施設の内外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行う手順に着手す

る。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（必要な要員の収容） 

対
応
手
段
等 

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置 

放
射
線
管
理 

放
射
線
管
理
用
資
機
材
（
個
人
線
量
計
及
び
防
護
具
） 

及
び
出
入
管
理
区
画
用
資
機
材
の
維
持
管
理
等 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，支援組織の要

員が応急復旧対策の検討，実施等のために屋外

で作業を行う際，当該要員は個人線量計及び防

護具を着用する。 

緊急時対策建屋には，７日間外部からの支援

がなくとも非常時対策組織の要員が使用する

のに十分な数量の，食料，その他の消耗品及び

汚染防護服等並びにその他の放射線管理に使

用する資機材等（以下「放射線管理用資機材」

という。）（個人線量計及び防護具）及び緊急

時対策所への汚染の持ち込みを防止するため，

出入管理区画において使用する出入管理区画

用資機材を配備するとともに，通常時から維

持，管理する。重大事故等時には，放射線管理

用資機材（個人線量計及び防護具），出入管理

区画用資機材の使用及び管理を適切に行い，十

分な放射線管理を行う手順に着手する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（必要な要員の収容） 

対
応
手
段
等 

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置 

放
射
線
管
理 

出
入
管
理
区
画
の
設
置
及
び
運
用
手
順 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により

汚染したような状況下において，出入管理区画

を設置する手順に着手する。 

出入管理区画には，防護具を脱装する脱装エ

リア，放射性物質による要員又は物品の汚染の

有無を確認するためのサーベイエリア及び汚

染を確認した際に除染を行う除染エリアを設

け，非常時対策組織の要員が汚染検査及び除染

を行うとともに，出入管理区画の汚染管理を行

う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接して設

置し，除染はアルコールワイプや生理食塩水で

の拭き取りを基本とするが，拭き取りにて除染

ができない場合は，簡易シャワーにて水洗いに

よる除染を行う。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，必要に応

じて紙タオルへ染み込ませる等により固体廃

棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所の全照明が消灯

した場合は，可搬型照明を配備する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区画内に

保管する。 

緊
急
時
対
策
建
屋 

換
気
設
備
の
切
替
手
順 

運転中の緊急時対策建屋換気設備が故障す

る等，切り替えが必要となった場合は，緊急時

対策建屋送風機，緊急時対策建屋排風機及び緊

急時対策建屋フィルタユニットを待機側に切

り替える手順に着手する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（必要な要員の収容） 

対
応
手
段
等 

必
要
な
数
の
要
員
の
収
容
に
係
る
措
置 

放
射
線
管
理 

飲
料
水
，
食
料
等
の
維
持
管
理 

重大事故等に対処するために必要な指示

を行う要員等が重大事故等の発生後，少なく

とも外部からの支援なしに７日間，活動する

ために必要な飲料水，食料等を備蓄するとと

もに，通常時から維持，管理する。 

重大事故等が発生した場合には飲料水，食

料等の支給を適切に運用する。 

また，緊急時対策所内での飲食等の管理と

して，適切な頻度で緊急時対策所内の空気中

放射性物質濃度の測定を行い，飲食しても問

題ない環境であることを確認する。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等（給電） 

対
応
手
段
等 

緊
急
時
対
策
建
屋
電
源
設
備
か
ら
の
給
電
措
置 

緊
急
時
対
策
建
屋
用
発
電
機
に
よ
る
給
電
手
順 

緊急時対策建屋用発電機の多重性が確保されてい

る状態において，外部電源が喪失した場合は，緊急時

対策建屋用発電機が自動起動し，緊急時対策建屋高圧

系統の 6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線に自動で接続

し，緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把

握設備及び通信連絡設備へ給電する。 

火山の影響により, 降灰予報(「やや多量」以上)を

確認した場合は，事前の対応作業として,除灰作業の

準備を実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応じて除灰作業

を実施し，緊急時対策建屋用発電機の運転に影響を及

ぼすおそれがある場合は，給気フィルタの交換を行

う。 
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1.13 緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

作
業
性 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

重大事故等の対処時においては，中央制御室との連絡

手段を確保する。夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明を配備する。 

電
源
確
保 

全交流動力電源喪失時は，緊急時対策建屋用発電機を

用いて緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報把

握設備及び通信連絡設備へ給電する。 

また，緊急時対策建屋放射線計測設備の可搬型環境モ

ニタリング設備の可搬型発電機を用いて，可搬型線量率

計，可搬型ダストモニタ及び可搬型データ伝送装置へ給

電する。 

燃
料
給
油 

緊急時対策建屋用発電機の燃料は，緊急時対策建屋電

源設備の燃料補給設備の重油貯槽より補給する。 

可搬型環境モニタリング設備の可搬型発電機の配慮す

べき事項は，第５－１表（10／15）「電源の確保に関する

手順等」の燃料給油と同様である。 

放
射
線
管
理 

放
射
線
防
護 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え

て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当

たり 10ｍＳｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，支援組織要員の作業場所への移動及び作業に

おいては，作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，支援組織要員の被ばく線量を可能

な限り低減する。 
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第５－２表 重大事故等対策における操作の成立性(13/14) 
手順等 対応手段 要員 要員数 想定時間 制限時間 

緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
等
に
関
す
る
手
順
等 

緊急時対策建屋換気設備の起

動確認 

本部長 １人 
５分 

以内 
11 時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸

化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

の測定 

本部長 １人 
10 分 

以内 
24 時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋放射線計測設備

（可搬型屋内モニタリング設備）

の測定 

本部長 １人 
10 分 

以内 
11 時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋放射線計測設備

（可搬型環境モニタリング設備）

の測定 

実施責任者 １人 

１時間 

以内 
11 時間 

放射線対応班長 １人 

建屋外対応班長 １人 

放射線対応班の

班員 
２人 

建屋外対応班の

班員 
３人 

緊急時対策建屋換気設備の再循

環モード切り替え 

本部長 １人 
１時間 40 分 

以内 
11 時間 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋加圧ユニットに

よる加圧 

本部長 １人 
45 分 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋加圧ユニットに

よる加圧から外気取入加圧モー

ドへの切り替え 

本部長 １人 
２時間 30 分 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

緊急時対策建屋情報把握設備に

よるパラメータの監視 

本部長 １人 
５分 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

重大事故等に対処するための対

策の検討に必要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の検討に必要な資料を緊

急時対策建屋に配備し，資料を更新した場合は資料の差し替え

を行い，常に 新となるよう通常時から維持，管理する。 

放射線管理用資機材（個人線量計

及び防護具）及び出入管理区画用

資機材の維持管理等 

７日間外部からの支援がなくとも非常時対策組織の要員が

使用するのに十分な数量の放射線管理用資機材（個人線量計及

び防護具）及び出入管理区画において使用する出入管理区画用

資機材を配備するとともに，通常時から維持，管理し，重大事

故等時には，放射線管理用資機材，出入管理区画用資機材の使

用及び管理を適切に行い，十分な放射線管理を行う。 

出入管理区画の設置及び運用 

本部長 １人 
１時間 

以内 
11 時間 非常時対策組織

の要員 
３人 

緊急時対策建屋換気設備の切り

替え 

本部長 １人 
１時間 

以内 
※２ 非常時対策組織

の要員 
２人 

飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員等が重

大事故等の発生後，少なくとも外部からの支援なしに７日間，

活動するために必要な飲料水，食料等を備蓄するとともに，通

常時から維持，管理する。 

重大事故等が発生した場合には飲料水，食料等の支給を適切

に運用する。 

緊急時対策建屋用発電機による

給電 

本部長 １人 
５分 

以内 
※１ 非常時対策組織

の要員 
２人 

※１：速やかな対処が求められるものを示す。 

※２：事故の事象進展に影響がなく，制限時間がないものを示す。 
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本部長

第１.13―11図 緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧のタイムチャート

対策
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・待機室へ移動
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屋加圧ユニッ
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第１.13－17図 緊急時対策建屋燃料供給系統概略図 

燃料補給設備（地下） 緊急時対策建屋内 
（第 1 発電機室） 

緊急時対策建屋内 
（第 2 発電機室） 

重油貯槽Ａ 

重油貯槽Ｂ 

燃料油移送ポンプＢ 

燃料油移送ポンプＡ 

発電機 

サービスタンク 

緊急時対策建屋用発電機Ａ 

発電機 

サービスタンク 

緊急時対策建屋用発電機Ｂ 

（建屋境界） （建屋境界） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／６） 
技術的能力審査基準

（1.13） 
番号 

 

事業指定基準規則（46条） 技術基準規則（40条） 番号 

【本文】 

再処理事業者において，緊急

時対策所に関し，重大事故等が

発生した場合においても，重大

事故等に対処するために必要な

指示を行う要員が緊急時対策所

にとどまり，重大事故等に対処

するために必要な指示を行うと

ともに，再処理施設の内外の通

信連絡をする必要のある場所と

通信連絡し，重大事故等に対処

するために必要な数の要員を収

容する等の現地対策本部として

の機能を維持するために必要な

手順等が適切に整備されている

か，又は整備される方針が適切

に示されていること。 

① 

【本文】 

第二十六条の規定により設置さ

れる緊急時対策所は、重大事故

等が発生した場合においても当

該重大事故等に対処するための

適切な措置が講じられるよう、

次に掲げるものでなければなら

ない。 

【本文】 

第二十条の規定により設置され

る緊急時対策所は、重大事故等

が発生した場合においても当該

重大事故等に対処するための適

切な措置が講じられるよう、次

に掲げるところによらなければ

ならない。 

－ 

一 重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員がとど

まることができるよう、適切な

措置を講じたものであること。 

一 重大事故等に対処するため

に必要な指示を行う要員がとど

まることができるよう、適切な

措置を講ずること。  

⑧ 

 二 重大事故等に対処するた

めに必要な指示ができるよう、

重大事故等に対処するために必

要な情報を把握できる設備を設

けるものであること。  

二 重大事故等に対処するため

に必要な指示ができるよう、重

大事故等に対処するために必要

な情報を把握できる設備を設け

ること。  

⑨ 
【解釈】 

１ 「現地対策本部としての機

能を維持するために必要な手順

等」とは，以下に掲げる措置又

はこれらと同等以上の効果を有

する措置を行うための手順等を

いう。 

ａ）重大事故等が発生した場合

においても，放射線防護措置等

により，重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員が

とどまるために必要な手順等を

整備すること。 

② 

三 再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うために必要な設備を

設けること。 

三 再処理施設の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うために必要な設備を

設けること。 

⑩ 

２ 緊急時対策所には、重大事

故等に対処するために必要な数

の要員を収容することができる

措置を講じなければならない。 

２ 緊急時対策所には、重大事

故等に対処するために必要な数

の要員を収容することができる

措置を講じなければならない。 

⑪ 

【解釈】 

第１項及び第２項の要件を 

満たす緊急時対策所とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を講じ

た設備を整えたものをいう。 

一 基準地震動による地震 

力に対し、免震機能等により、

緊急時対策所の機能喪失しない

ようにするとともに、基準津波

の影響を受けないこと。 

 

⑫ 

ｂ)緊急時対策所が、代替交流電

源設備からの給電を可能とする

こと。 

③ 

ｃ)対策要員の装備（線量計及び

マスク等）が配備され、放射線

管理が十分できること。 
④ 

ｄ)資機材及び対策の検討に必要

な資料を整備すること。 
⑤ 

ｅ)少なくとも外部からの支援な

しに１週間、活動するための飲

料水及び食料等を備蓄するこ

と。 

⑥ 

二 緊急時対策所と制御室 

は共通要因により同時に機能喪

失しないこと。 

 

⑬ 

2 「重大事故等に対処するため

に必要な数の要員」とは、「重大

事故等に対処するために必要な

指示を行う要員」に加え、少な

くとも工場等外への放射性物質

及び放射線の放出を抑制するた

めの対策に対処するために必要

な数の要員を含むものとする。 
⑦ 

三 緊急時対策所は、代替 

電源設備からの給電を可能とす

ること。また、当該代替電源設

備を含めて緊急時対策所の電源

設備は、多重性又は多様性を有

すること。 

 

⑭ 

四 居住性が確保されるよ 

うに、適切な遮蔽設計及び換気

設計を行うこと。 

 

⑮ 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／６） 

技術的能力審査基準(1.13) 番号 

 

事業指定基準規則（46条） 技術基準規則（40条） 
番

号 

― ― 

五 緊急時対策所の居住性につ

いては、以下に掲げる要件を満

たすものをいう。 

① 想定する放射性物質の放出

量等は、想定される重大事

故に対して十分な保守性を

見込んで設定すること。 

② プルーム通過時等に特別な

防護措置を講じる場合を除

き、対策要員は緊急時対策

所内でのマスクの着用なし

として評価すること。 

③ 交代要員体制、安定ヨウ素

剤の服用、仮設設備等を考

慮しても良い。ただし、そ

の場合は、実施のための体

制を整備すること。 

 判断基準は対策要員の実効線

量が７日間で 100mSv を超えない

こと。 

 

⑯ 

六 緊急対策所の外側が放射性

物質により汚染したような状況

下において、緊急時対策所への汚

染の持込を防止するため、モニタ

リング、作業服の着替え等を行う

ための区画を設けること。 

 

⑰ 

第２項に規定する「重大事故等に

対処するために必要な数の要員」

とは、第１項第１号に規定する

「重大事故に対処するために必

要指示を行う要員」に加え、少な

くとも重大事故等による工場等

外への放射線物質及び放射線の

放出を抑制するための必要な数

の要員を含むものをいう。 

 

⑱ 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／６） 
重大事故等対処設備 

審査基準の要求に適合するための資機材 
自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応 

番号 
備考 手段 機器名称 

居
住
性
の
確
保 

緊急時対策建屋の遮蔽設備 新設 

①
②
⑦
⑧
⑪
⑫
⑮
⑯
⑱ 

― ― ― 

緊急時対策建屋送風機 新設 

緊急時対策建屋排風機 新設 

緊急時対策建屋フィルタユニ

ット 
新設 

緊急時対策建屋換気設備ダク

ト・ダンパ 
新設 

緊急時対策建屋加圧ユニット 新設 

緊急時対策建屋加圧ユニット

配管・弁 
新設 

対策本部室差圧計 新設 

待機室差圧計 新設 

監視制御盤 新設 

可搬型酸素濃度計 新設 

可搬型二酸化炭素濃度計 新設 

可搬型窒素酸化物濃度計 新設 

可搬型エリアモニタ 新設 

可搬型ダストサンプラ 新設 

アルファ・ベータ線用サーベイ

メータ 
新設 

可搬型線量率計 新設 

可搬型ダストモニタ 新設 

可搬型データ伝送装置 新設 

可搬型発電機 新設 

必
要
な
指
示
及
び
通
信
連
絡 

情報収集装置 新設 

①
②
⑨
⑩
⑬ 

― 

― ― 
情報表示装置 新設 

データ収集装置 新設 

データ表示装置 新設 

統合原子力防災ネット 

ワークＩＰ電話 
新設 

― ― 

統合原子力防災ネット 

ワークＩＰ－ＦＡＸ 
新設 

統合原子力防災ネット 

ワークＴＶ会議システム 
新設 

データ伝送設備 新設 

可搬型衛星携帯電話（屋内用） 新設 

可搬型衛星携帯電話（屋外用） 新設 

可搬型トランシーバ（屋内用） 新設 

可搬型トランシーバ（屋外用） 新設 

一般加入電話 新設 

一般携帯電話 新設 

衛星携帯電話 新設 

ファクシミリ 新設 

ページング装置 新設 

専用回線電話 新設 

対策の検討に必要な資料※１ 新設 ⑤ ― ― ― 

※１ 対策の検討に必要な資料，放射線管理用資機材（個人線量計及び防護具），出入管理区画用資機材，飲料水，食料，可搬型照明等は本条文 

【解釈】1ｃ），ｄ）及びｅ）項を満足するための資機材等として位置付ける。 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４／６） 
重大事故等対処設備 

審査基準の要求に適合するための資機材 
自主対策設備 

手段 機器名称 
既設 

新設 

解釈 

対応 

番号 
備考 手段 機器名称 

必
要
な
数
の 

要
員
の
収
容 

放射線管理用資機材（個人線量

計及び防護具類）※１ 
新設 ①

②
④
⑤
⑥
⑧

⑪
⑯
⑰ 

― ― ― 出入管理区画用資機材※１ 新設 

飲料水，食料等※１ 新設 

可搬型照明※１ 新設 

電
源
設
備
か
ら
の
給
電 

緊急時対策建屋用発電機 新設 

① 

② 

③ 

⑧ 

⑭ 

 

― 
緊急時対策建屋用電源車に

よる給電 
緊急時対策建屋用電源車 

緊急時対策建屋高圧系統の

6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線 
新設 

緊急時対策建屋低圧系統の

460Ｖ緊急時対策建屋用母線 
新設 

燃料油移送ポンプ 新設 

燃料油配管・弁 新設 

重油貯槽 新設 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（５／６） 

技術的能力審査基準（1.13） 適合方針 

【要求事項】 

 再処理事業者において，緊急時対策所に関

し，重大事故等が発生した場合においても，

重大事故等に対処するために必要な指示を

行う要員が緊急時対策所にとどまり，重大事

故等に対処するために必要な指示を行うと

ともに，再処理施設の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡し，重大事故等に

対処するために必要な数の要員を収容する

等の現地対策本部としての機能を維持する

ために必要な手順等が適切に整備されてい

るか，又は整備される方針が適切に示されて

いること。 

 

重大事故等が発生した場合においても緊急

時対策建屋に配備する設備により必要な指

示を行う要員がとどまることができるよ

う，必要な手順を整備する。 

 

再処理施設の内外と通信連絡するために必

要な手順を整備する。 

【解釈】 

１ 「現地対策本部としての機能を維持する

ために必要な手順等」とは、以下に掲げる措

置又はこれらと同等以上の効果を有する措

置を行うための手順等をいう。 

― 

ａ)重大事故が発生した場合においても、放

射線防護措置等により、重大事故等に対処す

るために必要な指示を行う要員がとどまる

ために必要な手順等を整備すること。 

重大事故等が発生した場合においても緊急

時対策建屋換気設備等を用いた放射線防護

措置により必要な指示を行う要員がとどま

るために必要な手順を整備する。 

ｂ)緊急時対策所が、代替交流電源設備から

の給電を可能とすること。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対策建屋

用発電機からの給電を行うための手順を整

備する。 

ｃ)対策要員の装備（線量計及びマスク等）が

配備され、放射線管理が十分できること。 

資機材等（放射線管理用資機材（個人線量

計及び防護具）及び出入管理区画用資機

材）により十分な放射線管理を行える手順

等を整備する。 

ｄ)資機材及び対策の検討に必要な資料を整

備すること。 

資機材等（対策の検討に必要な資料）を整

備する。 

ｅ)少なくとも外部からの支援なしに１週

間、活動するための飲料水及び食料等を備蓄

すること。 

資機材等（飲料水，食糧等）を備蓄する。 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（６／６） 

技術的能力審査基準（1.13） 適合方針 

2 「重大事故等に対処するために必要な数

の要員」とは、「重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員」に加え、少なくとも

工場等外への放射性物質及び放射線の放出

を抑制するための対策に対処するために必

要な数の要員を含むものとする。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等

時において，重大事故等に対処するために

必要な指示を行う要員に加え，重大事故等

による工場等外への放射性物質及び放射線

の放出を抑制するために必要な非常時対策

組織の要員並びにＭＯＸ燃料加工施設にお

いて事故が同時に発生した場合に対処する

要員として，最大 360人を収容できる設計

とする。また，気体状の放射性物質が大気

中に大規模に放出するおそれがある場合

は，重大事故等に対処するために必要な指

示を行う要員など，約 50人の要員がとどま

ることができる設計とする。 
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令和２年４月 28 日 R4 
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居住性を確保するための手順等について 

 

１．緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切替運転操作 

(a) 操作概要 

    緊急時対策建屋排風機を停止するとともに，ダンパ開閉操作（給

気側及び排気側のダンパを閉操作並びに再循環ラインのダンパを

開操作すること。）により，緊急時対策建屋換気設備を再循環モード

へ切り替え，緊急時対策所を正圧維持することで放射性物質の流入

を低減し，非常時対策組織の要員の被ばくを抑制する。 

(b) 必要要員数，想定時間 

① 必要要員数：非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織の 

要員２人 

② 想定時間：１時間 40 分以内 

２．緊急時対策建屋加圧ユニットの運転操作 

(a) 操作概要 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧を開始し，酸素濃度，二

酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度が居住性に支障がない範囲に維持

されるとともに，待機室を正圧維持することで放射性物質の流入を

防止し，非常時対策組織の要員の被ばくを低減する。 

(b) 必要要員数，想定時間 

① 必要要員数：非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織の 

要員２人 

② 想定時間：45 時間以内  
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３．系統構成  

緊急時対策建屋換気設備概略図は第１図のとおり。 

 

 
 

第１図 緊急時対策建屋換気設備概略図
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４．手順 

 ａ．再循環モード 

  ①循環ラインダンパＡ（イ）「開」及び循環ラインダンパＢ（ロ）

「開」並びに循環ラインダンパＣ（ハ）「閉」確認によって建屋

内の循環ラインを確立する。 

   ②監視制御盤で，排風機「停止」操作実施後，外気取入系統隔離ダ

ンパ（ニ）「閉」及び排気系統隔離ダンパ（ホ）「閉」によって外

気から隔離した後，空気を循環し，緊急時対策所を正圧維持する

ことで放射性物質の流入を低減する。 

  ③対策本部室の差圧計により，正圧となっていることを確認する。 

  ④再循環モード運転中においては，対策本部室の酸素濃度 19％以

上及び二酸化炭素濃度１.5％以下並びに窒素酸化物濃度が 0.03

ｐｐｍ以下であることを，可搬型酸素濃度計及び可搬型二酸化炭

素濃度計並びに可搬型窒素酸化物濃度計で適宜確認する。 

 

 ｂ．緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧 

①待機室の扉「閉」及び待機室出口ダンパ（ヘ）「閉」並びに待機 

室入口ダンパ（ト）「閉」によって待機室外からの空気の流入を

防止する。 

②加圧ボンベ空気供給弁（チ）「開」によって待機室内に空気の供

給を開始する。 

③待機室給気流量計により，所定の流量（約 110ｍ３／ｈ）であるこ

とを確認し，待機室の差圧計により正圧が維持されていることを

確認する。 
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  ④空気排気ライン弁（リ）「開」することで待機室内の空気濃度を

規定の範囲に保つ。 

⑤緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧時は，待機室の酸素濃度

19％以上及び二酸化炭素濃度１.5％以下並びに窒素酸化物濃度

が 0.03ｐｐｍ以下であることを，可搬型酸素濃度計及び可搬型

二酸化炭素濃度 計並びに可搬型窒素酸化物濃度計で適宜確認す

る。 
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配備資機材等の数量等について 

 

(1) 放射線管理用資機材 

○防護具類及びマスク 

 

品 名 
配備数 

根拠 
緊急時対策所 

防 

護 

具 

類 

汚染防護衣 
（放射性物質） 

1,680 着 
(支援組織の要員 100 人×２回×

７日間)＋((支援組織の要員 100

人×２回×７日間)×0.2(予備補

正係数))＝1,680 
汚染防護衣 

（化学物質） 
1,680 着 

シューズカバー 1,680 足 

靴下 1,680 足 

帽子 1,680 個 

綿手袋 1,680 双 

ゴム手袋 1,680 双 

ケミカル長靴 120 足 
支援組織の要員 100 人＋(支援組

織の要員 100 人×0.2(予備補正係

数))＝120 
ケミカル手袋 120 双 

マ 

ス 

ク 
防毒フィルタ 1,680 セット 

(支援組織の要員 100 人×２回×

７日間)＋((支援組織の要員 100

人×２回×７日間)×0.2(予備補

正係数))＝1,680 

全面マスク 120 個 
支援組織の要員 100 人＋(支援組

織の要員 100 人×0.2(予備補正係

数))＝120 
酸素呼吸器 ― 

全面マスク及び 
半面マスク 

360 個 
自主対策として全面マスク及び半

面マスクを配備する。 

 (注)今後，訓練等を踏まえた検討により変更となる可能性がある。 

・放射線防護具類の配備数の妥当性の確認について 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質により汚染したような状況下において，支援組織の要員

が応急復旧対策の検討・実施等のために屋外で作業を行う際，当該要員が個人線量計及び防護

具類を着用する。 

非常時対策組織本部員及び支援組織の要員60人のうち，防護具を装着する要員は，非常時対

策組織本部員及び支援組織の各班長を除く46人である。また，それらの交代・補充要員を考慮

し、２倍の92人分の放射線防護具類を配備する。 

防護具を装着する要員92人は，１日に２回現場に行くことを想定する。 

92人分の放射線防護具類の必要数は以下のとおりであり，配備数は妥当である。92人×２回×

７日間＝1,288 ＜ 1,680 

1816



全面マスクは再利用することから，必要数は92個（要員数分）であり，予備分を考慮した配備

数120個は必要数を上回っているため妥当である。  
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○放射線計測器（被ばく管理・汚染管理） 

品 名 
配備数 

根拠 
緊急時対策建屋 

個人線量計 150 台 100 人×1.5 

α・β線用サーベイメ

ータ 
10 台 

３台(身体サーベイエリア用)＋２台（除染

エリア用）＋５台(予備)＝10 台 

サーベイメータ（線量

率） 
10 台 

３台(身体サーベイエリア用)＋２台（除染

エリア用）＋５台(予備)＝10 台 

コードレスダストサン

プラ 
３台 １台＋２台（予備）＝３台 

エリアモニタ ３台 １台＋２台（予備）＝３台 

身体除染キット 1 式  

(注)今後，訓練等を踏まえた検討により変更となる可能性がある。 
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○出入管理区画用資機材 
品名 数量 

ライト ６台 

簡易シャワー ２式 

汚染防護衣（放射性物質） 70 着 

除染エリア用簡易テント １台 

メディカルシーツ ３枚 

ゴミ箱 23 台（白 11，黄 12） 

ポール 15 本 

養生シート（ピンク） 20 本 

養生シート（白） 20 本 

ロール袋 ９巻 

紙タオル 269 巻 

養生テープ 152 巻 

はさみ ５本 

ポリ手袋（左右Ｌサイズ） 30 双×２セット 

アルコールワイプ 269 巻 

生理食塩水 269 本 

表示物 

「出入管理区画図」 

「この先身体サーベイエリア」 

「放射線防護具脱装エリア」 

 

２枚 

１枚 

１枚 

油性ペン（黒，赤，青） 黒６本，赤３本，青２本 

バリア ９台 

積層マット 17 枚 

プラスチックダンボール 700 枚 

(注)今後，訓練等を踏まえた検討により変更となる可能性がある。 
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(2) 測定計器 

機器名称 仕様等 

 

可搬型酸素濃度計 

 

検知原理 隔膜ガルバニ電池式 

検知範囲 0.0 ～ 25. 0vol％  

個数 ３（予備２） 

可搬型二酸化炭素

濃度計 

検知原理 赤外線式 

検知範囲 0.00 ～5.00vol％ 

個数 ３（予備２） 

可搬型窒素酸化物  

     濃度計 

検知原理 定電位電解式 

検知範囲 0.00～9.00ｐｐｍ 

個数 ３（予備２） 

 

(3) 情報共有設備等 

資機材名 仕様等 

社内パソコン 
（回線，端末） 

緊急時対策所での情報共有や必要な資料や書類等を作成す
るために配備する。 

大型メインモニタ 
対策本部室内の非常時対策組織の要員が必要な情報の共有
を行いやすいよう，資料等を表示する大型のモニタを配備す
る。 
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(4) 原子力災害対策活動で使用する主な資料 

 

(5) その他資機材等 

品 名 保管数 考え方 

食料 7,560 食 360 人×７日×３食 

飲料水 5,040Ｌ 360 人×７日×２Ｌ 

 

  

 資   料   名 

関
連
資
料 

・事業指定申請書 
・設工認図書 
・系統説明図 
・機器配置図 
・展開接続図 
・単線結線図 
・運転手順書 
・防災業務計画 
・対策要員名簿 
・気象観測資料 
・平常時環境モニタリング関連資料 
・被ばく線量の推定に関する資料 
・原子力災害医療機関に関する資料 
・再処理事業所配置図 
・事業所周辺地図 
・事業所周辺人口分布図 
・青森県地域防災計画（原子力災害対策編） 
・六ヶ所村地域防災計画（原子力災害対策編） 
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(6) 放射線計測器について 

  ① エリアモニタ 

    ａ．使用目的 

緊急時対策建屋の放射線量率の監視，測定に用いる。 

    ｂ．配備台数 

故障等により使用できない場合を考慮し，予備も含め３台配

備する。 

    ｃ．測定範囲：0.001～99.99ｍＳｖ／ｈ 

    ｄ．電源：ＡＣ100Ｖ（電池可能） 

 

 

 

 

 

 

第５図 緊急時対策所エリアモニタ 
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② α／β線用サーベイメータ（汚染） 

  ａ．使用目的 

屋外で作業した要員の身体等に放射性物質が付着していないこと

を確認する。 

  ｂ．配備台数 

・出入管理区画内のサーベイエリアにて汚染検査のために３台，除

染エリアにて除染後の再検査のために２台使用する。 

・汚染検査の多レーン化等柔軟な出入管理区画の運用及び故障点検

時のバックアップとして予備５台を配備する。 

  ｃ．測定範囲：0 ～ 1×10２ｋｍｉｎ－１を測定できるもの 

  ｄ．電源：アルカリ乾電池４本[連続 40 時間] 

    ニッケル水素電池４本[連続 12 時間] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６図 α／β線用サーベイメータ（汚染） 
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 ③ サーベイメータ（線量率） 

  ａ．使用目的 

緊急時対策建屋および屋外作業を行う要員等の過剰な被ばくを防

止するため，作業場の放射線量率の測定に使用する。 

ｂ．配備台数 

線量が高くなることが想定される屋外での作業用５台，緊急時対

策建屋の放射線環境測定用２台及び故障等により使用できない場

合の予備用３台の計 10 台配備する。 

ｃ．測定範囲：0.001ｍＳｖ／ｈ～1000ｍＳｖ／ｈ 

ｄ．電源：乾電池４本[連続 12 時間以上] 

 

 

 

 

 

 

第７図 サーベイメータ（線量率） 
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○サーベイメータ（汚染）の配備数根拠について 

・サーベイメータ（汚染）は，屋外から緊急時対建屋へ入室する現場で

作業を行った要員の身体等の汚染検査を行うために使用する。 

・出入管理区画内の身体サーベイエリアにて汚染検査のために３台，除

染エリアにて除染後の再検査のために２台使用する。 

・５台に加えて汚染検査の多レーン化等柔軟な出入管理区画の運用及び

故障点検時の予備として予備５台の計 10 台を配備する。 

・また，緊急時対策所内の空気中の放射性物質の濃度を測定するため 

に，コードレスダストサンプラを１台（＋２台予備）使用する。 

○サーベイメータ（線量）の配備数根拠について 

・サーベイメータ（線量）は，屋外作業等の放射線測定を行い，要員の

過剰な被ばくを防止するために使用する。 

・サーベイメータ（線量）は，外部放射線に係る線量が高くなることが

想定される場所にて行う作業用として５台，緊急時対策建屋の環境測

定用として２台の計７台を配備するとともに，さらに，故障点検時の

予備用の３台を配備する。 

・なお，各要員の着用する電子式個人線量計の発する音により，要員周

辺の線量率の上昇を把握することで，過剰な被ばくを防止することも

可能である。 

サーベイメータ（線量）を携行する作業 

作 業 備 考 配備数（台） 

①屋外作業 
・線量が高くなることが想定される場

所で行う作業 
５ 

②緊急時対策建屋内作

業 

・出入管理区画等，緊急時対策建屋内

で行う作業 
２ 

合 計 ― 
７ 

(予備３) 
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令和４年７月 15 日 R１ 

 

 

 

  

 
補足説明資料１．１３－１１  
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．13） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.13 では，これらの要求事項及び重大事故発生時における

緊急時対策所の居住性の確保に係る要求事項に対し，防護対象者（緊急時

対策所にとどまる要員）の整理及び防護対策（検知手段，防護措置）に係

る個別手順を反映することが求められることから，これらの観点で整理す

る。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（2／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理資料補足説明資料 1.13-2に有 

毒ガス防護に関連した記載があるが, 

左記と同様の内容であり,付加情報な 

し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では,居住性を確保するため

に,緊急時対策建屋換気設備を再循環

モードへ切り替える手順を整備する

ことを記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

緊急時対策所の換気設備を用いた

有毒ガス防護措置に係る手順を定め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガスの検知手

段を適切に反映しており，補足説明す

べき事項はないため，反映事項はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文・添付書類（反映事項な

し） 

窒素酸化物の発生により緊急時対

策所の居住性に影響を及ぼすと判断

した場合には，緊急時対策建屋換気設

備を再循環モードへ切り替える手順

を整備することを記載しており，左記

に示す担保すべき事項を包絡してい

るため，反映事項はない。 

 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガス防護措置

を適切に反映しており，補足説明すべ

き事項はないため，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

1
8
2
9



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（3／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理資料補足説明資料 1.13-1に有 

毒ガス防護に関連した記載があるが, 

左記と同様の内容であり,付加情報な 

し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

 既許可において,重大事故等が発

生した場合において,通信連絡設

備により，中央制御室及び屋内外

の作業場所等の再処理施設の内

外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うことを記

載している。 

 有毒ガスが発生した際に，通信連

絡設備により検知する手順が記

載されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの防護対策 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

通信連絡設備を用いた有毒ガスの

検知手段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの防護対策 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文・添付書類（反映事項な

し） 

重大事故等発生時において，通信連

絡設備により，中央制御室及び屋内外

の作業場所等の再処理施設の内外と

の通信連絡をすることを記載してお

り，通信連絡設備により，有毒ガスの

発生を含め再処理施設の状況の把握

が可能な手順としており，左記に示す

担保すべき事項を包絡しているため，

反映事項はない。 

なお，有毒ガスの発生を認知するた

めに当該通信連絡設備を用いる手順

は明確ではないため，ｂ．(a)ⅲ.(ⅱ)

「緊急時対策建屋換気設備の再循環

モード切替手順」に，通信連絡設備に

よる窒素酸化物の発生の連絡を含め，

窒素酸化物が緊急時対策所の居住性

に影響を及ぼすおそれがあると判断

した場合に，必要な有毒ガス防護措置

をとることを明確化する。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガスの検知手

段を適切に反映しており，補足説明す

べき事項はないため，反映事項はな

い。 

1
8
3
0



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（4／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
8
3
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（5／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.13-8 配備資機材

等の数量等について】において,緊急

時対策所に配備する防護具類を記載

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

 既許可では,作業環境に応じた防護

具の配備を行い,移動時及び作業時の

状況に応じて着用することを記載し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

 緊急時対策所の防護具を用いた有

毒ガス防護措置に係る手順を定める

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文・添付書類（反映事項な

し） 

 重大事故等の対処においては，作業

環境に応じた防護具の配備を行い，状

況に応じて着用することを記載して

おり，有毒ガスに対応した防護具を着

装する手順が含まれ，左記に示す担保

すべき事項を包絡しているため，反映

事項はない。 

 なお，緊急時対策所にとどまる本部

員・支援組織要員に対し，有毒ガス防

護措置として防護具を用いる手順は

明確ではないため，ｂ．(a)ⅲ.(ⅱ)「緊

急時対策建屋換気設備の再循環モー

ド切替手順」に，窒素酸化物が緊急時

対策所の居住性に影響を及ぼすおそ

れがあると判断した場合は，換気設備

の隔離に加え，必要に応じ，防護具を

着装をすることを明確化する。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

有毒ガスを考慮した資機材の配備

について記載しているため，反映する

事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
8
3
2



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（6／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 ａ．重大事故等の対処手順と設備の選

定 

 (ａ) 重大事故等の対処手順と設

備の選定の考え方 

重大事故等が発生した場合において

も，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員等がとどまり，必要

な指示を行うとともに，再処理施設の

内外の通信連絡をする必要のある場

所と通信連絡し，重大事故等に対処す

るために緊急時対策所を設置し，必要

な数の要員を収容する等の非常時対

策組織としての機能を維持するため

に必要な重大事故等の対処手段及び

重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備の他に自主対策

設備及び資機材※を用いた重大事故等

の対処手段を選定する。 

※ 資機材：「対策の検討に必要な資

料」，「放射線管理用資機材（個人線

量計及び防護具類）」，「出入管理区

画用資機材」及び「飲料水，食料等」

については，資機材であるため重大事

故等対処設備としない。 

緊急時対策所の電源は，通常時は，外

部電源より給電している。 

外部電源からの電源が喪失した場合

は，その機能を代替するための機能，

相互関係を明確にした上で，想定する

故障に対処できる重大事故等の対処

手段及び重大事故等対処設備を選定

する。 

また，重大事故等に対処するために必

要な情報を把握する設備及び通信連

絡を行うための設備についても同様

に整理する（第12－１図～第12－４

図）。 

選定した重大事故等対処設備により，

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（7／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

技術的能力審査基準だけでなく，事業

指定基準規則第四十六条及び技術基

準規則第五十条の要求機能を満足す

る設備を網羅していることを確認す

るとともに，自主対策設備との関係を

明確にする。 

 

 (ｂ) 重大事故等の対処手段と設備

の選定の結果 

安全機能を有する施設に要求される

機能の喪失原因から選定した重大事

故等の対処手段，事業指定基準規則第

四十六条及び技術基準規則第五十条

の要求により選定した重大事故等の

対処手段とその対処に使用する重大

事故等対処設備，自主対策設備及び資

機材を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する安全機能を

有する施設，重大事故等対処設備，自

主対策設備，資機材及び整備する手順

についての関係を第12－１表に示す。 

 

ⅰ．重大事故等が発生した場合におい

ても，重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員等が緊急時対策

所にとどまるために必要な対処手段

及び設備  

 (ⅰ) 対処手段 

重大事故等が発生した場合におい

て，再処理施設から大気中へ放出する

放射性物質等による放射線被ばくか

ら，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員等を防護するため，

緊急時対策所の居住性を確保する手

段がある。 

緊急時対策所の居住性を確保する

ための設備は以下のとおり。 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（8／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

１） 緊急時対策所 

２） 緊急時対策建屋の遮蔽設備 

３） 緊急時対策建屋換気設備 

ａ） 緊急時対策建屋送風機 

ｂ） 緊急時対策建屋排風機 

ｃ） 緊急時対策建屋フィルタユニ

ット 

ｄ） 緊急時対策建屋換気設備ダク

ト・ダンパ 

ｅ） 緊急時対策建屋加圧ユニット 

ｆ） 緊急時対策建屋加圧ユニット

配管・弁 

ｇ） 対策本部室差圧計 

ｈ） 待機室差圧計 

i） 監視制御盤 

４） 緊急時対策建屋環境測定設備 

ａ） 可搬型酸素濃度計 

ｂ） 可搬型二酸化炭素濃度計 

ｃ） 可搬型窒素酸化物濃度計 

５） 緊急時対策建屋放射線計測設備 

ａ） 可搬型屋内モニタリング設備 

・可搬型エリアモニタ 

・可搬型ダストサンプラ 

・アルファ・ベータ線用サーベイ

メータ 

ｂ） 可搬型環境モニタリング設備 

・可搬型線量率計 

・可搬型ダストモニタ 

・可搬型データ伝送装置 

・可搬型発電機 

・監視測定用運搬車 

 

緊急時対策所から重大事故等に

対処するために必要な指示を行う

ために必要な情報を把握し，再処

理施設の内外の通信連絡をする必

要のある場所と通信連絡をするた

めの手段がある。 

 

 

整理資料補足説明資料 1.13-2に有 

毒ガス防護に関連した記載があるが, 

左記と同様の内容であり,付加情報な 

し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.13-2 居住性を確

保するための手順等について】 

「4.手順」において,再循環モード運

転中においては,窒素酸化物濃度が

0.03ppm以下であることを適宜確認す

るとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

 既許可では，居住性を確保するため

の設備として以下の設備を記載して

いる。 

 緊急時対策建屋換気設備 

 緊急時対策建屋送風機 

 同設備のダクト・ダンパ 

 監視制御盤 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では,緊急時対策所の居住性

を確保するための設備として以下の

設備を記載している。 

 可搬型窒素酸化物濃度計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

緊急時対策所の換気設備を用いた

有毒ガス防護措置に係る手順を定め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計を用いた

有毒ガスの検知手段に係る手順を定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（換気設備） 

・添付書類（反映事項なし） 

緊急時対策建屋の居住性を確保す

るための設備に，有毒ガス防護のため

に必要な設備が網羅されているため，

反映事項はない。 

なお，有毒ガス防護のための換気設

備の切替えに係る手順は，ｂ．(a)

ⅲ.(ⅱ)「緊急時対策建屋換気設備の

再循環モード切替手順」に示す。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガス防護措置

を適切に反映しており，補足説明すべ

き事項はないため，反映事項はない。 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・添付書類（反映事項なし） 

緊急時対策建屋の居住性を確保す

るための設備に，有毒ガス防護のため

に必要な設備が網羅されているため，

反映事項はない。 

なお、可搬型窒素酸化物濃度計を使

用する手順はｂ．(a)ⅰ.(ⅱ)「緊急時

対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度

及び窒素酸化物濃度の測定手順」に示

す。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガスの検知手

段を適切に反映しており，補足説明す

べき事項はないため，反映事項はな

い。 

 

 

1
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5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（9／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
1
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

緊急時対策所において必要な情

報を把握するための設備及び通信

連絡を行うための設備は以下のと

おり。 

  １） 緊急時対策建屋情報把握設

備 

  ａ） 情報収集装置 

  ｂ） 情報表示装置 

  ｃ） データ収集装置 

  ｄ） データ表示装置 

 ２） 通信連絡設備 

  ａ） 統合原子力防災ネットワー

クＩＰ電話 

  ｂ） 統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ 

  ｃ） 統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム 

  ｄ） データ伝送設備 

  ｅ） 可搬型衛星電話（屋内用） 

  ｆ） 可搬型衛星電話（屋外用） 

  ｇ） 可搬型トランシーバ（屋内

用） 

  ｈ） 可搬型トランシーバ（屋外

用） 

  ｉ） 一般加入電話 

ｊ） 一般携帯電話 

  ｋ） 衛星携帯電話 

  ｌ） ファクシミリ 

  ｍ） ページング装置  

 n） 専用回線電話  

 

重大事故等に対処するために必

要な数の要員を緊急時対策所内に

収容するための手段がある。 

必要な数の要員を収容するため

に必要な資機材は以下のとおり。 

 １） 放射線管理用資機材（個人線

量計及び防護具類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理資料補足説明資料 1.13-1に有 

毒ガス防護に関連した記載があるが, 

左記と同様の内容であり,付加情報な 

し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

既許可では,通信連絡を行うための

設備として以下の設備を記載してい

る。 

 通信連絡設備 

 可搬型衛星電話（屋内用） 

 可搬型衛星電話（屋外用） 

 可搬型トランシーバ（屋内用） 

 可搬型トランシーバ（屋外用） 

 一般加入電話 

 一般携帯電話 

 衛星携帯電話 

 ファクシミリ 

 ページング装置  

 専用回線電話 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

通信連絡設備を用いた有毒ガスの

検知手段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・添付書類（反映事項なし） 

通信連絡を行うための設備に，有毒

ガス防護のために必要な設備が網羅

されているため，反映事項はない。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガスの検知手

段を適切に反映しており，補足説明す

べき事項はないため，反映事項はな

い。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（10／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
1
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 ２） 出入管理区画用資機材 

 ３） 飲料水，食料等 

 ４） 可搬型照明 

 

緊急時対策所の電源として，代替電源

設備からの給電を確保するための手段

がある。 

緊急時対策建屋電源設備からの給電を

確保するための設備は以下のとおり。 

１） 緊急時対策建屋電源設備 

ａ） 緊急時対策建屋用発電機 

ｂ） 緊急時対策建屋高圧系統6.9ｋ

Ｖ緊急時対策建屋用母線 

ｃ） 緊急時対策建屋低圧系統460Ｖ

緊急時対策建屋用母線 

 ｄ） 燃料油移送ポンプ 

ｅ） 燃料油配管・弁 

 ｆ） 重油貯槽 

 ｇ） 緊急時対策建屋用電源車 

 ｈ） 可搬型電源ケーブル 

 ｉ） 可搬型燃料供給ホース 

 

(ⅱ) 重大事故等対処設備，自主対策

設備及び資機材 

技術的能力審査基準及び事業指定基

準規則第四十六条及び技術基準規則

第五十条にて要求される緊急時対策

所，緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急

時対策建屋送風機，緊急時対策建屋排

風機，緊急時対策建屋フィルタユニッ

ト，緊急時対策建屋換気設備ダクト・

ダンパ，緊急時対策建屋加圧ユニッ

ト，緊急時対策建屋加圧ユニット配

管・弁，対策本部室差圧計，待機室差

圧計，監視制御盤，可搬型酸素濃度計，

可搬型エリアモニタ，可搬型ダストサ

ンプラ，アルファ・ベータ線用サーベ

イメータ，可搬型線量率計，可搬型ダ

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（11／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
1
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ストモニタ，可搬型データ伝送装置，

可搬型発電機，監視測定用運搬車，情

報収集装置，情報表示装置，データ収

集装置，データ表示装置，統合原子力

防災ネットワークＩＰ電話，統合原子

力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統

合原子力防災ネットワークＴＶ会議

システム，データ伝送設備，可搬型衛

星電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋

外用），可搬型トランシーバ（屋内用），

可搬型トランシーバ（屋外用），一般

加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電

話，ファクシミリ，ページング装置及

び専用回線電話は重大事故等対処設

備として設置及び配備する。 

二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度

は，酸素濃度と同様，居住性に関する

重要な制限要素であることから，可搬

型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素

酸化物濃度計は，可搬型重大事故等対

処設備として配備する。 

緊急時対策建屋の代替電源設備から

の給電を確保するための手段に使用

する設備のうち，緊急時対策建屋用発

電機，緊急時対策建屋高圧系統の 6.9

ｋＶ緊急時対策建屋用母線，緊急時対

策建屋低圧系統の 460Ｖ緊急時対策建

屋用母線，燃料油移送ポンプ，燃料油

配管・弁及び重油貯槽は，常設重大事

故等対処設備として設置する。 

これらの選定した設備は，技術的能力

審査基準及び事業指定基準規則第四

十六条及び技術基準規則第五十条に

要求される設備を全て網羅している。 

以上の重大事故等対処設備において，

緊急時対策所の居住性を確保すると

ともに，再処理施設の内外の通信連絡

を行うことが可能であることから，以

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（12／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
1
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

下の設備は自主対策設備と位置付け

る。合わせてその理由を示す。 

１）  データ収集装置 

 ２）  データ表示装置 

上記の１）及び２）の設備は，地震に

より機能喪失するおそれがあること

から，重大事故等対処設備とは位置付

けないが，機能が維持されている場合

は，迅速性の観点から事故対応に有効

な設備であるため，自主対策設備とし

て設置する。 

３） 緊急時対策建屋用電源車 

 ４） 可搬型電源ケーブル 

 ５） 可搬型燃料供給ホース 

また，３），４）及び５）の設備は降

下火砕物の侵入を防止できないなど，

重大事故等対処設備に対して求めら

れるすべての環境条件等に適合する

ことができないおそれがあるが，重大

事故等発生時における環境条件等に

応じて適切に対処することができ，当

該電源車の健全性が確認できた場合

には，移動，設置及びケーブルの接続

等に時間を要するものの，緊急時対策

建屋用発電機の代替手段として有効

であることから，自主対策設備として

配備する。 

対策の検討に必要な資料，放射線管理

用資機材（個人線量計及び防護具類），

出入管理区画用資機材，飲料水，食料

等については，資機材であるため重大

事故等対処設備としない。 

ⅱ．手順等 

上記のⅰ．により選定した重大事故等

の対処手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，非常時対策組織の要

員の対処として「重大事故等発生時対

応手順書」に定める。（第 12－１表） 

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（13／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
1
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

重大事故等時に監視が必要となる計

器及び給電が必要となる設備につい

ても整備する。（第 12－２表及び第 12

－３表） 

また，対策の検討に必要な資料，放射

線管理用資機材（個人線量計及び防護

具類），出入管理区画用資機材，飲料

水，食料等の通常時における管理並び

に運用は，防災管理部長が実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（14／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
1
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 (ａ) 居住性を確保するための措置 

重大事故等が発生した場合におい

ても，重大事故等に対処するために必

要な指示を行う要員等の被ばく線量

を７日間で100ｍＳｖを超えないよう

にするために必要な対処手段として，

緊急時対策建屋の遮蔽設備，緊急時対

策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境

測定設備，緊急時対策建屋放射線計測

設備及び緊急時対策建屋電源設備に

より，緊急時対策所にとどまるために

必要な居住性を確保する。 

重大事故等が発生した場合に再処理

施設から大気中へ放射性物質が放出

する場合，緊急時対策建屋放射線計測

設備の可搬型環境モニタリング設備

及び監視測定設備の放射線監視設備

及び代替モニタリング設備により，放

出する放射性物質による線量当量率

を測定及び監視し，緊急時対策建屋換

気設備により放射性物質の流入を低

減することで，重大事故等に対処する

ために必要な指示を行う要員等の被

ばくを抑制する。 

また，緊急時対策所内の線量当量率等

を可搬型エリアモニタ，可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サ

ーベイメータにて測定及び監視する。 

さらに，緊急時対策所内が重大事故等

に対処するための活動に影響がない

酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸

化物濃度の範囲にあることを把握す

る。 

 

 

 

 

 

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（15／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
1
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ⅰ．緊急時対策所立ち上げの手順 

重大事故等が発生するおそれがある

場合等※１，緊急時対策所を使用し，非

常時対策組織を設置するための準備

として，緊急時対策所を立ち上げるた

めの手順を整備する。 

※１ 非常時体制の発令により，非常

時対策組織を設置する場合として，運

転時の異常な過度変化，設計基準事故

も含める。 

 (ⅰ) 緊急時対策建屋換気設備の起

動確認手順 

外部電源が喪失した場合は，緊急時

対策建屋電源設備より受電したのち，

緊急時対策建屋換気設備の緊急時対

策建屋送風機及び緊急時対策建屋排

風機が自動起動する。 

重大事故等の発生に伴い建屋外への

放射性物質の放出を確認した場合は，

「ⅲ．重大事故等が発生した場合の放

射線防護等に関する手順等」に基づき

居住性を確保するため，緊急時対策建

屋換気設備の切替手順を整備する。 

火山の影響により, 降灰予報(「や

や多量」以上)を確認した場合は，事前

の対応作業として,除灰作業の準備を

実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に応

じて除灰作業を実施し，緊急時対策建

屋換気設備に影響を及ぼすおそれが

ある場合は，再循環モードに切り替え

る。 

１） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対

策所の立ち上げを判断した場合。 

２） 起動確認手順 

緊急時対策建屋換気設備の起動確

認手順の概要は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料1.13-2 居住性を確

保するための手順等について】 

緊急時対策建屋換気設備の再循環モ

ードへの切替運転操作の概要,必要人

数及び手順について記載されている。

切替運転操作に必要な想定時間につ

いて，1時間 40分以内としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では,居住性を確保するため

に,緊急時対策建屋換気設備の切替手

順を整備することを記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

緊急時対策所の換気設備を用いた

有毒ガス防護措置に係る手順を定め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・添付書類（反映事項なし） 

換気設備の起動確認手順として，

「「ⅲ．重大事故等が発生した場合の

放射線防護等に関する手順等」に基づ

き居住性を確保するため，緊急時対策

建屋換気設備の切替手順を整備す

る。」と記載しており，左記に示す担

保すべき事項を包絡しているため、反

映事項はない。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガス防護措置

を適切に反映しており，補足説明すべ

き事項はないため，反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（16／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
1
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

緊急時対策建屋換気設備の切替概要

図を第12－５図に，緊急時対策建屋換

気設備の起動確認手順のタイムチャ

ートを第12－６図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順

着手の判断基準に基づき非常時対策

組織の要員に緊急時対策建屋換気設

備の起動確認を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監

視室へ移動し，監視制御盤にて起動状

態及び差圧が確保されていることを

確認する。 

３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建

屋内において，緊急時対策建屋換気設

備の起動確認を指示してから，非常時

対策組織の本部長１人，非常時対策組

織の要員２人の合計３人で行い，５分

以内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生に

伴い建屋外への放射性物質の放出に

至るまで十分な余裕があることから

問題なく対処することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（17／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
1
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅱ) 緊急時対策所内の酸素濃度，二

酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃度の

測定手順 

重大事故等の発生に伴い緊急時対

策所の使用を開始した場合，緊急時対

策所の居住性確保の観点から，緊急時

対策所内の酸素濃度，二酸化炭素濃度

及び窒素酸化物濃度を測定する手順

を整備する。 

また，緊急時対策建屋換気設備の切

替操作を行うための判断にも使用す

る。 

１)手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対策

所の立ち上げを判断した場合。 

２)操作手順 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化

炭素濃度及び窒素酸化物濃度の測定

手順の概要は以下のとおり。 

①非常時対策組織の本部長は，手順着

手の判断基準に基づき，非常時対策組

織の要員に緊急時対策所内の酸素濃

度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物濃

度の測定を指示する。 

②非常時対策組織の要員は，対策本部

室にて可搬型酸素濃度計，可搬型二酸

化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物

濃度計を配置，起動し，緊急時対策所

内の酸素濃度，二酸化炭素濃度及び窒

素酸化物濃度の測定を行う（測定範囲

は，第12－７図を参照）。 

３)操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建

屋内において，非常時対策組織の本部

長１人，非常時対策組織の要員２人の

合計３人で行い，10分以内に対処可能

である。 

以上のことから，重大事故等の発生に

 

 

 

【補足説明資料 1.13-2 居住性を確

保するための手順等について】 

「4.手順」において,再循環モード運

転中においては,窒素酸化物濃度が

0.03ppm以下であることを適宜確認す

るとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

 既許可では,緊急時対策所の居住性

確保の観点から緊急時対策所内の窒

素酸化物濃度の測定手順を整備する

ことを記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

可搬型窒素酸化物濃度計を用いた

有毒ガスの検知手段に係る手順を定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・添付書類（反映事項なし） 

緊急時対策所内の酸素濃度，二酸化

炭素濃度及び窒素酸化物濃度の測定

手順として，「重大事故等の発生に伴

い緊急時対策所の立ち上げを判断し

た場合」に窒素酸化物濃度計を用いた

居住性を確保するための手順を記載

しており，左記に示す担保すべき事項

を包絡しているため、反映事項はな

い。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガスの検知手

段を適切に反映しており，補足説明す

べき事項はないため，反映事項はな

い。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（18／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
1
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

伴い建屋外への放射性物質の放出に

至るまで十分な余裕があることから

問題なく対処することができる。 

 

ⅱ．原災法第十条特定事象発生のおそ

れがある場合の手順 

(ⅰ) 緊急時対策建屋放射線計測設備

（可搬型環境モニタリング設備）の測

定手順】（P8-添1-1333） 

重大事故等が発生した場合に，緊急時

対策所の居住性の確認（線量率及び放

射性物質濃度）を行うために，緊急時

対策所において可搬型屋内モニタリ

ング設備の可搬型エリアモニタ，可搬

型ダストサンプラ及びアルファ・ベー

タ線用サーベイメータにより測定す

る手順を整備する。 

また，緊急時対策建屋換気設備の切替

操作を行うための判断にも使用する。 

１） 手順着手の判断基準 

原災法第十条特定事象が発生する

おそれがあると判断した場合。 

２） 操作手順 

可搬型エリアモニタ，可搬型ダスト

サンプラ及びアルファ・ベータ線用サ

ーベイメータによる測定手順の概要

は以下のとおり。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順

着手の判断基準に基づき，非常時対策

組織の要員に可搬型エリアモニタ，可

搬型ダストサンプラ及びアルファ・ベ

ータ線用サーベイメータの配置及び

測定を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，対策本

部室にて可搬型エリアモニタ，可搬型

ダストサンプラ及びアルファ・ベータ

線用サーベイメータを配置及び起動

し，緊急時対策所内の線量当量率及び

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（19／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
2
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

放射性物質濃度の測定を行う（測定範

囲は，第12－７図を参照）。 

３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建

屋内において，非常時対策組織の本部

長１人，非常時対策組織の要員２人の

合計３人で行い，10分以内に対処可能

である。 

以上のことから，重大事故等の発生に

伴い建屋外への放射性物質の放出に

至るまで十分な余裕があることから

問題なく対処することができる。 

 

(ⅱ) 緊急時対策建屋放射線計測設備

（可搬型環境モニタリング設備）の測

定手順 

重大事故等が発生した場合は，放出す

る放射性物質による指示値を確認し，

緊急時対策建屋換気設備の切替操作

を行うための判断に使用するため，可

搬型環境モニタリング設備の可搬型

線量率計及び可搬型ダストモニタに

より測定する手順を整備する。  

可搬型線量率計及び可搬型ダストモ

ニタによる測定結果は，可搬型データ

伝送装置により緊急時対策所に伝送

する。 

火山の影響により，降灰予報(「やや多

量」以上)を確認した場合は，事前の対

応作業として,除灰作業の準備を実施

する。 

また，降灰を確認したのち必要に応

じ，除灰作業を実施する。 

１） 手順着手の判断基準 

原災法第十条特定事象が発生する

おそれがあると判断した場合。 

２） 操作手順 

可搬型環境モニタリング設備によ

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（20／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
2
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

る線量当量率及び放射性物質の濃度

測定手順の概要は以下のとおり。 

可搬型環境モニタリング設備による

空気中の線量当量率及び放射性物質

濃度の測定手順のタイムチャートを

第12－８図に示す。 

① 実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，放射線対応班の班員に可

搬型環境モニタリング設備による線

量当量率及び放射性物質濃度の測定

を指示する。 

② 放射線対応班の班員は，可搬型環

境モニタリング設備を監視測定用運

搬車に積載し，設置場所まで運搬す

る。 

③ 可搬型環境モニタリング設備の

電源は，緊急時対策建屋放射線計測設

備の可搬型環境モニタリング設備の

可搬型発電機から給電する。可搬型発

電機に必要となる軽油は，軽油貯槽か

ら軽油用タンクローリにより運搬し，

給油することにより，給電開始から７

日以上の稼動が可能である。 

④ 放射線対応班の班員は，可搬型環

境モニタリング設備を設置し，緊急時

対策建屋周辺における線量当量率を

連続測定するとともに，空気中の放射

性物質を捕集及び測定する。 

⑤ 放射線対応班の班員は，可搬型環

境モニタリング設備の設置状況及び

測定結果を記録し，緊急時対策所への

伝送が確立するまでの間，通信連絡設

備により定期的に緊急時対策所に連

絡する。 

⑥ 放射線対応班の班員は，可搬型環

境モニタリング設備の可搬型データ

伝送装置を可搬型線量率計及び可搬

型ダストモニタに接続し，測定データ

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（21／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
2
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

を無線により緊急時対策所に伝送す

る。また，伝送した測定データは，緊

急時対策所において緊急時対策建屋

情報把握設備により監視及び記録す

る。 

３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，実施責任者，

放射線対応班長及び建屋外対応班長

の３人，放射線対応班の班員２人並び

に建屋外対応班の班員３人の合計８

人で行い，１時間以内に対処可能であ

る。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，非常時対策組織の要員の作

業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量の把握及び状況に応

じた対応を行うことにより，非常時対

策組織の要員の被ばく線量を可能な

限り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中

央制御室との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

ⅲ．重大事故等が発生した場合の放射

線防護等に関する手順等 

重大事故等が発生した場合，重大事

故等に対処するために必要な指示を

行う要員等を防護し，居住性を確保す

るための手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.13-8 配備資機材

等の数量等について】において,緊急

時対策所に配備する防護具類を記載

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

 既許可では，作業環境に応じた防護

具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することを記載し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

 緊急時対策所の防護具を用いた有

毒ガス防護措置に係る手順を定める

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・添付書類（反映事項なし） 

 重大事故等の対処においては，作業

環境に応じた防護具の配備を行い，状

況に応じて着用することを記載して

おり，有毒ガスに対応した防護具を着

装する手順が含まれ，左記に示す担保

すべき事項を包絡しているため，反映

事項はない。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

有毒ガスを考慮した資機材の配備

について記載しているため、補足説明

として反映する事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（22／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
2
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅰ) 緊急時対策所にとどまる非常

時対策組織の要員について 

緊急時対策所には，支援組織の要員及

び実施組織並びに全社対策組織の一

部の要員として最大360人を収容でき

る。 

気体状の放射性物質が大気中へ大規

模に放出するおそれのある場合は，外

気の取り入れを遮断し，緊急時対策建

屋加圧ユニットにより空気を供給す

ることで，非常時対策組織の要員の約

50人がとどまり活動を継続すること

ができる。 

 

(ⅱ) 緊急時対策建屋換気設備の再循

環モード切替手順 

重大事故等の発生に伴い建屋外へ

の放射性物質の放出を確認した場合，

窒素酸化物の発生により緊急時対策

所の居住性に影響を及ぼすと判断し

た場合又は火山の影響による降灰に

より緊急時対策建屋換気設備の運転

に影響を及ぼすおそれがある場合に，

緊急時対策建屋換気設備を再循環モ

ードへ切り替える手順を整備する。 

１） 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い建屋外へ

の放射性物質の放出を確認した場合

又は重大事故等に係る対処状況を踏

まえ，放射性物質が放出するおそれが

あると判断した場合，窒素酸化物の発

生により緊急時対策所の居住性に影

響を及ぼすおそれがあると判断した

場合又は火山の影響による降灰によ

り緊急時対策建屋換気設備の運転に

影響を及ぼすおそれがあると判断し

た場合。 

緊急時対策建屋換気設備による再

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料1.13-2 居住性を確

保するための手順等について】 

緊急時対策建屋換気設備の再循環モ

ードへの切替運転操作の概要,必要人

数及び手順について記載されている。

切替運転操作に必要な想定時間につ

いて，1時間 40分以内としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

 既許可では，居住性を確保するた

めに,緊急時対策建屋換気設備を

再循環モードへ切り替える手順

を整備することを記載している。 

 必要に応じて防護具類を着装す

ることは記載していない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

緊急時対策所の換気設備を用いた

有毒ガス防護措置に係る手順を定め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

既許可の添付書類では，「窒素酸化

物の発生」が有毒ガスの発生を意図し

た表現として記載していたため，「窒

素酸化物を含む有毒ガスの発生」と記

載し，有毒ガスを含むことを明確化し

た。 

窒素酸化物の発生により緊急時対

策所の居住性に影響を及ぼすと判断

した場合には，緊急時対策建屋換気設

備を再循環モードへ切り替える手順

を整備することを記載しており，左記

に示す担保すべき事項を包絡してい

る。また，a.(b)ⅰ.(ⅰ)において，必

要な数の要員を収容するために必要

1
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（23／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
2
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

循環モード切替判断のフローチャー

トを第12－９図に示す。 

２）操作手順 

再循環モードへの切替手順の概要

は以下のとおり。 

再循環モードへの切替手順のタイ

ムチャートを第12－10図に示す。 

①非常時対策組織の本部長は，手順着

手の判断基準に基づき，非常時対策組

織の要員に，緊急時対策建屋換気設備

を再循環モードへの切り替えを指示

する。 

②非常時対策組織の要員は設備監視

室へ移動し，監視制御盤にて緊急時対

策建屋換気設備の運転状態及び差圧

を確認後，ダンパ開閉操作（給気側及

び排気側のダンパを閉操作並びに再

循環ラインのダンパを開操作するこ

と。）をするとともに，緊急時対策建

屋排風機の停止により，緊急時対策建

屋換気設備を再循環モードへ切り替

える。 

③その後，停止した緊急時対策建屋排

風機の弁及びダンパの閉操作を行い，

設備監視室へ移動し，監視制御盤にて

緊急時対策建屋換気設備の運転状態

及び差圧を確認する。 

④再循環モードでの運転状態におい

て，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃度

の上昇又は対策本部室の差圧の低下

により居住性が確保できなくなるお

それがある場合は，外気取入加圧モー

ドに切り替え，居住性を確保する。 

また，再循環モードでの運転状態に

おいて，気体状の放射性物質が大気中

へ大規模に放出するおそれがある場

合で，酸素濃度の低下，二酸化炭素濃

度の上昇，対策本部室の差圧の低下又

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

 有毒ガスが発生した際に，通信連

絡設備により検知する手順が記

載されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

 通信連絡設備を用いた有毒ガスの

検知手段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

な資機材として防護具を定めている

ことから，防護具により緊急時対策所

の本部員・支援組織要員を有毒ガスか

ら防護することが読み取れるが，緊急

時対策所にとどまる本部員・支援組織

要員に対しても防護具を用いること

が明確ではないことから， b.(a)

ⅲ.(ⅱ)に，換気設備の隔離による防

護措置に加え，必要に応じ防護具を着

装することを明確化する。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

補足説明として換気設備の隔離に

係る既許可での手順を拡張したもの

であるため，反映する事項はない。 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・添付書類（反映事項あり） 

重大事故等発生時において，通信連

絡設備により，中央制御室及び屋内外

の作業場所等の再処理施設の内外と

の通信連絡をすることを記載してお

り，通信連絡設備により，有毒ガスの

発生を含め再処理施設の状況の把握

が可能な手順としているが，通信連絡

設備による有毒ガスの検知に関して

は，具体的な記載がないことから，

b.(a)ⅲ.(ⅱ)に，通信連絡設備による

窒素酸化物の発生の連絡を含め，窒素

酸化物が緊急時対策所の居住性に影

響を及ぼすおそれがあると判断した

場合に，必要な有毒ガス防護措置をと

ることを明確化する。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガスの検知手

段を適切に反映しており，補足説明す

べき事項はないため，反映事項はな

い。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（24／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
2
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

は緊急時対策所内の線量当量率の上

昇により居住性の確保ができなくな

るおそれがある場合は，緊急時対策建

屋加圧ユニットによる加圧により，緊

急時対策所への放射性物質の流入を

防止し，非常時対策組織の要員の被ば

くを低減する。 

３）操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建

屋内において，緊急時対策建屋換気設

備の再循環モードへの切り替えを指

示してから，非常時対策組織の本部長

１人，非常時対策組織の要員２人の合

計３人で行い，１時間 40 分以内に対

処可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（25／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
2
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅲ) 緊急時対策建屋加圧ユニット

による加圧手順 

再循環モードにおいて，気体状の放射

性物質が大気中へ大規模に放出する

おそれがある場合で，酸素濃度の低

下，二酸化炭素濃度の上昇，対策本部

室の差圧の低下又は線量当量率の上

昇により居住性の確保ができなくな

るおそれがある場合に，緊急時対策建

屋加圧ユニットにより加圧する手順

を整備する。 

１） 手順着手の判断基準 

再循環モードにおいて，気体状の放

射性物質が大気中へ大規模に放出す

るおそれがある場合で，酸素濃度の低

下，二酸化炭素濃度の上昇，対策本部

室の差圧の低下又は線量当量率の上

昇により居住性の確保ができなくな

るおそれがあると判断した場合。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧判断のフローチャートを第 12－

９図に示す。 

２） 操作手順 

緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧の手順の概要は以下のとおり。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧手順のタイムチャートを第 12－

11図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順

着手の判断基準に基づき，非常時対策

組織の要員に緊急時対策建屋加圧ユ

ニットによる加圧の準備を指示する。 

② 非常時対策組織の本部長は，気体

状の放射性物質が大気中へ大規模に

放出した場合，不要な被ばくを防ぐた

め，緊急時対策所内にとどまる必要の

ない要員へ再処理事業所の外への一

時退避を指示する。 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（26／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
2
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

③ 非常時対策組織の要員は，待機室

に移動し，緊急時対策建屋換気設備の

手動ダンパの閉操作及び扉を閉とす

る。 

④ 非常時対策組織の本部長は，手順

着手の判断基準に基づき，緊急時対策

所の居住性を確保できなくなるおそ

れがあると判断した場合は，非常時対

策組織の要員に緊急時対策建屋加圧

ユニットによる加圧を指示する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，待機室

において緊急時対策建屋換気設備の

緊急時対策建屋加圧ユニットの手動

弁を開操作し，緊急時対策建屋加圧ユ

ニットによる加圧を開始する。 

⑥ 非常時対策組織の要員は，差圧が

確保されていることを確認する。 

３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，待機室におい

て，緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧の開始を指示してから，非常時

対策組織の本部長１人，非常時対策組

織の要員２人の合計３人で行い， 45

分以内に対処可能である。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧操作は，手動弁の開操作であり，

速やかに対処が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（27／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
2
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ⅳ) 緊急時対策建屋加圧ユニット

による加圧から外気取入加圧モード

への切替手順 

 緊急時対策建屋放射線計測設備の

可搬型環境モニタリング設備等の指

示値が上昇した後に，下降に転じ，さ

らに安定的な状態になり，周辺環境中

の放射性物質濃度が十分低下した場

合に，緊急時対策建屋換気設備を緊急

時対策建屋加圧ユニットによる加圧

から外気取入加圧モードへ切り替え

る手順を整備する。 

１） 手順着手の判断基準 

 緊急時対策建屋放射線計測設備の

可搬型環境モニタリング設備等の指

示値が上昇した後に，下降に転じ，さ

らに安定的な状態になり，周辺環境中

の放射性物質濃度が十分低下したと

判断した場合。 

緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧停止判断のフローチャートを第

12－９図に示す。 

２） 操作手順 

 緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧から外気取入加圧モードへの

切替手順の概要は以下のとおり。 

外気取入加圧モードへの切替手順の

タイムチャートを第 12－12 図に示

す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順

着手の判断基準に基づき，非常時対策

組織の要員に緊急時対策建屋加圧ユ

ニットによる加圧から外気取入加圧

モードへの切り替えを指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，設備監

視室へ移動し，監視制御盤にて緊急時

対策建屋換気設備の運転状態を確認

するとともに，緊急時対策所内の酸素

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（28／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
2
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

濃度，二酸化炭素濃度及び窒素酸化物

濃度の測定を開始する。 

③ ダンパを開操作するとともに緊

急時対策建屋排風機を起動し，給気側

及び排気側のダンパを開操作並びに

再循環ラインのダンパを閉操作し，緊

急時対策建屋換気設備を外気取入加

圧モードへ切り替える。 

④ 非常時対策組織の要員は，設備監

視室へ移動し，監視制御盤にて緊急時

対策建屋換気設備の運転状態及び差

圧が確保されていることを確認する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，待機室

において緊急時対策建屋換気設備の

手動ダンパ開操作及び緊急時対策建

屋加圧ユニットの手動弁を閉操作し，

緊急時対策建屋加圧ユニットによる

加圧を停止する。 

３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建

屋内において，緊急時対策建屋換気設

備の外気取入加圧モードへの切り替

えを指示してから，非常時対策組織の

本部長１人，非常時対策組織の要員２

人の合計３人で行い，２時間 30 分以

内に対処可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（29／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
3
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ｂ) 重大事故等に対処するために必

要な指示及び通信連絡に関する措置 

重大事故等が発生した場合におい

て，重大事故等に対処するために必要

な指示を行う要員等が，緊急時対策建

屋情報把握設備及び通信連絡設備に

より，必要なパラメータを監視又は収

集し，重大事故等に対処するために必

要な情報を把握するとともに，重大事

故等に対処するための対策の検討を

行う。 

また，重大事故等に対処するための

対策の検討に必要な資料を緊急時対

策建屋に整備する。 

重大事故等が発生した場合におい

て，通信連絡設備により，再処理施設

の内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行う。 

外部電源喪失時は，緊急時対策建屋

電源設備からの給電により，緊急時対

策建屋情報把握設備及び通信連絡設

備を使用する。 

 

ⅰ．緊急時対策所におけるパラメー

タの情報収集手順 

重大事故等が発生した場合に，重大

事故等に対処するために必要な指示

を行う要員等が，情報把握計装設備に

よる情報伝送準備ができるまでの間，

通信連絡設備により，必要なパラメー

タの情報を収集し，重大事故等に対処

するために必要な情報を把握すると

ともに，重大事故等に対処するための

対策の検討を行うための手順を整備

する。 

必要な手順の詳細は「13. 通信連絡

に関する手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

整理資料補足説明資料 1.13-1に有 

毒ガス防護に関連した記載があるが, 

左記と同様の内容であり,付加情報な 

し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

 既許可において,重大事故等が発

生した場合において,通信連絡設

備により，再処理施設の内外の通

信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うことを記載して

いる。 

 有毒ガスが発生した際に，通信連

絡設備により検知する手順が記

載されていない。 

 必要な手順の詳細は「13.通信連

絡に関する手順等」にて整備する

ことを記載している。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

通信連絡設備を用いた有毒ガスの

検知手段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・添付書類（反映事項なし） 

重大事故等発生時において，通信連

絡設備により，再処理施設の内外との

通信連絡をすることを記載しており，

通信連絡設備により，有毒ガスの発生

を含め再処理施設の状況の把握が可

能な手順としており，左記に示す担保

すべき事項を包絡しているため，反映

事項はない。 

なお，有毒ガスの発生を認知するた

めに当該通信連絡設備を用いる手順

は明確ではないため，ｂ．(a)ⅲ.(ⅱ)

「緊急時対策建屋換気設備の再循環

モード切替手順」に，通信連絡設備に

よる窒素酸化物の発生の連絡を含め，

窒素酸化物が緊急時対策所の居住性

に影響を及ぼすおそれがあると判断

した場合に，必要な有毒ガス防護措置

をとることを明確化する。 

なお，通信連絡に係る手順の詳細は

「13.通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガスの検知手

段を適切に反映しており，補足説明す

べき事項はないため，反映事項はな

い。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（30／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
3
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 ⅱ．緊急時対策建屋情報把握設備に

よるパラメータの監視手順 

重大事故等が発生した場合に，緊急時

対策建屋情報把握設備の情報収集装

置及び情報表示装置並びにデータ収

集装置及びデータ表示装置により重

大事故等に対処するために必要なパ

ラメータを監視する手順を整備する。 

(ⅰ) 手順着手の判断基準 

重大事故等の発生に伴い緊急時対

策所の立ち上げを判断した場合。 

(ⅱ) 操作手順 

緊急時対策建屋情報把握設備によ

る監視手順の概要は以下のとおり。 

なお，緊急時対策建屋情報把握設備の

データ収集装置及びデータ表示装置

については，常時，伝送が行われてお

り操作は必要ない。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順

着手の判断基準に基づき，非常時対策

組織の要員に緊急時対策建屋情報把

握設備によるパラメータの監視の開

始を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は，手順着

手の判断基準に基づき，情報収集装置

への接続を確認し，情報表示装置を起

動する。 

③ 非常時対策組織の要員は，情報表

示装置により，各パラメータの監視を

開始する。 

(ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建

屋内において，非常時対策組織の本部

長１人，非常時対策組織の要員２人の

合計３人で行い，５分以内に対処可能

である。 

以上のことから，重大事故等の発生に

伴い建屋外への放射性物質の放出に

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
8
5
7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（31／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
3
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

至るまで十分な余裕があることから

問題なく対処することができる。 

 

ⅲ．重大事故等に対処するための対策

の検討に必要な資料の整備 

重大事故等に対処するための対策の

検討に必要な資料を緊急時対策建屋

に配備し，資料を更新した場合には資

料の差し替えを行い，常に最新となる

よう通常時から維持，管理する。 

 

ⅳ．通信連絡に関する手順等 

重大事故等時において，通信連絡設

備により，中央制御室，屋内外の作業

場所，国，原子力規制委員会，青森県，

六ヶ所村等の再処理施設の内外の通

信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うための手順を整備する。 

重大事故等対処に係る通信連絡設備

一覧を第12－４表に，通信連絡設備の

系統概要図を第12－13図に示す。 

再処理施設の内外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行うた

めの通信連絡設備の使用方法等，必要

な手順の詳細は「13. 通信連絡に関す

る手順等」にて整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理資料補足説明資料 1.13-2に有 

毒ガス防護に関連した記載があるが, 

左記と同様の内容であり,付加情報な 

し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

 既許可において、中央制御室，屋内

外の作業場所，国，原子力規制委員会，

青森県，六ヶ所村等の再処理施設の内

外の通信連絡をする必要のある場所

と通信連絡を行うための手順を整備

することを記載している。 

有毒ガスが発生した際に，通信連絡

設備により検知する手順が記載され

ていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

通信連絡設備を用いた有毒ガスの

検知手段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・添付書類（反映事項なし） 

重大事故等発生時において，通信連

絡設備により，中央制御室及び屋内外

の作業場所等の再処理施設の内外と

の通信連絡をすることを記載してお

り，通信連絡設備により，有毒ガスの

発生を含め再処理施設の状況の把握

が可能な手順としており，左記に示す

担保すべき事項を包絡しているため，

反映事項はない。 

なお、通信連絡に係る手順の詳細は

「13.通信連絡に関する手順等」にて

整備する。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガスの検知手

段を適切に反映しており，補足説明す

べき事項はないため，反映事項はな

い。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（32／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
3
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

(ｃ) 必要な数の要員の収容に係る

措置 

緊急時対策所には，非常時対策組織本

部，支援組織及び実施組織の要員並び

に全社対策組織の一部の要員として

最大 360人を収容できる。 

なお，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出する場合において，緊急

時対策所にとどまる非常時対策組織

の要員は約 50人である。 

また，要員の収容が適切に行えるよう

にトイレや休憩スペース等を整備す

るとともに，収容する要員に必要な資

機材を整備し，通常時から維持，管理

する。 

なお，ＭＯＸ燃料加工施設と共用した

場合であっても飲料水，食料等及び放

射線管理用資機材（個人線量計及び防

護具類）は，再処理施設の重大事故等

の対処に悪影響を及ぼさない。 

 

ⅰ．放射線管理 

(ⅰ) 放射線管理用資機材（個人線量

計及び防護具類）及び出入管理区画用

資機材の維持管理等 

緊急時対策建屋の外側が放射性物

質により汚染したような状況下にお

いて，支援組織の要員が応急復旧対策

の検討，実施等のために屋外で作業を

行う際，当該要員は個人線量計及び防

護具類を着用する。 

緊急時対策建屋には，７日間外部から

の支援がなくとも非常時対策組織の

要員が使用するのに十分な数量の放

射線管理用資機材（個人線量計及び防

護具類）及び出入管理区画において使

用する出入管理区画用資機材を配備

するとともに，通常時から維持，管理

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（33／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
3
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

する。重大事故等時には，放射線管理

用資機材（個人線量計及び防護具類），

出入管理区画用資機材の使用及び管

理を適切に行い，十分な放射線管理を

行う。 

非常時対策組織の本部長は，重大事故

等に対処するために必要な指示を行

う要員等や現場作業を行う要員等の

被ばく線量管理を行うため，個人線量

計を常時装着させるとともに線量評

価を行う。また，作業に必要な放射線

計測器を用いて作業現場の指示値の

測定を行う。 

なお，緊急時対策所における居住性に

係る被ばく評価の結果は，最大で約４

ｍＳｖであり７日間で 100ｍＳｖを超

えないが，緊急時対策建屋には，自主

対策として全面マスク及び半面マス

ク等を配備する。また，緊急時対策所

において活動する非常時対策組織の

要員は，交代要員を確保する。 

 

(ⅱ) 出入管理区画の設置及び運用

手順 

緊急時対策建屋の外側が放射性物質

により汚染したような状況下におい

て，出入管理区画を設置する手順を整

備する。 

出入管理区画には，防護具類を脱装す

る脱装エリア，放射性物質による要員

又は物品の汚染の有無を確認するた

めのサーベイエリア及び汚染を確認

した際に除染を行う除染エリアを設

け，非常時対策組織の要員が汚染検査

及び除染を行うとともに，出入管理区

画の汚染管理を行う。 

除染エリアは，サーベイエリアに隣接

して設置し，除染はアルコールワイプ

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（34／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
3
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

や生理食塩水での拭き取りを基本と

するが，拭き取りにて除染ができない

場合は，簡易シャワーにて水洗いによ

る除染を行う。 

簡易シャワーで発生した汚染水は，必

要に応じて紙タオルへ染み込ませる

等により固体廃棄物として廃棄する。 

また，出入管理区画設置場所の全照明

が消灯した場合は，可搬型照明を配備

する。 

出入管理区画用資機材は，出入管理区

画内に保管する。 

１） 手順着手の判断基準 

非常時対策組織の本部長が原災法

第十条特定事象が発生するおそれが

あると判断した場合。 

２） 操作手順 

出入管理区画の設置及び運用の手

順の概要は以下のとおり。 

出入管理区画設置のタイムチャート

を第 12－14図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順

着手の判断基準に基づき，非常時対策

組織の要員に，緊急時対策建屋の出入

口付近に出入管理区画の設置を指示

する。 

② 非常時対策組織の要員は，出入管

理区画設置場所の全照明が消灯した

場合，可搬型照明を設置し，照明を確

保する。 

③ 非常時対策組織の要員は，出入管

理区画に出入管理区画用資機材を準

備，移動及び設置し，床及び壁等の養

生シートの状態を確認する。 

④ 非常時対策組織の要員は，各エリ

ア間にバリアを設けるとともに，入口

に粘着マット等を設置する。 

⑤ 非常時対策組織の要員は，簡易シ

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
8
6
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（35／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
3
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

ャワー等を設置する。 

⑥ 非常時対策組織の要員は，脱装し

た防護具類を回収するロール袋及び

アルファ・ベータ線用サーベイメータ

等を必要な箇所に設置する。 

３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建

屋内において，作業開始を指示してか

ら，非常時対策組織の本部長１人，非

常時対策組織の要員３人の合計４人

で行い，１時間以内に対処可能であ

る。 

以上のことから，重大事故等の発生に

伴い建屋外への放射性物質の放出に

至るまで十分な余裕があることから

問題なく対処することができる。 

 

(ⅲ) 緊急時対策建屋換気設備の切

替手順 

 運転中の緊急時対策建屋換気設備

が故障する等，切り替えが必要となっ

た場合は，緊急時対策建屋送風機，緊

急時対策建屋排風機及び緊急時対策

建屋フィルタユニットを待機側へ切

り替える手順を整備する。 

１） 手順着手の判断基準 

運転中の緊急時対策建屋換気設備

が故障する等，切り替えが必要と判断

した場合。 

２） 操作手順 

緊急時対策建屋換気設備を待機側

に切り替える手順の概要は以下のと

おり。 

緊急時対策建屋換気設備の切り替

えのタイムチャートを第 12－15 図に

示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順

着手の判断基準に基づき，非常時対策

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（36／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
3
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

組織の要員に，緊急時対策建屋換気設

備の切り替えを指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監

視室へ移動し，監視制御盤にて機器状

態及び差圧の確認後，ダンパを開操作

し，緊急時対策建屋送風機，緊急時対

策建屋排風機及び緊急時対策建屋フ

ィルタユニットを待機側に切り替え

る。 

③ 非常時対策組織の要員は，緊急時

対策所内の差圧が確保されているこ

とを確認後，停止機器のダンパ又は弁

の閉操作を実施する。 

３） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建

屋内において，緊急時対策建屋換気設

備の切り替えを指示してから，非常時

対策組織の本部長１人，非常時対策組

織の要員２人の合計３人で行い，１時

間以内に対処可能である。 

 

ⅱ．飲料水，食料等の維持管理 

重大事故等に対処するために必要な

指示を行う要員等が重大事故等の発

生後，少なくとも外部からの支援なし

に７日間，活動するために必要な飲料

水，食料等を備蓄するとともに，通常

時から維持，管理する。 

非常時対策組織の本部長は，重大事故

等が発生した場合には飲料水，食料等

の支給を適切に運用する。 

また，緊急時対策所内での飲食等の管

理として，適切な頻度で緊急時対策所

内の空気中放射性物質濃度の測定を

行い，飲食しても問題ない環境である

ことを確認する。 

ただし，緊急時対策所内の空気中放射

性物質濃度が目安（アルファ線を放出

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（37／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
3
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

する核種７×10－７Ｂｑ／ｃｍ３未満，

アルファ線を放出しない核種３×10－

４Ｂｑ／ｃｍ３未満）よりも高くなっ

た場合であっても，非常時対策組織の

本部長の判断により，必要に応じて飲

食を行う。 

 

(d)緊急時対策建屋電源設備からの給

電措置 

重大事故等が発生した場合におい

ても当該重大事故等に対処するため

に，代替電源設備から給電するための

手順を整備する。 

緊急時対策建屋電源設備の緊急時対

策建屋用発電機，緊急時対策建屋高圧

系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋用母線

及び緊急時対策建屋低圧系統の460Ｖ

緊急時対策建屋用母線により，緊急時

対策所の必要な負荷に給電する。 

ⅰ．緊急時対策建屋用発電機による給

電手順 

緊急時対策建屋用発電機の多重性

が確保されている状態において，外部

電源が喪失した場合は，緊急時対策建

屋用発電機が２台自動起動し，電圧及

び周波数が定格値になると緊急時対

策建屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策

建屋用母線に自動で接続し，緊急時対

策建屋換気設備，緊急時対策建屋情報

把握設備及び通信連絡設備へ給電す

る。 

緊急時対策建屋用発電機の１台が

起動しない場合又は停止した場合で

も，緊急時対策建屋用発電機の２台目

が自動起動しているため，電圧及び周

波数が定格値になると緊急時対策建

屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋

用母線に自動で接続し，緊急時対策所

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（38／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
3
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

の必要な負荷に給電する。 

火山の影響により, 降灰予報(「や

や多量」以上)を確認した場合は，事前

の対応作業として,除灰作業の準備を

実施する。 

また, 降灰を確認したのち必要に

応じて除灰作業を実施し，緊急時対策

建屋用発電機の運転に影響を及ぼす

おそれがある場合は，給気フィルタの

交換を行う。 

(ⅰ) 手順着手の判断基準  

緊急時対策所の使用を開始し，外部

電源が喪失した場合。 

(ⅱ) 操作手順 

自動起動する緊急時対策建屋用発

電機による給電を確認する手順の概

要は以下のとおり。緊急時対策建屋の

電源系統概略図を第12－16図に，燃料

供給系統概略図を第12－17図に，緊急

時対策建屋用発電機による給電を確

認する手順のタイムチャートを第12

－18図に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順

着手の判断基準に基づき，非常時対策

組織の要員に緊急時対策所の給電状

態の確認を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監

視室へ移動し，監視制御盤にて自動起

動した緊急時対策建屋用発電機（（Ａ）

及び（Ｂ））の受電遮断器が投入して

いることを確認し，自動起動した緊急

時対策建屋用発電機（（Ａ）及び（Ｂ））

により給電していること，電圧及び周

波数を確認し，非常時対策組織の本部

長へ報告する。 

(ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建

屋内において，自動起動した緊急時対

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（39／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
4
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

策建屋用発電機から給電されている

ことの確認を指示してから，非常時対

策組織の本部長１人，非常時対策組織

の要員２人の合計３人で行い，５分以

内に対処可能である。 

以上のことから，重大事故等の発生

に伴い建屋外への放射性物質の放出

に至るまで十分な余裕があることか

ら問題なく対処することができる。 

 

ⅱ．緊急時対策建屋用電源車（自主対

策設備）による給電手順 

外部電源が喪失し，自動起動する緊

急時対策建屋用発電機（（Ａ）又は

（Ｂ））が故障等により起動しない場

合又は停止した場合に，緊急時対策建

屋用電源車を配備することにより，緊

急時対策建屋換気設備，緊急時対策建

屋情報把握設備及び通信連絡設備へ

給電する。 

(ⅰ) 手順着手の判断基準 

外部電源が喪失し，自動起動する緊

急時対策建屋用発電機（（Ａ）又は

（Ｂ））が故障等により起動しない場

合又は停止したと判断した場合。 

(ⅱ) 操作手順 

緊急時対策建屋用電源車による，緊

急時対策所に給電する手順の概要は

以下のとおり。 

緊急時対策建屋用電源車による給電

手順のタイムチャートを第12－19図

に示す。 

① 非常時対策組織の本部長は，手順

着手の判断基準に基づき，非常時対策

組織の要 員に緊急時対策建屋用電

源車による給電準備を指示する。 

② 非常時対策組織の要員は設備監

視室へ移動し，監視制御盤にて緊急時

(有毒ガス防護に関連する記載なし) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理すべき事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（40／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
4
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

対策建屋電源設備の状態を確認し，緊

急時対策建屋用電源車を外部保管エ

リアから緊急時対策建屋近傍に移動

し，緊急時対策建屋用電源車接続口ま

で可搬型電源ケーブルを敷設し，接続

口に接続する。 

また，緊急時対策建屋用電源車から緊

急時対策建屋の燃料供給配管まで可

搬型燃料供給ホースを敷設し，接続口

に接続する。 

③ 非常時対策組織の要員は，緊急時

対策建屋用電源車から緊急時対策建

屋高圧系統の6.9ｋＶ緊急時対策建屋

用母線間の電路の健全性を絶縁抵抗

測定により確認し，緊急時対策建屋用

電源車による給電が可能であること

を非常時対策組織の本部長に報告す

る。 

(ⅲ) 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建

屋用電源車による給電準備を指示し

てから，非常時対策組織の本部長１

人，非常時対策組織の要員６人の合計

７人で行い，可搬型燃料供給ホースの

接続口への接続まで２時間以内に対

処可能である。 

本対処は，時間及び要員数に余裕があ

る際に実施するため，重大事故等対処

設備を用いた対応に悪影響を及ぼす

ことはない。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着

用し，１作業当たり10ｍＳｖ以下とす

ることを目安に管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料 1.13-8 配備資機材

等の数量等について】において,緊急

時対策所に配備する防護具類を記載

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

 既許可では、作業環境に応じた防護

具の配備を行い、移動時及び作業時の

状況に応じて着用することを記載し

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

緊急時対策所の防護具を用いた有

毒ガス防護措置に係る手順を定める

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・添付書類（反映事項なし） 

 重大事故等の対処においては，作業

環境に応じた防護具の配備を行い，状

況に応じて着用することを記載して

おり，有毒ガスに対応した防護具を着

装する手順が含まれ，左記に示す担保

すべき事項を包絡しているため，反映

事項はない。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

有毒ガスを考慮した資機材の配備

について記載しているため，補足説明

として反映する事項はない。 

1
8
6
7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（41／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
4
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

さらに，非常時対策組織の要員の作業

場所への移動及び作業においては，作

業場所の線量の把握及び状況に応じ

た対応を行うことにより，非常時対策

組織の要員の被ばく線量を可能な限

り低減する。 

重大事故等の対処時においては，中

央制御室との連絡手段を確保する。 

夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，緊急

時対策所の本部員・支援組織要員の対

処能力が著しく低下しないことを確

認すること。 

また，有毒ガス防護対策を行った場

合でも，重大事故等対処が実施可能で

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性（反映事

項なし） 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

有毒ガス防護対策により，緊急時対

策所の本部員・支援組織要員の対処能

力が著しく低下しないことを確認す

ることは，申請書の本文及び添付書類

で担保すべき事項ではないため，反映

事項はない。 

有毒ガス防護対策を行った場合の

重大事故等対処の成立性については，

既許可においても有毒ガス防護対策

を考慮した重大事故等対処の手順及

び体制を定め，添付書類八添付１に示

す重大事故等対処に係るタイムチャ

ートを作成し，重大事故等対処が成立

することを確認しているため，反映す

べき事項はない。 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共通

事項として技術的能力1.0の補足説明

資料で説明する。また，既許可に反映

済みの事項を含め，本条文における有

毒ガス防護対策を確認した結果とし

て，「有毒ガス防護に係る申請書記載

項目の整理表」を補足説明資料 1.13-

11として追加する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（42／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
4
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料1.13-2 居住性を確

保するための手順等について】におい

て，緊急時対策建屋換気設備の再循環

モードへの切替運転操作の概要,必要

人数及び手順について記載されてい

る。切替運転操作に必要な想定時間に

ついて，1時間40分以内としている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では,居住性を確保するため

に,緊急時対策建屋換気設備を再循環

モードへ切り替える手順を整備する

ことを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

緊急時対策所の換気設備を用いた

有毒ガス防護措置に係る手順を定め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・添付書類（反映事項なし） 

窒素酸化物の発生により緊急時対

策所の居住性に影響を及ぼすと判断

した場合には，緊急時対策建屋換気設

備を再循環モードへ切り替える手順

を整備することを記載しており，左記

に示す担保すべき事項を包絡してい

るため，反映事項はない。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガス防護措置

を適切に反映しており，補足説明すべ

き事項はないため，反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（43／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
4
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料1.13-2 居住性を確

保するための手順等について】におい

て，緊急時対策建屋換気設備の再循環

モードへの切替運転操作の概要,必要

人数及び手順について記載されてい

る。切替運転操作に必要な想定時間に

ついて，1時間40分以内としている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では,居住性を確保するため

に,緊急時対策建屋換気設備を再循環

モードへ切り替える手順を整備する

ことを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

緊急時対策所の換気設備を用いた

有毒ガス防護措置に係る手順を定め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・添付書類（反映事項なし） 

窒素酸化物の発生により緊急時対

策所の居住性に影響を及ぼすと判断

した場合には，緊急時対策建屋換気設

備を再循環モードへ切り替える手順

を整備することを記載しており，左記

に示す担保すべき事項を包絡してい

るため，反映事項はない。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガス防護措置

を適切に反映しており，補足説明すべ

き事項はないため，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
8
7
0



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（44／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
4
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料1.13-2 居住性を確

保するための手順等について】におい

て，緊急時対策建屋換気設備の再循環

モードへの切替運転操作の概要,必要

人数及び手順について記載されてい

る。切替運転操作に必要な想定時間に

ついて，1時間40分以内としている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では,居住性を確保するため

に,緊急時対策建屋換気設備を再循環

モードへ切り替える手順を整備する

ことを記載 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

緊急時対策所の換気設備を用いた

有毒ガス防護措置に係る手順を定め

ること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

・有毒ガス防護措置（手順） 

・添付書類（反映事項なし） 

窒素酸化物の発生により緊急時対

策所の居住性に影響を及ぼすと判断

した場合には，緊急時対策建屋換気設

備を再循環モードへ切り替える手順

を整備することを記載しており，左記

に示す担保すべき事項を包絡してい

るため，反映事項はない。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガス防護措置

を適切に反映しており，補足説明すべ

き事項はないため，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
8
7
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力 1.13）（45／45） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
1
.
1
3
-
1
1
-
4
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理資料補足説明資料 1.13-1に有 

毒ガス防護に関連した記載があるが, 

左記と同様の内容であり,付加情報な 

し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■検知手段 

 既許可において,重大事故等が発

生した場合において,通信連絡設

備により，再処理施設の内外の通

信連絡をする必要のある場所と

通信連絡を行うことを記載して

いる。 

 有毒ガスが発生した際に，通信連

絡設備により検知する手順が記

載されていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

通信連絡設備を用いた有毒ガスの

検知手段に係る手順を定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

・有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文・添付書類（反映事項な

し） 

重大事故等発生時において，通信連

絡設備により，再処理施設の内外との

通信連絡をすることを記載しており，

通信連絡設備により，有毒ガスの発生

を含め再処理施設の状況の把握が可

能な手順としており，左記に示す担保

すべき事項を包絡しているため，反映

事項はない。 

・補足説明資料（反映事項なし） 

既許可において有毒ガスの検知手

段を適切に反映しており，補足説明す

べき事項はないため，反映事項はな

い。 
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令和４年７月15日 R20 

１．14 通信連絡に関する手順等
（抜粋） 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

1.14.1 概要 

 重大事故等が発生した場合において，再処理事業所の内外の通信連絡する

必要のある場所と通信連絡を行う設備として，通信連絡設備及び代替通信連

絡設備を設ける設計とする。 

 通信連絡設備は，警報装置及び所内通信連絡設備（以下，「所内通信連絡設

備」という。），所内データ伝送設備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送

設備で構成する。 

 

（１）再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うた

めの措置 

   重大事故等への体制に移行した場合には，再処理事業所内における通

信連絡手段を確保するための手順に着手する。 

   本手順では，所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備を用いる手段，

所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備が損傷した場合の手段，所内

通信連絡設備及び所内データ伝送設備が電源喪失した場合の手段並び

に計測等を行った重要なパラメータを再処理事業所内の必要な場所で

共有する手順等を整備している。対処に必要な時間は以下のとおり。 

中央制御室に配備する可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシ

ーバ（屋内用）は，実施責任者１人，要員班３人，情報班３人，通信班

長１人，建屋外対応班長１人及び建屋対策班12人の合計21人体制にて作

業を実施した場合，事象発生後，現場環境確認が完了する１時間30分以

内に配備可能である。 

   緊急時対策所に配備する可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トラン

シーバ（屋内用）は，本部長１人，支援組織要員８人の合計９人体制に
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て，事象発生後，１時間20分以内に配備可能である。 

   使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に配備する可搬型衛星電話（屋内用）及

び可搬型トランシーバ（屋内用）は，実施責任者１人，要員班３人，情

報班３人，通信班長１人，建屋外対応班長１人及び放射線対応班３人の

合計12人体制にて１時間以内に，事象発生後から24時間以内に配備可能

である。 

   可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ

（屋外用）は，配備後すぐに使用可能である。 

 

（２）再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うた

めの措置 

   本手順では，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備を用いる手段，

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備が損傷した場合の手段，所外

通信連絡設備及び所外データ伝送設備が電源喪失した場合の手段及び

計測等を行ったパラメータを再処理事業所外の必要な場所で共有する

手順等を整備している。対処に必要な時間は以下のとおり。 

   緊急時対策建屋に配備する可搬型衛星電話（屋内用）は，本部長１人，

支援組織要員８人の合計９人にて，事象発生後，作業開始から１時間20

分以内に配備可能である。 

   可搬型衛星電話（屋外用）は，配備後すぐに使用可能である。  

 

（３）電源を代替電源から給電する手順等 

   本手順では，制御建屋可搬型発電機により可搬型衛星電話（屋内用）

等へ給電する手順，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

により可搬型衛星電話（屋内用）等へ給電する手順，緊急時対策建屋用
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発電機又は緊急時対策建屋用電源車により統合原子力防災ネットワー

クＩＰ電話等へ給電する手順等を整備している。対処に必要な時間は以

下のとおり。 

制御建屋可搬型発電機から給電を行うための電源ケーブルの敷設及

び可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用）の接続は，

実施責任者１人，要員管理班の班員３人，情報管理班の班員３人，通信

班長１人，建屋外対応班長１人及び建屋対策班の班員６人の合計15人体

制にて，作業開始から２時間30分以内に，事象発生後から11時間以内に

実施可能である。 

制御建屋可搬型発電機による給電については，実施責任者等の要員８

人，建屋対策班の班員４人の合計12人にて，事象発生から制御建屋可搬

型発電機の起動完了までを，事象発生後から４時間５分以内に実施し，

その後，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）

へ給電を行う。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機から給電を行う

ための電源ケーブルの敷設及び可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トラ

ンシーバ（屋内用）の接続は，実施責任者１人，要員管理班の班員３人，

情報管理班の班員３人，通信班長１人，建屋外対応班長１人及び放射線

対応班の班員３人の合計12人体制にて，作業開始から１時間30分以内に，

事象発生後から28時間以内に実施可能である。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機による給電につ

いては，実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員26人の合計34人に

て，事象発生から使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の

起動完了までを，事象発生後から22時間10分以内に実施し，その後，可

搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）へ給電を行
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う。 

緊急時対策建屋用発電機による給電の確認は，緊急時対策建屋内にお

いて，自動起動した緊急時対策建屋用発電機から給電されていることの

確認を指示してから，非常時対策組織の本部長１人，非常時対策組織の

要員２人の合計３人で行い，本対策の実施判断後，５分以内に対処可能

である。 

緊急時対策建屋用電源車による給電は，緊急時対策建屋用電源車によ

る給電準備を指示してから，緊急時対策建屋において緊急時対策組織の

本部長１人，非常時対策組織の要員６人の合計７人で行い，可搬型燃料

供給ホースの接続口への接続まで，本対策の実施判断後，２時間以内に

対処可能である。本対処は，時間及び要員数に余裕がある際に実施する

ため，重大事故等対処設備を用いた対応に悪影響を及ぼすことはない。  
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1.14 通信連絡に関する手順等 

方
針
目
的 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所の内外の通信

連絡する必要のある場所と通信連絡を行うため，通信連絡設備及び

代替通信連絡設備により通信連絡を行う手順等を整備する。 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡 

所
内
通
信
連
絡
設
備
及
び
所
内
デ
ー
タ
伝
送
設
備
を
用
い
る
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行

した際に，全交流動力電源の喪失を伴わない場合，所

内通信連絡設備及び所内データ伝送設備を用いて通信

連絡及びパラメータを共有する手順に着手する。 

実施組織要員又は支援組織要員が，屋内（現場）等，

屋外（現場），屋内（中央制御室，緊急時対策所並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室）にお

いて相互に通信連絡を行う場合は，ページング装置，

所内携帯電話，専用回線電話等を使用する。 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所内の必要な場所で共有するため，ページング装置，

所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話，ファク

シミリ，プロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計

算機，環境中継サーバ及び総合防災盤を使用する。 

 

 

 

 

 

 
  

第５表 重大事故等対処における手順の概要（15／15） 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡 

所
内
通
信
連
絡
設
備
及
び
所
内
デ
ー
タ
伝
送
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行

した際に，中央制御室の実施組織要員が所内携帯電話

を用いて他建屋の要員に連絡を実施し，他建屋の要員

に対して連絡ができず，外部電源喪失に伴う非常用所

内電源系統等の機能喪失等により所内携帯電話が機能

喪失したと判断した場合，代替通信連絡設備を用いて

通信連絡をする手順に着手する。 

実施組織要員又は支援組織要員が，屋内（現場）等，

屋外（現場），屋内（中央制御室，緊急時対策所並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室）にお

いて相互に通信連絡を行う場合は，代替通話系統，可

搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋外用）等を使用す

る。 

所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備が損傷又

は電源喪失した場合は，代替電源設備（充電池及び乾

電池を含む。）を用いて可搬型衛星電話（屋内用），可

搬型トランシーバ（屋内用）等へ給電する。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡 

所
内
通
信
連
絡
設
備
及
び
所
内
デ
ー
タ
伝
送
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合 

また，安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制

に移行した際に，外部電源喪失に伴う非常用所内電源

系統等の機能喪失等により所内通信連絡設備及び所内

データ伝送設備が機能喪失していると判断した場合，

代替通信連絡設備を用いてパラメータを共有する手順

に着手する。 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所内の必要な場所で共有する。 

・屋内（現場）等における通信連絡には，代替通話系

統及び可搬型通話装置を使用する。 

・屋外（現場）における通信連絡には，可搬型衛星電

話（屋外用）又は可搬型トランシーバ（屋外用）を

使用する。 

・屋内（中央制御室，緊急時対策所並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室）における通信

連絡には，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型ト

ランシーバ（屋内用）を使用する。 

・緊急時対策所へのデータ伝送は，情報把握計装設備

の一部である前処理建屋可搬型情報収集装置等，代

替モニタリング設備の一部である可搬型排気モニタ

リング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリン

グ用データ伝送装置並びに代替気象観測設備の一部

である可搬型気象観測用データ伝送装置を使用す

る。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡 

所
外
通
信
連
絡
設
備
及
び
所
外
デ
ー
タ
伝
送
設
備
を
用
い
る
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行

した際に，全交流動力電源の喪失を伴わない場合，所

外通信連絡設備及び所外データ伝送設備を用いて通信

連絡及びパラメータを共有する手順に着手する。 

実施組織要員が，中央制御室から再処理事業所外

（国，地方公共団体，その他関係機関等）の通信連絡

を行う必要がある場所と通信連絡を行う場合は，一般

加入電話，衛星携帯電話及びファクシミリを使用する。 

支援組織要員が，緊急時対策所から再処理事業所外

（国，地方公共団体，その他関係機関等）の通信連絡

を行う必要がある場所と通信連絡を行う場合は，統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム等を使用する。 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所外の必要な場所で共有するため，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，

ファクシミリ及びデータ伝送設備を使用する。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡 

所
外
通
信
連
絡
設
備
及
び
所
外
デ
ー
タ
伝
送
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行

した際に，中央制御室の一般加入電話等から外部へ発

信を行い，発信音が確認できず，外部電源喪失に伴う

非常用所内電源系統等の機能喪失等により一般加入電

話等が機能喪失したと判断した場合，代替通信連絡設

備を用いて通信連絡する手順に着手する。 

実施組織要員が，中央制御室から再処理事業所外

（国，地方公共団体，その他関係機関等）の通信連絡

を行う必要がある場所と通信連絡を行う場合は，可搬

型衛星電話（屋外用）を使用する。 

また，安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制

に移行した際に，緊急時対策所の一般加入電話等から

外部へ発信を行い，発信音が確認できず，一般加入電

話等が機能喪失したと判断した場合，代替通信連絡設

備を用いて通信連絡する手順に着手する。 

支援組織要員が，緊急時対策所から再処理事業所外

（国，地方公共団体，その他関係機関等）の通信連絡

を行う必要がある場所と通信連絡を行う場合は，統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム及び可搬型衛星電話（屋内用）を

使用する。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡 

所
外
通
信
連
絡
設
備
及
び
所
外
デ
ー
タ
伝
送
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備が損傷又

は電源喪失した場合は，代替電源設備（充電池及び乾

電池を含む。）を用いて可搬型衛星電話（屋内用），可

搬型衛星電話（屋外用），統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデ

ータ伝送設備へ給電する。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡 

所
外
通
信
連
絡
設
備
及
び
所
外
デ
ー
タ
伝
送
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合 

また，安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制

に移行した際に，外部電源喪失に伴う非常用所内電源

系統等の機能喪失等により所外通信連絡設備及び所外

データ伝送設備が機能喪失していると判断した場合，

代替通信連絡設備を用いてパラメータを共有する手順

に着手する。 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所外（国，地方公共団体，その他関係機関等）の必要

な場所で共有する。 

・中央制御室からの連絡は，可搬型衛星電話（屋外用）

を使用する。 

・緊急時対策所からの連絡は，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム及び可搬型衛星電話（屋内用）を使用する。 

・再処理事業所外（国の緊急時対策支援システム（Ｅ

ＲＳＳ））へのデータ伝送は，データ伝送設備を使用

する。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡 

 

実施組織要員又は支援組織要員が，屋内（現場）等，

屋外（現場）及び屋内（中央制御室，緊急時対策所並

びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室）

との間で通信連絡を行う場合は，通常，ページング装

置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話，フ

ァクシミリを使用する。また，重要なパラメータを計

測し，その結果を再処理事業所内の必要な場所で共有

する場合は，上記設備に加えてプロセスデータ伝送サ

ーバ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ及び総合

防災盤を使用する。 

重大事故等時においてこれらが使用できない場合

は，代替通話系統，可搬型通話装置，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛

星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

を使用する。また，重要なパラメータを計測し，その

結果を再処理事業所内の必要な場所で共有する場合

は，上記設備に加えて情報把握計装設備の一部である

前処理建屋可搬型情報収集装置等，代替モニタリング

設備の一部である可搬型排気モニタリング用データ伝

送装置及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置

並びに代替気象観測設備の一部である可搬型気象観測

用データ伝送装置を使用する。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

電
源
確
保 

所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備が損傷又

は電源喪失した場合は，充電池，乾電池，代替電源設備

の一部である制御建屋可搬型発電機並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，緊急時対策

建屋代替電源設備の一部である緊急時対策建屋用発電

機に接続することにより，可搬型通話装置，可搬型衛

星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可

搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）へ給電する。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡 

 

実施組織要員又は支援組織要員が，中央制御室又は

緊急時対策所から再処理事業所外（国，地方公共団体，

その他関係機関等）へ通信連絡を行う場合は，通常，

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防

災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネット

ワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話，ファクシミリ又はデータ伝送設備

を使用するが，これらが使用できない場合は，代替通

信連絡設備として統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合

原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，可搬型衛

星電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及びデー

タ伝送設備を使用する。統合原子力防災ネットワーク

ＴＶ会議システムは，起動，通信状態の確認等を緊急

時対策所で実施する。 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所外の必要な場所で共有する場合も同様である。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

電
源
確
保 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備が損傷又

は電源喪失した場合は，充電池及び緊急時対策建屋代

替電源設備の一部である緊急時対策建屋用発電機に接

続することにより，統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統

合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，可搬型

衛星電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及びデ

ータ伝送設備へ給電する。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

代
替
電
源
設
備
か
ら
給
電
す
る
手
順
等 

代替電源設備から給電する手順については，「1.9 

電源の確保に関する手順等」及び「1.13 緊急時対策

所の居住性等に関する手順等」にて整備する。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

方
針
目
的 

重大事故等が発生した場合において，再処理事業所の内外の通信

連絡する必要のある場所と通信連絡を行うため，通信連絡設備及び

代替通信連絡設備により通信連絡を行う手順等を整備する。 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡 

所
内
通
信
連
絡
設
備
及
び
所
内
デ
ー
タ
伝
送
設
備
を
用
い
る
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行

した際に，全交流動力電源の喪失を伴わない場合，所

内通信連絡設備及び所内データ伝送設備を用いて通信

連絡及びパラメータを共有する手順に着手する。 

実施組織要員又は支援組織要員が，屋内（現場）等，

屋外（現場），屋内（中央制御室，緊急時対策所並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室）にお

いて相互に通信連絡を行う場合は，ページング装置，

所内携帯電話，専用回線電話等を使用する。 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所内の必要な場所で共有するため，ページング装置，

所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話，ファク

シミリ，プロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計

算機，環境中継サーバ及び総合防災盤を使用する。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡 

所
内
通
信
連
絡
設
備
及
び
所
内
デ
ー
タ
伝
送
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行

した際に，中央制御室の実施組織要員が所内携帯電話

を用いて他建屋の要員に連絡を実施し，他建屋の要員

に対して連絡ができず，外部電源喪失に伴う非常用所

内電源系統等の機能喪失等により所内携帯電話が機能

喪失したと判断した場合，代替通信連絡設備を用いて

通信連絡をする手順に着手する。 

実施組織要員又は支援組織要員が，屋内（現場）等，

屋外（現場），屋内（中央制御室，緊急時対策所並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室）にお

いて相互に通信連絡を行う場合は，代替通話系統，可

搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋外用）等を使用す

る。 

所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備が損傷又

は電源喪失した場合は，代替電源設備（充電池及び乾

電池を含む。）を用いて可搬型衛星電話（屋内用），可

搬型トランシーバ（屋内用）等へ給電する。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡 

所
内
通
信
連
絡
設
備
及
び
所
内
デ
ー
タ
伝
送
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合 

また，安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制

に移行した際に，外部電源喪失に伴う非常用所内電源

系統等の機能喪失等により所内通信連絡設備及び所内

データ伝送設備が機能喪失していると判断した場合，

代替通信連絡設備を用いてパラメータを共有する手順

に着手する。 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所内の必要な場所で共有する。 

・屋内（現場）等における通信連絡には，代替通話系

統及び可搬型通話装置を使用する。 

・屋外（現場）における通信連絡には，可搬型衛星電

話（屋外用）又は可搬型トランシーバ（屋外用）を

使用する。 

・屋内（中央制御室，緊急時対策所並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室）における通信

連絡には，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型ト

ランシーバ（屋内用）を使用する。 

・緊急時対策所へのデータ伝送は，情報把握計装設備

の一部である前処理建屋可搬型情報収集装置等，代

替モニタリング設備の一部である可搬型排気モニタ

リング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリン

グ用データ伝送装置並びに代替気象観測設備の一部

である可搬型気象観測用データ伝送装置を使用す

る。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡 

所
外
通
信
連
絡
設
備
及
び
所
外
デ
ー
タ
伝
送
設
備
を
用
い
る
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行

した際に，全交流動力電源の喪失を伴わない場合，所

外通信連絡設備及び所外データ伝送設備を用いて通信

連絡及びパラメータを共有する手順に着手する。 

実施組織要員が，中央制御室から再処理事業所外

（国，地方公共団体，その他関係機関等）の通信連絡

を行う必要がある場所と通信連絡を行う場合は，一般

加入電話，衛星携帯電話及びファクシミリを使用する。 

支援組織要員が，緊急時対策所から再処理事業所外

（国，地方公共団体，その他関係機関等）の通信連絡

を行う必要がある場所と通信連絡を行う場合は，統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム等を使用する。 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所外の必要な場所で共有するため，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，

ファクシミリ及びデータ伝送設備を使用する。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡 

所
外
通
信
連
絡
設
備
及
び
所
外
デ
ー
タ
伝
送
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行

した際に，中央制御室の一般加入電話等から外部へ発

信を行い，発信音が確認できず，外部電源喪失に伴う

非常用所内電源系統等の機能喪失等により一般加入電

話等が機能喪失したと判断した場合，代替通信連絡設

備を用いて通信連絡する手順に着手する。 

実施組織要員が，中央制御室から再処理事業所外

（国，地方公共団体，その他関係機関等）の通信連絡

を行う必要がある場所と通信連絡を行う場合は，可搬

型衛星電話（屋外用）を使用する。 

また，安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制

に移行した際に，緊急時対策所の一般加入電話等から

外部へ発信を行い，発信音が確認できず，一般加入電

話等が機能喪失したと判断した場合，代替通信連絡設

備を用いて通信連絡する手順に着手する。 

支援組織要員が，緊急時対策所から再処理事業所外

（国，地方公共団体，その他関係機関等）の通信連絡

を行う必要がある場所と通信連絡を行う場合は，統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム及び可搬型衛星電話（屋内用）を

使用する。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡 

所
外
通
信
連
絡
設
備
及
び
所
外
デ
ー
タ
伝
送
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備が損傷又

は電源喪失した場合は，代替電源設備（充電池及び乾

電池を含む。）を用いて可搬型衛星電話（屋内用），可

搬型衛星電話（屋外用），統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデ

ータ伝送設備へ給電する。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

対
応
手
段
等 

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡 

所
外
通
信
連
絡
設
備
及
び
所
外
デ
ー
タ
伝
送
設
備
が
損
傷
し
た
場
合
及
び
電
源
喪
失
し
た
場
合 

また，安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制

に移行した際に，外部電源喪失に伴う非常用所内電源

系統等の機能喪失等により所外通信連絡設備及び所外

データ伝送設備が機能喪失していると判断した場合，

代替通信連絡設備を用いてパラメータを共有する手順

に着手する。 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所外（国，地方公共団体，その他関係機関等）の必要

な場所で共有する。 

・中央制御室からの連絡は，可搬型衛星電話（屋外用）

を使用する。 

・緊急時対策所からの連絡は，統合原子力防災ネット

ワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シ

ステム及び可搬型衛星電話（屋内用）を使用する。 

・再処理事業所外（国の緊急時対策支援システム（Ｅ

ＲＳＳ））へのデータ伝送は，データ伝送設備を使用

する。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

再
処
理
事
業
所
内
の
通
信
連
絡 

 

実施組織要員又は支援組織要員が，屋内（現場）等，

屋外（現場）及び屋内（中央制御室，緊急時対策所並

びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室）

との間で通信連絡を行う場合は，通常，ページング装

置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話，フ

ァクシミリを使用する。また，重要なパラメータを計

測し，その結果を再処理事業所内の必要な場所で共有

する場合は，上記設備に加えてプロセスデータ伝送サ

ーバ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ及び総合

防災盤を使用する。 

重大事故等時においてこれらが使用できない場合

は，代替通話系統，可搬型通話装置，可搬型衛星電話

（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛

星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

を使用する。また，重要なパラメータを計測し，その

結果を再処理事業所内の必要な場所で共有する場合

は，上記設備に加えて情報把握計装設備の一部である

前処理建屋可搬型情報収集装置等，代替モニタリング

設備の一部である可搬型排気モニタリング用データ伝

送装置及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置

並びに代替気象観測設備の一部である可搬型気象観測

用データ伝送装置を使用する。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

電
源
確
保 

所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備が損傷又

は電源喪失した場合は，充電池，乾電池，代替電源設備

の一部である制御建屋可搬型発電機並びに使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，緊急時対策

建屋代替電源設備の一部である緊急時対策建屋用発電

機に接続することにより，可搬型通話装置，可搬型衛

星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可

搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋

外用）へ給電する。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

重
大
事
故
等
時
の
対
応
手
段
の
選
択 

再
処
理
事
業
所
外
の
通
信
連
絡 

 

実施組織要員又は支援組織要員が，中央制御室又は

緊急時対策所から再処理事業所外（国，地方公共団体，

その他関係機関等）へ通信連絡を行う場合は，通常，

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防

災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネット

ワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電

話，衛星携帯電話，ファクシミリ又はデータ伝送設備

を使用するが，これらが使用できない場合は，代替通

信連絡設備として統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合

原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，可搬型衛

星電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及びデー

タ伝送設備を使用する。統合原子力防災ネットワーク

ＴＶ会議システムは，起動，通信状態の確認等を緊急

時対策所で実施する。 

重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業

所外の必要な場所で共有する場合も同様である。 
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1.14 通信連絡に関する手順等 

配
慮
す
べ
き
事
項 

電
源
確
保 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備が損傷又

は電源喪失した場合は，充電池及び緊急時対策建屋代

替電源設備の一部である緊急時対策建屋用発電機に接

続することにより，統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統

合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，可搬型

衛星電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及びデ

ータ伝送設備へ給電する。 

配
慮
す
べ
き
事
項 

代
替
電
源
設
備
か
ら
給
電
す
る
手
順
等 

代替電源設備から給電する手順については，「1.9 

電源の確保に関する手順等」及び「1.13 緊急時対策

所の居住性等に関する手順等」にて整備する。 
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13．通信連絡に関する手順等 

 

【要求事項】 

 再処理事業者において、重大事故等が発生した場合において再処理施設の

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な手順等

が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果

を有する措置を講じた手順等をいう。 

 ａ）通信連絡設備は、代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）から

の給電を可能とすること。 

 ｂ）計測等を行った重要なパラメータを必要な場所で共有する手順等を整

備すること。 

 

重大事故等が発生した場合（化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認し

た場合を含む。）において，再処理事業所内外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うため，必要な対応として所内通信連絡設備を用いる場

合の対応，所内通信連絡設備が損傷した場合の対応，所内通信連絡設備が電

源喪失した場合の対応，所外通信連絡設備を用いる場合の対応，所外通信連

絡設備が損傷した場合の対応及び所外通信連絡設備が電源喪失した場合の対

応を整備する。 

代替通信連絡設備について，代替電源設備（電池等の予備電源設備を含む。）

からの給電を可能とする手順を整備する。 
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また，計測等を行った重要なパラメータを必要な場所で共有する手順を整

備する。 

ここでは，この対処設備を活用した手順等について説明する。 
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 ａ．対応手段と設備の選定 

 (ａ) 対応手段と設備の選定の考え方 

   重大事故等の発生時（化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した

場合を含む。）において，通信連絡設備が使用できる場合は，通信連絡

設備を用いて対応を行う。 

   重大事故等の発生時において，通信連絡設備であるページング装置，

所内携帯電話等が使用できない場合，その機能を代替するための対応手

段として，代替通信連絡設備を選定する。 

   代替通信連絡設備の他に，柔軟な対応を行うための対応手段として自

主対策設備を選定する。 

所内通信連絡設備におけるフォールトツリー分析を第13－９図，所外

通信連絡設備におけるフォールトツリー分析を第13－10図に示す。 

 

重大事故等対処設備として選定した通信連絡設備及び代替通信連絡

設備により，技術的能力審査基準だけでなく，事業指定基準規則第四十

七条及び技術基準規則第五十一条の要求機能を満足する設備が網羅さ

れていることを確認するとともに，重大事故等対処設備及び自主対策設

備との関係を明確にする。 

 

 (ｂ) 対応手段と設備の選定の結果 

   技術的能力審査基準，事業指定基準規則第四十七条及び技術基準規則

第五十一条の要求により選定した対応手段と，その対応に使用する重大

事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。通信連絡を行うために

必要な設備を第13－４表に示す。 

【補足説明資料 1.14.1】 
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  ⅰ．再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な対応手段及び設備 

  (ⅰ) 所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備を用いる場合 

   １） 対応手段 

重大事故等の対処時において所内通信連絡設備及び所内データ伝

送設備が使用可能な場合は，以下の対応手段がある。 

・再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行う手段 

・再処理事業所内で，重大事故等に対処するために必要なデータ

を伝送し，情報を共有する手段 

本対応で使用する設備は以下のとおり。 

   ａ） 所内通信連絡設備 

・ページング装置（設計基準対象の施設と兼用） 

・所内携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・専用回線電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

   ｂ） 所内データ伝送設備 

・プロセスデータ伝送サーバ（設計基準対象の施設と兼用） 

・放射線管理用計算機（設計基準対象の施設と兼用） 

・環境中継サーバ（設計基準対象の施設と兼用） 

・総合防災盤（設計基準対象の施設と兼用） 

   ｃ） 受電開閉設備・受電変圧器 

・受電開閉設備 
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・受電変圧器 

   ｄ） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線 

・6.9ｋＶ運転予備用母線 

   ｅ） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線 

・460Ｖ運転予備用母線 

   ｆ） 計測制御用交流電源設備 

・計測制御用交流電源設備 

【補足説明資料 1.14.4】 

 

   ２） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

臨界事故の拡大防止対策，有機溶媒等による火災又は爆発の対策

等の内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流動力電源の

喪失を伴わない重大事故等の発生時に用いる設備として，ページン

グ装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話，ファクシミ

リ，プロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サ

ーバ及び総合防災盤を重大事故等対処設備とする。 

化学物質の漏えい若しくは異臭等による有毒ガスの発生のおそ

れ又は有毒ガスが発生した場合に, 有毒ガスの検知手段として用い

るページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及

びファクシミリを重大事故等対処設備とする。 

     以上の重大事故等対処設備により，臨界事故の拡大防止対策，有

機溶媒等による火災又は爆発の対策及び有毒ガスの検知等の際は，

再処理事業所内の通信連絡を行うことが可能である。 
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【補足説明資料 1.14.2, 1.14.3】 

 

  (ⅱ) 所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備が損傷した場合 

   １） 対応手段 

     重大事故等の対処時において所内通信連絡設備及び所内データ伝

送設備が損傷した場合は，以下の対応手段がある。 

・再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行う手段 

・再処理事業所内で，重大事故等に対処するために必要なデータ

を伝送し，情報を共有する手段 

・情報把握計装設備の一部である前処理建屋可搬型情報収集装置

等，代替モニタリング設備の一部である可搬型排気モニタリン

グ用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用データ伝

送装置並びに代替気象観測設備の一部である可搬型気象観測

用データ伝送装置で計測等を行った重要なパラメータを再処

理事業所内の必要な場所で共有する手段 

     本対応で使用する設備は以下のとおり。 

 

   ａ） 代替通信連絡設備 

・代替通話系統 

・可搬型通話装置 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型トランシーバ（屋内用） 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

・可搬型トランシーバ（屋外用） 
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   ｂ） 情報把握計装設備 

     ・前処理建屋可搬型情報収集装置 

     ・分離建屋可搬型情報収集装置 

     ・精製建屋可搬型情報収集装置 

     ・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置 

     ・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置 

     ・制御建屋可搬型情報収集装置 

     ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置 

     ・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

     ・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

     ・情報把握計装設備用屋内用ケーブル 

     ・情報把握計装設備無線装置 

   ｃ） 代替モニタリング設備 

     ・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 

     ・可搬型環境モニタリング用データ伝送装置 

   ｄ） 代替気象観測設備 

     ・可搬型気象観測用データ伝送装置 

 

     所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備が損傷した場合に必要

な代替通信連絡設備は，代替電源からの給電を可能とする手段があ

る。 

     代替電源からの給電を確保するための設備は以下のとおり。 

   ｅ） 代替電源設備 

・制御建屋可搬型発電機 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 
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   ｄ） 緊急時対策建屋代替電源設備 

・緊急時対策建屋用発電機 

   ｆ） 自主対策設備 

・緊急時対策建屋用電源車 

【補足説明資料 1.14.4】 

 

   ２） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

     技術的能力審査基準，事業指定基準規則第四十七条及び技術基準

規則第五十一条で要求される再処理事業所内の通信連絡を行う設備

のうち，代替通話系統，可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），

可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用），可搬型

トランシーバ（屋外用），情報把握計装設備の一部である前処理建屋

可搬型情報収集装置等，代替モニタリング設備の一部である可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用

データ伝送装置，代替気象観測設備の一部である可搬型気象観測用

データ伝送装置，代替電源設備の一部である制御建屋可搬型発電機，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機並びに緊急時対

策建屋代替電源設備の一部である緊急時対策建屋用発電機を重大事

故等対処設備とする。 

     化学物質の漏えい若しくは異臭等による有毒ガスの発生のおそ

れ又は有毒ガスが発生した場合に,有毒ガスの検知手段として用い

る可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシー

バ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ

（屋外用）を重大事故等対処設備とする。 
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以上の重大事故等対処設備において，再処理事業所内の通信連絡

及び有毒ガスの検知を行うことが可能であることから，以下の設備

は自主対策設備とする。あわせてその理由を示す。 

・緊急時対策建屋用電源車 

     上記の設備は，降下火砕物の侵入を防止できないなど，重大事故

等対処設備に対して求められるすべての環境条件等に適合すること

ができないおそれがある。しかし，重大事故等発生時における環境

条件等に応じて適切に対処することができ，当該電源車の健全性が

確認できた場合には，移動，設置，ケーブルの接続等に時間を要す

るものの，緊急時対策建屋代替電源設備の一部である緊急時対策建

屋用発電機の代替手段として有効であることから，自主対策設備と

する。 

【補足説明資料 1.14.2, 1.14.3】 

 

  (ⅲ) 所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備が電源喪失した場合 

   １） 対応手段 

     重大事故等の対処時において所内通信連絡設備及び所内データ伝

送設備が電源喪失した場合の対応手段は，「(ⅱ) 所内通信連絡設備

及び所内データ伝送設備が損傷した場合」の対応手段と同様である。 

【補足説明資料 1.14.4】 

 

   ２） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

     重大事故等対処設備と自主対策設備は，「(ⅱ) 所内通信連絡設備

及び所内データ伝送設備が損傷した場合」と同様である。 
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     「(ⅱ) 所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備が損傷した場

合」の対応手段，重大事故等対処設備及び自主対策設備は，「(ⅲ)１） 

対応手段」及び「(ⅲ)２） 重大事故等対処設備と自主対策設備」と同

様である。そのため，「ｂ．重大事故等時の手順」においても，所内

通信連絡設備及び所内データ伝送設備が電源喪失した場合の手順は，

所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備が損傷した場合の手順と

同様である。 

【補足説明資料 1.14.2, 1.14.3】 

 

  ⅱ．再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な対応手段及び設備 

  (ⅰ) 所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備を用いる場合 

   １） 対応手段 

重大事故等の対処時において所外通信連絡設備及び所外データ伝

送設備が使用可能な場合は，以下の対応手段がある。 

・再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行う手段 

     ・国の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝

送し，情報を共有する手段 

     本対応で使用する設備は以下のとおり。 

   ａ） 所外通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の施設と

兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対象の施

設と兼用） 
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・統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基準対象

の施設と兼用） 

・一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・衛星携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

   ｂ） 所外データ伝送設備 

・データ伝送設備（設計基準対象の施設と兼用） 

   ｃ） 受電開閉設備・受電変圧器 

・受電開閉設備 

・受電変圧器 

   ｄ） 所内高圧系統 

・6.9ｋＶ非常用主母線 

・6.9ｋＶ運転予備用母線 

   ｅ） 所内低圧系統 

・460Ｖ非常用母線 

・460Ｖ運転予備用母線 

   ｆ） 計測制御用交流電源設備 

・計測制御用交流電源設備 

【補足説明資料 1.14.4】 

 

   ２） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

     技術的能力審査基準，事業指定基準規則第四十七条及び技術基準

規則第五十一条で要求される再処理事業所外への通信連絡を行う設

備のうち，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災
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ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力ネットワークＴＶ会議シス

テム，データ伝送設備及び緊急時対策建屋代替電源設備の一部であ

る緊急時対策建屋用発電機は，重大事故等対処設備とする。 

     また，臨界事故の拡大防止対策，有機溶媒等による火災又は爆発

の対策等の内的事象による安全機能の喪失を要因とし，全交流電源

の喪失を伴わない重大事故等の発生時に用いる一般加入電話，一般

携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，重大事故等対処設備

とする。 

     化学物質に漏えい若しくは異臭等による有毒ガスの発生のおそ

れ又は有毒ガスが発生した場合に, 有毒ガスの検知手段として用い

る一般加入電話，一般携帯電話及び衛星携帯電話を重大事故等対処

設備とする。 

 

以上の重大事故等対処設備により，臨界事故の拡大防止対策，有

機溶媒等による火災又は爆発の対策及び有毒ガスの検知等の際は，

再処理事業所外への通信連絡を行うことが可能である。 

【補足説明資料 1.14.2, 1.14.3】 

 

  (ⅱ) 所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備が損傷した場合 

   １） 対応手段 

重大事故等の対処時において所外通信連絡設備及び所外データ伝

送設備が損傷した場合は，以下の対応手段がある。 

・再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を

行う手段 

     ・国の緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝
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送し，情報を共有する手段 

・計装設備及び放射線管理施設で計測等を行った重大事故等の対

処に必要なパラメータを再処理事業所外の必要な場所で共有

する手段 

     本対応で使用する設備は以下のとおり。 

   ａ） 代替通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の施設と

兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対象の施

設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基準対象

の施設と兼用） 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

・データ伝送設備（設計基準対象の施設と兼用） 

 

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備が損傷した場合に必要

な代替通信連絡設備は，代替電源からの給電を可能とする手段があ

る。 

代替電源からの給電を確保するための設備は以下のとおり。 

   ｂ） 緊急時対策建屋代替電源設備 

・緊急時対策建屋用発電機 

・緊急時対策建屋用電源車 

【補足説明資料 1.14.4】 
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   ２） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

     技術的能力審査基準，事業指定基準規則第四十七条及び技術基準

規則第五十一条で要求される再処理事業所外への通信連絡を行う設

備のうち，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力ネットワークＴＶ会議シス

テム，データ伝送設備，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型衛星電話

（屋外用）及び緊急時対策建屋代替電源設備の一部である緊急時対

策建屋用発電機は，重大事故等対処設備とする。 

     化学物質の漏えいも若しくは異臭等による有毒ガスの発生のお

それ又は有毒ガスが発生した場合に, 有毒ガスの検知手段として用

いる可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）を重

大事故等対処設備とする。 

 

     以上の重大事故等対処設備において，再処理事業所外への通信連

絡及び有毒ガスの検知を行うことが可能であることから，以下の設

備は自主対策設備ととする。あわせてその理由を示す。 

・緊急時対策建屋用電源車 

上記の設備は，降下火砕物の侵入を防止できないなど，重大事故

等対処設備に対して求められるすべての環境条件等に適合すること

ができないおそれがあるが，重大事故等発生時における環境条件等

に応じて適切に対処することができ，当該電源車の健全性が確認で

きた場合には，移動，設置，ケーブルの接続等に時間を要するもの

の，緊急時対策建屋代替電源設備の一部である緊急時対策建屋用発

電機の代替手段として有効であることから，自主対策設備とする。 

【補足説明資料 1.14.2, 1.14.3】 
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  (ⅲ) 所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備が電源喪失した場合 

   １） 対応手段 

重大事故等の対処時において所外通信連絡設備及び所外データ伝

送設備が電源喪失した場合の対応手段は，「(ⅱ) 所外通信連絡設備

及び所外データ伝送設備が損傷した場合」の対応手段と同様である。 

【補足説明資料 1.14.4】 

 

   ２） 重大事故等対処設備と自主対策設備 

     重大事故等対処設備と自主対策設備は，「(ⅱ) 所外通信連絡設備

及び所外データ伝送設備が損傷した場合」の重大事故等対処設備と

自主対策設備と同様である。 

 

     「(ⅱ) 所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備が損傷した場

合」の対応手段，重大事故等対処設備及び自主対策設備は，「(ⅲ)１） 

対応手段」及び「(ⅲ)２） 重大事故等対処設備と自主対策設備」と同

様である。そのため，「ｂ．重大事故等時の手順」においても，所外

通信連絡設備及び所外データ伝送設備が電源喪失した場合の手順は，

所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備が損傷した場合の手順と

同様である。 

【補足説明資料 1.14.2, 1.14.3】 

 

ⅲ．手順等 

    上記ⅰ．及びⅱ．により選定した対応手段に係る手順を整備する。

機能喪失を想定する設備と整備する対応手段，対処設備，手順書一覧
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を第 13－１表及び第 13－２表に示す。 

これらの手順は，非常時対策組織の実施組織要員及び支援組織要員

による一連の対応として実施組織が用いる「重大事故等発生時対応手

順書」及び支援組織が用いる「重大事故等発生時支援実施手順書」に

定める。 
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ｂ．重大事故等時の手順 

 (ａ) 再処理事業所内の通信連絡 

  ⅰ．再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ための手順等 

重大事故等が発生した場合（化学物質の漏えい又は異臭等の異常を

確認した場合を含む。）において，所内通信連絡設備及び代替通信連

絡設備により再処理事業所内の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うため，以下の手段を用いた手順を整備する。 

 

  (ⅰ) 所内通信連絡設備を用いる場合の手段 

重大事故等への体制に移行した際に，所内携帯電話が使用できる場

合は，ページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話

及びファクシミリを用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の屋内と前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋外における通信連絡の手順を整備す

る。 

   １） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した場合のう

ち，全交流動力電源の喪失を伴わない場合。 

   ２） 使用する設備 

     所内の通信連絡において使用する設備は以下のとおり。 

   ａ） 所内通信連絡設備 
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・ページング装置（設計基準対象の施設と兼用） 

・所内携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・専用回線電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

 

   ３） 操作手順 

     所内通信連絡設備による所内の通信連絡の概要は以下のとおり。 

また，再処理事業所内への通信連絡手順の概要を第 13－１図～第

13－３図に示す。 

   ａ） ページング装置 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，マイク操作器を

用いて再処理事業所内各建屋のスピーカを介して放送を行う。 

   ｂ） 所内携帯電話 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員に

対して所内携帯電話の端末の携帯を指示する。 

②実施組織要員は，所内携帯電話の端末を用いて，通信先の電話

番号をダイヤルし，連絡する。 

   ｃ） 専用回線電話 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員に

対して専用回線電話の通信を指示する。 

②実施組織要員は，専用回線電話の端末を用いて，中央制御室又

は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室から緊急時

対策所の支援組織要員へ連絡をする。 

   ｄ） 一般加入電話 
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①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員に

対して一般加入電話の通信を指示する。 

②実施組織要員は，一般加入電話の端末を用いて，中央制御室か

ら使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の要員へ連

絡をする。 

   ｅ） ファクシミリ 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員に

対してファクシミリの通信を指示する。 

②実施組織要員は，ファクシミリを用いて，中央制御室から使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室又は緊急時対策所

の要員へ連絡をする。 

 

   ４） 操作の成立性 

     ページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及

びファクシミリは，設計基準の範囲内において使用している設備で

あり，特別な技量を要することなく，容易に操作が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，
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可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.9】 

 

  (ⅱ) 所内通信連絡設備が損傷した場合の手段 

   １） 屋内（現場）等における通信連絡 

重大事故等への体制に移行した際に所内携帯電話が機能喪失した

場合，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の屋内で作業を行う実

施組織の建屋対策班の班員と，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋の近傍で建屋内状況の確認をする実施組織の現場管理者は，代替

通話系統及び可搬型通話装置を用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の屋内

及び近傍における通信連絡の手順を整備する。 

   ａ） 手順着手の判断基準 

     安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した際に，中

央制御室の実施組織要員が所内携帯電話を用いて他建屋の要員に連

絡を実施し，他建屋の要員に対して連絡ができず，外部電源喪失に

伴う非常用所内電源系統等の機能喪失等により所内携帯電話が機能

喪失したと判断した場合。 

   ｂ） 使用する設備 

     前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の屋内から各建屋の屋外へ

の通信連絡において使用する設備は以下のとおり。 
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   ⅰ） 代替通信連絡設備 

・代替通話系統 

・可搬型通話装置 

   ｃ） 操作手順 

     代替通話系統及び可搬型通話装置による前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の屋内から各建屋の屋外への通信連絡の概要は以下の

とおり。 

また，屋内（現場）における再処理事業所内への通信連絡手順の

概要を第 13－１図に示す。代替通信連絡設備のアクセスルートを第

13－11 図～第 13－15 図に示す。 

   ⅰ） 可搬型通話装置の配備 

     ①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織の各建

屋対策班の班員及び現場管理者へ，可搬型通話装置の装備を指

示する。 

     ②各建屋対策班の班員は，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋の屋内に立ち入った際，装備している可搬型通話装置を代

替通話系統の接続口に接続する。 

     ③現場管理者は，可搬型通話装置を前処理建屋，分離建屋，精製

建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガ

ラス固化建屋の屋内の突入口付近の代替通話系統の接続口に

接続する。 

     ④可搬型通話装置は，それぞれを代替通話系統に接続することで

通話可能となるため，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラ
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ン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建

屋で作業を行う際の通信連絡手段とする。また，本作業は屋内

作業であるため，降灰による影響は無い。 

     ⑤可搬型通話装置は，乾電池で動作するため代替電源は不要であ

る。可搬型通話装置で使用する乾電池は，７日間以内に残量が

無くなることは考え難いが，もし無くなった場合は，他の可搬

型通話装置の端末と交換又は予備の乾電池を使用する。 

 

   ｄ） 操作の成立性 

     可搬型通話装置による通信連絡については，代替通話系統が前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

及び高レベル廃液ガラス固化建屋に常設重大事故等対処設備として

敷設されているため，設置作業に要する時間はなく，可搬型通話装

置を接続することにより通信連絡が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.8, 1.14.9】 
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   ２） 屋外（現場）における通信連絡 

重大事故等への体制に移行した際に所内携帯電話が機能喪失した

場合，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の屋外から実施組織の放射線対応班の班員，建屋外対応班

の班員，建屋対策班の班員及び支援組織の放射線管理班の班員が中

央制御室又は緊急時対策所へ連絡を行う際並びに前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃

液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋外間で実施

組織の放射線対応班の班員，建屋外対応班の班員，建屋対策班の班

員及び支援組織の放射線管理班の班員は，可搬型衛星電話（屋外用）

又は可搬型トランシーバ（屋外用）を用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋外における通信連絡の手順を整備する。 

   ａ） 手順着手の判断基準 

     安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した際に，中

央制御室の実施組織要員が所内携帯電話を用いて他建屋の要員に連

絡を実施し，他建屋の要員に対して連絡ができず，外部電源喪失に

伴う非常用所内電源系統等の機能喪失等により所内携帯電話が機能

喪失したと判断した場合。 

   ｂ） 使用する設備 

     前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の屋外における通信連絡において使用する設備は以下のとおり。 
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   ⅰ） 代替通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

・可搬型トランシーバ（屋外用） 

   ｃ） 操作手順 

     可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）に

よる前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯

蔵建屋の屋外における通信連絡の概要は以下のとおり。 

また，屋外（現場）における再処理事業所内への通信連絡手順の

概要を第 13－２図に示す。 

   ⅰ） 可搬型衛星電話（屋外用）の配備 

     ①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織の現場

管理者，放射線対応班の班員，建屋外対応班の班員及び建屋対

策班の班員へ可搬型衛星電話（屋外用）を配備する。 

また，支援組織の放射線管理班の班員へも可搬型衛星電話（屋

外用）を配備する。 

     ②可搬型衛星電話（屋外用）を使用する要員は，各作業場所へ可

搬型衛星電話（屋外用）の端末を持参し，使用する際に電源を

入れることにより，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋外から中央制御室又は緊急時

対策所へ連絡を行う際並びに前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化

建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋外間の通信連絡手段

とする。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を
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確認した場合は，事前の対応作業として，除灰作業の準備を実

施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実

施する。 

     ③可搬型衛星電話（屋外用）は，充電池から給電を行い，10 時間

使用することが可能である。使用開始から 10 時間を目安に充

電池の残容量を適宜確認し，残容量が少なくなったことを確認

後，充電池の交換を行う。 

   ⅱ） 可搬型トランシーバ（屋外用）の配備 

     ①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織の現場

管理者，放射線対応班の班員，建屋外対応班の班員，建屋対策

班の班員へ可搬型トランシーバ（屋外用）を配備する。 

      また，支援組織の放射線管理班の班員へも可搬型トランシーバ

（屋外用）を配備する。 

     ②可搬型トランシーバ（屋外用）を使用する要員は，各作業場所

へ可搬型トランシーバ（屋外用）の端末を持参し，使用する際

に電源を入れることにより，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化

建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋外から中央制御室又

は緊急時対策所へ連絡を行う際並びに前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋外間で連

絡を行う際の通信連絡手段とする。火山の影響により，降灰予

報（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応作業と

して，除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認したのち

必要に応じ，除灰作業を実施する。 
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     ③可搬型トランシーバ（屋外用）は，充電池から給電を行い，10

時間使用することが可能である。使用開始から 10 時間を目安

に充電池の残容量を適宜確認し，残容量が少なくなったことを

確認後，充電池の交換を行う。 

 

   ｄ） 操作の成立性 

     可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，

配備後すぐに使用可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.8, 1.14.9】 

 

   ３） 屋内（中央制御室，緊急時対策所等）における通信連絡 

重大事故等への体制に移行した際にページング装置，所内携帯電

話及び専用回線電話が機能喪失した場合，中央制御室又は緊急時対

策所から実施組織の制御建屋班長，建屋外対応班長，放射線対応班

長又は支援組織の放射線管理班の班員が前処理建屋，分離建屋，精
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製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス

固化建屋の屋外へ連絡を行う際及び中央制御室，緊急時対策所並び

に使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室間で実施組織の使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋班長，制御建屋班長，建屋外対応班長，

建屋外対応班の班員又は支援組織の総括班の班員が連絡を行う際は，

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）を用

いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた中央制御室，緊急時対策所並びに使用済燃

料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の屋内における通信連絡の手

順を整備する。 

   ａ） 手順着手の判断基準 

     安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した際に，中

央制御室の実施組織要員が所内携帯電話を用いて他建屋の要員に連

絡を実施し，他建屋の要員に対して連絡ができず，外部電源喪失に

伴う非常用所内電源系統等の機能喪失等により所内携帯電話が機能

喪失したと判断した場合。 

   ｂ） 使用する設備 

     屋内（中央制御室，緊急時対策所等）における通信連絡において

使用する設備は以下のとおり。 

   ⅰ） 代替通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型トランシーバ（屋内用） 

 

   ｃ） 操作手順 

     可搬型衛星電話（屋内用）又は可搬型トランシーバ（屋内用）に
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よる中央制御室，緊急時対策所又は使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設の制御室における通信連絡の概要は以下のとおり。 

また，屋内（中央制御室及び緊急時対策所等）における再処理事

業所内への通信連絡手順の概要を第 13－３図に示す。代替通信連絡

設備のアクセスルートを第 13－16 図～第 13－24 図に示す。 

   ⅰ） 可搬型衛星電話（屋内用）の配備 

     ①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織の中央

制御室に滞在する制御建屋班長，放射線対応班長及び建屋外対

応班の班員並びに緊急時対策所に滞在する建屋外対応班長に

可搬型衛星電話（屋内用）を配備する。また，使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室に可搬型衛星電話（屋内用）を

配備する。 

 また，非常時対策組織の本部長は，支援組織の中央制御室に

滞在する総括班の班員並びに緊急時対策所に滞在する放射線

管理班の班員及び総括班の班員へも可搬型衛星電話（屋内用）

を配備する。 

     ②可搬型衛星電話（屋内用）は，中央制御室で使用する分は通信

班の班員及び建屋対策班の班員が，緊急時対策所で使用する分

は支援組織要員が，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制

御室で使用する分は放射線対応班の班員が配備する。 

各班員及び要員は，アンテナ及びレシーバを中央制御室，緊急

時対策所並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の屋外に配備し，アンテナとレシーバ間をアンテナケーブル

で接続する。その後，ハンドセットを中央制御室，緊急時対策

所又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に配備
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し，レシーバとハンドセット間をＬＡＮケーブルで接続する。

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した

場合は，事前の対応作業として，除灰作業の準備を実施する。

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

     ③通話可能となった可搬型衛星電話（屋内用）を用い，中央制御

室，緊急時対策所又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室から前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済

燃料受入れ・貯蔵建屋の屋外並びに中央制御室，緊急時対策所

並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室間で連

絡を行う。 

     ④可搬型衛星電話（屋内用）は，中央制御室で使用する場合は代

替電源設備の一部である制御建屋可搬型発電機から，緊急時対

策所で使用する場合は緊急時対策建屋代替電源設備の一部で

ある緊急時対策建屋用発電機又は緊急時対策建屋用電源車か

ら，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で使用する

場合は代替電源設備の一部である使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機から給電を行う。 

     ⑤中央制御室で使用する場合で重大事故等の発生後 11 時間以内

に使用する場合は，代替電源設備の一部である制御建屋可搬型

発電機が配備されていないため，充電池を用いて電源の給電を

行う。この場合，充電池給電でも 11 時間以上使用することが

可能であるため，代替電源設備の一部である制御建屋可搬型発

電機が準備されるまで充電池の交換を行う必要はない。 
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   ⅱ） 可搬型トランシーバ（屋内用）の配備 

     ①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織の中央

制御室に滞在する制御建屋班長，放射線対応班長，建屋外対応

班の班員及び緊急時対策所に滞在する建屋外対応班長並びに

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室へ可搬型トラ

ンシーバ（屋内用）を配備する。 

 また，支援組織の中央制御室に滞在する総括班の班員並びに

緊急時対策所に滞在する放射線管理班の班員及び総括班の班

員へも可搬型トランシーバ（屋内用）を配備する。 

     ②可搬型トランシーバ（屋内用）は，中央制御室で使用する分は

通信班の班員及び建屋対策班の班員が，緊急時対策所で使用す

る分は支援組織要員が，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室で使用する分は放射線対応班の班員が配備する。各班

の班員及び要員は，アンテナ及びレシーバを中央制御室，緊急

時対策所並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御

室の屋外に配備し，アンテナとレシーバ間をアンテナケーブル

で接続する。その後，ハンドセットを中央制御室，緊急時対策

所又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に配備

し，レシーバとハンドセット間をＬＡＮケーブルで接続する。 

火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した

場合は，事前の対応作業として，除灰作業の準備を実施する。

また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

     ③通話可能となった可搬型トランシーバ（屋内用）を用い，中央

制御室，緊急時対策所又は使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設の制御室から前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ
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ルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋外へ連絡を行う際及び中央制御

室，緊急時対策所並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室間で連絡を行う際の通信連絡手段とする。 

     ④可搬型トランシーバ（屋内用）は，中央制御室で使用する場合

は代替電源設備の一部である制御建屋可搬型発電機から，緊急

時対策所で使用する場合は緊急時対策建屋代替電源設備の一

部である緊急時対策建屋用発電機又は緊急時対策建屋用電源

車，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で使用する

場合は代替電源設備の一部である使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設可搬型発電機から給電を行う。 

     ⑤中央制御室で使用する場合で重大事故等の発生後 11 時間以内

に使用する場合は，代替電源設備の一部である制御建屋可搬型

発電機が配備されていないため，充電池を用いて電源の給電を

行う。この場合，充電池給電でも 11 時間以上使用することが

可能であるため，代替電源設備の一部である制御建屋可搬型発

電機が準備されるまで充電池の交換を行う必要はない。 

 

   ｄ） 操作の成立性 

     可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）の

制御建屋への配備分については，実施責任者１人，要員管理班の班

員３人，情報管理班の班員３人，通信班長１人，建屋外対応班長１

人及び建屋対策班の班員 12 人の合計 21 人体制にて作業を実施した

場合，事象発生後，現場環境確認が完了する１時間 30 分以内に配備

可能である。 
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使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への配備分については，実施責任者

１人，要員管理班の班員３人，情報管理班の班員３人，通信班長１

人，建屋外対応班長１人及び放射線対応班の班員３人の合計 12 人体

制にて，作業開始から１時間以内に，事象発生後から 24 時間以内に

配備可能である。 

緊急時対策建屋への配備分については，非常時対策組織の本部長

1 人，支援組織要員８人の合計 9 人にて，事象発生後，作業開始か

ら１時間 20 分以内に配備可能である。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）の

タイムチャートを第 13－６図～第 13－８図に示す。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.8, 1.14.9】 

 

  ⅱ．計測等を行った重要なパラメータを再処理事業所内の必要な場所で

共有するための手順等 

    重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業所内の必要な場
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所で共有するため，所内通信連絡設備，所内データ伝送設備及び代替

通信連絡設備（以下「所内通信連絡設備等」という。）を使用する。 

    直流電源喪失時等，可搬型の計測器等にて，重大事故等の対処に必

要なパラメータのうち，貯槽等温度や再処理施設周辺の放射線線量率

等の重要なパラメータを計測し，その結果を所内通信連絡設備等によ

り各建屋の屋外，中央制御室及び緊急時対策所で共有する場合は，以

下の設備を使用する。 

 

  (ⅰ) 所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備を用いる場合の手段 

   １） 事業所内の通信連絡 

   ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した場合のう

ち，全交流動力電源の喪失を伴わない場合。 

   ｂ） 使用する設備 

     事業所内の連絡において使用する設備は以下のとおり。 

   ｉ） 所内通信連絡設備 

・ページング装置（設計基準対象の施設と兼用） 

・所内携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・専用回線電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

 

   ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ａ)ⅰ． (ⅰ) 所内通信連絡設備を用いる場合の手段」

にて整備する。 
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重要なパラメータを計測する手順等は，「９．事故時の計装に関す

る手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

   ｄ） 操作の成立性 

     ページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及

びファクシミリは，設計基準の範囲内において使用している設備で

あり，特別な技量を要することなく，容易に操作が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.9】 

 

   ２） 緊急時対策所へのデータ伝送 

   ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した場合のう

ち，全交流動力電源の喪失を伴わない場合。 

   ｂ） 使用する設備 

     緊急時対策所へのデータ伝送において使用する設備は以下のとお

り。 
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   ⅰ） 所内データ伝送設備 

・プロセスデータ伝送サーバ（設計基準対象の施設と兼用） 

・放射線管理用計算機（設計基準対象の施設と兼用） 

・環境中継サーバ（設計基準対象の施設と兼用） 

・総合防災盤（設計基準対象の施設と兼用） 

 

   ｃ） 操作手順 

   ⅰ） プロセスデータ伝送サーバ 

     ①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員に

対してプロセスデータ伝送サーバの起動状態の確認を指示す

る。 

     ②実施組織要員は，プロセスデータ伝送サーバを直接確認し，起

動していることを確認する。 

   ⅱ） 放射線管理用計算機 

     ①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員に

対して放射線管理用計算機の起動状態の確認を指示する。 

     ②実施組織要員は，放射線管理用計算機を直接確認し，起動して

いることを確認する。 

   ⅲ） 環境中継サーバ 

     ①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員に

対して環境中継サーバの起動状態の確認を指示する。 

     ②実施組織要員は，緊急時対策所の支援組織要員と連絡を取り合

い，環境中継サーバが起動していることを確認する。 

   ⅳ） 総合防災盤 

     ①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員に
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対して総合防災盤の起動状態の確認を指示する。 

②実施組織要員は，総合防災盤を直接確認し，起動していること

を確認する。 

 

   ｄ） 操作の成立性 

     プロセスデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サー

バ及び総合防災盤は，設計基準の範囲内において使用している設備

であり，特別な技量を要することなく，容易に操作が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.9】 

 

  (ⅱ) 所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備が損傷した場合の手段 

   １） 屋内（現場）等からの通信連絡 

   ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した際に，中

央制御室の実施組織要員が所内携帯電話を用いて他建屋の要員に連
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絡を実施し，他建屋の要員に対して連絡ができず，外部電源喪失に

伴う非常用所内電源系統等の機能喪失等により所内携帯電話が機能

喪失したと判断した場合。 

   ｂ） 使用する設備 

     前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋の屋内から各建屋の屋外へ

の通信連絡において使用する設備は以下のとおり。 

   ⅰ） 代替通信連絡設備 

・代替通話系統 

・可搬型通話装置 

 

   ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ａ)ⅰ． (ⅱ) １） 屋内（現場）等における通信連絡」

にて整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「９．事故時の計装に関す

る手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

   ｄ） 操作の成立性 

可搬型通話装置による通信連絡については，代替通話系統が前処

理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

及び高レベル廃液ガラス固化建屋に常設重大事故等対処設備として

敷設されているため，設置作業に要する時間はなく，可搬型通話装

置を接続することにより通信連絡が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 
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線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.8, 1.14.9】 

 

   ２） 屋外（現場）からの通信連絡 

   ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した際に，中

央制御室の実施組織要員が所内携帯電話を用いて他建屋の要員に連

絡を実施し，他建屋の要員に対して連絡ができず，外部電源喪失に

伴う非常用所内電源系統等の機能喪失等により所内携帯電話が機能

喪失したと判断した場合。 

   ｂ） 使用する設備 

     前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵

建屋の屋外から各建屋の屋外への通信連絡において使用する設備は

以下のとおり。 

   ⅰ） 代替通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

・可搬型トランシーバ（屋外用） 
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   ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ａ)ⅰ． (ⅱ)２） 屋外（現場）における通信連絡」にて

整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「９．事故時の計装に関す

る手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

   ｄ） 操作の成立性 

     可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，

配備後すぐに使用可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.8, 1.14.9】 

 

   ３） 屋内（中央制御室，緊急時対策所等）からの連絡 

   ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した際に，中

央制御室の実施組織要員が所内携帯電話を用いて他建屋の要員に連

絡を実施し，他建屋の要員に対して連絡ができず，外部電源喪失に
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伴う非常用所内電源系統等の機能喪失等により所内携帯電話が機能

喪失したと判断した場合。 

   ｂ） 使用する設備 

     中央制御室，緊急時対策所及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋

内からの連絡において使用する設備は以下のとおり。 

   ⅰ） 通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型トランシーバ（屋内用） 

   ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ａ)ⅰ． (ⅱ)３） 屋内（中央制御室，緊急時対策所等）

における通信連絡」にて整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「９．事故時の計装に関す

る手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

   ｄ） 操作の成立性 

     可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）の

制御建屋への配備分については，実施責任者１人，要員管理班の班

員３人，情報管理班の班員３人，通信班長１人，建屋外対応班長１

人及び建屋対策班の班員 12 人の合計 21 人体制にて作業を実施した

場合，事象発生後，現場環境確認が完了する１時間 30 分以内に配備

可能である。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への配備分については，実施責任者

１人，要員管理班の班員３人，情報管理班の班員３人，通信班長１

人，建屋外対応班長１人及び放射線対応班の班員３人の合計 12 人体

制にて，作業開始から１時間以内に，事象発生後から 24 時間以内に

配備可能である。 
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緊急時対策建屋への配備分については，非常時対策組織の本部長

１人，支援組織要員８人の合計９人にて，事象発生後，作業開始か

ら１時間 20 分以内に配備可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.8, 1.14.9】 

 

   ４） 緊急時対策所へのデータ伝送 

   ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した際に，外

部電源喪失に伴う非常用所内電源系統等の機能喪失等により所内デ

ータ伝送設備が機能喪失していると判断した場合。 

   ｂ） 使用する設備 

     緊急時対策所へのデータ伝送において使用する設備は以下のとお

り。 

   ⅰ） 情報把握計装設備 

     ・前処理建屋可搬型情報収集装置 
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     ・分離建屋可搬型情報収集装置 

     ・精製建屋可搬型情報収集装置 

     ・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋可搬型情報収集装置 

     ・高レベル廃液ガラス固化建屋可搬型情報収集装置 

     ・制御建屋可搬型情報収集装置 

     ・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋可搬型情報収集装置 

     ・第１保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

     ・第２保管庫・貯水所可搬型情報収集装置 

     ・情報把握計装設備用屋内用ケーブル 

     ・情報把握計装設備無線装置 

   ⅱ） 代替モニタリング設備 

     ・可搬型排気モニタリング用データ伝送装置 

     ・可搬型環境モニタリング用データ伝送装置 

   ⅲ） 代替気象観測設備 

     ・可搬型気象観測用データ伝送装置 

   ｃ） 操作手順 

情報把握計装設備の一部である前処理建屋可搬型情報収集装置等

の操作手順は，「９．事故時の計装に関する手順等」にて整備する。 

代替モニタリング設備の一部である可搬型排気モニタリング用デ

ータ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置並びに

代替気象観測設備の一部である可搬型気象観測用データ伝送装置の

操作手順は，「11．監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

   ｄ） 操作の成立性 

情報把握計装設備の一部である前処理建屋可搬型情報収集装置等

の操作の成立性は，「９．事故時の計装に関する手順等」に記載する。 
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代替モニタリング設備の一部である可搬型排気モニタリング用デ

ータ伝送装置及び可搬型環境モニタリング用データ伝送装置並びに

代替気象観測設備の一部である可搬型気象観測用データ伝送装置の

操作の成立性は，「11．監視測定等に関する手順等」に記載する。 

 

 (ｂ) 再処理事業所外への通信連絡 

  ⅰ．再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ための手順等 

重大事故等が発生した場合（化学物質の漏えい又は異臭等の異常を

確認した場合を含む）において，所外通信連絡設備により再処理事業

所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，以下の

手段を用いた手順を整備する。 

 

 

  (ⅰ) 所外通信連絡設備を用いる場合の手段 

重大事故等への体制に移行した際に，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ電話等が使用できる場合は，統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話等の所外通信連絡設備を用いて重大事故等の対策の準備を行う。所

外における通信連絡としては，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワ

ークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話

及びファクシミリを用いて通信連絡を行う。 

    これらの設備を用いた中央制御室及び緊急時対策所における通信連

絡の手順を整備する。 
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   １） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した場合のう

ち，全交流動力電源の喪失を伴わない場合。 

   ２） 使用する設備 

     所外の通信連絡において使用する設備は以下のとおり。 

   ａ） 所外通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の施設   

と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対象の施

設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基準対象

の施設と兼用） 

・一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・衛星携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

   ３） 操作手順 

所外通信連絡設備による所外の通信連絡の概要は以下のとおり。 

また，再処理事業所外への通信連絡手順の概要を第 13－４図及び

第 13－５図に示す。 

   ａ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，支援組織要員に

対して統合原子力防災ネットワークＩＰ電話の通信を指示す

る。 

②支援組織要員は，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話を用い
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て，緊急時対策所から事業所外へ連絡をする。 

   ｂ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，支援組織要員に

対して統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸの通信を指

示する。 

②支援組織要員は，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸを

用いて，緊急時対策所から事業所外へ連絡をする。 

   ｃ） 統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，支援組織要員に

対して統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムの通信

を指示する。 

②支援組織要員は，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システ

ムを起動し，通信状態の確認を行う。 

③支援組織要員は，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システ

ムを用いて，緊急時対策所から事業所外へ連絡をする。 

   ｄ） 一般加入電話 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員又

は支援組織要員に対して一般加入電話の通信を指示する。 

②実施組織要員は，一般加入電話の端末を用いて，中央制御室か

ら事業所外へ連絡をする。支援組織要員は，一般加入電話の端

末を用いて緊急時対策所から事業所外へ連絡をする。 

   ｅ） 一般携帯電話 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，支援組織要員に

対して一般携帯電話の通信を指示する。 

②支援組織要員は，一般携帯電話の端末を用いて，緊急時対策所
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から事業所外へ連絡をする。 

   ｆ） 衛星携帯電話 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員又

は支援組織要員に対して衛星携帯電話の通信を指示する。 

②実施組織要員は，衛星携帯電話の端末を用いて，中央制御室か

ら事業所外へ連絡をする。支援組織要員は，衛星携帯電話の端

末を用いて，緊急時対策所から事業所外へ連絡をする。 

   ｇ） ファクシミリ 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員又

は支援組織要員に対してファクシミリの通信を指示する。 

     ②実施組織要員は，ファクシミリを用いて，中央制御室から事業

所外へ連絡をする。支援組織要員は，ファクシミリを用いて，

緊急時対策所から事業所外へ連絡をする。 

 

   ４） 操作の成立性 

     統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，

設計基準の範囲内において使用している設備であり，特別な技量を

要することなく，容易に操作が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 
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さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.9】 

 

  (ⅱ) 所外通信連絡設備が損傷した場合の手段 

   １） 中央制御室における通信連絡 

重大事故等への体制に移行した際に中央制御室の一般加入電話及

び衛星携帯電話が機能喪失した場合，中央制御室の屋外から実施組

織の連絡責任者（実施責任者又はあらかじめ指名された者）が再処

理事業所外への連絡を行う際は，可搬型衛星電話（屋外用）を用い

て通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた中央制御室における通信連絡の手順を整備

する。 

   ａ） 手順着手の判断基準 

     安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した際に，中

央制御室の一般加入電話等から外部へ発信を行い，発信音が確認で

きず，外部電源喪失に伴う非常用所内電源系統等の機能喪失等によ

り一般加入電話等が機能喪失したと判断した場合。 

   ｂ） 使用する設備 

     中央制御室から事業所外（国，地方公共団体，その他関係機関等）

への通信連絡において使用する設備は以下のとおり。 

   ⅰ） 代替通信連絡設備 
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・可搬型衛星電話（屋外用） 

   ｃ） 操作手順 

 可搬型衛星電話（屋外用）による再処理事業所外への通信連絡の

概要は以下のとおり。 

また，中央制御室における再処理事業所外への通信連絡手順の概

要を第 13－４図に示す。 

   ⅰ） 可搬型衛星電話（屋外用）の配備 

     ①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織の中央

制御室に滞在する建屋外対応班の班員へ可搬型衛星電話（屋外

用）を配備する。 

     ②可搬型衛星電話（屋外用）を使用する要員は，中央制御室の屋

外へ可搬型衛星電話（屋外用）の端末を持参し，使用する際に

電源を入れることにより，中央制御室の屋外から再処理事業所

外へ連絡を行う際の通信連絡手段とする。火山の影響により，

降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前の対応

作業として，除灰作業の準備を実施する。また，降灰を確認し

たのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

③可搬型衛星電話（屋外用）の電源は，充電池から給電を行う。

この場合，充電池給電で 10 時間使用することが可能である。

使用開始から 10 時間を目安に充電池の残容量を適宜確認し，

残容量が少なくなったことを確認後，充電池の交換を行う。 

   ｄ） 操作の成立性 

     可搬型衛星電話（屋外用）は，配備後すぐに使用可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の
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状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.8, 1.14.9】 

 

   ２） 緊急時対策所における通信連絡 

重大事故等への体制に移行した際に緊急時対策所の一般加入電話

等が機能喪失した場合，緊急時対策所から支援組織要員が再処理事

業所外への連絡を行う際は，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネット

ワークＴＶ会議システム及び可搬型衛星電話（屋内用）を用いて通

信連絡を行う。 

これらの設備を用いた緊急時対策所における通信連絡の手順を整

備する。 

   ａ） 手順着手の判断基準 

     安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した際に，緊

急時対策所の一般加入電話等から外部へ発信を行い，発信音が確認

できず，外部電源喪失に伴う非常用所内電源系統等の機能喪失等に

より一般加入電話等が機能喪失したと判断した場合。 

   ｂ） 使用する設備 
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     緊急時対策所から事業所外（国，地方公共団体，その他関係機関

等）への通信連絡において使用する設備は以下のとおり。 

   ⅰ） 代替通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の施設と

兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対象の施

設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基準対象

の施設と兼用） 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

   ｃ） 操作手順 

     統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システ

ムの電源は代替電源から給電し使用する。 

電源を代替電源から給電する手順は，「(ｃ) 電源を代替電源から給

電する手順等」にて整備する。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム

及び可搬型衛星電話（屋内用）による再処理事業所外への通信連絡

の概要は以下のとおり。 

また，緊急時対策所における再処理事業所外への通信連絡手順の

概要を第 13－５図に示す。代替通信連絡設備のアクセスルートを第

13－22 図～第 13－24 図に示す。 

   ⅰ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

操作手順は，「(ｂ)ⅱ．(ⅰ) 所外通信連絡設備を用いる場合の手段」
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にて整備する。 

代替電源からの給電手順については，「(ｃ)(ⅲ) 緊急時対策建屋用

発電機又は緊急時対策建屋用電源車による統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話等への給電」にて整備する。 

 

   ⅱ） 統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

操作手順は，「(ｂ)ⅱ．(ⅰ) 所外通信連絡設備を用いる場合の手段」

にて整備する。 

代替電源からの給電手順については，「(ｃ)(ⅲ) 緊急時対策建屋用

発電機又は緊急時対策建屋用電源車による統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話等への給電」にて整備する。 

   ⅲ） 統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

操作手順は，「(ｂ)ⅱ．(ⅰ) 所外通信連絡設備を用いる場合の手段」

にて整備する。 

代替電源からの給電手順については，「(ｃ)(ⅲ) 緊急時対策建屋用

発電機又は緊急時対策建屋用電源車による統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話等への給電」にて整備する。 

   ⅳ） 可搬型衛星電話（屋内用）の配備 

     ①非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準に基づき，支

援組織の緊急時対策所に滞在する総括班の班員へ可搬型衛星

電話（屋内用）を配備する。 

     ②可搬型衛星電話（屋内用）を使用する要員は，アンテナ及びレ

シーバを緊急時対策所の屋外に配備し，アンテナとレシーバ間

をアンテナケーブルで接続する。その後，ハンドセットを緊急

時対策所に配備し，レシーバとハンドセット間をＬＡＮケーブ
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ルで接続する。火山の影響により，降灰予報（「やや多量」以

上）を確認した場合は，事前の対応作業として，除灰作業の準

備を実施する。また，降灰を確認したのち必要に応じ，除灰作

業を実施する。 

     ③通話可能となった可搬型衛星電話（屋内用）を用い，緊急時対

策所から再処理事業所外へ連絡を行う際の通信連絡手段とす

る。 

④可搬型衛星電話（屋内用）の電源は，緊急時対策所で使用する

場合は緊急時対策建屋用発電機又は緊急時対策建屋用電源車

から給電を行う。 

   ｄ） 操作の成立性 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，

設計基準対象の施設として使用している設備であり，特別な技量を

要することなく，容易に操作が可能である。 

可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時対策所への配備分について

は，非常時対策組織の本部長１人及び支援組織要員８人の合計９人

にて，事象発生後，作業開始から１時間 20 分以内に配備可能である。 

可搬型衛星電話（屋内用）のタイムチャートを第 13－８図に示す。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 
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さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.8, 1.14.9】 

 

  ⅱ．計測等を行った重要なパラメータを再処理事業所外の必要な場所と

共有するための手順等 

    重要なパラメータを計測し，その結果を再処理事業所外の必要な場

所と共有するため，所外通信連絡設備，所外データ伝送設備及び代替

通信連絡設備（以下「所外通信連絡設備等」という。）を使用する。 

    直流電源喪失時等，可搬型の計測器等にて，重大事故等の対処に必

要なパラメータのうち，貯槽等温度や再処理施設周辺の放射線線量率

等の重要なパラメータを計測し，その結果を所外通信連絡設備等によ

り共有する場合は，以下の設備を使用する。 

 

  (ⅰ) 所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備を用いる場合の手段 

   １） 事業所外（国，地方公共団体，その他関係機関等）への連絡 

   ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施責任者が

判断した場合。 

   ｂ） 使用する設備 

     中央制御室又は緊急時対策所から事業所外（国，地方公共団体，

その他関係機関等）への連絡において使用する設備は以下のとおり。 
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   ⅰ） 所外通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の施設と

兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対象の施

設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基準対象

の施設と兼用） 

・一般加入電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・一般携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・衛星携帯電話（設計基準対象の施設と兼用） 

・ファクシミリ（設計基準対象の施設と兼用） 

   ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ｂ)ⅰ．(ⅰ) 所外通信連絡設備を用いる場合の手段」

にて整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「９．事故時の計装に関す

る手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

 

   ｄ） 操作の成立性 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，

設計基準の範囲内において使用している設備であり，特別な技量を

要することなく，容易に操作が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の
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状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.9】 

 

２） 事業所外（緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ））へのデータ伝

送 

   ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制移行を実施責任者が

判断した場合。 

   ｂ） 使用する設備 

     緊急時対策所から事業所外（緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ））

へのデータ伝送において使用する設備は以下のとおり。 

   ⅰ） 所外データ伝送設備 

・データ伝送設備 

   ｃ） 操作手順 

   ⅰ） データ伝送設備 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織要員に

対してデータ伝送設備の起動状態の確認を指示する。 

②実施組織要員は，緊急時対策所の支援組織要員と連絡を取り合
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い，データ伝送設備が起動していることを確認する。 

   ｄ） 操作の成立性 

データ伝送設備は，設計基準の範囲内において使用している設備

であり，特別な技量を要することなく，容易に操作が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.9】 

 

  (ⅱ) 所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備が損傷した場合の手段 

   １） 中央制御室から事業所外（国，地方公共団体，その他関係機関等）

への連絡 

   ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した際に，中

央制御室の一般加入電話等から外部へ発信を行い，発信音が確認で

きず，外部電源喪失に伴う非常用所内電源系統等の機能喪失等によ

り一般加入電話等が機能喪失したと判断した場合。 

   ｂ） 使用する設備 
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     中央制御室から事業所外（国，地方公共団体，その他関係機関等）

への連絡において使用する設備は以下のとおり。 

   ⅰ） 代替通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

   ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ｂ)ⅰ．(ⅱ)１) 中央制御室における通信連絡」にて整

備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「９．事故時の計装に関す

る手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

なお，可搬型衛星電話（屋外用）を使用する場合は，中央制御室

から屋外へ出て連絡を行う。 

   ｄ） 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋外用）は，配備後すぐに使用可能である。  

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.8, 1.14.9】 
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   ２） 緊急時対策所から事業所外（国，地方公共団体，その他関係機関

等）への通信連絡 

   ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した際に，中

央制御室の一般加入電話等から外部へ発信を行い，発信音が確認で

きず，外部電源喪失に伴う非常用所内電源系統等の機能喪失等によ

り一般加入電話等が機能喪失したと判断した場合。 

   ｂ） 使用する設備 

     緊急時対策所から事業所外（国，地方公共団体，その他関係機関

等）への通信連絡において使用する設備は以下のとおり。 

   ⅰ） 代替通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の施設と

兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対象の施

設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基準対象

の施設と兼用） 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

   ｃ） 操作手順 

     統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システ

ムの電源は代替電源から給電し使用する。 

電源を代替電源から給電する手順は，「(ｃ) 電源を代替電源から

給電する手順等」にて整備する。 

操作手順は，「(ｂ)ⅰ．(ⅱ)２） 緊急時対策所における通信連絡」に
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て整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等は，「９．事故時の計装に関す

る手順等」及び「11．監視測定等に関する手順等」にて整備する。 

   ｄ） 操作の成立性 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システ

ムは，設計基準の範囲内において使用している設備であり，特別な

技量を要することなく，容易に操作が可能である。 

また，可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時対策所への配備分に

ついては，非常時対策組織の本部長１人及び支援組織要員８人の合

計９人にて，事象発生後，作業開始から１時間 20 分以内に配備可能

である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.9】 

 

   ３） 事業所外（緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ））へのデータ伝 
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    送 

   ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等への体制に移行した際に，外

部電源喪失に伴う非常用所内電源系統等の機能喪失によりデータ伝

送設備が機能喪失したと判断した場合。 

   ｂ） 使用する設備 

     緊急時対策所から事業所外（緊急時対策支援システム（ＥＲＳＳ））

へのデータ伝送において使用する設備は以下のとおり。 

   ⅰ） 代替通信連絡設備 

・データ伝送設備 

   ｃ） 操作手順 

     データ伝送設備の電源は代替電源から給電し使用する。 

電源を代替電源から給電する手順は，「(ｃ) 電源を代替電源から

給電する手順等」にて整備する。 

操作手順は，「(ｂ)ⅰ．(ⅱ)２） 緊急時対策所における通信連絡」に

て整備する。 

   ｄ） 操作の成立性 

     操作の成立性は，「(ｂ)ⅰ．(ⅱ)２） 緊急時対策所における通信連絡」

と同様である。 

 

 (ｃ) 電源を代替電源から給電する手順等 

   非常用所内電源系統及び運転予備電源系統からの給電が喪失した際は，

代替電源設備の一部である制御建屋可搬型発電機並びに使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，緊急時対策建屋代替電源設備の

一部である緊急時対策建屋用発電機並びに緊急時対策建屋用電源車を
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用いて，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ

－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝

送設備へ給電する。給電対象設備を第13－３表に示す。 

   また，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可

搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，充電池

を用いて給電を行う。重大事故等が発生した場合において，代替通信連

絡設備により再処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信

連絡を行うため，以下の手段を用いた手順を整備する。 

 

  (ⅰ) 制御建屋可搬型発電機による可搬型衛星電話（屋内用）等への給電 

重大事故等時に，運転予備用ディーゼル発電機等の機能喪失により

所内携帯電話が使用できない場合は，充電池及び代替電源設備の一部

である制御建屋可搬型発電機により可搬型衛星電話（屋内用）及び可

搬型トランシーバ（屋内用）へ給電する。 

代替電源設備の一部である制御建屋可搬型発電機が準備される前ま

では充電池から可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋

内用）へ給電する。 

充電池給電により可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシー

バ（屋内用）は 11 時間以上使用することが可能である。 

代替電源設備の一部である制御建屋可搬型発電機が準備されてから

は，当該設備から給電することにより，可搬型衛星電話（屋内用）及

び可搬型トランシーバ（屋内用）の使用を継続する。 

代替電源設備の一部である制御建屋可搬型発電機から給電するため

の手順を整備する。 
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上記給電を継続するために代替電源設備の一部である制御建屋可搬

型発電機への燃料給油を実施する。燃料の給油手順については，「８．

電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

   １） 手順着手の判断基準 

     可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）の

使用を継続し，「８．電源の確保に関する手順等」により代替電源設

備の一部である制御建屋可搬型発電機からの給電準備がされた場合。 

   ２） 使用する設備 

     代替電源及び給電対象設備は以下のとおり。 

   ⅰ） 代替電源設備 

・制御建屋可搬型発電機 

   ⅱ） 代替通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型トランシーバ（屋内用） 

   ３） 操作手順 

①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織の建屋

対策班の班員に対し，代替電源設備の一部である制御建屋可搬

型発電機への接続を指示する。 

     ②建屋対策班の班員は，代替電源設備の一部である制御建屋可搬

型発電機から給電を行うための電源ケーブルを敷設する。 

③建屋対策班の班員は電源ケーブルを敷設後，可搬型衛星電話（屋

内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）を接続し，可搬型衛

星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）のランプ

表示等により給電を受けていることを確認する。火山の影響に

より，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前
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の対応作業として，除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

   ４） 操作の成立性 

     上記の対応は，実施責任者１人，要員管理班の班員３人，情報管

理班の班員３人，通信班長１人，建屋外対応班長１人及び建屋対策

班の班員６人の合計 15 人体制にて，作業開始から２時間 30 分以内

に，事象発生後から 11 時間以内に配備可能である。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

代替電源設備の一部である制御建屋可搬型発電機による給電につ

いては，実施責任者等の要員８人，建屋対策班の班員４人の合計 12

人にて，事象発生から代替電源設備の一部である制御建屋可搬型発

電機の起動完了までを，事象発生後から４時間５分以内に実施し，

その後，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内

用）へ給電を行う。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.8, 1.14.9】 
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  (ⅱ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機による可搬型 

衛星電話（屋内用）等への給電 

重大事故等時に，運転予備用ディーゼル発電機等の機能喪失により

所内携帯電話が使用できない場合，代替電源設備の一部である使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機により可搬型衛星電話

（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）へ給電する。 

代替電源設備の一部である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機から給電するための手順を整備する。 

上記給電を継続するために代替電源設備の一部である使用済燃料の

受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機への燃料給油を実施する。燃料

の給油手順については，「８．電源の確保に関する手順等」にて整備す

る。 

   １） 手順着手の判断基準 

     可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）の

使用を継続し，「８．電源の確保に関する手順等」により代替電源設

備の一部である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機

からの給電準備がされた場合。 

   ２） 使用する設備 

     代替電源及び給電対象設備は以下のとおり。 

   ⅰ） 代替電源設備 

・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機 

   ⅱ） 所外通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型トランシーバ（屋内用） 

   ３） 操作手順 
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①実施責任者は，手順着手の判断基準に基づき，実施組織の放射

線対応班の班員に対し，代替電源設備の一部である使用済燃料

の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機への接続を指示する。 

②建屋対策班の班員は，代替電源設備の一部である制御建屋可搬

型発電機から給電を行うための電源ケーブルを敷設する。 

③建屋対策班の班員は電源ケーブルを敷設後，可搬型衛星電話（屋

内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）を接続し，可搬型衛

星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）のランプ

表示等により給電を受けていることを確認する。火山の影響に

より，降灰予報（「やや多量」以上）を確認した場合は，事前

の対応作業として，除灰作業の準備を実施する。また，降灰を

確認したのち必要に応じ，除灰作業を実施する。 

   ４） 操作の成立性 

     上記の対応は，実施責任者１人，要員管理班の班員３人，情報管

理班の班員３人，通信班長１人，建屋外対応班長１人及び放射線対

応班の班員３人の合計 12 人体制にて，作業開始から１時間 30 分以

内に，事象発生後から 28 時間以内に配備可能である。 

代替電源設備の一部である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

可搬型発電機による給電については，実施責任者等の要員８人，建

屋対策班の班員 26 人の合計 34 人にて，事象発生から代替電源設備

の一部である使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機の

起動完了までを，事象発生後から 22 時間 10 分以内に実施し，その

後，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）

へ給電を行う。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線
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環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.8, 1.14.9】 

 

（ⅲ） 緊急時対策建屋用発電機又は緊急時対策建屋用電源車による統合

原子力防災ネットワークＩＰ電話等への給電 

     重大事故等時に，運転予備用ディーゼル発電機等の機能喪失によ

り所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所外通信連絡設備及び

所外データ伝送設備の電源が喪失した場合，緊急時対策建屋代替電

源設備の一部である緊急時対策建屋用発電機又は緊急時対策建屋用

電源車により統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防

災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内

用）及びデータ伝送設備へ給電する。 

緊急時対策建屋代替電源設備の一部である緊急時対策建屋用発電

機又は緊急時対策建屋用電源車から代替通信連絡設備へ給電するた

めの手順を整備する。 

上記給電を継続するために緊急時対策建屋代替電源設備の一部で
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ある緊急時対策建屋用電源車への燃料供給ホースの接続を実施する。

燃料供給ホースの接続手順については，「12．緊急時対策所の居住性

等に関する手順等」にて整備する。 

     なお，通信連絡設備である統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネット

ワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設備については，受電のた

めの接続作業等を行うことなく受電することが可能である。 

   １） 手順着手の判断基準 

 「12．緊急時対策所の居住性等に関する手順等」により緊急時対

策建屋代替電源設備の一部である緊急時対策建屋用発電機又は緊急

時対策建屋用電源車からの給電準備がされた場合。 

   ２） 使用する設備 

     代替電源及び給電対象設備は以下のとおり。 

   ⅰ） 緊急時対策建屋代替電源設備 

・緊急時対策建屋用発電機 

   ⅱ） 自主対策設備 

・緊急時対策建屋用電源車 

   ⅲ） 代替通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ電話（設計基準対象の施設と

兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ（設計基準対象の施

設と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム（設計基準対象

の施設と兼用） 

・可搬型衛星電話（屋内用） 
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・可搬型トランシーバ（屋内用） 

・データ伝送設備（設計基準対象の施設と兼用） 

   ３） 操作手順 

①手順着手の判断基準に基づき，支援組織要員は，可搬型衛星電

話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）を緊急時対策

建屋代替電源設備の一部である緊急時対策建屋用発電機又は

緊急時対策建屋用電源車からの受電回路に接続し，可搬型衛星

電話（屋内用）のランプ表示等により給電を受けていることを

確認する。 

②手順着手の判断基準に基づき，支援組織要員は統合原子力防災

ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－Ｆ

ＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデー

タ伝送設備の動作状態を確認し，受電されていることを確認す

る。 

   ４） 操作の成立性 

     本対策の実施判断後，緊急時対策建屋代替電源設備の一部である

緊急時対策建屋用発電機又は緊急時対策建屋用電源車が準備されて

から速やかに実施が可能である。 

緊急時対策建屋代替電源設備の一部である緊急時対策建屋用発電

機による給電の確認は，緊急時対策建屋内において，自動起動した

緊急時対策建屋代替電源設備の一部である緊急時対策建屋用発電機

から給電されていることの確認を指示してから，非常時対策組織の

本部長１人，非常時対策組織の要員２人の合計３人で行い，５分以

内に対処可能である。 

緊急時対策建屋代替電源設備の一部である緊急時対策建屋用電源
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車による給電は，緊急時対策建屋代替電源設備の一部である緊急時

対策建屋用電源車による給電準備を指示してから，緊急時対策建屋

において緊急時対策組織の本部長１人，非常時対策組織の要員６人

の合計７人で行い，可搬型燃料供給ホースの接続口への接続まで２

時間以内に対処可能である。本対処は，時間及び要員数に余裕があ

る際に実施するため，重大事故等対処設備を用いた対応に悪影響を

及ぼすことはない。 

重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，放射線

環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移動時及び作業時の

状況に応じて着用することとする。 

線量管理については，個人線量計を着用し，１作業当たり 10ｍ 

Ｓｖ以下とすることを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所への移動及び作業においては，

作業場所の線量率の把握及び状況に応じた対応を行うことにより，

実施組織要員の被ばく線量を可能な限り低減できる。 

     夜間及び停電時においては，確実に運搬，移動ができるように，

可搬型照明を配備する。 

【補足説明資料 1.14.5, 1.14.6, 1.14.9】 
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資料No. 名称 提出日 Rev

補足説明資料1.14.1 審査基準、基準規則と対処設備との対応表 令和2年4月13日 4 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料1.14.2 通信連絡設備及び代替通信連絡設備における点検頻度 令和2年3月13日 3 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料1.14.3 通信連絡設備の一覧 令和2年4月28日 5 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料1.14.4 通信連絡設備の概要 令和2年4月28日 6 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料1.14.5 通信連絡の指揮系統図 令和2年4月28日 3 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料1.14.6 機能毎に必要な通信設備（再処理施設内）の優先順位及び設備種別 令和2年4月13日 3 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料1.14.7 （欠番）

補足説明資料1.14.8 アクセスルート図 令和2年4月28日 1 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料1.14.9 有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４） 令和4年7月15日 1 申請書および整理資料への修正等

技術的能力（１．14 通信連絡に関する手順等）

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
備考（令和元年8月提出済みの資料については、資料番号を記載）

1
9
6
7



令和４年７月 15日 R1 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．14） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力 1.14 では，これらの要求事項に対し，技術的能力 1.0 に定

めた防護対策（検知手段，防護措置）を個別手順に反映すること，また，

有毒ガスの検知手段として用いる通信連絡設備を確保するための手順及び

体制の整備が求められることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 

1969



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（1／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

補
1
.
1
4
-
9
-
2
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、再処理施設において核燃料物質が

臨界状態になることその他の事故

が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故

に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影響の評価を行う

ために設定した条件及びその評価

の結果

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故等対策の設備強化等の対策に加

え，重大事故等が発生した場合，大規

模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムによ

る再処理施設の大規模な損壊が発生

した場合（以下「大規模損壊」という。）

若しくは大規模損壊が発生するおそ

れがある場合における以下の重大事

故等対処設備に係る事項，復旧作業に

係る事項，支援に係る事項，手順書の

整備，教育，訓練の実施及び体制の整

備を考慮し，当該事故等に対処するた

めに必要な手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備等運用面での

対策を行う。 

添付書類八 再処理施設において事

故が発生した場合にお

ける当該事故に対処す

るために必要な施設及

び体制の整備に関する

説明書 

５． 重大事故の発生及び拡大の防止

に必要な措置を実施するために

必要な技術的能力 

東京電力株式会社福島第一原子力

発電所の事故の教訓を踏まえた重大

事故の発生防止対策及び重大事故の

拡大防止対策（以下「重大事故等対策」

という。）の設備強化等の対策に加え，

重大事故に至るおそれがある事故（運

転時の異常な過渡変化及び設計基準

事故を除く。）若しくは重大事故（以

下「重大事故等」という。）が発生し

た場合，大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムによる再処理施設の大規模な

損壊（以下「大規模損壊」という。）

が発生した場合若しくは大規模損壊

が発生するおそれがある場合におけ

る以下の重大事故等対処設備に係る

事項，復旧作業に係る事項，支援に係

る事項及び手順書の整備，教育，訓練

の実施及び体制の整備を考慮し，当該

事故等に対処するために必要な手順

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

1
9
7
0



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（2／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハ．(２) (ⅰ) 重大事故等対策」

については，重大事故等対策のための

手順を整備し，重大事故等の対応を実

施する。「ハ．(２) (ⅱ) 大規模な自

然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムへの対応に

おける事項」については，「ハ．(２) 

(ⅰ) 重大事故等対策」の対応手順を

基に，大規模な損壊が発生した場合の

様々な状況においても，事象進展の抑

制及び緩和を行うための手順を整備

し，大規模な損壊が発生した場合の対

応を実施する。 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を,「原子炉等規制法」に基づく

再処理施設保安規定等において規定

する。 

 

書の整備，教育，訓練の実施及び体制

の整備等運用面での対策を行う。 

なお，再処理施設は，基本的に常温，

常圧で運転していることから，重大事

故に至るおそれのある安全機能の喪

失から重大事故発生までの事象進展

が緩やか（設備の温度上昇や圧力低下

等のパラメータの変動までに一定程

度の時間を要する）である。したがっ

て，重大事故に至るおそれのある安全

機能の喪失と判断した後に，現場の状

況を把握し，その状況に応じた対策の

準備とその後の対策を確実に実施す

ることが可能である。このため，要求

事項に加え，重大事故に至るおそれの

ある安全機能の喪失時の初動対応に

係る事項について手順の整備等の運

用面での対策を行う。 

「5.1 重大事故等対策」について

は，重大事故等対策のための手順を整

備し，重大事故等の対応を実施する。

「5.2 大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項」につい

ては，「5.1 重大事故等対策」の対応

手順を基に，大規模損壊が発生した場

合の様々な状況においても，事象進展

の抑制及び緩和を行うための手順を

整備し，大規模損壊が発生した場合の

対応を実施する。 

 

また，重大事故等又は大規模損壊に

対処し得る体制においても技術的能

力を維持管理していくために必要な

事項を，「核原料物質，核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律」に基づ

く再処理施設保安規定等において規

定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。 

 重大事故等 

 第 33 条に示す重大事故等が発

生した場合の環境条件の内数

として有毒ガスを考慮してい

る。 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14（通信連絡に

関する手順）の手順を指し，詳

細な連絡手段の手順について

は，技術的能力 1.14 で整理し

ている。 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 重大事故等対策のための手順を

整備 

 申請書本文第５表及び申請書

添付書類第５－１表に記載す

る技術的能力 1.0～1.14 の手

順を指し，詳細な防護措置の手

順については，各々で整理して

いる。 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件の内数として有毒

ガスを考慮することから，本条文で担

保すべき事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

 有毒ガス防護措置（手順） 

 技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

  第５表及び第５－１表に記載す

る技術的能力 1.14 の手順にて反映

事項を確認するため，本箇所での反

映事項はない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

 有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類，補足説明資料

（反映事項なし） 

 第５表及び第５－１表に記載する

技術的能力1.0～1.14の手順にて反

映事項を確認するため，本箇所での

反映事項はない。 

 

 

 

1
9
7
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（3／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定す

る内容に加え，「事業指定基準規則」に

基づいて整備する設備の運用手順等

についても考慮した「重大事故等対策

の手順の概要」，「重大事故等対策にお

ける操作の成立性」及び「事故対処す

るために必要な設備」を含めて手順等

を適切に整備する。重大事故等対策の

手順の概要を第５表，重大事故等対策

における操作の成立性を第６表, 事

故対処するために必要な設備を第７

表に示す。 

 

 

なお，「ハ．(３) (ⅰ) (ａ) (ハ) 

６） 放射性物質の漏えい」に示すと

おり，液体状，固体状及び気体状の放

射性物質に関する閉じ込め機能の喪

失が発生した場合においても，放射性

物質の漏えいは発生が想定されない

ことから，放射性物質の漏えいに対処

するための手順等は不要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置については，「使用済燃料

の再処理の事業に係る再処理事業者

の重大事故の発生及び拡大の防止に

必要な措置を実施するために必要な

技術的能力に係る審査基準」（以下「技

術的能力審査基準」という。）で規定

する内容に加え，「再処理施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」

（以下「事業指定基準規則」という。）

に基づいて整備する設備の運用手順

等についても考慮した「重大事故等対

策の手順の概要」，「重大事故等対策

における操作の成立性」及び「事故対

処するために必要な設備」を含めて手

順等を適切に整備する。重大事故等対

策の手順の概要を第５－１表，重大事

故等対策における操作の成立性を第

５－２表，事故対処するために必要な

設備を第５－３表に示す。 

なお，第５－１表「1.6 放射性物質

の漏えいに対処するための手順等」に

示すとおり，液体状，固体状及び気体

状の放射性物質に関する閉じ込め機

能の喪失が発生した場合においても，

放射性物質の漏えいは発生が想定さ

れないことから，放射性物質の漏えい

に対処するための手順等は不要であ

る。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（4／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

第５表 重大事故等対処における手

順の概要（15／15） 

1.14 通信連絡に関する手順等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 

第５－１表 重大事故等対処におけ

る手順の概要（15／15） 

1.14 通信連絡に関する手順等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（5／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 

添付１ 重大事故の発生及び拡大の

防止に必要な措置を実施す

るために必要な技術的能力 

 

１３．通信連絡に関する手順等 

 

ｂ．重大事故等時の手順 

 

（ａ）再処理事業所内の通信連絡 

 

ⅰ．再処理事業所内の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行

うための手順等 

重大事故等が発生した場合におい

て，所内通信連絡設備及び代替通信連

絡設備により再処理事業所内の通信

連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うため，以下の手段を用いた手

順を整備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．（ａ） 

ⅰ． 

(ⅰ) 所内通信連絡設備を用いる場合

の手段 

重大事故等への体制に移行した際

に，所内携帯電話が使用できる場合

は，ページング装置，所内携帯電話，

専用回線電話，一般加入電話及びファ

クシミリを用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の屋内と前処理建屋，分離建

屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム

混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固

化建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可での作業環境に関する発生

源は，第 33 条で規定するため，記載

していない。 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護対象者を記載してい

る。 

 実施組織要員 

 明示していないが，対策内容よ

り通信連絡設備を整備する屋

内外で重大事故等対処を実施

する実施組織要員を対象とす

る。 

 支援組織要員 

 明示していないが，対策内容よ

り通信連絡設備を使用する支

援組織要員についても対象と

する。 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 屋内（現場，制御室，緊急時対策

所），屋外（現場）との相互の通信

連絡を行うための手順を整備す

る。 

 所内通信連絡設備 

 代替通信連絡設備 

 

 

■有毒ガスの発生源 

本条文で担保すべき事項に該当す

るものはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本条文で担保すべき事項に該当す

るものはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文，添付書類,補足説明資料

（反映事項あり） 

担保すべき事項はないが重大事故

等への対処において有毒ガス対応

が考慮されていることを明確にす

るため，「重大事故等が発生した場

合（有毒ガスが発生した場合を含

む）」を反映する。 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

・申請書本文，添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文,添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において、

「再処理事業所内外の通信連絡す

る必要のある場所と通信連絡を行

うため,通信連絡設備及び代替通信

連絡設備により通信連絡を行う手

順等を整備する。」ことを定めてい

1
9
7
4



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（6／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋の屋外における通信連絡の手順を

整備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．（ａ） 

ⅰ．(ⅰ) 

４） 操作の成立性 

ページング装置，所内携帯電話，専

用回線電話，一般加入電話及びファク

シミリは，設計基準の範囲内において

使用している設備であり，特別な技量

を要することなく，容易に操作が可能

である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．（ａ） 

ⅰ． 

(ⅱ) 所内通信連絡設備が損傷した場

合の手段 

１） 屋内（現場）等における通信連絡 

重大事故等への体制に移行した際

に所内携帯電話が機能喪失した場合，

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

 有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，非常

時対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認すること。 

また,有毒ガス防護対策を行った場

合でも,重大事故等対処が実施可能で

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガスの

検知手段（通信連絡設備）が行われ

る手順であることから、反映事項は

ない。 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（防護具類）が行われる手順

であることから、反映事項はない。 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

  有毒ガス防護対策により，非常時

対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保

すべき事項ではないことから，反映

事項はない。 

また，有毒ガス防護対策を行った

場合の重大事故等対処の成立性に

ついては，既許可においても有毒ガ

ス防護対策を考慮した重大事故等

対処の手順及び体制を定め，添付書

類八添付１に示す重大事故等対処

に係るタイムチャートを作成し，重

大事故等対処が成立することを確

認していることから，反映すべき事

項はない。 

 

 

 

1
9
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5



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（7／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高レベル廃液ガラス固化建屋の屋内

で作業を行う実施組織の建屋対策班

の班員と，前処理建屋，分離建屋，精

製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化

建屋の近傍で建屋内状況の確認をす

る実施組織の現場管理者は，代替通話

系統及び可搬型通話装置を用いて通

信連絡を行う。 

これらの設備を用いた前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃

液ガラス固化建屋の屋内及び近傍に

おける通信連絡の手順を整備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．（ａ） 

ⅰ．(ⅱ) １） 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型通話装置による通信連絡に

ついては，代替通話系統が前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に常設重大事

故等対処設備として敷設されている

ため，設置作業に要する時間はなく，

可搬型通話装置を接続することによ

り通信連絡が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共通事

項として技術的能力1.0の補足説明資

料で説明する。また，既許可に反映済

みの事項を含め，本条文における有毒

ガス防護対策を確認した結果として，

「有毒ガス防護に係る申請書項目の

整理表」を補足説明資料 1.14-9 とし

て追加する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（8／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．（ａ） 

ⅰ．(ⅱ) 

２） 屋外（現場）における通信連絡 

重大事故等への体制に移行した際

に所内携帯電話が機能喪失した場合，

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋外から実

施組織の放射線対応班の班員，建屋外

対応班の班員，建屋対策班の班員及び

支援組織の放射線管理班の班員が中

央制御室又は緊急時対策所へ連絡を

行う際並びに前処理建屋，分離建屋，

精製建屋，ウラン・プルトニウム混合

脱硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の

屋外間で実施組織の放射線対応班の

班員，建屋外対応班の班員，建屋対策

班の班員及び支援組織の放射線管理

班の班員は，可搬型衛星電話（屋外用）

又は可搬型トランシーバ（屋外用）を

用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルト

ニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガ

ラス固化建屋及び使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋の屋外における通信連絡の

手順を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（9／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
1
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．（ａ） 

ⅰ．(ⅱ)２） 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬

型トランシーバ（屋外用）は，配備後

すぐに使用可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照明

を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．（ａ） 

ⅰ．(ⅱ) 

３） 屋内（中央制御室，緊急時対策所

等）における通信連絡 

重大事故等への体制に移行した際

にページング装置，所内携帯電話及び

専用回線電話が機能喪失した場合，中

央制御室又は緊急時対策所から実施

組織の制御建屋班長，建屋外対応班

長，放射線対応班長又は支援組織の放

射線管理班の班員が前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝建屋，高レベル廃液ガラス

固化建屋の屋外へ連絡を行う際及び

中央制御室，緊急時対策所並びに使用

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（10／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
1
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室間で実施組織の使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋班長，制御建屋班長，

建屋外対応班長，建屋外対応班の班員

又は支援組織の総括班の班員が連絡

を行う際は，可搬型衛星電話（屋内用）

及び可搬型トランシーバ（屋内用）を

用いて通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた中央制御室，

緊急時対策所並びに使用済燃料の受

入れ施設及び貯蔵施設の制御室の屋

内における通信連絡の手順を整備す

る。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．（ａ） 

ⅰ．(ⅱ)３） 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬

型トランシーバ（屋内用）の制御建屋

への配備分については，実施責任者１

人，要員管理班の班員３人，情報管理

班の班員３人，通信班長１人，建屋外

対応班長１人及び建屋対策班の班員

12人の合計 21人体制にて作業を実施

した場合，事象発生後，現場環境確認

が完了する１時間 30 分以内に配備可

能である。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への配

備分については，実施責任者１人，要

員管理班の班員３人，情報管理班の班

員３人，通信班長１人，建屋外対応班

長１人及び放射線対応班の班員３人

の合計 12 人体制にて，作業開始から

１時間以内に，事象発生後から 24 時

間以内に配備可能である。 

緊急時対策建屋への配備分につい

ては，非常時対策組織の本部長 1 人，

支援組織要員８人の合計 9 人にて，

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
9
7
9



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（11／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
1
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事象発生後，作業開始から１時間 20 

分以内に配備可能である。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬

型トランシーバ（屋内用）のタイムチ

ャートを第 13－６図～第 13－８図に

示す。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．（ａ） 

ⅱ．計測等を行った重要なパラメータ

を再処理事業所内の必要な場所

で共有するための手順等 

 

(ⅰ) 所内通信連絡設備及び所内デー

タ伝送設備を用いる場合の手段 

１） 事業所内の通信連絡 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等

への体制に移行した場合のうち，全交

流動力電源の喪失を伴わない場合。 

ｂ） 使用する設備 

事業所内の連絡において使用する

設備は以下のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（12／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
1
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｉ） 所内通信連絡設備 

・ページング装置（設計基準対象の施

設と兼用） 

・所内携帯電話（設計基準対象の施設

と兼用） 

・専用回線電話（設計基準対象の施設

と兼用） 

・一般加入電話（設計基準対象の施設

と兼用） 

・ファクシミリ（設計基準対象の施設

と兼用） 

ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ａ)ⅰ． (ⅰ) 所内

通信連絡設備を用いる場合の手段」に

て整備する。 

重要なパラメータを計測する手順等

は，「９．事故時の計装に関する手順

等」及び「11．監視測定等に関する手

順等」にて整備する。 

ｄ） 操作の成立性 

ページング装置，所内携帯電話，専

用回線電話，一般加入電話及びファク

シミリは，設計基準の範囲内において

使用している設備であり，特別な技量

を要することなく，容易に操作が可能

である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（13／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
1
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．（ａ） 

ⅱ．(ⅰ) 

２） 緊急時対策所へのデータ伝送 

 

ｄ） 操作の成立性 

プロセスデータ伝送サーバ，放射線

管理用計算機，環境中継サーバ及び総

合防災盤は，設計基準の範囲内におい

て使用している設備であり，特別な技

量を要することなく，容易に操作が可

能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．（ａ） 

ⅱ． 

(ⅱ) 所内通信連絡設備及び所内デー

タ伝送設備が損傷した場合の

手段 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（14／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
1
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１） 屋内（現場）等からの通信連絡 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等

への体制に移行した際に，中央制御室

の実施組織要員が所内携帯電話を用

いて他建屋の要員に連絡を実施し，他

建屋の要員に対して連絡ができず，外

部電源喪失に伴う非常用所内電源系

統等の機能喪失等により所内携帯電

話が機能喪失したと判断した場合。 

ｂ） 使用する設備 

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及

び高レベル廃液ガラス固化建屋の屋

内から各建屋の屋外への通信連絡に

おいて使用する設備は以下のとおり。 

ⅰ） 代替通信連絡設備 

・代替通話系統 

・可搬型通話装置 

ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ａ)ⅰ． (ⅱ) １） 

屋内（現場）等における通信連絡」に

て整備する。 

重要なパラメータを計測する手順

等は，「９．事故時の計装に関する手順

等」及び「11．監視測定等に関する手

順等」にて整備する。 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型通話装置による通信連絡に

ついては，代替通話系統が前処理建

屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に常設重大事

故等対処設備として敷設されている

ため，設置作業に要する時間はなく，

可搬型通話装置を接続することによ

り通信連絡が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（15／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
1
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．（ａ） 

ⅱ．(ⅱ) 

２） 屋外（現場）からの通信連絡 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等

への体制に移行した際に，中央制御室

の実施組織要員が所内携帯電話を用

いて他建屋の要員に連絡を実施し，他

建屋の要員に対して連絡ができず，外

部電源喪失に伴う非常用所内電源系

統等の機能喪失等により所内携帯電

話が機能喪失したと判断した場合。 

ｂ） 使用する設備 

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，

高レベル廃液ガラス固化建屋及び使

用済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋外から

各建屋の屋外への通信連絡において

使用する設備は以下のとおり。 

ⅰ） 代替通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

・可搬型トランシーバ（屋外用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（16／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
1
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ａ)ⅰ． (ⅱ)２） 屋

外（現場）における通信連絡」にて整

備する。 

重要なパラメータを計測する手順

等は，「９．事故時の計装に関する手順

等」及び「11．監視測定等に関する手

順等」にて整備する。 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬

型トランシーバ（屋外用）は，配備後

すぐに使用可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．（ａ） 

ⅱ．(ⅱ) 

３) 屋内（中央制御室，緊急時対策所

等）からの連絡 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等

への体制に移行した際に，中央制御室

の実施組織要員が所内携帯電話を用

いて他建屋の要員に連絡を実施し，他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（17／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
1
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建屋の要員に対して連絡ができず，外

部電源喪失に伴う非常用所内電源系

統等の機能喪失等により所内携帯電

話が機能喪失したと判断した場合。 

ｂ） 使用する設備 

中央制御室，緊急時対策所及び使用

済燃料受入れ・貯蔵建屋の屋内からの

連絡において使用する設備は以下の

とおり。 

ⅰ） 通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

・可搬型トランシーバ（屋内用） 

ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ａ)ⅰ． (ⅱ)３） 屋

内（中央制御室，緊急時対策所等）に

おける通信連絡」にて整備する。 

重要なパラメータを計測する手順

等は，「９．事故時の計装に関する手順

等」及び「11．監視測定等に関する手

順等」にて整備する。 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬

型トランシーバ（屋内用）の制御建屋

への配備分については，実施責任者１

人，要員管理班の班員３人，情報管理

班の班員３人，通信班長１人，建屋外

対応班長１人及び建屋対策班の班員

12 人の合計 21 人体制にて作業を実

施した場合，事象発生後，現場環境確

認が完了する１時間 30 分以内に配備

可能である。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋への配

備分については，実施責任者１人，要

員管理班の班員３人，情報管理班の班

員３人，通信班長１人，建屋外対応班

長１人及び放射線対応班の班員３人

の合計 12 人体制にて，作業開始から

１時間以内に，事象発生後から 24 時
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（18／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
1
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間以内に配備可能である。 

緊急時対策建屋への配備分につい

ては，非常時対策組織の本部長１人，

支援組織要員８人の合計９人にて，事

象発生後，作業開始から１時間 20 分

以内に配備可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ． 

(ｂ) 再処理事業所外への通信連絡 

ⅰ．再処理事業所外の通信連絡をする

必要のある場所と通信連絡を行

うための手順等 

重大事故等が発生した場合におい

て，所外通信連絡設備により再処理事

業所外の通信連絡をする必要のある

場所と通信連絡を行うため，以下の手

段を用いた手順を整備する。 

(ⅰ) 所外通信連絡設備を用いる場合

の手段 

重大事故等への体制に移行した際

に，統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話等が使用できる場合は，統合原子

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

既許可での作業環境に関する発生

源は，第 33 条で規定するため，記載

していない。 

 

 

 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護対象者を記載してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

本条文で担保すべき事項に該当す

るものはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本条文で担保すべき事項に該当す

るものはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文，添付書類,補足説明資料

（反映事項あり） 

担保すべき事項はないが重大事故

等への対処において有毒ガス対応

が考慮されていることを明確にす

るため，「重大事故等が発生した場

合（有毒ガスが発生した場合を含

む）」を反映する。 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

・申請書本文，添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

担保すべき事項に該当するものは

1
9
8
7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（19／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
2
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力防災ネットワークＩＰ電話等の所

外通信連絡設備を用いて重大事故等

の対策の準備を行う。所外における通

信連絡としては，統合原子力防災ネッ

トワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力

防災ネットワークＴＶ会議システム，

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携

帯電話及びファクシミリを用いて通

信連絡を行う。 

これらの設備を用いた中央制御室

及び緊急時対策所における通信連絡

の手順を整備する。 

１） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等

への体制に移行した場合のうち，全交

流動力電源の喪失を伴わない場合。 

２） 使用する設備 

所外の通信連絡において使用する

設備は以下のとおり。 

ａ） 所外通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話（設計基準対象の施設と兼

用） 

・統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ（設計基準対象の施設

と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム（設計基準対象の

施設と兼用） 

・一般加入電話（設計基準対象の施

設と兼用） 

・一般携帯電話（設計基準対象の施

設と兼用） 

・衛星携帯電話（設計基準対象の施

設と兼用） 

・ファクシミリ（設計基準対象の施

設と兼用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実施組織要員 

 明示していないが，対策内容よ

り通信連絡設備を整備する屋

内外で重大事故等対処を実施

する実施組織要員を対象とす

る。 

 支援組織要員 

 明示していないが，対策内容よ

り通信連絡設備を使用する支

援組織要員についても対象と

する。 

 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 中央制御室及び緊急時対策所に

おける再処理事業所外との通信

連絡を行うための手順を整備す

る。 

 所外通信連絡設備 

 代替通信連絡設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 作業環境に応じた防護具の配備

及び着用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文,添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

第５表及び第５－１表において、

「再処理事業所内外の通信連絡す

る必要のある場所と通信連絡を行

うため,通信連絡設備及び代替通信

連絡設備により通信連絡を行う手

順等を整備する。」ことを定めてい

る。 

技術的能力1.0で定めた有毒ガスの

検知手段（通信連絡設備）が行われ

る手順であることから、反映事項は

ない。 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文,添付書類,補足説明資料

（反映事項なし） 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（防護具類）が行われる手順

であることから、反映事項はない。 

 

1
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（20／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
2
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３） 操作手順 

所外通信連絡設備による所外の通

信連絡の概要は以下のとおり。 

また，再処理事業所外への通信連絡

手順の概要を第 13－４図及び第 13－

５図に示す。 

ａ） 統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話 

①実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，支援組織要員に対して統

合原子力防災ネットワークＩＰ電話

の通信を指示する。 

②支援組織要員は，統合原子力防災

ネットワークＩＰ電話を用いて，緊急

時対策所から事業所外へ連絡をする。 

ｂ） 統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ 

①実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，支援組織要員に対して統

合原子力防災ネットワークＩＰ－Ｆ

ＡＸの通信を指示する。 

②支援組織要員は，統合原子力防災

ネットワークＩＰ－ＦＡＸを用いて，

緊急時対策所から事業所外へ連絡を

する。 

ｃ） 統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム 

①実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，支援組織要員に対して統

合原子力防災ネットワークＴＶ会議

システムの通信を指示する。 

②支援組織要員は，統合原子力防災

ネットワークＴＶ会議システムを起

動し，通信状態の確認を行う。 

③支援組織要員は，統合原子力防災

ネットワークＴＶ会議システムを用

いて，緊急時対策所から事業所外へ連

絡をする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

 有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，非常

時対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認すること。 

また,有毒ガス防護対策を行った場

合でも,重大事故等対処が実施可能で

あること。 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類（反映事項な

し） 

  有毒ガス防護対策により，非常時

対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保

すべき事項ではないことから，反映

事項はない。 

また，有毒ガス防護対策を行った

場合の重大事故等対処の成立性に

ついては，既許可においても有毒ガ

ス防護対策を考慮した重大事故等

対処の手順及び体制を定め，添付書

類八添付１に示す重大事故等対処

に係るタイムチャートを作成し，重

大事故等対処が成立することを確

認していることから，反映すべき事

項はない。 

 

 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共通事

項として技術的能力1.0の補足説明資

料で説明する。また，既許可に反映済

みの事項を含め，本条文における有毒

ガス防護対策を確認した結果として，

「有毒ガス防護に係る申請書項目の

整理表」を補足説明資料 1.14-9 とし

て追加する。 

 

 

 

1
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（21／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
2
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｄ） 一般加入電話 

①実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，実施組織要員又は支援組

織要員に対して一般加入電話の通信

を指示する。 

②実施組織要員は，一般加入電話の

端末を用いて，中央制御室から事業所

外へ連絡をする。支援組織要員は，一

般加入電話の端末を用いて緊急時対

策所から事業所外へ連絡をする。 

ｅ） 一般携帯電話 

①実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，支援組織要員に対して一

般携帯電話の通信を指示する。 

②支援組織要員は，一般携帯電話の

端末を用いて，緊急時対策所から事業

所外へ連絡をする。 

ｆ） 衛星携帯電話 

①実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，実施組織要員又は支援組

織要員に対して衛星携帯電話の通信

を指示する。 

②実施組織要員は，衛星携帯電話の

端末を用いて，中央制御室から事業所

外へ連絡をする。支援組織要員は，衛

星携帯電話の端末を用いて，緊急時対

策所から事業所外へ連絡をする。 

ｇ） ファクシミリ 

①実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，実施組織要員又は支援組

織要員に対してファクシミリの通信

を指示する。 

②実施組織要員は，ファクシミリを

用いて，中央制御室から事業所外へ連

絡をする。支援組織要員は，ファクシ

ミリを用いて，緊急時対策所から事業

所外へ連絡をする。 

４） 操作の成立性 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（22／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
2
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワ

ークＴＶ会議システム，一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話及び

ファクシミリは，設計基準の範囲内に

おいて使用している設備であり，特別

な技量を要することなく，容易に操作

が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に運

搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．(ｂ)ⅰ． 

(ⅱ) 所外通信連絡設備が損傷した場

合の手段 

１） 中央制御室における通信連絡 

重大事故等への体制に移行した際

に中央制御室の一般加入電話及び衛

星携帯電話が機能喪失した場合，中央

制御室の屋外から実施組織の連絡責

任者（実施責任者又はあらかじめ指名

された者）が再処理事業所外への連絡

を行う際は，可搬型衛星電話（屋外用）

を用いて通信連絡を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
9
9
1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（23／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
2
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの設備を用いた中央制御室

における通信連絡の手順を整備する。 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等

への体制に移行した際に，中央制御室

の一般加入電話等から外部へ発信を

行い，発信音が確認できず，外部電源

喪失に伴う非常用所内電源系統等の

機能喪失等により一般加入電話等が

機能喪失したと判断した場合。 

ｂ） 使用する設備 

中央制御室から事業所外（国，地方

公共団体，その他関係機関等）への通

信連絡において使用する設備は以下

のとおり。 

ⅰ） 代替通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

ｃ） 操作手順 

可搬型衛星電話（屋外用）による再

処理事業所外への通信連絡の概要は

以下のとおり。 

また，中央制御室における再処理事

業所外への通信連絡手順の概要を第

13－４図に示す。 

ⅰ） 可搬型衛星電話（屋外用）の配備 

①実施責任者は，手順着手の判断基

準に基づき，実施組織の中央制御室に

滞在する建屋外対応班の班員へ可搬

型衛星電話（屋外用）を配備する。 

②可搬型衛星電話（屋外用）を使用

する要員は，中央制御室の屋外へ可搬

型衛星電話（屋外用）の端末を持参し，

使用する際に電源を入れることによ

り，中央制御室の屋外から再処理事業

所外へ連絡を行う際の通信連絡手段

とする。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応作業として，除灰作業
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（24／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
2
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の準備を実施する。また，降灰を確認

したのち必要に応じ，除灰作業を実施

する。 

③可搬型衛星電話（屋外用）の電源

は，充電池から給電を行う。この場合，

充電池給電で 10 時間使用することが

可能である。使用開始から 10 時間を

目安に充電池の残容量を適宜確認し，

残容量が少なくなったことを確認後，

充電池の交換を行う。 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋外用）は，配備

後すぐに使用可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．(ｂ)ⅰ． 

(ⅱ) 

２） 緊急時対策所における通信連絡 

重大事故等への体制に移行した際

に緊急時対策所の一般加入電話等が

機能喪失した場合，緊急時対策所から

支援組織要員が再処理事業所外への

連絡を行う際は，統合原子力防災ネッ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（25／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
2
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トワークＩＰ電話，統合原子力防災ネ

ットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力

防災ネットワークＴＶ会議システム

及び可搬型衛星電話（屋内用）を用い

て通信連絡を行う。 

これらの設備を用いた緊急時対策

所における通信連絡の手順を整備す

る。 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等

への体制に移行した際に，緊急時対策

所の一般加入電話等から外部へ発信

を行い，発信音が確認できず，外部電

源喪失に伴う非常用所内電源系統等

の機能喪失等により一般加入電話等

が機能喪失したと判断した場合。 

ｂ） 使用する設備 

緊急時対策所から事業所外（国，地

方公共団体，その他関係機関等）への

通信連絡において使用する設備は以

下のとおり。 

ⅰ） 代替通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話（設計基準対象の施設と兼

用） 

・統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ（設計基準対象の施設

と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム（設計基準対象の

施設と兼用） 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

ｃ） 操作手順 

統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネッ

トワークＴＶ会議システムの電源は

代替電源から給電し使用する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（26／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
2
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電源を代替電源から給電する手順

は，「(ｃ) 電源を代替電源から給電す

る手順等」にて整備する。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワ

ークＴＶ会議システム及び可搬型衛

星電話（屋内用）による再処理事業所

外への通信連絡の概要は以下のとお

り。 

また，緊急時対策所における再処理

事業所外への通信連絡手順の概要を

第 13－５図に示す。代替通信連絡設備

のアクセスルートを第 13－22 図～第

13－24 図に示す。 

ⅰ） 統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話 

操作手順は，「(ｂ)ⅱ．(ⅰ) 所外通

信連絡設備を用いる場合の手段」にて

整備する。 

代替電源からの給電手順について

は，「(ｃ)(ⅲ) 緊急時対策建屋用発電

機又は緊急時対策建屋用電源車によ

る統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話等への給電」にて整備する。 

ⅱ） 統合原子力防災ネットワークＰ

－ＦＡＸ 

操作手順は，「(ｂ)ⅱ．(ⅰ) 所外通

信連絡設備を用いる場合の手段」にて

整備する。 

代替電源からの給電手順について

は，「(ｃ)(ⅲ) 緊急時対策建屋用発電

機又は緊急時対策建屋用電源車によ

る統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話等への給電」にて整備する。 

ⅲ） 統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム 

操作手順は，「(ｂ)ⅱ．(ⅰ) 所外通
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（27／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
2
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信連絡設備を用いる場合の手段」にて

整備する。 

代替電源からの給電手順について

は，「(ｃ)(ⅲ) 緊急時対策建屋用発電

機又は緊急時対策建屋用電源車によ

る統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話等への給電」にて整備する。 

ⅳ） 可搬型衛星電話（屋内用）の配備 

①非常時対策組織の本部長は，手順

着手の判断基準に基づき，支援組織の

緊急時対策所に滞在する総括班の班

員へ可搬型衛星電話（屋内用）を配備

する。 

②可搬型衛星電話（屋内用）を使用

する要員は，アンテナ及びレシーバを

緊急時対策所の屋外に配備し，アンテ

ナとレシーバ間をアンテナケーブル

で接続する。その後，ハンドセットを

緊急時対策所に配備し，レシーバとハ

ンドセット間をＬＡＮケーブルで接

続する。火山の影響により，降灰予報

（「やや多量」以上）を確認した場合

は，事前の対応作業として，除灰作業

の準備を実施する。また，降灰を確認

したのち必要に応じ，除灰作業を実施

する。 

③通話可能となった可搬型衛星電

話（屋内用）を用い，緊急時対策所か

ら再処理事業所外へ連絡を行う際の

通信連絡手段とする。 

④可搬型衛星電話（屋内用）の電源

は，緊急時対策所で使用する 

場合は緊急時対策建屋用発電機又

は緊急時対策建屋用電源車から給電

を行う。 

ｄ） 操作の成立性 

統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩ
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（28／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
2
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワ

ークＴＶ会議システム，一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話及び

ファクシミリは，設計基準対象の施設

として使用している設備であり，特別

な技量を要することなく，容易に操作

が可能である。 

可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急

時対策所への配備分については，非常

時対策組織の本部長１人及び支援組

織要員８人の合計９人にて，事象発生

後，作業開始から１時間 20 分以内に

配備可能である。 

可搬型衛星電話（屋内用）のタイム

チャートを第 13－８図に示す。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．(ｂ) 

ⅱ．計測等を行った重要なパラメータ

を再処理事業所外の必要な場所

と共有するための手順等 

重要なパラメータを計測し，その結

果を再処理事業所外の必要な場所と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

1
9
9
7



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（29／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
3
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共有するため，所外通信連絡設備，所

外データ伝送設備及び代替通信連絡

設備（以下「所外通信連絡設備等」と

いう。）を使用する。 

直流電源喪失時等，可搬型の計測器等

にて，重大事故等の対処に必要なパラ

メータのうち，貯槽等温度や再処理施

設周辺の放射線線量率等の重要なパ

ラメータを計測し，その結果を所外通

信連絡設備等により共有する場合は，

以下の設備を使用する 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．(ｂ) 

ⅱ． 

(ⅰ) 所外通信連絡設備及び所外デー

タ伝送設備を用いる場合の手段 

１） 事業所外（国，地方公共団体，そ

の他関係機関等）への連絡 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等

への体制移行を実施責任者が判断し

た場合。 

ｂ） 使用する設備 

中央制御室又は緊急時対策所から

事業所外（国，地方公共団体，その他

関係機関等）への連絡において使用す

る設備は以下のとおり。 

ⅰ） 所外通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話（設計基準対象の施設と兼

用） 

・統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ（設計基準対象の施設

と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム（設計基準対象の

施設と兼用） 

・一般加入電話（設計基準対象の施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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8



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（30／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
3
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設と兼用） 

・一般携帯電話（設計基準対象の施

設と兼用） 

・衛星携帯電話（設計基準対象の施

設と兼用） 

・ファクシミリ（設計基準対象の施

設と兼用） 

ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ｂ)ⅰ．(ⅰ) 所外通

信連絡設備を用いる場合の手段」にて

整備する。 

重要なパラメータを計測する手順

等は，「９．事故時の計装に関する手順

等」及び「11．監視測定等に関する手

順等」にて整備する。 

ｄ） 操作の成立性 

統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワ

ークＴＶ会議システム，一般加入電

話，一般携帯電話，衛星携帯電話及び

ファクシミリは，設計基準の範囲内に

おいて使用している設備であり，特別

な技量を要することなく，容易に操作

が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 
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9



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（31／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
3
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．(ｂ) 

ⅱ．(ⅰ) 

２） 事業所外（緊急時対策支援システ

ム（ＥＲＳＳ））へのデータ伝送 

 

ｄ） 操作の成立性 

データ伝送設備は，設計基準の範囲

内において使用している設備であり，

特別な技量を要することなく，容易に

操作が可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．(ｂ) 

ⅱ． 

(ⅱ) 所外通信連絡設備及び所外デー

タ伝送設備が損傷した場合の

手段 

１） 中央制御室から事業所外（国，地

方公共団体，その他関係機関等）

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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0



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（32／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
3
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

への連絡 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等

への体制に移行した際に，中央制御室

の一般加入電話等から外部へ発信を

行い，発信音が確認できず，外部電源

喪失に伴う非常用所内電源系統等の

機能喪失等により一般加入電話等が

機能喪失したと判断した場合。 

ｂ） 使用する設備 

中央制御室から事業所外（国，地方

公共団体，その他関係機関等）への連

絡において使用する設備は以下のと

おり。 

ⅰ） 代替通信連絡設備 

・可搬型衛星電話（屋外用） 

ｃ） 操作手順 

操作手順は，「(ｂ)ⅰ．(ⅱ)１) 中

央制御室における通信連絡」にて整備

する。 

重要なパラメータを計測する手順

等は，「９．事故時の計装に関する手順

等」及び「11．監視測定等に関する手

順等」にて整備する。 

なお，可搬型衛星電話（屋外用）を

使用する場合は，中央制御室から屋外

へ出て連絡を行う。 

ｄ） 操作の成立性 

可搬型衛星電話（屋外用）は，配備

後すぐに使用可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 
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1



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（33／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
3
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．(ｂ) 

ⅱ．(ⅱ) 

２） 緊急時対策所から事業所外（国，

地方公共団体，その他関係機関

等）への通信連絡 

ａ） 手順着手の判断基準 

安全機能喪失を確認後，重大事故等

への体制に移行した際に，中央制御室

の一般加入電話等から外部へ発信を

行い，発信音が確認できず，外部電源

喪失に伴う非常用所内電源系統等の

機能喪失等により一般加入電話等が

機能喪失したと判断した場合。 

ｂ） 使用する設備 

緊急時対策所から事業所外（国，地

方公共団体，その他関係機関等）への

通信連絡において使用する設備は以

下のとおり。 

ⅰ） 代替通信連絡設備 

・統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話（設計基準対象の施設と兼

用） 

・統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ（設計基準対象の施設

と兼用） 

・統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム（設計基準対象の

施設と兼用） 

・可搬型衛星電話（屋内用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（34／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
3
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ） 操作手順 

統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネッ

トワークＴＶ会議システムの電源は

代替電源から給電し使用する。 

電源を代替電源から給電する手順

は，「(ｃ) 電源を代替電源から給電す

る手順等」にて整備する。 

操作手順は，「(ｂ)ⅰ．(ⅱ)２） 緊

急時対策所における通信連絡」にて整

備する。 

重要なパラメータを計測する手順等

は，「９．事故時の計装に関する手順

等」及び「11．監視測定等に関する手

順等」にて整備する。 

ｄ） 操作の成立性 

統合原子力防災ネットワークＩＰ

電話，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ－ＦＡＸ及び統合原子力防災ネッ

トワークＴＶ会議システムは，設計基

準の範囲内において使用している設

備であり，特別な技量を要することな

く，容易に操作が可能である。 

また，可搬型衛星電話（屋内用）は，

緊急時対策所への配備分については，

非常時対策組織の本部長１人及び支

援組織要員８人の合計９人にて，事象

発生後，作業開始から１時間 20 分以

内に配備可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（35／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
3
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ． 

(ｃ) 電源を代替電源から給電する手

順等 

 

(ⅰ) 制御建屋可搬型発電機による可

搬型衛星電話（屋内用）等への

給電 

 

４） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者１人，要

員管理班の班員３人，情報管理班の班

員３人，通信班長１人，建屋外対応班

長１人及び建屋対策班の班員６人の

合計 15 人体制にて，作業開始から２

時間 30 分以内に，事象発生後から 11 

時間以内に配備可能である。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

代替電源設備の一部である制御建

屋可搬型発電機による給電について

は，実施責任者等の要員８人，建屋対

策班の班員４人の合計 12 人にて，事

象発生から代替電源設備の一部であ

る制御建屋可搬型発電機の起動完了

までを，事象発生後から４時間５分以

内に実施し，その後，可搬型衛星電話

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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4



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（36／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
3
7
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（屋内用）及び可搬型トランシーバ

（屋内用）へ給電を行う。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．(ｃ) 

(ⅱ) 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設可搬型発電機による可

搬型衛星電話（屋内用）等への

給電 

 

４） 操作の成立性 

上記の対応は，実施責任者１人，要

員管理班の班員３人，情報管理班の班

員３人，通信班長１人，建屋外対応班

長１人及び放射線対応班の班員３人

の合計 12 人体制にて，作業開始から

１時間 30 分以内に，事象発生後から

28 時間以内に配備可能である。 

代替電源設備の一部である使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬

型発電機による給電については，実施

責任者等の要員８人，建屋対策班の班

員 26 人の合計 34 人にて，事象発生

から代替電源設備の一部である使用

済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可

搬型発電機の起動完了までを，事象発

生後から 22 時間 10 分以内に実施

し，その後，可搬型衛星電話（屋内用）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（37／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
3
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

及び可搬型トランシーバ（屋内用）へ

給電を行う。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 

 

添付書類八 添付１ 13．ｂ．(ｃ) 

（ⅲ） 緊急時対策建屋用発電機又は

緊急時対策建屋用電源車に

よる統合原子力防災ネット

ワークＩＰ電話等への給電 

 

４） 操作の成立性 

本対策の実施判断後，緊急時対策建

屋代替電源設備の一部である緊急時

対策建屋用発電機又は緊急時対策建

屋用電源車が準備されてから速やか

に実施が可能である。 

緊急時対策建屋代替電源設備の一

部である緊急時対策建屋用発電機に

よる給電の確認は，緊急時対策建屋内

において，自動起動した緊急時対策建

屋代替電源設備の一部である緊急時

対策建屋用発電機から給電されてい

ることの確認を指示してから，非常時

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（38／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
3
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策組織の本部長１人，非常時対策組

織の要員２人の合計３人で行い，５分

以内に対処可能である。 

緊急時対策建屋代替電源設備の一

部である緊急時対策建屋用電源車に

よる給電は，緊急時対策建屋代替電源

設備の一部である緊急時対策建屋用

電源車による給電準備を指示してか

ら，緊急時対策建屋において緊急時対

策組織の本部長１人，非常時対策組織

の要員６人の合計７人で行い，可搬型

燃料供給ホースの接続口への接続ま

で２時間以内に対処可能である。本対

処は，時間及び要員数に余裕がある際

に実施するため，重大事故等対処設備

を用いた対応に悪影響を及ぼすこと

はない。 

重大事故等の対処においては，通常

の安全対策に加えて，放射線環境や作

業環境に応じた防護具の配備を行い，

移動時及び作業時の状況に応じて着

用することとする。 

線量管理については，個人線量計を

着用し，１作業当たり 10ｍＳｖ以下と

することを目安に管理する。 

さらに，実施組織要員の作業場所へ

の移動及び作業においては，作業場所

の線量率の把握及び状況に応じた対

応を行うことにより，実施組織要員の

被ばく線量を可能な限り低減できる。 

夜間及び停電時においては，確実に

運搬，移動ができるように，可搬型照

明を配備する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（39／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
4
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ 13. 

第13-1表 機能喪失を想定する設備

と整備する対応手段，対処

設備，手順書一覧（再処理

事業所内の通信連絡をす

る必要のある場所との通

信連絡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（40／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
4
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ 13. 

第13-2表 機能喪失を想定する設備

と整備する対応手段，対処

設備，手順書一覧（再処理

事業所外の通信連絡をす

る必要のある場所との通

信連絡） 

 

 

添付書類八 添付１ 13. 

第13-3表 審査基準における要求事

項ごとの給電対象設備 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（41／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
4
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ 13. 

第13-4表 通信連絡を行うために必

要な設備 

 

 

添付書類八 添付１ 13. 

第13-1図 屋内（現場）における再処

理事業所内への通信連絡

手順の概要 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（42／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
4
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 添付１ 13. 

第13-2図 屋外（現場）における再処

理事業所内への通信連絡

手順の概要 

 

 

添付書類八 添付１ 13. 

第13-3図 屋内（中央制御室及び緊急

時対策所等）における再処

理事業所内への通信連絡

手順の概要 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力１．１４）（43／43） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 

 

補
1
.
1
4
-
9
-
4
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

添付書類八 添付１ 13. 

第13-4図 中央制御室における再処

理事業所外への通信連絡

手順の概要 

 

 

添付書類八 添付１ 13. 

第13-5図 緊急時対策所における再

処理事業所外への通信連

絡手順の概要 
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令和４年 7 月 15 日 R19 

２．大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムへの対応 

（抜粋） 

2013



目次 

２． 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムへの対応における事項 

２．１ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応に係る基本的な考え方 

２．１．１ 大規模損壊発生時に係る手順書の整備 

２．１．１．１ 大規模な自然災害への対応における考慮 

２．１．１．２ 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへ

の対応における考慮 

２．１．１．３ 大規模損壊発生時の対応手順 

２．１．１．４ 大規模損壊への対応を行うために必要な手順 

２．１．２ 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

２．１．２．１ 大規模損壊発生時の体制 

２．１．２．２ 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練 

２．１．２．３ 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指

揮命令系統の確立の基本的な考え方 

２．１．２．４ 大規模損壊発生時の活動拠点 

２．１．２．５ 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

２．１．３ 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

２．２ 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ

リズムへの対応における事項 

２．２．１ 大規模損壊発生時の手順書の整備 

２．２．１．１ 大規模損壊発生時の対応手順 

２．２．１．２ 大規模損壊への対応を行うために必要な手順 

２．２．２ 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

2014



２．２．２．１ 大規模損壊発生時の体制 

２．２．２．２ 大規模損壊発生時の対応のための要員への教育及び

訓練 

２．２．２．３ 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる被 

災時に対する指揮命令系統の確立 

２．２．２．４ 大規模損壊発生時の活動拠点 

２．２．２．５ 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

２．２．３ 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

２．３ まとめ  

2015



2. 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムへの対応における事項 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合に備えて，

公衆及び従事者を放射線被ばくのリスクから守ることを最大の目的とし，

以下の項目に関する手順書を整備するとともに，当該手順書に従って活動

を行うための体制及び資機材を整備する。整備に当たっては過酷な大規

模損壊が発生した場合においても，当該手順書等を活用した対策によって

事象進展の抑制及び影響の緩和措置を講ずることができるよう考慮する。 

・大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火

活動に関すること 

・大規模損壊発生時における燃料貯蔵プール等の水位を確保するため

の対策及び使用済燃料の著しい損傷を緩和するための対策に関するこ

と 

・大規模損壊発生時における放射性物質及び放射線の放出を低減するた

めの対策に関すること 

 

2016



2.1 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ 

ムへの対応に係る基本的な考え方 

2.1.1 大規模損壊発生時に係る手順書の整備 

  大規模損壊では，重大事故等時に比べて再処理施設が受ける影響及び被

害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想定する。そ

のため，あらかじめシナリオを設定して対応することが困難である。 

したがって，工場等外への放射性物質及び放射線の放出低減を最優先

に考えた対応を行うこととし，重大事故等対策において整備する手順書等

に加えて，可搬型重大事故等対処設備による対応を中心とした多様性及び

柔軟性を有するものとして整備する。 

大規模損壊に係る手順書を整備するに当たっては，重大事故等の要因

として考慮した自然現象を超えるような規模の自然災害が再処理施設の安

全性に与える影響，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る再処理施設の広範囲にわたる損壊，不特定多数の機器の機能喪失，大規

模な火災等の発生などを考慮する。また，重大事故等対策が機能せず，重

大事故が進展し，工場等外への放射性物質及び放射線の放出に至る可能性

も考慮する。 

大規模損壊への対処に当たっては，再処理施設の被害状況を速やかに

把握するための手順書及び被害状況を踏まえた優先事項の実行判断を行う

ための手順書を整備する。また，重大事故等への対処を考慮した上で，大

規模な火災が発生した場合における消火活動，燃料貯蔵プール等の水位を

確保するための対策及び使用済燃料の著しい損傷を緩和するための対策，

放射性物質の放出を低減するための対策，放射線の放出を低減するための

対策及び重大事故等対策（以下「実施すべき対策」という。）の内容を整

理するとともに，判断基準及び手順書を整備する。 
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大規模な自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性のある

自然災害の事象を選定した上で，整備した対応手順書の有効性を確認する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，様々な

状況を想定するが，その中でも施設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の

機能喪失及び大規模な火災が発生して再処理施設に大きな影響を与える事

象を前提とした対応手順書を整備する。 

 

2.1.1.1 大規模な自然災害への対応における考慮 

大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害を想定するに当たっては，

国内外の基準等で示されている外的事象を網羅的に抽出し，その中から考

慮すべき自然災害に対して，設計基準より厳しい条件を想定する。 

また，再処理施設の安全性に与える影響及び重畳することが考えられる

自然災害の組み合わせについても考慮する。 

さらに，事前予測が可能な自然現象については，影響を低減させるため

の必要な安全措置を講ずることを考慮する。 

 

2.1.1.2 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応におけ    

る考慮 

テロリズムには様々な状況を想定するが，その中でも施設の広範囲にわ

たる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生して再処理施設

に大きな影響を与える故意による大型航空機の衝突及びその他のテロリズ

ムを想定し，多様性及び柔軟性を有する手段を構築する。 

 

2.1.1.3 大規模損壊発生時の対応手順 

大規模損壊発生時における対応として，以下の項目の対応に必要な手
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順書を整備する。 

(１) 再処理施設の状態把握 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムは，重大事故等時に比べて再処理施設が受ける影響及び被害の程度が

大きく,発生直後にその規模ともたらされる再処理施設の状態を正確に

把握することは困難である。 

そのため，大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムが発生した場合は，以下の状況に応じて制御室，緊急時対

策所及び現場確認から再処理施設の状態把握を行う。 

ａ．制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策所の監視機能が維

持され，かつ，現場確認が可能な場合 

 制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策所の監視機能にて

再処理施設の状態を平常運転時の運転監視パラメータによって確認し

つつ，現場の機器の起動状態及び受電状態を確認することにより再処

理施設の被害状況を確認する。 

ｂ．制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策所の監視機能の一

部又はすべてが機能喪失しているが，現場確認が可能な場合 

可能な限り制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策所の監

視機能にて再処理施設の状態を平常運転時の運転監視パラメータによ

って確認しつつ，現場の機器の起動状態及び受電状態を確認すること

により再処理施設の被害状況を確認する。また，機能喪失している機

器については機能の回復操作を実施する。 

ｃ．大規模損壊によって制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策

所の監視機能の一部又はすべてが機能喪失しており，現場確認が不可

能な場合 
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  可能な限り制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策所の監視

機能にて再処理施設の状態を平常運転時の運転監視パラメータによっ

て確認しつつ，優先順位に従い，現場へのアクセスルートを可能な限

り復旧する。アクセスルートが確保され次第，確認できないパラメー

タを対象にして，外からの目視による確認又は可搬型計器により，現

場の機器の起動状態及び受電状態を確認することにより再処理施設の

被害状況を確認する。また，機能喪失している機器については機能の

回復操作を実施する。 

  大規模損壊発生時は，再処理施設の状態を正確に把握することが困難

である。そのため事故対応の判断が困難である場合を考慮した判断フ

ローを整備する。また，大規模損壊発生時に使用する手順書を有効的

かつ効果的に使用するため，適用の条件を明確化するとともに，判断

フローを明示することにより必要な対策への移行基準を明確化する。 

(２) 実施すべき対策の判断 

再処理施設の状態把握により，重大事故等対策が機能せず，重大事

故が進展し，工場等外への放射性物質及び放射線の放出に至る可能性

のある事故（以下「放出事象」という。）や大規模損壊の発生を確認し

た場合は，実施責任者（統括当直長）は得られた情報から対策への時

間余裕を考慮し，工場等外への放射性物質及び放射線の放出による被

害を最小限とするよう，対策の優先順位を判断し，使用する手順書を

臨機応変に選択して緩和措置を行う。優先事項の項目を次に示す。 

ａ．大規模な火災が発生した場合における消火活動 

・消火活動 

ｂ．燃料貯蔵プール等の水位を確保するための対策及び使用済燃料の著し

い損傷を緩和するための対策 
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・燃料貯蔵プール等の水位異常低下時の燃料貯蔵プール等への注水 

ｃ．放射性物質及び放射線の放出を低減するための対策 

・事故の発生防止及び拡大防止（影響緩和含む）に係る対策 

・放射性物質及び放射線の放出の可能性がある場合の再処理施設への

放水等による放出低減 

ｄ．その他の対策 

・要員の安全確保 

・対応に必要なアクセスルートの確保 

・各対策の作業を行う上で重要となる区域の確保 

・電源及び水源の確保並びに燃料補給 

・人命救助 

大規模損壊発生時は，再処理施設が受ける影響及び被害の程度が大

きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想定する。そのため，

実施すべき対策の判断に当たってのパラメータは，施設の被害やアク

セスルート等の被害状況を踏まえた優先事項の実行判断のもと，適切

な手段により確認する。 

 

2.1.1.4 大規模損壊への対応を行うために必要な手順 

技術的能力審査基準の「２．大規模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムへの対応における要求事項」の一～三まで

の活動を行うための手順書として，重大事故等対策で整備する設備を活用

した手順書等に加えて，事象進展の抑制及びその影響の緩和に資するため

の多様性を持たせた手順書等を整備する。 

また，技術的能力審査基準の「１．重大事故等対策における要求事

項」における１．１項～１．９項の要求事項に基づき整備する手順書に加
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えて，大規模損壊の発生を想定し，制御室の監視及び制御機能が喪失した

場合も対応できるよう現場にて再処理施設の状態を監視する手順書，現場

において直接機器を作動させるための手順書等を整備する。 

(１) ３つの活動を行うための手順 

大規模損壊が発生した場合に対応する手順については，以下に示す

３つの活動を行うための手順を網羅する。 

ａ．大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合における消火活動と

して，故意による大型航空機の衝突に伴う航空機燃料火災の発生を想定

する。そのため，火災の発生状況を最優先で現場確認し，大型化学高所

放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車を用いた延焼防止の消

火活動並びに可搬型放水砲等を用いた泡消火又は放水による消火活動に

ついての手順書を整備する。また，事故対応を行うためのアクセスルー

ト上の火災，操作の支障となる火災等の消火活動も想定して手順書を整

備する。本手順書の整備に当たっては，臨界安全に及ぼす影響を考慮す

る。 

ｂ．燃料貯蔵プール等の水位を確保するための対策及び使用済燃料の著し

い損傷を緩和するための対策に関する手順等 

燃料貯蔵プール等の水位を確保するための手順書及び使用済燃料の

著しい損傷を緩和するための手順書を整備する。 

ｃ．放射性物質及び放射線の放出を低減するための対策に関する手順等 

(ａ) 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

大規模損壊発生時における臨界事故に対処するための手順書を整備

する。 

(ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

2022



大規模損壊発生時における冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処す

るための手順書を整備する。 

(ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

大規模損壊発生時における放射線分解により発生する水素による爆

発に対処するための手順書を整備する。 

(ｄ) 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

大規模損壊発生時における有機溶媒による火災又は爆発に対処する

ための手順書を整備する。 

(ｅ) 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

大規模損壊発生時における工場等外への放射性物質及び放射線の放

出を抑制するための手順書を整備する。 

(ｆ) 放出事象への対処に必要となる水の供給手順等 

大規模損壊発生時において，放出事象への対処に必要となる水を供

給するための手順書を整備する。 

(ｇ) 電源の確保に関する手順等 

大規模損壊発生時において，放出事象に対処するために必要な電源

を確保するための手順書を整備する。 

(ｈ) 可搬型設備等による対応手順等 

可搬型設備等による対応手順等のうち，大規模損壊発生時における

建物損傷を想定し，長期にわたって放射線が工場等外へ放出されるこ

とを防止するために，クレーンの輸送及び組立て並びに遮蔽体設置の

作業に関して柔軟な対応を行うための大規模損壊に特化した手順書を

整備する。 

本手順は大規模損壊特有の支援として，あらかじめ協力会社と支援

協定を締結し，支援体制を確立した上で実施する。 
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2.1.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合における体

制については，「(２)(ⅰ)(ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備」に

基づいた体制を基本とする。また，以下のとおり大規模損壊発生時の体制，

対応のための要員への教育及び訓練，要員被災時の指揮命令系統の確立，

活動拠点及び支援体制について流動性をもって柔軟に対応できるよう整備

する。 

 

2.1.2.1 大規模損壊発生時の体制 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合に，事故原

因の除去，事故の拡大防止及びその他必要な活動を迅速，かつ，円滑に実

施するため，「(２)(ⅰ)(ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備」に基

づいた体制を基本とする。大規模損壊の発生に伴う要員の被災，制御室の

機能喪失等により，体制が部分的に機能しない場合においても，流動性を

もって柔軟に対応できる体制を整備する。 

また，建物の損壊等により対応を実施する要員が被災するような状況

においても，宿直者を含めた敷地内に勤務している要員を最大限に活用す

る等の柔軟な対応をとることができる体制とする。 

 

2.1.2.2 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練 

大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に応じて的確，

かつ，柔軟に対応するために必要な力量を確保するため，実施組織及び自

衛消防隊の要員への教育及び訓練については，重大事故等への対処として

実施する教育及び訓練に加え，過酷な状況下においても柔軟に対応できる

よう大規模損壊発生時の対応手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を習
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得するための教育及び訓練を実施する。また，実施責任者（統括当直長）

及びその代行者を対象に，通常の指揮命令系統が機能しない場合を想定し

た個別の教育及び訓練を実施する。さらに，実施組織要員に対して，実施

組織要員の役割に応じて付与される力量に加え，流動性をもって柔軟に対

応できるような力量を確保していくことにより，本来の役割を担う実施組

織要員以外の要員でも助勢等ができるよう教育及び訓練の充実を図る。 

航空機衝突による大規模な火災への対処のための教育及び訓練は，航

空機落下による消火活動に対する知識の向上を図ることを目的に，実施組

織要員に対して空港における航空機火災の消火訓練の現地教育並びに大型

化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車による泡消火訓

練や粉末噴射訓練等を実施する。 

 

2.1.2.3 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令系統の

確立の基本的な考え方 

大規模損壊発生時には，要員の被災によって通常の非常時対策組織の指

揮命令系統が機能しない場合も考えられる。このような状況においても，

招集により確保した要員の指揮命令系統が確立できるよう，大規模損壊発

生時に対応するための体制を整備する。 

整備に当たっては平日の日中，平日の夜間又は休日での環境の違いを考

慮し，要員を確保する。また，平日の夜間及び休日に宿直する副原子力防

災管理者を含む宿直者は，大規模な自然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムが発生した場合においても対応できるよう，分散

して待機する。 

大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合においても指揮命

令系統を明確にした上で，消火活動を行う要員が消火活動を実施できるよ
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う体制を整備する。 

また，大規模損壊発生時において，社員寮，社宅等からの参集に時間

を要する場合も想定し，実施組織要員により当面の間は事故対応を行うこ

とができる体制とする。 

 

2.1.2.4 大規模損壊発生時の活動拠点 

大規模損壊発生時は，「(２)(ⅰ)(ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及び体制の

整備」に基づいた体制の整備と同様に，実施組織は制御建屋を活動拠点

とし，支援組織は緊急時対策所を活動拠点とする。また，工場等外への

放射性物質若しくは放射線の大量放出のおそれ又は故意による大型航空機

の衝突が生じたことにより，制御建屋が使用できなくなる場合には，実施

組織要員は緊急時対策所に活動拠点を移行し，対策活動を実施するが，緊

急時対策所が機能喪失する場合も想定し，緊急時対策所以外に代替可能な

スペースも状況に応じて活用する。 

気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出した場合は，再処理施設

周辺の線量率が上昇する。そのため，気体状の放射性物質が大気中へ大規

模に放出するおそれがある場合は，緊急時対策所にとどまり活動する要員

以外の要員は不要な被ばくを避けるため，再処理事業所構外へ一時退避す

る。緊急時対策所については，緊急時対策建屋換気設備を再循環モード又

は緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧によって緊急時対策所の居住性

を確保し，要員の放射線影響を低減させ，気体状の放射性物質が通過後，

活動を再開する。緊急時対策所にとどまり活動する要員以外の要員の再処

理事業所構外への一時退避については，再処理事業所から離れることで放

射線影響を低減させ，気体状の放射性物質が通過後，再処理事業所へ再参

集する。 
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また，有毒ガスが緊急時対策所に流入するおそれがある場合は，緊急

時対策建屋換気設備を再循環モードによって緊急時対策所の居住性を確

保し，緊急時対策所にとどまり活動する要員の有毒ガスによる影響を低

減させ，防護する。 

【補足説明資料２．-８】 

 

2.1.2.5 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

  大規模損壊発生時における全社対策本部の設置による支援体制は，

「(２)(ⅰ)(ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備」に基づき整備する

支援体制と同様である。 

大規模損壊発生時において外部からの支援が必要な場合は，「(２)(ⅰ)(ｃ) 

支援に係る事項」と同様の方針を基本とし，他の原子力事業者及び原子

力緊急事態支援組織へ応援要請し，技術的な支援が受けられるよう体制を

整備する。また，原子力事業者間と必要な契約を締結して連絡体制の構築，

協力会社より現場作業や資機材輸送等に係る要員の派遣を要請できる体制

及びプラントメーカによる技術的支援を受けられる体制を構築する。 

大規模損壊特有の支援として，大規模損壊発生時における建物損傷を

想定し，長期にわたって放射線が工場等外へ放出されることを防止するた

めに，クレーンの輸送及び組立て並びに遮蔽体設置の作業に係る支援につ

いて，あらかじめ協力会社と支援協定を締結する。 
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2.1.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備  

大規模損壊の発生に備え，大規模損壊発生時の対応手順に従って活動

を行うために必要な設備及び資機材は，重大事故等発生時に使用する重大

事故等対処設備及び資機材を用いることを基本とし，これらは次に示す重

大事故等対処設備の配備の基本的な考え方に基づき配備する。 

(１) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムへの対応に必要な設備の配備及び当該設備の防護の基本的な考え

方 

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の

安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分

散を考慮して保管する。 

また，可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現

象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事

故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件

を考慮した上で，常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管す

る。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象

及び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，設計

基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設

備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能を損な

われるおそれがないよう，設計基準事故に対処するための設備又は常

設重大事故等対処設備これらを考慮して設置される建屋の外壁から100

ｍ以上の離隔距離を確保した場所に保管するとともに異なる場所にも
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保管することで位置的分散を図る。また，屋外に設置する設計基準事

故に対処するための設備からも100ｍ以上の離隔距離を確保する。 

(２) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方 

資機材については，高い線量率の環境下，大規模な火災の発生，通

常の通信手段が使用不能及び外部支援が受けられない状況を想定し，

必要な消火活動を実施するために着用する防護具，消火剤等の資機材，

可搬型放水砲等の設備，放射性物質又は放射線の放出，化学薬品の漏

えい及び有毒ガスの発生を考慮した防護具，再処理施設の内外の連絡

に必要な通信手段を確保するための複数の多様な通信手段等を配備す

る。また，そのような状況においても資機材の使用が期待できるよう，

同時に影響を受けることがないように再処理施設から100ｍ以上離隔を

とった場所に分散配置する。 
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2.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムへの対応における事項 

 

【要求事項】 

再処理事業者において、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる再処理施設の大規模な損壊（以下「大規模損

壊」という。）が発生するおそれがある場合又は発生した場合における体制

の整備に関し、以下の項目についての手順書が適切に整備されているか、又

は整備される方針が適切に示されていること。また、当該手順書に従って活

動を行うための体制及び資機材が適切に整備されているか、又は整備される

方針が適切に示されていること。 

 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火

活動に関すること。 

二 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵設備の水位を確保するため

の対策及び使用済燃料の著しい損傷を緩和するための対策に関するこ

と。 

三 大規模損壊発生時における放射性物質及び放射線の放出を低減するた

めの対策に関すること。 
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【解釈】 

１ 再処理事業者において、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる再処理施設の大規模な損壊が発生した場合

において、第１号から第３号までに掲げる活動を実施するために必要な手

順書、体制及び資機材等を適切に整備する方針であること。 

２ 第１号に規定する「大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した

場合における消火活動」について、再処理事業者は、故意による大型航空

機の衝突による外部火災を想定し、泡放水砲等を用いた消火活動について

の手順等を整備する方針であること。 

３ 再処理事業者は、本規程における「１.重大事故等対策における要求事

項」の以下の項目について、大規模な自然災害を想定した手順等を整備す

る方針であること。 

１．１ 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

１．２ 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

１．３ 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための

手順等 

１．４ 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

１．５ 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

１．６ 放射性物質の漏えいに対処するための手順等 

１．７ 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

１．８ 重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等 

１．９ 電源の確保に関する手順等 

 

４ 再処理事業者は、上記３の項目について、故意による大型航空機の衝突

その他のテロリズムも想定した手順等を整備する方針であること。 
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2.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

  大規模損壊発生時の対応手順書の整備に当たっては，大規模損壊の発生

によって放射性物質及び放射線が工場等外に放出されるような万一の事態

に至る可能性も想定し，以下の大規模な自然災害及び故意による大型航空

機衝突その他のテロリズムを考慮する。 

 (１) 大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害の選定 

   自然災害については，多数ある自然現象の中から再処理施設に大規模

損壊を発生させる可能性のある自然災害を選定する。 

ａ．自然現象の網羅的な抽出 

   国内外の基準を参考に，網羅的に自然現象を抽出及び整理し，自然現

象 56 事象を抽出した。 

 ｂ．特に再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある自然現象の選定 

   各自然現象については，次の選定基準を踏まえて想定する再処理施設

への影響を考慮し，非常に過酷な状況を想定した場合に考え得る自然現

象について評価した。 

基準１－１：自然現象の発生頻度が極めて低い 

基準１－２：自然現象そのものは発生するが，大規模損壊に至る規

模の発生を想定しない 

基準１－３：再処理施設周辺では起こり得ない 

   基準２  ：発生しても大規模損壊に至るような影響が考えられな

いことが明らかである 

   特に再処理施設の安全性に影響を与える可能性がある事象の影響を整

理した結果を第 5.2.1－１表及び第 5.2.1－１図にそれぞれ示す。 

   検討した結果，地震，竜巻，落雷，森林火災，凍結，干ばつ，火山の

影響，積雪及び隕石を非常に過酷な状況を想定した場合に大規模損壊の
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要因として考慮すべき自然現象として選定する。 

   上記の９事象に対し，大規模損壊に至る前に対処が可能な自然現象は

再処理施設に影響を与えないものと考え，特に再処理施設の安全性に影

響を与える可能性のある自然現象を選定した結果，地震，竜巻，火山の

影響及び隕石を大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害として選

定する。 

 ｃ．大規模損壊の対象シナリオ選定 

   非常に過酷な状況を想定した場合に大規模損壊の要因として考慮すべ

き自然現象について，それぞれで特定した外的事象及びシナリオを基に，

大規模損壊として想定することが適切な事象を選定する。 

   上記ｂ．での整理から，再処理施設の最終状態は以下の３項目に類型

化することができる。 

・大規模損壊で想定しているシナリオ 

・重大事故等で想定しているシナリオ 

・設計基準事故で想定しているシナリオ 

   事象ごとに再処理施設の最終状態を整理した結果を第 5.2.1－２表に

示す。その結果，再処理施設において大規模損壊を発生させる可能性の

ある自然現象は，地震，竜巻，火山の影響及び隕石の４事象である。 

   また，大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象のうち，各事象

のシナリオについては以下のとおりである。 

 (ａ) 地震 

   最も過酷なケースは電力系統，保安電源設備，安全冷却水系，安全圧

縮空気系，全交流動力電源，閉じ込め機能，遮蔽機能等の喪失により発

生する冷却機能の喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生する水素

による爆発，燃料貯蔵プール等の冷却機能等の喪失，放射性物質及び放
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射線の放出によるシナリオの場合となる。 

 (ｂ) 竜巻 

   最も過酷なケースは全交流動力電源の喪失により発生する冷却機能の

喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生する水素による爆発，燃料

貯蔵プール等の冷却機能等の喪失によるシナリオの場合となる。 

 (ｃ) 火山の影響 

   最も過酷なケースは全交流動力電源の喪失により発生する冷却機能の

喪失による蒸発乾固，放射線分解により発生する水素による爆発，燃料

貯蔵プール等の冷却機能等の喪失によるシナリオの場合となる。 

 (ｄ) 隕石 

   建物又は屋外設備等に隕石が衝突した場合は，当該建物又は設備が損

傷し，機能喪失に至る可能性がある。 

   再処理施設敷地に隕石が落下した場合は，振動により安全機能が損傷

し，機能喪失に至る可能性がある。 

 (２) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応 

   テロリズムは様々な状況を想定するが，その中でも施設の広範囲にわ

たる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生して再処理施

設に大きな影響を与える故意による大型航空機の衝突を想定し，多様性

及び柔軟性を有する手段を構築する。 

   また，大型航空機の建物への衝突を要因とする大規模な火災が発生す

ることを前提とした手順書を整備する。事前にテロリズムの情報を入手

した場合は，可能な限り被害の低減や人命の保護に必要な安全措置を講

ずることを考慮する。 

   その他のテロリズムによる爆発等での再処理施設への影響については，

故意による大型航空機の衝突と同様として考慮する。 
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   テロリストの敷地内への侵入に対する備えについては，核物質防護対

策として，区域の設定，人の容易な侵入を防止できる柵及び鉄筋コンク

リート造りの壁等の障壁の設置，巡視，監視，出入口での身分確認，探

知施設を用いた警報及び映像等の集中監視，治安当局への通信連絡並び

に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他

の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による敷地外か

らの爆発物及び有害物質の持込みを含む。）を防止するための持込み点

検を行う設計とする。また，常日頃より核物質防護措置に係る治安当局

との協力体制を構築し，連携を密にすることでテロリズムの発生に備え

る。テロリストの侵入やその兆候を確認した場合には，速やかに治安当

局に通報するとともに，再処理施設の安全確保のため使用済燃料の再処

理工程を停止する。また，要員の安全を確保するため，治安当局との連

携の上， 必要な措置を講ず

る。 

   テロリストの破壊行為により再処理施設が損壊した場合，以下のとお

り事業者として可能な限りの対応を行う。 

 ａ．安全系監視制御盤等の監視や現場での測定により施設状態の把握に努

める。 

 ｂ．把握した安全機能の喪失に対して安全機能の回復を図るとともに，治

安当局による鎮圧後に必要な措置を講ずるための準備を行う。 

以上より，大規模損壊発生時の対応手順書の整備に当たっては，(１)及

び(２)において整理した大規模損壊の発生によって，放射性物質及び放射

線が工場等外に放出されるような万一の事態に至る可能性も想定し，再

処理施設において使用できる可能性のある設備，資機材及び要員を最大

限に活用した多様性及び柔軟性を有する手段を構築する。
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第 2.2.1 表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（1／8） 

自然現象 
設計基準を超える自然現象が 

再処理施設に与える影響評価 

自然現象の想定規模と喪失する 

可能性のある機器 
最終的な再処理施設の状態 

地震 【影響評価に当たっての考慮事項】 

・基準地震動の 1.2 倍を超える地震の発生を想定する。  

・地震の事前の予測については，現在確立した手法が存在しないことか

ら，予兆なく発生する。 

【設計基準を超える場合の影響評価】  

・開閉所設備の碍子，変圧器等の電力系統の損傷に伴う外部電源喪失の

可能性がある。 

・非常用ディーゼル発電機の損傷により，全交流動力電源喪失に至る可

能性がある。 

・安全冷却水系の損傷により，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び燃料

貯蔵プール等の冷却機能等の喪失に至る可能性がある。 

・安全圧縮空気系の損傷により，放射線分解により発生する水素による

爆発に至る可能性がある。 

・制御室は，堅牢な建屋内にあることから，操作機能の喪失は可能性と

して低いが，計装・制御機能については喪失する可能性がある。  

・モニタリングポストの監視機能が喪失する可能性がある。 

・保管している危険物による火災の発生の可能性がある。  

・地盤の陥没等により，アクセスルートの通行が困難となり，事故の対

策に影響を及ぼす可能性がある。 

・再処理施設の損傷等により閉じ込め機能及び遮蔽機能が喪失する可能

性がある。 

 

【主な対応】 

・可搬型重大事故等対処設備等による再処理施設の状態把握，給電，注

水等を行う。 

・モニタリングポストを使用することが困難である場合は，可搬型環境

モニタリング設備による測定及び監視を行う。 

・排気モニタによる放射性物質の放出の監視。 

・火災が発生した場合は，大型化学高所放水車等の消火設備による消火

活動を行う。 

・屋外アクセスルートが通行不能である場合は，重機により復旧を行

う。 

【基準地震動の 1.2 倍を超える地震を

想定した場合に喪失する可能性のあ

る機器】  

・電力系統 

・保安電源設備 

・安全冷却水系 

・安全圧縮空気系 

・計測制御系統施設  

・安全保護回路  

・放射線管理施設 

・監視設備 

 

 

【次の事象が相乗して発生する可能

性がある】 

・冷却機能の喪失による蒸発乾固 

・放射線分解により発生する水素に

よる爆発 

・燃料貯蔵プール等の冷却機能等の

喪失 

・全交流動力電源喪失 

 

再処理施設の損傷等による閉じ込

め機能及び遮蔽機能の喪失により，

大規模損壊に至る可能性がある。 
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第 2.2.1 表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（2／8） 

自然現象 
設計基準を超える自然現象が 

再処理施設に与える影響評価 

自然現象の想定規模と喪失する 

可能性のある機器 
最終的な再処理施設の状態 

竜巻 【影響評価に当たっての考慮事項】 

・竜巻防護施設及び竜巻防護施設に波及的影響を及ぼし得る施設は，風

速 100m／s の竜巻から設定した荷重に対して，竜巻防護対策によって

防護されている。 

・事前の予測が可能であることから，再処理施設の安全性に影響を与え

ることがないように，あらかじめ体制を強化して安全対策（飛散防止

措置の確認等）を講ずることが可能である。 

・最大風速 100m／s を超える規模の竜巻を想定する。 

【設計基準を超える場合の影響評価】 

・風荷重及び飛来物の衝突による電力系統の損傷に伴い機能喪失し，外

部電源喪失に至る可能性がある。 

・風荷重及び飛来物の衝突により，安全冷却水系が損傷し，冷却機能の

喪失による蒸発乾固及び燃料貯蔵プール等の冷却機能等の喪失に至る

可能性がある。 

・飛来物の衝突による非常用ディーゼル発電機の機能喪失及び風荷重又

は飛来物の衝突による電力系統の損傷に伴う短絡による外部電源喪失

が同時に発生し，全交流動力電源が喪失する可能性がある。 

 

【主な対応】 

・可搬型重大事故等対処設備等による再処理施設の状態把握，給電，注

水等を行う。 

・屋外アクセスルートが通行不能である場合は，重機により復旧を行

う。 

【設計基準を超える竜巻を想定した場

合に喪失する可能性のある機器】 

・電力系統 

・保安電源設備 

・安全冷却水系 

・安全圧縮空気系 

 

【次の事象が相乗して発生する可能

性がある】 

・冷却機能の喪失による蒸発乾固 

・放射線分解により発生する水素に

よる爆発 

・燃料貯蔵プール等の冷却機能等の

喪失 

・全交流動力電源喪失 
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第 2.2.1 表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（3／8） 

自然現象 
設計基準を超える自然現象が 

再処理施設に与える影響評価 

自然現象の想定規模と喪失する 

可能性のある機器 
最終的な再処理施設の状態 

落雷 【影響評価に当たっての考慮事項】 

・設計基準雷撃電流 270kA を超える雷サージの影響を想定する。 

・落雷に対して，建築基準法に基づき高さ 20m を超える建築物等へ避雷

設備を設置し，避雷設備は構内接地網と連接することにより，接地抵

抗の低減や雷撃に伴う構内接地網の電位分布の平坦化を考慮した設計

とすることから，安全保護系等の設備に影響を与えることはなく，安

全に大地に導くことができる。 

・外部電源喪失したとしても，非常用ディーゼル発電機からの給電によ

り，全交流動力電源喪失には至らない。 

 

【設計基準を超える場合の影響評価】 

・電力系統が機能喪失することにより，外部電源喪失に至る可能性があ

る。 

 

【主な対応】 

・必要に応じて可搬型重大事故等対処設備等による給電及び注水を行

う。 

【設計基準を超える落雷を想定した場

合に喪失する可能性のある機器】 

・電力系統 

【次の事象が相乗して発生する可能

性がある】 

・なし 
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第 2.2.1 表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（4／8） 

自然現象 
設計基準を超える自然現象が 

再処理施設に与える影響評価 

自然現象の想定規模と喪失する 

可能性のある機器 
最終的な再処理施設の状態 

森林火災 【影響評価に当たっての考慮事項】 

・防火帯を超えて延焼するような規模を想定する。 

・森林火災が拡大するまでの時間的余裕は十分あることから，再処理施

設の安全性に影響を与えることがないように，予防散水する等の安全

対策を講ずることが可能である。 

・外部電源喪失したとしても，非常用ディーゼル発電機からの給電によ

り，全交流動力電源喪失には至らない。 

 

【設計基準を超える場合の影響評価】 

・送電鉄塔，送電線の損傷に伴う外部電源喪失の可能性がある。 

・森林火災の延焼により，アクセスルートの通行が困難となり，事故の

対策に影響を及ぼす可能性がある。 

 

【主な対応】 

・必要に応じて可搬型重大事故等対処設備等による再処理施設の状態把

握，給電，注水等を行う。 

・大型化学高所放水車等の消火設備による建物及びアクセスルートへの

予防散水を行う。 

【設計基準を超える森林火災を想定し

た場合に喪失する可能性のある機

器】 

・電力系統 

【次の事象が相乗して発生する可能

性がある】 

・なし 
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第 2.2.1 表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（5／8） 

自然現象 
設計基準を超える自然現象が 

再処理施設に与える影響評価 

自然現象の想定規模と喪失する 

可能性のある機器 
最終的な再処理施設の状態 

凍結 【影響評価に当たっての考慮事項】 

・予報等により事前の予測が可能であることから，再処理施設の安全性

に影響を与えることがないよう，事前に保温，電熱線ヒータによる加

熱等の凍結防止対策を実施することができる。 

・敷地付近で観測された最低気温-15.7℃を下回る規模を想定する。 

・外部電源喪失したとしても，非常用ディーゼル発電機からの給電によ

り，全交流動力電源喪失には至らない。 

 

【設計基準を超える場合の影響評価】 

・安全冷却水系等の凍結により，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び燃

料貯蔵プール等の冷却機能等の喪失に至る可能性がある。 

・送電線や碍子に着氷することによって相間短絡の発生に伴う外部電源

喪失の可能性がある。 

 

【主な対応】 

・事前の凍結防止対策（加温等の凍結防止対策）を行う。 

・必要に応じて可搬型重大事故等対処設備等による再処理施設の状態把

握，給電，注水等を行う。 

【設計基準を超える凍結を想定した場

合に喪失する可能性のある機器】 

・電力系統 

・安全冷却水系 

 

【次の事象が相乗して発生する可能

性がある】 

・なし 

 

干ばつ 【影響評価に当たっての考慮事項】 

・二又川からの取水が困難な場合であっても，給水の使用量に対して給

水処理設備の容量が十分にあることから，その間に村内水道等からの

給水が可能である。 

【設計基準を超える場合の影響評価】 

・安全冷却水系への補給が途絶えることによる冷却機能の喪失に伴う蒸

発乾固及び燃料貯蔵プール等の冷却機能等の喪失に至る可能性があ

る。 

 

【主な対応】 

・村内水道等からの給水 

【設計基準を超える干ばつを想定した

場合に喪失する可能性のある機器】 

・安全冷却水系 

 

 

【次の事象が相乗して発生する可能

性がある】 

・なし 
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第 2.2.1 表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（6／8） 

自然現象 
設計基準を超える自然現象が 

再処理施設に与える影響評価 

自然現象の想定規模と喪失する 

可能性のある機器 
最終的な再処理施設の状態 

火山の影

響 

【影響評価に当たっての考慮事項】 

・予報等により事前の予測が可能であることから，再処理施設の安全性

に影響を与えることがないよう，あらかじめ体制を強化して対策（除

灰）を実施することができる。 

・降下火砕物（火山灰）の堆積厚さの設計基準である堆積厚さ 55 ㎝を

超える規模の堆積厚さを想定する。 

 

【設計基準を超える場合の影響評価】 

・送電線や碍子への降下火砕物の付着により相間短絡が発生し，外部電

源喪失の可能性がある。 

・外気を取り込む機器が機能喪失に至り，非常用ディーゼル発電機の機

能喪失及び電力系統の損傷に伴う短絡による外部電源喪失が同時に発

生し，全交流動力電源が喪失する可能性がある。 

・火山灰の荷重により，安全冷却水系が損傷し，冷却機能の喪失による

蒸発乾固及び燃料貯蔵プール等の冷却機能等の喪失に至る可能性があ

る。 

・降下火砕物の堆積により，アクセスルートの通行に支障を来し，重大

事故等対策に影響を及ぼす可能性がある。 

 

【主な対応】 

・既存の体制で対策（除灰）を行う。 

・可搬型重大事故等対処設備等による再処理施設の状態把握，給電，注

水等を行う。 

・屋外アクセスルートが通行不能である場合は，重機により復旧を行

う。 

【設計基準を超える火山灰堆積厚さ

を想定した場合に喪失する可能性

のある機器】 

・電力系統 

・保安電源設備 

・安全冷却水系 

・安全圧縮空気系 

 

【次の事象が相乗して発生する可能

性がある】 

・冷却機能の喪失による蒸発乾固 

・放射線分解により発生する水素に

よる爆発 

・燃料貯蔵プール等の冷却機能等の

喪失 

・全交流動力電源喪失 

 

 

2
0
4
1



第 2.2.1 表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（7／8） 

自然現象 
設計基準を超える自然現象が 

再処理施設に与える影響評価 

自然現象の想定規模と喪失する 

可能性のある機器 
最終的な再処理施設の状態 

積雪 【影響評価に当たっての考慮事項】 

・予報等により事前の予測が可能であることから，再処理施設の安全機

能に影響を与えることがないよう，あらかじめ体制を強化して対策

（除雪）を実施することができる。 

・建築基準法で定められた敷地付近の設計基準積雪量 190 ㎝を超える規

模の積雪を想定する。 

・外部電源喪失したとしても，非常用ディーゼル発電機からの給電によ

り，全交流動力電源喪失には至らない。 

 

【設計基準を超える場合の影響評価】 

・送電線や碍子への着雪により相間短絡が発生し，外部電源喪失の可能

性がある。 

・積雪の荷重により，安全冷却水系が損傷し，冷却機能の喪失による蒸

発乾固及び燃料貯蔵プール等の冷却機能等の喪失に至る可能性があ

る。 

・積雪により，アクセスルートの通行に支障を来し，重大事故等対策に

影響を及ぼす可能性がある。 

 

【主な対応】 

・既存の体制で対策（除雪）を行う。 

・必要に応じて可搬型重大事故等対処設備等による再処理施設の状態把

握，給電，注水等を行う。 

・屋外アクセスルートが通行不能である場合は，重機により復旧を行

う。 

【設計基準を超える積雪を想定した場

合に喪失する可能性のある機器】 

・電力系統 

・安全冷却水系 

 

【次の事象が相乗して発生する可能

性がある】 

・なし 
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第 2.2.1 表 自然現象が再処理施設へ与える影響評価（8／8） 

自然現象 
設計基準を超える自然現象が 

再処理施設に与える影響評価 

自然現象の想定規模と喪失する 

可能性のある機器 
最終的な再処理施設の状態 

隕 石 【影響評価に当たっての考慮事項】 

・事前の予測については，行えないものと想定する。 

 

【影響評価】 

・建物又は屋外設備等に隕石が衝突した場合は，当該建物又は設備が損傷

し，機能喪失に至る可能性がある。 

・再処理施設敷地に隕石が落下した場合は，振動により安全機能が損傷し，

機能喪失に至る可能性がある。 

 

【主な対応】 

・建物又は屋外設備等に隕石が衝突した場合は，故意による大型航空機の衝

突と同様に対応する。 

・再処理施設敷地に隕石が衝突し，振動が発生した場合は，地震発生時と同

様に対応する。 

・屋外アクセスルートが通行不能である場合は，重機により復旧を行う。 

・具体的に喪失する機器は特定しない。 

 

・具体的な再処理施設の状態は特定し

ない。 
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第 2.2.2 表 大規模損壊へ至る可能性のある自然現象 

自然現象 大規模損壊で想定しているシナリオ 重大事故等で想定しているシナリオ 
設計基準事故で想定している 

シナリオ 

地震 

・冷却機能の喪失による蒸発乾固 

・放射線分解により発生する水素による爆発 

・燃料貯蔵プール等の冷却機能等の喪失 

・全交流動力電源喪失 

・閉じ込め機能喪失 

・遮蔽機能喪失 

 

再処理施設の損傷等による閉じ込め機能及び遮蔽機能の喪失

により，大規模損壊に至る可能性がある。 

・冷却機能の喪失による蒸発乾固 

・放射線分解により発生する水素による

爆発 

・燃料貯蔵プール等の冷却機能等の喪失 

・全交流動力電源喪失 

・閉じ込め機能喪失 

・遮蔽機能喪失 

・外部電源喪失 

・設計基準事故 

 

竜巻 

・冷却機能の喪失による蒸発乾固 

・放射線分解により発生する水素による爆発 

・燃料貯蔵プール等の冷却機能等の喪失 

・全交流動力電源喪失 

（なし） （なし） 

落雷 （なし） （なし） （なし） 

森林火災 （なし） （なし） （なし） 

凍結 （なし） （なし） （なし） 

干ばつ （なし） （なし） （なし） 

火山の影響 

・冷却機能の喪失による蒸発乾固 

・放射線分解により発生する水素による爆発 

・燃料貯蔵プール等の冷却機能等の喪失 

・全交流動力電源喪失 

・冷却機能の喪失による蒸発乾固 

・放射線分解により発生する水素による

爆発 

・燃料貯蔵プール等の冷却機能等の喪失 

・全交流動力電源喪失 

（なし） 

積雪 （なし） （なし） （なし） 

隕石 地震又は故意による大型航空機の衝突と同様。 
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① 外的事象の抽出 

 再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある外的事象を網羅的に抽出するため，国内

外の基準等で示されている外的事象を参考に 56 事象を抽出。 

 

 

② 非常に過酷な状況を想定した場合に考え得る自然現象の評価 

抽出した各自然現象について，非常に過酷な状況を想定した場合に考え得る自然現象を以

下の選定基準で評価。 

基準１－１：自然現象の発生頻度が極めて低い 

基準１－２：自然現象そのものは発生するが，大規模損壊に至る規模の発生を想定しない 

基準１－３：再処理施設周辺では起こり得ない 

基準２：発生しても大規模損壊に至るような影響が考えられないことが明らかである 

 

 

③ 非常に過酷な状況を想定した場合に大規模損壊の要因として考慮すべき自然現象の選定 

 ②の評価により，非常に過酷な状況を想定した場合に大規模損壊の要因として考慮すべき

自然事象を以下のとおり選定。 

・地震，竜巻，落雷，森林火災，凍結，干ばつ，火山の影響，積雪，隕石 

 

 

④ 考慮すべき事象のうち，大規模損壊に至る前に対処が可能な自然現象 

大規模損壊に至る前に対処が可能な自然現象は再処理施設に影響を与えないものと考え，

その影響によって大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象を選定。 

 

 

⑤ 特に再処理施設の安全性に影響を与える可能性のある自然現象の選定 

地震，竜巻，火山の影響，隕石を大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害として選

定 

 

 

第 2.2.1 図 大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象の検討プロセス

の概要 
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2.2.1.1 大規模損壊発生時の対応手順 

 (１) 再処理施設の状態把握 

   大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムの発生を，緊急地震速報，外部からの情報連絡，衝撃音，衝突音等に

より検知した場合は，以下の状況に応じて再処理施設の状態把握（運転

状態，火災発生の有無，建物の損壊状況等）を行うことにより，重大事

故等対策が機能せず，重大事故が進展し，工場等外への放射性物質及び

放射線の放出に至る可能性のある事故（以下5.2では「放出事象」とい

う。）や大規模損壊の発生の確認を行う。 

再処理施設の状態把握及び大規模損壊への対処のために把握すること

が必要なパラメータは，制御室における再処理施設の監視機能及び制御

機能の状態を確認するための平常運転時の運転監視パラメータ，緊急時

対策所における再処理施設の監視機能にて再処理施設の状態を確認する

ための平常運転時の運転監視パラメータ並びに現場における機器の状態

を確認するための起動状態及び受電状態のパラメータである。 

これらのパラメータ採取の対応に当たっては，制御室，緊急時対策所

及び現場から採取可能なパラメータを確認する。また，大規模損壊への

対応を行うために把握することが必要なパラメータが故障等により計測

不能な場合は，臨機応変に他のパラメータにて当該パラメータを推定す

る。 

ａ．制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策所の監視機能が維持

され，かつ，現場確認が可能な場合 

   制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策所の監視機能にて再

処理施設の状態を平常運転時の運転監視パラメータによって確認しつつ，

現場の機器の起動状態及び受電状態を確認することにより再処理施設の
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被害状況を確認する。 

ｂ．制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策所の監視機能の一部

又はすべてが機能喪失しているが，現場確認が可能な場合 

   可能な限り制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策所の監視

機能にて再処理施設の状態を平常運転時の運転監視パラメータによって

確認しつつ，現場の機器の起動状態及び受電状態を確認することにより

再処理施設の被害状況を確認する。また，機能喪失している機器につい

ては機能の回復操作を実施する。 

ｃ．大規模損壊によって制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策

所の監視機能の一部又はすべてが機能喪失しており，現場確認が不可能

な場合 

   可能な限り制御室の監視機能及び制御機能並びに緊急時対策所の監視

機能にて再処理施設の状態を平常運転時の運転監視パラメータによって

確認しつつ，優先順位に従い，現場へのアクセスルートを可能な限り復

旧する。アクセスルートが確保され次第，確認できないパラメータを対

象にして，外からの目視による確認又は可搬型計器により，現場の機器

の起動状態及び受電状態を確認することにより再処理施設の被害状況を

確認する。また，機能喪失している機器については機能の回復操作を実

施する。 

放出事象や大規模損壊の発生を確認した場合は，実施責任者（統括

当直長）は得られた情報を考慮し，大規模損壊への対処として大規模

な火災が発生した場合における消火活動，燃料貯蔵プール等の水位を

確保するための対策及び使用済燃料の著しい損傷を緩和するための対

策，放射性物質の放出を低減するための対策，放射線の放出を低減す

るための対策及び重大事故等対策（以下「実施すべき対策」という。）
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の判断を行う。大規模損壊発生時の対応全体概略フローについて，第

5.2.1－1図に示す。 

 (２) 大規模損壊への対応の優先事項 

   大規模損壊への対処に当たっては，工場等外への放射性物質及び放射

線の放出低減を最優先として，被害を可能な限り低減させることを考慮

しつつ，優先すべき手順を判断する。優先事項の項目を次に示す。 

 ａ．大規模な火災が発生した場合における消火活動 

・消火活動 

ｂ．燃料貯蔵プール等の水位を確保するための対策及び使用済燃料の著し

い損傷を緩和するための対策 

・燃料貯蔵プール等の水位異常低下時の燃料貯蔵プール等への注水 

 ｃ．放射性物質及び放射線の放出を低減するための対策 

・事故の発生防止及び拡大防止（影響緩和含む）に係る対策 

・放射性物質及び放射線の放出の可能性がある場合の再処理施設への放

水等による放出低減 

 ｄ．その他の対策 

・要員の安全確保 

・対応に必要なアクセスルートの確保 

・各対策の作業を行う上で重要となる区域の確保 

・電源及び水源の確保並びに燃料補給 

・人命救助 

 (３) 大規模損壊に係る対応及び判断フロー 

   大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合は，その対

処として再処理施設の状態把握，異常の検知及び回復操作により，実施

すべき対策を決定する。 
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   具体的な対応は以下のとおり。 

 ａ．大規模な自然災害発生時の対応 

 (ａ) 事象が発生した場合は，当直（運転員）が速やかに制御室にてパラメ

ータ及び警報発報の確認を行い，異常の有無について確認する。また，

警報対応手順書に基づき，現場での状況の把握，機器及び設備の起動状

態，健全性確認等により，故障の判断を行い，その後必要に応じて回復

操作を実施する。 

   建物に大規模な損壊を確認した場合は，実施責任者（統括当直長）は

大規模損壊が発生したと判断し，大規模損壊発生時の対応手順書に基づ

いて対策の開始を判断する。 

   また，事故対応への支障となる火災に対して初期消火活動を開始する。 

 (ｂ) 実施責任者（統括当直長）は回復操作が失敗し，安全機能喪失を確認

した場合は実施すべき対策の判断を行う。 

 (ｃ) 実施すべき対策に基づき，発生防止対策及び拡大防止対策（影響緩和

対策を含む）の準備を開始する。対策の準備開始に当たってはアクセス

ルートの確認を実施する。 

 (ｄ) 施設の損壊程度が激しく，屋内アクセスルートを確認することが困難

な場合は，大規模損壊が発生したと判断し，大規模損壊発生時の対応手

順書に基づいて対策の開始を判断する。 

 ｂ．故意による大型航空機の衝突時の対応 

 (ａ) 実施責任者（統括当直長）は，事前に故意による大型航空機の衝突の

情報を入手した場合には，治安当局への通報，原子力防災管理者等への

連絡，社外関係者への連絡等を行う。また，再処理施設の運転停止やパ

ラメータ確認を行うとともに，被害の低減や人命の保護を考慮し，実施

組織要員を可能な限り分散して待機させる。 
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 (ｂ) 実施責任者（統括当直長）は大型航空機が衝突したことの確認をもっ

て大規模損壊の発生を判断する。その後は制御室にて速やかにパラメー

タ確認，警報発報の確認及び屋外状況の把握を行い，異常の有無につい

て確認するとともに，大規模な火災が発生した場合における消火活動に

関する手順書に基づき，消火優先順位に従って消火を開始する。消火活

動においては，臨界安全に及ぼす影響を考慮する。 

 (ｃ) 実施責任者（統括当直長）は消火活動後又は可能な限り消火活動と並

行して，異常を確認していた機器及び設備の起動状態，健全性確認等に

より，故障の判断を行い，その後，必要に応じて回復操作を実施する。 

 (ｄ) 実施責任者（統括当直長）は回復操作が失敗し，安全機能喪失を確認

した場合は実施すべき対策の判断を行う。 

 (ｅ) 実施すべき対策に基づき，大規模損壊の対策の準備を開始する。対策

の準備開始に当たってはアクセスルートの確認を実施する。 

 (ｆ) 大規模損壊発生時の対応手順書に基づいて対策の開始を判断する。 

 ｃ．その他のテロリズム発生時の対応 

 (ａ) 実施責任者（統括当直長）は，その他のテロリズムが発生した場合に

は，治安当局への通報，原子力防災管理者等への連絡，社外関係者への

連絡等を行う。また，再処理施設の運転停止やパラメータ確認を行うと

ともに，被害の低減や人命の保護を考慮し，屋内への退避を指示する。 

 (ｂ) 実施責任者（統括当直長）は治安当局によるテロリストの鎮圧を確認

した後は，制御室にて速やかにパラメータ確認，警報発報の確認，屋外

状況の把握，初期消火活動等を行い，異常の有無について確認する。異

常を確認した場合は，機器及び設備の起動状態，健全性確認等により，

故障の判断を行い，その後，必要に応じて回復操作を実施する。また，

建物に大規模な損壊を確認した場合は，大規模損壊が発生したと判断し，
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大規模損壊発生時の対応手順書に基づいて対策の開始を判断する。 

 (ｃ) 実施責任者（統括当直長）は回復操作が失敗し，安全機能喪失を確認

した場合は実施すべき対策の判断を行う。 

 (ｄ) 実施すべき対策に基づき，発生防止対策及び拡大防止対策（影響緩和

対策含む）の準備を開始する。対策の準備開始に当たってはアクセスル

ートの確認を実施する。 

 (４) 大規模損壊発生時の対応手順書の適用の条件 

   実施責任者（統括当直長）は，大規模損壊が発生するおそれ又は発生

した時の対応で得られた情報を基に，以下の条件に該当すると判断した

場合は，実施すべき対策を選択し，大規模損壊発生時の対応手順書に基

づく事故の進展防止及び影響を緩和するための措置を開始する。 

ａ．大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムにより再処理施設が以下のいずれかの状態となった場合又は疑われる

場合 

 (ａ) 大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合（大規模損壊発

生に伴い広範囲に機能が喪失した場合） 

 (ｂ) 燃料貯蔵プール等の損傷により著しい水の漏えいが発生し，燃料貯蔵

プール等の水位を維持することが困難な場合（大規模損壊発生に伴い

広範囲に機能が喪失した場合） 

 (ｃ) 放射性物質の閉じ込め機能及び放射線の遮蔽機能に影響を与える可能

性がある大規模な損壊（大規模損壊発生に伴い広範囲に機能が喪失し

た場合又は発生防止及び拡大防止（影響緩和含む）への措置がすべて

機能しなかった場合） 

 ｂ．実施すべき対策 

 (ａ) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ
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ムによって大規模な火災を確認した場合は，大規模な火災が発生した場

合における消火活動を実施する。 

 (ｂ) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによって燃料貯蔵プール等の水位を維持することが困難な場合は，燃

料貯蔵プール等の水位を確保するための対策及び使用済燃料の著しい損

傷を緩和するための対策を実施する。 

 (ｃ) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムによって放射性物質の閉じ込め機能及び放射線の遮蔽機能に影響を与

える可能性がある大規模な損壊を確認した場合は，放射性物質及び放射

線の放出を低減するための対策を実施する。 
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2.2.1.2 大規模損壊への対応を行うために必要な手順 

  技術的能力審査基準の「２．大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムへの対応における要求事項」の一～三までの

活動を行うための手順書として，重大事故等対策で整備する設備を活用し

た手順書等に加えて，事象進展の抑制及びその影響の緩和に資するための

多様性を持たせた手順書等を整備する。 

  また，技術的能力審査基準の「１．重大事故等対策における要求事項」

における１．１項～１．９項の要求事項に基づき整備する手順書に加えて，

大規模損壊の発生を想定し，制御室の監視及び制御機能が喪失した場合も

対応できるよう現場にて再処理施設の状態を監視する手順書，現場におい

て直接機器を作動させるための手順書等を整備する。 

整備に当たっては，重大事故等への対処を考慮した上で，取り得る対処

の内容を整理するとともに，判断基準及び手順書を整備する。 

  具体的には，大規模損壊発生時の対応として再処理施設の被害状況を速

やかに把握し，実施責任者（統括当直長）が実施すべき対策を決定した上

で，取り得る全ての施設状況の回復操作及び重大事故等対策を実施すると

ともに，著しい施設の損壊その他の理由により，それらが成功しない可能

性があると実施責任者（統括当直長）が判断した場合は，工場等外への放

射性物質及び放射線の放出低減対策に着手する。 

  これらの対処においては，実施責任者（統括当直長）が躊躇せずに的確

に判断し対処の指揮を行えるよう，財産（設備等）保護よりも安全を優先

する方針に基づき定めた判断基準を手順書に明記する。 

  また，重大事故等対策を実施する実施組織要員の安全を確保するため，

対処においては作業環境を確認するとともに，実施責任者（統括当直長）

は必要な装備及び資機材を選定する。 
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  対処を実施するに当たって，以下の手順書を整備する。 

 (１) ３つの活動を行うための手順 

   大規模損壊が発生した場合に対応する手順については，以下に示す３

つの活動を行うための手順を網羅する。 

 ａ．大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順等 

   大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合における消火活動の

手順書を整備するに当たっては，故意による大型航空機の衝突に伴う航

空機燃料火災を想定し，以下の事項を考慮する。 

また，大規模な自然災害における火災は，敷地内に設置している複

数の油タンク火災等による火災の発生を想定する。 

 (ａ) 消火優先順位の判断 

 消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に示すⅰ．～ⅲ．

の区分を基本に消火活動の優先順位を実施責任者（統括当直長）が判断

し，優先順位の高い火災より順次消火活動を実施する。 

  ⅰ．アクセスルート及び車両の確保のための消火 

    アクセスルート及び初期消火活動に用いる大型化学高所放水車，消

防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車に火災が発生している場合は，

消火活動を行い，確保する。 

    アクセスルート上で火災が発生している場合は，以下の点を考慮し

て実施責任者（統括当直長）は確保すべきアクセスルートを判断する。 

・アクセスルートに障害がないルートがあれば，そのルートを確保す

る。 

・アクセスルートに障害がある場合は，アクセスルートを確保しやす

いルートを優先的に確保する。 

  ⅱ．原子力安全の確保のための消火 
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    放出事象の対象となる使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，前処理建屋，

分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベ

ル廃液ガラス固化建屋に対して優先的に消火活動を行う。 

    屋外の可搬型重大事故等対処設備を接続する常設の接続口及び周辺

エリアの消火活動を行い，確保する。 

    可搬型放水砲による放水を行うための設置エリアの消火活動を行い，

確保する。 

  ⅲ．その他火災の消火 

    ⅰ．及びⅱ．以外の火災については，対応可能な段階に至った後に

消火活動を行う。 

 (ｂ) 消火手段の判断 

消火活動を行うに当たっては，次に示すⅰ．及びⅱ．の区分を基本

に消火活動の手段を実施責任者（統括当直長）が判断し，順次消火活

動を実施する。 

  ⅰ．大型航空機の衝突による大規模な火災 

    基本方針として，早期に準備が可能な大型化学高所放水車，消防ポ

ンプ付水槽車及び化学粉末消防車による延焼防止のための水による消

火，泡消火及び粉末消火の消火活動を実施しつつ，可搬型放水砲，大

型移送ポンプ車，運搬車，ホース展張車及び可搬型建屋外ホースを用

いた泡消火又は放水による消火活動について速やかに準備する。また，

事故対応を行うためのアクセスルート上の火災，操作の支障となる火

災等の消火活動を実施する。さらに，建屋外から可能な限り消火活動

を行い，入域可能な状態に至った後に建屋内の消火活動を実施する。 

    臨界安全に及ぼす影響を考慮した建屋に対する放水については，直

接損傷箇所への放水を行わないことによる建屋内へ極力浸水させない
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消火活動や粉末噴射による消火活動を実施する。 

  ⅱ．大規模な自然災害による火災 

大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車によ

る延焼防止のための水による消火及び泡消火の消火活動を実施する。 

(ｃ) 消火活動における留意点 

   消火活動に当たっては，現場間では無線連絡設備を使用するとともに，

現場と非常時対策組織間では衛星電話設備を使用し，連絡を密にする。

無線連絡設備及び衛星電話設備での連絡が困難な建屋内において火災が

発生している場合には，連絡要員を配置する等により外部との通信ルー

ト及び自衛消防隊員の安全を確保した上で，対応可能な範囲の消火活動

を行う。 

 ｂ．燃料貯蔵プール等の水位を確保するための対策及び使用済燃料の著し

い損傷を緩和するための対策に関する手順等 

 燃料貯蔵プール等の水位を確保するための対応手段及び使用済燃料

の著しい損傷を緩和するための対応手段を以下のとおり整備する。 

 (ａ) 重大事故等対策に係る手順 

「第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（6／15）」の使

用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等に示す。 

 (ｂ) 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

   大規模損壊発生時においても，使用済燃料の著しい損傷の緩和，臨界

の防止，放射性物質及び放射線の工場等外への著しい放出による影響を

緩和するため，重大事故等対策で整備した手順書を基本とし，これらは

共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を

用いた手順書，制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応でき

るよう，現場にてパラメータを確認するための手順書，可搬型計器にて
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パラメータを監視するための手順書，建物や設備の状況を目視にて確認

するための手順書，現場にて直接機器を作動させるための手順書等を整

備する。 

   大規模損壊発生時には，再処理施設が受ける影響及び被害の程度が大

きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想定するため，施設やア

クセスルート等の被害状況を踏まえた優先事項の実行判断のもと，手順

から適切なものを臨機応変に選択し，又は組み合わせることにより，燃

料貯蔵プール等の水位低下及び使用済燃料の著しい損傷への事故緩和措

置を行う。 

(ａ)及び(ｂ)の手順では対策が有効に機能しない場合は，放射性物質及び

放射線の放出を低減するための対策に関する手順である工場等外への

放射性物質等の放出を抑制するための手順等を実施する。 

 ｃ．放射性物質及び放射線の放出を低減するための対策に関する手順等 

   放射性物質及び放射線の放出を低減するための手順書については，技

術的能力審査基準の「１．重大事故等対策における要求事項」における

１．１項～１．９項の要求事項に基づき整備する手順書に加えて，大規

模損壊の発生を想定し，制御室の監視及び制御機能が喪失した場合も対

応できるよう現場にて再処理施設の状態を監視する手順書等を整備する。 

 (ａ) 臨界事故の拡大を防止するための手順等 

  ⅰ．重大事故等対策に係る手順 

    「第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（2／15）」の

臨界事故の拡大を防止するための手順等に示す。 

  ⅱ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

    大規模損壊発生時においても臨界の拡大を緩和するため，重大事故

等対策で整備した手順書を基本とし，これらは共通要因で同時に機能
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喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順書，制御

室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場にて

パラメータを確認するための手順書，可搬型計器にてパラメータを監

視するための手順書，建物や設備の状況を目視にて確認するための手

順書，現場にて直接機器を作動させるための手順書等を整備する。 

    大規模損壊発生時には，再処理施設が受ける影響及び被害の程度が

大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想定するため，施設

やアクセスルート等の被害状況を踏まえた優先事項の実行判断のもと，

手順から適切なものを臨機応変に選択し，又は組み合わせることによ

り，臨界事故の事故緩和措置を行う。 

    ⅰ．及びⅱ．の手順では対策が有効に機能しない場合は，放射性物

質及び放射線の放出を低減するための対策に関する手順である工場等

外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等を実施する。 

 (ｂ) 冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等 

  ⅰ．重大事故等対策に係る手順 

    「第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（3／15）」の

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するための手順等に示す。 

  ⅱ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

    大規模損壊発生時においても冷却機能の喪失による蒸発乾固によっ

て発生する大気中への放射性物質の放出に伴う影響を緩和するため，

重大事故等対策で整備した手順書を基本とし，これらは共通要因で同

時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順

書，制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，

現場にてパラメータを確認するための手順書，可搬型計器にてパラメ

ータを監視するための手順書，建物や設備の状況を目視にて確認する
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ための手順書，現場にて直接機器を作動させるための手順書等を整備

する。 

    大規模損壊発生時には，再処理施設が受ける影響及び被害の程度が

大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想定するため，施設

やアクセスルート等の被害状況を踏まえた優先事項の実行判断のもと，

手順から適切なものを臨機応変に選択し，又は組み合わせることによ

り，蒸発乾固の事故緩和措置を行う。 

    ⅰ．及びⅱ．の手順では対策が有効に機能しない場合は，放射性物

質及び放射線の放出を低減するための対策に関する手順である工場等

外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等を実施する。 

 (ｃ) 放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等 

  ⅰ．重大事故等対策に係る手順 

    「第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（4／15）」の

放射線分解により発生する水素による爆発に対処するための手順等に

示す。 

  ⅱ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

    大規模損壊発生時においても放射線分解により発生する水素による

爆発によって，大気中への放射性物質の放出に伴う影響を緩和するた

め，重大事故等対策で整備した手順書を基本とし，これらは共通要因

で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた

手順書，制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよ

う，現場にてパラメータを確認するための手順書，可搬型計器にてパ

ラメータを監視するための手順書，建物や設備の状況を目視にて確認

するための手順書，現場にて直接機器を作動させるための手順書等を

整備する。 
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    大規模損壊発生時には，再処理施設が受ける影響及び被害の程度が

大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想定するため，施設

やアクセスルート等の被害状況を踏まえた優先事項の実行判断のもと，

手順から適切なものを臨機応変に選択し，又は組み合わせることによ

り，水素爆発の事故緩和措置を行う。 

    ⅰ．及びⅱ．の手順では対策が有効に機能しない場合は，放射性物

質及び放射線の放出を低減するための対策に関する手順である工場等

外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等を実施する。 

 (ｄ) 有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等 

  ⅰ．重大事故等対策に係る手順 

    「第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（5／15）」の

有機溶媒等による火災又は爆発に対処するための手順等に示す。 

  ⅱ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

    大規模損壊発生時において有機溶媒等による火災又は爆発により発

生する大気中への放射性物質の放出に伴う影響を緩和するため，重大

事故等対策で整備した手順書を基本とし，これらは共通要因で同時に

機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順書，

制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，現場

にてパラメータを確認するための手順書，可搬型計器にてパラメータ

を監視するための手順書，建物や設備の状況を目視にて確認するため

の手順書，現場にて直接機器を作動させるための手順書等を整備する。 

    大規模損壊発生時には，再処理施設が受ける影響及び被害の程度が

大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想定するため，施設

やアクセスルート等の被害状況を踏まえた優先事項の実行判断のもと，

手順から適切なものを臨機応変に選択し，又は組み合わせることによ
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り，有機溶媒等による火災又は爆発の事故緩和措置を行う。 

    ⅰ．及びⅱ．の手順では対策が有効に機能しない場合は，放射性物

質及び放射線の放出を低減するための対策に関する手順である工場等

外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等を実施する。 

 (ｅ) 工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等 

  ⅰ．重大事故等対策に係る手順 

    「第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（8／15）」の

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するための手順等に示す。 

  ⅱ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

    大規模損壊発生時においても工場等外への放射性物質及び放射線の

放出を抑制するため，重大事故等対策で整備した手順書を基本とし，

これらは共通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等

対処設備を用いた手順書，制御室での監視及び制御機能が喪失した場

合も対応できるよう，現場にてパラメータを確認するための手順書，

可搬型計器にてパラメータを監視するための手順書，建物や設備の状

況を目視にて確認するための手順書，現場にて直接機器を作動させる

ための手順書等を整備する。 

    大規模損壊発生時には，再処理施設が受ける影響及び被害の程度が

大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想定するため，施設

やアクセスルート等の被害状況を踏まえた優先事項の実行判断のもと，

手順から適切なものを臨機応変に選択し，又は組み合わせることによ

り，工場等外への放射性物質及び放射線の放出を抑制する事故緩和措

置を行う。 

 (ｆ) 放出事象への対処に必要となる水の供給手順等 

  ⅰ．重大事故等対策に係る手順 
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    「第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（9／15）」の

重大事故等への対処に必要となる水の供給手順等に示す。 

  ⅱ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

    大規模損壊発生時においても対処に必要となる水の供給をするため，

重大事故等対策で整備した手順書を基本とし，これらは共通要因で同

時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を用いた手順

書，制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応できるよう，

現場にてパラメータを確認するための手順書，可搬型計器にてパラメ

ータを監視するための手順書，建物や設備の状況を目視にて確認する

ための手順書，現場にて直接機器を作動させるための手順書等を整備

する。 

大規模損壊発生時には，再処理施設が受ける影響及び被害の程度が

大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想定するため，施設

やアクセスルート等の被害状況を踏まえた優先事項の実行判断のもと，

手順から適切なものを臨機応変に選択し，又は組み合わせることによ

り，事故緩和措置を行う。 

 (ｇ) 電源の確保に関する手順等 

  ⅰ．重大事故等対策に係る手順 

    「第５－１表 重大事故等対処における手順の概要（10／15）」の

電源の確保に関する手順等に示す。 

  ⅱ．大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

    大規模損壊発生時においても事故対処するために必要な電力を確保

するため，重大事故等対策で整備した手順書を基本とし，これらは共

通要因で同時に機能喪失することのない可搬型重大事故等対処設備を

用いた手順書，制御室での監視及び制御機能が喪失した場合も対応で
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きるよう，現場にてパラメータを確認するための手順書，可搬型計器

にてパラメータを監視するための手順書，建物や設備の状況を目視に

て確認するための手順書，現場にて直接機器を作動させるための手順

書等を整備する。 

    大規模損壊発生時には，再処理施設が受ける影響及び被害の程度が

大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想定するため，施設

やアクセスルート等の被害状況を踏まえた優先事項の実行判断のもと，

手順から適切なものを臨機応変に選択し，又は組み合わせることによ

り，事故緩和措置を行う。 

 (ｈ) 可搬型設備等による対応手順等 

   大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順については，「第

５－１表 重大事故等対処における手順の概要（2／15）」の臨界事故

の拡大を防止するための手順等から「第５－１表 重大事故等対処に

おける手順の概要（10／15）」の電源の確保に関する手順等で示した重

大事故等対策で整備する手順書等を活用することで「大規模な火災が発

生した場合における消火活動」，「燃料貯蔵プール等の水位を確保するた

めの対策及び使用済燃料の著しい損傷を緩和するための対策」及び「放

射性物質及び放射線の放出を低減するための対策」の措置を行う。 

   さらに，大規模損壊では，再処理施設の損傷等により遮蔽機能が喪失

し，損傷箇所を復旧するまでの間，長期にわたって放射線が工場等外へ

放出されることを想定し，放射線の放出低減を目的としたクレーンの輸

送及び組立て並びに遮蔽体設置の作業に関して柔軟な対応を行うための

大規模損壊に特化した手順書を整備する。 

   本手順は大規模損壊特有の支援として，あらかじめ協力会社と支援協

定を締結し，支援体制を確立した上で実施する。 
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2.2.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合における体

制については，「5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備」に

基づいた体制を基本とする。また，以下のとおり大規模損壊発生時の体制，

対応のための要員への教育及び訓練，要員被災時の指揮命令系統の確立，

活動拠点及び支援体制について流動性をもって柔軟に対応できるよう整備

する。 

 

2.2.2.1 大規模損壊発生時の体制 

大規模損壊発生時の体制については，「5.1.4 手順書の整備，訓練の

実施及び体制の整備」に基づいた体制を基本として，大規模損壊発生時

に対応するために，以下の点を考慮する。 

(１) 大規模損壊への対処を実施するため，統括管理及び全体指揮を行う

非常時対策組織本部の本部長代行者（副原子力防災管理者）１人，社

内外関係箇所への通報連絡に係る連絡補助を行う連絡責任補助者２人，

電話待機する再処理施設の核燃料取扱主任者１人，電話待機するＭＯ

Ｘ燃料加工施設の核燃料取扱主任者１人，支援組織要員12人，実施組

織要員185人（実施責任者（統括当直長）１人，建屋対策班長７人，現

場管理者６人，要員管理班３人，情報管理班３人，通信班長１人，放

射線対応班15人，建屋外対応班20人,再処理施設の各建屋対策作業員

105人，ＭＯＸ燃料加工施設の要員として建屋対策班長１人，ＭＯＸ燃

料加工施設情報管理班長１人，ＭＯＸ燃料加工施設現場管理者１人，

放射線対応班２人，建屋対策作業員16人，予備要員として再処理施設

３人）の合計202人を確保し，大規模損壊の発生により実施組織要員の

被災，制御室の機能喪失等によって体制が部分的に機能しない場合に
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おいても，流動性をもって柔軟に対応できる体制を整備する。 

(２) 建物の損壊等により対応を実施する要員が被災するような状況にお

いても，平日の日中であれば敷地内に勤務している他の要員を割り当

て，平日の夜間及び休日であれば他班の実施組織要員を速やかに招集

し，最大限に活用する等の柔軟な対応をとる。 

(３) 緊急連絡網等により非常招集連絡を受けて参集拠点に参集する体制と

するが，六ヶ所村内において大規模な地震が発生した場合は参集拠点に

自動参集する体制を整備する。実施組織要員，支援組織要員及びその交

代要員が時間とともに確保できる体制を整備する。 

(４) 消火活動については，基本的に消火専門隊が実施するが，消火専門

隊員の不測の事態を想定し，バックアップの要員として当直（運転

員）が消防車の準備及び機関操作を含めた消火活動の助勢等を実施で

きるよう，当直（運転員）の中から各班５人以上を確保する。 

 

2.2.2.2 大規模損壊発生時の対応のための要員への教育及び訓練 

(１) 基本方針 

大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に応じて的

確，かつ，柔軟に対応するために必要な力量を確保するため，実施組

織及び自衛消防隊の要員への教育及び訓練については，重大事故等へ

の対処として実施する教育及び訓練に加え，過酷な状況下においても

柔軟に対応できるよう大規模損壊発生時の対応手順，事故対応用の資

機材の取扱い等を習得するための教育及び訓練を実施する。また，実

施責任者（統括当直長）及びその代行者を対象に，通常の指揮命令系

統が機能しない場合を想定した個別の教育及び訓練を実施する。さら

に，実施組織要員に対して，実施組織要員の役割に応じて付与される
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力量に加え，流動性をもって柔軟に対応できるような力量を確保して

いくことにより，本来の役割を担う実施組織要員以外の実施組織要員

でも助勢等の対応ができるよう教育及び訓練の充実を図る。原則，最

低限必要な非常時対策組織要員以外の要員は，敷地外に退避するが，

敷地内に勤務する要員を最大限に活用しなければならない事態を想定

して，非常時対策組織要員以外の必要な要員に対しても適切に教育及

び訓練を実施する。 

(２) 大規模な火災への対応のための教育及び訓練 

航空機衝突による大規模な火災への対処のための教育及び訓練は，上

記の基本方針に加え，航空機落下による消火活動に対する知識の向上を

図ることを目的に，消火専門隊や消火活動の助勢等を実施する当直（運

転員）に対して空港における航空機火災の消火訓練の現地教育並びに大

型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末消防車による泡消

火訓練や粉末噴射訓練等を実施する。具体的な教育及び訓練は以下のと

おり。 

ａ．大規模損壊発生時における大規模な火災を想定した訓練として，大型

化学高所放水車及び可搬型放水砲による泡消火剤及び水の放水訓練並び

に化学粉末消防車による粉末噴射，泡消火剤及び水の放水訓練を実施す

ることにより，各機材の操作方法並びに泡及び粉末の挙動を習得する。 

ｂ．空港における航空機火災の消火訓練の現地教育により，航空機火災の

消火に関する知識の向上を図る。 

ｃ．消火活動の助勢等を実施する当直（運転員）は，消防車の取扱い操

作について，消火専門隊と同等の力量を確保するため，机上教育及び

消防車の操作方法の訓練を行う。 
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2.2.2.3 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる被災時に対する 

指揮命令系統の確立 

大規模損壊発生時には，要員の被災によって通常の非常時対策組織の

指揮命令系統が機能しない場合も考えられる。このような状況においても，

招集により対応にあたる要員を確保することで指揮命令系統が確立できる

よう，大規模損壊発生時に対応するための体制の基本的な考え方を整備す

る。 

 (１) 平日の日中 

ａ．建物の損壊等により実施責任者（統括当直長）が被災した場合，代理

の実施責任者（統括当直長）又は敷地内に勤務している実施責任者（統

括当直長）の力量を有している別の要員が指揮を引き継ぎ，指揮命令系

統を確立する。 

ｂ．建物の損壊等により実施組織要員が被災した場合，敷地内に勤務して

いる他の要員を実施組織での役割に割り当てることで指揮命令系統を確

立する。 

ｃ．制御室への故意による大型航空機の衝突によって，実施組織要員が多

数被災した場合は，上記ａ．及びｂ．を実施し，指揮命令系統を確立す

る。 

(２) 平日の夜間及び休日 

ａ．建物の損壊等により実施責任者（統括当直長）が被災した場合，代理

の実施責任者（統括当直長）又は実施責任者（統括当直長）の力量を有

している別の要員を招集して指揮を引き継ぎ，指揮命令系統を確立する。 

ｂ．建物の損壊等により実施組織要員が被災した場合，要員を招集して指

揮命令系統を確立する。 

ｃ．制御室への故意による大型航空機の衝突によって，実施組織要員が多
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数被災した場合は，上記ａ．又はｂ．を実施し，指揮命令系統を確立

する。 

(３) 大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合における指揮命

令系統の確立 

大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合における指揮

命令系統の確立については，自衛消防組織の火災対応の指揮命令系統

の下，自衛消防隊は延焼防止等の消火活動を実施する。また，実施責

任者（統括当直長）が事故対応を実施又は継続するために，可搬型放

水砲等による泡放水の実施が必要と判断した場合は，実施責任者（統

括当直長）の指揮命令系統の下，建屋外対応班を消火活動に従事させ

る。 

(４) 要員確保及び指揮命令系統の確立における留意点 

ａ．大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムの発生により，原子力防災体制での指揮命令系統が機能しない場合も

考慮し，平日の日中は原子力防災管理者の代行者をあらかじめ複数定め

ることで体制を維持する。 

ｂ．要員の招集を確実に行えるよう，平日の夜間及び休日に宿直する副原

子力防災管理者を含む宿直者は，大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合にも対応できるよう，

制御室から離れた場所に分散して待機する。 

ｃ．要員の招集に当たり，大規模な自然災害の場合は道路状況が不明なこ

とから平日の夜間及び休日を含めて必要な要員は参集拠点に参集する。

参集拠点は緊急時対策所まで徒歩で約３時間 30 分の距離にあり，社員

寮及び社宅がある六ヶ所村尾駮地区に設ける。尾駮地区から緊急時対

策所までのルートは複数を確保し，非常招集される要員はその中から
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適用可能なルートを選択する。大型航空機の衝突の場合は車両による

参集方法を基本とする。また，社員寮，社宅等からの要員の招集に時

間を要する場合も想定し，実施組織要員により当面の間は事故対応を

行えるよう体制を整備する。 

 

2.2.2.4 大規模損壊発生時の活動拠点 

  「5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備」で整備する体制

と同様に，大規模損壊が発生した場合は，実施組織は制御建屋を活動拠

点とし，支援組織は緊急時対策所を活動拠点とする。また，工場等外へ

の放射性物質若しくは放射線の大量放出のおそれ又は故意による大型航空

機の衝突が生じたことにより，制御建屋が使用できなくなる場合には，実

施組織要員は緊急時対策所に活動拠点を移行し，対策活動を実施するが，

緊急時対策所が機能喪失する場合も想定し，緊急時対策所以外に代替可能

なスペースも状況に応じて活用する。 

  気体状の放射性物質が大気中へ大規模に放出した場合は，再処理施設周

辺の線量率が上昇する。そのため，気体状の放射性物質が大気中へ大規模

に放出するおそれがある場合は，緊急時対策所にとどまり活動する要員以

外の要員は不要な被ばくを避けるため，再処理事業所構外へ一時退避する。

緊急時対策所については，緊急時対策建屋換気設備を再循環モード又は緊

急時対策建屋加圧ユニットによる加圧によって緊急時対策所の居住性を確

保し，要員の放射線影響を低減させ，気体状の放射性物質が通過後，活動

を再開する。緊急時対策所にとどまり活動する要員以外の要員の再処理事

業所構外への一時退避については，再処理事業所から離れることで放射線

影響を低減させ，気体状の放射性物質が通過後，再処理事業所へ再参集す

る。 
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  また，有毒ガスが緊急時対策所に流入するおそれがある場合は，緊急

時対策建屋換気設備を再循環モード又は緊急時対策建屋加圧ユニットに

よる加圧によって緊急時対策所の居住性を確保し，要員の有毒ガスによ

る影響を低減させ，防護する。 

【補足説明資料２．-８】 

2.2.2.5 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

  大規模損壊発生時における全社対策本部の設置による支援体制は，

「5.1.4 手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備」で整備する支援体

制と同様である。 

  大規模損壊発生時において外部からの支援が必要な場合は，「5.1.3 

支援に係る事項」と同様の方針を基本とし，他の原子力事業者及び原子

力緊急事態支援組織へ応援要請し，技術的な支援が受けられるよう体制を

整備する。また，原子力事業者間と必要な契約を締結して連絡体制の構築，

協力会社より現場作業や資機材輸送等に係る要員の派遣を要請できる体制

及びプラントメーカによる技術的支援を受けられる体制を構築する。 

大規模損壊特有の支援として，大規模損壊発生時に建物損傷を想定し，

損傷箇所を復旧するまでの間，長期にわたって放射線が工場等外へ放出さ

れることを防止するために，クレーンの輸送及び組立て並びに遮蔽体設置

の作業に係る支援について，あらかじめ協力会社と支援協定を締結する。 
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2.2.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備  

  大規模損壊の発生に備え，大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を

行うために必要な設備及び資機材は，重大事故等発生時に使用する重大事

故等対処設備及び資機材を用いることを基本とし，これらは次に示す重大

事故等対処設備の配備の基本的な考え方に基づき配備する。 

 (１) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムへの対応に必要な設備の配備及び当該設備の防護の基本的な考え方 

可搬型重大事故等対処設備は，設計基準事故に対処するための設備の

安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必

要な機能と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがない

よう，共通要因の特性を踏まえ，可能な限り多様性，独立性，位置的分

散を考慮して保管する。 

可搬型重大事故等対処設備は，地震，津波，その他の自然現象又は故

意による大型航空機の衝突その他のテロリズム，設計基準事故に対処す

るための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上

で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管する。 

屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，自然現象，人為事象及

び故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対して，設計基準

事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重

大事故等に対処するために必要な機能と同時にその機能を損なわれるお

それがないよう，設計基準事故に対処するための設備又は常設重大事故

等対処設備これらを考慮して設置される建屋の外壁から 100ｍ以上の離

隔距離を確保した場所に保管するとともに異なる場所にも保管すること

で位置的分散を図る。また，屋外に設置する設計基準事故に対処するた

めの設備からも 100ｍ以上の離隔距離を確保する。 
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屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，地震により生じる敷地

下斜面のすべり，液状化又は揺すり込みによる不等沈下，傾斜及び浮き

上がり，地盤支持力の不足，地中埋設構造物の損壊等の影響を受けない

複数の保管場所に分散して保管する。 

可搬型重大事故等対処設備は，各保管場所において，必要に応じて転

倒しないよう固縛等の措置を講ずるとともに，動的機器については，加

振試験等により重大事故等の対処に必要な機能が維持されることを確認

する。 

 (２) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方 

   資機材については，大規模な火災の発生及び外部支援が受けられない

状況を想定し配備する。また，そのような状況においても使用を期待で

きるよう，同時に影響を受けることがないように再処理施設から 100ｍ

以上離隔をとった場所に分散配置する。 

   資機材の配備に当たっては，以下の点を考慮し，配備する。 

 ａ．大規模な地震による油タンク火災又は故意による大型航空機の衝突に

伴う大規模な航空機燃料火災及び化学火災の発生時において，必要な消

火活動を実施するために着用する防護具，消火に必要な消火剤等の資機

材，可搬型放水砲等の設備を配備する。 

 ｂ．放射性物質又は放射線の放出による高い線量率の環境下において事故

対応するために着用する防護具を配備する。 

 ｃ．大規模損壊発生時において，実施組織の拠点である制御建屋，支援組

織の拠点である緊急時対策所及び対策を実施する現場間並びに再処理施

設外との連絡に必要な通信手段を確保するため，多様な通信手段を複数

配備する。 

また，通常の通信手段が使用不能な場合を想定した通信連絡手段とし
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て，可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用及び屋外用）及び可搬型

トランシーバ（屋内用及び屋外用）を配備するとともに，消火活動に使

用できるよう，大型化学高所放水車，消防ポンプ付水槽車及び化学粉末

消防車に無線機を搭載する。 

 ｄ．化学薬品が流出した場合において，化学薬品による薬傷，化学薬品

又は化学薬品と構成部材との反応により発生する有毒ガスのばく露か

ら防護しつつ事故対応を行うために着用する防護具を配備する。 

 ｅ．大規模な自然災害により外部支援が受けられない場合においても，事

故対応を行うための資機材を確保する。 

 ｆ．全交流動力電源が喪失した環境で対応するために必要な照明機能を有

する資機材を配備する。 

【補足説明資料２．-８】 
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2.3 まとめ  

  大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

により，監視機能及び制御機能の喪失，再処理施設の損壊に伴う広範囲な

機能の喪失等の大規模な損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場

合の対応措置として，再処理施設内において有効に機能する当直（運転

員）を含む人的資源，重大事故等対処設備等の物的資源及びその時点で得

られる再処理施設構内外の情報を活用することにより，様々な事態におい

て柔軟に対応できる「手順書の整備」，「体制の整備」及び「設備・資機材

の整備」を行う方針とする。 

「手順書の整備」においては，大規模な火災の発生に伴う消火活動を

実施する場合及び再処理施設の状況把握が困難な場合も考慮し，可搬型重

大事故等対処設備による対応を考慮した多様性及び柔軟性を有するものと

して整備する。 

「体制の整備」においては，指揮命令系統が機能しなくなる等の通常

の体制の一部が機能しない場合を考慮した対応体制を構築するとともに，

非常時対策組織の実効性等を確認するため，机上教育，非常時対策組織要

員が必要となる力量を習得及び維持するための教育及び訓練を実施する。 

「設備・資機材の整備」においては，可搬型重大事故等対処設備は，

同時に機能喪失することのないように，構内に分散配置するとともに，再

処理施設から離隔距離を置いて配備する。 

大規模損壊への対応として整備する「手順書」，「体制」及び「設備・

資機材」については，今後とも新たな知見や教育及び訓練の結果を取り入

れることで，継続的に改善を図っていく。 
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資料№ 名称 提出日 Rev

補足説明資料２．－１ 大規模損壊を発生させる可能性のある大規模な自然災害の抽出プロセスについて 令和2年7月13日 3 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料２．－２ 大規模損壊発生時の対応 令和2年4月28日 3 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料２．－３ 手順体系図 令和2年4月28日 3 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料２．－４ 大規模損壊発生時における放射線防護に係る対応について 令和4年6月30日 3 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料２．－５ 大規模損壊に特化した設備と手順の整備について 令和2年4月28日 3 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料２．－６ 重大事故等と大規模損壊対応に係る体制整備等の考え方 令和2年4月28日 2 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料２．－７ 故意による大型航空機の衝突箇所ごとの再処理施設への影響評価 令和2年4月28日 2 内容精査の結果, 変更なし

補足説明資料２．－８ 有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．） 令和4年7月15日 1 申請書および整理資料への反映事項の修正等

技術的能力（2. 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他テロリズムへの対応）

再処理施設 安全審査 整理資料 補足説明資料
備考（令和元年8月提出済みの資料については、資料番号を記載）
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令和２年４月 28 日 R３ 

 

 

 

 

 

補足説明資料２．-２ 
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大規模損壊発生時の対応 

 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ム発生時の対応概要 

 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムによる大規模損壊発生時には，施設の監視及び制御機能の喪失や

航空機墜落等による大規模火災等の発生が想定され，このような状況

において，初動対応を行う上で最も優先すべきは再処理施設の状態を

把握することである。 

このため，事象が発生した場合，実施組織要員は，制御室の状況，

大まかな再処理施設の状態確認及び把握を可能な範囲で行う。 

以下に，大規模損壊が発生するおそれ又は発生してから対策の開始

までの流れ及び実施すべき対策並びに実施すべき対策における対応フ

ローについて概要を示す。 
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第２図 監視機能及び制御機能の喪失から対策の開始までの流れ 

 

成功 

安全系監視制御盤，監視制御盤の異常 

停止中 

機器の回復操作 

監視 

現場確認による機器故障の判断 

・機器の起動状態の確認 

失敗 

以降，第 1,3,4 図 

「対策の準備開始」へ 

起動中 

監視機能及び制御機能の 

回復操作 

第 1,3,4 図より 

監視機能及び制御機能の喪失の判断 

・制御盤の起動状態の確認 

安全機能喪失の判断 

現場 

制御室 

成功 

失敗 

2
0
8
0









実施組織は，パラメータ確認により再処理施設の状態を把握し，環境への影響を最小限に抑えるための実施すべき対策を選択し，

優先すべき手順を決定する。複数の対策を設定する場合は，それぞれの対策における時間余裕と対応措置実施までの所要時間及び対

応可能要員数より，優先すべき対策を選択する。各対策の手順の概要については，「技術的能力審査基準 1.1」の臨界事故の拡大を防

止するための手順等から「技術的能力審査基準 1.9」の電源の確保に関する手順等で示す。 

 

 

表１ 実施すべき対策及び手順一覧（1/2） 

実施すべき対策 手順 対策実施判断の基準 

大規模な火災が発生した場合

における消火活動 

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するた

めの手順等 

大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによ

って大規模な火災が確認された場合 

燃料貯蔵プール等の水位を確

保するための対策及び使用済

燃料の著しい損傷を緩和する

ための対策 

使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによ

って燃料貯蔵プール等の水位が維持で

きない場合 

放射性物質の放出を低減する

ための対策 

工場等外への放射性物質等の放出を抑制するた

めの手順等 

大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによ

って放射性物質の閉じ込め機能に影響

を与える可能性があるような大規模な

損壊が確認された場合 

放射線の放出を低減するため

の対策 

支援体制の中でクレーンの輸送及び組立て並び

に遮蔽体設置 

大規模な自然災害又は故意による大型

航空機の衝突その他のテロリズムによ

って放射線の遮蔽機能に影響を与える

可能性があるような大規模な損壊が確

認された場合 2
0
8
4



 

表１ 実施すべき対策及び手順一覧（2/2） 

実施すべき対策 手順 対策実施判断の基準 

重大事故等対処設備 臨界事故の拡大を防止するための手順等 大規模な自然災害又は故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズム

によって安全機能の喪失が確認され

た場合 

冷却機能の喪失による蒸発乾固に対処するため

の手順等 

放射線分解により発生する水素による爆発に対

処するための手順等 

有機溶媒等による火災又は爆発に対処するため

の手順等 

重大事故等への対処に必要となる水の供給手順

等 

電源の確保に関する手順等 

事故時の計装に関する手順等 

制御室の居住性等に関する手順等 

監視測定等に関する手順等 

緊急時対策所の居住性等に関する手順等 

通信連絡に関する手順等 

 

 

  

2
0
8
5





令和４年６月 30 日 R３ 

 

 

 

 

 

補足説明資料２．-４ 
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大規模損壊発生時における放射線防護に係る対応について  

 

大規模損壊時の対処要員は，警報付ポケット線量計を装着し，

ハザードの種類に応じて，酸素呼吸器等の放射線防護装備を着装

した上で，必要な対策活動を行う。対策活動を行う作業員の被ば

く線量は，線量限度＊ を超えないようにするため，第 1 表に示す

ようなフロー及び第 2 表に定める管理基準に従って管理する。  

管理基準の変更に当たっては，実施責任者（統括当直長）が建

屋対策班長及び放射線対応班長と協議の上，作業の重要性，作業

時間，現場の線量率及び要員数などを踏まえて，可能な限り作業

員の被ばくを低減できるよう管理基準の線量の中で計画線量を

定めて作業を実施する。  ただし，いかなる場合でも緊急作業に

おける線量限度 250mSv（積算）を超えないよう管理する。警報レ

ベルに達した場合は，作業を中断し，線量率の低い場所へ退避し

建屋対策班長に報告する。  

なお，防護装備は，建屋対策班等の情報を基に，建屋対策班長

と放射線対応班長が協議の上で選定し，その結果を基に実施責任

者（統括当直長）が最終判断を行う。現場作業での装備は，化学

薬品の漏えい及び有毒ガスの発生による作業環境の悪化も考慮

する。  

また，第 3 表に緊急作業に係る線量限度を示す。  

 

＊：原子力災害対策特別措置法第 10 条事象の一部及び第 15 条

事象に該当する事象が発生する前は 100mSv，発生した後は

250mSv が，緊急作業従事者全員に適用される。  
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第 1 表  被ばく線量の管理についてのフロー  

 

 

第 2 表  管理基準  

管理  

基準Ⅰ  

１作業当たり 10mSv 

・警報付ポケット線量計の警報吹鳴による中断レベル  

：警報レベル： 8mSv 

管理  

基準Ⅱ  

１作業当たり 100mSv 

・アクセスルートの確認，重大事故等への対処作業  

・警報付ポケット線量計の警報吹鳴による中止レベル  

：警報レベル： 50mSv 

管理  

基準Ⅲ  

１作業当たり 250mSv 

・放出低減効果が大きい等の重要な作業  

・警報付ポケット線量計の警報吹鳴による対策不可  

レベル：警報レベル： 100mSv 
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第 3 表  緊急作業に係る線量限度  

 緊急作業に係る線量限度  

実効線量  100mSv 又は 250mSv 

（緊急作業従事者に選定されたもの）  

（女子については，妊娠不能と診断された者に限る）  

 

以下に，大規模損壊対応に必要な装備について整理する。  

 

１．大規模損壊対応に着用する装備について  

  大規模損壊対応において，初動対応を行う要員（建屋対策班）

は，中央制御室に配備されている（１）の装備を着用し，現場

確認を行う。また，建屋対策班の報告結果を考慮し，その後の

対応者については，ハザードに応じた防護装備を選定する。ハ

ザードに応じた防護装備は第 4 表に示す。  

 （１）装備（建屋対策班）  

  ・酸素呼吸器  

  ・ケミカルスーツ  

  ・対薬品用グローブ  

  ・対薬品用長靴  
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第 4 表  ハザードに応じた防護装備  

防  護  装  備  の  種  類  
ハザード  

顔  体  手  足  

酸素呼吸器  
ケミカル  
スーツ  

耐薬品用  
グローブ  

耐薬品用  
長靴  

酸欠，溢水  
薬品，汚染  
有毒ガス  

酸素呼吸器  
タイベック  

スーツ  
ゴム手袋  短靴  酸欠，汚染  

酸素呼吸器  
管理区域用  

管理服  
綿手袋  短靴  酸欠  

全面マスク  
（防毒）  

ケミカル  
スーツ  

耐薬品用  
グローブ  

耐薬品用  
長靴  

溢水，薬品  
有毒ガス  

全面マスク  
（防じん）  

アノラック  
スーツ  

ゴム手袋  
作業用長

靴  
溢水，汚染  

全面マスク  
（防じん）  

タイベック  
スーツ  

ゴム手袋  短靴  汚染  

半面マスク  
（防じん）  

タイベック  
スーツ  

ゴム手袋  短靴  
汚染※ 2 

（二次汚染の
可能性高）  

半面マスク  
（防じん）  

管理区域用  
管理服  

綿手袋  短靴  
汚染※ 3 

（二次汚染の
可能性高）  

半面マスク  
（防じん）

※ 1 
構内作業服  

綿手袋  
（ゴム手

袋）  
短靴  

汚染  
（内部被ばく
防止を考慮）  

※ 1 携帯（必要に応じ着装）  
※ 2 現場管理者，チェンジングエリア運用開始時  
※ 3 2 班目以降の各対策班（現場環境により，装備軽減が可能  

な場合）  

 

２．放射線防護具等の携行について  

  大規模損壊対応において，作業を行う要員は，中央制御室に

配備されている（１）の携行品を携行し，作業を行う。  

（１）携行品  

  ・酸素濃度計  

  ・二酸化炭素濃度計  

  ・ NOx 濃度計  

  ・γ線用サーベイメータ   
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３．大規模損壊対応時における放射線防護の留意事項  

  現場作業等を行う要員は，個人線量計を着用するとともに，

適時，線量を確認し，自身の被ばく状況を把握する。  

  現場作業等を行う要員は，被ばく管理のため，滞在時間及び

被ばく線量等の情報を確認・記録する。  

  線量が警報レベルに達した場合は，作業を中断し，線量率の

低い場所へ退避し建屋対策班長に報告する。  
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令和４年７月 15 日 R１ 

 

 

 

 

 

補足説明資料２．-８ 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．） 

 

再処理施設における有毒ガス防護については，新規制基準適合性審査の

中で確認を行い，事業変更許可を取得している。一方で，「使用済燃料の再

処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な

措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準」（以下，「技術的

能力審査基準」という。）の 1.0（４）【解釈】1 g）に係る基準適合性に関

しては，既許可での申請範囲には含めず，別途申請することとしていたこ

とから，改めて基準適合性の確認が必要である。 

このため，基準適合性の確認として，既許可の申請書及び整理資料の補

足説明資料から有毒ガスに係る箇所を抽出し，①発生源，②防護対象者，

③防護対策（検知手段，防護措置）の観点で既許可の対応内容を整理する。

また，追加要求事項に照らして有毒ガス防護として担保すべき事項を整理

し，既許可の対応と比較して追加または明確化すべき事項について，申請

書本文，添付書類及び補足説明資料への反映事項として整理する。 

技術的能力審査基準においては，共通事項である技術的能力 1.0 に対し，

有毒ガス発生時の重大事故等に対処する要員の防護について，吸気中の有

毒ガス濃度を基準値以下とするための手順及び体制の整備，予期せず発生

する有毒ガスへの対策，有毒ガス発生時の通信連絡設備による連絡といっ

た防護対策（検知手段，防護措置）に係る具体的要求事項が追加されてい

る。技術的能力２．では，これらの要求事項に対し，技術的能力 1.0～1.14

に定めた防護対策（検知手段，防護措置）を活用した大規模損壊に対する

手順を反映することが求められることから，これらの観点で整理する。 

整理結果を次ページ以降に示す。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．）（1／13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

補
2
.
-
8
-
2
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、再処理施設において核燃料物質が

臨界状態になることその他の事故

が発生した場合における当該事故

に対処するために必要な施設及び

体制の整備に関する事項 

ハ．重大事故に至るおそれがある事故

（運転時の異常な過渡変化及び設

計基準事故を除く。）又は重大事故

に対処するために必要な施設及び

体制並びに発生すると想定される

事故の程度及び影響の評価を行う

ために設定した条件及びその評価

の結果

(２) 重大事故の発生及び拡大の防

止に必要な措置を実施するため

に必要な技術的能力 

(ⅱ) 大規模な自然災害又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムへの対応における事項

大規模損壊が発生するおそれがあ

る場合又は発生した場合に備えて，公

衆及び従事者を放射線被ばくのリス

クから守ることを最大の目的とし，以

下の項目に関する手順書を整備する

とともに，当該手順書に従って活動を

行うための体制及び資機材を整備す

る。整備に当たっては過酷な大規模損

壊が発生した場合においても，当該手

順書等を活用した対策によって事象

進展の抑制及び影響の緩和措置を講

ずることができるよう考慮する。 

・大規模損壊発生時における大規

模な火災が発生した場合におけ

る消火活動に関すること

・大規模損壊発生時における燃料

添付書類八 再処理施設において事

故が発生した場合にお

ける当該事故に対処す

るために必要な施設及

び体制の整備に関する

説明書 

5.2 大規模な自然災害又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムへの対応における事項

大規模損壊が発生するおそれがあ

る場合又は発生した場合における体

制の整備に関し，次の項目に関する

手順書を適切に整備し，また，当該

手順書に従って活動を行うための体

制及び資機材を整備する。 

・大規模損壊発生時における大規

模な火災が発生した場合におけ

る消火活動に関すること

・大規模損壊発生時における燃料

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

■発生源

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の発生源を記載している。 

 大規模損壊

 大規模損壊では重大事故等時

に比べ被害の程度が大きくな

ることを想定し，重大事故等の

要因として考慮した自然現象

を超えるような規模の自然災

害，大規模な火災等の発生など

を考慮している。既許可で，第

33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件の内数に

含まれる有毒ガスの他，重大事

故等の要因として考慮した自

然現象を超えるような規模の

自然災害，大規模な火災等で発

生する大気汚染物質がある。 

■検知手段

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 大規模損壊に備えた手順書，体制

及び資機材の整備

■防護措置

既許可では申請書本文又は添付書

類に有毒ガスの発生を考慮した防護

具を着用する等以下の防護措置を記

載している。 

 大規模損壊に備えた手順書，体制

及び資機材の整備

■有毒ガスの発生源

第 33 条に示す重大事故等が発生し

た場合の環境条件，大規模な自然災害

及び大規模な火災等で発生する有毒

ガスを考慮した防護具により対処す

ることから，本条文で担保すべき事項

はない。 

■有毒ガスの検知手段

有毒ガスの検知手段（手順）

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

検知手段（通信連絡設備）を個別手順

で定めること。 

■有毒ガス防護措置

有毒ガス防護措置（手順）

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

■有毒ガスの発生源

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし）

担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

■有毒ガスの検知手段

有毒ガスの検知手段（手順）

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし）

技術的能力 2.0では，個別手順に加

え，1.0で定めた手順も使用するこ

とを定めている。

有毒ガス検知手段（通信連絡設備）

の個別手順は、技術的能力 1.0で定

めていることから，反映事項はな

い。

■有毒ガス防護措置

有毒ガス防護措置（手順）

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし）

「手順書の整備」の項目で記載する

ため，本箇所での反映事項はない。 

2
0
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．）（2／13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
2
.
-
8
-
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

貯蔵プール等の水位を確保する

ための対策及び使用済燃料の著

しい損傷を緩和するための対策

に関すること 

・大規模損壊発生時における放射

性物質及び放射線の放出を低減

するための対策に関すること 

 

八、ハ.(2)(ⅱ) 

(a) 大規模損壊発生時に係る手順書

の整備 

大規模損壊では，重大事故等時に

比べて再処理施設が受ける影響及び

被害の程度が大きく，その被害範囲

は広範囲で不確定なものと想定す

る。そのため，あらかじめシナリオ

を設定して対応することが困難であ

る。 

したがって，工場等外への放射性

物質及び放射線の放出低減を最優先

に考えた対応を行うこととし，重大

事故等対策において整備する手順書

等に加えて，可搬型重大事故等対処

設備による対応を中心とした多様性

及び柔軟性を有するものとして整備

する。 

大規模損壊に係る手順書を整備する

に当たっては，重大事故等の要因とし

て考慮した自然現象を超えるような

規模の自然災害が再処理施設の安全

性に与える影響，故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる

再処理施設の広範囲にわたる損壊，不

特定多数の機器の機能喪失，大規模な

火災等の発生などを考慮する。また，

重大事故等対策が機能せず，重大事故

が進展し，工場等外への放射性物質及

び放射線の放出に至る可能性も考慮

貯蔵プール等の水位を確保する

ための対策及び使用済燃料の著

しい損傷を緩和するための対策

に関すること 

・大規模損壊発生時における放射

性物質及び放射線の放出を低減

するための対策に関すること 

 

添付書類八 

5.2.1 大規模損壊発生時の手順書の

整備 

大規模損壊発生時の対応手順書の

整備に当たっては，大規模損壊の発

生によって放射性物質及び放射線が

工場等外に放出されるような万一の

事態に至る可能性も想定し，以下の

大規模な自然災害及び故意による大

型航空機衝突その他のテロリズムを

考慮する。 

(１) 大規模損壊を発生させる可能性

のある自然災害の選定 

自然災害については，多数ある自

然現象の中から再処理施設に大規模

損壊を発生させる可能性のある自然

災害を選定する。 

ａ．自然現象の網羅的な抽出 

国内外の基準を参考に，網羅的に

自然現象を抽出及び整理し，自然

現象56 事象を抽出した。 

ｂ．特に再処理施設の安全性に影響

を与える可能性のある自然現象の

選定各自然現象については，次の

選定基準を踏まえて想定する再処

理施設への影響を考慮し，非常に

過酷な状況を想定した場合に考え

得る自然現象について評価した。 

基準１－１：自然現象の発生頻度が

極めて低い 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．）（3／13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
2
.
-
8
-
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

する。 

大規模損壊への対処に当たっては，

再処理施設の被害状況を速やかに把

握するための手順書及び被害状況を

踏まえた優先事項の実行判断を行う

ための手順書を整備する。また，重大

事故等への対処を考慮した上で，大規

模な火災が発生した場合における消

火活動，燃料貯蔵プール等の水位を確

保するための対策及び使用済燃料の

著しい損傷を緩和するための対策，放

射性物質の放出を低減するための対

策，放射線の放出を低減するための対

策及び重大事故等対策（以下「実施す

べき対策」という。）の内容を整理す

るとともに，判断基準及び手順書を整

備する。 

大規模な自然災害については，大規

模損壊を発生させる可能性のある自

然災害の事象を選定した上で，整備し

た対応手順書の有効性を確認する。 

故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムについては，様々な状況

を想定するが，その中でも施設の広範

囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪

失及び大規模な火災が発生して再処

理施設に大きな影響を与える事象を

前提とした対応手順書を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準１－２：自然現象そのものは発

生するが，大規模損壊

に至る規模の発生を想

定しない 

基準１－３：再処理施設周辺では起

こり得ない 

基準２ ：発生しても大規模損壊に至

るような影響が考えられ

ないことが明らかである 

特に再処理施設の安全性に影響を

与える可能性がある事象の影響を整

理した結果を第 5.2.1－１表及び第

5.2.1－１図にそれぞれ示す。 

検討した結果，地震，竜巻，落

雷，森林火災，凍結，干ばつ，火山

の影響，積雪及び隕石を非常に過酷

な状況を想定した場合に大規模損壊

の要因として考慮すべき自然現象と

して選定する。 

上記の９事象に対し，大規模損壊

に至る前に対処が可能な自然現象は

再処理施設に影響を与えないものと

考え，特に再処理施設の安全性に影

響を与える可能性のある自然現象を

選定した結果，地震，竜巻，火山の

影響及び隕石を大規模損壊を発生さ

せる可能性のある自然災害として選

定する。 

ｃ．大規模損壊の対象シナリオ選定 

非常に過酷な状況を想定した場合

に大規模損壊の要因として考慮すべ

き自然現象について，それぞれで特

定した外的事象及びシナリオを基

に，大規模損壊として想定すること

が適切な事象を選定する。 

上記ｂ．での整理から，再処理施設

の最終状態は以下の３項目に類型化

することができる。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．）（4／13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
2
.
-
8
-
5
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・大規模損壊で想定しているシナ

リオ 

・重大事故等で想定しているシナ

リオ 

・設計基準事故で想定しているシ

ナリオ 

事象ごとに再処理施設の最終状態

を整理した結果を第5.2.1－２表に示

す。その結果，再処理施設において

大規模損壊を発生させる可能性のあ

る自然現象は，地震，竜巻，火山の

影響及び隕石の４事象である。 

また，大規模損壊を発生させる可

能性のある自然現象のうち，各事象

のシナリオについては以下のとおり

である。 

(ａ) 地震 

最も過酷なケースは電力系

統，保安電源設備，安全冷却水

系，安全圧縮空気系，全交流動

力電源，閉じ込め機能，遮蔽機

能等の喪失により発生する冷却

機能の喪失による蒸発乾固，放

射線分解により発生する水素に

よる爆発，燃料貯蔵プール等の

冷却機能等の喪失，放射性物質

及び放射線の放出によるシナリ

オの場合となる。 

(ｂ) 竜巻 

最も過酷なケースは全交流動

力電源の喪失により発生する冷

却機能の喪失による蒸発乾固，

放射線分解により発生する水素

による爆発，燃料貯蔵プール等

の冷却機能等の喪失によるシナ

リオの場合となる。 

(ｃ) 火山の影響 

最も過酷なケースは全交流動
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．）（5／13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
2
.
-
8
-
6
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

力電源の喪失により発生する冷

却機能の喪失による蒸発乾固，放

射線分解により発生する水素に

よる爆発，燃料貯蔵プール等の冷

却機能等の喪失によるシナリオ

の場合となる。 

(ｄ) 隕石 

建物又は屋外設備等に隕石が

衝突した場合は，当該建物又は設

備が損傷し，機能喪失に至る可能

性がある。 

再処理施設敷地に隕石が落下

した場合は，振動により安全機能

が損傷し，機能喪失に至る可能性

がある。 

(２) 故意による大型航空機の衝突そ

の他のテロリズムへの対応 

テロリズムは様々な状況を想定す

るが，その中でも施設の広範囲にわた

る損壊，多数の機器の機能喪失及び大

規模な火災が発生して再処理施設に

大きな影響を与える故意による大型

航空機の衝突を想定し，多様性及び柔

軟性を有する手段を構築する。 

また，大型航空機の建物への衝突を

要因とする大規模な火災が発生する

ことを前提とした手順書を整備する。

事前にテロリズムの情報を入手した

場合は，可能な限り被害の低減や人命

の保護に必要な安全措置を講ずるこ

とを考慮する。 

その他のテロリズムによる爆発等

での再処理施設への影響については，

故意による大型航空機の衝突と同様

として考慮する。 

テロリストの敷地内への侵入に対

する備えについては，核物質防護対策

として，区域の設定，人の容易な侵入
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．）（6／13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 

補
2
.
-
8
-
7
 

１.事業指定申請書（既許可）

本文 

２.事業指定申請書（既許可）

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

を防止できる柵及び鉄筋コンクリー

ト造りの壁等の障壁の設置，巡視，監

視，出入口での身分確認，探知施設を

用いた警報及び映像等の集中監視，治

安当局への通信連絡並びに不正に爆

発性又は易燃性を有する物件その他

人に危害を与え，又は他の物件を損傷

するおそれがある物件の持込み（郵便

物等による敷地外からの爆発物及び

有害物質の持込みを含む。）を防止す

るための持込み点検を行う設計とす

る。また，常日頃より核物質防護措置

に係る治安当局との協力体制を構築

し，連携を密にすることでテロリズム

の発生に備える。テロリストの侵入や

その兆候を確認した場合には，速やか

に治安当局に通報するとともに，再処

理施設の安全確保のため使用済燃料

の再処理工程を停止する。また，要員

の安全を確保するため，治安当局との

連携の上

必要な措置を講ず

る。 

テロリストの破壊行為により再処

理施設が損壊した場合，以下のとおり

事業者として可能な限りの対応を行

う。 

ａ．安全系監視制御盤等の監視や現場

での測定により施設状態の把握に

努める。 

ｂ．把握した安全機能の喪失に対して

安全機能の回復を図るとともに，治

安当局による鎮圧後に必要な措置

を講ずるための準備を行う。 

以上より，大規模損壊発生時の対応

手順書の整備に当たっては，(１)及び

(２)において整理した大規模損壊の

発生によって，放射性物質及び放射線

■発生源

 第 33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件 

 大規模な自然災害

 大規模な火災

■防護対象者

既許可では申請書本文，添付書類に

以下の防護対象者を記載している。 

 重大事故等対策を実施する実施

組織要員

 明示していないが，大規模損壊

の発生時に使用する技術的能

力審査基準の「１．重大事故等

対策における要求事項」におけ

る１．１項～１．９項の要求事

項に基づき整備する手順書に

おいて，屋内外で重大事故対処

を実施する要員を考慮してい

る。

■検知手段

既許可では申請書本文，添付書類又

は整理資料補足説明資料に以下の検

知手段を記載している。 

 対処において作業環境を確認す

ること

 整理資料補足説明資料「2.－2

大規模損壊発生時の対応」にお

いて，大規模損壊が発生した場

合，初動対応を行う上で最も優

■有毒ガスの発生源

左記の発生源より発生する有毒ガ

スを考慮した防護具により対処する

ことから，本条文で担保すべき事項は

ない。 

■有毒ガス防護対象者

対処を行う非常時対策組織要員（実

施組織要員，本部員，支援組織要員）

は，重大事故等の対処と同様であり，

技術的能力 1.0で担保するため，本条

文で担保すべき事項に該当するもの

はない。 

■有毒ガスの検知手段

有毒ガスの検知手段（手順）

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

検知手段（通信連絡設備）を個別手順

で定めること。 

■有毒ガスの発生源

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし）

担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。

■有毒ガス防護対象者

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし）

担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。

■有毒ガスの検知手段

有毒ガスの検知手段（手順）

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし）

技術的能力 2.0では，個別手順に加

え，1.0で定めた手順も使用するこ

とを定めている。

有毒ガス検知手段（通信連絡設備）の

個別手順は、技術的能力 1.0 で定め

ていることから，反映事項はない。

2
1
0
0



有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．）（7／13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
2
.
-
8
-
8
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、ハ.(2)(ⅱ)(a) 

(ニ) 大規模損壊への対応を行うた

めに必要な手順 

技術的能力審査基準の「２．大規模

な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムへの対

応における要求事項」の一～三までの

活動を行うための手順書として，重大

事故等対策で整備する設備を活用し

た手順書等に加えて，事象進展の抑制

及びその影響の緩和に資するための

多様性を持たせた手順書等を整備す

る。 

 また，技術的能力審査基準の「１．

重大事故等対策における要求事項」に

おける１．１項～１．９項の要求事項

に基づき整備する手順書に加えて，大

規模損壊の発生を想定し，制御室の監

視及び制御機能が喪失した場合も対

応できるよう現場にて再処理施設の

状態を監視する手順書，現場において

直接機器を作動させるための手順書

等を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

が工場等外に放出されるような万一

の事態に至る可能性も想定し，再処理

施設において使用できる可能性のあ

る設備，資機材及び要員を最大限に活

用した多様性及び柔軟性を有する手

段を構築する。 

 

 

添付書類八  

5.2.1.2 大規模損壊への対応を行う

ために必要な手順 

技術的能力審査基準の「２．大規

模な自然災害又は故意による大型航

空機の衝突その他のテロリズムへの

対応における要求事項」の一～三ま

での活動を行うための手順書とし

て，重大事故等対策で整備する設備

を活用した手順書等に加えて，事象

進展の抑制及びその影響の緩和に資

するための多様性を持たせた手順書

等を整備する。 

また，技術的能力審査基準の

「１．重大事故等対策における要求

事項」における１．１項～１．９項

の要求事項に基づき整備する手順書

に加えて，大規模損壊の発生を想定

し，制御室の監視及び制御機能が喪

失した場合も対応できるよう現場に

て再処理施設の状態を監視する手順

書，現場において直接機器を作動さ

せるための手順書等を整備する。 

整備に当たっては，重大事故等へ

の対処を考慮した上で，取り得る対

処の内容を整理するとともに，判断

基準及び手順書を整備する。 

具体的には，大規模損壊発生時の

対応として再処理施設の被害状況を

速やかに把握し，実施責任者（統括

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足説明資料２．－２ 大規模損壊

発生時の対応】 

大規模損壊が発生した場合，初動対

応を行う上で最も優先すべきは再処

理施設の状態を把握することである

ため，事象が発生した場合，実施組織

要員は，制御室の状況，大まかな再処

理施設の状態確認及び把握を可能な

範囲で行うことを整理している。 

 

 

【補足説明資料２．－４ 大規模損壊

発生時における放射線防護に係る対

応について】 

以下に， 大規模損壊対応に必要な装

備について整理する。 

１．大規模損壊対応に着用する装備

について 

大規模損壊対応において，初動対

応を行う要員（建屋対策班）は，中

央制御室に配備されている（１）の

装備を着用し，現場確認を行う。ま

た，建屋対策班の報告結果を考慮

し，その後の対応者については，ハ

ザードに応じた防護装備を選定す

る。ハザードに応じた防護装備は第4 

表に示す。 

（１） 装備（建屋対策班） 

・酸素呼吸器 

・ケミカルスーツ 

先すべきは再処理施設の状態

を把握することであるため，事

象が発生した場合，実施組織要

員は，制御室の状況，大まかな

再処理施設の状態確認及び把

握を可能な範囲で行うことを

整理している。 

明示していないが，大規模損壊

の発生時に使用する技術的能

力審査基準の「１．重大事故等

対策における要求事項」におけ

る１．１項～１．９項の要求事

項に基づき整備する手順書に

おいて，中央制御室等との連絡

手段が確保されることにより，

作業場所の状況や中央制御室

等からの作業指示，連絡を受け

ることができることを考慮し

ている。 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文，添付書類又

は整理資料補足説明資料に以下の防

護措置を記載している。 

 必要な装備及び資機材を選定す

ること 

 整理資料補足説明資料「2.－4 

大規模損壊発生時における放

射線防護に係る対応について」

において，初動対応を行う要員

（建屋対策班）は，中央制御室

に配備されている酸素呼吸器

を着用し，現場確認を行う。ま

た，建屋対策班の報告結果を考

慮し，その後の対応者について

は，ハザードに応じた防護装備

を選定する。 

明示していないが，大規模損壊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（防護具類）が行われる手順

であることから，反映事項はない。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．）（8／13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
2
.
-
8
-
9
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当直長）が実施すべき対策を決定し

た上で，取り得る全ての施設状況の

回復操作及び重大事故等対策を実施

するとともに，著しい施設の損壊そ

の他の理由により，それらが成功し

ない可能性があると実施責任者（統

括当直長）が判断した場合は，工場

等外への放射性物質及び放射線の放

出低減対策に着手する。 

これらの対処においては，実施責

任者（統括当直長）が躊躇せずに的

確に判断し対処の指揮を行えるよ

う，財産（設備等）保護よりも安全

を優先する方針に基づき定めた判断

基準を手順書に明記する。 

また，重大事故等対策を実施する

実施組織要員の安全を確保するた

め，対処においては作業環境を確認

するとともに，実施責任者（統括当

直長）は必要な装備及び資機材を選

定する。 

対処を実施するに当たって，以下の

手順書を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・対薬品用グローブ 

・対薬品用長靴 

 

２．放射線防護具等の携行について 

大規模損壊対応において，作業を

行う要員は，中央制御室に配備され

ている（１）の携行品を携行し，作

業を行う。 

（１）携行品 

・酸素濃度計 

・二酸化炭素濃度計 

・N O x 濃度計 

・γ線用サーベイメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の発生時に使用する技術的能

力審査基準の「１．重大事故等

対策における要求事項」におけ

る１．１項～１．９項の要求事

項に基づき整備する手順書に

おいて，作業環境に応じた防護

具の配備及び着用を考慮して

いる。 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

有毒ガス防護対策を行った場合で

も，重大事故等対処が実施可能である

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

想定される有毒ガスの発生時にお

いて，有毒ガス防護対策により，非常

時対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認すること。 

また，有毒ガス防護対策を行った場

合でも，重大事故等対処が実施可能で

あること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対策の成立性 

・申請書本文，添付書類，（反映事項な

し） 

  有毒ガス防護対策により，非常時

対策組織要員の対処能力が著しく

低下しないことを確認することは，

申請書の本文及び添付書類で担保

すべき事項ではないことから，反映

事項はない。 

また，有毒ガス防護対策を行った

場合の重大事故等対処の成立性に

ついては，既許可においても有毒ガ

ス防護対策を考慮した重大事故等

対処の手順及び体制を定め，添付書

類八添付１に示す重大事故等対処

に係るタイムチャートを作成し，重

大事故等対処が成立することを確

認していることから，反映すべき事

項はない。 

 

・補足説明資料（反映事項あり） 

有毒ガス防護対策の成立性は共

通事項として技術的能力 1.0 の補

足説明資料で説明する。また，既許

可に反映済みの事項を含め，本条文

における有毒ガス防護対策を確認

した結果として，「有毒ガス防護に

係る申請書項目の整理表」を補足説

明資料 2.-8として追加する。 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．）（9／13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
2
.
-
8
-
1
0
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

八、ハ.(2)(ⅱ) 

(b) 大規模損壊の発生に備えた体制

の整備 

 

(ニ) 大規模損壊発生時の活動拠点 

 

大規模損壊発生時は，「(２)(ⅰ) 

(ｄ) 手順書の整備，訓練の実施及

び体制の整備」に基づいた体制の整

備と同様に，実施組織は制御建屋，

支援組織は緊急時対策所を活動拠点

とする。また，工場等外への放射性

物質若しくは放射線の大量放出のお

それ又は故意による大型航空機の衝

突が生じたことにより，制御建屋が

使用できなくなる場合には，実施組

織要員は緊急時対策所に活動拠点を

移行し，対策活動を実施するが，緊

急時対策所が機能喪失する場合も想

定し，緊急時対策所以外に代替可能

なスペースも状況に応じて活用す

る。 

気体状の放射性物質が大気中へ大

規模に放出した場合は，再処理施設周

辺の線量率が上昇する。そのため，気

体状の放射性物質が大気中へ大規模

に放出するおそれがある場合は，緊急

時対策所にとどまり活動する要員以

外の要員は不要な被ばくを避けるた

め，再処理事業所構外へ一時退避す

る。緊急時対策所については，緊急時

対策建屋換気設備を再循環モード又

は緊急時対策建屋加圧ユニットによ

る加圧によって緊急時対策所の居住

性を確保し，要員の放射線影響を低減

させ，気体状の放射性物質が通過後，

活動を再開する。緊急時対策所にとど

まり活動する要員以外の要員の再処

添付書類八  

 

 

 

5.2.2.4 大規模損壊発生時の活動拠

点 

「5.1.4 手順書の整備，訓練の実

施及び体制の整備」で整備する体制

と同様に，大規模損壊が発生した場

合は，実施組織は制御建屋，支援組

織は緊急時対策所を活動拠点とす

る。また，工場等外への放射性物質

若しくは放射線の大量放出のおそれ

又は故意による大型航空機の衝突が

生じたことにより，制御建屋が使用

できなくなる場合には，実施組織要

員は緊急時対策所に活動拠点を移行

し，対策活動を実施するが，緊急時

対策所が機能喪失する場合も想定

し，緊急時対策所以外に代替可能な

スペースも状況に応じて活用する。 

気体状の放射性物質が大気中へ大

規模に放出した場合は，再処理施設

周辺の線量率が上昇する。そのた

め，気体状の放射性物質が大気中へ

大規模に放出するおそれがある場合

は，緊急時対策所にとどまり活動す

る要員以外の要員は不要な被ばくを

避けるため，再処理事業所構外へ一

時退避する。緊急時対策所について

は，緊急時対策建屋換気設備を再循

環モード又は緊急時対策建屋加圧ユ

ニットによる加圧によって緊急時対

策所の居住性を確保し，要員の放射

線影響を低減させ，気体状の放射性

物質が通過後，活動を再開する。緊

急時対策所にとどまり活動する要員

以外の要員の再処理事業所構外への

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発生源 

 第 33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件 

 大規模な自然災害 

 大規模な火災 

 

 

 

 

■防護対象者 

既許可では申請書本文，添付書類に

以下の防護対象者を記載している。 

 活動拠点を制御室とする実施組

織要員 

 活動拠点を緊急時対策所とする

支援組織要員 

 活動拠点を緊急時対策所に移行

する実施組織要員 

 

 

■検知手段 

既許可本パートは活動拠点を説明

するところであり，有毒ガスに対する

検知手段については，他条文で規定す

るため，記載していない。 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 再循環モードによる緊急時対策

所の居住性の確保 

 実施組織は制御建屋，支援組織

は緊急時対策所を活動拠点と

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

左記の発生源より発生する有毒ガ

スを考慮した防護具により対処する

ことから，本条文で担保すべき事項は

ない。 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

対処を行う非常時対策組織要員（実

施組織要員，本部員，支援組織要員）

は，重大事故等の対処と同様であり，

技術的能力 1.0で担保するため，本条

文で担保すべき事項に該当するもの

はない。 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

担保すべき事項に該当するものは

ない。 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するもの

はないことから，反映事項はない。 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・添付書類（反映事項あり：記載の明

確化） 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（換気設備の隔離）が行われる

手順であるが，有毒ガスに対して行う

2
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．）（10／13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
2
.
-
8
-
1
1
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

理事業所構外への一時退避について

は，再処理事業所から離れることで放

射線影響を低減させ，気体状の放射性

物質が通過後，再処理事業所へ再参集

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、ハ.(2)(ⅱ) 

(ｃ) 大規模損壊の発生に備えた設備

及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，大規模損

壊発生時の対応手順に従って活動を

行うために必要な設備及び資機材は，

重大事故等発生時に使用する重大事

故等対処設備及び資機材を用いるこ

とを基本とし，これらは次に示す重大

事故等対処設備の配備の基本的な考

え方に基づき配備する。 

（イ）大規模な自然災害又は故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムへの対応に必要な設備の配備及

び当該設備の防護の基本的な考え方 

可搬型重大事故等対処設備は，設計

基準事故に対処するための設備の安

全機能又は常設重大事故等対処設備

の重大事故等に対処するために必要

な機能と共通要因によって同時にそ

の機能が損なわれるおそれがないよ

う，共通要因の特性を踏まえ，可能な

一時退避については，再処理事業所

から離れることで放射線影響を低減

させ，気体状の放射性物質が通過

後，再処理事業所へ再参集する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類八 

5.2.3 大規模損壊の発生に備えた設

備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，大規模

損壊発生時の対応手順に従って活動

を行うために必要な設備及び資機材

は，重大事故等発生時に使用する重

大事故等対処設備及び資機材を用い

ることを基本とし，これらは次に示

す重大事故等対処設備の配備の基本

的な考え方に基づき配備する。 

(１) 大規模な自然災害又は故意に

よる大型航空機の衝突その他の

テロリズムへの対応に必要な設

備の配備及び当該設備の防護の

基本的な考え方 

可搬型重大事故等対処設備

は，設計基準事故に対処するた

めの設備の安全機能又は常設重

大事故等対処設備の重大事故等

に対処するために必要な機能と

共通要因によって同時にその機

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（有毒ガス防護に関連する記載なし） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

するが，制御建屋が使用できな

くなる場合には，実施組織要員

は緊急時対策所に活動拠点を

移行する。 

明示していないが，大規模損壊

の発生時に制御室換気設備ま

たは緊急時対策建屋換気設備

が使用可能な場合，技術的能力

審査基準の「１．重大事故等対

策における要求事項」における

１．11 項，１．13 項の要求事

項に基づき整備する手順書に

おいて，制御室または緊急時対

策所の外気取り入れ停止を行

うことができる。 

 

■発生源 

 第 33 条に示す重大事故等が発生

した場合の環境条件 

 大規模な自然災害 

 大規模な火災 

 

 

■防護対象者 

既許可の本パートは資機材を説明

するところであり，有毒ガスに対する

検知手段については，「手順書の整備」

及び「大規模損壊発生時の活動拠点に

ついて」で整理するため，記載してい

ない。 

 

■検知手段 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の検知手段を記載している。 

 再処理施設の内外の連絡に必要

な通信手段を確保するための複

数の多様な通信手段の配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

左記の発生源より発生する有毒ガ

スを考慮した防護具により対処する

ことから，本条文で担保すべき事項は

ない。 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

本条文で担保すべき事項に該当す

るものはない。 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

の検知手段（通信連絡設備）を個別手

順で定めること。 

 

 

ことが明確でない。 

そのため，有毒ガスが発生した場合

もその影響を防ぐために換気設備の

隔離を行うことを明確化する。 

 

本文：反映事項なし 

補足：反映事項なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガスの発生源 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

■有毒ガス防護対象者 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

 担保すべき事項に該当するものは

ないことから，反映事項はない。 

 

 

 

■有毒ガスの検知手段 

有毒ガスの検知手段（手順） 

・申請書本文，添付書類，補足説明資

料（反映事項なし） 

技術的能力 2.0では，個別手順に加

え，1.0で定めた手順も使用するこ
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．）（11／13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
2
.
-
8
-
1
2
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

限り多様性，独立性，位置的分散を考

慮して保管する。 

また，可搬型重大事故等対処設備

は，地震，津波，その他の自然現象又

は故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズム，設計基準事故に対処

するための設備及び重大事故等対処

設備の配置その他の条件を考慮した

上で，常設重大事故等対処設備と異な

る保管場所に保管する。 

屋外に保管する可搬型重大事故等

対処設備は，自然現象，人為事象及び

故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムに対して，設計基準事故

に対処するための設備の安全機能又

は常設重大事故等対処設備の重大事

故等に対処するために必要な機能と

同時にその機能を損なわれるおそれ

がないよう，設計基準事故に対処する

ための設備又は常設重大事故等対処

設備これらを考慮して設置される建

屋の外壁から 100ｍ以上の離隔距離を

確保した場所に保管するとともに異

なる場所にも保管することで位置的

分散を図る。また，屋外に設置する設

計基準事故に対処するための設備か

らも 100ｍ以上の離隔距離を確保す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

能が損なわれるおそれがないよ

う，共通要因の特性を踏まえ，

可能な限り多様性，独立性，位

置的分散を考慮して保管する。 

可搬型重大事故等対処設備

は，地震，津波，その他の自然

現象又は故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズム，設

計基準事故に対処するための設

備及び重大事故等対処設備の配

置その他の条件を考慮した上で

常設重大事故等対処設備と異な

る保管場所に保管する。 

屋外に保管する可搬型重大事

故等対処設備は，自然現象，人

為事象及び故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムに

対して，設計基準事故に対処す

るための設備の安全機能又は常

設重大事故等対処設備の重大事

故等に対処するために必要な機

能と同時にその機能を損なわれ

るおそれがないよう，設計基準

事故に対処するための設備又は

常設重大事故等対処設備これら

を考慮して設置される建屋の外

壁から100ｍ以上の離隔距離を確

保した場所に保管するとともに

異なる場所にも保管することで

位置的分散を図る。また，屋外

に設置する設計基準事故に対処

するための設備からも100ｍ以上

の離隔距離を確保する。 

屋外に保管する可搬型重大事

故等対処設備は，地震により生

じる敷地下斜面のすべり，液状

化又は揺すり込みによる不等沈

下，傾斜及び浮き上がり，地盤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■防護措置 

既許可では申請書本文又は添付書

類に以下の防護措置を記載している。 

 重大事故等発生時に使用する資

機材 

 明示していないが，技術的能力

審査基準の「１．重大事故等対

策における要求事項」における

１．１項～１．９項の要求事項

に基づき整備する手順書にお

いて，使用する防護具を考慮し

ている。 

 消火活動を実施するために着用

する防護具の配備 

 化学薬品の漏えいを考慮した防

護具の配備 

 

 

 

 

 

 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

技術的能力 1.0 で定めた有毒ガス

防護措置（防護具類）を個別手順で定

めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とを定めている。 

有毒ガスの検知手段（通信連絡設

備）の個別手順は、技術的能力 1.0

で定めていることから，反映事項は

ない。 

 

 

■有毒ガス防護措置 

有毒ガス防護措置（手順） 

・申請書本文，添付書類（反映事項あ

り：記載の明確化） 

技術的能力1.0で定めた有毒ガス防

護措置（防護具類）が行われる手順で

あるが，有毒ガスに対して使用するこ

とが明確ではない。 

そのため，有毒ガスのばく露による

影響を回避するために防護具を着用

することを明示する。 

 

補足：反映事項なし 
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．）（12／13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
2
.
-
8
-
1
3
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ） 大規模損壊に備えた資機材の

配備に関する基本的な考え方 

資機材については，高い線量率の環

境下，大規模な火災の発生通常の通信

手段が使用不能及び外部支援が受け

られない状況を想定し，必要な消火活

動を実施するために着用する防護具，

消火剤等の資機材，可搬型放水砲等の

設備，放射性物質又は放射線の放出及

び化学薬品の漏えいを考慮した防護

具，再処理施設の内外の連絡に必要な

通信手段を確保するための複数の多

様な通信手段等を配備する。また，そ

のような状況においても資機材の使

用が期待できるよう，同時に影響を受

けることがないように再処理施設か

ら 100ｍ以上離隔をとった場所に分散

配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

支持力の不足，地中埋設構造物

の損壊等の影響を受けない複数

の保管場所に分散して保管す

る。 

可搬型重大事故等対処設備

は，各保管場所において，必要

に応じて転倒しないよう固縛等

の措置を講ずるとともに，動的

機器については，加振試験等に

より重大事故等の対処に必要な

機能が維持されることを確認す

る。 

（２）大規模損壊に備えた資機材の

配備に関する基本的な考え方 

資機材については，大規模な

火災の発生及び外部支援が受け

られない状況を想定し配備す

る。また，そのような状況にお

いても使用を期待できるよう，

同時に影響を受けることがない

ように再処理施設から100ｍ以上

離隔をとった場所に分散配置す

る。 

資機材の配備に当たっては，

以下の点を考慮し，配備する。 

ａ．大規模な地震による油タンク

火災又は故意による大型航空機

の衝突に伴う大規模な航空機燃

料火災及び化学火災の発生時に

おいて，必要な消火活動を実施

するために着用する防護具，消

火に必要な消火剤等の資機材，

可搬型放水砲等の設備を配備す

る。 

ｂ．放射性物質又は放射線の放出

による高い線量率の環境下にお

いて事故対応するために着用す

る防護具を配備する。 

2
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有毒ガス防護に係る申請書記載項目の整理表（技術的能力２．）（13／13） 

発生源  防護対象者  検知手段  防護措置 
 
 

補
2
.
-
8
-
1
4
 

１.事業指定申請書（既許可） 

本文 

２.事業指定申請書（既許可） 

添付書類 
３．整理資料（既許可） ４．既許可の整理 

５．有毒ガス防護として担保すべき

事項 

６．申請書及び整理資料への反映事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．大規模損壊発生時において，

実施組織の拠点である制御建

屋，支援組織の拠点である緊急

時対策所及び対策を実施する現

場間並びに再処理施設外との連

絡に必要な通信手段を確保する

ため，多様な通信手段を複数配

備する。 

また，通常の通信手段が使用

不能な場合を想定した通信連絡

手段として，可搬型通話装置，

可搬型衛星電話（屋内用及び屋

外用）及び可搬型トランシーバ

（屋内用及び屋外用）を配備す

るとともに，消火活動に使用で

きるよう，大型化学高所放水

車，消防ポンプ付水槽車及び化

学粉末消防車に無線機を搭載す

る。 

ｄ．化学薬品が流出した場合にお

いて，事故対応を行うために着

用する防護具を配備する。 

ｅ．大規模な自然災害により外部

支援が受けられない場合におい

ても，事故対応を行うための資

機材を確保する。 

ｆ．全交流動力電源が喪失した環

境で対応するために必要な照明

機能を有する資機材を配備す

る。 
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